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ま え が き

日本計画行政学会は、(財)ト ラス ト60か ら二回にわたって研究の助成をうけた。

その第一回は1990年 か ら二年にわたるものであり、その成果は、 トラス ト60研 究叢

書 「金融システムの将来像研究」、として、1992年 に刊行された。その副題は 「日本の経

済社会システムの再構築へ向けて」であった。

この研究は時あたかも金融再編成が叫ばれ、銀行、信託、証券、保険の各業界にわた って

改革が求められていたときであった。 日本計画行政学会の名の下に、かつて日本経済政策学

会から発展 していった諸学会、金融学会、証券学会、保険学会などの方々の参加を求めて、

金融システムの将来像研究委員会を組織 して、 これを進めることができた。金融に関わる諸

学会の専門家が政策学会や計画行政の考え方 も取 り入れて 「学際的に」協力 して取 りまとめ

た研究報告書 として評価 された。

しかしまた一方では金融分野の人達だけが過去の延長上の発想で、既得領域の保全を図 る

ものという、他分野の人達か らの批判もあった。それと同時にこの世界的激動、バブルの崩

壊、地球環境の議論の高 まりの中で、あらためて日本の経済社会 システムの再構築とい うか

らには、金融領域だけを特別に取 り上げるのはよくない。より広い視点から国民の経済生活

社会生活の再検討のなかで環境資産や経済資産の管理 システムあるいは市場メカニズムの再

検討もふくめて環境論的アプローチという新 しいパラダイムでの将来像を研究するべきだ と

いう話が持ち上がった。

1993年 目本計画行政学会 は(財)ト ラスト60か ら第二回の委託研究を受託する こと

になった。

この書物、 トラス ト60研 究叢書 「新 しい証券市場の創設と環境資産管理」はその報告書

である。

副題は見ての通り 「地球システムと共生するヒューマ ンセツルメント」 「地球環境と人類

社会時代の市場創造をめざして」である。

日本計画行政学会は同 じ専門部会に 「エコロジーとディベロップメント」研究委員会を設

けてこれを受託 した。先の批判や時代の要請を受けて大 きな迂回過程を設定 したのである。

地球環境と資源エネルギー、都市計画、農山村計画、緑の生態、環境管理等々、今度は造園



学会や農業経済 ・森林計画学会など地球環境の人間的次元研究計画に関わる専門家の動員を

した。そして最後に、 「市場創造、市場メカニズムの活用によって」という結論を環境財や

環境資産の管理から、それらを含む経済社会システムの再編成課題 と昇華 していったとき、

先の金融システムの将来像研究の 「証券化」グループと接合 し、 この題名の報告書となった。

従 ってこの報告書にまとめ られた受託研究は、二面にわたる大きな成果を上げたことにな

る。

その第一 は 「地球環境問題をめぐるすべての議論を市場創造という一点において経済社会

システムの運行のなかで解決する道を明示 した ことである」。それは環境問題や社会保障を

政府に頼 る 「税金貧乏」か らの脱出の道である。

そして第二 は 「証券市場整備により、環境財や環境資産の管理をそれ らを含む新 しい証券

市場の創設のなかに採り入れ、経済循環全体に関わる人類資産とその管理運営の道を開 く論

理展開を明示 したことである」。それは 「証券化」を 「てこ」に、経済社会システム全体の

運行を、地球 システムの経営を証券信託 システムによって行いうる道を開 くものである。金

融 システムの将来像としてこれにすぎるものはないであろう。

人類社会の存在条件やその運行条件その発展条件をこの有限の地上で求めて行 くとすれば、

その方向は自ずとこういった展開をす るに違いないというのがここでの結論である。そ して

そこへ もってい くための政策努力の研究 はまた計画行政学会に課された研究課題 ということ

になるであろう。

未然に備えて学会としてやるべき事 は多いのである。.

だが同時のこの結論は信託業界にある人達 にとって も大きな明るい将来を予見させるもの

であるはずである。

さらに討議をすすめるべきことも多 く、顧みていろいろの欠点を持つ報告書で もあるが、

改善はこれからいくらでもできることである。この報告書はアイデアや、発想の転換、新 し

いヴィジョンの宝庫でもある。 この報告書を手 にする方々が、この報告書が示唆する上述の

二つの成果の意味をくみ取 って下さるならば学会としてこんなに嬉 しいことはない。

1995年2月 目本計画行政学会

専務理事 藤 井 隆



この書物の成 り立 ちと研究の経過

この書物は日本計画行政学会がその国際共同研究専門部会の下に組織 した 「エコロジーと

ディベロップメント」研究委員会により、(財)ト ラスト60か ら受託 した1993年 度か

ら94年 度にわたる 「研究 プロジェクト」の報告書として限定出版 したものである。

この報告書の題名は見てのとお り 「新 しい証券市場の創設 と環境資産管理」、そしてその

副題は 「地球 システムと共生するヒューマンセッルメントー一一地球環境 と人類社会時代 の

市場創造をめざ して」である。

受託 した研究計画は、総合テーマ 「エコロジーとディベ ロップメント」、そしてその課題

と研究目標は次の通 りであった。

課題 人間の生態と緑の生態の相互補完的エコーシステムの形成発展を図 ることによる地

球システムの再構築、及びその経営の主体的責任を果たしうる新 しい人間の生態 と

文化を持 った人類社会の建設

研究目標

人類が現在かかえている大 きな課題である地球環境 と人類社会の経営の問題を

1)リ サイクル経済社会 システム

2)緑 の生態 と人間の生態 との相関関係によるエコシステム

3)そ の地球との共生という地球 システム

という3段 階にわたる側面から研究 し、新 しい生態 と文化を持った人類社会の建設

のための方策を探ろうとす る基礎研究である。

研究の重点は、これを通 して、地球資産 ・人類資産の考え方を整理 し、新 しい資産

管理の方式など、地球 システムの経営管理の総合研究への集束を期 さんとするもの

である。

受託 したテーマとこの報告書の題名からする報告内容を比較す ると総合研究 としてのこの

壮大な研究企画は、その研究の進行過程の中でその遠大な迂回過程 としての研究内容にも関

わ らず、研究の重点目標としてかかげた地球資産 ・人類資産の考え方を整理 し、新 しい資産

管理の方式など地球システムの経営管理の総合研究というところへ大 きく集束 していった と

いう事が判る。

このことを念頭に置いてこの報告書を読んでいただ くに当たり、 トラスト60の プロジェ

ク トとしての一貫性という意味で次の二つのことをお話 ししておかな くてはならないだろう。

第1に 話 して お きた い こ とは次 の こ とで あ る。

日本計画行政学会と トラス ト60の 研究の委託 ・受託関係では、 この報告書の一期前の委

託 として 「金融システムの将来像研究」がある。それは、金融学会、証券学会、保険学会の

会員、そして信託研究者を計画行政学会の会員 とあわせ糾合 して、既存の、あるいは現状の



延長上からする発想をこえた展開をめざすものであった。学会の学会としての日本計画行政

学会の本領をいか して、金融システムやその業態を 「地球環境時代」 「人類社会時代」 の経

済社会 システムにいかに組み込んで行くかをめざしたものであった。

その研究の目的と意義は次の通 りであった。

重複を恐れずここに掲載する理由は、今回の報告書の主たる読者である金融信託業界の方々

に、なぜ この 「題」なのか、なぜここから考えなくてはならないのか、なぜ計画行政学会が

受託 しなくてはな らなかったのかを理解 してほしいか らである。

〈金融 システムの将来像研究の主題〉

ここに金融システムとは、銀行、信託、証券、保険、の諸業界のみならず、企業間金融、

主体間取引など、およそ経済の貨幣的側面の全領域にわたる経済システムを念頭においてい

る。

元々金融に関わるこれ らの業態分野は、経済の実物的側面と貨幣的側面の対応の中での諸

制度 と共にその業態を築いてきた分野である。

いま時代の急速な変化の中で、 この実物的側面はフロー、ス トック共に急速に抽象財化を

進め、その貨幣的側面への導入や、貨幣的側面との対応においても、大 きな変化が進んでいる。

それだけではない。技術進歩の急速な進展が生み出した経済社会のネットワーク化 は、諸

取引の時間過程や、そのシステムを大 きく変化させ、ハー ド、 ソフ トのシステムのス トック

化やその拡大とな り、そのことが又、 フローとしての貨幣的側面の在 り様を大 きく変えるこ

とにもなっている。

加えて地球環境問題が提起 した資産やその所有理念や形態の変化や、世界の政治経済秩序

の激動は、経済社会の安定や発展にとって、この金融 システムのもっ意味や役割の 「再考」

を強 く要請 していると言えるであろう。

ここに、世界経済の現状を歴史的転換と構造調整の移行過程とみる。そしてその故 に、 こ

のなかで業界の将来像を明 らかにして対応の指針とすることは、最 も重要な基礎研究であり、

将来への布石である。

したがってこの研究の第1の 主題は金融システム、なかで も銀行 ・信託 ・証券 ・保険業界

の将来像をどう見るかというビジョンになくてはならない。

〈背景〉

このような予想 されかっ現実に動 きっつある激動の中で、金融の規制緩和、再規制の論議

は久 しいし、大きな世界的比重を占めるに至った日本の銀行の国際的展開の中での信頼性向

上策や、米国における金融 ・証券統合問題などなど、相次 ぐ現実課題に追われているこの時

にあって、迂遠ではあってももう一度根底か ら再検討 しなが ら将来 ビジョンを構築 してみよ

うということである。この努力は一方ではこの分野の学問的再構築の試みである。そして他

方では日本か ら世界に先駆けて新 しい業態形成を進めようと言う意欲の現れである。学会の

垣根や現実の しがらみを越えて、西欧追随からの脱出を試みようというのが 日本計画行政学

会がこの研究を取り上げる理由でもある。それは現在の日本にとって学界のみならず世界 に

対する責務 と自覚すべきことではないだろうか。



〈目的〉

まず、その移行の中でいくっかのキー ・イシューズが取 り上げられる。

1)地 球環境問題が提起 した課題 パ ラダイムシフトのシナ リオ

2)実 物面 と貨幣面に於ける逆転 ・再逆転の問題

3)フ ローとス トックの逆転 ・再逆転の問題

4)信 頼社会 と通貨の信認の問題 貨幣の機能の変化

5)世 界的な産業組織の変動とインフラ ・システムの関係

6)経 済行動における公共性 ・企業性の関係、競争 ・協力の関係

7)政 治におけるセキュリティ ・セーフティ原理 と経済におけるスタビリティ・ト

ラス ト原理、社会一般 におけるシンパシー原理 との関係

8)発 展概念のヒエラルヒーとカルチェラルシステム

等 との関係が第2段 階の研究項 目となる。その成果は第1段 階にフィー ドバ ックされな くて

はならない。

通俗的に言えば、(1)金 融のグローバル化(2)証 券化(3)オ ンライン化(4)サ ービ

ス化 等が表面化 した現象である。

っいで、財政金融機構を一つの産業から、産業基盤、経済基盤、社会基盤のシステム構造

の一つとして昇格させるための一連の研究がある。製品分類のタテ割型産業構造でいえば金

融は三次産業の一部である。だが システム分類のヨコ割型の構造でみれば、

・資源 ・エネルギー

・産業材料(マ テリアル)

・単品生産(プ ロダクト)

・組立財(ア ッセンブリー)

・知識情報

・金融証券 システム

・保険システム

・公共サービス

といった重層的システム構造 となる。これがこの 「システム構造」の意味である。

1)ス トックの管理機構の総合研究

環境 トラス ト、社会資本 トラス ト、有形固定資産 トラス ト、無形固定資産(権 利資産な

ど)ト ラス ト、などであり、政府活動を越える公共性と企業性をもったNGOと しての

領域が、地球的規模のシステムとして、私的信託業務を凌 ぐ活動領域となる。

2)無 形ス トックとしての公私財務機構、経済循環の貨幣的側面のグローバル ・オンライ ン

機構への取り込みについての総合研究

すでに一部の為替業務のメーカー企業への委託。企業財務 ・企業経理のオンラインとの

接合が進んでいる。

この二つは財政金融 システムの無形インフラ化である。

3)信 頼社会の基盤としての保険機構の総合研究

かつての 「新 しい金融理論」 は保険業界の資金量に注 目したのであったが、今日では信

用状に替わる信頼状(双 務保険)が マネーフロー以上のコモディティフローを事前形成



しているし、信頼財形成の社会機構 として保険機構が信頼社会の無形インフラとなって

いる。

さらには、この三者の地球規模での 「融合」戦略が研究されなくてはならない。

4)こ の分野の世界戦略の総合研究

(1)大 蔵省型の世界財政戦略(マ クロ政策協力)

(2)日 銀型のパ ラメーター戦略(金 利、為替 レー ト)

(3)通 産省型の世界産業基盤政策

フローの貿易が止まっても生産力移転で世界経済 は発展す る。GATTだ けWT

Oだ けが理想ではない。フローのNGOと ストックNGOの 使い分 けで交渉力が

増すのに対外関係といえばJETOROの みで地域振興公団や立地セ ンターの基

盤政策を生かしていない。

(4)金 融 ・保険のNGOと しての世界戦略

内政干渉にならないNGO世 界戦略として両システムの協力によるネットワーク

形成世界戦略は、円のキーカレンシー化や世界の通貨制度などのフローの競争領

域を越えた日本の民間銀行の独壇場であるにも拘 らずフローの内争に明け暮れて

いると見えなくもない。

やがてその研究 は 「産業融合」重層 システムへの業界再編成の総合研究に向かうであろう。

銀行 ・信託 ・証券 ・保険そ して企業間信用全体について、業界自らの大戦略研究となるか も

知れない。 「産業融合」は 「異種企業体 グループ」総合経営の研究でもあるので上述のビジョ

ンをうけて総合研究の必要があろう。その視点は、

1)証 券化、オンライン化をうけた総合市場化の研究

幸いにして信託グループは一日の長がある。 、

2)サ ービス化を受けた総合サービス収益商品の開発

3)多 国籍グループ化を生か したネットワーク形成の研究

1)、2)が 市場の安定ならこれは市場の拡大発展である。

4)有 形無形資産ス トックの証券化、環境資産や社会資本の市場への内部化、の研究。

などであろう。

この研究が これらの目標の全てをカバーすることを言 うのではない。 ここでは研究の目標

とする方向性を理解 していただきたい。具体的研究の第1次 目標 は次の 「研究の具体的内容」

に示すところである。

〈意義〉

一般的に言えばこの種の研究は、従来、大蔵省、日銀といった既存機関が政策判断の中枢

機関としての責任の基に逐次研究グループを始動させてその成果を集約 していくのが通常で

あったということもできる。

いま民間機関と学界が協力して、民間の関係業界を連ねた新 しい業界形成の将来像を研究

し、業界が、その上で、人類社会あるいは少な くとも世界経済の発展の中で、自らの発展の

場を求めるという意欲を持つということは、それだけで も画期的なことだといえるであろう。

このような研究を進めることによって、かっそのような提言によって、関係業界を リー ド



し、そのような意思や意欲を共通のものとして行 くこともできるほどに業界自体が発展 した

のだとも見ることができる。

すでに世界に展開したこれ ら業界にとって、自国政府や国際的政府関係の意思や動向に頼

る前に、自らのグループ意思の下に対応を生み出しなが ら、自国政府や国際政府関係を リー

ドするだけの準備がいる時代であり、かっまた日本業界にその様な期待が集まっていると自

覚 しなくてはならない時代だということもできよう。

そのような時代を動かす提言が出ることを期待させる研究計画を進める所にこの研究の大

きな意義と責任があると思われる。(以 上研究起案書から採録)

そしてこの 「金融 システムの将来像研究」は、 トラス ト60研 究叢書として1992年 秋

には発刊された。それは金融 グループの 「業際」をこえた将来像研究として、高い評価を与

えられた。だが金融 グループの外か らは、痛烈な批判を受けることになったのもおおいがた

い事実であった。いわく、 ここに採録 した当初の研究 目的の理想や狙いか らいえば、 「羊頭

狗肉」 もきわまれりというのである。確かに業際をこえた研究 として評価をすることはでき

る。 しかし所詮は 「金融証券 グループの内部改革研究」。地球環境問題という時代の変化も、

地球システムの経営 ということに結びついていく責任の自覚 も見 られない。フローのマクロ

経営の意味でも、また金融 システムが経済社会 システムの基本的要素であるという自覚 にも

とついて、経済社会システムの中で金融システムの位置づけが明瞭でないではないかとなか

なか手厳 しい。そうかと思 うとどういう 「儲かる業態」が提案 されているのだという批評 ま

であった。

従 って、今回の報告書の研究企画は、 「金融 システムの将来像研究」の研究目標の流 れの

中で、未到達の部分へのアプローチを第一に考える 「迂回過程」の採択 となったものである。

その第1は 地球環境問題を契機 として生まれた新 しい時代の課題の認識を深めるための研

究課題の提起である。

そして第2は この課題への対応 として伝統的な金融領域の外の諸分野でどの様なことが研

究されているか、特に財政、金融領域に関わる分野の金融領域外の人達のアプローチの仕方、

また中でもス トック管理の領域で環境資産、特に抽象財管理やその市場形成の実態研究、 な

どなどについての研究を集約 していく。それらは遠大な目標といわず、金融新商品開発 の宝

庫のはずである。

っいで第3に これらの研究の上にス トックオリエンテッドの社会 システムの形成の課題 を

明 らかにして、その上で再び金融システムの将来を構想する。これがこの報告書にいたる研

究の流れである。

か くしてお話 ししておきたい第2の 点は次の通りである。

第1は 、ザ ・セカンド・コペルニクスターンといわれる地球環境問題が惹起 した自然観 ・

宇宙観や世界観 ・社会観の変化、ソ連邦崩壊以来のヨーロッパやアジア太平洋の変化といっ

た時代認識の変動である。 この中で、現実の経済社会のシステムズシフトをどの様に見るか



という事に関 していえば、日本計画行政学会にはいくつかの専門部会が既に活動 していた。

それらは、一方では、 ソーシャル トランジションのマネージメント(MOST計 画)と か、

地球環境の人間的時限研究計画(HDP計 画)、 地球 システムの経営の研究(日 本堤業)と

かの国際共同研究に連なり、他方では経済団体や、学会 ・研究機関のグループ研究 とも連動

していた。従って金融分野の外か ら見た将来像 というからには、 これらの研究成果の知見を

いかに取り上げるかが大 きな課題 となる。財政 ・金融の世界だけの内的改革論をいかに経済

社会全体の課題 として相対化 し客観化するかを試みない限り、金融独善の批判 はかわすべ く

もない。そしてまたそれこそグローバルコミュニケーションの時代 ・人類社会の時代の社会

システム改革 として、新 しい金融市場のあり方や業態を問う研究の根本条件ではないか とい

う事である。

第2に 人類社会の建設 とその存在条件を創造保持 して、その運行と発展の条件を創造 して

いくためには、環境や市民的権利 といった新 しいライフスタイルの中で生 まれるニーズを、

経済的需要 として創造していくことが新 しい経済社会システムの改革創造の開発活動の出発

点あるいは地平でな くてはならない。 この需要創造があって初めてそれを満た していく供給

創造の活動が生 まれ、需給近接性をめざしたさまざまな制度体制や市場創造の経済社会 シス

テムの改革改造が進 められる。 この市場創造のメカニズムの創生なくして新 しい業態の形成

はない。水や緑、さまざまな自然環境、安全や安定に関わるさまざまな社会環境、 これ らを

基礎 とした新 しい生活、生産や消費、のなかで生まれる沢山の抽象財をふ くむ市場形成 が問

われることになる。 これらについての多 くの萌芽的形成やシンプ トムが見出されるところで

ある。その最初のものは、各種の環境財や環境資産 といわれるものであろう。だがそれ らが

単品 として単独に扱われる財あるいは商品である限り、ニーズの形成はできてもそこに経済

価値を認め独立 した市場を形成することは困難である。現実にその市場が存在 しないか らに

は、その市場形成は直ちに公共財の需要という形に集束し、俗に言 う 「税金貧乏」社会保障

は充実 したが国民経済は孤立衰退の道をたどるという北欧諸国のようになってしまう。

だからこのシステム時代ネットワーキングの時代、これらを単独に単品 として取り扱 うの

ではな くて、現行市場商品の複合商品として トータルにこれら抽象財価値をふ くむ商品の市

場形成がいるのである。 ソフト装備率の高い商品、技術 ・知識装備率の高い商品、環境財装

備率の高い商品というように、 この傾向が一般化する中で新しい財 ・資産価値、あたらしい

企業価値、新 しい自治体価値(わ が町らしさ)、 新 しい国民価値、やがてそれは債券や通貨

の価値にも及んでいく。この大 きな 「証券化」という総合化の流れの実態をっかみ、そこに

新 しい金融 ・資産価値の市場形成を求めようというのが、この研究の大きな部分である。

そして第3は これらのシンプ トムや萌芽的実体が、全体としてどの様な経済社会システム

を指向 していくか、その実像を描 き出す研究を しようということになる。政策学で取 り扱 う

「将来象研究」は、架空の未来論ではない。起 こりうべき 「実体」 を明 らかにして未然 にそ

れに備える研究を進め、経営の政策行動を選択 し、新 しいシステムを用意 して、その運用の

継続を確保 しようとするにある。そしてそれが単に現行の延長上にはないというのが今 日の

姿である。 このような方法を計画行政学会では連続的再開発の計画行政手法というのである。

かくしてこの報告書にいたる調査研究作業は次のように進められた。



先の 「金融システムの将来象研究」が、金融学会や証券学会 ・保険学会というようないわ

ば内輪の専門家を選 りすぐって進め られたのに対 して、今度は、都市計画学会、経済政策学

会、農村計画学会、資源エネルギーの学会、農林水産学会、森林計画学会などか ら、地球環

境や緑の生態、都市や農村の新 しいヒューマンセツルメントの研究者、資源エネルギー新体

制の研究者、産業の配置や組織の研究者、第3セ クターや資産管理の研究者、証券市場の研

究者などという新 しい研究領域でそれなりの仕事を している人達に日本計画行政学会の名 の

もとにお集まりを戴いた。

そして研究の第1段 は研究企画委員会として日本計画行政学会のこの分野における研究 の

蓄積を基に、 この研究のたあに編成すべき4分 科会の中心 メンバーによる一連の研究会開催

であった。研究会は学会機関誌の論文 「地球システムの経営」 「エコロジーとディベロップ

メント」などを基礎とする委員長報告をもってする討論から始まった。この速記録 はそれ自

体 これらの問題についての多 くの内容を含み、学会 としての研究資産として重要なものとなっ

たが、膨大な量で もあり残念ながらこの報告書には収録 していない。そ してこの過程は研究

者の出入 りもふ くめてそのまま各分科会にとっての人的編成や課題設定や研究計画の策定過

程ともなった。

かくして研究の第二段は4分 科会分かれての各一連の研究会の開催であった。

第一分科会 ヒューマンエコロジーと資源エネルギー

分科会委員長 樹下 明氏(IEA国 際エネルギー機構日本代表であり学会の地球環境経

営専門部会代表幹事)

第二分科会 ヒューマンセツルメントとしての都市構造

分科会委員長 駒井正晶氏(慶 応大学教授 学会高度情報都市専門部会)

第三分科会 緑化ヒューマンセツルメントと都市景観管理

分科会委員長 田畑貞寿氏(千 葉大学教授 元造園学会、農村計画学会等の会長を歴任

都市計画特に都市景観経営)

第四分科会 グリーンセツルメントとその経営管理

分科会委員長 福岡克也氏(立 正大学教授 森林学会林業学会などの会長を歴任

環境資産管理の委員会委員長)

各分科会の研究は、環境財や環境資産、それをふくむ新 しい地域システム、及びその経営

に関する戦略や各地で現実に発生 しているそのような経営体に関する実態研究に集束するこ

とを目標に進められた。その議事録をここに採録をする事はできなかったが、全体に配布 さ

れたその内容は尾大な情報をふ くむものであった。

日本計画行政学会では、これらの成果を基に、平成6年12月5日 東京工業大学を会場 と

してシンポジウムを開催 した。

この報告書の第二編 「地球システムの経営 と緑と人のエコロジー」はこれら分科会研究会

や シンポジウムの成果のなかで新 しい発想にもとつ く基礎研究や情報量の多い論文を各分科

会の委員長のコメントと共に採用 したものである。



そして研究の第三段階は、これら第二編の編集やシンポジウムの企画と並行 して次のよう

に進められた。

以上の4分 科会の論文や議事録を基礎に、新たに、

第5分 科会 新 しい証券市場の創設 と環境資産管理

分科会委員 委員長藤井隆 直轄 とし、

委員楠本博氏、由井真人氏(金 融システムの将来像研究委員)を 加えて、

構成 し、研究会の全体会議を開催 した上で構想を練 りこの報告書の第1編 に収録 した研究 に

入 った。

すなわち、第二編は現状の研究を中心 とする基礎研究論文編であり、情報論文編である。

だがこれに対 して第1編 にいたる研究は、

1)新 しい経済社会 システムの形成という目標を定めた研究である。

2)環 境や知識技術の変化、新 しい想定されるライフスタイル、などなど地球 システムと共

生するソフ トを含んだ流通財としての商品の創造、そしてそれと共に成立する環境資産

などなどを含んだ一般資産 という新 しい資産概念の創造、そしてそれらと対応する新 し

い金融資産概念の形成というこれか らの 「新経済循環」 「新市場形成」 「新資産管理 シ

ステム」の 「対象 となるもの」の形成の可能性、今それらを 「証券化」 ということでど

こまでカバーできるか。経済社会運行の価値条件の検討を第一段第二段のシンプ トムと

して見いだした事実を基に検証する。

3)こ れ らの抽象価値をふくむ財 ・資産の需要創造の可能性、そ して 「証券化」の方向のな

かで、 これら新 しい財 ・資産の供給創造の可能性、そ してその流通市場を形成する可能

性、その場合の市場体制や市場構造特に市場組織の範囲や規模のシステム構造のありう

べき姿そこにいたる問題点などを検証する。'

4)グ リーンヒューマンシステムとかエコ社会 とかの名前の基に議論され想定されている新

しい経済循環を支える経済社会 システムとしてこれを機能させるための人類社会時代の

地球システム経営の構造条件を検証す る。

5)そ の場合の経営主体のあり方、これらは決 して遠い将来の話ではなくて、今回の研究計

画のなかで発見したシンプ トムを総合 していくとき、新 しい発想の転換のなかでいまか

ら研究 し未然に備えて行 くべき 「起 こりうべき実体」として存在する。

従 って第二編に収録 した研究 は歴史的現実の研究ということができるのに対 して、 この報

告書の第一編 は未然に備える政策学の基礎研究としての将来像研究である。先の 「金融 シス

テムの将来像研究」が、既得権者の現状温存的現状の延長上の研究であったという批判 に対

していえばこれはまた別の批判の対象であろう。

しかし大胆にこの姿勢を貫いて分科会研究とその総合を進めたのは、第一には学問の分野

にもまた過去の歴史的研究や単なる実態研究ではなくて、どうしたらよいか分からない とい

う現実が必要 とする期待に応えるために、限界的にその存在が実証されるシンプ トムを集め

て、起 こりうべき未然の実体を把握研究して対応 していくという政策学の計画行政手法 も生

まれでいることを理解 してほしいからである。そして第二には、地球環境問題が提起 した、



有限の地球のなかで質的発展をめざしていく 「人類社会時代の新 しい価値 システム」の 「証

券化」のなかで金融システムをいうとすれば、 「通貨」 「商品」 「資産」すべてにわたって、

そしてまた 「財政」のすべてにわたって、 「証券管理政策」 「証券管理の業態」の持つ重要

性は計り知れない。

此の報告書の第一編 「エコ社会の経営と創造」副題 「証券化と市場化による地球システム

の信託経営」はこの研究の第三段の成果として、分担共同執筆によるものであり、この全体

的方向からいえばまだまだほど遠 い。だが 「新 しい証券市場の創設と環境資産管理」の基礎

研究として、この書物に与えた題名を一つの一里塚 として、時代 はおおきくその方向に動 い

ている。政策学研究における将来像研究にあっては、研究の精緻よりも先ず第一に 「発想の

転換」 「着想の斬新」が求められる。精緻 は熟練に依るが、これは英知に依るところである。

この報告書を手にされた学会員の方々や金融財政にたずさわる方々が、この報告書か ら計

画行政の新 しい研究課題や、自らの分野の意義づけや努力の方向性を見いだ して下さるなら

ば、 この研究に協力 し貢献された方々の努力もまた報いられるというべきである。ナショナ

ル トラス トなどの、小さな議論がたくさん集まってここまできたことを思 うとこれに手 を貸

して下さった トラス ト60に 対 してもその貢献を高 く評価すると共に、学会からもお礼 を申

し上げたい。

1995年2月 目本計画行政学会国際共同研究専門部会

部会長 ・学会専務理事

「エコロジーとディベロプメント」研究委員会

委員長 藤井 隆
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第一編

エコ社会の経営と市場創造

証券化と市場化による
地球システムの信託経営



第1編 まえが き

エコ社会の経営と市場創造

精緻 は熟練 による ところである。 だが、発想 の転換、

新 システムの創造 は英知 によるところである。

緑 のエコロジーと人間 のエコロジーの共生 は、人間 の

社会 に法人格 を認 めたよ うに、植物の社会 に も法人格 を

認めて、両 グループの 「競争 と協力の関係」 を確立す る

ことで ある。

両法人 グル ープと自然循環 との共生 は、両法人 の存在

と運行のエ コロジーシステムを自律的に運行す る 「地球

システ ム」 として形成す るた めに、いか に変えて い くか

にかか ってい る。

それはその経 営に責 任の持て る人 間社会 のエ コロジー

としての文化 を確立 する ことで もある。

この方向で、 いま新 たに追加 された環境財 や環境資 産

を、社会資本 や、公共財 と同 じよ うに、 「公共 」 とか

「政府」 による供給管理 にまかせる ことは、 現 行政 治組

織 や政府間関係 を前提 と し、 「非市場運行 メカニズム」

の拡大 と 「税金貧乏」 による経済社会 の運行 メカニズム

の 「萎縮」 となりかねない。 この前提 は 「変わ る もの」

で あることを前提 と して考 えな くてはな らない。

通貨や流通商品、流動性 を付与 した資産 のなか に、 こ

れ ら環境財や環境資産、交換財 と して の市民的権利や各

種の権利資産 、知識資産 といった 「抽象財」を、内包装

備 して、いわゆ る 「ソフ トっ き流通財」 として整備 し、

その需要創造、 供給 創造、需給近接性の達成、っま り新

市場 の 「開発 ・創造」 を して、人 類社会 の市 場メカニ ズ

ムによる運行 を確立 しな くてはな らないであろ う。 これ

らの間接生産性部 門を独 立に、分離 して考 えるかぎ り、

それは政府 の役割 とす る議論 はな くな らない。

ここにこの抽象財装備 の 「ソフ トつ き流通財」 の創設

をい うとき、 は じめて 「証券化」 の システムが問 われる

ことになる。

証券発行者 と して の 「法人 システム」の再構築である。

国際機関、政府、 自治体、企業、組合、その他の諸団依

家計 や家族法人 もまた例外 で はない。 公共財や私的財か

の別 は、 この上 で重層 的複合 的に決ま ることで ある。

法人主体 性に関わる環境 とい う含み資産を もった証券

と、 ソフ トっき流通財 と しての証券等 々、複 合的、 重層

的 「証券市場」 の 「規模」 「範囲」 「種 別」 な どな どが

研究 されな くてはな らないで あろ う。

財政 ・金融 ・証券 ・保険分野 の経験 と英知 も、工業分

野 の財市場で の経験 も英知 も、政治や行政分野 の経験 や

英知 も、 この 「人類社会市場」 の形成 と運営 に結集 され

な くてはな らない。地球 システム経営 の金融 ・信託 ・証

券 ・保険 ・財政 システムの 「将来像」 を描 くキ ャンバ ス

がそ こにあ る。
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第1編 エコ社会の経営と市場創造

第1章 エコ社会 と市場創造

藤井 隆

政策学の研究 は・政 策史 と経済史の相関 とい う形 で与

え られ る過去 の政策研 究が長 い間その中心領域であった。

政策研究 とは現実 の経済社 会動態過程のなかで未然 に備

える政策計画 の研究 でな くて はな らな いと認識 されるよ

うにな ったのは比較 的新 しい。従 って現存する制度体制

や経済社会 の構造 を前提 と した上での経済循環 の経営 と

その発展 がその中心課 題であ った。開発理論 や、開発政

策 の導入 も、長 い間それ は途上 国の課題と見 られていた。

開発 ・テイクオ フ ・発展 と言 う形 で経済社会 の経営 を連

続的再開発 の過程 と理解 す るよ うにな り、その研究 をす

る学問を人間 の開発努 力 と経済循 環の 自律的発展力 を総

合 した 「政策学」 の体系 と して確立 したの もこの20年 ほ

どの ことで あ った。 その研 究 は機 能論 的アプローチっま

りは市場 メカニズム中心 の研究に終始 し、他 の総 ては前

提条件の中 に閉 じこめ られていた。情報革命以来 の知識

主義の研究や、 ソ連邦 の崩 壊、 ヨー ロッパの激動 と言 っ

た体制変動が、体制収束論 や混 合経済論 を棄却 して、市

場への回帰、市場 の創造 と言 った展 開を生 んだ。機能論

的アプローチと制度体制論 的アプ ローチの総合であった。

これに加えて 「地球環境 問題」 が与 えた宇宙観 や自然観、

世界観や社会観 の激変 は、 ザ ・セカ ン ド・コペルニクス

ター ンと言 うほどに世界 的なパ ラダイムの変化 を導入す

ることにな った。

政策学 にお いて も新 たに環境論 的アプ ローチとい う形

で、人類社会 の経営 を、地球 システ ム全体 の中 にお いて

考え、認識 され る限 りの環境 問題 を体系 に 「内生」 した

ものと して取 り扱 うことにな った。 この三大 アプローチ

を総合 した形での、 「地球 システムの経営」 に責任 を持

つ人類社会の経営 と言 う学 問領域、政策学研究 とな った

と言 ってよ い。

この書物(報 告書)は このよ うな方 向でのグループ研

究 のひとっで ある。

個々の関連す る内容 の展 開は以下 の各車 によって いた

だ くと して、 この第1章 は箇条書 きに近 い形で はあるが、

この書物 の内容 とす るところを全体 と してひ とっの論 理

モデ ルの ス トー リーと して取 りまとめて、読者研究者 の

便 に供す る ものである。

第1節 地球 システムの経営 への3っ のア プ

ローチ

1.環 境 論 的 ア プ ロ ー チ(EnviromentalApproach)

環境論的 アプローチとは、地 球 システムを全体 として

大 きなひ とっ の開放体系の資源(物 質)・ エネルギーの

循 環 モデル と して考え る。それ は人間 に関 わる開放 シス

テ ム、緑 に関わ る開放 システ ム、 自然循環 に関 わる開放

システムか ら構成 され ると見 る。 いわゆるBioとGi

oシ ステ ムで ある。三者の循環 を物質 ・エネルギーの循

環 でな く、 それ を 「経 済 的正負 の価 値財 」 と見 る とき

「地 球 システムは巨大な価値循環 システム」 とな る。 人

間や植物だ けで なく地球を全体 と して一個 の生命体 と見

る考え もあ る。 それぞれを構成 す る要素循環体 を生命体

と見て主体的主体性 と して捉え ると、 これ を擬人化 して

「法 人主 体性」 と見 ることもで きる。 もちろん 人間 の生

態 は 「人間 は自らその存在の意 味を考え る」 と言 う意味

にお いて植物 の生態 と異な る。従 って植物や 自然 の主体

性 と言 うときには、人 間がそれ らの 「代理主体性」 と し

て機能 す ると言 うことに他 な らな い。 それ で もな ほ、

「主体 的主 体性の総体」 として地 球 シス テム を理 解 す る

ことが出来 る。 そして これ らの主 体的主体性が それぞれ

経済 的主体 性 として、人 間社会 と同 じように、固有の発

展理論 や発 展政策を持 つ と理解 した とき、そ れ らを総合

して、 それ らの調和 の上 に、いかに地 球 システムを経営

して、人 間や人類社会 の 「存在条件」 、そ してその 「運

行条件」 を創 造確保 し、その上 で、 自ら 「進歩」 と して
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選択 で きるよ うな 「発展 の持続性 」を確保す るか。 ここ

に地球 システムの経営 に責任 を持 つ 「人間生態 の文化」

を確立 しよ う。 これが環境論 的アプ ローチの基本である。

2.機 能 論 的 ・市 場 論 的 ア プ ロー チ(Functional

Approach)

機能論 的 ・市場論 的アプローチにっいて多 くを語 る必

要 はないであろ う。

経済 的価値循環 を実 現するためには、市 場創造 を しな く

てはな らない。市場創造 の開発理 論の三 要素 は、 「需要

の創造」 「供給 の創造」 「需給近 接性の達成」であ る。

環境論 的アプ ローチにおける 「正 負の経 済価値財」、あ

るいは多 くの自由財 を、経済財 に変えてい くことが 目指

される。経済財 で総 てをカバ ー した とき、機能論的 アプ

ローチによる市場 メカニズムの経 済循環 が、環境論的 ア

プ ローチによる経済循環 と重 な ることにな る。すなわち

「外部経済」 は総 て 「内生化」 された ことに な る。 この

ために この研究 で採 用 した工 夫 と して の理論 仮設 が、

「法人主体性化」 「主体性証券化」(株 式 と考 えて もよ

い)「 一般証券化」(貨 幣や財貨)で あ り、 「主体性証

券市場」(株 式市場)と 「一般証券市場 」(貨 幣市場や

商 品市場)で あ る。全体 と して 「市 場化 」が キイーワー

ドであ る。

3.制 度 論 的 ・構 造 論 的 ア プ ロー チ(lnstitutional

Approach)

か くして制度論 的 ・構造論 的アプ ローチ は全体 と して

大 きな 目標 を持 つ ことになる。 「法人化 」 「主体性証券

の創造」 「財証券 の創造」。 それ らの需要創造、供給創

造、需給近接性 の達成 と言 う 「市 場創造 」で ある。

財証券 について は、環境財 や環 境資産 と言 った、 「自

由財」 や 「負 の財」 をいかに 「正 の財」 に変え るか とい

う事 がある。環境論 的アプ ローチの循環 で は、 「緑の社

会」 「自然循環 の社会」 にと っての 「正 負」 と 「人間の

社会」 に取 っての 「正負」 を総合 しな くて はな らな いと

言 う大 きな課題 があ り、環境論研 究者の主要な研究分野

もここにある。 この困難 な作業 をスキ ップ して運営すべ

き地球 システムの価値構造 を理解 す るため に導入 した工

夫 が 「主体性証券」 である。

「私 的主体性証券」(株 式)に ついての理解 は早 い。
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「自由財の経済財化」 あ るい は 「正負 の調整」 と言 う課

題 は 「含み資産」 とい う形 で 「株価」 に反映 する。 「公

開 ・非公開」 は 「市場化」 や 「市場構造」 の合理 化の課

題 とな る。

「公的主体性証券」 は現状 ではまだまだ理論仮設 であ

る。 国籍や市民権 と言 った国や自治体 の、 あ るいは国際

機関の 「会員権」 は、非営利NGOの 場合 もそ うであ る

が、 「家族法人」 と同 じく 「売買可能財」 ではな く市場

化 もされて いない。(逆 ブレー ン ドレー ンのために国籍

を売 るとい う例外 はある)。 従 って市場 もまた想定 す る

ほか はな い。 しか し市場 が存在 す ると して考 える と 「環

境対 応 にお いて優 れた公 的主体」(環 境資産保有主体)

は 「含み資産」 あ りと見 られて 「高 い価値」 がつけ られ

る。 「民度指標」 などよ り 「市場評価」で あるか らよ り

公平だ と言 うことに もな る。(円や ドルの価値 とか、外債

価格 な ど近似的 な ものが考えれないわけで はなか った。)

公開 「市場化」の なか で この仮設 を認 めるとする と、世界

の総 ての法人の 「主 体性 証券 価格 の総 和」 が現状 で の

「地球 システムの価値 の総 和」として理 解 で きる。従 って

その経 営 と言 うことになると、政治 ・行政 ・経済 ・社会 ・

文化 あ らゆ る政策 の 「効果 の総合和」 とい うことになる。

制度 論的 ・構造論的 ア プローチにおける 「改革 ・改造」

の究極 目標 と言 うことにな る。

4.3っ の ア プ ロ ー チ の総 合 とエ コ社 会 と して の地 球 シ

ス テ ム

ここまでの議論 で明 らかにな った ことは、第一 に この

三大 ア プローチはこのよ うに して総合 できると言 うこと。

第二 に地球 システムの経営 と言 うときに、 それは具体 的

に は何 を経営す ることか明 らかにな った とい うこと。第

三にそ こに持 って い くためにそれぞれのアプローチで何

を政策 目標の体系 と して用意 すればよいのか とい うこと

を理解 す ることが 出来 た こと。 などである。

政 策学の立場 で言 えば、総 ての将来像研究 や政策計画

が結局 はどこに持 ってい くためにや っているのか とい う

方向を得た ことになる。地球環境 問題 が生ん だ 「持続 的

発展 」の議論 も、 「人 間的次元研究計画(HDP)」 も

ようや く迷 うことな く研究 の方 向を定 め ることが出来 た

と言 うべ きで あろ う。



第2節 有限の地球における人類社会の持続

的発展

以下順次 関係す る議 論を整理 して いこう。

1.省 資 源 ・省 エ ネ ル ギ ー一の 意 味 が 変 わ る

1)化 学方程式的理解

省資源 と言 うとき 「採取 ミニマ ム、 廃棄 ミニ マム」

(国連大学)と いうのは リサイ クル と同 じく物 質 の化学

方程式的理解 によって い る。緑 や 自然を言 うとき 「人 間

にとって有用 なもの」 と言 う資源の定義(資 源調査会)

は過去の もので ある。

あ らゆる主体性 にと って 「コミュニケーションのメデ ィ

アとなるもの」 というほ うがまだよい。

2)熱 量方程式的理解

省 エネルギ ーと言 うとき 「カスケー ド利用方式」(新

日鐵)と 言 うような熱量方程式 的理解 が多方面 に応用 さ

れるようにな った。 地球 システムへの宇宙か らのインプ ッ

トの最大利 用が技術 目標で ある。

3)生 態学 的理解

共存 ・共栄 か ら共 生へ と生態学 的方法(細 菌利用 も含

あて)に よる理解 が進んで きた。動物 ・植物 ・細菌の三

者 の共生 の総合体系 が求 め られて いる。

4)人 間生態学的 ・文化 論的理解

物質世界 を越 えて人 間生 態の特色た る文化的精神 的価

値創造が もとめ られる。

5)コ ミュニケーシ ョンとい う無限の資源

知識生産中心 の知識主義社会 で はその生産 力の源泉 で

あ るコ ミュニケーシ ョンが無 限の資源 として認識 され、

省資源省 エネル ギーコ ミュニケー シ ョンシステムが求 め

られる。

2.空 間論的制約の意味 が変 わ る

1)ヒ ュー マ ンセ ツル メ ン トの ネ ッ トワ ー ク型 発 展

ヒュー マ ンセ ツル メ ン トは集 積 型 か らコ ンパ ク トな ま

と ま りの ネ ッ トワー ク型 発 展 へ と変 わ る。 コ ンパ ク トか

つ ムー ビ ン グ ライ フ ス タイ ルが選 好 され、緑 の ための オー

プ ン スペ ー ス が十 分 とれ る よ う に な る。

2)グ リー ンセ ツ ル メ ン トの フ ロ ー ラ型 発 展

天然 林 ・人 工 林 と も、 また 都 市 緑 地 も フ ロ ー ラ型 の発

展 をす る寺社林 のよ うなメイ ンテナ ンス フ リー緑地が も

とめ られ、 コンパク ト農業 と共 にオープ ンスペ ースに収

まるよ うになる。鳥 が戻 る。

3)エ コ社会を支えるエコセツルメン トと自然循 環の調 和

以上 のよ うに して成立 したエコセツルメ ン トを 自然の

光、水、空気 の対流 と調和 させ る。対災害 か ら、避災 害

レイアウ トとなる。

4)縦 型構造 から横型構造の システム社会 への転 換

機能分化、機能分離の縦型分 業高度化から、ネットワーク

型 の横型 システム社会の高度化 を 目指す都市計画 となる。

5)多 重複合型 システム構造の発 展方向、 エコ社会 の安

全 と安定

産業 もア ッセンブ リー型 とな り、 交通 ・通信、金融 ・

保 険な ど多重複合型 システム構造 とな り、安全 ・安定志

向のモー ラルデベ ロップメ ン ト空 間 とな る。

3.食 料 ・人 口制約 の意 味の変化

1)農 業化 そ して工業化 にと もな う人 口爆発 とその制約

農業化 に伴 う人 口爆発 は食糧増産 と関係 して いた。工

業化 に伴 う人 口爆発 は食料輸出地域 の存在 を前 提 して い

た。 グローバルな工業化 につ いて は、 あ るいは社会 的理

由 による人 口増 につ いて はこの限界 が人 口抑制 に大 きく

効 いて くる。

2)都 市化 による社会的人 口遍在 とその制約

工業化 と都市化 の同時進行は工業化 の特色 だが、大都

市化の人 口遍在 は一方で は情報 化を進 め、都市 の連担 ・

連携ネ ットワーク化、 巨大都市 の分化 を進 め、知識主義

の誕生 と共 に人 口の抑制、教育 水準 の上昇、長寿社会指

向 とな る。

3)知 識 社会化圧力 と酸素炭酸 ガ スガスバ ラ ンス

この ことが ヒューマ ンセ ツルメ ン トのネッ トワーク化

と緑 との共 生を進め、 逆に知識人 口過小が発展制約 とな

り、CAD.CAM化 やBio化 が指向 され る。

4)動 植物 社会 と微生物社会 のバ イオバ ランス

人 間 と緑 とい う動植物社会 と 「第3の 生物 」微生物世

界 との ミッシングリングの回復 と共生 が人 口制御、効率

的Bioバ ランス形成発展 に指向 され る。

5)バ イオバ ランスと自然循環か らの 自立性

Bio世 界 のGio世 界か らの 自立、 あるいはBio

のGioに 対 する対抗力が求め られ て きたが、 すみわけ

か ら共生指 向が強 まる。 自然生物化 である。
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4.イ ンス テ ィチュー シ ョナル な制 約 と意 識 に お ける制 約

1)宇 宙観 ・自然観 と世界観 ・社会観 における認識 の遅れ

ザ ・セカン ド ・コペルニ クスターンの認識 が経営意志

決定 に反映す るまで の 「既得権者」 の意識 の遅 れが制約

とな る。 「政府 にや らせ ろ」 と税金 を考 えない。

2)発 展 サイクルにおける遅れ

発展 サイクルが成立す るときの各 サイ クルの タイム ラ

グが グローバル課題で あるので きわめて大 きい。新 雁行

形態 の波及 は財変化波及 より長期課題 で、取 り残 され る

部分 が大 きい。 マ レイシ ャを切 り捨 てて都市化 工業化を

同時達成 したシ ンガポールのよ うには行 かない。

3)資 本装置 ・知識装置 における遅 れ

工業化経済発展 は資本装置 の更新 は容 易に したが、制度

組織 の知識装置 の更新 の遅 れが逆 に大 きな制約 にな る。

4)技 術 ・知識 の市場選択 の限界

意識 の遅 れがニーヅ形成 を妨 げ るので、需要創造が技

術 ・知識 の市場選択 に量 的発展 へのバイヤ スを大 き くか

ける ことになる。

5)量 的発展構造 か ら質 的発展構造 への転換

量 的発展 を急激 に質 的発展 に転 換す る(量 的限界線 に

急角度 の漸近線 とな る)。 これを避け るためのパ ラダイ

ムシフ トが適切 に起 こせない と、量 的発展 と質的発展 の

転換変 動が大 きくこのための犠 牲が大 きい。(45度 線 に

近 い ほど安定的)。

原爆 は人類社 会の相談で回避 で きる 「身内 の課題」 で

あ る。だが環境論的 アプローチで の酸素 ・炭酸 ガスバ ラ

ンスは 「人間」 「緑」 「自然」の共生で守 る 「存在条件」

であ る。だか ら総て の制約に ま して大 きい制約 となるの

は 「制度体制的制約」であ る。制度体制論的 アブ・コーチ

への取 り組み、 「政治的遅れ」 を取 り戻す

研究が急務で ある。

第3節 地球 システムにおける主体性構造と

財の構造

1.環 境論的 アプローチの主体性構造

線 と自然 を取 り込 んだ 「共生 の体系」(エ コ社会)の

主体性 の構造 を検討 する。
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1)ヒ ューマ ンシス テムの法人構造

人間 の場合、一 方で、個人か ら家族、集団、住民か ら

市民、部族 ・種族 か ら民族、 そ して人類 と言 った取 り扱

いに対 して、他 方で は依拠す る法体系 には相違が あると

して も、一一個 の意志 を代表 しうる組織的行動体 または生

活体 として、家計 、組合、企業、 自治体、政府 ・国、国

際機関 と言 った 「擬人的」主体性 「法人」を設定 して取

り扱 って きた。 この方向 を 「法人化」 と呼び、 ここで は

すべてを この方 向で考 えよ う。家族 も含 めて私益、公益

の別 を認 め る。

a)グ レーダーファミリー ・グレーダーハウスホール ド

広域 分散化 した家族 を1つ の法人 と見れ ば前者 で

あ り、 マ ンシ ョンなど共 同生活法人 と見れ ば後者 で

あ る。 「家業」「独立 自営業」 などの法人化 であ る。

b)私 益 法人

c)公 益 法人(公 共法人)

この範疇 にす べての公共体 を含 める と言 うことは

国や政府 も人類社会 を構成 する法人主体性 の一 つ と

見 ると言 うことであ る。

法人主体性 に限 らず主体性 には経済的主体性 と主

体 的主体性 の両面 があ る。

2)グ リー ン法人

緑 の生態 にはフロー ラとしての独 自の発展理論 や発 展

政策が観察 され る。 そ こに主 体性を認 めて グ リー ン法人

と して これ を扱 い 「経 済主体 性」 を認 めて貿易相 手国 と

同様 に扱 う。 あるいは主体的主 体性を認 めて取 り扱 うこ

とにより利益 を受 け る。共生に当た りグリーン法人の主

体性 をいか に付度 す るかが決 め手にな る。

3)自 然法人

流域水利権、景観 権等 を環境資産 としてみれば支配権

処分権等 の問題 を生 じるのだが、 これ らを主 体性を持 っ

た法人 と見 て これ と共生 して行 くとみれば多 くの問題の

解決 が前進す るだけでな く、他法人 との総合的な取 り扱

いが可能 とな る。

緑 や自然 に主体 的主体性 を認 めるの は、か ってそ こに

神 を見 た遺産 ともいえ るで あろう。

2.環 境財 ・環 境資産 の経済財化 ・経済資産化

主体 的主体 性に対 して経済的主体性を成 り立 たせ るの

は財 ・資産 の流通で ある。

財変化 というの は決 して物材 の変化だ けを言 うので は



ない。同 じ物材であ って も価値 を持 ち うる財 と言 うには、

需要側 と供給側 のニ ーヅの変化 によって・ その意味が変

化するのである。環境論 的 アプローチで は、環境財 ・環

境資産 と言 うときに も人 間 にとって と緑 ・自然に とって

とで意味が異 な り、 これ らを総合 した上でのエ コ社会 と

しての地球 システムの経営 とい う見地 か ら究極 的に決 ま

るのが、 「地球 システム と共生 する人 間」 に とっての財

変化 した環境財 ・環境資産 と言 うことにな る。 そこに総

合するまでの三者 それぞれ についての課題 を見 ると次 の

ようになる。今更多 くの説 明を要 すまい。

1)人 間 にとっての環境財 ・環境資産

a)財 変 化 ・抽象財化 と自由財 ・経済財

b)環 境資産 の経済 資産化

c)公 共財化 と公共 資産化の限界

2)緑 に とっての財 ・資産 そ して環境財 ・環境 資産

a)緑 にとっての正の財 ・負 の財、正の資産 ・負の資産

b)緑 にとっての正 ・負 と人 間に とっての自由財 ・資

産、経済財 ・資産

3)自 然 にとって の正負 の財及 び資産

a)人 間が変え る自然 に とっての正 負

b)人 間が変え る人間 にと っての正負

3.人 間に とっての主体性 の構造 と財 の構造 との総合的

関係

環境論 的アプ ローチを成立 させた ときにおいて、 もっ

とも重要 な第1の 変化 は、在来の制度体制論的 アプ ロー

チが人間社会 のそれであ ったのに対 して、緑 の主 体性、

自然の主体性 をカバ ーする人 間の主 体性の構造 としての

制度体制的 アプローチでな くてはな らな くな ったと言 う

ことである。第2の 変化 は、機能論 的 アプ ローチ、市場

論 的経済循環 に登場す る 「財」 「資産」 が、 たとえ在来

の観念で 「環境財」 「環境資産」とされていた ものであっ

て も 「財変化」 し、 エコ社会 の商品 として 「結合財化」

した 「財」 「資産」 とな ると言 うことで ある。前者につ

いて は、多 くの 自治体 や コ ミュニイテ ィレベルで エコ社

会 としての 「地域 ず くり」 が進め られて いる。 後者につ

いて は 「環境 サー ビス」 「環 境情報」込みの 「結合財 と

しての財 ・資産形成」 が市場 で高い価値を得 よ うとして

い る。

具体例 は各研究論文 に見 るとして、その要点 を記 すと

次 のよ うになる。

1)環 境 の主体性 を含む人間の主体性の構造へ の総合

a)緑 の主体性 と自然 の主体 性を含む人間 の主体性 の

構造

b)緑 の主体性 と自然 の主体性を含 む私的主体性の構造

c)緑 の主体性 と自然 の主体性を含む公的主体性の構造

2)環 境財 ・環境資産を含む人 間の財 の構造 へ の総合

a)緑 に とって と、自然にとっての正負 と、人間にとっ

ての正負の総 合

b)総 合 された抽象価値 を含 む財 ・資産 の経 済財 化 ・

経 済資産化

c)「 結合 財」 「結合資産」の経済財化 ・経済資 産化

を成功 させ るシステムを内包 した主体 的主体性。

「エコ主体性」 と名付 ける。

4.「 エコ主体性」が高 い価値 を持 つ主体 的 主体 性 の

構造 を持 った社会の建設

現代の民主的で 自由な社会 と言 うことの含意 は、 「多

重 参加 社会」であ る。ひ とりの市民 は容易に複数の企業

や市民社会 に参加 す る。社員 と して、 株主 と して或 いは

ムー ビングライフス タイルと言 うよ うに東 京市 民であ り

軽井沢 町民 であ り得 るのである。r多 重参加市 民社 会」

の成立 が、単身赴任 の普遍化以後、夫 は大 阪市 民、妻 は

東京市民 と言 うよ うなことにな ったか らグ レー ダー ファ

ミリーの成立、民法 や地方制度の見直 しとなる。ヨーロッ

パ の多国籍市民 はEU市 民 に統合 され るかとい うことに

もなる。企業 も政府 も市民が創 り市民が選択す る、人類

社会の中 の 「クラブ」 の一つにな ろうと して いる。一方

「法人」側か ら見れば、 いかに して価値 生産 性 の高 い主

体 的主体性 を確立 して、 「政治亡 命 」 や 「経 済亡 命」

「市 民の逃 散」 「ジョブホ ッピング」 を防 ぐかが 「経 営

課題 」 とな る。アイデ ンティテ ィの昂揚が求 め られ る。

経済 的繁 栄、長寿社会 そ して今 「エ コ社会 と しての持続

的発展」 であ る。

その課題 は次のよ うである。

1)「 エコ主体性」 としての私 的主体性

2)「 エコ主体性」 と しての公 的主体性

3)両 主体性が創 る 「エコ社 会」

4)「 エコ社会」運行 に関わ る 「結合財」 としての

「エ コ財」 「エコ資産」

5.「 エ コ財」「エ コ資産」 の経済財化 ・経済資産化
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か って あると ころで 自由財 ・自由資産、他 の ところで

経済財 ・経済資産 と言 うときには、貿易 の発展か世界 の

発展で あった。富が財か ら 「生産力」 に変 わ った今 日で

は 「世界 的な生産力 の レイアウ ト」 をいかに築 くかが世

界の発展 を左右す る。

次 いで、環境財 ・環境資産で ある。 これが自由財 で も

移動可能 である限 り、経済財 ・経済資産化 は可能である。

「市場 メカニズム」 を導入す ることの出来 る第1の 領 域

であ る。 「第1の 市場化領域」 と呼んで お こう。多 くの

議論が この限 りでとどまり、 それ以上 は市場 の失敗 、政

府の役割 だと しているのが現状 である。 それは議論 が機

能論的 アプ ローチにとどまり、環境論 的アプ ローチが要

求 して いる制度体制論 的アプローチを無視 もしくは禁忌

と して いるか らである。主体的主体性論 に立 って再 考す

れば、移動不能 な環境財 ・環境資産は、他の移動不能財 ・

資産 と同 じく、 「主体 的主体性 の含 み資産」 とな って い

る。 自己の含 み資産 をいかに自己経済 の経済 循環 に内部

化 して その発展 を図 るかはその主体 的主 体性 の責 任で あ

る。当該企業 や当該政府 の役割 と言 ってよい。だが人類

社会や世界市場 と言 った目で これを見 ると、環境論的 ア

プローチで これを見 るとき、 当該主体性 の 「価値創造力」

の大小 は、世界 の様 々な主体性 の 「公正 な選択」 に委ね

られ な くてはな らない。企業 の場合株式 市場 はその一つ

で ある。 公共的主体性 にっいて もその成果を世界市場で

「公正 な選択 」に委 ね ることによ り、環境 財 ・環 境 資産

の経済財 ・経済 資産化 を 「間接 的 に」 進め ることが 出来

る。 そ してまた主体 的主体性それ 自体にとっては環境財 ・

環境資 産を経済化 して 自己経済 に内部 化 で きる資金 を

「世界 的 に調達」す る道を拓 くことにな る。 これは 「エ

コ財」 「エ コ資産」 「市場化」 を要 求す る環境論的 アプ

ローチが、制度体制 論的アプ ローチに求め る 「第2の 市

場化領 域」であ る。 そ れ は一面 で は 「政 治 の市 場化 」

「行政 の市 場化」 と して、国内的 には 「財 政 の市 場化 」

「財政 の民主化」 と言 うだけでな く、そ の成果 を 「国 際

的に解 放」す る事 により、 「財 政 の効率化」っ ま り優 れ

た主体 的主体性の経 営 には、世 界市場か ら資金 が流入 し

て くると言 うことを意味 してい る。

ここまで きて機能的 アプローチは、他の二つのアプロー

チを内部化 した上で 「市場メカ ニズムとい う人類社会運

行 の条件」を、 「存在条件」 を維持 しなが ら確保 した こ

とにな る。そ の上での持続的発展で あることは言 うまで

もない。
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検討 を続 けよ う。

1)単 独 で経済財 化 ・経済資産化が可能な分野 の形

成拡大

2)結 合財 として経済財 ・経済資産に取 り込 む分野

の拡大

3)自 由財 だ が主体 的主 体性 の 中 に取 り込 み うる

「エ コ財」 「エ コ資産」

4)自 由財 を より多 く持つ主体的主体性の評 価 は高

い(含 み資産)

第4節 地球ジステムの価値構造

「市場化」

「証券化」

「法人化 」 という擬制的主体性 の体系 を構成す ること

に より、 エ コシステムと しての地球 システムの 「主体性

構造」 を見て きた。今 その主体性 の価値 を表象す る証券

を 「主体 性証券」 と して 「証券化」。経済財、す なわち

流通財 として 「市場化」 をすす め、 「グローバ ルな市場

構造体系」 と したとす ると、人類社会時代 を迎 えて、人

間が 自ら責任を持 って経営 しな くてはな らないエコ社会

と しての地球 システムの総価値 は、 「主体性証券 の価値

の総和」 と言 うことになる。 その システム構造価値 の高

度化を はか る第一 の方策 は 「主体性証券 にかかわるグロー

バ ルな市場構造体系 の高度化」である。具体的にはグロー

バ ルコ ミュニケーシ ョンのネ ッ トワークの発展 を図 り、

国連の改革や世界 の経済 団体 のネ ッ トワー ク、世界 の都

市や市民の ネ ッ トワー クの発展 を、 「回路生産性」 の改

善 を図 りなが ら 「証券化」 「市場 化」 と進 めて ここまで

持 って い く努力 を必要 とす る。平 た く言 えば 「世界 的な

政治 の市場化」 であ る。 そ して第二の方策 は環境財 ・環

境資産 を含むす べての価値財 の経済財化 と市場化、 っま

り 「一般財証券」 としての 「商品化」 た る 「財証券 化」

による市場構造高度化 の 「市場 化」を進めて無数 の経済

循環 の高度化 を図る。 具体 的 には個々の経済の発展 を図

る。回路生産性 に対 して言 えば 「部品生産性」 の高度化

である。

そこで 「主体性証券 市場」 と 「一般財証券市場 」の形

成発展 とその秩序 維持を 「力 の論理」に よらない 「情報

循環」 「知識生産 」の論理で どの ように進め るかが、両

市場 に共通す るボル トフォIJオ 経営の メディヤと しての

金 融情報機構 の役割 とな る。 その前 にまず次の検討を進



めよ う。詳細 は各研究論文 にゆず る。

1.主 体的主体性の価値の 「主体性証券化」とその 「市

場化」条件の形成過程

1)私 的主体性の価値の証券化

a)グ レーダーファミリー証券 「新家族」 「新家業」

の経営主権

b)各 種会員証券 クラブ・団体・組織の経営主権

c)企 業株主 企業経営権

2)公 的主体性の価値の証券化

a)自 治体主権の会員証券化 投票権の証券化 自治

体経営権

b)国 家主権の分野別、あるいは全体の証券化、国籍

の会員証券化、国境と離れた疑似国家主権の形成

と会員証券化

c)国 際機関あるいはグローバルな組織体の会員権証

券化

2.一 般財の証券化と経済循環の価値構造の変化

1)財 変化特 にプロダク トイ ンノベーションの 「組立財化」

a)最 終財 の地域化、地 域需要 形成 と部品 ・コンポー

ネ ンッ分業

b)プ ロセスイ ンノベーシ ョンとしてのア ッセ ンブリー

システムの組織 化 とシス テム財 としての証券化

2)各 種 「権利財」 の証 券化

a)価 値支配権特 に所 有権、利用権の証券化

b)こ れ らの組 み合 わせ によ るサ ー ビスシステム財 の

証券化

3)貨 幣及び金融 システ ム商品の形成 とその証券化

a)証 券 としての貨 幣及 び金融 システム商品の創造

b)財 貨 商品証券 化 と金融 システム商品の二重性、金

融サ ービス商 品

4)情 報 商品 としての価値の経済循環が 「証券化」市場

経済

a)人 類社会 の 「運行 水準」 と して の一般財証券市場

価値 の総和

b)自 由財 を含 まな い一般財証券 の 「経済循環市場」

の発展

c)自 由財を含 む一 般財証券 の 「コ ミュニケーシ ョン

循 環市場」 その発展 は人類社会 の知識限界(認 識

限界)(月 面土地売買などの例)

3.地 球 システムの価値構造 としての主 体性証券価値体系

1)主 体性証券 にお ける非公開市場 と公開市場

a)公 開 によって主体性証券 は経 済財 とな る

b)非 公開で も 「市場化」 されておれ ば価値 の積算 は

可能で ある(値 付 け)

2)「 証券化」 の限界

a)証 券化 されて いない主体的価値の帰属(仮 設 的抽

象価値)

b)証 券化(可 能性)し たが市 場化 されて いない主体

性価値(売 買不能権利証券)

c)主 体的価値 の代理表現と して の 「為替剛 劇(キ ー

カ レンシー)

3)理 論仮設 と して存在 す る全主 体性 価値 を表現 す る

「主体性証券価値」

a)世 界 を2分 割 したスペイン ・ポル トガルの版 図

b)世 界 を分割 した植民地時代の列強諸国 の主体性証

券価値(国 威)

c)環 境財 ・環境資産を経済財 自由財 の別 な く含 む多

重多元化 した現代 の主 体性 証券 価 値が 表現 す る

「地球 システムの価値構造」

第5節 地球 システムの経営 「証券価値とし

ての世界観」

第二節 までに見て きた 「地球の有限性」 に関す る考 え

方 の変化 の中か ら、人類が責任 を持 って経営す べ き地球

システムの価値構造 がます ます抽象化 してい く事 を取 り

上 げて きた。第 四節 までのその結論 は 「証券価値 として

の世界観」 と言 って もよいであろう。三大 ア プローチの

総合 の見方 は、地球環境時代或いは人類社会時代 に当たっ

て、 それぞれの局面 で何 をすることが人類社会 の存在 と

その持続的発展 のために必要か を明 らかに して きた こと

になる。 だが最後 に検討 しておかな くて はな らないの は

そ の経営 の課題 である。政策学 は、 その研究 がどのよ う

な仮説的論理実験 によ って進 められ た場合 に も、常 に未

然 に備 える 「政策計画」 に収束す る形 でその成果 の現実

化 を要請 され る。各論文 の内容 に含 まれた個 々の成果 を

通 して流 れる この点 の論理 を追求 してい くと、それは次
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に箇条書 きで示す よ うな展開 と して読み とる ことが出来

る。(第 六七八章 の論理的流れ)

1.主 体性証券 の経営

1)自 己主体性証券 の価値を高め る

a)内 部経営 の充実(自 由財を経済財化 し、経済財証

券 の価値 を高 める)

b)政 治 ・行政 ・経済 ・社会 ・文化諸政策 の総合成果

(抽象価値 の経済価値化)

2)主 体性証券 の市場価値を高め る(公 開市場)

a)多 元的相互保有 による安全 ・安定、資金配分 と成

果配分 の合理化

b)主 体性証券の ボル トフォ リオ経営(証 券管理政策)

3)エ コシステムで ある地球 システ ムの 「市場化経営」

地球 システ ムの価値構造の市 場化 率を高め る

2.一 般証券市場経営(経 済財市 場経営)

1)自 由財の経済財化

a)環 境財 ・環境資産の一般経済財 化

b)財 変化 と市場創造

2)多 元的市場経済の発 展

a)エ コ社会であ る人類社会 の 「市 場化経営」

b)エ コ社会 の システ ムズイ ンテ グ レーシ ョン

3.地 球 システム形成 と人類社 会運行 の価値構造

1)シ ステ ムズデ ィベ ロップメ ン ト(空 間的展開)

a)シ ステ ムズグロー ス

b)シ ステ ムズ インテ グレー ション

c)新 雁行形 態論

2)発 展 サイ クルの量 的発展 と質 的発展 の均衡経路(歴

史 的展 開)

a)人 類社会 の価値構造 の質 的展 開(経 済発展の発展

構造 曲線)

b)地 球 システムの価値構造 の発展(パ ラダイムシフ

ト)

c)量 的発展 と質 的発展 の均衡(45度 線 への回帰)

4.グ ロー バ ル ス テ ー ツマ ンシ ップ と グロー バル ア ン トゥ

ル プ ル ヌ ー ル シ ップ
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1)地 球 システムの価値構造の発展の経営責 任

a)公 的主体 的主 体性の経 営責 任

b)市 場 メカニズムによるパ ラダイムシフ ト(イ ンデッ

クスシフ ト)

c)地 球 システムの持 続的発展(人 類社会の存在条件)

2)人 類社会運行 の価値構 造の発展の経営責 任

a)私 的主体 的主 体性の経営責任

b)市 場 メカニズムによ る技術 選択(知 識 生産)

c)人 類社会 の持続 的発展(人 類社会 の運行条件)

3)両 者 にお ける競 争 と協力の組 み合わせによ って決 ま

る発展変動

a)発 展変動 のサイ クル

b)発 展変動 を 「進歩」 とす るものは何 か

C)環 境制約 を超 え る無限の資源「コ ミュニケーション」

5.「 銀行 システム」 「保 険 システ ム」

「証券市場創造」

「証券 システム」

1)銀 行 システムの 「信用創造」 機能

2)保 険 システムの 「信頼創 造」機能

3)証 券 システムの 「組織創造」機能

a)私 的主体性創造機 能(法 人形 成、経営体、事業体

の形成)

b)私 的主体性 によ る公的主体 性創造(自 治体や国家、

政策主体形成)

c)公 的主体性 によ る公 的主体 性形成(国 際機関、広

域連合主体)

d)第3セ クターの形成(政 策手段主体形成、NGO

形成)

4)新 「証券市場形成」 によ る 「証券市場創造」 とその

発展

a)財 変化 による新投資機会 の創造 が組織創造 によ り

内部化 され る

b)新 組織 の創造 が生 む 「証券創造」 が公 開される

c)公 開度 の相違が新証券市場 を生 み証券市場構造 が

多重高度化す る

d)エ コシステムと しての地球 システムの価値構造 が

「証券化 」 「証券市場化」 と共 に公 的主体 性 の経

営が 「徴税権」 か ら自立 する

5)エ コシステムと して の地球 システム経営 の民営化

a)一 般証券 へ の環境財 ・環境 資産証券 の組 み込み の

進行



b)一 般証券 への公共財証 券 ・公共資産証券の組み込

みの進行

c)一 般証券 の市場化(市 場経済の発展)が 「小さい

政府」 を実現す る

6)大 きい市場経済 の小 さい政 府

a)含 み資産 の大 きい主体 的主体性 の 「主体性証券」

が高い価値を もっ

b)含 み資産 の 「市場化」 に成功 す るとよ り高 い価値

を持 つ

c)大 きい市場経済の人類社会 は大 きい価値のエコ社会

d)エ コ人類社会の発展が エコ地球 システム経営 の成

功 となる

6.証 券市場の発展 と 「信託 システム」 の発展

1)証 券市場 の発 展が 「証 券 ボル トフォ リオ」の経営分

野を発展 させる

a)主 体性 証券 の証券 ボル トフォ リオの経営が地球 シ

ステ ムの経営

b)そ の経営 は政治 ・行 政 ・経 済 ・社会 ・文化 の総合

政策 となる

c)一 般証券 の創造 とその市場 形成 は産業発展 その も

のである

2)経 営信託 システムの発展、 エ コ社 会の経営 システム

a)人 類社会 の経営信託 システム

b)地 球 システムの経営信託 システムへの展開

7.官 僚 システムの経営信託 システムへの 「転換」

1)予 算執行機関 と しての官僚 システム

2)経 営信託の専門機関 と して の信託 システム経営の専

門家集団

a)収 支の両 面に責任を持つ専門家集団(新 テクノク

ラー ト)

b)公 的、私 的、両 主体的主体性 の経営の機能別受託

c)経 営委託受託 システ ムの組み合 わせ によ る 「計 画

行政」。全体委託 は委託 法人の主体性喪失であ る。

3)自 由で民主 的な政策 意思形成 とそ の実行集団 として

の 「経 営受託」

a)多 種 多様 な経営受託 「信託 法人 とその組織」の成立

b)信 託証券 の成立 と信託サー ビスの利用

c)財 証券市場で の信託 サー ビス証券 の流通

d)主 体性証券市場 に公開 され る信託法人証券

4)「 証券化」「市場化」が保証す る 「儒酬 営競争社会」

5)新 テクノク ラー トの育成

a)政 治家や旧官僚か らの転身

b)金 融機関経営者か らの転 身

c)総 合商社か らの転 身

d)企 業経営者か らの転 身

e)新 テ クノクラー トの育成

6)市 場 が評価 す る経営成 果(政 治 も含 めた総市場化 メ

カニズ ム)

この段 階で注 意 しておかな くてはな らないの は、 この

よ うに して構想 して きた 「信託経営競争社会」 の特 色で

ある。第一 にそれは 「主体 的主体性」 の証券 化を基 礎 と

して いる。知識主義社会 では 「発信者」 「受信 者」 とし

ての 「主体 的主体性」 でないと社会 の構成単位 とな らな

い。っ まり知識生産 が行 えない。51パ ーセ ン ト所有 の資

本主義社会 における持 ち株会社 は一つ の意志 を代表 す る

一つの主体 的主体性 にす ぎない
。 それは軍事力 ではない

に して も 「資本力」 と言 う力 の体制 である。 したが って

知識主義で はこの方向 は発展 の否定 となる。 「公開市場

化」 が保証す るものは、 「局地 的多 数決 原 理」 に よる

「大 主体意志」の社会的評価の道を開 く 「知 識 主義 と し

ての証 券市場の形成」 で な くて はな らな い。 た とえ ば

「国連 信託」な ども 「市場評価」 によ って信 託 解除 や転

換 が出来 る様 にしな くて はな らない。第二の特色 はボル

トフ ォ リオ経 営の信託 と言 うところ にあ る。すべて の主

体 的主体 性 は 「多数の信託 機構」 に 「多重参加」す る自

由が市場 で保証 され ることになる。公 的主 体性の場合で

もす でに 「多数 の国際協定機 関」 に多重参加 して平衡を

保つ こ とが行 われている。 この関係 の一般市場 化が方向

で ある。 この方 向を保 つ原理 は、 「創 造的破壊 に よる発

展」 と 「創造 的妥協 による安定」 である ことは言 うまで

もない。 「競争」 と 「協力」 の原理 の真髄 である。

8.地 球 システムと人類社会経営 の方策(総 合政策 の計

画行政)

1)上 昇気流 を求 めて動 く一般証券市場 の持続 的発展 の

方向

a)抽 象財化 の中で進む より高 い倫理 ・道徳律 のシス

テ ムの選択

b)知 識生産 の抽象空間 におけ る局地性 と 「価値密度」
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の相違

c)「 進歩」 と して選択 され る 「価値空間の上昇気流」

d)「 上昇気流」 を目指 して動 く一一般証 券市 場 の 「経

営信託」

2)軌 道 転換の スウィチィングをめ ざす主体的証券市場

a)倫 理 ・道徳律 の軌道修正 ・軌道転換 ・(パラダイム

シフ ト)

b)軌 道転換 を求 める主体性証券の市場

c)エ コシステムとしての地球システムの価値構造転換

d)軌 道転換 による 「存在条件の持続的確保」

3)両 証券市場 のメカニズムによって確保 される

人類社会 の 「存在条件」 と 「運行 条 件」 、 そ して

「進歩の方 向」

a)両 市場 の連動 による発展変動 とその均衡過程 への

安定化

b)価 値構造 の発展変動 の中で の「進歩 の選択 」の調整

c)地 球 システムの経営 を 「証券化」 「市場化」によっ

て推進す る 「経営信託」 の 「計画行政」

さて ここに提示 した論理 モデルは、地球環境 問題 と世

界の体制変動 を契機 として生 まれた宇 宙観 ・自然観 、世

界観 ・社会観 の激変 を背景 に、三大 アプ ローチを総合 し

て、現代 において もっと も考 え られる形 での将 来像を描

いた ものである。共 同研究 で見 いだ した様 々の歴史的経

験や限界 的変化 の シンプ トムズか ら構成 された シナ リオ

で もある。環境論 的アプ ローチはまだ給 ったばか りだ し、

それ を基 に した制度 体制論 的アプ ローチ も 「地域づ くり」

の経験 を人類社会経 営へ と総合 して行 く上 で多 くの課題

を含 んでいる。 しか しその上に立 ってなほ機能的アプロー

チと しての市場 メカニズ ムを貫 こうとす ると標題 とす る

「エコ社会経 営の市場創造」 を中心 におかざ るを得 ない。

抽象 的価値 構造の発展を経 営 しよ うと言 うのだか ら、証

券化、 そ して証 券市場がその主役 とな らざるを得 ない。

そ こか ら 「経営信託」 システ ム確立 によ る人類社会経営

が指 向され ることにな る。金融 システ ムの将来像研究 は、

目前 の改革 論議の延長上 にパ ラダイム シフ トによる地球

システム経営の システムづ くりを見いだ したときによ う

や くその究極の 目標意識の大義を獲 得 したことになった

と言 うべ きであ ろう。

このモデルか ら、読者が、現代の当面す るあ らゆる改

革 改善の政策論議が、地球 システム経営 の全体像 の中で

どこに位置す る論議かを見極め、 どの よ うな方向 で、何

をすれば よいか を見 いだす ことが出来 るとすれ ば、 この
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共同研究 は学会 のみな らず実務 の世 界に とって も大 きな

貢献を したことにな る。 これ は計画行 政 にとって研 究課

題 の宝庫で あるだけでな く、行 政の政策提言や企業業 務

の新商 品 ・市場創造、 業態 形成 の新発想誕生の沃野 であ

る。環境研究 もこれで周辺 課題研究か ら学術研究の主 流

に組み込 まれた ことにな るであ ろう。

おわ りに

この章 の目的は、以下 の各章 の研究の内容を付度 しな

が ら、全体 を1つ の 「論理モ デル」 としての ス トー リー

に とりま とめる ところにある。従 って論理的一貫性を創

るために、個 々の研究の成果を必ず しも生か しきって い

ない ところがあ ることは否め ない。 あえて箇条書 きに近

い形 のままに したの は、以下 の諸章 を読んで いただ く上

で、随所 にその変 形 を認 めなが らも、 この研究が全体 と

して意 図 した将来 像 を浮か び上 が らせ るための流れを示

したか ったか らで ある。

それに も関わ らず、 この章 は、最 も新 しい形 の 「環境

論 的 アプローチ」 を基軸 と して、在来 の 「機能論的 アプ

ローチ」「制度論 的 アプローチ」を包 摂 した 「総合 体 系」

のモデル として 「地球 システム経営」 の方向 を示 して い

る。

くわえて、 「証券化」 「市場化」 とい うキイワー ドを

もとに 「経営信託 システム」 とい う形 で、単 に金融 シス

テムの将来像 という形 だけでな く 「人類社会時代 の地球

システムの将来像」 に焦点 を合 わせて 「改革 の方 向性」

「改革の 目標性」 を解 きあかす ことにな って い る。 「信

託 システム」の将来像研究 で もある。

箇条書 きの行間 は、以下 の諸章 の中か ら、読者 の自由

な形で多様に くみ取 っていただければ 「未然 の世界」 を

語 る基礎研究 と しては十分 であろ う。

多 くの学界 に関 わる優 れた研 究者の貴重 な論文 を、 こ

の ような形で まとめる ことは、 申 し訳 ない こととは思 う

が、 みなさんの こ討議 を得 たか らこそよ うや くここまで

の論理的総合が 出来 た と言 うことで もある。

未然 のことを研究 してそれに備え るとい う 「政策計画

の研究」 と言 う ことか ら言 えば、学会 として もきわめて

新 しい分野の開拓 に挑戦 した ことになる。 ここか ら多 く

の発想 の展開が期待 され るところである。



第1編 エコ社会の経営と市場創造

第2章 省エネルギー と人間社会

第1節 エコフィロソ フィの台頭

最近、国によ っては、一般 に、行政 レベルをふ くめて、

必ず しもその概念 を区別 してい るわ けで はな いが、環 境

関連 の局面 で 「環境」 といわないで 「エ コロジイ」 が使

われてい る。本来、environmentは 、生 命体 の外 部 の

条件や状態 をさす のの対 し、ecologyは 生 命体 とその

外部の条件 や状態 との関係 をさす。 さらに、 「人 間」 と

「環境」 の間 に在来的 な発想 での境界 を設 定 す るので は

な く、人間 をふ くめたホ リスティ ックな生命 システムと

して考 えようと して いる。地球環境 問題 は枠組 み条約 が

締結 されて も、政策行動の具体化 はなかなか進展 しそ う

にもないが、環境倫理的な思索 では歴史的 な転換が着実

に浸透 しつつ あるよ うにみえ る。 エコロジーは もともと

oecologyと 綴 られ、 ギ リシャ語 の 「家 庭 の維 持 運営」

をさすオイ コスーoikosに 語源 を もって い るが、地 球

という大 きな家庭 を構成 す る全て の存在の状態 と相互の

関わりをイメ ジした とされ る。

1962年 に レイテ ェル ・カー ソンの 「沈黙の春Silent

Spring」 の出版 は、長期連 続の ベ ス トセ ラーを記録 し

た。カー ソンは、 われわれが世 界 に対 して、 とりわけわ

れわれ自身 に対す る生物 的影響 を中心 に、春が きて も新

しい生命 が芽生 えず恐怖 の沈黙 しか訪れない世界を招 く

ことを警告 し、 よ り大 きな世界像 のなかでわれわれが ど

のよ うな位置 にあるのか にっいて、われわれが思い上が っ

た考 えを もって いることを強調 した。彼 は、 自然 の コン

トロールとい う思 い上が った言葉 は、 自然 が人 間のため

に存在す ると考えて いた生物学 や哲学 の未 開時代 の賜物

であると結論づ けて いる。 これ を契機 に、生態学的 な認

識 において重要な ことは、単 なる技術 的解決 ではな く、

む しろ大 きな世界像のなか にお ける人 間の位置 を根本的

に問 いなおす ことに展 開 しっっ あるといえる。 さ らに、

西欧的なキ リス ト教 の人 間中心主義的 な自然観の指摘は、

樹下 明

近代環境思想 の歴史 において大 きな論議 を提起 した。

1967年3月 の 「サ イエ ンス」誌 の 「生 態学 的危 機 の歴史

的ル ー ト」で、 リン ・ホワイ ト・ジュニアは、 われわれ

の価値 体系のなか に生態系 の保全 より優先 される課題 が

多いため に、汚染 は当然 に拡大す ると して、 われわれの

価値体 系 にお ける人間 と自然 の二元的対立が エコロジー

をめ ぐる基本的な行動や姿勢の変革を阻害 して いると し

た。

1972年 に環境 問題 に関す る世 界で初めての ス トックホ

ルムの 「国連人 間環境会議」 が開催 され、同 じく同年、

「成長 の限界TheLimitstoGrowth」 が出版 され、

1979年 に は、 「環 境倫理」 とい う雑誌 が発刊 され、 エ コ

フ ィロソフィカルな思 想は1970年 代 中央か ら現代哲学 の

なか に無視 できないある地位 を占め るようになって きた。

しか し、大 きな世界像 のなかで人 間を優越 的存在 として

み ると らえかたは、依然 と して、西洋 の哲学 的社会 的政

治的伝統 であ りつ づけているのは否定 できない。 われわ

れの い う自然保護 は、一般 には、 あ くまで も人 間に とっ

ての利用価値 に もとつ いた もので あ り、 自然界 自体 に価

値を認め たり、人間以外の生物 にとっての自然 の利用価

値を認め ようと しているわけではない。現在のエコロジー

運動 も、最終的 に人間 の長期的利益を認識 し賢明な生態

学的政策を主張す るものの、基本的 には、人間中心の功

利性 にた った考え方 と、 自然のなか にお ける人間の位置

を純粋 に宇宙論 的 にとらえよ うとす る考 え方 に分かれて

いる。

ノル ウェイの哲学 者 アルネ ・ネスの1972年 の 「シャロ

ウとディープ、長期 エ コロジー運動」 に由来す るデイ ー

プエコ ロジーは、過去支配 的であ った機械 論的パ ラダイ

ムにと って代 わろ うとする新 しいエ コロジカルなパ ラダ

イムを提起 した。従来 の環境主義 は環境汚 染 と資 源の枯

渇 に関す る法的、制度 的、技術 的対応 を主 題 とし、人 間

と人間以外 の自然 との関係 を根本的 に変革 しよ うとす る
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もので はなか った。 デイープエ コロジー は、環 境の中 に

おける人 間中心主義 を退 け、全体 のなかにおけ る形而上

的関係 を求 め、生 命圏の平等 に立脚 す る。生命圏の平等

は、有機論 的民主 制の中で、人間を全 ての他の生物 と平

等 の レベルにお く。それ は、多様性 と共 生 を尊重 し、 自

然 との平和 のために 目的 と しての技術 で はな く手段 と し

ての技術 の適 正を問 う。 これ は、新 しい自己の哲学 が求

め られて いることに他な らない。それ は、新 たな人間学

の展開 とな ろうが、生態学的地域の人間 の収容能力 に注

目す る。 デイープエコロジーは生産 と再生産 の レベルの

転換に焦点 を合 わせ るので はな く、意識 と世界観 の レベ

ルの転換 に焦点 を合わせ ているといえ る。

一方
、 エコロジカルな新 しいパ ラダイムに対 して、 進

歩的な社会変革 の担 い手 として、国家 に対 してあ る程度

の りベ ラルな信頼 を寄 せる傾 向のある環境社会 学者 の間

に も、在来 の機能主義 に対 して穏健 な批判 が顕 在化 して

きた。 それは、 同時 に、社会学者 に対 して現代 の生存 と

い う問題 を直視 していない事実 を顕在化 させ るもので も

あ った。 キ ャッ トンとダンラップ は、 伝統的な 「人間特

例主義 パ ラダイ ム」(HumanExemptionalismPara-

digm)(HEP)に 対 して 「新エ コロジカルパラダイム」

(NewEcologicalParadigm)(NEP)を 主張 し

た。人 間存在 につ いて、HEPに おいて、人間 は遺 伝 的

継承 に加え全 く別 の文化的遺産を もってお り、他 の動物

と本質的 に異 なるとす るのに対 し、NEPで は、人 間 は

文化技術 など特徴 をもって いるが、相互 に依存 する全地

球的 エコシステムに包括 されて いる多 くの種 の一 つに過

ぎないと考 える。社会的因果関係 につ いて、HEPで は、

技術 をふ くめて社会的文化的要因 が人 間に とって主要 な

決定要因 である とするのに対 し、NEPで は、人 間世 界

の活動 は社会 的文 化的要 因だけか ら影響 され るので はな

く、 自然 システ ムのなかで、原 因と結果、 および フィー

ドバ ックの複雑 な連鎖 によ って影響 され、 それ故、 ある

目的を もった人 間の活動 が しば しば意 図 しない結 果 を生

むとす る。人 間社 会の コンテキス トについて、HEPに

おいて、人 間に とっては社会 的文化 的環境が決定要因で

あ り、生 物的 ・物 理的環境 は殆 ど関係 ない とす るのに対

し、NEPで は、人間 は有限な生物 的物理的環境 の中で

生 活 し、それ に依存 してい るのであ って、 その環境 は人

間に対 して強 い物理的生物的制約を課 して いるとす る。

人間社会に対す る制約につ いて、HEPで は、文化 は蓄

積 され るもので あり、それ故、技術進歩や社会進歩 は常

ワつ 省エネ ルギ_ル 人聞軒合

に継続 し、 いかな る社会問題 も究極的には人間文化 によ っ

て解決で きると考え るのに対 し、NEPで は、人 間が ど

れ ほど多 くの発明を し、 その力 で人 間が しば らくの間、

環境の制約 を超越で きたよ うにみえて も、生態学 的法則

を無効 にすることはできない とす る。

これ らの 「人間特例主義 パ ラダイム」 と 「新 エ コロジ

カルパ ラダイム」 は、社会 学において も、主要 なパ ラダ

イムの分化 を もた らしてい る。同時に、資源枯渇の顕在

化 や環境制約 の深刻化 の現実 にお いて、伝統的な 「人間

特例主義 パ ラダイム」 の現代的妥当性 は著 しく減退 した。

かかる二分法 的考察 の妥当性 につ いて は疑問が提起 され

よ うが、現 代社会学 が 「新 エコロジカルパ ラダイム」 を

現代社会 の発展 原則 と して理解 し、現代社会 の有限な生

存 基盤 での生存 政策 の フ レームワークとな りっっ あると

いえ よう。 しか し、環境社会学や人間生態学 は、環境 な

い しエコロジーの局面が大 き く注 目されて いるにもか か

わ らず、独 自の包括的理論 を発展 させているとはいえず、

やや もす ると既存の社会学的伝統 に埋没 しがちで ある こ

とは否 めない。

さ らに、1960年 代 か ら、 ア ブラハ ム ・マズ ローやア ン

ソニー ・ステイ ッチによ って興 された、大宇 宙のなかに

お ける人間 の位置 を とらえる視座に注 目した トランスパー

ソナルな人間性心理学 と同 じよ うな コンテ クス トで、 無

数 の自己と世界内存在 が複雑 な プロセスを織 りなす世 界

にあ って、可能 なか ぎりの 自己実現の可能性を最 大化 し

よ うとい うデイープエ コロジーの哲学的 アプローチ は、

エ コロジーへの トランスパ ーソナル なアプローチとも説

明で きる。 すなわち、エ コロジカル なより広 く包括的で

大 きな 自己を把握 す ることを意味す る。 ここに、その実

効 的な意味に疑 問が あるものの、人間 と人間以外 の自然

界 との関係を価値 論的で はな く心理学的 にと らえるアプ

ローチがか らんで きて いるといえる。

個的な発展 プロセスは、一般 に、依存か ら独立へ、独

立か ら相互依存へ と自律的 に展 開す る。 自己をよ り大 き

な生態系 に内在す る一つ の生態系 とと らえることは、 自

己を個別の独立 した存在 とみ る考 え方 か ら、 それが全体

の中で有機的 な相互依存 的な存在 である とい う理解 への

転換 を促進す る。従 って、 デイー プエ コロジーは必然 的

に科学的 な新 しい システム的なア プローチを指向す るが、

同時 に、科学 の枠組 みを超 えて、全生命 の一 体性、生 命

の多様 な相互依存性、 その変化 と変容の循環を直観 的に

把握 す る博愛 的な共 感を基 礎 と し、それ らは、既存の管



理機構 と異質 な個の心の連帯 を醸成す る。 この動 きは現

代のネ ッ トワーク社会の本質 と関係 している とみ ること

がで きよう。1976年 に米国で ベス トセラーとな ったマ リ

リン ・フ ァーガソンの 「アクエ リア ン ・コンスピラシイ」

は この一連のパ ラダイ ムシフ トを一般 に啓発す る契機 の

一つ とな った もの といえ る。元来、 エクエア リスとは、

透 き通 った愛 と光に溢れた世界 の水の使者 と して、古来

か ら人間の渇 きを癒 し、淀みのな い心の流れ を約束 して

くれる快い響 きを もって いる。 ファーガソ ンは束縛 され

た心 の状態か ら解 放された新たな光の もとでの発想、人 々

の心の静かな連帯 を通 じての人 間の新 しい あり方をを求

め、新 しい文化 を創 りあげ ることを提案 して いる。 変革

は大脳 と知性 の変化 であ り、左 脳 と右脳の統合によ る不

本意でない生 き方 を提起 し、全 て は外 との有機的なっな

が りのなかで変化 する とい う科学観 を示す。 さらに、無

責任な 「とらわれの民主主義」 を非難 し、小 さな優 しい

集団がよ り大 きなネ ッ トワークに発展 す るとき政治 は改

革 される ことを示唆 する。

今、世界 の多 くの多様 な組織 が 「リエ ンジニア リング」

を必要 と して いる。情報技術 の進歩 と浸透 を軸に、 旧来

の組織 的行動の プロセスおよび進 め方、管 理概 念、組織

構造が新 しいダイナ ミックでグ ローバルなオープ ンネ ッ

トワーク型 のシステム運営 にそ ぐわな くなって きている。

上下 の関係 に根 ざす閉鎖型 の競争 と組織 の政治 を軸 とす

る伝統 的な階層型 の組織 は、 ネ ッ トワーク型 の自主 的な

組織へ の転換が求 められて いる。構成員 の関心 は組織 内

部 にのみ向 け られ るので はな く、外部 のパ ー トナー一との

リンクを含めた革新的 な創造性が焦点 となる。在来 の資

本以上 に人的資源 と知的資源が新 しい生産活動 で主要 な

要素 となり、管理で はな く、知的資源 を中心 とするひ と

りひとりの人間的な参加 意識が総合的 なシステムを形成

す る。 このパ ラダイ ムシフ トは情報技術 の発展 によって

促進 されっっあ ることは広 く認識 されて いる。一方 にお

いて、情報技術 に関連す る資源消費の増大 が注 目され、

ソフ ト化の幻想論 としての批判 も提起 されて いるが、 グ

ローバルな コンピュー ター ネッ トワークが環境問題や社

会問題 を支える心 の連帯 の ネッ トワー クを強化 しつつ あ

る状況 は本質 的な レベルで評 価 されて いる。 と くに、世

界ベー スの個 をイ ンフォーマルに連係 し、既存 のフォー

マルな管理構造 に重大 な影響 を与 えて いる。現在、 と く

に、 エ コロ ジーや環境問題 に関連する世界中のインフォー

マルな団体 や行動 に とって、 非常 に効 率的で本質的な資

源 と な って い る。

第2節 成長の限界と持続可能な発展

成長や管理、操作 に重点 をおいて きた古 い経済規範 は

価値観 の変化 とと もに変化す る。現代 の危機 的状況 は在

来の量 を重視 した経済規範で は説 明できない。心 の状態

が変 われ ば、経済 の動 き も変 わ って くるはず であ る。繁

栄の なかでの消費 の継続 は誰 しも自 らの資源 の消耗 を懸

念 しは じめる。す でに、 ジ ョン ・スチュアー ト・ミルは

産業化社会の もた らした物質主義的社会 の終焉 を予期 し

てい たといわれ るが、現実 に、物質的欲望 の充足 によっ

てそのパ ターンはより内面的 な欲望 に変化す る傾 向にあ

る。人間の内面的 な発想 を抜 きに して は経済現象 を分析

で きな い。われわれが重要だ と感 じて いることが経済 の

機能 に反映す るはずで ある。現代の経済学 における合理

性が時 と して変化す る価値観や社会の期待 を取 り込 めな

いで いる。多様性 に富んだ社会 は極めて複雑で あり、構

成 員の 自律 性の強化 とともに、在来型 の経済予測 は困難

に直面 してい る。 これ らは、消費行動パ ターンにお ける

他 律性か ら自律 性への変化、仕事の画一 性か ら柔軟性 と

独 創性 の重 視、 管理型 の 目標設 定か ら自主 的 な参加の尊

重、細 分化 された専 門性か ら多重領域の包 括、攻撃的な

競争性 か ら人間的な協 力性への回帰、仕事 にお ける質的

な満足 感、 ない し、社 会的達成 感の重視 を はじめ、 自然

に対 する挑戦 的利 用か ら共生の重視 な ど、従来の経済的

規範 は大 きく変化 しっっあ る。

元来、経 済規範 は政 治 さらには社会 的次元 を包摂 した

人 間生活 のモ ラルをその本質 においていた といえ る。近

代 の体系 的な政治経済学 の基礎 をは じめて築 いたたア ダ

ム ・ス ミスは、 「道徳感情論」 で、人 間性 の もっとも基

本 的な表現 は、人 々が生 き、喜 び、悲 しむ とい うす ぐれ

て人間 的な感情 であ って、 この人 間的な感情 を素 直に 自

由に表現す ることが で きるよ うな社会が新 しい市民社会

の基本原理 でなけれ ばな らないと した。 このよ うな人 間

的感情 は他 の人 々にと って も共通 の ものであ り、お互 い

に分か ち合 うことがで きる ものである。 このよ うな同感

(sympathy)の 可能性 を もっている ことが、人 間的感

情 の特質で あり、人間存在 の社会性 を表現 す るものであ

ると した。 「諸国民 の富 の性質 と原因 に関 す る研究」 で

は、すべて の人 々を対象 と した社会 の普遍 的 ウエルフ ェ

ア達成 のための 自然的 自由の体制 を基本的な枠組みと し、
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社会を構成す るモ ラル と富 の問題 を同感の原理 に回帰 し、

相互同感 のためそれぞれの行為 を調 整 してい く能力 を、

自然か ら与 え られたvirtureと よび、社会 と人 間の社 会

化の過程 を自然 の原理 に帰結 させていた。 ス ミスは、治

政 より依存 の排除 を重 視 し、独立 を尊重 した 自然的 自由

の促進 を基礎 としたが、同時に、 自律 的な正義 の法 をモ

ラルの レベルで本来 的に強 く意識 していた ことを軽視 し

て はな らない。

一方
、現代 の経 済学 は、 経済上 の欠乏の恐怖か らの脱

却 を第一義 に、科学 と指数 的な経 済成長によ って獲得 さ

れ る余暇 を賢 明に快適 で裕 福な生 活の実現の ため に利用

す るかとい うことに関心を集中 して きたか もしれ ない。

本来、経済学 は正 義 と公正 を意識 し、精神 的 な豊か さを

も強調 して きた はずであ るが、 「足 るを知 る」 という局

面 を正面 か ら取 り扱 って こなか ったの は事実といえよう。

よ うや く、 「持続 可能な発展」 ということが世界的 な政

治的合意 とな り、 エコロジカル な局面が重視され るとき、

在来 の経 済学 的 アプローチに多 くの疑問が提起 されてき

て い る。 市場 と技 術の可能性を過信 してか、過剰 のなか

の貧 困が問われて も、資源の限界 という局面 を基本 的な

テーマ とは して こなか った。技術 により利用効率 と代替

はたかめ られて も、資源 は有限 であり、再生産や適応 の

メカニズ ムがあ って も、 エコシステムも無限 ではない。

地球環 境問題 は、 まさ しく自然 の絶対的有限性へ の対応

であ る。 さらに、 これ らの資源 の有限性 は国際的 な比較

生産費 を軸 と して緩和 されて きたが、 エコロジカルな地

球 的限界の認識 のなかで、市場 を中心 とす る対応 にっい

て、 あ らためて根源的 な問題 が提起 されて いる。

しか し、 「成長 の限界」 に対 して、主 と して、貧 困の

局面 か らの問題提起が支配的で ある。気候変動枠組 み条

約 の交渉を通 じて も、貧困へ の対応が基本的 な主題 であ

り、 依然 と して、 その政治的解決 は決定的に困難である。

とくに、 この場面 では、政治 的に貧困層 の生存 問題 に関

わ ってい るだ けに、在来 のHEP的 発想か ら脱却 す る こ

とは難 しい。 そこで は、経済成長 は、貧困層 の生活水準

をたかめて貧困 か ら開放 するために必要 な基本戦 略 とな

る。 さらに、 それは、 よ り洗練 された技術 の発展 のため

の資本 とイ ンセ ンチィヴを加速 させ、利用可能 な資源を

拡大 させ るとす る。経済発展 の持続 は、 出生率 を低下 さ

せ、 自然資源へ の需要 を減退 させ、廃棄物 を減少 させ る

とす る。同時 に、資本蓄積 の進行 は技術開発 の資本 投資

を可能 とす る。 また、社会 の自己調整 メカニズムは文化
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的 な価値の変化 と価格上昇 によ り資源消費 を抑制 できる

と考 える。

あるいは、社会的政治的力学 の観点 か ら、理念 的方 向

よ り貧困層 に対す る逆 の結果 を強調 する立場 もある。 す

なわ ち、環境の質 を重要視す る ことによ って、貧 困層 の

生存問題 とい う、 よ り重大 な問題 を軽視 させ、貧 困層 に

対す る福祉政策 を転換 させ る ことが懸念 され る。成長 ス

トップ政策 は、逆 の所得再分配 を招 き、富裕層以上 に貧

困層 に打撃 を与 える。低成長 が貧 困層 の低賃金 と低 生活

水準 を正 当化 させ たことは実証 されてい るとす る。 これ

に対 して、NEPの 立場 か らは、経済成長 は、歴史的に、

経済 的平等 や社会的公正 の政治 的な隠れ蓑 とされて きた

とみる。す なわ ち、社会 的に有 力な集団の利 害 と成 長 と

の結 び付 きに注 目す るのである。事 実、 「常 に増大 す る

経済 的なパ イの分 け前」 は、経済や政治のキャッチフレー

ズ とされてきた局面 は否定 で きない。

「持続可能 な発展」概念 の定 義 は多様 で あり、厳密な

ものではない。世界 の利害 の ことな る多様 な当事 者の政

治 的合意 は、 えて して、 それぞれの当事 者の多様な解釈

を包含 で きるものである。 しか し、質的 にその含意に は

新 しい共通 の合意 が形成 されてい る点 は貴重であ る。第

1に 、 その発展 の意 味合 い は、実質所得以上の生活の質

を考慮 した総合 的な福祉概念 で とらえ られて いることで

あ る。第2に 、 自然環境、人工 的環境お よび文化的環境

の価 値が強調 され、 それが発 展の質を規定 して いること

である。第3に 、 時間的 スパ ンと して、短期、中期的未

来 と子孫 に引 き継 がれ る長期 的未来を包摂 して いること

であ る。第4に 、世 界の貧困の人々 との世代内 の公正 と

ともに、将来 の世代 との公正 を強調 していることである。

ここで確認 され る共 通の基本 的な考え方 は、将来の世代

に引 き継 がれ る資源が現世代に よって減少 させ られ た場

合 には、現世代 は将来世 代 に補償すべ きで あ り、将来世

代 のために残 す資産を減価 させて はな らないことである。

その資産 は、人工 の富 とともに自然の富を重視 している。

持続可能 な発展 を理解す るの に基本的 なことは、環境

と経 済の関係が相互依存的であ ることで あるが、 しば し

ば、経済の成長 と環境の質の間で トレー ドオフの関係 が

発生 す る。 その際 に、経済成長 の指標が不適切で あった

り、環境の質の評 価が適切 に行われ ない ことは重要で あ

る。 同時に、持 続可能な発展の認識 において、環境 に不

利 に偏 って きたのを環境の質を重視 しよ うという公共 の

選択があ った ことをみ忘れて はな らない。 しか し、 こ こ



に、第1節 で述べ たエコロジーの強調 のコ ンテクス トで

より徹底 した環境保全 ない し予防 を主張す る立場 と、将

来の世代 に補償す るた めに必要な将来 の富 をつ くりだす

機会を損 ねて はならな いとす る立場 は対立 して いる・ ま

た、評価 の次元 と方法を適切 にす ることによって、環境

の質を向上 させ ることが発展 と成長 に寄与で きるとして、

資源の供給の限界を前 提 と して・成長の加速 は資源の枯

渇を加速 させ る可能性 はつよい。 さらに、深刻化す るの

は、増大す る資源消費 やエネルギー消費 に ともな っての

排出および廃棄物 を許 容す る自然環境 資源の減退である。

これは、 自然資源 と人工 資源の消耗 におけ るプ ライオ リ

ティの認識 に関係 する。 すなわち、 自然資 源の不可逆性

に注 目しての自然資源 と人工資 源の代替 関係 の認識であ

る。それは、貧 しい人 々の生活 にと って生態 系の生産性

が支配的な状況 では、大 き く公正 の問題 で もあ る。 これ

は、自然資源 の輸出 について、輸 出国 は輸入 国の利益 の

ために、持続可能性 を損 ねる リスクを負 っている ことを

意味 している。 また、 自然資本 の枯渇 をめ ぐって、物的

資本 ス トックが減少 しても実質価格が上昇す れば、 自然

資源の恒常性 は保持 され たか、価格 の含意 も注意 深 く考

慮される必要が ある。

第3節 人間社 会 とエネル ギー

近代社 会 は、 エネルギーやその他の 自然資源 にどれ ほ

ど大 きく依存 してい るかを十分 に認識 せずに発展 して き

た。 しか し、実際には、 エネルギー資源は、歴史的 にそ

の人間社会 の組織 や基盤 の性格 を規定 して きた。 いうま

で もな く、人 類は生態系 の一部 であ り、生態 系 はエネル

ギーその他 の資源 が移動 し、循環 する動 的な システ ムで

あ る。人類 をふ くむ生物 の活動 は、結局 は、太 陽が もた

らすエネルギーの利用 に依存 している。 エネルギー循環

の主要な過程 は、貯蔵過程 と生産 と吸収 の過程 であ る。

貯蔵過程 は、太陽 の輻射 エネルギーを化学的 エネルギー

に変換す る過程で ある。生産 と吸収 の過程 は、貯蔵 され

たエネル ギーが他の生物 に食物 と して利用 され る過程 で

ある。

人間社会 は、い ろい ろなかた ちで、生態系の構造 やそ

れ に対応す るエネルギ ー循環に影響 を与え る。人類が生

存す るに は、およそ1日 に2000か ら2500カ 日 リーの食物

を必要 とす る。 その他に、住居、衣 類その他の必需品 の

ためのエネルギーを必 要 とする。農業 生態系で は、 自然

で安定 的な生 態系 における多様で特化 した多 くの種のネ ッ

トワークを、栽培植物 や家畜に置 き換 え る。農 業生態 系

は維持 のために肥料、化学物 質、 その他 の材料 な どのた

め、新 たなエネルギーを必要 とす る。産業 社会 はさ らに

徹底的 にエネルギー循環 を変形 させ る。 自然か ら採掘 さ

れ た化石燃料 は、工業、暖冷房、照 明、交通、 ごみ処理、

その他 の諸 々のサ ー ビスに使 用され る。近 代工業都市 の

成長 は、同時 に、伝統 的な自給 自足農業 システムを工業

化 させ た。化石燃料 の利用 によって農産物 は広 く市場化

された。人類社会 は、 自然 の生態系 におけるエネルギー

循環を大 き く変化 させ、社会 の変動を もた らして きた。

現在、世界のエ ネル ギー需要 は、過去20年 間、年率

2.4%で 増加 して きた。IEAの1995年 エネ ルギ ー見通

しによれば、今後20年 間、省 エネルギ ーの進展を織 り込

んで、世界の需要 は、2.1%-1.7%で 増加 を続 ける。 と

くに、今後 の大 きな関心 は開発途上国 にお ける需要の拡

大 であ り、新 しい安全保 障の問題を提起 して いる。開発

途上 国のエネルギー需要 は、過 去20年 の実 績、 年 率5.5

%に 対 して、今後、2010年 に至 る間、格 段のエネルギー

効率 の向上 を織 り込 んで も、年率4.2%-3.9%で 拡大 し、

世界計 に対 するシェア は現在 の27%か ら38-39%に 高ま

る。 この結果、1人 あた りのエネルギー消 費量(石 油

換算)は 、 現在 の0.52ト ンか ら0.810.77ト ンに増加

す るが、OECDの 平均5.09-4,72ト ンの16%に とどまる。

これらの途上国 のエネルギー供給 の4割 は石炭 に依存 す

る。 これ らの途上国 において、 過去20年 間のGDP(購

買力平価 ベース)あ た りのエネルギー集約度 は年 率L1

%で 上昇 して きたが、

2010年 に至 る間、年率、-1.5-L9%で 低減す るこ とを

前提 として いる。 これ は、途上国の発展段階 と関連制度

の現状を考えれば、画期的 な戦略対応が なければ達成困

難 な課題 で あろう。

日本 の場 合、資源の賦存 に恵 まれず全面的 に海外資源

に依存 す る資源の確保をめ ぐる安全保障意識 は相対的 に

強 くはない。 貧困を軸 として、各国の平和 と安全を脅か

す重大 な次元 として、 環境破壊や資源の不足に起 因す る

紛争 の可能性 に対 して、十全の予防がます ます重要になっ

て きた。1992年 の 「リオ宣言」 はこの局面を強 く意識 し

ている。歴史 的に繰 り返 されて きたエネルギ 資源 をめ

ぐる紛争 の回避 は依然 と して現代 のエネルギー戦 略の重

要 な局面で ある。原料資 源、水資源、 海上航路、 あ るい

は環境資源 の支配権 をめ ぐる国際紛争 の例 は歴史 的に枚
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挙 にいとまがない。今後、 ますます、深刻化 す る人 口圧

力 を背景 として、 資源 の需給逼迫 と環境悪化 は、経済的

困難 と政治 的不安 を増大 させ る。IEAの 設立 に際 して

も、初代 ランッケ事務 局長 は この局面 を重大視 していた。

現在 の途上地域 を中心 とす る 「資源難民」や 「環境難民」

は決 して彼岸 の問題で はな くな ってい る。

飛躍 的な エネルギー効率の向上の実 現を前 提 と し、将

来 のエネルギー供給にお ける革新的なオ プションの開発

が期待 され るとして も、開発途上国の需要圧力の もとで、

現在 のエネルギ ー供給 において約90%を 占め る化石燃料

への依存 を大幅 にシフ トさせ ることの経済的技術的 フ ィ

ジビ リテ イの確保に は大 きな不確実性が あることは否定

で きない。 しか も、 その化石燃料 も現在の知見 を前提

とすれば、資源枯渇 による価格上昇を通 じて の開発努力

が促進 され ると して も、来世紀の前半中葉 には地球環境

問題の不確実性以前 に、石油お よびガスの枯渇が顕在化

化石燃料の確認埋蔵量

石油換算10億 トン% R/P
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す る趨勢 にある。 これ らの資源制約 と環境制約 が強 く

認識 され るなかで、新 しい自然 エネルギーの利用 の促進

が求 め られ ているが、 そのエネルギー密度 が小 さ く、利

用率 と信頼度 が低 いこ とか ら、費用効 果の達成 は容 易で

はない。特 に、 この場合、全体 の技術 サイ クルを通 じて

の トータルイ ンプ ッ ト・トータルア ウ トプッ トか らの評

価 を満足 させる もので なければな らない。

エネルギー需給の長期展望にっいて、OECDのGREEN

モデルをは じめい くつかの世 界エ ネル ギー経済モ デルが

開発 され てい る。一般 に、 エネルギ ー需要 は、省 エネル

ギーの趨勢 を反 映 しなが ら、経済成長 と価格に よって規

定 され、 資源枯渇 の顕在化 によ って石油 ・ガス価格 は急

上昇 し、 エネルギー需要 が抑制 され る。一方、価格 の上

昇 によ って、代替技術 の進歩が促進 され、需給を緩和 で

きる。 さ らに、い くつかの経済手段を導入す ることによっ

て、 エネルギ ー需要 は変 化 し、経済成長 も影響 される。

このよ うな在来の ロジックを前提 とす れば、豊富 かっ広

範に賦存 す る石炭の価 格 は相対的 に安定 したものであり、

燃料 間競争 を通 じて、来世紀中葉 を射程 に含 める長期 的

なエネルギ ー需給にお いて、石炭へ の依存度 は高 まざる

をえな い。先進国で は、石炭か らの合成燃料 の シェア も

顕著に増 大す る。 と くに、旺盛 なエネルギー需要 に対 応

しな ければな らな い途上国 においては、石炭依存度 は6

割を超 さざ るをえな い。 エネルギー資源の枯渇 は顕在化

して いる。 そのなかで の対応戦略 は、極 めて、 限 られて
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いる。それだけに・発想 と意識 の転換 が求められている。

エネルギー ミックスにお いて、一定 の制約 はある もの

の、多様 なエネル ギーオプシ ョンを確保 し・柔軟 な代替

関係を確立す ることは・ エネル ギー戦略 の基本 とな って

きたが、 エネルギ ーの確保における トータルイ ンプ ット・

トー タルアウ トプッ トの認識 は重要で ある。 エネル ギー

の生産 にもエネルギ ーが必要なのであ る。 エネル ギーの

利用 にお いて・ 探査・採取 ・加 工・転 換、燃焼、排出、

廃棄、輸送等の直接間接の全過程 にお ける総 エネル ギー

の把握 におけ る純 エネルギーの評価 であ る。 これ は、食

料 の供給において も、消費者 に対 して1カ 日 リーの食物

を生産、加工、輸送 を通 じて供給 す るのに、10倍 以上 の

エネルギーが投入 されているの と同質 の問題であ る。利

用可能のエネルギーの供給 に ともな う楽観 論の多 くの誤

りは、誘発 され るイ ンプ ッ トエネルギーを過少評価 して

いることである。 これは、高品質 のエネルギー資源の枯

渇化 とともに、純 エネルギー効率が低下 する傾 向を深刻

に認識 しなければ な らないので ある。

最近、 エネル ギー戦略 の最重要課題 と して、省 エネル

ギーを認識す ることが圧倒的 な社会的合意 とな ってきた。

資源を保全す るには、 それぞれ の過程で エネルギー効率

をたか め、投入 エネルギーを減少 させ ることが必要で あ

る。 そのために、一般 的 に、非 エネル ギー資源 による代

替 と行動様式ない し総合的な システ ムの変革が考え られ

ている。 しか し、 非 エネルギー資源 といって も、産業連

関的に誘発 され る総合的な エネルギーの把握が必要であ

り、地 球的規模 での発想 が重要にな るの にともなって、

世界ベ ースでの産業 連関的計 測が追求 されることになる。

いかな る資源の入手 もエネルギー と無 関係で はあ りえな

い。従 って、 すべての資 源に関わる真正 な コス トの考察

に還元 される。 しか し、 その場合、諸 資源の価 格や コス

トが補助金等 によ って正 しく表示 されるとはか ぎらない。

とくに、環境 コス トの内部化 が重要 なテーマ となる。

第4節 省 エネルギーの推進

省 エネルギー推進 の具体的手段 と して、(1)生 産 ・消

費 システムの効率化 のための技術的適用、(2)価 格 を中

心 とす る経済的手段、(3)価 値観 ・習慣 の転換 による社

会学的方法があげ られ よう。

これ まで、 エネル ギー効率改善への対応 は個別技術指

向が主 流であ った。 この分 野での貢献 は今後 と も期待 さ

れ、仮 に、現在 、予想 されて いる個別技術が商業的 に適

用 され るよ うにな ると、CO2削 減量 は顕著 な もの にな

るとみ られてい る。 将来 技術 に対 す る過大な期待 に慎 重

で なければな らないが、IGCCやIGFCに 対 す る技 術 的

期待 は大 きい。CO,の 削 減に対 す るCCTの 寄与 を米

国DOEは 、CCTの 適 用について、2025年 までに25%、

2050年 まで に50%、2075年 までに100%の 普及 を前 提 と

す ると、世界 のCO、 排 出 を2025年 で26%、2050年 で43

%削 減で きると している。 ただ、 ここで注意 しなければ

な らないことは、 よ り効率 的な生産 のための新 しい省 エ

ネル ギー型の技術が利用可能 にな ったと しても、社会 の

関心が生産拡大 の継続 にあるとすれ ば、実際的な節約 は

のぞめない ことで ある。

一方
、 「環境的 に健全 な技術」 は総合的 なシステムと

して理解 され るところに大 きな意味が あり、開発 され る

個別技 術 もます ます幅の広 い需要サ イ ドの システ ム化の

なかでよ り大 きな効用 を発揮で きることにな る。エネル

ギーの供給段階 か ら最 終消費段階に至 るエネルギー シス

テム全体 を土地利用計 画、都市計画な い し地域計画 を通

じて、社会 システ ムに統 合 し、エネル ギー効 率をホ リス

ティ ックに向上 させ、環境 負荷を低 減 させ ることの戦 略

的発想 は世界的 に浸透 しつっあ る。 さらに、将来 の石油

価格 の上昇 を前提 に、 エネルギー システムの統合 の次元

だけで な く、限 られ たエネルギー資 源の顕在化のなかで、

原材料 と して の局面 も注 目され、 エネルギー資源 の高付

加価値化が具体的 に追求 されは じめている。 これ らは、

関連 インフラス トラクチャーの効率化 もふくめて、電力 ・

熱の カスケ ・一ド化 による熱利用 の最大化、未利用 エネル

ギ ーの活用 とあ いまって、 システム利用者 の便益の最大

化を背景に ステ ムの資産化 ・市場化 を促進す る可能性が

あ る。 将来の これ らの生産 サイ ドと消費サ イ ドの 自律的

な最適統 合は情報 システ ムの革新 によって促進 され る。

これ らの将来 も持 続で きるエネルギ ー資源を中心 とす る

トー タルエネルギー シス テム戦 略の適応は、 イ ンフラス

トラクチ ャーをは じめ計 画の弾力性に富んだ途上国 への

適応 こそ可能性 が大 きい。

エネルギー利用 の トー タル化の要素 は、それぞれの地

域的 な特性 によ って、多様 に展 開され、価値観、意識 、

制度、組織 の変革 が基盤 とな らなければな らないが、 お

よそ、次 のようなシステム的展 開がはか られる ことにな

る。
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○供給 一消 費のエネルギー システム全体 を社 会 システ

ムに統合

エネルギー効率 の総合的向上 と環境負荷 の低減

「発電」 ・ 「非 発電」の直列化

個別技術 の社会 工学的 システム化

○ エネルギーのカ スケ ー ド利用

高温 か ら低 温への多段利用 とコジェネ レー シ ョン

の組 み合わせ

熱輸送 の地 理的限界 と最適空間利用計画

温度 レベル と熱 工程の システム形成 と非整合性 の

電気 によ る調整

○地域熱電 コンパ イン ド供給

民生 ・業務 部門を中心 とす る低温廃熱利用

○産業 コンプレックスによる総合効率の向上

エネルギー資源 と原材料化

産業 ユーテイIJテ イの統合 による効率化

イ ンフラの有効 利用

○未利 用エネルギ ーの取 り込み

スーパー ヒー トポンプの活用

都市 廃棄物、下 水処理、電力設備、地下鉄、冷蔵

施設 等の都市廃 熱

大気 、河川水等 の 自然温度差 の利用

O高 度情 報 システムの利用 によ る トータル利用の効率

的運用

○都市 計画 ・地域計画 との総合化

現代 のエネルギ ーシステムにお いて、開発途上国 をふ

くめて、在 来の光熱、冷房、動力 の次元 に加えて、情報

化、 自動化 、制御の高度化 を中心 とす る技術 システムの

浸 透を背景 に、旺盛 な電力化圧力が たか まって いる。 エ

ネルギー利用の高度化 のなかで、輸送部門を除 いて最終

エネルギー消費 にお ける電力化率 は着実 に上昇 して きて

い る。電 力化率の進展 は、1次 エネルギーと最終 エネル

ギーの接 合を通 じて、電力部門の量 的質的重要性 を決定

的 に大 きくす る。1次 エネルギー供給 に しめ る電力化率

はOECD諸 国で はすで に35%を 超 え、2010年 に は40%

を こえ る。途上国 を含 めた世界全体 で も34%に 達す る。
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電力化率 の動 向
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エネルギーの最終 消費 において輸送部門の拡大が注 目

されているが、1973年 か ら1992年 の間で、OECD計 が

25.2%か ら31.2%に 、 日本 が16.2%か ら26.9%と 急速 に

拡大 している。 そ して、 その電 力化 率 はOECDO.8%に

較べ れば 日本 の2.1%は 相対 的に高 い が、 環境 ・エ ネ

ルギー戦略 か らこの比重 を増加 させ ることが指向 され る

とす れば、 その規模 は潜 在的に極 めて大 きい。

◆照明

◆加熱

◆冷房

◆動力

電力化の持続

●近代技術を背景とする工業化

●都市化の進展

●社会構造の変化

●生活水準の高度化

●情報化の浸透

◇コンピューター化

◇工程の自動化

◇OA化

◇制御の高度化

◇効率管理

◇快適性および安全性

(電力化 によ る省 エネルギ ー効果)

・電 気炉/溶 鉱 炉50%

・UV乾 燥/ガ ス乾燥90%

・誘 導電炉 溶解/ガ ス炉40%

・電 気 自動 車/ガ ソ リン車30%

・電 子 レンジ/ガ スオーブン90%

・ヒー トポンプ/石 油暖房40%



1次 エネルギーの4割 を しめる電力部門 を中心 とす る

トータルエネルギーの効率化 に果 たす量的質 的な戦略 的

役割 は大 きい。電力化 と全体 のエネルギー効率改善 の関

係を正 しく分析 しておか なければな らな い。適切 な電力

化 は トータル にエネル ギー効率を改善で きる。電力部門

での転換効率が さ らに改善 されれば・ トータルな効率 は

飛躍的に向上 され る。

経済的手段 において は・消費者や産業 に経済的 な動機

づけを与えて、 エネルギ ー消費を節減 しようとす るもの

で、近年、その実効性が大 きく評 価 されて いる。 エネル

ギー価格がよ り現実的に高 い水準 にあ って こそ、節約が

促進 され るとす るのが原理 的な考 え方 であ る。 しか し、

政府 の政策はえて して高価格政策 を選好 しない。一般に、

公共料金の抑 制が選好 されがちであ る。 国内の高速道路

に対す る公的な助成 は、 エネルギー効率 の低 い分 散型輸

送 を奨励 し、大量集 中型 の鉄道輸送 を不振 に追 い込んで

きた。 しば しば、課税 によ り消費 を抑制す る方法 はとら

れた。 しか し、 その価格弾力性 に対応 するため、極 めて

高額の税金 とな り、実現性が阻害 され る。 同時 に、 それ

が実際 に実効 的であるとす ると、在来 的定義 での経済成

長に影響 をおよぼす ことにな り、経済 の基本的 な枠組 み

の転換 と無関係で はな くな る。 と くに、所得 の再配分 を

め ぐる問題が クローズア ップされ るこになる。

一般 に、 エネル ギー価格の実質的上昇が、貧困層 への

負担が相対的 に大 き くなることが争点 とな る。一方 で、

競争の促進 による価格の低下 は現在の社会的な要請 となっ

ている。 現実 に、 エネルギー価格の引上げ はエネルギー

産業を利 す る可能性がたかい。 さらに、自動車 の小型化、

電気 自動 車の導入 にみ られれ る産業 間の対立、さらには、

経済成長 をめ ぐる政治的社会 的合意 の困難性に回帰する。

その結果、 高 エネルギー価格指 向 は、新 しい技術 開発 の

振興に転化 され る可 能性があ り、実質 的なエネルギ ー供

給力の拡大 を結果付 け ることにな り、 改めて、技術 開発

の本来 的評価 が社会 的に重要 にな るのであ る。一 般に、

政策 は、政治 的に消費者 の行動様式 や選択動 向 と無 関係

ではない。 同時 に、産業 サイ ドの利益指 向 もふ くめて、

公共選択 の政治的体制 が問題 とな って くる。

効率化 の基準 を達成す るために、 いろいろな経済 的イ

ンセ ンチィヴが考 え られている。柔軟 に基準 を機能 させ

るために、売買可能 な効率 ク レジ ッ トの提案が ある。平

均的機種 エネル ギー消費量で表 され る公式水準 よ り効率

の良 い機種 をっ くれ るものは、効率 ク レジットを取得 し、

その水準 に満 たない もの は、その ク レジ ッ トを買 うもの

である。 あるいは、効 率の悪 い製品 に課税 して、その収

入 を効率 の高 い製 品に補助 金に よりイ ンセンチィ ヴを与

え るものである。 また、電 気の使用が平均以下 とな ると

きには、割戻 しをえて、平均 以上 の もの は割増料金 を払

うとい う提案 もある。発電所 の建 設が困難な状況 では、

電気 の節減 に対 して料金 の割 引や助成金 を支払 う制度 も

ある。 あるいは、顧客全体 に節約 の コス トを割 り振 り、

電気 の節減投資 を負担す る制度 もある。 さらに、 すべて

の顧客 に対 して高料金 を課 して節減投資 を負担 し、 なお

かっ、電力会社 も利益 の一部 が還元 され るシステムなど

が適用 されて いる。 このよ うな節約計画 が一般化す るな

かで、電力節約 を表す 「ネガワ ッ ト」 とい う概念 で売買

可能 としてい る場合 もあ る。

エネルギー政策が省 エネルギーの推進 を指向 して いる

と して も、実質 的に は、 エネルギー消費 の循環的拡大 を

もた らす社会体制 の基 本的問題の改編が進展 しないか ぎ

り、問題 の解決 は難 しい。 た とえ ば、 その比重を急速 に

増大 している輸送 部門にお けるエネルギー消費の根 元的

な背景 を考 えてみ る必 要があ る。

都市人 口の郊外 への拡散 は、 自動車や独立住宅をは じ

めエネルギー集約度 のたかい生活 パ ターンを普及 させた。

自動車 は、 エネルギー集約度 の小 さい公共交通を駆逐 し、

生活物資 をは じめ本来 的に必要 でなか った移 しい フロー

の増大 を招 き、都市近郊 の環境 を著 しく悪化 させた。 そ

れ らは、当然 に、 自動車、都市 開発 、エネルギー集約型

産業の発展を加速 させ た。少 な くとも、短 期的ない し中

期的な政策 は、 自発的 か他律的 かの判 断 は別 として、 こ

れ らの社会的風潮 と調和 を崩す ことは難 しい。 これ らの

現象 は、成長の必要性が正 当性 の確保 とい う、すべて の

政治体制の必要 性 に由来 して いる ことによるといえよう。

第5節 技術と市場 との限界

1972年 、 ローマ クラブの 「成長 の限界」 は、地球の資

源は有 限であ ることを前提 に、在来 の延長で開発を続 け

るな らば、今後、100年 の間 に、地球 上 での成長 は限 界

に達 する ことを警告 した。 しか し、 これに対 し、その後

の経済 的成功 を背景 に、価格 メカニズムと技術進歩によっ

て克服 できるとい う自信 の もとに、 「悲観論者の警 告」

といった批判 も台頭 したの も事 実で ある。あれか ら20年、

技術 の改良や環境意識 の高揚、環境 政策の強化など明 ら
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かな前進 があ ったに もかかわ らず、1992年の「限界 を超え

て」(BeyondtheLimits)は 、多 くの フ ローがす で に

持続可能性 の限界 を超えて しまって いることを再 び分析

し、 改めて、 さきの結論を次の ように有効であるとした。

一人類 の必要 資源の消費 と排 出の速度 は
、すで に、物

理 的に持続 可能 な速度を超え、資源 およびエネルギーの

フローを大 幅 に削減 しな いか ぎ り、一人 あたりの食糧生

産量 、エネルギ ー消費量お よび工業生産量は、近い将来、

もはや制御で きな いか たちで減少 する。

一この減少を避 けるためには、資源 の消費や人 口を増

大 させ るような政策や慣行 を広範 に改 め、原料 やエネル

ギ ーの利用効率を速やか に、 かっ、大 幅に改善 しなけれ

ばな らな い。

一持続可能 な社会 は
、 たえず拡大 す ることによ って問

題を解決 しようとす る社会 よ りも、 は るかに望 ま しい社

会であ る。持続可能 な社会 へ移行 す るためには、成 長 と

発展が本質的 に異 なる もであ ることを理解 し、 長期 目標

と短期 目標の バ ランスの もとに、 システ ムその ものの質

を改造す る ことが必要 であ る。

人類 と資本 は、 ほとん どの形態のエ ネルギーおよび原

料 を地球か ら採取 し、熱 や廃 棄物を再 び地球 に返 す。 エ

ネルギーや原料 を もた らす地 球の供給局面 か ら、人間社

会 の経済 を経 て、排 出や廃 棄物の終着点であ る地球の吸

収局面 にいたるまで、絶 え間な い複雑な フローの活動が

ある。人間 や資本 がエ ネルギ ーお よびその他の資源を利

用 できる速度 には、 限界があ り、排出物や廃棄物の放 出

の速度 に も、 人間や経 済、あ るいは、地球の吸収、再生、

調節 のプ ロセ スに も限界があ ると考え るのは自然である。

もちろん、 これ らの相互 の関係 は複雑で あり、相互作用

であ った り補 完作用で あったりす る。世界銀行のハ ーマ

ン ・デイ リーは、 こう した複雑 な性質 を整理 し、 これ ら

の フローが長期的あ るいは究極的 に持続 できな くなる限

界 を明確 にす るため、次 の三つ の簡潔 な原則を示 した。

一再生可能 な資源の持続可能速度 は、再生速度 を超 え

るものであ って はな らない。

一再生 不可能な資源 の持続可能 な利用速度 は、再生可

能な資源を持続可能 なペースで利用 す るこで代用 で きる

程度を超えて はな らない。

一汚染物質の持続可能 な排 出速度 は、環境 がそ うした

物質を循環 し、吸収 し、無害化 で きる速度 を超 える もの

であ って はな らない。

「限界 を超 えて」 の作業 は、 「成長の限界」以降、デー
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夕を補強 し、 モデルとその後 の経験 を考察 し、 「悲観論

者 の警告」 とい った批判 を意識 してか、努 めて前向 きな

展望 を示 そ うとしているが、 この持続 可能 性の視点か ら、

次 の3点 を指摘 している。

*現 在 の人類社 会の資源 の消費 ペ ース、お よび、廃棄

物 の排 出ペース は、持続可能 なペー スで はな い。

*い まほ ど過 剰なスループ ッ トは必要 ない。技術、分

配方法、制度 な どの変革 で、世 界の人々 の生活 の質 を維

持 あ るい はかいぜん しっっ、 スルー プ ッ トを大幅 に減 ら

す ことが可能 であ る。

*制 度や技 術の効率化 が はか られた と して も、人 口や

資本を支え る地球の力 はすで に限界 に近 い。

われわれの社会 は、技術 の力や 自由市場 のメカニズム

に深 い信念を抱 いてお り、限界な どあ りえないと決 め込

む傾向を もって いな いか。 つね に、技術 の力 を過少評価

した り、 自由市場の適応能力 に不信 を もっ ことは タブー

に近か ったか も しれ ない。成長 に対す る制限 や疑念 を異

端的主張 とみ なす文化的土壌が ある。今、重要なことは、

現在の市場 を支配 して いる目的や価値 をそのままにして、

技術 と市場 を無条件 に信頼す ることは危 険であ ることを

知 り始 めたとい うことで あろう。再生不能 資源が稀少 と

な ると、経済 は資源 の発見 と開発 のためによ り多 くの資

本を投ず るはず である。資源 の枯渇 が進行 す るにっれ、

資源 の発見 と採取 に要す る資本 は増加 す る。 多 くの資本

が農業部門 や資 源開発部 門、汚染防止 部門に投入 されれ

ば、資本減耗 を補 うための資本 が残存 で きな くな る可能

性 を否定 できない。一方 で、人 口増加 の継続 は ・人当 た

りの生産 が減少 して経済 は衰退 するか も しれな い。土地

の収穫率 をたかめ る技術 を投入 すればす るほど土地 の浸

食 を加速 するか もしれない。技 術の効果が向上す ること

で破局 の進行 に麻痺 す るか もしれない。 食料不足、汚染、

土地 の浸食 、資源不足 に対応 す るための継続的 な費用 が

将来 のための投 資を食 いつぶす こともあり うる。

すでに述 べたよ うに、われわれの経済学 は、必ず しも

有 限な世 界を直視 して こなか った。 あ る一つの限界 をク

リアーすれば、別の限界がたち はだか ることを、技術革

新 によ る挑戦で克服す ることを当然の原理 と して きた。

メ ドウズの グル ープは、幾何級数的 な成長 の場合 の新 た

な限界の出現の早 さが想 像以上で あ り、 その挑戦 のため

の資本が限界を超えて しまうことを警告 したのである。

また、相互依存が強化 され た自由貿易体制 の もとでは世

界が同時 に限界 に達す る可能性を指摘 した。技術 的適応



能力を駆使 して限界 を引証 ばす ことに成功 すれす るほ

ど、将来的な限界 に突入 することも示 した。 同時 に・幾

何級数的な成長 に対処 するための時間 の限界 も決定的 で

ある。

変化が緩慢 な社会 な らば機能す る技術 と市場で も・調

整メカニズム自体 の費用・情報の歪み と遅れ・社会 の倫

理規範の制約 によって・相互 に関連す る複雑 な限界 にむ

かって幾何級数的 に突進す る社会の問題を解決で きない・

技術 と市場 の費用 は限界 に近づ くに従 って・ システムの

予期せぬ行動 によって・非線型に増加す る。再生不能資

源の採掘 に要す るエネルギーと廃棄物 も・品位の低下 と

もに顕著 に増大す る。汚染物質の除去費用 も限界 を超 え

ると法外 に増大す る。 これ らが示唆す ることは、成長 は

汚染削減費用の負担 を軽減す るとい う見方 は成立 しな い

ということであ る。 また、市場 と技術 の反応の遅れ も予

想を上回 ってなが くなる可能性 もあ る。 さらに、技術 も

市場 も手段であ って、人間の システ ム以上 に本質的な 目

的を備 えてい るわ けで はな い。 す なわ ち、 「成長 」 と

「発展」 の異な ることを認識 し、新 しい市民の意識 にたっ

たシステム構造の変革を示唆 してい るのであ る。

第6節 省 エネルギーシステ ムの移転協力

1987年 の ブル ン トラン ト委員会 の 「我 ら共 通の未来」

は、持続可能な発展を達 成す る方法 に関 して、多 くの具

体的 な勧告をお こな ったが、発展途上 国で生 産され る財

の価格に、生産 と結 び付 いている環境 と資 源の コス トが

もっと多 く反映 され るべ きであること と、 国境 を越 え る

企業が新 しい技術 、生産設 備、工程、 あるいは、 ジ ョイ

ン トベ ンチ ャーを発展途上 国に導入す る ときには、環境

上持続可能 な発展 の 目標 を明示 的に扱 ってい る自主 的計

画を遵 守すべき ことを指摘 している。地球 的規模で環境 ・

資源問題 が論ぜ られてい るときに、 これ は、途上国 との

協力の展開 において、基本 的な重要 な示唆 である。 い う

まで もな く、途上 国 との協力 は、先進国の途上国 に対 す

る差別 の利益 の確保で あ った り、先進国の不要 システム

の移転 ではな く、 あ くまで も、地球全体の費用効果 の確

保のために、地球 的な環境戦略 を リー ドす る もので なけ

ればな らない。

開発途上国 における総 エネルギー供給 は、過去20年 間

で5.5%で 伸 びてきた。 これ は、OECD諸 国 の3 .9倍 で

ある。将来 も4%レ ベルの増大が続 くもの とみ られ てい

る。 炭酸ガ スの排 出量 にお いて も、 非OECD諸 国 の排

出量はOECD諸 国のそれ を こえて い る。 エ ネルギ ー効

率の うえでは、途上 国のGDPの 過小 評価 の問題はあ る

にせよ、非OECDのGDPあ た りエネ ルギ ー消費量 はO

ECD諸 国に較べ て3倍 も大 きい。

GDPあ た りのエネルギー消費量

(石油換算 トン/1000ド ル)

OECD

非OECD

東 ア ジア

南 アジア

中国

南米

東欧 ・旧 ソ連

0.30

0.92

0.54

0.59

(0.41)

1.44

0.41

1-98

中 国 の()内:購 買 力 平 価 ベ ー ス

WorldEnergyOutlook,1995,IEA

ここで、省エネル ギーが、具体的 な総括指標 と して、

上記 のようなGDPに 対す るエネルギー消費量 で表示 さ

れることが多い。 途上国のGDPの 含意の問題ではなく、

省 エネルギー行動 の実践指標 と して、 これは、重要な意

味を もっている。 これか ら分か るよ うに、 この 「省 エネ

ルギ ー」を高めるに は、分 子 のエネル ギー消費量 を削減

し、分母のGDPを 大 きくす ることで ある。 ここで、 ま

さに、新 しい意識 と価値観 の もとに、 このGDPの 含意

をどの ように転換 す るか という課題が ある。現在のGD

P概 念で は、 この健全な発展 意識を代表できないことは、

すで に、広 く認識 されてい る。在来のGDP概 念 には、

エコロジカルな資産の増減 や心の豊か さ、 自然の豊か さ

な ど真の 「生活 の質」 を示 して いな い し、 わ れわ れの

「健全 な発展」概念 と異なる コス トか ら成 り立 ってい る。

従 って、新 しい意識 と価値観 の もとに、 この 「省 エネル

ギー」 指標 は大 き く転換す る方向にあ る。

世 界的な資源効率 の脈絡 において、開発途 上国に対す

る省 エネルギーシステム移転 の潜在便益は極めて大 きい。

CO2排 出の削減 の可能性 に関す るIEA石 炭産業諮 問委

員会(CIAB)の 技術 レポー トは、OECD諸 国の発 電効

率 は33%で 、 これ に対 して途上 国はおよそ25%程 度 の水

準 にあるという例 を示 して い る。 すなわち、既存 の利用

可能 な技術 の移転 によって、発電部 門のCO2排 出を25
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%も 削減で きることを強調 している。 さ らに、環境技 術

の移転 による途上国 のあ りうる森 林破壊防止 の便益 は世

界的 に大 きいことに注 目 してお く必要 がある。地 球環 境

に関わ る技術移転 のための国際協 力が強調されているが、

地球的 な資源効率 の追求 をめざ して、次の点 に高い プラ

イオ リティが おかれ ることが重 要であ る。

① 利用可能技術 によ る国境を こえた費用効果の実現

と途上国投資 を促進 す るた めに途上国 との協調の も

と にJointImplementationを 段 階的 に実 現 す る

こと。

② 途上 国の発 展段階 とイ ンフラ計画 の自由度 に着 目

して、総 合開発計画 と一体化 したエネル ギー ・環境

計画 を推 進す ること。

③ ハー ドな技術移転以前 に、価格 システム、規制 ・

モニ タ リング、 アセスメ ン トシステム、意思決定 ・

行政組織の明確化/透 明化、情 報 システ ムの整備

等の ソフ トな制度 の充実 をはか る。

④ 人材 の開発養成、制度 の整備、 技術 の選 択/開

発、建設 ・運営 の経営能力 の育成 、資金調達 にわた る

はばの広い総合的な相互協力をめざ したTechnology

Transferか らTechnologyCooperationへ の転

換 をはかる。

⑤ 技術 トレン ド、 技術の標準化、 自動化 、 トレーニ

ング システムの進 歩、資金制約、知的財産権の あり

かたを前提 と した真の適正技術 の研究を確立す る。

⑥ 保証、保 険、リー ス、ODAを 中心 と したCatalytic

Funding/lnnovativeFinancingな ど資金調 達

の新基 軸を開発す る。

⑦ 自由貿易原則 と環境技術移転協力 との新 たな調和

を確立 す る。

地域 計画な い し都市計画 と統合 された トータルエネル

ギー システムを開発途上国 に導入す ることの便益 も、世

界ベー スでの代替投資 の効率 において戦略的 に評価 する

ことが必要で ある。地球 レベルでの費 用効果的 な資 源効

率の達成 のために、開発途上 国におけ る健全 な都市 の計

画造 りは極 めて重要 な戦略課題 であ る。 とくに、 イ ンフ

ラス トラクチ ャーをは じめ として低 い資本蓄積 に代 表 さ

れ る発展途上国 の都市形成 は、資源 ・環境 の効率 的な総

合経営 の実現 のための有効 な機会 で ある。 これ らの地域

の都市 が取 り返 しのっかない結果を招かない うち に、 自

然 システム と調和 の とれた効率 の高 い都市づ くりと、都

市 と都市 のネ ッ トワー クシステムを計画す ることのプラ
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イオ リテイは極 めて高 く、次世代 に向 けて のモデル ビル

ディ ング としての価値 は大 きい。従来か らこの分野の国

際協力 において、 日本の貢献 は積極的 な もので はなか っ

た。 そのために、在来の個別技術 の移転 を中心 とす る専

門家 のほか に、発展途上地域 の健全 な都市 の発展の ため

の計画 の総合化 と制度 の整備 を推進 で きる総 合政策 プラ

ンナーの養成充実 が緊要 である。

これ らの都市 におけ る幅広 い資源効率 の追求 は社会 的

な理解 と認識 に依存 す るので、社会 的な情 報の提供 と浸

透 が重要 であ り、新 しい都市 の総合 的な計画の策定 のた

めに も、総 合的なデー タベースの整備が促進 され る必要

があ る。 同時 に、 これ らの効 率的な総合計画策定 のため

に、 トータル イ ンプ ットと トー タル アウ トプ ッ ト、 ない

し、総 合的な費用便益を計測 し、総合的資源計画 の代替

案を検討で きる計画 モデルの開発が期待 される。代替 案

別の計画 コ ンセプ トの明確化 は、幅広 い合意形成 と社 会

的な学習過程、 さ らには、 システム資産 の市場価値 を創

るうえで重要 である。

工業化 の過程で産業 コンプ レックスにおけるユーテ リ

テイシステムの効率的統合を促進 させる機会 は大 きく、

土地 の利用計画 をふ くめて、未成熟 なイ ンフラス トラク

チャーの現状 に注 目 して、総合 エネルギー効 率 と費用効

果的 な環境対策 の実現 のための総合 開発計 画に高 い自由

度が残 されでい ることを評価 しなければな らな い。

しか し、ハー ドな技術移転 の以前 に、価 格 システムの

改善、規 制お よびモニ タリングの整 備、 アセ スメン トに

おけ る要 件の明確化、意思決定 シス テムの透明化、情報

サー ビスの充実な ど、制度 的な整 備 に第一の プ ライオ リ

ティが与え られ るべ きである。 と くに、公的部門 か らの

資 源の供給 に限界があ り、 民間部 門 の参加促進 に焦点 が

あ るとき、民間 の利益を保障で きる制度的 な整備 が不可

欠 であ る。 その場合、補助金を前提 と して の価格設定 の

矛盾 と低所得水準 のもとでの コス トの負担能力 との調整

を どう考え るかである。 と くに、途上国 におけ る電 気料

金の場合、近年 の途上国 にお ける電気 の効用 が情報 ない

し教育 の局面 で捉 えることが戦略的 に必要 にな ってい る

ことを見忘 れるわけにはいか ない。一方 で、補 助金に よ

る価格 システムの撹乱、内部補助 の継続 は、市 場ベー ス

での投資 の参入 を阻害 し、 ク リームスキ ミングによ って

資源配分 を歪 め ることになる。

一方
、 ソフ トイ ンフ ラス トラクチ ャーの未 整備の まま

の民営化 の促進が、信用制度 が定着 しないなかで、経済



メカニズムを極端 な混乱 に陥れて いるば あい もあ る。 あ

るいは、情報 システムの確立・適正 な コステイ ングの浸

透、透明な意思決定 システム・明瞭な費用便益の配分ル〒

ルなどが展開で きな いことは当然投 資の導入 を阻害 す る

結果 とな る。

地球環境 問題 にお いて、先進国 と途上 国は排 出の責 任

と貧困の克服 に対 す るプ ライオ リティをめ ぐって対立 し

たが、途上国 の現実 の資源制約 のなかで、多 くの場合、

環境対策 の実施 の必要性 が認識 されなが らも、 その実施

が優先され る可能性 は小 さい。む しろ、先進国 の投資選

択において、jointimplementatiOnと 同様の脈絡 で、

先進国 にお ける所要投資が投資効率の比較で途上国へ の

投資に振 り替え られ るという発想へ進展 す ることが期待

される。全 くの ところ、財政的支援 と リンク しない環境

技術 の移転 は妥当 しな い。元来、技術移転の概念は狭かっ

た。 もとよ り、開発途上 国に対する技術 の移転 が単な る

ドキュメ ン トの受渡 しによ って成就 する ものではない。

途上国に対 す る技術 の移転 は、人材 の開発養成、制 度の

整備、技術 の選択 および適用 ・開発、建設 および運 営能

力の開発、経営能力 の育成、資金の調達 など、開発途上

国か らの主体的参加 を含 む多数 の当事者 による幅 の広 い

協力 によって成立 するものであり、technologytransfer

か らtechnologycooperationへ の概念の発展が必要 で

ある。

地域資源の効率的利用 という見地 か らの真正 な費用効

果の確保のため、途上国への適正技術 とい うことで の偏

見を排 除す る必 要があ る。 どの技術 システム も世 界の将

来を見据 えた真の技術革新 を背景 と した技術 トレン ドと

は無関係 ではあ りえない。未熟練 の労働者 で も対応 で き

るシステムの標準化、 自動化 も進行 している。 また、 ト

レーニ ングシステム もシ ミュ レーターの進歩 によ って高

度化 されて いる。 さ らに、途上国の合弁事業の生産効率

の実態 は、 自己の企業集団 の中で も後発の利益 を実現 し

て いる場合が多 い。 また、環境管理の標準化 と絡んで、

適正技術の概念 と技術の標準化の便益 との関係を も的確

に考察 され る必要が ある。

途上 国の発展 段階 に応 じて多様な技術 協力スキ ームの

総合 的なパ ッケ ージの検討が必要 であ るが、 デモ ンス ト

レー ション ・モデル プロジェク トの配置 は、総 合開発計

画 との統合 をふ くめての意 思決定過程、建設過程、維 持

運転過程 を通 じて、 ハー ドおよび ソフ トの両局面 で、実

践的 で総合 的な技術協力 パ ッケージと して機能 する効果

は大 きい。技術 の選択 において、新 しい地球 的な環境 コ

ンセプ トの もとに、 トータル ライ フにおける資本費 と運

転費 により構成 され る トー タル コス トが基本 的な評価規

準 となるが、途上国の現時点で の資本制約 を前提 とすれ

ば、適用技術 システムの選択 は大 きな影響 を受 ける。 し

か し、 この資本制 約 は、 「平和 の配 当」 あ るい は、OD

Aを 中心 とす るキ ャタ リテ ィックフ ァンディ ングをふ く

め、世 界的な協力体制 の革 新に よって挑戦で きる可能 性

があ る。 その場合、地球環 境問題 との関連で問われ る割

引率 のあ り方 と現実 の資本 制約 下で の市場原理の矛盾 の

解決 が忘れ るこ とはできない。

気候変動枠組条約 は、 その実効 性 にお いて、 多 くの矛

盾 が認識 されて いるが、 それは新 しく創 り上 げよ うと し

ている理念体系の総合性 にも由来 してい る。 しか し、政

府間 の条約にお いて、現在 と将来 の公正、 および費用効

果 の確保を前提 と して、貧困 の撲滅 を含 めて、総合的 に

社会経済的に調 和 した持 続的発展 を謳 ったことは歴史的

な ことである。 同時に、条約の原則 に、気候変動に対処

す るための対策 が開かれた経 済 システムの促進 のための

協力 と国際貿易 に対 す る不 当な差別 ない し偽装的な制限

とな ってはな らない ことを織 り込む ことを忘れなか った。

技術移転 をめ ぐって先進 国 と発展途上国の間で知的所有

権 に対 する深刻 な論議があ る。経済のグローバ リゼーショ

ンの中で情報 を市場拡大 の契機 と して捉 え、民 間の利益

と公共 の利益の統合 にっ いて新 しい概念 を創 り上 げる こ

とが必要 なので ある。

環境技術 ないし省 エネル ギーシステムの移転 が世界的

な政策課題 として クロー ズア ップされてい るが、現実 の

市場競争の局面 と無関係で はない。 自由貿易 の原則 と地

球環境技術の援 助原則の整合性 の検討 は重要 な課題で あ

る。新 しい貿易摩 擦の危 険性を包含 して いるこの局面 に

関連 して、技術 システムの移転の国際協力 につ いての世

界 的な規準化 をめ ぐって、競 争 と協力の新 しい調和を確

立 する ことが必要 である。 それ は、投資回収 に絡む市

場競争 の局面 と無関係 ではない。 とくに、環境技術 の移

転 の分野 で公的援助 との連係 が移転促 進の契機 として利

用 され る場面が多 いので、 この分野 での競争 と協力 の新

しい調和 のため の基準化 と市場的公正 の確立 を基礎 と し

て、国際協力の展開の前提 となる ソフ トイ ンフラ ソラク

チャーの整備が重要であ る。
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第1編 エコ社会の経営と市場創造

第3章 グ リー ンセ ツル メ ン ト構 想

福岡 克也

第1節 森林生態系の物質循環システムと自

動調節機能

地球 システムの特質 はその自己調整 システムの働 きに

ある。地球 はその生成 の歴史か らいえ るよ うに水圏、地

圏、大気圏、生物 圏の四つの圏域 によって構成 され、相

互に有機的 なバ ランスを保ちなが ら結 びつ いている単一

の生命体 である。

とくに生物 圏の形 成 とともに生物圏 を媒介 とした 自己

調整 の働 き として システムが形成 された。地球上 の生 物

圏は、地球 の過 熱 を防 ぐよ うな働 き、 また冷 えす ぎた り

しないよ うに温 め る温度調節 の機能 を備 え、 ガイや仮 説

の言 うよ うに地 球 にはホメオステー シスの働 きがあ る。

この定 常状態を維持す る能力を継続的に保つ ことが、

地球 システ ム、す なわ ち環境のバ ランスを保つ うえで重

要であ る。 ホメオステーシスは単に生物 と非 生物 との あ

いだの関係だ けで はな く、宇宙全体の 自然の摂理 と して

も成 り立 って いる力 である。

その生 態的働 きのながれに生 まれた人類 も基本的には、

この自然のル ールの もとにある。生態系の中 には多数 の

個体群が同種 の生物 の集団 と して形成 され、 さ らに個体

群 と個体群 とのあいだの連鎖、連携 によって全体 のシス

テムが成 り立 っている。 エコ ロジー的 な意味で の群集、

コ ミュニテ ィ、 あるいはバイオテ ィック ・コ ミュニテ ィ

は、一定 の区域 内の個体群 のすべてを含ん でお り、生物

によって構成 され る群集 と非生物的環境 は、生態学的系、

エコロジカル ・システム、生態系、 エコ システム として

成立 し、相互 に作用を及ぼ し合 って存在 であ る。

生態系 は、一 般的 に言われてい る自然、 ネイチ ャー と

い う言葉 よ りも、基本的 には専門的用語 として生態 系が

機能 してい る地 域の土壌、大気及び水 な どを含 め、 生物

圏、 バイオ スフィァ領域 なのであ る。

さて、 この よ うなバイオスフィア としての森林 は、 そ

の森林 の中で構成 されるすべての生 物の個体群の連鎖 の

システムと して成立 してい る。森 林 は、光合成 を行い、

光合成 を行 う有機体 と して成 立 して いる。 なお、森林 全

体の光合成 の速 度は、個別 の個体群 の中で の個々の樹 木

の光 合成 の速度 よ りも安定 し、変化が少な い。生 態系 の

中ではあ る個体 の光 合成 速度が緩慢 な場合 には、他の個

体や種がそれをカバーす るような形で光合成の速度をあ

げてい くことがで きる。

ホメオステー シスの機 構 と呼んで いる ものは、 自然現

象の変動を弱め る抑制力、 あるいは全体 としての平衡を

維持す る力がつね にこう した相補 う形 によ って形成 され

て いるのが特徴 で ある。た とえ ば環境 には変化が あって

も、人間の体温がつね に一定 に保 たれているのと同様で

あり、個体のホ メオステーシスだけで はな く、 ホメオス

テー シスの働 きは個体群 や生物 の群 集及び生態系全体 の

レベルでも働いて いるので ある。

このよ うに森林生態系 においては、ホメオ ステーシス

は重要 な機能で あ り、価値 をつ くり出す源泉 といえるの

であ る。 エコロジーにかか わ るデ ィベ ロプメン トの基本

的条件 と して、 エコロジーの実態 か らホメオ ステー シス

を最大 限に生か し、 ホメオステー シスの犠牲を最小 限に

とどめ るデ ィベロ ップメ ン トを構想 して いかな ければな

らない と言 えるのである。 この ことは自然の もっ ス トッ

クとしての価値 を最大 限に守 りなが ら、 なおかっ人間の

デ ィベ ロップメ ン トとい う側面で の人工 的ス トックを最

適にセ ッツルメ ン トし、かっ 自然か ら生み出され るフロー

を、最 も有効 な価値 フロー と して生か すための基本的原

則で あると言 えるのであ る。

第2節 森林生態系の自律的発展力

森林生態系 は自律的に次の生命的発展力をもっている。

森林生態系 はその内部 においてエ コロジー的には二つ の
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生物学的構成要素 を もってい る。第1は 独立栄養構成要

素 であ り、光 エネルギーを補填 し、簡単 な無機物か ら複

雑 な有機物 的構成 を もっ栄 養物に生産す ることがで きる

グルー プである。第2は 従属 栄養構成要素 といわれ るも

ので、独 立栄養者 によ ってつ くられ た複雑な物質を利用

し、再構成 し、再分解 する性 質を もつ もので ある。 これ

らの機能 的な構成要素 は、っね に重層的、複合的 に重な

りあ った形 に配列 される。光 エネル ギーの利用がで きる

上層 で最大 の独立栄養代謝 が生 じ、有機物が土壌や沈殿

物 申に蓄積 する場所で もっとも激 しい従属栄養活動が、

行 われている。

すなわち生態系 内におけ る分担 役割構造か ら観測 して

い くと、 まず環境 の基本 的な要素 とその複合物 と しての

非生物 的物質が存在 し、 その中で プロデューサ ー、すな

わち独立栄養者、(大 部分 は緑 色植物)、 また ラー ジ ・

:コンスーマーズ、(マ クロ ・コンスー マーズ、従属栄養

者)が あ り、主 と して他 の植 物を食 し、 また は有機物 を

小 さ く噛 み砕 いて生 きて いる。 さ らに分解者があ り、微

小 消費者、 ミクロ ・コ ンスーマー ズがあ り、死んだ もの

に寄生 した り、腐 ったものに寄生 してい る。 すなわちバ

クテ リアや菌類を主 とする従属栄 養生 物群が、死 んだ原

形質 の複雑 な化合物 をこわ した り、分解物 質で養分を吸

収 し、回 り回 って生産者 によ って利 用で きる簡単 な物質

形態 に生産 しかえ した りしてい る。

す なわ ち生態系で植物 は、第1段 階(生 産者段 階)は

緑色植物 が占め、植物 を食 うものは第2段 階(ユ 次消費

者段階)、 植物を食べ るものを食 う肉食者 は2次 消費者

段階、す なわち第3段 階、 さ らに肉食 者を食 べ る肉食者

といった形の第4段 階(3次 消費 者)が っ らなっている。

これ らの活動の ステージは主 と して栄 養学 的な分類 プロ

セスである。

生態系 にお いて は、種 の多様性 が保 障されている場合

に は、一般にその生態系 の安定性 が強 い。 すなわち気候

の変動や その他の要因 の変動 による短 期間の変化、長期

的 な変化のいずれであ って も、 これ らに適応 す る可能性

は、生態系に存在す る種 の種類 が多ければ多 いほど補完

な い し代替す る力が大 き く適応力 が強 い。 すなわちジー

ンプール(遺 伝子給源)が 大 きければ大 きいほど適応 の

ポテ ンシャル(潜 在力)も 大 き くな る。 グ リー ン ・セ ッ

ツル メ ン トにおいて、 と くに留意 しなければな らないこ

とは、種 の多様性であ り、種 の多様性 のメ リッ トを充分

に生かす整備を行 って いかな ければな らないのである。
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同時並行的 に地 域在 来の ジー ンプール とそのス トックの

ポテ ンシャル ズを大 きく高めてい くことが森林生態系価

値を大 き くす る。

た とえば広葉樹 林においては、数十種類 の植 物が生存

して いて も、 その うちの5～6種 程度 の ものが森林蓄積

の90%を 占めてい るよ うな場合が ある。生態系の中では、

こう した優 占種 が存在 してい る。 この優 占種 を生か しな

が らそ の他 の多様な種 にっいて もジー ンプールの意味 を

考え、で きるだけ多 くの種類 の ものを生存 させ るよ うな

方法を考 えてい くことが持 続的安定性 を保 てる。

こう した優 占種 を頂点 と して配列 される植物 の構 成 と

連鎖的 な作 用の体 系が、森林 のエコロ ジーの特 徴 を示す

ことになる。

さて、生物圏 に生存 してい る生物 の数 や生 き残 って い

く率 は、 エネルギーが生態系 の生物的 な部分 を通 じて流

れ る速度や物質 が生態系 内で循環 した り、近接 した シス

テ ムと交換 した りする速度 に依存 して いると考え られる。

とくに生物 を構成 している窒素や酸素、水及 びその他の

物質 は、生物 と非生物 とのあいだで何回 も循環 を繰 り返

す ことがで き る。 しか しエネルギーは熱 に変化 し、ま も

な く生態系か ら失 われてい く性質を もっ。生物 を構 成 し

てい る窒素や炭素、水 その他 の物質 は、生物 と非生 物 と

のあいだで何回 も巡回 を繰 り返 し、 そこではいかな る原

子 で も繰 り返 し利用す る ことがで きるのが特徴 であ る。

しか し、生物、 または生物 の個体群 によって一旦利 用 さ

れた エネル ギーは、熱 に変化 し、間 もな く生態系 か ら失

われて い く。

このよ うに生物 は連鎖的 な関係の中で共生 しっっ、同

時に物質 とエネルギーの循環 の中で一定 の リズムに従 っ

て行動 して いるので ある。 この リズムを崩す ことになれ

ば、 エ ネル ギー循環 と物質循環 は不調 なものとな って し

ま う。 この ように森林生態系を維持す るためには、 太陽

の光 の継 続的 な流入 を受け止め、蓄積 していくことによっ

て達成 され るとい うのが基本的原則で ある。

ここには物理学の基礎概念であ る熱力学 の法則 が作 用

してい ると考 え られ る。す なわ ち熱力学の第1法 則 は、

① エネルギ ーは一つの タイプか ら別な タイプへ変化 す る

ことがで きると して いる。 たとえば エネル ギーの一 つの

形 としての光が食物 の潜在 エネルギ ーへ と変化 す るな ど

で ある。② しか し、 エネルギーは変 化 して いって も、物

質 的な量 は決 してふ えた り減 った りは しな い。熱力学 の

第2法 則 は、 エネル ギーはっねに利用で きない熱 エネル



ギーへ分散 して しまい、 自然のいかなる変換 が起 きて も

100%の 効率 で行 われ ることはない とい うこ とを示 して

いる。

ある生物 か ら他 の種 類の生物へ、またあ るレベルの も

のか ら他 の レベルの ものへ とエネルギーが移動 す る場合

には、熱力学 の第2法 則に よって大部分 のエネルギ ーは

熱に変換 して しまう。食物連鎖が短 ければ短 いほ ど、 ま

た植物連鎖 がは じめ に位置 して いれば いるほ ど生物の利

用 し得 る植物 エネルギ ーは大 きい。エネルギーの流れ、

(A)生 産(P)呼 吸(R)の 構成要 素 の いず れを とっ

て考 えてみて も、それぞれ連続的に栄 養段 階が上 昇す る

に従 い大 き く減少 していく傾向がある。平均1500カ ロリー

の光 エネルギーが1㎡ 当 たりの緑色植物 によ って呼吸 さ

れるとす れば、植 物の純生産量 として15カ ロリーが残 る

が、 その第1次 消費者(植 食者)の 中に再構成 され るの

は1.5カ 日 リーにす ぎず、また2次 消 費者(肉 食者)の

中に合成 され る分 も0.15カ ロ リーであ る。 また、 こ う し

た現象 もこれ らの資源を十二分に活用で きるよ うな適応

力 の高 い生物 がそ こに必ず生存 している とい う前 提でな

ければ成 り立 たない。いずれに して もわずかな量 の1次

の食物 エネルギーが多数の運搬者の中に入 ってい くので、

2次 、3次 、4次 、5次 とエ ネルギー量 は、次第 に小 さ

くなってい くことにな る。 食物連鎖 の終 わ りのほ うの生

物 は、 わず か しか維 持 されない ことに もなる。

このよ うに、総生 産量 と生物個体群 の トー タル と して

の総呼吸量 との関係 は、生態系の機能全体 の状況 を把握

する うえで重要 な情報 とな る。すなわち有機物 の年間生

産量が全消費量 に等 しく、有機物量の出入 りが自給 自足

のク ライマ ックスにお けるよ うにま った くないか、 また

は等 しいとすれば、その森林 は生態系 として きわめて安

定 した状態 にな って いると言え るのであ る。(こ の よう

な状態 を主 として森林の クライマ ックス とい う。)す な

わ ち成熟 した森林 にお いて は、バ ランス はほ とん ど日常

的 にと られてい るといって よい。 これ らの森林 が成 熟 し

た場合、夏 の独 立栄養体制 は冬 の従属栄養体制 に よって

バ ラ ンスされ調 整 されて いるのであ る。

森林 の生態 系では、1次 生産量 とその従属栄 養者 によ

る利用 が等 しくない場合、有機物は蓄積す るか、 あ るい

はゼロにな って しま うかのいずれかである。 そ こで生態

系的遷移(エ コロジカル ・サ クセッション)の 過程 を通

じて、生態系 の構成 は変化す る性質を もっている。 遷移

は極端 な独立栄養 条件 、PがRよ り大 きい場合 、また は

極端 な従属栄養条件、Pよ りRの ほうが大 きい場合、 い

ずれか らで もP=Rと い う安定 した状態 に向か って移動

を開始す ることがで きる。 しか しPがRよ り大 なる場合

は、生物の種類 は年々急激 に変化す る傾向を もっており、

その結果有機物が蓄積す る。多量 の有機 汚染物等 で汚染

され た生態系 の変化 は、Pよ り もRの ほ うが大 きいタイ

プのサクセ ッシ ョンの例で ある と言 えよ う。 そこでは、

有機物 は生産 され るよりも利用 され る ほうが大 きいか ら

で ある。 こういった変化 の途上 にある時代 が遷移相、最

後 の安定 した時代が極盛相(ク ライマ ックス)で ある。

森林生態系が成立 す る条件が好 ま しくない土壌、 やせ

た地域か ら出発 した遷移 はプライマ リー ・サクセ ッショ

ンとなる。 また発達 した植物個体群 に よって占め られて

いる場所で の個体群集の発達、豊富 な収穫地 や耕 された

草地、伐採跡地 などのように栄養条件がすでに植物にとっ

て好適 にな って いる場所で は、遷移 は2次 的遷移 となる。

2次 的遷移 は変化の速度が早 く、遷移 す る系列 の完成 に

要す る時間 も非常に短 いのが特徴で あ る。

独立栄養遷移では、無機物の優越 してい る環境 には じ

まり、初期の ころは連続的 に独立栄 養者が ドミナ ン トに

なっている。生態的サ クセ ッシ ョンといえば、独立栄養

型 の ものを対象 としてい ると言 えるであろ う。初期 の優

占種が従属栄養者であ るの を特徴 とす る従属栄養遷移は、

特別 な場合のみ に生 じ、環境 には有機 物が優 占している。

老熟 した丸太な どが倒 れ、有機物 の分解 が期待 できる土

壌環境の ような場合に は、有機物 が生 態系の外 か ら入 っ

てきて 出て い くか、独立栄養遷移 を引 き継 ぐことが でき

る条件が整 って いることが重要で あ る。独立栄養遷移 は

進行 に連れて エネルギ ーを減少 させて いく傾 向にある。

独立栄養遷移、 エネルギ ーの流 れは必 ず しも減少 せず、

遷移 を続 けているあ いだ は、 エネルギ ーが保持され るか、

増大 されて い くのがふつ うで ある。

このように森林の実態 をなが め る場合、 グリー ン ・ア

セッメ ン トでの必要な条件 は、第1に 、現在成立 してい

る森林生態系がルールに従 い規則正 しい過程 の一 つの段

階 にあるとい うことを認識す るこ とがが必要である。 さ

らにその森林が今後 、 どのよ うにな るのか遷移 してい く

方向 を見定 めることが大 切で ある。 第2に 、森林生態系

の無機的環境が変化 した場合、 その変化 に対 してプ ラス

の方向 とマイナスの方向での遷移 が必ず生ずる とい うこ

とで ある。第3は 、究極 的に は安定 した森林生態系 に到

達 させ ることを 目標 と して誘導 して い くことが望 ま しい
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とい うことである。

一般 的には、 自然 の成 り行 きに任せてゆけば、生態系

的な遷移 の場合 には、森林 自 らが さまざな無 機的、有機

的環境 や微気候 を もとに しなが ら、 ホメオ ステー シスの

能力 によって 自 ら安定状態 に到 達す ることがで きるので

ある。す なわちエコロ ジカル ・デ ィベ ロップメン トを考

えて い く場合 には、森林生態 系の特徴や遷移における変

化 の傾 向につ いて、科学 的な見 通 しの もとでその経 済的

利用 を計 っていかな ければな らな いのであ る。

このよ うに森林生態系 内で は、森林生物の群集、個体

群 など、森林の内外で の情報 を統合化 し、種や個体 や物

質問 の相互作用 をパ ラメー ター と して、森林の エコ情報

の処理 を行 いなが ら遷移 を遂 げて いるとも考え られ るの

である。 このよ うな意味 において森林生態系 は、 エ コロ

ジカル ・オー トメーシ ョンの システムであ るということ

がで き、 こういったエ コロメー シ ョンの機能を生 かす こ

とが森林 の利用 における基本 的原則で あると言わな くて

はな らない。

グ リー ンセツルメ ン トの構想 の基本 には、 このよ うな

根源 的な地球 システムの価値構 造 の中核 ともいうべ き森

林生態系 などのグ リー ンの価 値構造が環境 システム とし

て存在 していると言 えるのであ る。

第3節 人間社会の発展と森林生態系発展と

の相関 と調和

人 間 と自然 とのか かわ りは、 森林生態系のなかか ら人

類 が発祥 する時か ら始 まってい る。地球 システムのなか

で人 間が重要 な影響要 因を もっ ように至 った現代 に至 る

まで、人 間と自然 とのかかわ りの なかで、森林生態系 を

安定 して維持で きたか否 かが、人類文明での盛衰 を決定

して きたと言え るのである。

第1段 階は、採取 の時代 ともいうべ き時代であ った。

森林生態系 のっ くり出す財 とサ ー ビス。すなわ ち木材 や

環境便益 などの 自然 の恵沢 を、 源泉で ある森 林生態系 の

ス トックを損 な うことな く、生 み 出され るフローの範 囲

内で、 資源と して採取 して きた時代で ある。

第2段 階は農耕 の時代 と もい うべ き時代であ った。森

林生態系 の一部 を削 り、原野 の一部を開墾 して農耕 ・牧

畜 を営 むことにな った。遷移過 程 にある成熟途上 の各様

の生態系 が人間 によ って改造 され ることに よって、本来

の 自然 の一部 は人工 的自然 に変 った。農耕な どの営 みを
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通 して、人間 は食料 など、 自然の もっ潜在 的可能 性を具

体 的な 自然生産物 と して抽 出す ることに成功 した。 しか

し、 そ こにあ って も、人間 は基本的 には、生態 系の もっ

本来 の持続的働 きを失 わせ ることな く、循環 を安 定 した

リズムで守 る ことが、農耕 の使命 と考 えて きた。

この使命 を忘 れ、 ルールに反 した営 みを行 えば滅亡 ・

衰退 の運命 を辿 らざるを得 なか ったことは歴史 が事実を

以て、われわ れに教 えている所で ある。

第3段 階 は工業 の時代 と もいうべ き時代 であ る。市場

システムと貨幣 システムの発展 によ り、人 間の能 力 は飛

躍的に増大 し、資 源を採取 し加工利用 し、消費 し、 これ

を廃 棄す る。 トー タルな物質 ・エネルギーの循環 システ

ムは、多様 な生態 系に対 して、大 きなマイナスの負荷を

与 え る結果 とな った。

この同 じ系 の もとで、 自然の基本財 と もい うべ き、森

林生 態系 は、単 なる人 間のための採取対象 に しか過 ぎな

くな り、本来有 していた、 ホメオステーシスの能 力 は無

視 され極端 に失 われることにな った。

地 球 システムの危機 は、かな りのウエイ トを、森 林生

態系の そう失 においていることは否定 できない。 地球温

暖化 にお ける二 酸化炭素吸収能力 の衰退、水資源 のそ う

失な どは、人類存在 の危機 まで連 なっているのであ る。

人間の発展が、森林生態系 などの発展 と相伴 な って始め

て、 自然の ルーニルと合致 した最 も安全 かつ価値 のあ る発

展 とな りうるのであ り、 自然のル ールに反す る、 反エ コ

ロジーの発展 では永続 しないことは明 らか であ る。

これ はと くに工業 の時代 にお いて深 め られた危 機であ

り、 人間の システムのなかで、 エコ ロジーが失 われたた

めであ る。市場 や貨幣 のシステムが、森林生態系 な どの

エ コシステム と矛盾、相克 してい る状態 を正 し、 矛盾を

超 えな い限 り、21世 紀以降 の人類 の進歩 はない。

しか し、採取、農耕 の時代を経て きた社会や経済 の シ

ステムのなか で、人類 はエコロジーとの絶 え間 ざ る結び

つ きの努力 を払 ってきた歴史を もつ。 この トラデ ィシ ョ

ナルな システムの歴史 的経験を通 してで も、新 たな人類

社会 の モデル形成 の契機 を見 いだす ことがで きる。

この ため、 日本 の社会発展 と森林生態系 とのかかわ り

を、 入会(イ リアイ)な どの典型的 な管理 システ ムの展

開を通 して分析 し、論述す ることにす る。

入 会(イ リアイ)は 、 自然の財産 を公私 の区分 な く、

共同で利用す る とい うことで、エ コロジカルな管 理 と し

て、 今 日で も貴重 な経験 と して生 きて いるといえ る。 し



か し、入会 の長 い歴史 をみ ると、 この慣行 も一 朝一夕で

生 まれた もので はな い。

古 くは、大 化の改新で、土地の所有は国家 の もの とす

るとい う 「土地 公有の制度」が定め られ、森林の所有 に

も公有 とい う一定の秩序が成 り立 ったのである。その後、

経済的に安定 し、経済生活が向上 してい くと、人々 の土

地所有欲 が強ま り、 自 らの利益のために土地 を物色 し、

私的に使用 し、土地の利用 に集中す るようにな った。

西暦723年 には、 「三 世一身の法」が定 め られ、 新 た

な開墾を し、溝や池 をっ くって農業を営む者 には、子孫

3代 にわた って私的 な利用を保証す るようにな った。 さ

らに743年 に は 「墾田法」が定め られ、 開墾 した土地 に

は一切 の制 限をな く して、永久 に私有 で きる制度 となっ

た。 これによ って庄園制での土地支配力は強め られ、庄

園を拠 り所 とす る庄園主 の力が拡大 されたので ある。

このため、森林 も開墾予定地 と して庄園に取 り込 まれ

ることにな り、 「山川藪沢の利 は公私 これを共 にす る」

とい う 「共」 の原則 は庄園 の もとにおわれ ることにな っ

た。 しか し、 この なかで も、実際の利用 は常 に地元 の庄

民 といわれ る人々の コ ン トロールの もとにおかれ ること

にな り、 この ことが不幸 中の幸 いであ った。

やがて庄 園の制度 も、武家社会の完成 ともい うべ き封

建制の成 立に よって崩壊 し、庄民 として小作人(庄 園主

の もとにあ って土地 を利用 させて もらい働 いて収入 を得

ていた人々)で あった人 々は、一先ず小地主の地位 を得

ることがで きなることにな った。 これ に対応 して森林 も、

人々が私 的 に独 占す る ことがで きるようにな ったが、私

的な囲み込みを禁 じた伊達藩の ようなケー スも生れ た実

態 としては、多 くの森林 や原野 は、村人た ちが 自由に入

りこんで草刈や放牧が できる状態 とはな ったが、が慣行

によ る共 同の規制守 られ入会 の状態が保たれた と考 え ら

れ る。

封 建制度 とい うのは、土地 を基盤 と して成 り立 った制

度で、田や畑を耕す人 々か ら、収入 の一部を貢税 させる

制度であ る。封建領主 は実質的 には領地の全体 に対 して、

強い支配 権 をもっ よ うにな り、庄園時代か らの私的 な土

地に属す る所有権 は、 明確 な近代で いう所有権で はな く

とも、地上権(用 益権 に近 い)の ような権利 にな った。

その代償 と して村民(農 民)に 重税 の負担が背負 わされ

ることにな ったのであ る。

こう した時代 の流 れが進 むなか で、森林 の所有 に も変

化が現われて きた。 すなわち領主所有 の御 山または御立

山、私有 の持山 ・立山 ・持林 ・立林 のほかに広大 な村持

の森林 や原野が引 き継が れ、入会 山 とな った。

入会 というのは、村民が一定 の森林 や原野に共 同で立

ち入 り、 自然 の資源を採取す る行為 であ る。一つ の村 限

りで人会が行 われ る場合 を村中入会 といい、数村 で入会

が行 われる場合を村 々入会 とい って いた。

しか し特徴的 なことは、領主 の有 していた御 山などで

も、 山守 と称す る名主や村役人 など地 元の管理者 を:通し

て、村民 の或程度 の下草や落葉 ・枯枝 な どの採取 が認 め

られた ことであ り、 これ らの用益関係 も、入会 といわれ

ていた。 また明山(ア ケヤマ)な ど、 村民の入林 を許 し

ていた山々でも、村民(百 姓)と しての用益利 用は入会

を原則 と していた。

村山 ・村受 山 ・庄山 ・内 山な ど、 い ろいろな呼び方 が

あるが、 これ らは村民 の共 同体 によ る管理の山であ り、

中国地方 などで は庄園 の名残 り(遺 習)と して村 を庄 と

呼び、庄 山などとい うと ころ もあ った。地域によ っては

私 有の山について も一部入会 が行 われて いた とい う歴 史

もあ る。

このよ うに、 日本 の森林 は長 い歴 史の なかで、地域 に

住 む人 々の共同 の山 と して、共 同体 的な仕組みのなかで

管 理 されていたといえ、守 られていた ともいえ るのであ

る。

封建制 の もとでは領主 の森林 、御 立山 は、山奉行 など

の役人 の管理 によ って運営 されていた。百姓町人などの

私 有の森林 もい くらか あ り、持 山、立山、持林 、立林な

どと呼はれ るものは、 ほぼ私有 ない し私有 らしきもので

あ った。 しか しこれ らの森林 にっ いて は収入があれば山

年 貢を納 めていた。村 の もってい る空地 などに植林 など

を した時には、回 りが認 めて呉 れれば、個人持 とされた。

ただ しこの場合 で も林年貢 を納 めな くてはならなか った。

しか し、私有 とい って もそんな に自由に伐れたわけで

はな い。 アオキ とかク ロキ といわれ た針葉樹な どは、伐

る時 には藩 の許可 を もらわな くて はな らなか った。藩が

と くに大切 に保全 しな くてはな らない と考え ると、留木

(ト メギ)や 留 山(ト メヤマ)の 制 度 を設 けて 、 樹種 や

森林を限定 して、伐 るこ とを禁止 し、山林の売 買を も禁

止 して しま った こともあ った。

この禁を犯せば、厳 しい罪を きせ られたことは言うま

で もない。 しか し、 ど うして も金が いるとなれば、止む

を得ず、質 に入れ、質流 れに よって流動化 を果た したと

いう記録 もあ る。
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しか し、 こう した私有 の ものよ りも、圧 倒的に広大 な

面積 を占めて いたの は、村持 の入 会地で あった。 村山 と

か、村野 とか、百姓林 とかいわれて いたの は、皆、村持

の入会地で あったことは言 うまで もな い。入会 とい うの

は入込(イ リコ ミ)と い うの と同 じで、村民たちが、共

同で決 めているルールに従 って、共同 に立ち入 りし、薪

材 を とった り、肥草 や飼料 とった りす ることであ る。

ただ、一村 だけの入会 の ときには、余 り トラブル は起

きなか ったが、数 か村 が入 会を した場合 には、村 と村、

っま り共 同体 と共 同体 との間 に感情 の もつれや、利害の

衝 突がお き、大変 な紛争 状態 にお ち入 って しまったこと

も、 しば しばあ った。 この入会 のことを、村々入会といっ

ていたが、村々の トラブル は、 その トラブルの性質 にも

よって いたが、結局 、庄屋、代官、領主 などの裁決 を仰

ぐことが多か ったよ うで、そ うな ると折 角の自治 も台無

しで、 オカ ミの権力を利用 しな くてはな らなか った例 も

あったようであ る。

村民 にとって入会 は結局、生産、生活 の両面 において

不可欠 な行為で あった。農業生産 のため堆肥(緑 肥)用

の草や葉、牛や馬な どの飼料 のマ グサな どの資源 は持続

的 に供給 されな くて はな らなか った。 また生 活に必要 な

燃料 や家具や その他住宅 の維持 に必 要な素材 も安定 して

得 られることが不可欠 である。

こうした生産 と生活 の両面 にわ たる資源 は入会 か ら採

取 されていたのである。 と くに農業用 の堆肥 は農業再生

産 の源泉 であ り、欧州 の共有地 が放牧 などの粗放 的利 用

であ ったのに対 し、 わが国で は実 にきめ細かで、 しか も

平等 な利 用に留意 し、 自然の持続性 を周到 に維持 した入

会であ った ことは、特徴 的であ ったといえ るのであ る。

農業の生産は、単 に農業で はな くて、地域全体の 自然

を損なわない物質、 エ ネルギ ー循環 の考 え方 に立 った経

済活動であ り、 さらに合わせて生活面 での循環 とも一つ

の輪の なかに入 った もので あったといえるのである。

入会地の丁寧 な利 用の一つ の証拠 なのだが、 山で刈 っ

て来 た草 は、厳密 には、緑肥 ・堆肥 ・厩肥に分別 される。

緑肥 は入会地の草や木の芽 などを刈 り取 って きて 「か り

しき」す る。か りしきとは、草 や芽 を刈 って きて、水 田

(苗代 を含む)な どに敷 きつ める ことを い う。 比較 的分

解 しやす く、養分 も多 く、作業 も簡単 で、全 国各地 で行

われてきた。

この方法 は、化学肥料が普及 す るまで は、農 業での主

流 の方 法となって いたので あ り、有機農法の典型であ っ
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たといえ る。

方言 な ど知 らない人 の方が多 くな って しまった今 日だ

が、昔 は、九州 では このことを 「カシキ」 といい、 山形

では 「カツチキ」、福井 では 「ワチカ リ」 など とい って

いた と言 われてい る。刈 って敷 くか ら 「刈敷」 とい うわ

けだが、興味 あ るのは、刈敷 の質の問題 である。

この刈敷 は、軟 か く生物分解性 のある もの程 良 く、土

地を良 くし、養分 が豊 かに供給 され る ものを理想 と して

いる。収量 も多 く、早 めに採取 できる ものが良い ともさ

れて いる。 農耕 作業 とタイ ミングの合 った もので な くて

はな らないの は当然 だが、今 日言 われている 「有機農業」

のまさに原 理 とな ってい る肥料 の考 え方 であ る。堆肥 ・

厩肥 につ いて は、生 草の生立 してい る条 件 と、労力 の配

分を考 えて、秋の農繁期に入 る前 に採取 しつ くして いた

と ころが大部分だが、地方によ っては、森林か らの雑草

を適時集 めて焼却 し灰を集めて肥料 として いた所 もあ っ

た。

このよ うに入会 は、森林を守 りなが ら、節度 を以 て利

用 を行 い、共同で持続的な管理を行 って きたとい うエ コ

システ ムの経験 であった。

入会 は以上 のよ うに、かつての農村の生活 においては、

エ コロジーとエ コノ ミーとが一つ にな って展開 す るうえ

での重要な絆(き ずな)と もイ ンフ ラス トラクチ ュ ア

(基盤)と もいえ る ものであった。 しか し筆 者 が 注 目 し

て いることはそれだけではない。

実 は、 も う一 つ この問題 に関 して重要 な事実 があ る。

今 まで述べ て きたのは、主 として一村 のなかでの入会、

村 と村 との入会 とい う範 囲であっ たが、 もっとスケール

の大 きい広域 に及ぶ入会 もあ ったのである。

水 にかか わ る用水入会がそれで ある。用水入 会 は水資

源地帯 と下流 の水を使 う地帯 との間で行 われ る入会で あ

る。例 えば長 野県群馬県の境 にある四阿山の山麓 にあた

る2400ヘ ク タールの森林 は、長野県 の旧小県 郡長村 を中

心 とす る入会 地であ って、幕藩時代 には57村 に及ぶ もの

であ った。 遠 い村 にな ると、16-17キ ロの山道 を歩 いて

行 かねばな らな い程の距離があ った。

水 源地帯 での森林の利用が、下 草の採取 や薪材採取 の

範 囲であ って も、 自然の再生の限度を超え るよ うな場合

には、 当然 、山か ら出る水の量 に影響を及ぼ し、下流 の

安定 した水 の確保がで きな くな る。

そ こで、単 に森林 に生立 ちる植物資源の採取 な どに と

どま らず、水資源 のよ うな基本財 にっ いて は、流域 関連



のすべての村落 で・山を管 理 しよ うとい うことにな る。

これが用水入会 の本 来の生 り立 ちなので ある。 とくに

下流における水 田経営 の良否 は・ この用水入会 によって、

どれ程 の良質 の水 が得 られるか にによって決 まるのであ

る。 しか しこれは単 に下流 が上流 を制約す るとい うこと

ではな く、上流 の村落 の草下採取や薪材採取 は保証 し、

下流が その資源の採取 まで立 ち入 るとい うことで はなく、

エコロジーか らみ た節度 を守 って も らえば良 い、それ に

よって水を保証 され れば良 いというスタンスの もので あ

り、ま さに水 と緑を め ぐる上、下流の共生 とい うことで

あった。

第4節 生態系との共生を高める価値生産の

システム

時 は移 り人 も変 わ り、今 や我 々は21世 紀を指呼 に間に

している。近代 国家 とな った日本 も、早や1世 紀半 近 く

にまで なった。 しか し、 その抱 えて いる問題 は余 りに も

多 い。 しか もそのなかで最 も深刻 となってい るのが、事

もあ ろうに、森林 と水 の問題 である。

国 はもとより、地域 にとっても、1人 ひとりの人 間に

とって も、緑 と水 とを取 り去 った ら、 日本に とって の魅

力な どは何一っ無 くな って しまうであろ う。 山紫水 明の

地であ って こそ小国 日本が、近代的文化国家 と して、 ま

た近代 的工業 国家 と して も誇 り得 るのである。

今、森林 は質 的に荒廃 し、管理 の担い手 であ る中山間

地農村 や山村 は、いわゆ る疲弊の極 にある。 この山村へ

行 って も、林業 の不振 と山村か らの人 口流 出、後継 者の

絶無が訴 え られてい る。多 くの地域 で打つ手が な く困 り

果てて いる。特産 品の開発、販路 の拡張、銘柄材 の差 別

化 による独特 な市場 の確保、 レジャー一産業 などへ の場 の

提供な ど、 あ りとあ らゆ る可能 な手段 がとられていて も、

一向問題 は根本的 に解決 されてはいない
。

山村振興法、林業構造改善車業 など、 自治省、農林系

な ど、 行政の手段 も出つ くして いる感がす る。公共 シス

テ ムが、弱 り切 って あえいで いる地域や市 場の システム

に、 いろいろな臨床的治療を施 して も、 改善 の方向が見

出せていないの も事実であ る。

と くに、地域 の森 林組合などが、損益の改善か ら、次々

と合併 し、 その結 果、 ます ます地元所有者 や地 元民か ら

遊離 して行 く傾 向にあ る。 これは既 に何回 かの経験 を重

ね30年 も経過 して きた ともいえる。森林組合 を単 に流通

的協同組合 と考 えて収益性のみ を追求 した り、反対に土

地管理組合 と考えて補 助金の受取機関、森林計画制度の

下請 け機関 としてのみ位 置づけ る行政下請性の追求など、

隔た りがみ られ、本来 の森 林資源の保全 と管理、 その培

養 と効用の最 大限の発揮、 そのため の人的物的資金的体

制の整備等 が全 く効果 的に行われなか ったことに大 きな

原 因があ った と考 え られ る。

森林組合 は一 つの例 に過 ぎない。 様々 な原因が災い し

て、今 日の長期 的沈滞 に達 しことは事 実だ。

今 の民主社会、市場社会 は確 かに庄 園制 や幕藩制 の時

代 とは異 なる。産業の構造 も農林主体 か ら商工業主体 に

変 った。 しか し、 どの時代 を通 して も共通 な ことは、森

林 と自然の生態系の存在 と、それ に対 す る人 間の管理 の

必要性 という点であ る。 森林 と水 との有機 的な管理 の重

要性 は、社会的にみれば、庄園制、幕藩制の頃と比べて、

今 日の方が、環境保全 や資源の持続的維持という点では、

はるか に高 まって きてい る。

問題 は今 日の人間が、 かっての先人 のように適正 にエ

コロジカルに、 しか もエ コノ ミカル に森林を管理 して い

ない、で きない とい う点 にあ るといえ よ う。

かつての先人達 がっ くり出したエ コロジーとエコノミー

を適 正に組 み合 わせて生 きるノ ウハ ウを、今の ステー ジ

で今 の人 間が作 り出せ ないでいる状態をいかに突破す る

かが課題 である。

農林、農 山村社会 と都市社会 のマ クロ的な 「用水入会」

システムのよ うなものが考 え られないか とい う点 が第一

点。 さ らに、個 々の地 域 または地域 間 グループについて、

今在村 して いる人々だけで はな く、不在村所有者 の森林

を含め地域森林を対象 と した都 市住 民 を含 あた新 しい

「入会」 システ ムをつ くれ ないか とい う点 が第 二点 出 あ

る。

森林 と農地 、その他 を含 め、土地利用全体 につ いての

用途区分 や資 源管 理区分 を明確 に した うえで、森林の入

会 か ら、地域 の入会へ と システムを発展 させ、入会者一

人 ひ とりの創意工夫 とネ ッ トワー ク化を多様 につ くり、

そのネ ッ トワーク化を もとに入会 システムを構築す る。

資 源利用 か ら公共 的環境管理、 レク リエーシ ョンか ら文

化 活動 を含 めた ソフィステ ィケー ト(情 報 ・文化)化 、

廃棄物か らリサイクルの処理、処分 も含めた、 自立 的な

エコロジー ・エコノ ミー体 と して の再編成 を行 ない、 そ

う した地域入会 の総ネ ッ トワーク化 として国土利用全体

の システムを構成す ることが必要 だ。
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第5節 森林生態系の価値生産力

森林 は、 伝統 的な人間 によ る利用の形態が示す ように

市 場財の価値 を もっと ともに森 林が存在す ることによっ

て環 境をよ くする作用、 プ ラスの外部効果 を発揮 し自然

の メカニズムの中でわれわれの社会 に環境財 を与 えて く

れてい る。 すなわち森林 資源は採取過程 を経 て木材、 そ

の他経済的原料 を供給 する。通 常資源 は、枯渇性 を もつ

が、森林資源 は再生産 が可 能であ って、資源 自体 は培養、

生 成され る性質 を もっ。 また利用可能 な伐期齢 に到達す

るまで は、森林 はそれ自体 が生 態系 を形づ くっており、

森 林植生 とその形 づ くられてい く生態系 の働 きによって

水 源酒養、災害 防止、保 健休養な ど、種 々の環境 的硬化

や文化機能を発揮 している。その意味 において森林資源

な いし森林 は、 プ ラスの外 部効 果 を もち、環境 を良化す

る財、すなわちプ ラスの環 境財 と して の特質 があるとい

え よう。

森林 は種類のいかんを問わず、一旦成立す れば発生者

を含め、周辺の地域 に対 して プラスの環境財 と しての機

能を発揮す る。 この便益 の提供 は便益 を発生 させている

ものを含め、利用者 を排 除す ることな く、平等に行われ、

利用者を差別す ることもない。 またその便益 の程度、所

得の多 い少ないによ って差別 した りす る こともな く、等

しい量を保障す ると言 え る。

この ように森林 はその便益 につ いて等量消費、共同消

費の可能性を与 え ることか ら公共財消費 の性格 を もっ も

の といえ よう。 このよ うに環境財 と して とらえると公共

的色彩の強い財 として位 置づ けされるのであ る。一旦成

立 した森林 は、地域 に とって は長期固定 的な環境条件 を

形づ くることにな る。 したが って、周辺 の地域住民にとっ

て は不可避 な存在 として非選択性 を生 じ、 同時に利用機

会 にっ いて はすでに存在 して いるとい う安心感 と適度 な

安全 と安 らぎと期待感を与え ることにな る。 その利用 の

頻度 は確率的要素 が多いが、森林 の環境財 としての働 き

か ら生ず る便益 は、森林が存在す るか ぎり周辺地域 にお

けるすべての社会構成員に対 して等 しくその環境良化効

果 を与え ることがで きる。利用 の うえでの極端 な混雑現

象が生 じないか ぎり、非競合性 を もっ不可避 な共 同消費

の性格を もった便益を恒常的 に供給 す る財 とい う特徴 を

もっ ということが いえ る。

この よ うに森林生態系の働 きにっいて環境 財的な認識

を前提 とす るならば、森林 に対す る開発 にによるさまざ
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まな プラス、 マイナスの便益 をわれわれは考慮 して いか

な けれ ばな らない。

この よ うな森林 環境資源 の多元 的機能 を前提 と した経

済的総合利用 を促 す動 きが1980年 代後半 よ り生 まれて い

るが、 その基 本的な狙 いは、林業 とい う過去 の儲 けの た

めの事業 と してで はな く、森林 その ものを守 り育 て、 そ

の ことが人間 と自然 との間に生 じた今 日の亀裂 を修復す

ることにな るという、 もっと広い視点 の文 明的な課題 に

応え る点 にあ る。 これ は林業 の枠を越 えた森林 とい う自

然 の利用、 自然 を生かす とい うことなのであ る。

この根底 には、 自然の もた らす外部経済効果に注目し、

これ を生 か して役立て るとい う新 たなエ コロジカル な構

想が生 まれて きた ことにある。

しか し、外 部経済効果 はあ って も、 それ らの市場 を も

たない ことか ら、投資 に対 す る反対給付 が得 られず不安

で ある。

しか し、 すべてで はな くとも公共性 によ る公的資金 の

供給、地域 や受益者の協力によ る受益者負担 な ど、 しっ

か り した報酬 の制度や、費用の社 会的負担 や一 種の市場

化 の試 みが行 われれば、次第に反対給付 も具体的 になる

で あろ う。

こ うした体 制がつ くられれば、事業 として も成 り立 っ

てい くことにな ろう。

ha当 た り林 業利回 りに関連 して、ha当 た りの森林 の

外部経済効 果の首都圏で の試算を示そ う。 ただ し、 この

数値 は、森林 が適正 に管理 され整備 された場 合の極盛相

のケースを想 定 して いる。

森林 の外部経済結果(年 々)(1995)(単 位:万 円)

機 能

水 源 酒 甕

山 災 防 止

洪水被害軽減

大 気 浄 化

保 健 休 養

野 生 保 護

計

評 価

73

104

80

155

85

3

500

効 果

保水分を山元水 コス トで評価

土 どめ分だけ排 除 コス ト節約

洪水を防 ぎ、資産を救 う

02の 工業生産を救 う

レク レーシ ョンの支払容認等

やせの エサ供給 コス ト

木材生産以外の効果



このha当 た りの森 林の外部経済効 果(年 間)は500万

円/haと なる。 森林 の以上 の年 々の外 部経済 効果 は社

会厚生を高 め・人 間の生活の安定の役立 ってい る社 会的

便益である。

この効果 が年 々続 く限 りと して、 その将来価値 まで も

含 めた現在価値(資 本還 元価 とも考 え る)は 年割 引率を

5%と すると1億 円 とな る。

これ らの うち水 源酒養につ いては、水源基金 な どの形

で、一部公 的費用負担 が始め られてい る。

山災防止 や洪水被害軽 減 は、災害復 旧費 の節約 にな る

ので、 これ らを評価 し一 部森林の保全 に還元 できればよ

いo

大気浄化 は依然 として、 タダの状態 である。保健休養

にっいては、 さ きの利用事 業によ り受益者負担 や料金制

な どが一部 出て きてい る。

野生生物へ のサー ビスは もちろん タダで しか ない。

しか し、森林 と して主 伐 して利用す るだけで は利 回 り

は低位 にあ るが、外部経済 効果 を収入 として実現す る方

法が確立 されれ ば、森林 か らの収穫 は、外部経済効果 の

貨幣的実現分の年 々の集積 と、木材販売収入 の合計 とい

うことにな る。

ちなみに、外部経済効果 の うち、大気浄化、野生 を除

き給付 され ると仮定す ると、森林 の効果 は利回 りと して

木材 のみの2%よ り、合 わせ ると10%と な り増大す る。

なお、利 回 りは年 々の成 長によって も異 なる。若齢 で

は効果 は乏 しく、成長 にっれて効果 は増大す る。

以上の森 林生態系 の価値生産力 は、環境 と機能 の両面

において新 たな価値 の源泉 とな り得、 これ らを主体 と結

びつ ける経 済的手法(所 有 の硬 直性 を超 える流動化 の方

法)の 可能 性の もとで発展 で きるで あろう。

第6節 グ リー ンセ ツルメ ン ト確立 のために

森林生態 系 はその基本 的構造 と して、個体群 と個体群、

多種間のネ ッ トワークとまたそのネ ットワークというよ

うに複合 的な群落 と して の特質 を、特 に持 って いるシス

テムであ る。 さ らに加え て人間がその生態系 と共 生 して

いるとい うことは、究極的 には森林生態系 といって も、

今 日ではそれ は人間 ・森林生態系であ るといって過言で

はない。

人 間 と自然 の共同体を いかに組み立て るかが、 今問わ

れてい る問題 であ ると言 えよ う。 ところで、その人間の

サイ ドの問題 と して、森林 の経営 ・管理主体 の構 造的多

様性が、従来型の木材生産で は限界 とな っていた。 しか

し既 に検討 してきたように、森林 の社会的文化的な価値、

特 に環境 的価値 は大 きい。森林 は人類社会 の根 源的な も

のと して存在 し機能 してい ること、 その経済 的な価値 へ

の可能性 も極 めて大 きいこと等、大 きな期待 が広 げ られ

て いる。 む しろ、森林の経営、管理 の多様性 は、複合群

落 の組 み立て方、 自立で きるまとま りのある邦人 化=エ

コ法人化 などの ソフ トの手法 の開発 によ って、 よ り多様

で効果的 な主体形成を はか りうる ものと考 え られる。

す なわ ち現実に は、保有山林面積規模 か らみると、 自

立経営 を行え る100ha以 上 の層 は、 戸数 で0.1%、 面積

で13%に しか達 していないが、 これか らの ソフ トのあ り

方 いかんで は自立経営に準 じて成立す る50ha以 上100ha

未満位の層 は戸数で02%、 面積で7%あ る。 これ らは

経済的主体た りうる主体層 でその生か し方が求められる。

さらに5haよ り50ha未 満の もの、戸数1019%、 面 積4

7%、5ha未 満の もの、戸 数88,8%、 面積33%の ものは、

経 済的主体 というよ りは、主体的主体 としての存在となっ

て いる。

従 って、新たな森林 の位 置付けのた めで、主体的整備

と して は以上を総合 して、

① エコ自立経営 として、経 済的主体 とな りうるもの

② エコ自立経営に準 じた、経 済的主体 となりうるもの

③ 共同経営を含 めたエ コ自立 経営を形成 しうる中規模 エ

コ経営 グループ

④ 地域 ごとに、委託 ・分収 な ど様々な形で、 まとまった

経営規模 にま とめ ることので きる小規模合わせ のエコ

経 営 グループ

な どの整備を指向するこ とが可能 で あろう。 こう した

新 たな主体 性の形成 が、森林 の所有 ・管理、 さらには森

林生 態系、人 間と自然共生 の システ ムづ くりとその管理

をよ り現実 の ものとす るこ とがで きるで あろう。加えて、

経 済的主体 と主体 的主体 の効果 的な複合 システ ムをつ く

り、森 林の活性化 とその経済 的価値 の増大、具現化への

道 を拓 くことができると考 え られる。

既 に述 べてきたよ うに、

① グリー ンセツルメ ントの基礎 とな る森林生 態系の特性

をエ コロジー視点 より整理、検討 した結果、 グ リー ン

セツルメ ン トとは森林生態系 の もっ ホメオステ ーシス

の機能 を損 な うことな く、多様 なエ ネルギーや物性の
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循環 を保 ち、人間環 境の持続的 な安定 を図れることが、

その基本的な役 割であ ると結論 づけ られ る。 ス トック

と しての森林の価値 は存在す るだけで公共 的な環境便

益 を供給す る資産 と して の価値 にあ る。年 々 フロー と

して生ず る環境サ ー ビス(水 、大 気、 その他)を 提供

す る機能が、 グ リーンセツルメ ン トの基本 的な要素 と

なりうる。

② グ リー ンセツル メン トを行 うために は、森林生 態系の

もつ エコロジカル な能力 を保全 し促進 す るエ コ ・テ ク

ノロジーを確立す る必要が あ る。 すべてのエ コロジカ

ルな働 きの もととなるのは、森 林生態系のあ り方 であ

る。 そのための エコ ・テク ノロジーの確立 が不 可欠 で

ある。

③ わが国 の森林の利用 と保全 の現 状にっいてみ ると、そ

の経営規模、経営管理 の性格 な ど、 グ リーンセ ツルメ

ン トを展開す る上で の限界 を もち、 さ らに森林 政策の

展開 に も単 に木材だ けで は限界 があ ったと考え られる。

④ グ リー ンセツルメ ン トを行 う社 会的、経済的、文化的

背景 は変 わ りっっ あ り、森林 に対す る多様なニ ーズが

生 まれてきて おり、価値 は大 きくな って いる。

⑤ グ リー ンセツルメ ン トを行 うために は、現実的、具体

的制度 などの条件 をク リアー し、かっ改善 して いく必

要 がある。従来か らの経験 に照 ら し、利用の具体例を

整理 し、生か して行 くことによって大 きな可能性を持 っ

ている。

⑥ グ リー ンセツルメ ン トを行 うた めには、 グ リーン環境

評 価を十分 に行 う必要 があ る。 こう した新たな手法と、

新 たな ソフ トの開発 によ って森林の経営 と管理、地域

のエ コ管理 の態様 は大 き く変 わ って い くで あろう。

このよ うな可能性 を開発 し、 主体的整備 の もとで エコ

システムを最適 に、 かっ経済 的 に有効 に管理す るため に

はそのための原則 的な基準 が構 築 され な くてはならない。

このために、 ここでは森林 植生 を対象 と してその最適解

を求め るための検討 を行 う。

森林な どの生態系 は、第一 に木材や特用林産物 などの

市 場財を生産 し、第二水 源酒養、防災、保健林業 などの
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環境財 や環 境サ ー ビス、 さらに原生林 保護 ・自然教育 な

ど多様 な文化財や文化 サー ビスの ような環境便益 ・文化

便益 を供給 して いる。森林生態系をめ ぐる物質 やエネル

ギーの流れか らっ くり出され るこれ らの生産物や便益 は、

人間 の生 活に とって も、か けがえのな い素材 となる(森

林 は市 場財、環境財、文化財で ある)。

従 って、われ われは可能な限 り、 自然エ コ システ ムの

均衡 と保 全を 目的 と しっっ、 これ に適合 した森林生態 系

の経済 プ ロセ スを展開 して いか な くて はな らないであろ

う。祖 の場合、 われわれは少 な くとも、第一 に成 長量 収

穫 をな しうる森林 の生態系を創造 し、第二 に合 自然的に

年 々の成長量 を基準 と して収穫 し、同時 にこのよ うなバ

ランスの もとで、 コ ンスタ ントな環境便益 を獲得 す るこ

とに心掛 けね ばな らない。

以 上の状態 を前提 とする、経済 プロセスで の最 適な均

衡条件 とい うのは、 いかなる性質 のもの になるであ ろう

か。 す くな くと も市場理論で の従来の利潤最大条 件 とは

異 な るで あろ う。 すなわち、収益 をR(t)、 環 境便益

B(t)、 年 々の経営 費(operationcost)お よび保

全費(rnaintenancecost)をC(t)、 と し評価 初 年

での森林 自体 の処分価値(ス トック価値)をVO、T年

での森林 の価値 をV(T)、 年利率 をr、 計画機 関Tま

での森林への投資 による正 の効果 の現在価値合 計をFと

す ると、(1)式 とな り、 その最大 をTで 実現 す るとす

れば(2)の 条件 が満 た されなければな らない。

従 来の林価算 法のよ うに、森林 の維持 ・保全 ・育成な

どの効果 を、 その森林 か ら生 ず る市場 財 と しての収 益

(収穫)だ けで説 明す る考 え方で は、 エ コ ロ ジカ ル ・コ

モデ ィテ ィを供給 す る森林 のエ コシステムを合 理的 に維

持 ・保全 ・育成 す ることはできない。

(1)、(2)の ごとく、判断基準 には、 伝統的 な基

準R(t)と エ コロジカルな基準B(t)と を含め な く

て はな らないであろ う。 さらに、 それに対応 す るコス ト

概 念 と して も、単 にオペ レーテ ィングコス ト(広 義 に育

林投 資 して行 われ る年 々の コス トも含 めてい る)だ けで

はな く、 エ コシステ ムを守 り、 エ コロジカル ・コモデ ィ

ティを供給す るな どの コス トを含 むべきであ る。

この よ うな対 応の もとで、森林 の環境を含 めた価値が、

実現化 され るシステ ムがベースにな り、森林 の債券化 な

どの流動化 の措 置が可能 とな る。



「

r-rT-rT

F=・ ∫ 〔R(t)+B(t)〕edt+V(T)o
む

r-rT
_C(t)e ・dt-VO

O

r-rT〔R(t)+B(t)
-C(t)〕 ・o・dt

=1

0

-rt

+V(T)・eVO(1)

.rT.rTdF
=〔R(t)+B(t)-C(T)〕e-rV(T)

dT
.rT

+V'(T)e =0 (2)

また、森林 に対 して永久的 に、投資 を繰 り返 し継 続的

に行 ってい くとすれば、Fは ま た(1)と は異 な り、

(3)の よ うにな る。(3)を 前提 と して、 森 林 の最 適

な管理の条件 を求 め ると(4)と な る。

〔R(T)+B(T)-C(T)〕=rV(T)-V'(T)

rr-rT

+
1-e-rT{〔 。R(t)+B(t)-C(t)〕e

－rT
・dt-VO+V(T)e〕} (3)

.rT　
F={∫ 〔R(t+B(t)-C(t)〕e・dt

O

-rTr

+V(T)e-V°}×

仁e-rT(4)

われわれは過去 にお いて もB(t)の ような環境便益

をカ ウン トしなか ったか、あ るい はカ ウン トす る認識 を

持たなか ったとい うことのために、森 林の持つ総合的機

能や便益を生か した保全 ・管理 ・育成 を、投 資基準 と し

て確立す ることが難 しか った。 しか し、物質 収支や エネ

ルギーの流れ の中 で、 エ コシステムを含 む経済 プ ロセ ス

を最適に コン トロールす るためには、収益、便益、費用、

資本 コス ト、時間 などの制御因子 のす べてを含 んだ条件

のもとで適正 に森林の管理 を可能 にす る基準 を持 たな く

て はな らないであ ろ う。(3)(4)は 、 そ うした条件

の もとで の、 自然生態系 の最適制御の基準 を示す もので

あ る。 こうした方向にお いて、新たな エコ経営が確立 さ

れ、新 たな人 間 ・自然共生の社会 システムが形成 され う

るであろう。
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第1編 エコ社会の経営 と市場創造

第4章 環境 と共生 した空間計画

田畑 貞寿

第1節 エコ社会における都市構造

駒井

1.都 市化 と郊外化

正晶

現代 は都市 の時代 である とといわれ るが、都市 自体 は

古 代か ら存在 したことが知 られて いる。現代 の人間居住

の形態の際だ った特徴 は大都 市圏の発生 ・拡大 と郊外化

てあろ う。前者 は国土構造 の問題、後者 は都市構造の問

題 であ るといえ る。

ます ます多 くの人 が都市 に居 住す るよ うになった のが

都市化であ るが、都市化 の進 行 に伴 い、特定 の大都市へ

人 口や経済活動 が著 しく集 中 し、 巨大都市圏が生まれた。

東京を中心 とす る大都市 圏 は、1970年 以降、世界最大 の

人 口集積であ るといわれて いる。

郊外化 は、 大都市 圏の郊 外地域が中心都市 より早 い速

度で拡大す ることであ るが、多 くの場合 中心都市か ら郊

外への人 口の移動 によ って生 じる。都市化 は必 ず しも郊

外化の形を とって進行 す るもので はないが、大都市圏 の

拡大 は郊外化 を伴いっっ進んで きた。

1)大 都市圏の拡大

1993年 度の住民基本台帳の集計結果 によ ると、1976年

以来 は じめて巨大都市圏か らの人 口の転 出超過 が記録 さ

れ た。 また、1954年 に この統計が とられるよ うにな って

は じめて、わずかではあ るが東京圏(1都3県)か ら人

口の純流出が認め られた。永年 の趨勢 がついに逆転 し、

大都市圏 の拡大 は終 ったのだ ろうか?

実 は三大都市圏全体 と して の拡大傾 向にかかわ らず、

最近 も拡大 して いたの は東京大都市 圏だけであ った とい

うこともで きる。大阪圏(大 阪、兵庫 、京都、奈良)で

は1974年 以来転 出超過 が継 続 して い る。 また名古 屋 圏

(愛知、岐阜、三重)で は1985年 までの10年 間転出超 過

であ った。東京 圏への転入超過 が これ らを補 って余 りあ

るほど大 きか ったために巨大都市圏全体 の拡大 が続 いた

のであ り、東京 圏への一極集中を別 にす ると一 般的 には

大都市圏 の拡大 は既 に終 っていたのか も知 れない。

大都市圏 への人 口集中が完全 に止 ま り、流 出が始 まっ

たのな ら、郊外 化の動 きにも大 きな影響を及ぼすだろ う。

これ によ って郊 外化 が直 ちに停止 す る訳で はないが、郊

外化へ の圧 力は徐 々 に低下 してい くことにな るだ ろう。

2)郊 外化 の進展

前述 のよ うに都市規模の拡大 が郊外化 を もた らしたこ

とは事実 であ る。 しか し、都市規模 の拡大 が必 然的 に郊

外化を もた らす とはいえ ない。 都市 は垂 直に拡張す るこ

とによ って も規模を拡大す ることが可能 であ る。 これ を

可能 に したのが建築技術や エ レベー タの技術 であ り、業

務等 の機能 にっいて はこれ によ って都市規模が拡大 した。

す なわ ち、都市の高層化 であ る。

技術 的な可能性か ら考 えると、居 住機能 にっ いて も同

様 のこ とが起 こって も不思議で はなか った。事実、高層

住宅 と して一部に実現 した。 しか し、現在 までのところ、

高層住宅 は人間居住 の一般的な形にな ったとはいえない。

これ に対 し、郊外化 は都市の平面的拡 大で ある。 これ

を可能 に したの は交通手段の技術進歩あ るいは交通機 関

の整備 であ る。郊外化 は鉄道網の整備、あ るいはモ一 夕

リゼ ションの進展 によって初めて可能にな った。 この技

術 は業務 等の生産機能 につ いて も同様 に利 用可能で あ っ

たが、郊 外化 は居住機能 すなわち人 口にっいて まず生 じ

た。 それ に続 いて、居住機能 に関連す るサ ー ビス、小売

等 の機能 の郊外化が生 じた。郊外 とは都市の中心 との関

係 で定 義 あるいは想起 される場所 であり、元来居住 を目

的と した場所で あ ったといえる。雇用(職)が 集積 す る

場所 は通常 は"郊 外"と は呼 ばな い。

では、 なぜ居住者 は郊外 へ出たのだ ろうか。 あるいは
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居住 という機能 に特有 の郊外 への移動 の必要性 とは何 で

あろうか。

都市の拡大によ り都市 中心部 には住 めな くくなった、

中心部に はこれ以上収容で きな くなったというのが考 え

得 る最 も単純 な解釈 の一つで ある。 しか し、 この よ うに

既存の都市 が単 に物 理的 にオーバ ーフローしたというこ

とで は、業務 ではな く居住機能だ けが郊外化 した ことの

説明 とはな らない。第 二の解釈 は、 自然 との関係を求 め

て郊外 に居住 した とい うものであ る。都 市経済学 の標準

的な理論で は、業務機能 が中心 都市 に立地 し、居 住機能

が郊外化す る現象 を住宅 コス トと通勤 コス ト(時 間を含

む)の 代替関係 で説 明す る。 すなわわち、郊外 に移 動す

ればより多 くの通勤 コス トを負担 しな くてはな らないが、

住宅 コス トが低下す るためによ り多 くのスペースを使用

することが可 能 にな る。 ここで住宅 に関連す るスペース

には家屋 の規模 だ けで はな く、 自然 との関 わ りを含 む と

考えるのが現実 的な解釈で ある。 もちろん、 日本で はよ

り広い居住 スペ ースの確保が郊外で可能 という動機 の比

重がアメ リカ等 と比べ ると高 いか も知れな い。単な る居

住スペースの規模 だけが問題で あるののな ら、垂直的 な

都市 の拡大(高 層化)に よ って も対 応が可能だか らで あ

る。

このことは、一般 的な郊外居住 のイメー ジによ って も

裏付 けられ る。 われわれが思 い描 く郊 外居住者 は ファ ミ

リー層(核 家族)で あ り、乗 用車 に依存 した ライ フスタ

イルであ り、彼 らが住 むのは庭付 き1戸 建 ての住宅 であ

る。核家族 の形成 には都市化の進展が決定的な要因であっ

たが、核家族の形成 ・拡大 は郊外化 を進展 させ た重要 な

要因であ った と想像 され る。 この ことは、単身者 とに っ

て郊外 に住 む ことにどん な意味が あるか を考えて みると

明 らかであろ う。郊外 に住み、中心都市 に通勤す る単身

者 は存在 しないわ けで はないであ ろうが、典型的な居住

形態 と して想像 す ることは容易で はな い。単身者の必要

とす るスペースは小規模 な ものであ ることも重要な理由

だが、 自然 との関 わ りの欲求 も比較的小 さいので はな い

だろうか。

2.郊 外化の もた らした もの

1)ス プロール の コス ト

スプ ロー'レは、都市 の分散 ・拡大 の結果生 じる 「都市

的土地利用 と非都市的土地利用 の境界が幅広 くかっ あい

まいな状態」を指す もの とされてい る。すなわ ち、居住

を含む都市的土地利用 が低密度で膨脹 ・拡大 した状態で

あ る。都市の郊外 化はス プロール化 と同義で はないが、

スプ ロール化 に関連 して指摘 されてい るつ ぎの ような問

題 は郊外 化 した都市 につ いて も同様 にあてはま る。

① エネルギーの浪費:通 勤 やその他 の輸送 活動 のため交

通量 が増加 する。 また、低密度 であ るため、 公共交 通

機 関の成立 が困難で あ り、 自動車利 用が増加 す る。

②経済 的浪費:低 密度開発 のためイ ンフラス トラクチュ

アや住宅等 の建築物の ために高額 の費用 を要 する。 ま

た、長距離 の通勤に よって多大 な時間が失わ れる。

③環境へ の害:エ ネルギ ー消費の増加 のために大気汚染

が悪化す る。また、イ ンフラス トラクチュア整備を含

む都市的土地利用 のためのオー プ ン ・スペ ースの喪失

が進 む。

④ 自動 車を利用で きない人 の困難:低 密度の土地利用の

ため、徒歩または公共交通機 関によ って アクセスで き

ない場所 が増加 し、 自動車 を所 有で きない低 所得者 や

運転 ので きない高齢者 の行動 が著 しく制約 され る。

(注)詳 細 にっいて は、第2編 第2部 第1章 を参照

2)土 地利用規制 のパ ラ ドックス

郊外化 の原因 と して、 自然 との関 わ りを持 ちたいとい

う人々の動機が あったで あろうことは前述の通 りである。

このため、郊外で は低層低密度住宅地 が形成 された。 こ

れ は郊外で は上地利 用規制が厳 しいという形で現われて

いる。開発 を許 されない地域 が存在 し、開発を許す場合

に も制約が大 きい(容 積率、建蔽 率 などの上地利用規制

が厳 しい)。 すなわち、都市部 の拡大を食い止 め、 自然

との関係 を保 っために厳 しい地利 用規制を実施 し、低密

度地域 を確保 してきたのである。

しか し、 この努力 はよ り広 い観点 か らは、 目的 と反対

の結果 を生 む ことにな った。低密度 の土地利 用を要求 す

る規制、す なわち低 い建蔽率や容積率指定を行 うと、個々

の住宅 にはよ り広 い敷地 が必要 とな る。 この結果、個別

の住宅敷地内でのオ ープ ン・スペースやグリー ン・ス トッ

クは少 しは多 いか も知 れ ないが、同 じ戸数 の開発 で全体

と して より多 くのオープン ・スペースやグリー ン・ス トッ

クを失 うことになるる。 また、1戸 当たりの敷地規模が

大 きいことか ら、 さ らに外周部 での開発が必要 となり、

更な る都市 圏の拡大 を導 く。 この よ うに郊外化の進展に

伴い、都市(圏)全 体 として、人 口増加率を大幅 に上回
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る率 で開発面積が拡大 して い くことにな る。郊外化が分

散 的都市化 と も呼 ばれるよ うに、 郊外化 が進展 してい る

地域 では このよ うな現象が ど こで も起 こって いる。

このよ うに自然 との関 わ りを求 めて郊外化が進展 した

結果、地域全体 あるいは都市 圏全体 としての人々の 自然

との関わ りは逆 に著 しく低下 す る可能性があ る。 また、

郊外化 によって よ り大規模 にオープン・スペースや グリー

ン ・ス トックが失 われることは地 球環境の観点か らも大

きな問題を含ん でいる。

このよ うに、郊外化 の進展 に は、局地的 な問題の改善

がよ り広い観点 か らの問題 の悪 化を もた らす というパ ラ

ドックスが典型 的に見 られる(「 郊外化のパ ラドックス」

/「 土地利用規制 のパ ラ ドックス」)。 この ようなパ ラ

ドックスは、都市 内でオープ ン ・スペ ースや グ リーン ・

ス トックを確保 す ることを直接 の 目的 と して行われ る政

策(た とえば、市街化区域 内にお ける農地の保護等)に

も同様に見 られる もので ある。 また、中心都市の容量を

制 限す る形 で行 われる、都市 の成長管理政策 も、 その タ

イ プや施策 との組合 せの如何 によ っては、同様のパ ラ ドッ

クスを生み出す可能性 がある。

3,高 密度 開発 のすすめ

一 コンパ ク トな都市構造 の形成 一

1)コ ンパ ク トな土地利 用

2.で 述 べたよ うな問題 の発 生 と影響 を 小 さ くす る た

め には、中心都市 の周辺 に低 密度 の郊外が延 々と続 くと

い う現在の大都市 圏の構造(拡 大 した一極集中型都市)

を根本的に転換 す る必要 があ る。 それ とは対照的 な都市

構 造 は、高密度 な土地利 用を基礎 と した比較的小規模 の

都 市(コ ンパ ク トな都市)が 最大限に 「保全」されたオー

プン ・スペースあ るいは グ リー ン ・ス トックの中 に点在

す るというイ メー ジである。

各都市では過密 の弊害 を引 き起 こさない範囲で の高度

の集積が望まれ る。 これによ って人や物 のモ ビリティの

減少が可能であ り、輸送効 率の向上、 その結果 と して の

エ ネルギ ー節約 、大気等 の環境 の改善が期待 される。 ま

た、集積を高め ることによ り社会資本整備 や施設管理 が

効率化 し、 この面 か らも環 境負荷 の低減 を もた らす。

この ような コンパ ク トな(小 規模+高 密度)都 市 を、

新 しく開発す る地 域に関 して構想す るこ とは比較的容易

だが、現存す る大都市圏にっ いて コ ンパ ク トな都市集積
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の集 合(多 極 的あ るい は多核 的大都市圏)に 再 構築す る

ことが必要で あ る。

また、既 に大規模 な もの とな っている中心都 市につ い

て も、既存 の都市 での積極 的な再 開発 が過去 の開発 にと

もな う諸問題 の解 消、緩和 につながるこ とに着 目すべ き

であ る。す なわち、既 成市街地 で都市 的機能 を コンパ ク

トに まとめ るために、 再開発 の際に土地利 用を大幅 に高

度化 させ る ことが必要 であ る。 それによ って都 市内 にも

共 同利用が可能 な空間 としてのオープ ン ・スペー スや グ

リー ン ・ス トックを 「創造」 す ることが可能 とな る。 ま

た、 低利用地 あ るいは末利用地(現 状でオープン ・スペー

スや グ リー ン ・ス トックと考 え られてい るものであ って

も)を 都市的機能 に効 率的に使 用す るか、 よ り価値の高

いオー プ ン ・スペースや グ リー ン ・ス トックに 「転換」

す る。

(注)以 上 のよ うな提案は、 「環境 との共生 」を考え

る際の空間的範 囲を転 換す ることを前提 としてい る。郊

外化 を もた らしたの は、狭 い地域 、極端 に言 えば 自宅の

敷地 内で の環境 との共 生に高い価値 を認 ある価値観であっ

た。 ここでは、環 境 との共生 を はか る地域 の単 位を よ り

広域 で定義 し、 よ り大規模 な 自然を確保 す ることに価値

を認め る ことを意味 して いる。

この考 えをお しすすめ ると、当然地球環境 の視点 に到

達す る。身近 な環 境の改善 と地球 環境 の改善 の間 には、

2で 述べ たの と同様のパ ラ ドックスが存在 す る可能性が

あ る。 しか し、 身近な環境の価値を軽視 し、 すべて を地

球環 境 との関連 で考え るべ きだ とはいえないか も知れな

い。 た だ し、今 までの空間計画(都 市計画)に お いて環

境を考 え る際 の視野が比較的狭い ものであ った ことを考

えれば、 「よ り広域」で考え る方向への転換 は重要 な意

義を持つ といえ よう。

(注)こ こで は、 オープン ・スペース(OS)や グ

リー ン ・ス トック(GS)を 確保 す る戦略 を次

の3つ に分類 して いる。

a.保 全:現 状の形態でのOSま た はGSを 確

保 す る。

(例)自 然公園や農業用地がその ままで(同

一形 態で)確 保 され るケース
。

b.創 造:現 状で はOSやGSで はな い土地 を、

OS/GSに 変更す る。

(例)再 開発 により従来の住宅用地や業務用



が緑 の自然的公 園な どに変更 され るケース。

c.転 換:あ る形 態のOS/GSを 他 の形 態O

S/GSに 変更 す る。

(例)農 業用地 が緑 の自然 的公園等 に変更 され

る(あ るいはその逆)ケ ース。

2)機 能の ミックス

以上のよ うに して形成 され るコ ンパ ク トな都市にお い

てはいくっかの理由か ら各種の機能が複合的に配置 され

ている必要 があ る。 すなわ ち、 コ ンパ ク トな都市 は従 来

の郊外地域 と異 な り、独立性の高 い都市 であ る。

第一に、 それ らが 「都市」であ り、単 に コンパ ク トな

ヒューマ ン ・セ ツルメ ン トであればいいのではない とす

ると、居住者 の都市 的な消費 ・余 暇活動 を満 たす高度 の

機能が確保 されて いる必要 がある。第二 に、 コ ンパク ト

な都市の各々 にお いて職住近接 を実現す ることによ り長

時間通勤の問題の改善 を図ることがで きる。第三 に、 コ

ンパク トな都市が高度 な機能 や職場 を備え ることによっ

て、大都 市圏内での移動 の必要性が低下 し、交通量の減

少、 エネルギー消費 の低減、環境負荷の低下をもたらす。

今 までの郊外化 は、中心都市 にお ける業務等の機能へ

の特化、郊外部 にお ける居住機能への時化を伴 いっっ進

行 してきた。 すなわち、郊外化の動 きは、 土地利 用の分

化を促進す る ことによ って、環境 との共生 を図 ることが

で きるとい う考 えを反 映 した ものであ った。 また、 この

考えは、土地利用 の純 化(機 能 の分 化)と い う伝統 的な

都市計画 の考 え方 と合致 した ものであ った。 しか し、 コ

ンパク トな都市 において は土地利 用の ミックスが広 い意

味での環境 との共生 のために必要 とされ る。

このよ うな土地利用 の複合化の動きは、いくっかのニュ

ータウンにお ける土地利用計画 の変更 と して既 に生 じて

いるものであ る。東京大都市圏の多摩、千葉、港北 ニュー

タウンはいずれ も当初 は住宅開発 に特化 した計画で あっ

たが、近年業務 等の都市利用を増加 させ る方向で計画が

修正 され、複合 多機能都市化 しつつ ある。 この変 化 は、

1980年 代半 ばまでの住宅の販売不振への対応 として出発

した ものであ ったが、結果的に は機能の ミックス という

観点 か ら高 く評価 で きる計画の変 更であ った といえ る。

郊外 における複合 的な土地利用 の推進 は、従来 の郊外

化が 「住の郊外化」 であ ったのに対 し、 「職 の郊外化」

であるともいえる。 また、大都市 の都市部で の居住人 口

回復への様々 な試 み も、純化 が著 しく進 んだ都心 の土地

利用を再 び複合化 させ ようとい う動 きで ある。

4.残 された問題

1)局 地的な高負荷

ここで提案 した コンパ ク トな都市 の集 合か らな る地域

では、地域全体で のエネルギー消費量 や環境 負荷 は低 下

す ることになる。 このよ うに環境 との共生 を広 域で可能

にす るこ とを狙 いとす るもので あるが、逆 に都 市的な土

地利用 の行 われ る場所で は、高密度 な開発 が行 われ る結

果、単位当 た りの土地の エネル ギー消費量 が局地 的には

大 き くな ることが予想 され る。 この結果発生す る局地的

問題(局 地的 ヒー トアイ ラン ド化、生活上 の快適性阻害)

について は、何 らかの対 応が必要で ある。

た とえば、既に述 べた市街地 での再開発 によるオープ

ン ・スペースや グリー ン ・ス トックの創造 は一つの対応

策 であ る。 また、様 々な形 で空 間を共同利 用す るソフ ト

な仕組 みを作 り出す ことになって、 開発を抑 え なが らよ

り高 い機能 を生 み出す ことが可能 にな る。 問題が比較的

軽微 な場合 には、影響 を受 ける ことが予想 され る主体 に

対 し、別 の場所での問題 の軽減 を可能 にす る仕 組み(た

とえば、保養地な どの利用 を簡便 にする システ ム)を 整

備す ること も考え られ る。

2)職 の分散化 による交通需要増加 の可能性

土地 利用の複合化 による職住近接を推進す ることによっ

て通勤交 通の減少が期 待 され る。 しか し、 この ことは、

一 方では都市圏全体 におけ る職(業 務)の 分散 を意味す

るため、 業務交通 の増 加が懸念 され る。

通勤交通 の減少分 が業務交通 の増加分を上回 るならば

交通量 は全 体 として減少 す るが、 逆の場合に はかえ って

交通量 が増 加 して しま うことにな る。 また、減少す る通

勤交通 は公共交通機関 による ものが中心 であ ることを考

えると、交通 「量」が多少減少す る として も、 自動車交

通への転換 によって環境へ の負荷 はかえって増 大 して し

ま う恐れ もある。

この よ うなことの発生を防 ぐた めには、職 の郊外化 と

同時に通信 による交 通 の代替が生 じ、業務 を目的 とした

交通が大幅 に減少 す ることが必要 で ある。す なわち、 コ

ンパク トな都市 は相互 に独立性が高 い ものであるだ けで

な く、テ レコ ミュニケ ーシ ョン技 術 によりネ ッ トワーク

化 された都市 群である。
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5,人 口 ・世帯構造 の変化 と空間への ニーズ

我が国で生 じっつあ り、 かっ これか ら進展す ることが

予想 され る人口や世帯構造の変化は(確 実性の程度は様 々

だが)、 次 のように要約 で きよ う。

①高齢化:改 めて述べ る必要 もないが、201q年 頃 まで の

高齢化 の進展 はほぼ確実な変化 と して予 測されている。

高齢化 は過去 に若年人 口の流 出が多 か った地方圏 か ら始

ま ったが、 これか らは大都市圏 でよ り速 い速度 で進行 す

る もの と予想 されて いる。

②少子化:1993年 まで に、1人 の女性 が一生 の間に産 む

子供数 を意味す る合計特殊 出生率 はL46人 まで低下 した。

コーホー ト別に見 るとこれほど著 しい変化が生 じてい る

とは即 断できないが、比較的短期 間に急速な出生 数の増

加 を予想 する材料 もまた存在 しない。 この現象 は① 高齢

化を もた らす主要 な要因 であ る。

③ 核家族の崩壊:核 家族化 は これ まで の我が国 の世帯構

造の変貌を象徴 す る言葉 であ った。わが国 の全世帯 に占

め る核家族の割 合 は高度成長 期 には急速 に上昇 したが、

1970年 代半ば以 降 は60%程 度 の ほぼ安定 した水準にある。

しか し、その中で は両親 と未婚子 という典型 的なタイプ

の 占める割合 は近年低下 傾向 にあり、夫婦 のみの世帯 の

割合が上昇 して いる。

今後 は核家族 とは異な る形態 の世帯 の比重 が高 まって

い くものと予想 され る。 この変化 は、核家族成立以前 の

大家族等の形態 に戻 ることによってではな く、 核家族 が

更 に分解す ることによって進行 する と考 え られ る。 この

よ うな変化 の兆候 は、主 と して都市部 におけ る若年層 の

単身世帯 の増加 と して現れて いるが、 これが 「晩婚化 」

によ る単 なる時間遅れ の現象 なのか、 「非婚化」の兆 し

であ るのかは今 のところ判然 としない。

④女 性の労働力化 の進行:女 性、特に既婚女性の労働力

率 の上 昇が進 んでいる。 これ は② 少子化の原因で もあ り、

また結 果で もあ る。さ らに、女 性の経済的地位が一般的に

高 ま り、特 に既婚女性 の就労形 態が フル ・タイム化 して

いけば③核家族 の崩壊 を促進 す る要因 ともなるであろう。

この ような人 口 ・世帯構造 や就業形態 の変化 によ り、

人々の都市環境(都 市空 間)に 対す るニーズは大 き く変

化 しつつあ り、今後本格 的に変化す るだろ うと想像 され

る。以下では、そのよ うなニ ーズの変化 の うち、職住近

接 に対す るニー ズ、および共同空間へ のニーズの2っ の

変化 を取 り上 げる。 これ らの変化 は、 「環境 との共生」
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とい う観点 か ら直接 的に発 したニーズの変化で はないが、

結果 と して環境 と共生 した空 間計画 を必要 とす るもので

ある。

6.職 住近接 に対 す るニーズの変化

職住近接 が交 通量を減少 させ、環境 的見地 か ら好 ま し

い ものであ ることは既 に述べた通 りであ る(essay1)。

また、通勤 時間が短 いという点か ら勤労者 にとって それ

が一般 的に好 ま しいもので あることも改めて述べ る必要

がないであ ろう。 それ にもかかわ らず住機能の郊外化 と

い う形 で職住の分離が進んだのが20世 紀の都市化で あ っ

た。 これに は当事者 にとって不可避 な面が あ った こと も

あ るが、多 くの勤労者 の自由な選択 の結果で あ ったとい

う側面 も見逃せ ない。現 に、住宅立地 に関す る意識調 査

等 で、 「通勤時 間が長 くな って も庭付 き1戸 建 ての住宅

を望 む」 とい う回答は常 に高 い比率 を示 して きた。 すな

わ ち、職住 の分離 は人 々に とって通勤 の苦痛 を補 って余

りある利点が存在 したか、 もしくは通勤 の苦痛 とい うコ

ス トが それ よ りも小さか ったために生 じた結果 であ ると

いえる。

しか し、高 齢化や既 婚女性 の労働力化、 とりわけフル ・

タイムの労働 力化 は、通勤 の コス トを上昇 させた り、職

住分離 の コス ト面を強 く意識す る勤労 者の割合が上昇す

ることによ り、'職住近接の価値 を上昇させ る。

大都市 の高齢者比率 は未だ比較的低いが、高齢化 は今

後大都市 圏で より急速 に進行す ることが予想されている。

現 時点 では、都心部の一部で の高齢化が問題 にな りっ っ

ある程 度であ るが、過去 の郊外化の結果 と して、大都市

の郊外 部に大量 の高齢者が居住す る時代が近づいている。

高齢者 に とって都心部へ の長時間の通勤 は苦痛 であ るば

か りか多 くの場合不可能で ある。

既婚 女性 の就業形態がパ ー ト・タイムに留 ま っていた

ことの一因 は、郊外 ではフル ・タイムの就業 に対 す る需

要が十分で はなか った ことである。夫婦 と もに フル ・タ

イムの被雇用者 である場合 には、一般 には居住地 の選 択

は大 きな制約 を受 け る。 このため、夫婦 の両方 が フル ・

タイ ムの勤労者 であ る世帯 は、現在 は都心部 に居住す る

ことで職住近接 を実 現 している。 しか し、元 来都 心部 は

子供 のある世帯 に とって適 切な居住地 とは考 え られ ない

ことが多 く(こ れが郊外化 の主因)、 また最 近の都心部

における機能 純化の結果 、様々な生 活面 の不便が指摘 さ

れるよ うにな って きて いる。 この結 果、 夫婦 ともフル ・



タイムで就業す ることが一般的 にな り・ それ に対す る需

要が増大す るにつれて・居住地 の選択 と夫婦 の各 々の就

業地 の選択が同時 に考慮 され る傾 向が強 まるだ ろう。 こ

のよ うな意思決 定 は複雑で はあるが、選択の余地が拡大

するとい う意味で好 ま しい もので ある。 この とき・両者

の就業に便利 な居 住地の価値が高 まることはもち ろんだ

が、環境等 の居住 条件の好ま しい地域 に存在す る雇用機

会の価値が高 ま ることになろ う。

また、職住近接 の究極の形態 は在宅勤務であ るが、高

齢化や既婚女性 の就 業の増加は在 宅勤務 に対す る需要 を

高め ることに もな る。 在宅勤務 はまた伝統 的な就業 の形

態であるが、近年 の情 報通信技術 の発達 によ り多 くの業

種や職種 で可能 にな りっつあ る。

7.新 しい共 同空間への ニーズの増大

ここでは個人が所有 し、専用 の ものとする私的空間 と、

公園、道路等の公共(公 的)空 間の中間的な空間の所有 ・

利用形態を共同空間 と呼ぶ。居住空間 もしくはその近辺

の空間を共同で使用す るとい うこと自体 は、古 くは長屋

の路地や井戸端 などに見 られたよ うに伝統 的な空間構造

であるといえ る。 しか し、伝統的 な意味で の共 同空間の

占める位置 は時代 と共 に低下 して きたというのが一般的

な理解であ る。その原因 と して は、個人主義 の一般化や

コ ミュニテ ィ意識 の希薄化 などの他 に、住宅 など私的空

間の充実や上下水 道 を中心 と したイ ンフラス トラクチュ

アの整備があげ られ る。すなわ ち、空間が私的な もの と

公的な ものに二極分 解す る中で失われた、 あるいは必要

が感 じられな くな ったのが共同空間であ るといえよ う。

それが近年 のあ るいは将来予想 され る人 口 ・世帯構造

や ライ フス タイルの変化に伴 って再び重要性 を増 して き

たとい う意味 では、職住近 接や在 宅勤務 と同様 であ る。

ただ し、 その原因 は伝統 的な価値 観の復活 やイ ンフラス

トラクチュアの不備 にあ るのではな く、新 たな必要 が生

じよ うと して いるためであ る。

現代 における共同空間 の典型例 は集合住宅 での住戸周

辺の共同庭や共用施設等 であ り、既 に40年 、 あ るいはそ

れ以上 の歴史 を持 っている。 これ らは集合住宅 とい う居

住形態の物理的制約 か ら発 した ものであ り、諸 活動 を共

同で行 いたいとい うニーズに基づ くもので は必 ず しもな

かった。土地集約的 であったり、使用頻度が低いために、

私的空間の中で行 うには余 りに もコス トの高 い活動が共

同空間で行われ るよ うになった もので ある。

高 齢化 の進 む今後 においては今まで は集 合住宅 にお い

て も各戸 の私 的空 間で行 われて きた活 動の相当部分を共

同空 間で行 うとい う空間利 用の形態 が発生 する もの と想

像 される。 また、 それは空 間だけでな く、諸活動 を助 け

るサー ビス と一体 と して供給 され る ことになろ う。 高齢

者 のためのケァ付住宅 はその典型で あるが、 これ は高 齢

者 にと って は居住機能 と介護機能が元来分離不可能 な も

ので あることを意味 して いる。 しか し、高 齢化 は、介 護

といった特定 の機能のみ に とどま らず、 より幅広 い局面

で共同生活 の要素 の強 い居 住形 態 を生 み出 しつ っあ る

(高齢者の グル ープ ・ハ ウジング)。 特 に、 単 身高 齢者

に とって は通常 は家族単位で行われ る活動 の多 くを共同

化 し、ゲ ス トルーム、キ ッチン、食堂、ホ ビー ・ルーム、

ラン ドリーな どが共同空間であ るよ うな集合住宅が幅広

く受け入れ られ るよ うにな って行 くと想像 され る。

このよ うにサー ビス と居住空間が一体的 に供給 され る

形 態は、サ ービス機 能付 マ ンシ ョンと して既 に1980年 代

に例があ るが、 これ らの いわゆ る 「高付加価値マ ンシ ョ

ン」 に高い価格 の設定 で きるマ ンシ ョンとい う以上の意

味があ ったか否かは疑 問である。 しか し、人口構造や ラ

イ フス タイルの変化 によ って今後 は真 のニーズが高ま っ

てい くもの と考 え られる。

このよ うな共 同空 間の存在 や質 が住宅 資産 の価値に正

しく反映 され るよ うになれば、高齢者 以外 に もこのよ う

な共同空間 を広 く備 えた集合住宅(タ ウン ・ハ ウス形式

の住宅 を含 む)を 選択す る動 きが徐 々に広 ま ってい く可

能性が ある。 また、共 同空 間で行わ れ る活動 も、上記 の

ものに加 えてオフ ィスや情報 セ ンター的 な機能 にまで拡

大 して い くことも考 え られる(サ テ ライ ト・オフ ィスや

在宅勤務の ための共同空間)。

この ような 「新 しい共同空間」の創 出は次 のよ うない

くっかの積極的な意義 を有 して いる。

第一 は、共同空間の創出 と利用 は明 らか に居住機能を

含む都市的土地利用の コ ンパ ク ト化 にっ なが ることであ

る。 したが って、共 同空間の創出が一般的 なものになれ

ば、環境 との共生 に寄与 す ることにな る。

第二 は、住宅の中にあ るいは住宅 と近接 した空間 に住

宅以外 の機能を求 め ることによ り、住機能 と他 の機能の

分離 の意 味が薄れてい くことが予想 され る。 また、 この

ことは同時に、余暇 時間 と労働時 間な ど、人 々の時間の

使 い方 もまた融合 してい くことを意 味 してい る。

第三 は、 クラブ組織 によ るサー ビス供給 シス テムがス
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トック と一体 化す ることである。 この結果、サ ー ビスの

利 用可能 性(会 員権)や その質 が ス トックの価値 に含 ま

れ ることにな り、市 場におけ る空間の評 価 に新 しい可能

性が生まれ ることになろ う。

第2節 都市の自然環境共生空間の実現

「環境共生型農業に基づ く農林地の創出」

1.都 市 のなかの農林地

斉藤 庸平

田畑 貞寿

我 が国の都市の緑 は、水 田、畑 を はじめ二次林、 竹林

(これには農 用林)、 小川(こ れは農業 用水)等 と、 いず

れ も本来 は農村の構成要素 であ る農林地 によ り支え られ

てい ることが分かる。

次の図 一1は 、東京都武蔵野市 の緑の構造 を示 したも

ので ある。 これをみ ると武蔵野 市 の緑 に占める農地 の比

率 は、町丁別にみ ると、農地 率0～9%未 満 の町丁が過

半数 を占めるものの、農地率10%台 の町丁が約22%、 農

地率20%台 の町丁が約6%、 農地率30%台 の町丁 も12%

存在 して いる。 さ らに農地率50%、60%台 の町体 もそれ

ぞ れ6%、2%存 在 して いる。このよ うに、武蔵野市 のよ

うに古 くよ り市街化 が進んで いる都市 において もまだ都

市 の緑 における農地 の役割 は重要 であ ることが分か る。

さ らに具体 的にみてみよ う。 図一2を み ると、武蔵野

市 の駅前 に隣接 す る市街化区域 の地 区(境 一丁 目及び境

三丁 目)を 例示 した ものであるが、線状の公園や神社の

境 内の緑 に加 え、 多 くの畑 や果 樹園等の農地が残存 して

い ることが分 か る。 緑被 率 は2割 強の23.6%、24.6%で 、

農地率 は、18.8%と11.6%と10%台 であ るが、分 布状 況

をみて も、地区の 自然環境や緑 環境 を構成す るなか で農

地が重要 な位置を しめてい るることが分か る。

以上、武蔵野市で例示 したが、都市 の緑 の構成 に農地

の役割 が重要で あることが指摘 されよ う。

さ らに水 田、畑、果樹園等 の耕作地以外 に も、 クヌギ

コナ ラ等 の林(こ れはかつ ての薪炭林)、 スギ ヒノキの

林(植 林地)、 屋敷林(農 家 の保全等)、 小川や池(農

業 用水 路、 溜池)等 は、 いず れ も農林地 に関連 して いる

もので、竹林 も鎮守 の森 も農村集落等に必要な要素であっ
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た。 このよ うにわが国の都市 に存在す る水 と緑 は、都市

公園等を除 きその多 くが農林地 に依拠 した空間若 しくは

それか ら変遷 した空間で あるので ある。

2.都 市近郊 の農林地 の特性

っ ぎにこの農林地 の特徴 について考察 してみよ う。 上

記 に示 した農林地 のいろいろな構成要素 は、いずれ も人

間が改変 し作 りだ した二 次的な自然であ るが、 これ らの

二次的 な自然 は、 生態系維持 に重要な役 割を担 って いる

ことが最近、 多 くの研究者に より指摘 され始めて いる。

自然林 ばか りでな く二次林 において も、多 くの生態系 の

維持 が可能 であ ると考え られ る。例えば、 「薪炭林で は、

定期 的に小 面積を伐採す ることにより、多様 な群落構造

が維持 され る。伐採後 の群落 は、時間経過 とと もにい く

っかの タイプの群落構造 や種組成 をへ て、 もとの状態 へ

と推移す る。」(武 内 ら1990)と いわれるよ うに、一 定

の変化を人間が与 える ことで、 いろいろな生育環境 が提

供で き、 それだ け多 くの生態 系が共存 できることとなる。

その変化が一定 のサイ クルで維持 され るな ら、永続 的 に

生態 の多様性 が保証 され ることとな る。

上記 に示 したかつての農林 地では、 これが行われて い

たと考 え られ、 都市 に農地を取 り込む ことは、 自然生態

系 を も取 り込 む こととな るので ある。

3.都 市 住民 が もとめる身近 な自然像

住民が好ま しいと意識 している自然環境像 はどのよ う

な ものであ るのか。今後 どのよ うに自然環境 と共存 した

地域づ くりを おこな うかを論 じてい くうえで、 住民 の指

示 され ないものであ るな らその維持 はむずか しい。 そ こ

で、住民が好 ま しい と意識 してい る地域 の 自然環境像 に

つ いて考察 してい く。

住民 の自然環 境像に は、 主観的要素 や心 理的要素が複

雑 に作用 し、 その全てを直接的に解明す ることは困難 で

ある と考 え られ る。そ こで筆者 らは、住民の意識 に強 く

記憶 されてい る自然環境 を住民の 自然環境像 と限定的 に

とらえ、 その記憶 に残 された自然環境 を再現す るこ とを

試 み ることと した。幸 い筆者 らは、昭和57年 に東京都 武

蔵野市 の境 地区(境1丁 目と境3丁 目)の 居住年数30年

以上の住民 に対す る地 区の緑 の変遷 に関 する面接調査 を

実施 して いる。 その調査結果 を もとに記憶 に残 る地域 自



然環境 の構成要素(以 下・地域 自然環境要素)と 変化 に

っいて抽 出 し、 さ らに過去 の地形図 か ら地域 自然環境要

素の変容 の実態 を調べ それ らと住民 の記憶 に残 る地域 自

然環境要素 の変容 とを比較考察 した。(図 一2参 照)そ

の結果をみ ると、まず小 さな農業用水路 について、位置、

変容時期 ともに比 較的正確に記憶 されていることがわかっ

た。その理由 として子供 ころに よく遊んだ との回答が多

かった。 これ らを合 わせ ると、子供 の ころの印象が強 く

残 っているたあ と考 え られる。樹林 系では、 神社 と関係

のある樹林地 の記憶 が多 くあげ られていた。 これ も神社

の森 で遊んで いたとの回答が面接調査 であがってお り、

子供 のころの行為が強 く印象づ け られる要素 と して浮か

びあが って きた。畑地 の変容 にたい しては、正確 に記憶

している被験者 もいる一方、 あまり記憶 にないと回答 し

た被験者 もお り地域 自然環境像 と して の評価 は一定 して

いないと。

子供の頃、遊 びを とお して、身近 かな存在 であ った農

業用水路 と鎮守 の森 が大 きくクロー ズアップ された形に

なったが、 これ らは、 いずれ も自然生 態系維持 の側面か

らみて も重要 な空 間 といえるのではないか。

4.自 然生態系 の共生 した都市 づ くりの構造

以上か ら、 自然生態系 と共生 した都市づ くりの構造 と

して、農 林地を内包 した地域づ くりを提案 したい。市街

地 に農地 が残存 してい る空間 は、かつて は都市計画 の無

計画の象徴(ス プロール)と してあっかわれて いたが、

ここでい う農林地 を取 り込んだ市街地 は、計 画的 に農林

地を配置 してい こうとい うものであ る。

ただ、農地 があればよい ものではない。現在 の農 薬 と

化学肥料過多 の合理化農業 に基 づ く農地 では逆 に生態 系

の破壊 にっ なが りだめなので ある。低農薬、腐葉土 を用

いた燃料革命、化学肥料普及以前 の農業方式 に基 づ く管

理がな され る 「環境保全型農業」(武 内、1994)の 農林

地でなければ ならな い。 しか しこれを現在農家 のみに負

担 させる ことは不 可能で ある。 ただ旧式 の農作業 と もい

え るものをお しっけ るだ けで は、効率が悪 く農業 という

産業が成 りたたな くな って しま う。

そこで、 図一3に 示 すよ うに都 市住 民が 「担 い手」 と

「資金」 を農林地 に提供 す る。農 林地 は都市 住民 に 「身

近 な自然」 と 「安全 な食物」 を提 供す る。 このよ うな都

市住民 と農林地 との共生関係 によ る 「環境共生型農業 に

基 づ く農 林地」を創 出す る。 これによ り実 現 され る身近

な 自然 は都市住民に とって一種 の理想 的な像であ るので

維持 してい くコンセ ンサスが得 られやす いと考 え る。 こ

れを核 に地域 に計画 的に 「環境共生型農業 に基 づ く農林

地」 を内在 させることで、都市住民 と自然生態系 との共

生関係が実現 され、都市 における環境共生空間 の構造が

確立 され ると考 える。
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図 一2武 蔵野市境地 区における住民 が指摘 した地域 自

然環境要素(田 畑、斉藤、根岸)
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都市の自然生態系

＼-r豊 腕 飾 の自然環境
」ノ

1)都 市 と農村 の意識 の変化

産業革命以 前の都 市の発達 は、農村 にお ける食糧生産

を背景 とした貨 幣経 済 によって支 え られて きた。 その意

味で は都市 において も自給 自足 の意識 を前提 と した共通

の財産を保 全す るグ レーダーフ ァミリーの関係が農産 と

の間に維持 されて きた。 しか し産業革命以降 は科学工業

の発展 により食糧の生産性 が飛躍 的にたか ま り、食糧流

通 システムの発展 とあ いま って都市 と農村 の機能分担 が

明確 にな って きた。 そこには労働力供給市場 と食糧供給

市場 と しての農産 と しう位 置付 けが都市 との関係 におい

て確立 し、 グ レーダーファミリーとしての関係はな くなっ

て しまった。

その結果、都市 において は飢餓が生 じない食糧流通 シ

ステムが保全 されてい る限 り農産 との関係 をあま り意識

しな くとも生活 でき る環 境が整 ってい った。

例 えば、 イギ リスで は食糧生産機能を分担す るイギ リ

ス連 邦のカナ ダやオー ス トラ リアか らの食糧調達 システ

ムの整備に伴 い、 イギ リス本国の食糧生産機能が低下 し

農地 は減少 し続けた。 しか しそ の後の工業 による環境破

壊の進展 と2度 に渡 る世界大戦 によって食糧調達機能分

担 システムの見直 しがな された。

一つ は食糧生産機能 の自己完結で、一 つは食糧生産基

盤 としての農地か ら環境資産 と しての農地へ の価値転換

なのだ。その結果 イギ リスの食糧 自給率 は飛躍的 にたか

ま り、農村 において はB&Bの 塾側がなされグリー ンッー

リズムが発展 した。

更 にその後 の情報化 の進 展によ り、都市 と農村 の意識

は再接近 を始 めてお り、新 たな都 市 と農 村を結 ぶ グレー

ダーフ ァミ リーが形成 されつつあ る。

図一3都 市に農林地を再生する環境共生空間の構造 2)都 市 と農村 を結 ぶ グ レー ダーファ ミリーの可能 性

グレー ダー ファ ミリーの概念 は血縁を軸 とした華橋 グ

ループに代表 され るが、貨幣経済 の発展過程 におけ るブ

ル ジ ョア ジーの概 念 とも共通 して いる。 ブルジョアジー

は封建制度 の時代にお ける大家族主義 を中心 として発達

し、 自分達の財産形成 と財産保全 の手法 と して発展 して

きた。その手法が まさ しくグ レーダーフ ァミリーそのも
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のなのだ。

環境資産 とい う財産 は個人 の経済財で はな く、 どち ら

か とい うと公共 財 に属す るものだが・ その財産 を保全す

る手法 と して都市 と農村を結ぶ グ レーフーフ ァミリーの

形成が必要 とな って くる・ この グ レーダーフ ァミリーに

は 「血縁」の関係 はないが環 境を切 り口と した 「縁」 に

よって構成 され、それによ って環境 とい う資産が継承 さ

れるのだ。

っ まり都市 と農村 を結 ぶ グレーダー ファ ミリーの軸 と

しての 「縁」 は 「環 境」 であ り、環 境 とい う資産 の継承

者 と してのグ レー ダー ファ ミリーの形成 が求 め られてい

る。

2.環 境 を切 り口 とした 「縁」 の創造 の可能性

1)生 協 の産直 による都市 と農村 の 「縁」 の創造

環境 を切 り口と したグ レーダーフ ァ ミリーの事例 とし

た生協 の活動が あるが、今大 きな転換点 を迎 えよ うとし

ている。

当初、石鹸運動や牛乳の宅配運動 に見 られ るよ うに自

分達 の生活の見直 しか ら始 まった活動 はその後、安全 な

食品 を求めて産直運動へ と発展 して いった。産直運動 は

更に商品産直か ら産地交流へ と発展 し、一部 は生産活動

参加へ と発展 しよ うとしてい る。

しか し実際には産直商品の生 産者 との交流を 目的 に し

た産地交流会 は 「生産 」 と 「消費」 とい う概念か ら脱却

できず、 グレー ダー ファ ミリー としての 「縁」の創造 ま

で進展 していないのが実情 だ。

生協運動 しての 「縁」 の創造 に は従来 の単品産直か ら

地域産 直への発想 の転換 が必要 とな って くる。 そのため

には地域 の農業問題 ・環境 問題 に主体 的に参加 で きるよ

うにな らなければな らない。

一部 の生協 ではその方 向性 の試 み として
、農業生産 へ

の直接参加 の手法 と しての農業生産法人 への出資参加 や

地域 でのワーカーズ活動への参加 によって、地域のグ レー

ダーフ ァミリーの一員 と しての 「縁」 の創造 を目指 して

いる。

2)グ リーンッー リズムの実態 と将来 の方 向性

'グ リーンッー リズムにっ いて は最近様 々な取 り組 みが

なされて いるが、環境を切 り口と した 「縁」 の創造が国

民的 コンセ ンサスを得て いな いところで は、基本的 な進

展 はあ りえない。

グ リー ンッー リズ ムに はその発展 過程が あ り、 当初 は

観光 の延長線 と しての ッー リズムであ り、観光農園等 が

主体 となる。 その後 、農業体験 その ものを目的としたッー

リズムへと移行 し、最後 はエ コッー リズムの ような生態

系の一環 を体験す る ことを目的 とした ものへと移行する。

しか しこれ らのグ リーンツー リズムは地域の生産資産 ・

環境資産の保全が前提 と してなければな らず、デ カップ

リング対策等 による地域 の保全対策 が必 要なのだ。

更 に一番大切な ことは、都市 による農村 観光 資源収奪

型の ツー リズムで な く、環境 を切 り口 とした 「縁」 の創

造を 目的 とした グ リーンッー リズムで あ り、それが都市

と農 村を結ぶ グ レーダーフ ァミリーの形成 その ものだ。

3)地 域 の核 と しての農業生産法人 による都市 と農村 の

「縁」 の創造

これか らの都 市 と農村 を 「環境」 とい う 「縁」 を創造

して グレー ダー ファ ミリーを形成す るには、 「環境」 と

い う概念 だけではなかなか 「縁」を創造で きない。

農村 における環境 資産 という概念 は基本的 には生産資

産 とい う概念 と同義語 なので、生 産資産 の保全、す なわ

ち生産 とい う 「縁」 を創造 して グ レー ダーファ ミリーを

形成す ることにな る。

そ こで生産資産 を保全す る農村 の対象者 は農家 という

ことになるが、農家 に も様 々あ り一 律の意識で統一す る

わ けにはいか ない。 そ こで農業生産 法人 を考 えなければ

ならない。農業生産法人を核と したグレーダーファミリー

を形成す ることによ って、地域 の環境資産 は保 全 され る

ことにな る。

農業生産法人 にっ いて は現在 は農地法 によ って様々な

制約が加え られて いるので、総て を農業生産法人 の活動

によ って賄 うことはで きな い。 そこで農業生産法人 の活

動を支 え る仕組 み と して地域 にワーカーズを設立 しなけ

ればな らない。 ワーカー ズは将 にグ レー ダーフ ァ ミリー

の手足 であ り、都 市 と農村の協同活動 その ものなのだ。

農業生産法人 を核 と した グ レーダーフ ァミリーの形成

の手法 としては2つ 考え られ る。

一つ は農業生産 法人への都市の出資参加で あるが
、生

産法人 の形態 によ って参加 手法が異な る。

もう一つ はワーカーズへの出資参加 と労働参加であり、

地域 の実情 に即 した活動 が可能だ。 特 に都市 と農村 の女

性 を中心 と した活動 が期待 され る。
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3.地 域 別 の グ レー ダー フ ァ ミ リー の 方 向 性

農業生産法 人を核 とした グレー ダー ファ ミリーの形成

をする場 合に は地 域の特 徴を考慮 しな けれ ばな らな い。

何故 な らば資産 と しての農地 ・森林が地域 によって環境

保全 の要素 と生産保全の要素 の重要性が異 なるか らだ。

そ こで ここで は都市農業地域 ・平地農業地域 ・中山間農

業地域に区分 して考え方を整理す る。

1)都 市 農業地域の方向性(図 一1参 照)

都市農業地域 とは市街化区域及 び市街化調整 区域が主

体 とな るので農地価格が高 く、行政 の政策 と して も農業

政策 よりも都市政策が優先 され るとい う特徴 を持 ってい

る。その結果。生産資産 と して の農地 の保全 よ りも環境

資産 と して の緑地の保全 のウェー トが高 くなるので 「縁」

の切 り口と して は緑地を中心 と したグレーダーファミリー

の形成が必要 となる。

地域 の核 と しての農業生産法人 にっ いては設立 その も

のが困難 な場合 が多 いので、地域内流通 を前提 に した農

家 グループや市民農園 に関心 のあ る農家 グループを組織

化 しなが ら核 の形成 を しなければな らない。

ワーカーズの活動 については既に周辺 にある生協のワー

カーズと農家 の婦人 グループの活動を提携 し、新たなワ一

方ーズを創造 しなければな らない。 そのたあに は農業 生

産 に関 す る活動 に加 え、農地 を活用 した コレクティブハ

ウスによ る地域 づ くりの活 動等 も大切 にな って くる。

これ らの活動 の結果 としての グレー ダー ファ ミリー は

従来 の農協 ・生 協の活動 と行政 の活動 が相互 に連係 し、

更 に地域 のボ ランティア グルー プが参加 した形態であり、

それ は更 に他の地域 での グレー ダーファ ミリーの都市部

の構成 員 と して参加 す ることにな る。

都市部での生活生 ゴ ミの処理 の組込 みが今後 の課題 とな

る。更 にこの地域 はグ レーダーフ ァミリーの構成員 とし

て流通業者 の参加が避 けて通れない課題であ り、肚販店 ・

外食等の農業生産法人へ の出資 や契約栽培 による生産 資

産の保全手法を開発 しなければな らない。

3)中 山間農業地域 の方 向性(図 一3参 照)

この地域 は将 に生産資産 と してよ りも環 境資産が優先

す る地域 であるが、環境 資産 を保全 す るために生産を保

全す る仕組 みを地域 の農家だけではな く、 グレーダーファ

ミリーと して創造 しなければな らない。 そのために は農

業生産法人 への出資 だけではな く、地域 の環境資産を グ

レー ダー ファミ リー として見直 し、様 々な活動を展開 し

なけれ ばな らない。

特 にグ リー ンッー リズ ムに関 して は、地域の人材を含

めた整備 と併 せグ レー ダーファ ミリーの拡大 と環境を切

り口 とした地域 への思い入れ によ る 「縁 」の創造が基本

とな る。

4,農 業 遺産法 人に よる地域環境保全の具体例

1)山 形 の米沢 郷牧場の有畜複合経営(図 一4参 照)

バ クテ リアによ る地域内循環体系 の創造

2)山 口の舟方農場 の0円 リゾー ト

市 民参加に よる リゾー ト事業

(図一5参 照)

2)平 地 農業地域の方向性(図 一2参 照)

平地 農業地域の農業生産法人 は生 産効率の追求が主眼

とな るので、 どちらか というと環境保全 と逆行す る場合

があ るので、農法 を含めた 「縁」 の創造を 目指 さなけれ

ばな らな い。 この場合、農地の生産性 を担保す る仕組 み

を創造 しないとグ レーダーファ ミリーの形成はで きない。

具体的 には都市 の生存権 と農村 の生存権を 自給 自足 とい

う概念で く くれ るような活動の展開す る必要 がある。

環境保全型農業 のなか には農法 の問題ばかりではなく、

生活生 ゴ ミを含 めた地域内循環農業 の創造が必要なので、

56環 境と共生 した空間計画



図 一1〔 都市農業地域〕
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図 一3〔 中 山間農業地域〕

農業生産法人を核とする地域活性化の考え方
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みどりの風協同組合

設 立 平成2年11月26日

組合員数 設立時組合員数9名(法 人組合員3名 、個人

組合員数6名)

設立の目的

組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な

共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進 し、か

っ、その経済的地位の向上を図るとともに地域の活性化と

地域農業の振興に資することを目的とする。

事業内要

〔1)

(2}

(3}

(4)

組合員のための共同施設設置事業

平成2～7年 度 農業農村活性化農業構造改善

事業により各共同施設を設置

組合員のための共同計算事業

組合員のための教育及び情報事業

組合員の経済活動の促進と経済的地位の向上の

ために、地域の活性化と地域農業の振興を図る
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第4節 環境資産に対する負担と環境通貨 ・

環境資産証券

橋立 達夫

環境資産 の経済 資産化 と市場形成の前提 とな るの は、

環境資産 の保全に対 して普遍的な負担 の意識が定着す る

ことであ る。 近年 、酸性雨や オゾン層の破壊、地球 の温

暖化 な ど、人類の 日常 的な経済活動 の影響が地球規模 の

環境破壊 につなが って いることが認識 されて きた。 また

わが国において も、米不足、水不足、大災害時の救援 や

避 難 とい った問題が顕在化す ることによって、 日常的 な

地 域間関係をっ くってお くことの重要性 が認識 されつ つ

あ る。

環境資産に対す る負担 とい うことは、人間が 自分 を取

り巻 く環境資産 の価値 に応 じて応分 の負担 をす るこ とに

より、 「自らの生命 と健康 を自 ら守 る」 ことので きる条

件を整え るとい うことで ある。す なわち自 らの居住環境

の安全性や保健性、快適性 の確保、食物 や水 などの経常

的 な確保 とそれ らの安全性 の確保 など、 自分 を取 り巻 く

環境 のア トモスフェアを自 らの責任 で守 るとい うことに

なる。 たとえ ば大都市住民 が安心 して食 べる ことので き

る農産物 を入手す るために、農山村 のふるさ と会 員に登

録す ることによ り、結果 と して農 山村 の環境保全 や生 活

環境 の改善 に寄与 する ことにな った り、 飲む水 の安 全性

を確保す るたあの水 源地域 の森林作 業ボ ランテ ィアに参

加 して環境保全 に寄与 するな どの活動 は、みな 「自らの

健康 を自 ら守 る」行為 と位置付け られ る。そ してひ とた

び このよ うに考 えれば、 考慮 すべ き環境のア トモ スフェ

アは、食物連鎖 でつなが る世 界各地 の環境、大気 汚染や

地球 温暖化、海洋 汚染、オ ゾン層 の破壊の問題な ど、た

ちまち地 球規模 に まで拡大す る。 さらに 「自らの生命 と

健康」 を 「自らの遺伝子」 と置 き換えれば、環境 の ア ト

モス フェアは時空間に まで拡大 して い く。

では このよ うな環境の ア トモスフェアの維持の ための

負担は どのよ うに行われ るので あろうか。 と くに公的 な

資金を介在 させ ることな く、 またボラ ンティア精神 によ

る負担 に頼 ることな く、純粋 の経済行為 と して、民間 の

営為に よる負担 の可能性を探 るのが本論の求

め るところで ある。

こ う した テ ー マ に対 して、 ソー ラー シ ステ ム研究 グ ルー

プ(注1)が ユ ニ ー ク な提 案 を して い る。 そ れ は 「環 境
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通貨」 という考え方で ある。す なわ ち従来 は、(1)式

の ように、 ものの価値 はそのまま価格 で表 されたが、 そ

れ は 「自然 はタダ」 という考 えに基づ くものであ り、環

境の有限性を考え た場合 には(2)式 のよ うに ものの価

値の中 に自然の価値 を加 えた真の価値 へ と改 めて認識 し

なけれ ばな らないとい うものである。

VニM

ValueMoney

(価 値)(価 格)

V=M

ValueMoney

(価 値)(価 格)

(1)式

+N(2)式

Naturallost

(自 然 の 損 失)

「生産 は人 間による 自然物 の合 目的変形行為であ り、

生産 には必ず 自然 へのマイナ スの影響を伴 うが それ は無

視 されて きた。 しか し生 産力が増 大す るに したが って大

きな 自然破壊現 象 とな って顕在化 した ため無視 し得ない

状況にな ってい る。 そ こで本来の もの の価値 を認識す る

ために は、損 なわれた 自然の価値Nを 正当 に評価す るこ

とが必要であ る。」 とい うことであ る。

た とえば使 い捨て ライ ターは1個100円 で買 うこと

がで きるが、その プラスチ ックの原材料や液体燃料 とな

る化石燃料、金属材料 などを採取す る際 の大気 汚染や動

植物の棲息環 境の破壊な どはライターの価値 に反映 され

ない。 また製品や原材料の輸送 のための自動車 が起 こす

大気汚染、その 自動車 をつ くる段階 で発生す る公害 につ

いて も同様で ある。 さらにライターを使 うことによって

出る熱や炭酸 ガスなどによる環境へ の影響 も考慮 されな

い。 そ して使用済 みのライターが廃棄物 とな った ときの

処理 コス トや環境汚染 も生産者、消費者 の考慮 の対象外

にある。

本来 は これ らの環境 への影響 を防止 もしくは補填 する

ための費用 を ライ ターの価格 に上乗 せす ることによ り、

使用者 がそれ らの負担 を しなければな らないのであるが、

それを賦課す る仕組 みはないのである。

また価格 の上乗 せを考 え ること自体に も問題がある。

もし現状 で こうした環境 への影響 を価格 に転 嫁す るとし

た ら、 ライ ターの価格 は何倍 に も跳 ね上が るが、その利

得は生 産者 や流通業者 の懐 に入 って しまい、結果 として



高価格にな った ライ ターの生産 がますます加速 されて環

境は更に甚大 な被害 を受 けて しま うとい うことにな る。

損なわれる自然 の価値Nを 受 け取 るべ き主体 は生産者で

ないことは もちろん・現在生 きている人 で もな く未来の

人類であるか も しれな い。 また人間 を含 むすべての地 球

上の動植物で あるか も しれ ない。 それ らの場合 、現在 の

貨幣の価値 はほとん ど意味を持 たず・Nを 価格 に転嫁 す

ることは意味がな い。

そこで損なわれ る自然 の価値Nを 貨幣価値Mと は異 な

る 「環境通貨」 とい う概 念で表 そ うとい うのが ソー ラー

システム研 究 グループの提案 であ る。 グル ープは 「この

環境通貨を 「ネマー 』 、 その代 表的国際通貨 の単位 を

『ル ド』 と呼んでみたい」 としてい る。 自然か らの収

奪 にょって成 り立 つ生産 を行 っている者 は、その規模 に

従 って 「ル ド」 を積 み立 てなければな らない。積み立て

られた 「ル ド」 は現在 と未来 の人類 や生物 が生 存す る環

境を維持す るために用 い られる。 「環境通貨 は未来人 の

ために環境破壊 が最小限 になるよ うな施策 を現在実行 す

ることに使われ るという性質の ものでなければな らない」

のである。 この 「環境通貨」の概念 を採 り入 れ ることに

よ り、豊か な環境資産を保有す る国や地域が それだけ多

くの環境通貨を保有す ることにな る。 したが って緑 のG

NPが 経済のGNPと 並ぶ指標 と して、国力 の目安 にな

る。 また 「ル ド」 の負担はサス テナブル ・デ ィベロプメ

ン トの動 きを助長 す ることに もっなが るであ ろ う。

さらに 「ル ド」 を証券化 して、 その保 有を環境に負荷

をもた らす企業 や個人、政府 などに国 際条約 によって義

務づけ ることがで きれば、 まさに環境資 産の証券化 とそ

の流通市場 が形成 されるこ とは間違 いない。 「環境資産

証券」 を保有 す る範囲 内で しか生産活動 がで きない企業

は、証券 を市場で買 い求 める努力 をす る。 また 自らの証

券保有残高 を減 らさないよ う、省資源、省 エネルギー、

リサイクルに努 めざるをえな くなる。証券 を発行 するの

は豊 かな自然資源を保有す る国で あ り地域 である。 たと

えば熱帯雨林を保有す る国 はそれを保有す る限 り、毎年

一定量の証券を発行 し販売 す ることがで きる
。 その収益

は熱帯雨林の保全や森林 と共 生 して暮 らす人 々の生活援

助 に当て られ る。 こうして 「環境資産証 券」 は南北問題

や国境 を越えた公害への対策 の決め手 とな ることも考え

られ る。 国内に目を転 じて も、過疎 問題 に対す る大都市

側の解決手段 の提供 に結びつ く可能性を持 ち、 また ミティ

ゲー ション(注2)やTDR(注3)な どの考 え方の裏

付 けにもなる。

また、た とえば原子力開発 のよ うに、 と くに大 きい環

境影 響を持つ と思われ るよ うな開発や生産行為、環境影

響 の大 きさが予測で きないような開発や生産行為 にっ い

ては、 「環境資産保険」 と して更な る負担を課 す ことを

す れば、不慮 の災 害 に対 して もある程度の備えがで きる

ことに もな る。

以上 のよ うに、 環境 資産 に対す る負担 を従来 の貨 幣価

値 とは異 なる 「環境通貨」 によ る積み立 て、環境資 産証

券、環境資産保険 の形 で行 うことによ り、地球規模 の環

境問題 の軽減 ・解決 に新 たな展望 が開 けて くるであろう。

注1)ソ ーラーシステム研究 グループ

『循環都市へ のこころみ 』

NHKブ ックス1994

注2)ミ ティゲー シ ョン:開 発で失われ る自然を近隣地

域 に復元 させ、環境への影響

を抑え ようとす る制度

注3)TDR 開発権の移転 と訳 され、一定

地域内で開発可能 容積率 を定

め、それ以上 の高容積 の開発

を望 む場合 は、他 の土地 の空

中開発権 を買 わなければな ら

ない とい う制度

第5節 環境資産の経済資産化

1.環 境 資産 の客観 化

1)環 境資産 の客観化 の限界

原 耕造

環境資産 を経済資産化 す る場合 その客観化 が前提 とな

るが、 その客観化 の数値 をど こに求 めるかが問題 となる。

何故 な らば環境資産 とい う概念 が従来 の経済活動 にお い

て存在せず、環境資産 とは保全す べきもので あるとい う

概念が一般的だか らだ。

環境 資産 とい う概念 には所有権 と利用権 という概念が

含 まれ、 これまでの環境保全 の取 り組み と して、その所

有権 を市 民が買 い取 る トラス ト運動 と して発展 して きた

経過 があ る。更 に環 境資産の客観化を妨 げ る要因 として
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は、その資産の効果 を享受す る対象者 が特定で きず、公

共財 と しての性格が強 いか らなのだ。

2)環 境保全機能の評価 による数値化

そ こで環境資産の数値化 の一つの手法 と して、 その資

3)環 境 保全機能に よる試算

[森林]

産が環境に与 え る効 果を測定す る方法が ある。 つま り環

境 資産の評 価基準 を酸素供 給 ・地 下水 ダム ・土壌流失防

止 ・保健休 養 ・野生生 物保護 とい う環境保全機能 で分類

し、 それぞれの評価基準 を定 め、 それを金額 に換算す る

手法 だ。

(各種新聞資料より抜粋)

(lha当 り)

環境保全機能

酸素供給

地下水ダム

土壌流失防止

保健休養

野生生物保護

合計

量(ト ン)

2.4

9,300

230

金額換算(千 円)

610

180

320

190

30

1β30

評価基準

工業用酸素 ボ ンベ254円/力g

山元生産原価19円/㎡

砂防えん堤建設費1,400円/㎡

保健休養の効用

野生 鳥獣保護

[水 田] (1ha当 り)

環境保全機能

酸素供給

地下水ダム

土壌流失防止

保健休養

野生生物保護

合計

量(ト ン)

0,8

65,000

230

金額換算(千 円)

200

1,240

320

60

10

1,830

評価基準

緑化期間を森林の1/3と 仮定

独自に試算

森林基準と同等

景観貢献期間を森林の1/3と 仮定

[畑] (1ha当 り)

環境保全機能

酸素供給

地下水ダム

土壌流失防止

保健休養

野生生物保護

合計

量(ト ン)

12

4、650

115

金額換算(千 円)

300

90

160

90

10

650

評価基準

緑化期間を森林の1/2と 仮定

緑化期間を森林の1/2と 仮定

緑化期間を森林の1/2と 仮定

緑化期間を森林の1/2と 仮定

[果 樹園] (lha当 り)

環境保全機能

酸素供給

地下水ダム

土壌流失防止

保健休養

野生生物保護

合計

量(ト ン)

1.2

9,300

230

金額換算(千 円)

300

180

320

190

10

1,000

評価基準

緑化期間を森林の1/2と 仮定

森林基準と同等

森林基準と同等

森林基準と同等



4)環 境資産の効果を享受 す る対象者 の特定

このように環境保全機能 の評価 によ る数値化 の手法に

加え、環境資 産効果の享受 者を特定 しない と資産 として

の客観化がで きない・ しか し環境保全機能 の うち大気中

の酸素の享受者 が特定 で きな いように、環境資産 の効果

の享受者は特定 で きない。

更 に野生生物 まで加 える と特定化 は非常 に困難なので、

環境資産効果 の享受者 を国民 全体 としなけれ ば客観化 が

できない ことになる。

5)国 民1人 当 りの環境保全対価

環境資産 の数値化 と効果 を享受 す る対象者を特定 した

ので、客観化 の指数 として国民1人 当 りの環境資産 によ

る対価 を試算す る。

日本 の国土面積37万k㎡ を国民 の数 で除 す る と、1

人当 り3000㎡ となる。

この3000㎡ を大 まかに現在 の国土利用 に区分 し、1ha

当 りの環境保全機能の単 価を乗 じて対価 を試算 す る。

6)環 境資産 の市場創造 の方 向性

この試算 によれ ば、現行 の国土利用形態 の継続 を前 提

とす ると、国民1人 当 り年 間331千 円の環境 保 全効 果 を

享受 してい ることとなる。現在 はこの環境保全効果 を国

民全体 で享受 して いるが、 その対価 の支払 いはされて い

ない。

対価 の支払 の相手先 と して は、その土地の所有権者 で

あ りその土地 の利用形態を継続 して いる者で、主要部分

は国及 び林業 ・農業従事 者だ。

この対価 に対 す る支払 の国民 的 コンセ ンサス と支払 の

システムが整備 されれば、環境 資産 の客観化 と市場創 造

が可能 だが現状 では困難 だ。地 域 自治体 あるいは国自体

の客観評価 となる。

経済財 と しての試算

米:500円/占g×13馳g=67500円

野菜:200円/力g×60んg=12000円

果樹:400円/力g×2俄g=8000円

合計:215〃g87500円

7)資 産 としての三つの側面

このよ うに430㎡ を環 境資産 と して見 た場合61千 円で

あり、生産資産 の経済財 と して見た場合は87千 円となる。

更 に環境 資産 として保 全 した生産資産 としての農地 か ら

は約1400kcalの 熱量 が保 全 で き、 国民 の生存 資 産 と し

て の保全効果 が生 じて くる。　
国土利用区分

森林

水田

畑

果樹園

草地

都市的利用地

合計

1人 当 り面積

2000㎡

270㎡

120㎡

40㎡

70㎡

500㎡

3000㎡

環境保全機能単価

133円/㎡

183円/㎡

65円/㎡

100円/㎡

65円/㎡

一円/㎡

一円/㎡

環境保全対価

266千 円

49千 円

8千 円

4千 円

4千 円

一千 円

331千 円

区分

水田

畑

果樹

面積

270㎡

120㎡

40㎡

計 430㎡

生産物

米

野菜

果樹

年間重量

135〃9

60〃9

20力9

215力g

熱量/100g

356kcal

30kcal

50kcal

熱量合計

1317kcal

50kcal

27kcal

1394kcal

環境保全対価

49千 円

8千 円

4千 円

61千 円
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2.生 産資産の保全 と自給 自足 の概念

1)環 境資産 と生産資産 と生存資産

この ように生産資産 を保全 することが結果 と して環境

資産の保全につ なが り、生存 資産 の保全 に もっ ながる。

これ は自給 自足 の概念 に直結 する もので、従来 の自給 自

足 は同一の地域内 であったが、今後 は一定 の地域 を核 と

した共通 の認識 を持 った活動 その ものの創造 が環境資産

の客観化で あり市場創造 なのだ。

すれば将に農業 生産法人 を核 とした都 市 と農村 の縁 の創

造 が可能 とな る。

出資方法 につ いては農業生 産法人の形態 によって異 な

り、現行法で は農地法によ る規制 もあ るので、債権 と し

ての市場流動性 について は課 題を残 して いる。

しか し地域での環境保全 ・生産保全 の活動 は農業生産

法 人 という形態だけで実施す るので はな く、 その周辺 の

活 動を ワーカーズと して展開す るので、 出資形態 は様 々

な ものが考 え られ る。

2)生 産資産 による客観化

このよ うに環境資産 の客観 化 と市場創造 には限界があ

るが、客観化 への手法 として は地域を限定 した生 産資産

への価値転換 が考 え られ る。 生産資産への価値転換 とは、

生産資産 か ら生産 され る経済 財(農 畜産物 ・林 産品)に

環境保全対価 を付加 した価値 に客観性を持たせ ることで

ある。

例 えば国民1人 当 りの環境保全対価を享受 して いる国

土利 用区分 か ら水 田 ・畑 ・果樹園だ けに限定 した場合、

生産 され る経 済財(農 畜産物)を 試算 してみ る。

5)農 業生産法人 とワーカーズの関係

農業生産法人 とワーカーズの活動 にっ いては、 それぞ

れ の地域 に根 ざ した活動が基本で あ り、農業生 産によ る

生産資産 の保全活動 を農業生産法人 が担 い、その周辺 の

環境資産 の保全活動 をワーーカーズが担 う関係にな る。

農業生産法人 の活動 につ いては都市 は出資等 の側面 に

限定 されるが、 ワーカーズの活動 はま さに都市 と農村の

参加 によるグ レーダーフ ァ ミリーの形成 ともいえ る。

3,環 境 資産の経済資産化 の方 向性

3)生 産資産 の保全手法 と しての農法へ のこだわ り

生 産資産の保全手法 と してはただ単 に農業 を継続 して

おればよい という もので はな く、環境資産 と して の側面

を考えな ければ な らな い。 そのためには従来 の経済効率

優先の農業で はな く、バ クテ リアをベースと した地域 内

循環農法等 の環境保全型農業 の実践 が必要 となって くる。

環境保全型農業 とは様 々な考 え方 であるが、地域 の生

態系を ベースと した農業 を生産者 だけではな く、 当該地

域の 自給 自足 の概念 を共有 す る都市住民 と一緒 に構築 す

るだ。

4)生 産資産 を保全す る農業生 産法人への出資

生産資産 を保全す る当事 者 は農地 を所有 ・利 用す る農

家 だが、最近 では農業 の担い手が減少 してお り、耕 作放

棄地が増大 してい るのが実情だ。 そこで現在 は農地 保有

合理化事業等 で農地 の受委託が進んで いるが、個人 農家

では限界 もあ り、新 たに農業生産法人 によ る生産資産の

保全 が進 め られよ うとして いる。

農業生産 法人 について は農地 の受委託だ けで はな く、

一部民 間企 業に よる出資関係 も認 め られて いるので、環

境保全対 価を出資 という形態で支払 う方法が ある。 そう

以上 のよ うに環境資産 の客観化 につ いて は3通 りの考

え方があ る。

一 つ は環境機能の評価 に基づ く方 法

一っ は生産機能の評価 に基づ く方 法

一っ は生存機能の評価 に基づ く方 法

これ らの考え方に基 づいて市場創 造 の方向性 を以下 に

整理す る。

1)環 境機能 の評価

土地利用形態別 に環境保全対価の単価 を算定

農業生産法人の管理す る農地の環境保全金額を算定 し、

そ の金額 の範囲内で農業生産法人及 びワーカー ズへの出

資 を募 る。現状で は一部 を除 き、 その出資金 の市場 流動

性 はないが、面的拡大 を図 ることによって将来 的に市 場

を創造す るこ とが可能だ。

2)生 産機能 の評価

土地利用形態別 に生産保全金額 の単 価を算定

農業生産法人 の生産 する農地 の経済 金額 を算定 し、そ

れ の金額 が保 全できる範 囲内で グレー ダー ファ ミリーと

しての会員 を募集 する。会員 としては個人だ けで はな く
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流通業者の法人会員 も募集す る。現状で は果樹や牛のオー

ナー制度等が あるが・圃場契約 の概念 を導 入 した場合 に

生産保全 をする農地 が特定 できるので・将来 的 には会員

権 としての市場創造 が可能だ・

3)生 存機能の評価

土地利用形態別に生存権を保障する単価を算定

農業生産法人の生産する農畜産物のうち、国民1人 当

りの1年 間の生存を保障する組み合わせを設定し会員を

募集する。これは一種の保険商品の性格を持ち、食糧不

足に陥った時に最低の食糧を確保できる仕組みであり、

保険としての市場創造が可能だ。

第6節 緑の資産価値

1.緑 の創造す る価値

福岡 克也

み どりの資源、す なわち水 田や畑地 などの農産植生 資

源や森林資源、 そ して それをめ ぐる環境的機能 は、 いま

や市場財の時代か ら環境財 の時代へ、 またさ らに文化 財

の時代へ と、人類社会 の発展を支 える基本財 とな りっっ

あると言え るのである。

農地、 と くに水 田や森林 のもっ価値 を、経済 的な価値

に換算(換 算 の価値基準 は1995年)に してみ ると、次の

ようにまとめ られ る。

水 田や森林 がなければ、土砂 や土石 が、 山崩れやその

他土砂崩 れ とな って流 れ出 し、 ダ ムや建物 をっぶ して し

まうであろ う。 この復旧や土石排 除のための費用 として、

年々森林 では13兆1,000億 円、水 田などで は1兆4,500億

円の資金 が必要 とな り、 これ らの資金 が節 約 されて いる

ことにな る。また、農地、とくに水田や森林 は、ダムの よ

うに水 を貯 え る働 きがあ り、森林 がなければ ダムを増や

さなければな らず、森林があ ることによ って年々5兆

8,000億 円の費 用が軽減 され、さ らに、利用価値 の高 い水

田を中心 と して、そ の地域での水 田の供給す る水資源 の

供給価値 は極めて高 く、6兆2,000億 円の価 値 を持 つ も

のと推定 され る。 これ は自給米を含めた米 の生産額 を上

回 ることか ら、水田 の働 きは単 に生産の場 として よりも、

環境財 と しての価値 に大 きな ウェイ トが あ り、減反 で失

うもの は米だ けでな く、水で もあると言 えるので あ る。

また、下流 の地域 にとって は、森林が あるお陰 で洪 水

の被 害が軽減 されて いる。恐 らく森林が なければ、仮 に

今のま まの堤防や防災 ダムが あって も、21世 紀 まで少 な

くとも60兆 円 ぐらいの被害が 出ると推定 され る。そ れが

森林があれば15兆 円 ぐらいにとどまるはずで あり、 その

差額は森林に助け られているので、洪水防止の働 きは年 々

2兆4,000億 円 はあ る もの と言 えよ う。

また、農産植生や森林 は、炭酸 ガスや排気 ガスを吸収

抑止 し、酸素を供給 して くれる。 フ ィ トンチ ッ ドなどの

効用 も加わ り、大気浄化 のための自然 の装 置と しての価

値 は非常 に大 きい。医療用 や工業用 の機械 や資材 を使 っ

て、 これだ けのサー ビスと酸素 を供給 した り、炭酸 ガス

を吸収 したりすれ ば、年 々農 地 で7兆6,000億 円、 森林

で9兆4,000億 円の費用 を要 す ることと な る。 この よ う

なコス トが節約 されている ことにな る。

また、良 い環境 を求 めて緑 や森林の中 に遊ぶ観光客 や

ハイカー も増 えて きてお り、 この人々の水田、農地 、森

林 などへ の保養休 養の上 での利 用推 定支払容認 価値 か ら

みた保健休養価値 は年 々森 林 で10兆3,000億 円、 農地 で

2兆2800億 円を超 え るであろ う。 また農地や森林 は、野

生生物 の餌場、住 家 ともな って いる。 その餌の価値を計

るのは甚 だ困難 であ るが、 森林の実績等か ら推定 して、

森林 で3兆3,000億 円、農地 で7,300億 円程度の価 値 は最

低限供給 してい るとみ ることがで きる。

以上 少なめにみた見積 もりで あるが、総計 してみると、

農地にお いては最 低限年 々約18兆3,100億 円 の環 境価 値

を生み出 し、また森林 にお いて は年 々約44兆3,000億 円

の環境価値を生 み出 して いると言え る。農地、森林を合

わせて年々62兆6,100億 円の環境 価値 を生 み 出 して い る

ということがで き、 この額 は国 の一般会計 の財政規模 に

も相当す るものであ ると言え よ う。 われ われはこのよう

な自然の恩恵を全 くコス トの ない自由財 として利用 して

いるので あり、 この よ うな環境価値 に対 して何 ら社会的

コス トを支払 って いないとい うことに対 す る、責 めを負

わな くて はならないので ある。

なお、将来 にわた って少 な くともこの程度 の環境便益

を継続 して、年 々維持 し続 けてい くとする と、 その源泉

となる元手 と して の農地 や森 林 の価値 は、約1,252兆 円

に及 び、国民一人当 た り約963万 円の定期 預金 相 当額 の

財産 を持 って いる ことになる。 これは既 に述べたよ うに

環境便益が試算で きる価値 のみに基 づいた計算であ るか

ら、計量 で きない自然 の恩恵 を加えれば、われわれ は実

際には これよ りはるかに大 きな環 境便益 を受益 して いる
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とい うこ と が で きよ う。

2.緑 のポテ ンシャル ズと価値評価

また費用面 では、年々の管理費 に代 わ って健 全なエ コ

ロジカルな管理 のための コス トと して、総環 境 コス トは

(3)の よ うになる。

農地 ・林地 が循環 的持続的に利用 ・管理され る場 合、

産物 の売却 による収益 性 とともに、快適性、安全性 にか

か わる環境便益 が適 当に組 み合わ され、均衡 のとれた状

態 にな るときに、不動産 と しての最 高度 の価値 が発揮 さ

れ ることになると考 え られ る。

人間 と自然 とのエ コロジカルなバ ランスの もとに本来

成 り立つべ き農業 や林業 にお いて は、当然、農地 ・林地

が最有効利使用 の状態 にあ り、関連 す る機能 がバ ランス

よ く確保 されて いるか否 かが、不動産 の 「均衡 の原則」

「最有効利用 の原則」 「環境適合 の原則」 と して問 わ れ

るので あろ う。

また、長期 にわたって持続 的に多様 な便益が期待 され

る農地 ・林地 に対 しては、将来得 られるで あろう純便益

の現在価値、す なわ ち便益還元価方式 が適切 な評価方式

と考え られ る。

伝統的な林地 に対す る将来収益 の現在価値還元価 は、

あ る一定期間(U年)の 林地期望価 として算定 され、材

木の伐採 による収穫 を主体 と して評価 されて いた。す な

わち伐期 のU年 の ときの主伐収穫 をAu、a年 生で得 ら

れ る間伐収穫 または副収入 をDa、 地価をB、 管理費の

資本価をV、 林業利率 をP、 造林 などの費用をCと して、

地価Bは 単純 一一斉林で は次式 によ って求め ることがで き

る。

u-a u

Au+Da(1+P)+…-C(1+P)B=-V

u
u-iK

=ΣKi(1+P)

i=1

そ こでBは 次のよ うに求め られ よ う。

・… …(3)

u_aUu-
B={Au+Da(1+P)+…+ΣEi(1+P)

三

i=1

uUu.iu}/(1
+P)-1-C(1+P)一ΣKi(1+P)

i=1・+… エ(4)

森 林が循環的持続 的に管理 可能な恒続林状態(法 正林

状態 も含め)で あ るとす ると、 主伐 ・間伐 の収穫 の区分

はな く、成長量基準 の収穫 に変 わ るので、U年 までの総

収 積量は(5)と な る。

u
u.i

A三 ΣAi(1+P)

i=1 ・・‥・‥(5)

また、費用価 に関 して も、 とくに造 林 とい うのではな

く、年 々の施業 コス トが直説 の技術 的手当 とな り、特別

な環境 コス トを加 えれ ば(6)と なる。

　
(1+P)-1

… …(1)

u,
U-1

C=ΣCi(1+P)

i=1 ・… ‥(6)

しか し、既 に述べ たように、林地 は材木 とともに森林

としての システ ムを もち、 この システムの総 体によ り、

多様 な環境便益 を生み出 して いることか ら、林 木の成長

とともに環境便 益が付加 され る。i年 にお け る環 境便 益

をEiと すれば、森 林 の成立当初 より、u年 にいた るま

での総便益 は(2)の ようにな る。

u
u-iE

=ΣEi(1+P)

i=1
,・・…(2)

(5)(6)を 考 慮 す る と、地 価Bは(7)と な る。

Uu-iUu-iUu _i

ΣAi(1+P)+ΣEi(1+P)一 ΣCi(1+P)B
=

i=1i=1i=1

　

(1+P)-1

・…‥(7)

なお、 これ らの純便益 につ いて は、危険度 を考慮 すれ

ば危険性係数や不確 実性係数な どを乗 じて リスクを調節

す る必要性が生 ず る。

また、林地に限 らず、 農地 について も、恒続林状態の
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林地 に対す る評価方式 と同様 に・便益 の現在価値還元方

式をとることが可能で あろ う・

なお、以上の評価方式 は他 の不動 産の評価において も、

環境 とのかかわ りを評価 の均衡 原則 ・最 有効利用原則・

環境調和の原則 などと照合 させた場 合 に・期待 される環

境効果(自 然的・社会的・文 化的効 果)を 含めて・不動

産の多様な可能性 と快適性・ 安全性 の効 用 などを期待す

る価値実体 と して・ とらえかっ適 用す ることがで きると

考え られ る。

以上 のようにモデル的な設 例を用いて考慮 を行 なった

が、森林 ・農地 などは環境の状態 、あ るいは環境 に与 え

る影響の レベル によって、その実体 的価値を異な らせ る

もので あって、バ ブル的価値で はな く、機能的 なポテ ン

シャルズの容量 の大 きさによって、その価値が決 め られ

るべきものであ る。問題 は、現実にその ような価値観 と

市場 がな く、 そのため に、森林 ・農地 自体 の価値 を も低

迷 させて しまい、環境悪化 も招 いて しまっている所 に問

題があるといわ ざるを得な い。

しか し、欧米 など先進国 にお ける環境監査 の実施 と制

度化によって農林関連産業 にお いて も、 また、国 ・地方

自治体 などの公共事業 にお いて も不動産 にかか わる地域

計画 などで エコロ ジカルな視座 を設定 しな くてはな らな

くな り、不動産 への投資代替案 の選択 において も、 真の

ポテ ンシ ャルズをはか る経済的手法が求 め られ る ことに

なろ う。
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第1編 エコ社会の経営と市場創造

第5章 エコ社会 の経済循環 とその発展

市場創造の時代に向う

藤井 隆

以上の各車が、資源 ・エネルギー、緑 の環境、都市 ・

農山村 の環境計画 いず れ も ミクロ的あるいは分野毎 か ら

す るアプローチで あった事 か ら言 えば、 この章 は、地球

環境の時代 とその経営 の視点 か ら、地球 システムのマク

ロ的 アプローチか ら始 ま ると言 うことができよ う。

資源 エネルギーの循環 の目か らとらえた地球 システム

の理解か ら始 まり、 そ こでの新 しい形 の経済循環、人間

社会の運行 の条件を検討 し、貨 幣経済 の発達 の歴史過程

が いか にこれを カバ ー して きたか、産業構造の進展 がど

の ように展開す るか、 などな どの課題 を概観 しなが ら、

地球規模での人類社会 の市場創造、市場形成 の機能的、

制度論的 アプローチをとい直す ことを試 みる。

この章の 目的 とす る ところは、環境財や、環境資産 を

含むマ クロ的循環の構造 を明 らかに して、機能論的 アプ

ローチ、制度論的構造論的アプローチ、環境論的アプロー

チの三者の総合の上 に、新 しい市場創造の基礎体系 の準

備をす ることで ある。

第1節 エ コ社会 の資源 エネルギー循環

まず、 地球 システ ムをそのエネルギー循環の 目で いか

に理解す るかか ら考え よ う。 ユネスコの国際共同研究で

は、GIOシ ステムとBIOシ ステムの二系列、つ まり

地 圏、生 物圏の二系列で考 えて いる。 それに対 して ここ

では、地 球 システムを全体 と して 「一つの宇宙空間 にお

ける生命 体」 と見 るという立場 を採用す る。その うえで、

地球 システムは 「人間を中心 とす る一つの循環体系」 ヒュ

ーマ ンシステム
、 「動植物 を中心 とす る一つの循環体系」

グ リー ンシステム、 水 や空気 そ して海 や陸 地 とい った

「自然を中心 とす る一つの循環体系」 ナ チュ ラル シス テ

ムとい う三つの開放体系 と して の循環 システ ムか らなっ

てい ると考え る。 便宜的 に動物、植物、微生物の三つを

人間か ら切 り放 して一つ の系 と見 るのであ る。 人間 は、

個人 と して も社会 と して も 「その存在 と行動 の意味 を考

え る特別の生態」を持 った系 と見 るか らで ある。 その上

で他の二つを 「擬人的に」取 り扱 うことを試 みる。三 つ

の系はそれぞれ一つの開放体 系 と して体系 の独 自性 を持

ちなが ら、互 いに相関 し、全体 と して また地球 システム

とい う宇宙空間に開放 された 「開放体系 と して の地球 シ

ステ ム」 とな ってい ると考 え る。

この関系を図示 したのが次の第一 図で ある。

この図の矢印を物質の変形 と化学 方程式 と してと らえ

ると分解 と合成 とい う工業加工 工程 の よ うな流列 と して

理解 で きる(資 源的理解)。 熱量 の流れ と して とらえ る

と熱 量方程式 と してカスケー ド配 置や構造 と して理解で

きる(エ ネルギー的理解)。 よ り総 合的 に理解 され るこ

とが システムサーキ ッ トと してよ り望 ま しいの はいうま

で もない。'

図の1地 球 システムのエネルギ ー循環 と技術開発期待
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以下図 によ って説明 しよう。

ヒューマ ンシステムは、 開放 体系 と して外界 か ら、

「資源 エネルギー」 と 「様 々な影響」 を取 り込 む。 資源

を 「人間 にと って有用な もの」 と定義す る在来 の解釈 か

ら言え ば、資源 エネルギ ーと有用な影響は資源であ った。

意図 して取 り込 む ものを 「資源」 と呼 び、意図 しないで

取 り込 む ものを 「環境」 あるいは外部経済不経済 と呼ん

で きたと も言 うことがで きる。経済財、 自由財 の区別を

したこと もあ った。 「有用で ない影響」 のなかで 「有害

な影響」 を 「災害」 と呼んで きた。逆 に ヒューマ ンシス

テムが、開放体系 として外界 に排出す るものも、改 めて

考え直 さな くてはな らない。今お こなはれて い る環 境を

巡 る議論 のなかで、著者が環境論の第一段階 と呼んで い

る 「リサイクル システムへ の再編」、特 に国連大学 な ど

のスローガ ン 「採取 ミニマム、廃棄物 ミニマム」 な ども

この点 か ら言 えば誤 りではないと して も十分 な理解 とは

いいがたい。 だか ら第二段階、第三段階があるのである。

第一段 でとどま るのは地球 システム全体 のなかでそれを

考えないで ヒューマ ンシステム中心 に考えるか らである。

「排出する もの」 「外界へ の影響」の 中 に は地 球 シス テ

ムの他 の二 つの系に対 して 「有用な もの」 も含 むか らで

ある。 さ らに言 えばかの農業 の時代で さえ、 「有用 の も

の」 を生産 して他の系 に与 えるだけでな く、 「廃棄 物」

さえ 「採取 の効 率化 のために」与え ることによ って、相

関のなかで共生 して きたではないか。 「セイの法則」の

示すよ うに ヒューマ ンシステムのなかで リサイ クルや災

害対策 を合理 化 して 「経済財」 のグ ッズを極大 にす るだ

けでな く、 「取 り込 む もの」 と 「排 出す る もの」 を 「地

球 システムの経 営の視点 か ら」他の二つ の系の 「バ ッズ」

でな く 「グッズ」 とな るよ うに 「改革 し」 かっ最 適供給

になるよ うに積 極的に 「供給 する」事 を考 えるのが本当

だと言 うことにな る。求 め られる技術開発 の重点領 域の

一つが ここにあ るのは言 うまで もない
。

グ リー ンシス テムもまた、 ヒューマ ンシステム と同 じ

ように、 全体 と して 「固有の発展体系 と発展理論」を持 っ

ている筈 であ る。その 「取 り込 む もの」 と 「排 出す るも

の」 に も上 の ヒューマ ンシステムの論理 と同 じ議論が出

来 るはずであ る。今まで これを地球 システムの視点 か ら

全体 として研 究す るのではな くて、農林水産業 や資源論

の狭 い立場 か らのみ これを見て、 「自然保護」 「環境保

全」 と 「生 か さぬ ように殺さぬよ うに」 「人間社会 の持

続的成 長のため にこれを確保」 しよ うとのみ見て いたと

い う事 が出来 る。地球環境 の議論 に見 るように、 「人間

の生存 自体」 が、 まるで原罪 のように酸素 と炭酸 ガスの

バ ランスを崩 す と言 うことになると、 この二つの システ

ムの発 展理論 の総合を研究 して両者 の 「共生」の道を求

め るほかはない。 ここにも研究 と技術開発の重点領 域が

あ る。 これ らを可能にす る経済条件を ヒューマ ンシステ

ムに内包 させ る道を求 めな くてはな らない しこの研究 も

またその一環 であ る。

ナチュ ラル システムもまた 「固有 の発展理論」を持 っ

て他 の二 つの シス テムに 「様 々な影響」を与えているし、

その与 え る条件 の なかで他 の二つ のシステムは 「存在可

能」 であ った。 人間 も緑 もこの制約 のなかで しかその量

的発 展は許 されな い。地球環境問題 の第三段階で ある。

今 まで受 け身であ った他の二つの システムが、このナチュ

ラル システ ムの発展の機構 に与 える影響が、 ヒューマ ン

システ ムの発展 の結果 と して、 グ リー ンシステムの変化

を通 じて間接 に影響す るだ けで な く、直接の もの と して

認 識 され るよ うに なった。 それだ けで はな くその影響の

与 え る変化 が単 に 「自然 の逆襲」 と して局地的に ヒュー

マ ンシステムを脅かす 「災害」 と してではな く、地球 シ

ステ ムの 「変形 」 「破壊」 という形で 「ヒューマンシス

テ ムの存在条件 」の 「破壊」 さえ予測 され るようにな っ

た。 「気候 の変 化」だ けで はないか もしれ ないと言 うと

ころに、地球環 境問題の本質 がある。

自然科学 の世 界で は現象 の理解 と把握だけでよくて も、

社会科 学の世 界で は、 この相関 の研究 か ら、人間 と緑の

システ ムをそれ との 「共生」 に持 ってい く研究を しな く

て はな らない。 「災害 とい う環境か らの発信」 なら 「予

知」 と 「避難」 の システムづ くりです むが、 「存在条件

の破 壊」 は、 ヒューマンシステムとグ リー ンシステムに

とって は、 「システムの改造」以外 に避難 の道 はまだ な

いo

「量的限界」 「物質的限界」 か らの 「脱 出」 のほか はな

い。それ以上 は 「個体の変形」つ ま り 「進化」 とか 「倭

小化」で ある。 そ の時間的余裕 を持 たない人類にとって、

量的発展の限界 を超え る 「質的発展」 とは何か。地球環

境問題の第三段階の課題で ある。 「資本」 による発展か

ら 「知識」 によ る発展を問 う理 由である。

第2節 エコ社会の経済循環

現代 の世界 は急速 に知識主義社会 に移行 しつつ ある。
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産業革命 は生 産力の基本 である基本的生産要素 「土地」

を単 なる 「経済 空間」 に変 え、新 しい生産要素 「資本」

を中心 とす る資本主義の時代 を生ん だ。社会主義 もまた

資本 を基本 的生 産要 素 とす る点 において変 わりはな い。

資本主義対社 会主義の争 いは分配 をめ ぐる争 いで あって

生産力 の基本 を変え るもの ではなかった。 だが情 報革命

以来資本 は 「イ ンフラス トラクチ ャー」経済活動の基礎

構造あ るいは 「手段要素」 と して、 「極大 をめざす もの

で はな く最適 をめざす もの」 と して の位置 を占めること

とな り、新 しい基本的生産要素 「知識」が主力 となった。

知識主義 の台頭であ り資本主義 ・社会主義 のフェー ドア

ウ トであ る。立 派 な役所や学舎 が優 れた行政や学問水準

を意 味 しないの は言 うまで もない。情報 はフローと して

の移動可能 な知 識であ り、知識 はス トックである。か っ

て資本が資本 を生産 したよ うに、知識 が知識 を生産す る

のが知識主義 の論理で ある。経済循環 をになうコ ミュニ

ケーシ ョンが市場の一般理論 として知識生産 の中心的役

割を果たす。 つ まり、資本 の論理 による分配の主義で は

な くて、 知識の論理 による発展 の主義 である。 カネの論

理か らヒ トの交流 という人 間の論理。 カネの価値か らヒ

トとヒ トとの信頼の価値へ の転換 とい ってもよい。情報

は需要者が選択を し知識生産 を して再 び情報 と して発信

す る。 したが って、すべ ての物 的な ものは、情報伝達の、

コ ミュニケ ーシ ョンの 「メデ ィア」 と言 うことにもなる。

す なわち質的発展、価値 の拡大 は物 的、量 的制約か ら解

放 され、 コ ミュニケー ションの 「密度 」や 「深 さ」 に依

存 する ことになる。 ライ フタイムの密 度や深 さを競 う経

済発展 とい って もよい。環境財環境 資産 といった 「抽象

財」 の価値 は知識主義社会 の発展 とともに増大す るもの

と言 うことが出来 る。知識主義社会 は エコ社会 た らざる

を得 ないのだ とい うのが結論で あ る。 そ して これ は逆 も

また真 であ ろう。 図の2に よ って説 明す る。 図 の最上

段 は 「モ ノとカネの交換経済」 、 ここで は財 の抽象化 は

「サー ビス産業化」 であ り 「情報産業 化」 で あ るが、 マ

クロ的に 「三面 等価」 が成 立 して も、 ヒト、 モノ、 カネ

す べてに失業が残 る。 省資 源 ・省 エネルギーとはいえず、

環境 は無視 された人間の システ ムの独善で ある。

第二 段 は 「サー ビスと信用 の交換 経済」す べて をサー

ビスの 夕ーームで とらえた 「経済 のサー ビス化」 である。

リー スの経 済 と言 って もよい。 ヒ ト・モ ノ ・カネの物的

意 味での失業 はない。信用創造 の銀行 システムが金利 か

らサ ー ビス手数料を とるネ ッ トワー クと して機能 してい

る経済 であ る。 価値的 「三面等価」 は成 立する。環境財 ・

環境 資産 はその生み出すサー ビスの タームで のみ評価 さ

れて いる。なん らのサー ビスを生 まな いと見 られる環境

は、 「評価外」であ る。 これでは地 球 システムはカバ ー

しきれな い。安全 と水が只 とい うの と同 じで 「只の環境」

では税金 もとれないか ら公 共サー ビスにもな らない。

第三段 は 「情報 と信頼 の交換経済」すべてを情報のター

ムで とらえた 「経済の情報化」である。 コミュニケーショ

図の2知 識主義経済 の経済循 環 とエ コ社会

知職主義経済の経済循環(フ ローの三局面)
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ソの一般経済循環 と言 って もよい。 なん らのサー ビスを

生まな くて も 「情報 と して」 「知識 と して」認識評価 さ

れ る限 り 「価値 の対象」 となる。 「価値 として選択評価」

される。 「保険 の対象」 と もなる。 「人気株」 の高価格

や、人気女優 の顔 に保険がっ くのと同 じで ある。信頼 創

造の保険 システムが経済価値の新 たな体系 を生 み出 して

いるのと同 じで あ る。人気 を含んだ、物的制約を超えた、

質的経済価値 のマクロ三面等価が成立す る。地球環境 や

安全保障 に誰 がど うい う形で保険をか けるかは今問 わな

いとして も、 そ していか なるサー ビス も生 まないと して

も、近宇宙 の環境 汚染 も、月面 の土地 も 「認識評価選 択

される限 り」三面等価 に組み入れ られ る 「認識 される限

りのすべ ての地球 システム」 がこの段階で は 「人 間生態

の運行 ンステム」 に組み入れ ることが出来 ることになる。

知識主義経済 の発展 が地球環境問題を解消 し人類社会 の

健全 な発展 を導 く方 向で あるとす る理由で ある。 「認識

の拡大」 とい う知識生産 と、地球 システムの 「運行経営」

のメデ ィア商品 と して、環境財 ・環境資産価値 の 「証券

化」、そ の一般証券 への組み込み、 その 「人気上昇」 を

後に述べ る理 由で もある。

第3節 エ コ社会 のス トック構造

財 やサー ビスがメデ ィアと して 「情報 を伝達」す ると、

需要者 はこれを得 て選択 し、 自己の 「知識 のエ ン ドウメ

ン ト」 に追加組 み替 えて、 「新 しい知識 のエ ンドウメン

ト」 を形成 する。 これが 「知識生産」で あり、新旧 の変

化が 「認識」 であ る。 だか ら同 じ情報 は二つ といらない。

情報洪水 の もとで、娯楽 な どの よ うに消費 され るモ ノも

あ るが、 よ りよ く知識生 産 に組み込 まれ る情報が選択 さ

れる。 これの多 いマス ゴ ミが多 くの視聴率 を得 るの は言

うまで もない。 そ してそれ は投下 コス トに比例 しな いの

で コス トマークア ップは成 り立 たない。 デ ィマ ンドオ リ

ェ ンテ ッ ドプ ライ シングとな る。社会選択 ・公共選択で

あ り、 ガルブ レイス流 の豊 かな社会 はフェー ドアウ ト。

不断 の知識生産が続 け られ る。すべて のス トック装置 は

その設計段階 のその社会 の 「知識の エン ドウメ ント」 に

もとずいてっ くられてい るので、 「解釈が変わ り」 「使

い方 が変 わ り」 「改革改造 が行われて」連続的再開発の

過程 が進行 する。 まず図 の3に よって、知識主義社会 し

たが ってエコ社会 に向か うス トックの構造 を調べ よう。

地球 システムの認識 のス トックた る 「知識の エ ンドウ

メ ン ト」 を外枠 と して、 そのなか に 「ス トックと して の

資本装置」 と 「ス トックと して の知識装置」があ る。

資本装 置とは、生産力 関連資本装置、消費力関連資本

装置、管理力関連資本装 置、 一般 には直接生産力 に関わ

る 「民間 資本装置」 と間接生 産力 にかか わる 「社会資本

装 置」 と言 った 「ハ ー ドな装置」であ る。知識装置とは、

同 じく、組織 ・制度 ・体制 と言 った 「ソフ トな装置」で

あ り、 「民 間知識装 置」 「社 会知識装置」 があるの も言

図の3エ コ社会 の知識装置 ・資本装置 と環境装置
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Wz

公共資本装置

社会 シ ステム と

人間 活動 の運 行

に よっ て表現 さ

れ る知 識 のエ ン

ドウメ ン ト
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うまで もな い。 ここで はそれ らを 「知識 のターム」で図

示 して いるとみて もらえばよい。 だか らこれ らの組 み合

わせや その内容 は、地球 システ ムの認識 としての 「知識

のエ ン ドウメ ン ト」が変 われば当然変化 する。行動 の変

化 は フローの変化 だが この部分 は具体的な装置 の変化 を

引 き起 こす。規制緩和 や法改正、都市計画の再 開発、多

くの計画行政課題 が含 まれ る。

地球 システムが知識 主義社会化 し、 エコ社会化 して行

くほど、 この連続 的再 開発の過程 の、装置系の移行過 程

は、人 間的健全 や安定 ・安全 と言 った要素だけでな く、

上 述の 「人 間系」 「緑 系」 「自然系」 の調和の うちに、

「トー タルなエ コ社会 」の装置系 の安全 ・安 定 を考慮 し

な くてはな らない ことにな って行 くであろう し、 グッ ド

デザ インが 「機能 と美 観」 を言 うよ うに、 トータルな エ

コ社会の 「トー タル な景観 の発展」 を実現 して いくもの

で なくて はな らな いで あろ う。 「麗 しの地球」へ の方向

で ある。

第4節 エコ社会の発展サイクル

生産 ・交換 ・分配 ・消費の学説 史上の四大学派 の歴史

的成果を発展の動力 と しての 「経済循環」 エ コノ ミック

サーキュ レーシ ョンと して総 合 したよ うに、機能学派 ・

行動学派 ・制度学派 ・構造学 派 と言 う四大学派 の学説 史

的研究成果 もまた経済社 会 システムの移行展 開過程 と し

ての 「発展循環」 デ ィベ ロ ップメン トサイ クル として総

合 されて いる。

経 済社会 の機能 的変動 は 「景気循環」の各種の学説の

よ うにそれ自体一 っのサイ クル と して取 り扱われてきた。

この とき他 の三学 派の変動過程 は、変動のな いもの と前

提 されるのが一般 であ った。 しか し行動学派で は機能的

変動の過程 で 「行動 様式」 に変化が生 まれそれ もまた発

展変動のなかで変 動す る もの と して、 「習慣 」 そ して

「慣 習」 の変動 過程 と して一 つのサイ クルを持 つ もの と

考え られて きた。 技術の変化 や環境 の変化の認識が、そ

の動機 として研 究 されて きたの は言 うまで もない し、

「教育」 「生涯学習」 「ラ一二 ング ・バイ ・ドゥイ ング」

など機能 的変 化か らの 「学 習効果」 が指摘 されて きた こ

とは言 うまで もな い。

この 「慣習」の変化か ら来 る知識生産 の変化 が 「社会

的知識の エン ドウメ ン ト」 社会 の認識 を変化 させ、 その

新 しい 「知識」が、制度学 派では旧 「知識」 で設計 され
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た諸装 置、制度体制 を改革改造 させ るとされて きた。前二

者 の変 動 のサイクルに伴 い、制度体制 もまた ソ連型 ビッグ

バ ンで あれ中国型漸進構築であれ変化 してい く。そこに社

会変動の多 くの研究があ った こともまた言 うまでもない。

構造学派 の 「構造変動理論」 は これ らの変動 の上 に生

起す る 「経済社会 システムの変 動過程」 を取 り扱 ってき

た。 「土地」 「資本」 「知識」 と言 った基本 的生産要素

の変化 を言 うの もまたこの レベルの構造変動要因 として

それを見 るか らである。 この意味で マルクスの近代経済

学 的理解 も、近代経済学 のマル クス理解 も、 その時代で

は野心 的ではあ ったが 「次元の相違」 を忘 れて いた とい

う事 になる。

この四大変化 は、 それぞれ に 「時間 の遅 れ」、あ るタ

イム ラグを持 って、 次々に生起 し、結局 は、 「経済社会

システ ムの変動」 を経て、再 び 「機能 的変動」へ と回帰

す る。 この巨大 な 「経済社会 システ ムの構造変動」のサ

イ クル こそ、 ここで言 う四大学派 の研 究成果 を総合 した

「発展 サ イクル」であ る。 この関係 を模 式的 に示 したの

が次の図の4で あ る。

図の4発 展サ イクル とエ コ社会

発展循環における変化のタイムラグ(限 界的変化の模式図)
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地球環境 問題の認識 や、世界政治 の激動 は、人間の宇

宙観 ・自然観、世 界観 ・社会観 を根本 か ら変 える出来事

であ った。 ザ ・セカ ン ド・コペルニ クス ・ター ンと言 う

ほどであ るの は等 しく認める ところだが、 これが現実 に

人 々の認識 として行動を変 え、制度 体制 を変 え、構造変

動を生み 出 し、やがて人類社会 の 「経済社会 システム」

の変化を生み出 して行 くには、上述 の各段階 の 「タイム

ラグ」 を伴 った変動の過程 を 「時間空間 的に」経 由 しな

くて はな らない。著者 の説 く、 システムの国 際的波及 の

「新雁行形態発展論」の含意 もそ こにある。



発展 サイクルの 巨大な 「一め ぐり」 の上に 「エコ社会」

の建設が進 め られな ければ、地球 システ ムを 「新 しい人

類社会 システムと しての エコ社会」 まで持 って い くこと

にはならないで あろう。 しか し図か らも明 らかなよ うに、

この大 きなサ イクルが 「一め ぐり」 す るまで にも、各段

階の小サ イクル は進むのであ る・

機能的 に見て も現在の 「世 界的な景気 の動向」 や 「経

済変動」 は他の三段階の変動の波あ るい は過程を無視 し

た 「仮定」の上 に立 って は説明できない筈 で ある。

地球 システムを構成す る経済社会 システムが、す でに

して 「エコ社会」 の方向に進み始 めた と見 な くて はな ら

ない。 この経済社会 システムの構造変動過 程を いか に経

営 して い くかが ここで問 うところの 「地 球 システムの経

営課題」であ る。(ユ ネ スコ、MOST、 プログラム)

第5節 エコ社会の市場構造 と市場創造

さて、 エコ社会が、人間が今まで考 え ることもなか っ

た、人間が 自 らその 「存在 条件」 を創造 しこれを護 って

行か なくて はな らな くな った社会 だ と見 るとす ると、 こ

れを可能 とす るため には、その手段 としての もう一つ の

必要条件、人間社会の 「運行条件」 を創造 しこれ を護 っ

て行かな くて はならない。その上 での充分 条件 と しての

「発展の条件」で ある。何よ り もまず 「運 行条 件」に どの

ような変化 が生 まれて きたかを検 討 しな くてはな らない。

「農業 革命」 「産業革命」 「情報革 命」 あ るいは 「土

地」 「資本」 「知識」 と言 った時代 の変化 を通 じて、そ

の運行の条件の中心 とな って きたのが 「経 済循環」 を支

える 「市場」で あったことを否定 する人 はいな いで あろ

う。その構造を規定 して きたの は 「交換 の形態」である。

その発展 とともに経済は飛躍的に拡大 した。それは 「物々

交換」に始 まり、 「貨幣の発明」 によ って 「二重交換」

へ と倍加 した。 「金属貨幣」 か ら 「管理通 貨」 となった

とき、第一 の 「物的限界か らに離脱」 が始 ま った。続 い

て 「信用通貨 」 とな った とき 「四重交換」 と再度倍加 し

た。 「信用」 という 「新商品」 「抽象財」 が加わ った事

による経 済価値の飛躍的拡大があ ったのであ る。 それで

もなおそれ は、具体的 「経 済財」 の価値 を背景 に して い

た。今知識 の時代を迎えて、 「情報」 や 「市民的権利」

「環境財」 と言 った 「抽象財 」が 「経済 財 」に加 わ った こ

とによ り、第二の 「物的限界か らの離脱」が始 まった。 し

か しこの場合 の 「環境財」は 「日照権」 「景観 権 」下良 い

環境」とい う様な、物 々交換 と同 じレベルの 「個 別財」

であ った。だが今それが変 わろ うとしている。 「環境 ト

ラス ト」等々、 「証券化 された集合財」 の出現 である。

「証券化 され た環境資産」 などの出現 は単 に環境資産

にとどま らな い。 サー ビスの時 代、 知 識 の時代 には、

「サー ビス証 券」だ けで な く 「知 的所有 権証券 」 な どの

「抽象証券」 「貸借の抽象証券」 と 「人 間 の社 会関係 の

証券化」に まで進行 し、 「信頼」や 「人気」が経済価値

の背景 をなす にいたって いる。 マクロ的に も、すなわち、

第三の 「物的限界か らの離脱」 が進行 している。経済価

値 は倍 々化す る可能性 を見 いだ した ことになる。

人間 のコ ミュニケ ーシ ョンを資源 とす る知識主義経済

の発展 は、 「有限の地 球 の物 的限 界」 に と らわ れな い

「経済 発 展の可 能性 」 を生 ん だ ので あ る。 その秘密 が

「価値 の証券化」 にあ ったことは言 うまで もない。

この 「価値の証券化」 は制度体制 の中で人間 が生 み出

したものであ る。制度体制 が 「市場 の構造」 を決 め、そ

の業態 もまた制度体制が決 めて い るとなる と、 エコ社会

へ向か う中で、 いかな る 「経済社会体制 の システム」が

「地球 システム」 のなか でに人類社会 の 「運 行条 件」 と

その発展を保証す るか とい う事 になる。

図の5市 場 システ ムの歴史 的展開(抽 象財市場への道)

(証券化 と共 に発展 する市場経済)

交 換 旺 済

物々交換

円派良済 し

(金 固臼需)

'7幣日済2
(w埋H1川

口 川 口 済1

(金M通}¶)

!月例}}済2

(金 融派 生

劃 券)

m煤"箭

(聯 囲 シス
テ ム 交換)

市場の規摸 と範囲

参加古の枯大

富 精時 間 一・抽 書始 蜻

(物 理 的 限 界 の 克n口)

市 嶋 化 へ の 取 り 込 み

鷺

‡

非 市 場

価値の表象

c
9

リ ー ス

‡

覧

デ ジ タル マ ネ ー

璽

4

覧

デ リバ テ ィ ブ

政治の市場化"i「

‖

,人 間H会

→ 動植物}t合一 一 一→

典物控済 有m性 の

克服 }巾o膨 済

エコ社会の経済循環とその発展73



図 の5は 、市場 システ ムの歴史的展開を見た ものであ

る。 「環境財」 や 「環境 資産」 の 「証券化」が進む中で、

それ らが決 して 「単独 に」経 済価値を持つ ものではな く

て、 その多 くは他 の 「抽象 財」 との 「結合証券」 と して

「市場 に加わ って」来 るもの と見 なければ な らない こ と

がわか るで あろ う。

さて それで は次 に、 エ コ社会へ向 けての制度体制 の変

化 と市場調整 メカニズ ムの関係 を明 らか に してお こう。

地球環境 だけで な く、 ロシアや中国の 「市 場化」 も含 め

て、今 やか って の両体制 「収束理論」や、 ガルブ レイス

的 「混合経済」 の時代 で は な い。 政 治や 行政 つ ま り、

「財政」 もまた 「強制獲 得経済」で はな く 「公共 サ ー ビ

ス」 と 「税金」 の 「市場経 済」 の時代であ る。 家族原理

の 「贈与 の経済」 も、 「構 造調 整」 「組 織制度 調 整」

「体制調整」 もまた 「市 場の創造」 「市場 へ の回帰」 へ

の過程 と して行 われる。 エコ社会の地球 システムの運行

の条件 を保証す る ものは、 この 「市場創造のメカニズム」

でな くてはな らない。証 券化 した抽象財経 済の 「有 限の

地球 の限界」 を越 える発展 を生 み出す 「市 場 システム形

成」へ地球 システムをいか に経営 して いくかが課題 であ

る。

図の6に よって この ことを見て いただ こう。

図の6市 場へ の回帰 と市 場の創造

調整 の体 系、市場への回帰 と創造

課題規摸 調整手段の体系 回帰

㌃1:㌶ 整(貝⌒)=:遍
価格調整

数量調整

財 変化 、技術調整

参入調整

3)組 織調整(分 割統合、創 設廃棄)

4)構 造的調整(ソ フ ト、ハー ド)

5}制 度的調整(市 場形成へ)

大6)体 制的調整

出所:藤 井隆 「競争 と協力」同文館出版 昭和60年 。

300頁 、 より詳 しくは同書 の説明 を参照。
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第1編 エコ社会の経営と市場創造

第6章 エコ社会の構造変動 とその展開

空間的波及と歴史的伝達

藤井 隆

この章の課 題 は次 の五つであ る。

第1に は、農業化、工業化、知識化 と言 う巨大な発展

サイクルの進行 に伴 って、人類社会 におけ る産業構造 の

変化の過程が進行 したことは言 うまで もない ところだが、

その変化 と環境問題の関わ りはどのよ うな もので あった

か。 それ らの変化 を越えて 「エ コ社会」 へ向か うと した

場合 どういう産業構造 にな るのか。

第2に は、 リサイクル経済への移行 という環境問題対

応 の第1段 階を越えて、 「緑の生態」 と 「人間 の生態」

の調和 と言 う第2段 階を この産業構造 の変 化の中で達成

したと して も、有限 の地球 の中で 「緑 と人 間」 とが無限

に増え続 けることは困難で あるとい う環境問題 の第3段

階をいかに乗 り越え るか とい う人 口課 題が残 る。 これに

対 して いか に対応で きるか。 いかな る事が想定で きるか。

第3に 、 この産業構造の変化や人口問題の展開が、知

識主義社会 の到来 した地域か ら、あ るいはそのグローバ

リゼーシ ョンか ら始 まると して も、地 球 システム全体が

この新 しい経済社会 システム、新 しい市場 メカニズムを

取 り入れて この発展 サイクルを進めて い くにはいかなる

メカニ ズムとプロセスを想定す ることが出来 るのか。空

間的広が りの持つ課題 と言 って もよい。

第4は 、 それぞれ固有 の歴史 と社会を持 った地球上 の

個 々の社会 の中で、一方 では 「固有性」 「アイデ ンテ ィ

テ ィ」 を残 しなが ら、 その固有 の意志に もとずいて、 こ

のような変化 を次世代 にいか に 「伝達」 して い くか。 そ

れこそこのホ ロニ ックな人類社会の中で、地球 システム

の経営 を進 めなが ら、 「新 しい人間生態 の文化」 を形成

して い く過程 をど う見 るかとい う事 に他 な らない。

そして第5は 、 この発 展 サイ クル の進 行 に お け る、

「安定性」や 「安全性」 の課題 である。 「証 券化 」 の過

程 は、 この発展 サイクルに 「信用創造」 のメカニズ ムを

導入す る ものであ った し、知識主義 の時代、 「保険 シス

テムの信頼創造 メカニズム」 は、 「社会経済 システム と

しての安全性」の下支 え であるけれ ども、 それ自体 「保

険証券」の市場化 メ カニ ズムであ り、各種 の装置 に支 え

られ るとはいえ、 「発 展 サイクルの安定性」 は、 「金融

システム」なかんず く 「金融証券管理 システム」 の安定

性にかか って くる。 政治や行財政 が これを可能 にするに

はあまりに未成熟であ ると して も、 そ こに到達 す る道筋

に対 して、 ビジョンや見通 しを持 たない限 り、改革 の政

策 は進 まな い。 さて本 題 に入 ろ う。

第1節 エコ社会に入 った知識主義時代の産

業構造

農業化、工業化、知識化、 を 「前近 代 」 「近代化 」

「現代化」 と呼 び代え ること もで きるが、 それ ぞれ の時

代 に求 め られ たもの は 「八 一ベス ト・グロース」 「イ ン

カム'グ ロース」 「システムズ'グ ロース」。基本的生

産要素 は、 「土地」 「資本」 「知識 」であ る。

「農業化」 は緑の生態系 を 「人間 に とって有用な人工

の生態系」 に転換す ることをめざ し、他たをかえ りみな

か った。 「工業化」 は、 「人間 に とって有用な採取 と無

用 の排 出」。同 じく他 を省 みなか った。 「公害」 「地球

環境問題」 の出現で ある。 それだけで はな い。前者 は人

間の1部 を 「奴隷」 と差別 し、後者 は 「近代労働者」 と

して差別 しこれ を管理す る ことの上 にな り立 って きた。

すべ ての人 を 「有為の人」 と見 ての コ ミュニ ケーショ

ンを基礎 とする 「知識主義 の時代」 となり、政治では普

通選挙 の全員参加、経済で は情報市 場、 ヒューマンセ ツ

ルメ ン トも、 「拠点」か ら 「ネ ッ トワーク」、 システム

ズ ・グ ロースは 「パ ーツ生産 性」 と 「ネ ットワーク生産

性」 に支 え られ、工業化 ・都市化 の経済発展 は、大 きく

様変 わ りしよ うと して いる。 ネ ッ トワークの ヒューマ ン

セ ツルメ ン トは 「拠点」 の ポイン トリスクだ けで なく、

システムズ リスクがその安 全 と安定 の保持の上で注 目さ
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れ ることにな り、多 くの 「オープ ンスペ ース」を求 め る

ことになった。 「フ ローラ型 の発展理論」の緑 の生態 と

両立す る 「余地」 を持 つ ことにな った。 「知識主義」の

進行 が、 「緑 の生態」 と 「人間 の生態」 の共生 の可能性

を生 んだといえ るのであ る。加 えて知識主義 の発展を支

えた、 コンピュー ター に代表 される 「ヒューマ ンスケー

ルを越 えるデ ィープニ ングテクノ ロジー」 による 「管理

制御技術」 の発展 が 「新 しい産業構造 の成立」 を可能 に

した。

だがそれで も農業 や工業 がな くなったわけではない。

「新 しい生産 消費の方法」 「新 しい経営 の方 法」 が生 ま

れてい るのだ。

図の1を 見 ていただ こ う。

図の1知 識主義時代の産業構造
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近代化 ・工業化 の 「農 工併存期」。工業化時代の産業

経営課題 と して、置 き去 りにされ た農業 と農業の工業化、

工業生産物の農業へ の投入 と工業型経営方式 の導入が農

業 の価値生産性 を上 げ るか に見 えたが、他方で は都市対

農村 と南北問題 を生 んだ。所得成長第1主 義 の生活水準

の上昇 が、や かて長 寿社会へ の移行、公害 と老齢化問題、

自然環境や社会環境 の破壊、環境 問題 の高 まりとな って

い った。だが、併存 の相互効果 は、バ イオなどに代表 さ

れ る 「生物化工業」 、植物社会 の再認識、 エコ社会への

ス ター トとな ってい った。

現代化 ・知識 化の 「農 ・工 ・知三者鼎立期」。知識化 ・

情報化 時代 の産業経 営課題 とは何 か とい う事 になる。技

術 ・知識 の生産 、抽象財へ の傾斜 、環境財、環境資産 の

認識、倫理 的需 要の内包化、 置 き去 りにされた需要サ イ

ドの復活、需要 者選択の責任 の増 大 となるとと もに、
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・農業 の情報化 ・知識化経営、Bio産 業 の誕生。ハ

ウス農業。 な どなど。

・工業 の情報化 ・知識化経営、 オー トメーシ ョン、C

AD・CAM.

・情報 ・知識産業 の工業化経営、 オ フィ スオー トメー

シ ョン、 ラン、マルチメデ ィア経営 。

・情 報 ・知識産 業の生物化経営、 細胞 記憶装置、DN

A事 業な ど。 動植物エ コロジーを折 り込 んだ融合産

業 経営だ けでな く、経営方法 も相互 乗 り入 れ、 エコ

社会型経営が生まれてい る。 か ってマ ーシ ャルが指

摘 した生物学か ら学ぶ経済学 政治学だ。

三分野の それぞれの展開が、生 産 ・消費 の方法、経営

の方法 と言 うだ けでな く、相互 に影響 し合 って新 しい産

業 構造を形成す る過程を進めてい くことが理解 される。

「エ コ社会」 という言葉 自体が この よ うな 発展 サ イ クル

の進行の中で無意味にな った ときには、 「エ コ社会」 を

め ぐる今 日の議論 は、その内容 以上 に、 この新 しい未然

の産業構造 の中 に内包 され、そ こに生 まれ る経済社会 シ

ステムの経営課題が、地球 システ ムの経営 とい うとき現

実の課題 となって いるで あろう。 環境 の内部 化であ る。

第2節 エコ社会の人口問題、質的発展への

構造転換

環境問題 は第1段 階が省資源 ・省 エネルギーの リサイ

クル経済社会 システムの建設。第2段 階 が植物社会 と人

間社会 の共生 のエ コ社会で あった。

エ コ社会 の次に来 る第3段 階 の課題 が人口問題であ る。

植物 も動物 も地上 に無限 には生 き られない。

人 口問題 を、人 間の人 口問題 と してのみ考えな いで、

植物 と動物 の生態 的総 合課題 と認 め ること自体が、地球

環境 問題 が生 んだ新 しい 「進化 した知見 」で ある。だが

その知見 に もとついた研究 を進 めるには、 まだ まだ情報

不足 であ る。マルサ ス以来多 くの人 口命 題が存在す るこ

とは言 うまで もないが、 まずは 「人 口爆 発」 の経験か ら

取 り組 んでみよ う。

人 類史 において 「第一 の人 口爆発」 は、 「農業化」 に

求 め られ ることを否定 す る人 はいな いで あろ う。農業生

産性 の増大がそれを可 能に した ことは言 うまで もない。

また農工併存期 にお いて も 「工業 生産性 の高 い地域 が農

業 生産性が高 い」 という事 実 もかな りの期間真であった。

「第二の人 口爆発」を 「工業化 」 に求 める こともまた



かな りの程度真で ある。 だが食料 の 「自給率」 に絡む議

論が入るときこの命題 は新 しい方向 を持 つ・

日本 もまたその一つ の例 である。 「工業品 を輸出 して

食料を輸入す る構造」 が生 まれたと き・人 口は確か に爆

発的に増加 した。 だがその条件 は 「食料輸 出国 の存在」

である。 これな くしては不可能 である・

そ こで、第三世界 の工業化 が進行す る と人 口爆発が起

こるとい う命題 は必ず しも真 ではない。 また工業品 を輸

出 して代金 を払 う形 が生 まれない限 り・ アメ リカ もカナ

ダもブラジル も 「無償援助」 しかで きな い。 地球規模で

見れば工業化 によ る人 口爆発に は限界があ ると見 るのが

至当である。

続いて 「知 識化 」 は人 口爆発 には逆 に働 く・少産小死

と高い教育費 等 によ る子供を持ちた い性向の低下 と晩婚

化は、まつ先 進諸 国 に人 口増加率の頭打 ちの傾 向を うみ

だ して きた。 これに加えて中国な どの一人 っ子政策 であ

る。 「子は半作」の時代 は急成長諸国で は急速 に終 わ り

を告げてい る。高齢化が これ に続 く。

っ いで 「人 口爆発」を 「社会学的要 因」 「人類学 的要

因」 に求 め る議論か らすれ ば、先進国の人 口減少、後進

国の人口増加 の図式で ある。世界 の人 口構成 は急速 に劣

化の道をた どるというのが その警告で あった。

これに対 して新 しい研究 では 「人 口を量 と しての時間」

のター ムで考え る ことが進 んで いる。人 口か け る24時 間

というのが 「国民総生活時 間」 であるとい う議論 は、そ

の うちい くらを労働 に変 えるか という労働価値説 や古典

派の理論を越 えて、国民総生活時間 がどれだけ情報に、

あるいは知識 に転換 されるか とい う事 にな った。 この考

えでは、老齢者 が多 いほど国民 の総知識 の水準 は高 いと

いう発想 にもなる。長寿社会 がめざされて い る以上、老

人の知的生産性 が評価 され るか らである。国民 総生活時

間を年齢で加重 して 「国民総人生時 間」 を求 め ると 「長

寿社会」 のそれは同 じ人 口で も 「短 命社会」 よ りはるか

に高 いことにな る。 さ らに教育水準 な どで加重 した生活

時間。 ライ フタイムの知 識装備率 となる と、 これ を 「時

間密度」、 同 じく人 生時間の知識装備 率、 これを 「人生

時間の深 さ」 な どと呼 んで 指標 にす るよ うにな ると、

「人口の評価」 は変わ って くる。

この発想 は、 植物 に もその評価の上 で適 用 され る こと

になった。樹 木だけでな く、森を どう評 価す るか と言 っ

た指標 と して工 夫 され るところであ る。

他方、 食料の方 も 「アフタ一八 ーベ ス トロス」 ミニマ

ムとか、DNA操 作 で消化 率を変え るとかBIO処 理で

細菌利用 をするなど、知識 主義 時代 のハ イテク管理で そ

れぞれの意味が変わ って くる。

緑 の方 も肥料 だけでな く、採取 技術や人間側か らの投

入 を変 えるな ど、上述 の空間的調和だ けで なく、緑 と人

間 の両生態 の 「共生」、 細菌利 用な ど 「総合的対応」 の

技術 が数多 く認識 され るよ うにな って きた。人間社会の

発展 が コンパ ク トなネ ッ トワークセツル メ ントになるの

に対 して、植物 の方 は フローラ型発展で あるので共生空

間が成 立す る。(参 照、 前3、4章 及 び藤井隆 「エコロ

ジー とデ ィベ ロップメ ン ト」計画行政N。35,1933)

結論 か ら言 えば、量 的 コン トロールをそれぞれ の生態

的 自律 性を生か しなが ら進めて い く可能性が見 えてきた

という事 であ る。

したが って問題は これ らの 「環境論 的アプ ローチ」 を

取 り入れた 「制度論 的 アプローチ」 「機能論的 アプロー

チ」を発展サ イクルの中で どのよ うに調和 させ るかにあ

るとい う事 にあ る。 「マンモスの滅亡」 や 「人間 の媛小

化」 と言 った評論 におびえ る前 にす るべき こと出来 るこ

とはた くさんあ るので ある。悲観的か楽観 的か の相違 は

人間の発想の転換が地球 システムの運営成果 に対応 して

いるか どうか に関 してで あって、対応 していけないとみ

ると悲観的 となるとい うにすぎない。悲観 するよ り勉強

せ よだ。

現代の変化 は次世代 にとっては出発 点であ る。 発想 を

転換 して対応す る他 はない。

図の2は このような見方 の模式図 であ る。

図の2人 口爆発の歴史的展開とその空間的限界
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人口限界 ・物 的限界 ・価値生産 の関係
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図の追加説明:

・情報化知識 化そ して知識主義 の進行 は人 口爆発 に

歯止めをかけ る。

・物理的生活 水準 の上昇(所 得成長第1主 義)か ら、

長命指向 とな り、長寿社会 の建設 に移行す る。

・ス トックオ リエ ンテ ッ ドの社会建設 とな り、環境

資産など抽象 資産を含 む資産管理 が重要 となる。

・長寿社会 で は、 物的資産 の歴 史的 ・知識的価値の

比重が増大 し、食糧問題 も、量 よ りもグルメ、 ア

フタ一八ーベス トロスの減少 が目指 される。

・人間 も植物 も物 理的限界 か ら解放 され るが、人間

の方 はシステ ムズグロース、 システムズインテグ

レー ションで知識資産 だけでな くシステム資産の

増大 とな る。動 植物 の方 で も種子資産の管理保全、

人間の方 で も歴史資産 ・歴史 的知識資産 の管理が

重要 とな る。

「国内生産」 「輸 出」 と したものだが、著者 はさ らに こ

れ を 「システム もまた財 である」 「システムは経済変数

と してその 「開発」 または 「輸入」 「国内化」 「輸出」

を 「新雁行形態理論」 と した。

発展 サイクルの中で実現 され た、 たとえば 「エ コ社 会

システム」 は、その国内化 の成功 とともに国外 へ波及す

る。輸入国 でその国 に適合 した形 に 「国 内化」 され、再

び 「輸 出」 されてい く。商品の場合その本国帰 りは 「ブー

メ ラン効果」 として本国 の遅れ た部分 を駆逐す るが、荘

輸 出国 は 「追 随国」 である ことには変わ りはなか った。

しか しこの 「システムサ イ クル」 の場 合 に は、 そ れ 帽

「システムズ ・イ ンテグ'レーシ ョン」 と して 関係 国 をよ

り大 きい システ ムの中に接合 して い く、 「回路形成理論一

が働 くのであ る。市場 で言 えば 「市場形成」 と 「市 場紗

合」 がグ ローバ リゼー ションを進 めてい くことにな る。

植民地型 の制度統合 でな く 「主体的 自律性」 に基 づ くシ

ステムズイ ンテ グレー ションと して の 「市場統合 」で 吃

り、 その発 展がまたエ コ社会 の経済発展 とな って行 くと

ころが、大切 な ところであ る。図 の3を 見ていただこう、

図 の3 新雁行形態理論
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ものであ る。

チ ェ ンバ リンの 「財 は経済変数」 と言 うコンセプ トか

ら 「財変化」 の国際的波及を論 じたのは、小 島清教授 と

バー ノン教授 の プロダク トサ イクル論 であ った。著者が
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この理論 が、 す ぐれた エコ社 会経 済 システムの空間的

(国際的)波 及 を説 明す るものであ ること は言 うま で も

ないと ころである。そ してそれは 「出来 るところか らやっ

てい く」地球環境 問題の世界的解決 への道筋 を説明す る

ものであ る。

第4節 エコ社会の歴史的 「伝達」

地球 システ ムの発展サイ クルの中で、そのエ コ社 会を

めざす展 開の空間的波及 につ いて は上述 の通 りだ と して

も、一 つ一 つの人間社会や植物社会の歴史 的発展サイ ク

ルか ら、 人類社会や植物社会の持続的発展性、 人類や種

の長寿 と言 う中での歴史的 「伝達」の方法 はどう理解す

るとよいのか。

この ことを 「総合的 に」論ず ることを可能に した の も

また知識 主義社会 の著 しい特色だ と言 うことが出来 る。

まず図の3を 見て いただ こう。知識主義社会 に は5つ の

伝達の領域が ある。 そ して それ を可能 にす る もの こそ

「生涯学習」 と して定義 され な くて はな らな いで あろ う。

図の3知 識主義 エコ社会の歴史的伝達の5っ の領域

生涯学習

伝達のその1

伝達のその2

伝達のその3

伝達のその4

伝達のその5

伝達する情報

生命の伝達

資質 ・能力の伝達

富 ・稼得力の伝達

社会 システムの伝達

英知 ・知識の伝達

方 法 ・メデ ィア

健康、 す ぐれたDNA

しっけ ・基礎教育

専門教育 ・技術 ・事業 ・産業

コ ミュニティ、都市社会装置

学術、芸術 、人間生態 の文化

発展 サイクルの中で人 間及 び人類社会が、一人一人 の

人生 と して、 また人間生態 とい う動植物 の生態 を越 えた

存在 と して、 その長寿 と種 としての永続 を保つ ために、

情報 の伝達 を してい く5っ の領域 を示す とこうなる とい

うことで ある。 これは人 類社会 の持続方式 である。

それ は個人 に とって言 えば生涯学習、人類社会 と して

みれば連続的再開発 の発展 サイクルを経営 して い くとい

う事 になる。 そ して今それが同時に、単 に人間社会 の経

営を越 えて 「地球 システムの経営」 と言 うことにな った。

その人間生態 の文化 を創 造 しな くてはな らないと言 うの

が、 この時代 の環境論 的ア プローチの総合課題 であ る。

第5節 エコ社会の持続的発展 その運行の

安定と安全の重層的 システム構造

さて、物的経済 に対 して、経済の サー ビス化、経済の

情報化、 というようにすべて をサ ー ビスの タームで見 た

らどうな るか、すべてを情 報 のタームで見 た らどうなる

か、 と言 う工夫の中で知識主義経済 の経済循環構造 を見

て きたことか らすれば、地球 システムにっいて も同 じ事

を試 みることが出来 る。

人間の システム、緑 の システム、 自然 の システム と言

う3っ の開放体系の連関 の中 で、宇宙へ の放 出と宇宙か

らの投入 を固定係数の関数 と見 ると、三者 の間 のや りと

りは、資源 とい う物的 タームだけで はな く、 サー ビスの

タームで も、情報 のタームで も取 り扱 う ことが出来 る。

(第5章 図 の1資 源 エネル ギー循環参照)

後 に植物法人、 自然法人 の仮説 を問題 にするが、 ここ

ではまず擬人的方法で、緑 の社会、 自然 の社会 と考 えて

みよ う。 それ ぞれ のシステム社会 は、固有 の発展理論 を

持 ち、財、 サー ビス、情報 を 「需要」 あ るいは 「供給」

す る。

人 間社会 のシステムは、 これ らを 「環 境」 と考 え、環

境 か らの需給 と見て いたにす ぎない。環境 を他の2っ の

擬人 的社会 システムと見 る と、 それ らとの間でや りとり

す る 「財」 「サー ビス」 「情報」 の 「価 値」について、

人 間社会 の選択 での 「正負」、緑 の社会 での 「正負」、

自然 社会 での 「正負」が ある ことが分 か る。

「共存」 あ るいは 「共棲」 な ら 「互 い に負」 とな らな

い関係を築 けばよい。

「共栄」 な ら 「互 いに正」 の関係 を築 けばよい。

「共 生」 な ら相手 の存在 が自己の存 在条件なのだか ら

「自らに負 で も相手 に正」 とな るものを 「自 らの存 在 を

保持 す る限界 内で相手 に供給」 しな くて はな らない。

この発想 に立 つ と混乱 した環境論議 の理解 と整 理が大

きく進むであ ろう。

地球環境 の認識 が人類 に与 えた 「発想 の転換」 ザ ・セ

カ ン ド・コペルニクス ・ター ンとは、 この 「共生」 の認

識 で あった。 か っての人 類 は、 他 の2っ の社会 か らの

「負」の供給に対 していかに これに挑戦 し、 いか に これ

か ら逃れ るかのみを考 えていた。他 に 「正」自らに 「負」

の供給をする場合に も、差 し引 き純受 け取 りが 「正」 と

な ることを 「価値選択 の基 準」 として いた。

この人間社 会 に 「正」 とな る受 け取 りを考え るとき、
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相手 に 「正」でな く 「負」 を与 える ことがどこまで許 さ

れるか と言 う限界を護 りなが ら 「正」 を享受す れば 「こ

れが人間の生存 限界」。 その中で 「持続 的発展」 を図 る

条件 の追求 と言 うのが、傲慢 な人間の 「第1の 理解」で

あ った。緑 にっ いて は 「生 かさぬよ うに殺 さぬよ うに」

であった。

これに対 して、第3の 自然 社会が存在 し、緑 と自然 の

関係 が損 なわ れると、第1の 理解で は、地球 システムの

安全 したが って人間社会 の存 在条件 は守れ ないと言 うの

が、 「第2の 理解」 であ る。 そのた めには、 自然を破壊

しない範囲 で緑 にもっ と 「正 」 を与え緑 の社会の発展を

図 らな くてはな らない ことにな る。

次いで、 オ ゾン層 の議 論で は 「近宇宙」 の汚染 も考慮

して と地球 の排 出を問題 にす るこ とになる。 これが 「第

3の 理解」 であ る。

だが地球 システムにっ いて の認識 はさ らに進 むので あ

る。

「正負」の判 断 は、緑や 自然 について も所詮 は 「人間 に

よる代理判断」であ る。

人間 は地球 とい う有限 の世界 の中で 「質的価値」 の発

展 を求 めざるを得な い。 そ してそ こに人間が個人 として

も社会 と して も 「その存在 の意 味を考え る」 「人間生態

の文化」 を持つが故 に この量的限界を超えた発展を自 ら

の ものにす ることが 出来 る。 こうなると、緑の社会 も、

麗 しい自然 の維持発展 もそれ 自体が 「人間生態の文化 の

成 果」 として維持創造 されな くて はならないものとなる。

これが 「第4の 理解」 であ る。 この理解の背景 とな るの

は、人 間の場合 「正負」 の判断 の内容が、 「物的なもの」

「サー ビス」 「情報」 と変 化 して きた。 そ して情 報 が知

識生産に結 びつ く背景 に は 「動植物 や自然愛好」 の感性

的選択 も含まれ る。 っ まり ミク ロ的抽象価値 の経済化が

進んで いる事にな る。

他方 これを地球 シ ステ ム と見 る とき フロー と して の

「正負」の価値移転を言 うだけでな く、 熱 帯雨 林 を全体

と して 「資産価値」 と見 るとか、 「鉱 区 ・採掘権」 など

と言 うように 「抽象資産価値」 も取 り入 れ られ、経済価

値 と して経済財 と見 るか 自由財 と見 るかあ るいは負 の資

産 と見 るか はいろいろだが、 「地球資産」 「国民資産」

時 には自治体や財産区 の 「共 同資産」 と見 るな ど、様 々

な財 ・サー ビス ・情報 の フローを生み出す ス トックとし

ての正負 の資産 と して考 え ることにもな って きた。環 境

を 「資産」 と見 る 「第5の 理解」で ある。
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この第5の 理解にたつ とき緑 の社会 の発展 や安全 に管

理 された観光価値のあ る自然 は 「資産価 値の増加」 と し

て評 価 され ることにな る。

したが って 「地球 システムの経営」 とは、 「地球資産

の維持発展」 と3っ のシステムの間でまたその中でフロー

として流れ る財貨 の関係 を人間社会の運行 のメカニズム

の中で いかに取 り扱 うか、 またその経済価値 をいかに高

め るか とい う事 になる。 しか もすべてを情報 と知識 の関

係で取 り扱 うとすれば、 「よ り選択 され る」情報及 びそ

れ を発信 する知識資産 が 「高 い経済価値」 を もつ ことに

な る。

極論す れば、 アマ ゾンの森林 の 「区分所有権」 が ソー

シャルステー タスの シンボル として高 い市場価 値を持ち

うるのであ る。

地球 システ ムの経営 とはこのよ うな抽象 世界の経済運

営 の体 系 にまで大 きく広が っている とい う事を忘れて は

な らない。 したが ってその経営の安全 とか安定 と言 うと

きに は知識資産や情報財の中での環境財 や環境資産の問

題 として、見な くて はな らな い。物 的 ター ムだ けの科学

技 術的課題 と してす ますわ けには行 かないので ある。

この ことが エ コ社会 と しての地球 システム経営 にあっ

て は、 その運行 の条件 の維持創造、そ して その安全 や安

定の保持 に当た って、 「より発展 した形態」 であるに し

て も次 のよ うな諸項 目にっいて改めて研究 を進 めな くて

はな らない ことにな る。

・経営 システ ムと金融信託 システムの一元化 と生 産性

維持機構

・証券 システ ムとしての資産装置維持機構

・証券 市場 システ ムとしての自律的運行 システム維持

機構

・保 険 システムと しての安 全安定維持機 構

・広 義の コ ミュニケー シ ョン市場 メカニ ズムの確立

これ らにっ いて は次章の課 題 とす るところだが、金融

システ ムの再編成、中で も新 しい証券市場 の形成、新 し

い保 険 システム、新 しい信託 システム、新 しい形 の財政

制度 等 々が、 「エコ社会の新経済社 会 システム」 と して

求 め られて いるわけである。財政 ・金融が地球環境 の人

間的次元研究 の中心 テーマで なくて はこの問題 は解決 の

道 は見 いだせない。製品分類 の産業構造 のよ うな見方 で

な く、 これ らの システムが重層的 に成立 したシステム構

造 と して見 ていかな くて はな らない。 この点 を図式 化 し

たので次 の図の4で あ る。



図の4生 産力維持 の条件・運行維持 の条件・安全維持 の条件 のシステム構造

パ ー ツ経済 とサ ーキ ッ ト経済 の関係
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図の説明

1)ミ クロとマ クロ とい う発想 を代表す るのが この横

軸 の分類 によるパ ー ツのと らえ方 である。

2)こ れ に対 して縦軸 の分類 は地球 システムにいたる

重層的 なネ ッ トワー クシステムを示 して いる。

3)製 品改良 の生産性 に対 して システムネ ッ トワー ク

の方 は回路改良の生産 性をい うことになる。 この

両者 によ って経済 発展が支 え られている ことはい

うまで もない。

4)シ ステム リスクとポイ ン トリスクの関係 もここか

ら理解 されよ う。
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第1編 エコ社会の経営と市場創造

第7章 エコ社会 の経営主体

由井 真人

第1節 エコ社会 の経営主体 と証券

由井

1.経 営主体の再 編成

真人

エコ社会の運行の 自律性 を確立 するためには、 「緑

の法人主体」を も排除 しないよ うな 「エ コ社会 の経済社

会 システムの運行の条件」 を創造 しなければな らない。

それ には需要の創造、供給 の創造、 需給接近 の達成(規

制緩和や再規制を含む)に よ って、 これを実現す る 「市

場創造」がな されな ければな らない ことは前章 で検討 し

た通 りである。で は、市場創 造の メカニ ズムに参加 する

経営主体 はどのような経営主 体だ ろうか。本節では、 前

節 で検討 され た法人種別 に基づ いて、 エコ社会の経 営主

体 とあわせて各種法人 の発行す る証券 にっ いて検討 した

い。

2.経 営 の主体的主体 性

1)工 業化社会 か ら情 報化社会 へ

従 来の工業化社会 において は、所有と分配が発展 のキー

ワー ドであ り、人 間社会の経済 的主体性 が優先 されて い

たと言え る。 農耕社 会 にお け る土地 に代 わ って資本 が生

産要素 とな り、土地 は経済 的 「場 」 にな った。 ま た、

「財の」雁行形態論が働 き、財 の生産 と市 場 の拡大 が社

会経済活動のパ ラダイムであ った。 そ こでは、都市化 と

工業化が一緒 に進展 し、森 と緑 の文化 が失われた。

しか しなが ら、情報化社会 において は、 コ ミュニケー

ションと知識 に基づ く発展 が重視 され る。 システムの開

発 ・イ ンテグ レーシ ョンによ る市場創造の メカニズムが

働 くので、経済的主体 性に とどまらず主体的主体性 も要

求 される。生産要素 も資本 か ら知識に とって代わ り、資

本(キ ャピタル)は 社 会資本(イ ンフラス トラクチャー)

に な る。 知 識 は シス テ ムの ス トックで あ り、情 報 は コ ミュ

ニ ケ ー シ ョ ンの フ ロー で ある。知識 の生 産 は コ ミュニ ケ ー

シ ョ ンを通 じて行 わ れ る。 省 資 源 ・省 エ ネ ル ギ ー に っ な

が る経 済 の情 報 化 に お い て は、 市 場 経 済 理 論 は コ ミュ ニ

ケ ー シ ョ ン理 論 の一 部 に過 ぎな くな る。 「シス テ ム の」

雁 行 形 態 論 の世 界 で あ る。 こ こで は、 シ ス テ ム ・ネ ッ ト

ワー クに よ る発 展 が よ り経済 的 で あ り、 好 まれ る。

2)「 主体的主体性」形成の三条件

情 報化社会にお いて実現 され ると考え られ るエコ社会

で は、人間社会 と緑 の社会双方の経 済的主体性及 び主体

的主体性が認め られ、人間社会 と緑 の社会が共生 しなけ

れば ならな い。 そのような エコ社会の経営主体 は、経済

的主体性 と主体的主体性を両立す る主体で なければな ら

ない。 ここで、市場創造の開発 ・テイクオ フ ・発展 とい

う連続的再開発 の全過程 を担 う 「主体的主体性」 の形成

には、三つ の条件 がある。

第一 は、人間(法 人)と して の経済的主体性(企 業性)

と、 エコ法人(生 態系 と しての共同体)と しての経済的

主体性(群 落 あ るいは複合 コロニーと しての 自律 性)を

両立 させる とい う条件 の上 に成立す る主体 的主 体性でな

くてはな らない。

第二 は、 エ コ法人 とい う擬人化 された システムの 自律

性 を含 む、 システムとしての 自律性 を代 表す る主体的主

体 性でな くて はな らない。

第三 は、孤立 した主体的主体性 として存在す るので は

な くて、 エコ社会 を構成 し、 コ ミュニケーシ ョンを進め、

市場創造の主役で あり、エ コ社会運 営の主体、地球 シス

テ ム経営の分担 の当事者でな くて はな らない。ここには、

国連 も企業 も家計 も含 まれ る。

3)主 体的主体性 の共通条件

さて、経済 的主体性 とい うときには、従来 、家 計 ・企

82エ コ社会の経営主体



業(組 合)・ 政府 とい う分類が一般的で あった。 いま、

新 しいエコ社会 の主体 的主体性 の持つ べき共通条件 を考

えると、次 の二 つを挙 げる ことが 出来 る。

第一 は、法人及 びエ コ法人 の主体的主体性、 すなわち

意思決定 のよ りどころ となる仕組 みで ある・法人 でいえ

ば株式 ・会員権 などであ るが・ ここではエコ法人 の意 思

を内包 する ことはい うまで もな く、総括 して 「主 体性 証

券」 と呼ぶ。

第二 は、 エ コ社会 のエ コセ ツルメ ン トのス トックの部

分に相 当する環境 資産 を含む資産 である。総括 して 「一

般証券」 と呼 ぶ。

証券 とい う言葉 を用 いたのは、市場形成(創 造)と 流

動性の確保 によ り連続 的再開発 の可能性 を創 出す るため

である。

社会経営 の政策 意思 の形成 が、 政策主体形成 を求め、

現行政府 に政 治 ・行政改革を求 め るよ うに、 「主体性証

券」 「一般証 券」 の両 者を基礎 に して、経済 的主体性 と

主体的主体 性の両 立す る 「主 体創 造」 をす る。 これ は、

既存の組織 の リス トラも含み、組 合や株式会 社あ るいは

現行の自治体 の一部を含めて、共 通原則 に基づ く 「経営

主体性」 の再 編成 であ る。

例えば、組合 は社会 主義的な発想に基づ き設立 され、

一方株式 会社 は資本主義的な発想 に基づ き設 立 されて い

る。利益 の相反す る法人 の存在を特別法で認めて いるた

め、組合 も株式会社 も現状で は存在 して いる。 しか しエ

コ社会にお いて は、法人の設立 に関す る特別法 を廃止 し、

法人は一 本化 されな ければ なるまい。共通原則 に基づ い

て 「経 営主体性」が再編成 されなければ、人間社会 と緑

の社会 との共生が可能 とはならないか らであ る。

3,エ コ社会の経営主体

以上の観点か ら、家計、組合、株式会社、 自治体、政

府、国家、国際機関 とい った法人系 の主体性分類 に沿 っ

て、 エコ社会 の経営主体 にっ いて考察 しよう。

1)グ レー ダー ・ファ ミリー/グ レー ダー ・ハ ウス ホール ド

フ ァ ミ リー(家 族)が 核 家 族 化 して い くに従 って、 家

庭 内 で 行 わ れ て い た仕 事 の外 部 化 が 進 行 して い る。 外 食

産 業 、 フ ァス ト ・フ ー ド、 デ リカテ ッセ ン、家庭 清掃 サ ー

ビス、 ペ ッ ト産 業 な ど の、 フ ァ ミリー を対象 と したニ ュ ー

'サ ー ビス が次 々 と生 ま れ て い る の は そ の証 左 で あ る。

家庭の機能が コ ミュニテ ィーの中で空間的に分散 し、ファ

ミリーが広域多方向化 して いるといえよう。

ハ ウスホール ド(所 帯)と いう観点で も、同様の こと

が言 える。多 くの人が▽ ンシ ョンに住む よ うになって い

るが、核家族化の影響 でマ ンシ ョンは昼間 は誰 もいない

ため物置 と化 して いる。それで も、 マ ンシ ョンの管理人

が入居 して いるハ ウスホール ドの代理人 と して、配達物

な どを受 け取 って いて くれ る。居住部分 の維持 ・修繕 な

どに関 して も、管理人に頼んで おけば居住者 に代わ って

手続 きを して くれ る。ハ ウスホール ドの維持機能が団地

の周辺 に分散 しつつ あり、上記 のよ うにニ ュー ビジネス

が これ に対応 してコ ミュニテ ィーで展開 を始 めているの

である△

これをわれわれ はグレーダー ・フ ァミリー/グ レーダー

・ハ ウスホール ドと名付 けよ う。

われわれの課題 は、グ レー ダーファ ミリー/グ レーダー

・ハ ウスホール ドに見 られる家庭 あ るいは所帯 の機 能分

散 とい う現象 に着 目 し、 このよ うな方法 で家業 の部分の

意思決定 がで きないかを検討す る ところにあ る。 「主体

性証券」 「一般証券」 の両者 を基礎 に して、経 済的主体

性 と主体 的主体性 の両立す る 「主体創造 」を試み ること

である。

家父 長制 の時 代には、家業 の部分 の意思決定 は原則 と

して家父長 が独裁 的に行 って きた。 しか しなが ら、情報

化社 会においては コ ミュニケー シ ョンが重要な生産手段

であ り、家業の意思決定 は以前 に も増 して コ ミュニケー

ションを通 じて行 われる ことにな るだ ろう。意思決定 に

際 しては、家族 の一人一 人が意 思決 定のた めの 「主体性

証券」 を持 って参加 し、 これ に基づいて投票が行われて

い ると、擬似的に考 え ることがで きる。 「主体性証券」

に基 づ く投票権 は、10歳 の子供 は10票 、35歳 の ものは35

票 とい うように、年 齢に等 しいと考えれば、子供が成長

す るに従 って、子供 と親 との票 差 は一定であ るが、子供

の投 票権の投票におけ るウエ イ トは高 くな って い く。

家計の 「一般証券」 は、家計の資産 を代表 して いる証

券であ るが、通常、家計の資産 は個人名義 あるいは夫婦

の共同名義の資産 とな ってい る。 その ため、贈与 ・相続

に際 して は贈与税 ・相続税が課 され るので、納税 のため

に資産の一部が分割 され売 却 され ると、結果的 に減価 し

て い くし、資産の分割 によって資産の管理 あ るいは利 用

の効率が悪化 する。 と くに土地資産 の場合 には、 この こ

とが当て はまる。従 って、人間社会 と緑 の社会 との共生
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を図ろ うとす るな らば、家計を擬制的 に法人 とみな して

家計が資産を保有す ることを認 めるか、贈与税 ・相続税

を見直 しす ることが必 要 となろ う。贈与税 ・相続税 に代

わ って財 産税を課す ことも一法で あろう。

家計の 「主体性証券 」 「一般証券」 は基本的 には流通

しない。仮 に流通 す ると して も家族 あるいは親族間での

流通に限 られ るだろ う。

2)エ コ社 会の企業経 営

株式会社 は株 式を発 行 し、株主 は保有株数に応 じた株

主総会 での議決権 を有 して いる。従 って、株式 は株式会

社の意思決 定のための 「主体性証券」で ある。証券取引

所に上場 すれば、資金調 達力 は格段 に高 まるが、株式の

売買 は公開 され、誰 で も株式を取得で きる し、株式を取

得すれば株主総会 の議決 権を取得で きる。上場 しな けれ

ば、特定 の株主 が株主総会 の議決権 を有するにとどまる。

一方、 日本 には各種 の組合法が あ り、農業協同組合 な

ど各種 の組合 がそれ ぞれの組合法 に基づいて設立 され企

業活動 を行 ってい る。 これ は経済的主体性を最大に尊重

した結果 であると思 われ るが、法人の経済的主体性 とエ

コ法人 の経済的主体性 を両立 させ るという条件の上に成

立する主体 的主体性 を問わねばな らな いときに、特別法

によ って法人 の経済的主体 性を優先 させ、特定の利 益集

団を保護 する ことは止 め るべ きであ る。株式会社 に は市

場 において不特定多数 の人が意思決 定 に参加 す る道 が開

かれているが、組合法人 の場合 には市場を通 して意思決

定 に参加す る道が閉 ざされてお り、民主的な企業 活動を

行 っているとは認 めが たい。 企業の設立 は商法に基 づ く

設 立に一本化 して も不都合 はない はずであ るし、 エ コ法

人 の経済的主体性を も尊重 す るとなれば、 そのよ うにす

るべきで ある。

企業 の資産 の評価 にっいては、 プラスの部分 とマイナ

スの部分 との評価が必要 であ る。 工場立 地によ る経済効

果、波及効果 はよ く知 られてい るところであ り、企 業資

産 のプラスの部分で あるが、緑 の社会 の基準 を適用 すれ

ば、排出す るガスや汚水等 の質 と量に応 じて、工場 の価

値 は個別 に決 められ、 この部分 は一般 的にはマイナスの

価値 とな るだろう。企業全体 としての資産の価値 をプ ラ

スに しようとすれば、廃棄物等 を排 出す る工場等 のマイ

ナス価値の大 きさに応 じて、 プ ラスの価値 である緑 の資

産、環境資産を どの くらい所有 してい るかにかか って く

る。工場を建設すれば一面 ではマイナスの資産 を増 やす
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ことにな り、 もしその埋 め合 わせを しよ うとすれば、植

林 をす るな どの補償措置を行 うことにな ろう。多 くの銀

行 では、アセ ッ ト・ライア ビ リテ ィー ・マネー ジメン ト

と称 する資産 負債 管理が行 われているが、 その考え方 は

プラスの環境 資産 とマイナスの環境資産 を管理 す る手法

に応用 で きるだろ う。

株式 や社債 が市場で流通 す る際には、 その企業が環境

に対 して行 った意 思決定結果 と、 その企業 が所有す る工

場 のよ うなマイナスの資産 と環境資産 の評 価に関す る情

報公 開がなされ ることが大前提 になる。情報 は コ ミュニ

ケーシ ョンの フローであ り、常 に発信 され ることが重要

である。市場参加 者は過去 の知識 のエ ンダウメン トに、

公開 された情報 を織 り込ん で、新 しい知識体 系をつ くり

行動す る。 それぞれの市場参加者 の過去 の知 識のエ ンダ

ウメ ン トが異 な るために、 すなわち市場参加者 の価値 関

数が異 なるために、 それぞれの市場参加者 の行動 が異 な

ることは自然 であ る。市場参加者 による模索過程を経 て、

証券 の発行価格(発 行 レー ト)と 流通価格C流 通 レー ト)

は市場 で決 め られ る。発行価格 に しろ流通価格 に しろ、

価格 は本来、供給 サイ ドが一方的 に決 め ることができ る

もので はない。現在、特 に発行価格 につ いては発行会 社

の希望発行価格 が 目論見書等 に示 され、 それが優先 され

て いるが、 このよ うな仕組 みは決 して永続 させ る ことは

で きない。需要 サイ ドが興味 を示 さない限 り、需給近 接

性が実現 され ないか らで ある。

3)エ コ社会 の自治体経営

自治体 の意思決定 は、議会 にお ける自治体議員 の投票

に よ りなされている し、基本的 なルールは条例 で定 め ら

れて いる。 ただ し、 自治体 の議員選挙で の自治体住民 の

投票権 は、1人1票 制 であるが、 これ は緑 の社会 の意 思

を無 視 した制度で はないか という疑念が生 じる。個 々人

が投票 を行 う際 に、 自分の立場か らの意思表示 を投票 に

よ って行 うとす るな らば、環境資産を所有 している者 あ

るい は地域 の投票 にお ける1票 あた りの ウエイ トは、 そ

うでな い住民 や地域 のウエイ トよりも高 くて当然で はな

いだ ろうか。各住民が所有 して いる緑 の資産 に応 じて ウ

エ イ ト付 けされた投票権が配分 され るな らば、緑 の社 会

の意 思を より反映 したもの にな ると言え るだろ う。国勢

選 挙にあ って はなおさらで、最 も人 間 にとって省資源、

省 エネルギ ーで、農閑期がた くさんあ るとい うよ うな資

産価値の高 い地域社会の1票 と、資産価値 の低 い地域社



会の1票 とは重 みが違 って しか るべ きであろ う。

同様 の ことが、 自治体の 「主体 性証券」 について もい

える。 自治体 の主体性 を作 っているのは、 自治体 内の人

間社会 であ り・植物 ・動物社会 であ る・例 えば・入会 地

あるいは財産 区をた くさん持 ってい る自治体 は、 表に現

れるお金以外 に、無形 の利益 を得 ている・ そのよ うな 自

治体が発行 す る証 券 と・そのよ うな財 産区などのない 自

治体が発 行す る証券 とは・ 自ずか ら価値 が違 って くるは

ずである。 あるいは、都会 に近 いと ころで いえば、大 き

な工場 のあ る自治体 は法人税 がた くさん入 って くる。 こ

のよ うに、財産 区がある とか大 きな工場 があるとか、 そ

のよ うな ものを も含 めた全体 が自治体 の証券価値 を決 め

ているとい うことになるだろ う。証券 価値 の高 い 自治体

の住民 の投票 と、証券 価値 の低 い自治体 の住民 の投票 と

では、重 みが違 って きて当然 だ とい うことになるわけで、

自治体 の 「主体性証券」 は自治体 の資産価値 と不可分 な

のである。

自治体 の資産 に基 づ く 「一般証券」 は、 自治体住民 に

配分された上 で、 自治体 が預 か り管理 する形態 を とると

すれば、 いわゆ る 「カス トデ ィー」的 な管理形態 となる。

自治体 は自 らの行政 区域 内にある緑 の社会 との共存 ・

共生のルールを条例 で定 める。条例 は公開 されなければ

ならないが、 自治体 の資産 、緑 の社会 な どについて も、

あるいはその他 の情報 について も公開 されなけれ ばな ら

ない。 自治体証券 の価 値は、情報公開 された資産 の内容

によ って市場 で評価 され ることになる。資産 には、 自治

体域内 に立地 する工場 や、植物 ・動物 の社会 を も含 んで

いると考 えなければな らない。資産 の中に、資本 も、人

手 もかか らないメ ンテナ ンス フ リーの資産が多 くあれば

あるほど、証券 の価値 は高 くな ることになる。 その メン

テナ ンスフ リーの資産 をいかに管理す るかが、条例 で定

められる共生 のルールだ とい うことになろ う。工場 は法

人税 の源泉 であ り自治体証券 の資産価値を高める一方で、

環境汚染 に原因 とな り、資本 も人手 もかかる資産 である

ので、環境汚染 の防止措置 を とることなどによ って資産

価値を高 める努力 がなされ ることになるだろ う。 その結

果、自治体証券 の資産価値 が高 くなる こととなる。

4)エ コ社会 の計画行政

経済 目標 を作 り、 目標 の達 成のためには増税 や新 たな

規制を行 うこと も辞 さずに蓮進 ずるとい う、工業社会 の

日本に特徴的 に見 られた政府 のあ り方 は、 エコ社会 では

通用 しな い。従来の政府の政策 目標 には、緑 の社会 との

共存 ・共生 ということが まった くと言 っていいほど抜 け

落 ちて いたか らであ る。

代わ って、緑 の社会 との共存 ・共生 を図 るために、社

会経営 という観点か ら政府の存在意義 を確立す ることが

要 求 されて こよ う。社 会秩 序の維持 ・統合 といっても、

決 して一体化(UNITY)を 求 めるので はな く、 シス テ

ム ・イ ンテグ レー ションによ ることが重要で ある。 ユニ

ティーは全体主義への危 険を多分 には らんで いるが、 シ

ステ ム ・インテグ レーシ ョンに よる場合 は、 システムを

構成す る主体の個々の意思 がイ ンテ グ レーシ ョンによっ

て も失われ ることがないか らで ある。

行政が、社会を構成 す る個々の意思 を民主的 に反映 し

た もの として行われ るものであ るな らば、政府の役割 は

今一度根底か ら問い直 され る必要 が あろう。経済学 の分

野でみて も、政府 の歳入 に関す る財政学 という分野 はあ

るが、政府の歳出に関す る分 野 は存在 してい ない。政治

経 済学 としての近代経 済学 の、致 命的な欠陥で ある。政

府の役 割が明示的に語 られた上で、それ に基づ いて歳入

と歳出のバ ラ ンスが取 られ るべ きであ り、政府 の役割を

問 うことを怠 って、税金 と国債を議論す る現在 の財政学

は、歳 出を アプ リオ リな もの として内容す ら問 うことな

く、歳出 に合わせて歳入 をバ ランス させ るにはどうした

ら良 いか とい う、 技術論 に終始 す る傾向を持 って いる。

支出に合わせて収入を図 るとい う行動を とれば、民間企

業 であれば、す ぐに倒産す る ことは間違いな い。 日本で

は政府が この ような行動 を取 ることが可能 とな って いる

の は、それだ け政府 の持 つ権 力が強大で あることの証左

で もあろ う。

本来 、政策 目標 な どをつ くるの は行 政の役割ではな く、

国民あ るいは国民 の投票 によ り選 出 された議員で構成す

る立 法府の役割であ る。行政府 は、立法府で決 定 された

事 項を忠実 に実施 す る機関 に過 ぎな い。 そ うであ って こ

そ、 「計画行 政」 とい う言葉 の真 の中身が実現 され る。

そ うでないか ら、行政府 の自由裁量 の余地が増大 して く

る し、 それ にともな って権力 も集 中 して くる。 国がや っ

て当然 とい う考え方 の裏側 には、増税 されて当然 とい う

考 え方 があ るはずである。個 々の国民の主体的主体性が

確立 されな ければ、何 で も政府 に依存 すれば良い という

考 え方 はな くな らない し、 自然 との共 生 は実現 しないで

あ ろう。 エコ社会においては、小 さな政府が実現 されな

ければな らない し、個 々の国 民の主体 的主 体性 が確立 さ
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れ るな らば、政府 は小 さ くな らざるをえないだろう。 もっ

と言 うな らば、納 税者 を株 主 と して考 えたときには、政

府 は株主であ る納 税者 の期待 に応え るために、効率 の良

い政府を実現す るための努力 を、国民 に分 かりやす い形

で行わ ざるを得ないだ ろう。 さ もな くば、株主で ある納

税者 は外国 に移住す ることだ ってで きるか らである。

行政府 と しての政府の役割 が、立法府 で成立 した事柄

を忠実 に実行す ることで あれば、行政府 に対 しては、行

政 の計画 が理 にかな って いるか、忠実 に善管義務 を果 た

しているか等が問われ るだけですむ。 本当にあ り方 が問

われるべきは、立法府 であ るとい うことにな る。

政府 の発行す る証券す なわち国債の価格 は、政府 が ど

の様 な状態 にあ るか に基 づいて市場が決定す ることで あ

る。 市場 が判 断す る材料 を、政府が情報公開す ることが

必要であ る。主権在民 を是 とす る限 り、権力が行政府 あ

るいは立法府に集中す ることは避 け られなけれ ばな らな

い し、政府の情報公 開によ って国家主権 の国民への移行

が促進 され よう。緑 の社会 との共生 に関 わる意思決定 な

どは、 あるいは国益に関わ る意思決定 などは、政府 の情

報公開 に基づ き、国民投票で決定 されるべ きで あろ う。

そのような重要事項の意思決定 を行 うのは、行政府 の役

割 で も立法府 の役割で もない。 それは国民 が決 める こと

だか らである。省資源、省 エネルギーの真髄が、資本 や

人手 が極力かか らないメ ンテナ ンス フ リーであるならば、

政府のよ うな機構 に もそれが当て はまるであ ろう。 原則

は、情報公開 を行 い、市場 あ るい は国民 に判断を委 ね る

ことである。

さて、証券価格 がマイナ スとな った場合、従来 は 「社

会 コス ト」 「環 境 コス ト」 というふ うにコス トと して と

らえ られ ることが多 く、 コス トだか ら政府 が負担すべ き

で ある、すなわ ち税金 で賄えという識論になりがちであっ

た。 しか し、証券が プラスの価格 を持 つためには何 を し

た らいいか と考え るな らば、短絡的 に税金 で賄 うとい う

ことにはな らな い。規制緩和 や行政改革 とい う方法 もあ

るだろ う。 「コス ト」 と考 えると、税金で考えて しまう。

公共 サー ビスを受 けよ うとする と必 ず対価(税 金)を 払

わなけれ ばな らない。 それな らば、 コス トと考えないで

投資 と考 えた らど うだろ うか。投 資であれば、それで必

ず何 らかの利益 を得 るのだ と考え ることがで きるし、そ

のために税金 を使 うことは考 えないで あろう。 とすれば、

官業 の民営化 はで きるはずであ る し、で きるだけ税金の

少ない、小 さな政府 が実 現で きるで あろう。あ らゆ る開
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発の努力 は、証券価格 をプ ラスにするために捧 げ られ る

主体的努力 であ ると考え るべ きであろ う。 そ うすれば、

従来 は社 会 コス ト、環境 コス トと考 え られていた もの も、

今や持続 的発展の ための投資であ るととらえ ることがで

きる。

5)エ コ社会の国際関係

ネー シ ョン ・ステーッの時代 は明らかに終わ った。ネー

ション ・ステーツ時代 の国境 は、経済的 には重要 な意 味

を持 た な くな った。 エコ社会で は国境 を隔 てて環境資 産

に対 して異 なる政策 をとることは許 され ない。 ヒ ト・モ

ノ ・カネ ・情報 の国境 を越 える往来が 当た り前 の社会 に

なれば、例 えばイ ンターネ ッ トによる国境 を越 え る情 報

の往来 が当た り前 になる時代 に、情報 を国家 が管理 し独

占す ることな ど鎖 国を して も不可能 である。国境の意味、

国家 の意味 が改めて問直されなければな らない。

各国 が国連市民 であ ると考 え るとすれば、 どの様な経

営 が考 え られ るだ ろうか。民 主主義 の要諦 が主権在民だ

とすれば、 エ コ社会の国際社会 においては、国際社会 を

構成 す るのが各国政府だ と考え ると、主権在国家 とな る

のだろ うか。 欧州連盟(EU)で は、意思決定の際の投

票権 に、加盟国 のGNPに 応 じた票数の割当 を行 って い

る。 その限 りで は主権在国家 のようにみえ る。 しか し、

EU加 盟国 には国民投票制度が あり、重要事項 につ いて

は各国が それ ぞれ国民 に意思決定 を委ねて いる。 また国

連 で は1国1票 制 を取 り、5大 国 に拒否権 を与 えてい る

が、 これが正 しい方 法だろ うか。加盟国 の国民一人一人

が投票権 を持 つ ことも考 え られる し、現行 のよ うに加盟

国の人 口に関 わ らず1国 が1票 を持つ こと もあ りえ る。

1国 の主体性 を認め合 うとい うことであるな らば、国の

大小 を問 わず国 としての主体 性を民主主義 で保証 す ると

言 うのであれば、現行の国連型 の民主主義 も可能であ る

と思 われ る。 そ うで あれば、 拒否権 を認 め ることはなお

さ ら理 由がな くな る。

予算 負担 と引換 に国連証券を加 盟国に与 え るとい うこ

とが考え られ る。一種 の会員券であ る。 会員券であ る以

上 は、脱会 も認 めるということであ る。 会員で あること

によ るメ リッ トが会員でな いことの メ リッ トよ りも大 き

い限 り、会員 に留 まろうとす る力が働 くと考 えて良 いだ

ろ う。保有す る国連証券 の価値 は、それぞ れの加盟国 が

自国 の資産価値 を高 めることにより地球全体 の資産 の価

値が高 ま り、結果 として高 め られる。証券 の保有額 は先



進諸国 ほど多 いので、先進諸国が率先 して国連証券 の価

値 を高 くす る努力 をす ることを期待 したい。

を含 む地球 システムを も生命体 と して認 め これを全 体 と

して社会 と見 る考え方 もで きな いわけではない。(主 体

的開放体系の集合体 と しての地球社会)

第2節 エコ社会の経営主体 と証券市場形成

藤井 隆

1,エ コ社会 を構成す る法人主体 と 「エコ法人社会」 の

形成

1)開 発の活動 はは主体的主体性 の人間努力 によって も

できるが、 テイクオフ以後 の発展 の経営 はは経済的主体

性を確立 した 「経営法人」の 自律性 による。(大 規模組

織社会 の社会経営)

人間 の社会 と しての この考 え方 を、人間 固有 の もので

はな くて 「猿の社会」「動物 の社会」「植物 の社会」として

敷桁 して いく考え方 もようや く今 日の もの とな った。黒

人を商品 と して考えた時代 か らす れば大変な変化である。

地 球環境の議論 の進展の中で、人間、動物、植物、 を

単に地上に 「共棲」す るもの とい うだ けでな く、地球 シ

ステ ムの中で 「共生」す るもの と見 るにいた ったのは誠

に画期的な ことで ある。 それだ けで はない、 「地球 は生

きてい る」 という理解 さえた とえで はな くて現実 の もの

とな ってい る。

人間の社会 は、個人、家族、部族 あるいは民族、 そ し

てそれ らの様々 な集団 といった 「人間集団」か ら成 り立 っ

ている。それ らを社会行動 の単位 と して認 めたとき、 そ

こに人間の エコロジーと して の人間行動 の文化 とい って

もよい様 々の社会行動体系 を認 めることがで きる。在来

の学問の分類で いえば人類学 や社会学が その領域 と して

きたところで ある。 政策 学 の コ ンダ ク トの側面 であ る

「競争」 や 「協力」、互 いの 「貢献」 とい った人 間 努力

の分野で あり、人間が 自 らの経済社会 の経営 のためにす

る開発行為 の源泉 はここに求 め られ る。 しか しなが らこ

の限 りで はその主体的努力が ひとたび失われ ると、元 の

木阿弥であ る。 この開発努力が一つ の経営体 と して の自

律性を もった主体 と して 「テイクオフ」 したとき、 は じ

めてそれ は経営体 と して 自立 し、組織体 と しての メカニ

ズムを もって運行す る ことにな り、個 々の主体的開発努

力か ら開放 されて、経営体 と しての経営努力、 「発展 の

自律性」 に基づ くものとなる。政策学が、 この一連 の連

続的再開発の人間努力 の体系で あることはいうまで もな

い。 この経営の 目で人間社会 を見 るとき、家計、企業、

政府、 とい った、 「法人 の体系」 と して の人間社会 の捉

え方が生 まれて きた。経済学 や政治学の領域 と してきた

捉え方であ る。個を基礎 と しなが ら、個 を超 えた人間社

会 と しての政策学の 「総合性」 や人間 の新 しい人間 らし

いエコロジーの確立 とその文化 を研究す る領域 と して の

意味が ここにある。(法 人社会経営)

3)人 間 は、人間の社会だけではなくてこれ ら地上の様々

な社 会 との 「共 棲」 や 「共生 」の体系 と して地球 システ

ムを認識す ることにな った。

そ こで いま、人間の立場 か ら、かって の 「百姓 は生 か

さぬよ うに殺 さぬ ように」 とい う姿 勢 と同 じよ うに、

「緑を保全保護育成 」 と見るので はな くて 、 「植物 の社

会」 に も 「人間の社 会」 と同 じように 「固有 の開発 の理

論」 「固有の発展の理論」 があ り、人間の それとあわせ

て、 両者を 「共生 」 させる体 系 と して人間 の新 しいエコ

ロジーの文化を形 成 し、 この方 向の中で 「地球 システム

の経 営」を考えて いこうとい うことになる。人間社会 と

緑 の社 会の酸素:炭 酸 ガスの貿 易 と見 るの もこの考 え方

の一 つであ る。現状 は、人 間社 会が植物社会か ら 「マグ

ナカル タ」を要求 されてい るところと見 ることもできる。

4)そ れぞれの社 会が固有 の社 会理論や発展理論 を もっ

てい る。

この流 れの中で、 「植物社会 の発展理論」 と 「人間社

会の発展 理論」を対 比す ると、 前者が 「集積型(フ ロー

ラ)」 であ るのに対 して、後 者 は工業社会 の集積型 から、

急速 に 「コンパ ク トセ ツルメ ン ト、 ムー ビングライフス

タイル」 の 「ネッ トワーク型」 に変わ りつ っあり、 「共

生」 の条 件 は整 いつつあ りと見 ることがで きる。

2)人 間社会だ けでな く、動物 ・植物 に も、 またそれ ら 5)理 論 仮説 として、すべての社会 に法人体 系を仮設す る。
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そ こでいま、植物社会 に も、 「法 人格」 の形 成を擬人

的に認 めてい くことを試 み る。 現行 の法人格 は、国民国

家の法体制 の下 での 「法人 」であ るが、上述のよ うに、

自立 したルールを もった 「経営組織体」 を 「法人」 と認

め る立場 か らいえぱ、 国際機関 も国家や政府 も、 自治体

も、企業 や家計 も、そ して ここにグ レーダーファミリー、

グ レー ダーハ ウスホ ール ドとい うよ うに、 家族 さえ も

「法人」 として規 定で きる。国 内法 ・国際法 の二元性 は、

南極法や海洋法そ して宇宙法 と、改革 の流 れの中にあり、

地球環境法 とか国連の改革 とか、 「人類社会時代の法制」

が模索 され る中で、 この 「研究仮説」 もまた 「基礎研究」

の一つ として是認 して よいで あろ う。

6)人 間社会の法人体系 に、他 の社会 の擬制法人 を内包

させて、新 しい人間社会 の法人体系 を構 想す る。 これを

いま 「エコ法人社会」 と名付 け る。 その経営 はすなはち

「地球 システムの経営」で ある。

「人 間社会 の法人」 と 「植物社会 の法人」 とを二 つの

体系 として対比す る方法 は、地球環 境法を既存の法体系

と対比 させるの と同 じく、 理論的に は可能であ るが 「計

画行政」 の現実 的運営 の立 場か ら見 ると 「理解のための

モ デル」 であ って 「実行 のためのモ デル」 と して は適当

で はない。 「モデルの変 形」を要す るので ある。第1段

階の 「植物社会 の開発 過程」で は、植物 のエコロジーと

しての努力を付度 して人間社会 もまた協力 しな くて はな

らない 「人間の開発 努力」が いるので ある。 これは人間

社会の立場で いえば、地球 と共生す る人間社会建設 の為

の 「投資努力」であ る。第二段階 の 「植物社会 の発展努

力」。つ まり、 フローラと しての自律的発展 を経営す る

努力 は 「植物社会の 自律性」 による、人 間の立場か らす

れば 「メイ ンテナンスフ リー」 の経営 であ る筈 であ り、

これを確立 して は じめて、 「維持保全 の環境政策努力」

となる。人間社会の法人 に要請 されるのは、 この第一努

力 「植物社会 の開発 を助成 す る努力」 と第二努 力 「植物

社会 の発展 を維持保全助成 す る努力」 であ る。

この二つ を可能 にす る 「人 間社会 の法人形 成」 とそ う

い った法人 の発展 を保証 す る 「人間社会 の法人体系 」の

形成 と、 その経営 を可能 にす る 「地球 システム経営 」の

経 済社会 システムの建設 がめざ され るべ き方向だ とい う

ことにな る。(三 つのアプ ローチ にさった 目標)
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7)新 しいエコ法人社会 の現実的可能性 とその努力。

この方向で の努力 と して、多 くの限界的実例が報告 さ

れてお り(本 書第二編)、 その意味 をど う解釈、 あ るい

はどう意味づ けて新 しい体系作 りに進 めるかは、 なほ研

究を要す るが、 その原則 は次 の2点 である。

第1は 、第1努 力 をする法人 は 「社会 的に高い評 価を

受 ける」。具体 的には含 み資産 が大 きい、市場価 値が高

い、多 くの参入 があ るなどが考 え られる。

第2に 、第2努 力 をす る法人 は植物社 会 との貿易の成

功、 つま り緑 の内部化 に成功 「経済 的に高い成長 力を持

つ」。 だか ら第1努 力 もす ることにな る。

具体 的に どの様な努力をす るかに は、 これか らどん ど

ん研究 開発を進めな くて はな らないが、 この段階で明 ら

かに しておかな くて はな らない ことは、 これ らの努力 を

す る法 人が 「市場成功者」 と して、国内市場だけでなく、

国際市 場において も自律的 に増殖 してい くよ うな市場 メ

カニ ズムを内包 した経済社会 システムを形成す ることで

あ る。 この メカニズムを持 たな い限 り、 この努力 は、永

久 に 「それ は政府法人 の仕事で ある」 とい うことになり、

「かっての崩壊 した社会主義発展論」 の二 の舞 で あ り、

「税金貧乏」 の 「じり貧社会」 になるで あ ろ う。 あ らゆ

る規制緩和や制度体制改革論 は、 よ うや くその究極 目標

を ここに見 いだしたとい うべ きで あろ う。 その答 えは、

「市場へ の回帰」 「市場 の創造」 である。 金融 シ ステ ム

の将来像 もこの上 で描 かれな くてはな らない し、 抽象財

や抽象価値 の装備率 の高い流通財 の市場創造 で は 「証券

化」 が重要 なキー ワー ドであ ることはい うまで もない と

ころである。 この研 究が 「地球環境」 「人 類社 会時代」

の市場創造 とい う時 「新 しい証券市 場の形 成」 と 「新 し

い証券 資産管理 」の業態形 成を 目標 とした理 由が そこに

ある。

2.エ コ法 人社 会の もっとも単純な経営モ デル

1)私 益法人 と公益法人か らなる 「エコ社会 のモデル」

エ コ法人社会の主体的主体性を代表す るものが 「法人」

であ る。そ して その経済的主体性 を成立 させ る経済循環

を構成す る流通財 と して 「証券」 を考 える。

エ コ社会 とは、 その主体的主体性 と しての 「法人体系」

が、 その創造 した 「証券市場体系」 を経営 して、 「経 済

的主体性」 を確立 して、 自律 的に 「発展」 してい く社会



である。

以下 に順次説明す る。

ここに法人 とは 「固有 のルールをもって組織 され た主

体的かつ経済的 自律性 をもった経営体」であってそのルー

ルが どの様な枠組 みによる ものであろ うと も主体的 に選

択 された もので あると考 える。(国 籍、準拠法に関係 な

い。生 活者の理想型 と見 ればわか りやす いで あろう。集

団と組 織の 自己統一が前提 である。)

そこで地上 には二種類 の法人 のみが存在す るとかん が

える。

二種類の法人

1.私 益法人

2.公 益法人

次 にこの ことの説明 を加え よ う。

(1)こ こに法人の規模 は問わ ない。 またすべての個体

は、参入 ・退出 自由で ある。(多 重参加)(個 人 は最

小の家族法人 とみ る。)

(2)す べて の法人 が、 いか に多重複合的 に参加 して い

る場 合で も、 その組織経営体 の内部構成員 に対 して は

「公正」 であ り、外部 に対 しては 「利益 目的」 の行 動

をす る。

(3)利 益 は 「私益」 と 「公益」 であり、私益法人 は利

益生 産性をあ げるため に、 「競争」 「協力」そ して公

益への 「貢献」をす る。公益法人 の公益 とは、専 ら外

部経済の創設な どの間接生産性 を高 めることで あ り、

その 目的のた めの 「競争」 「協力」をす る。私益法人

は、 その社会性 ・公共性 によって、 「協力」 して 「グ

ルー プの私益」 または 「協力 して いな い 社会 構成 員

も含む公益」 を実 現す るこ と もあ るが、 その動機 は

「貢献」 よりも望 ま しいという意味での私益で ある。

(4)人 類社会の時代 にふ さわ しく両法人 の経営 は 「企

業者」精 神に よるところとす るが、 「政府」と 「企業」

とい う言葉を避 けるた めに 「グローバ ルステーツマ ン

(GS)」 「グローバ ルアン トゥル プル ヌール(GA)」

と呼んでお く。

2)主 体 性証 券 と一般証券か らなる 「証券経済のモデル」

ここに証券 とは、一般 的 には 「権利証券」であ るが、

国籍や一切 の市民的権利、現金預金、動産不動産 などす

べての権利証券を念頭 に、移転可能流通可能 とい うだ け

で な く、 あ らゆる 「価値及 び価値 を持 たす ことが可 能な

もの一切」 を証券 と して取 り扱 う。貨幣経済 と実物経済

を合 わせてというだ けでな く、価値 の創造 を 「証券 の創

造」 と して総合 し、 そ して このよ うな取 り扱 いを可能 に

してい くことを 「証券化」 と呼ぶ。 またそれを流通 、移

転可能 に してい くことを 「証券市場化」 と呼 び、そのよ

うな市場 を形成す ることを 「証券市場形成」、多様 な証

券市場 の全体 を 「証券市場 システム」、 その運行 の経営

を 「証券経済」 の経営 とい うことに してお く。

法人化 した経済社会 システムの全体 を、 「証券化 」の

目で見 よ うとい うことに他 な らない。

ここに、 もっと も単純 な 「証券経済 のモデル」 として

二種類 の証券 のみによって成 り立 っている経済を考える。

二種類の証券の経済

1.主 体性証券

2.一 般証券

これか らこのことの説明 を進 めよ う。

(1)主 体性証券 とは、法人 の主体性 を決め る総会 の投

票権 の根拠 となる証券を い う。

投票権 のある株式、投票権 のある会 員権 証券 など と

考 えて もらえばよいが、投票権 のある国民 や市 民の権

利証券 もこれに含 める。 この ことは、人類社 会の中で

は、 国家主権 も自治体主権 の一 とみて、世界 政府は国

連 のよ うな合議体主権 と見 る ことであ る。 その合議体

主権 の中に空間 とは独立 に成立 してい る公益法人(非

営利法 人)を 含 あ るか ど うかが国連改革の課題である。

さ らに世界工業連盟 は空 間とは独立 に成立 した営利

私益法人 の公共性 による協力 団体 な ら公益 法人 で はな

いが、 これを企業 王国の政府 と見 れば公益法人 として

国連加盟権 あ りと見 ることになる。 国際環境機 関を地

球環境 問題 に限定 すれ ば、 グ ローバルな公益法人だが、

地域環 境問題 は空 間に帰属 した公益法人の ものである。

だが これを 「私益法人の社会性公共性 に基 づ く協力」

の範囲 で取 り扱 うことがで きる とみれば、 「政 治力学

の合理性 とそれへの貢献」 でな くて 「経 済合理性によ

る協力」 で処理可能 とな り省 資源省 エネルギ ー。税金

貧乏 の じり貧 か らは脱却で きる。政治 の市場化である。

この方 向で中央銀行 の自由裁 量性 の前 例があ る。 ちな

み にイ ングラン ド銀行 は世界初 のNGOで あ った。投
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機や政治問題化 した分野 をいか に経済合理性 に戻す か

であ る。(GA、GSの 競争 と協力 の問題 は 『競争 と

協力』同文館)

(2)一 般証券

一般証券 とは 「価値支配権」一般 の証券 である。

従 って、通貨、商品、所有権、利用権、債権等、流

通性 の度合 いは異な るに して も、法人主体性 に直接 関

わ らない一切 の証券 をい うことにな る。

(3)価 値 の創造

そこで 「証券化」 とい うときには、 まず第1に 「価

値 の創造」 が無 くて はな らない。

環境権、景観権等 々多 くの抽象価値 が生 まれてい る

のが今 日の姿 であるが、 ニーヅが生 まれ るには、 環境

教育 や社会教育 など多 くのそ うい った 「欲 求の形 成過

程」 を踏 まな くてはな らない。単 純な生存欲求か ら、

人 間のエコ ロジーと しての倫 理的欲求を基礎 と して形

成 される人 間生態 の文化 としての欲求へ とその内容 は

急速 に高度化 してきた。

そ していま酸素 と炭酸 ガスの ガスバ ランスのように、

人間が生 存する こと自体 が人間 の生存条件を破壊 して

いくとい う事 態 とな り、人間や人間社会 の存在 の意味

を問わな くて はな らない ほどに、 この 「倫理的欲求」

の内容は拡大 した。 だが この欲求 を充足す る高 い道徳

律を内包 した人類社会 の社会 システムを確立す るまで

には、まだ まだ多 くの手続 きが求 め られる。

(4)価 値の支配権

そ して 「証券化」の第2の 手続 きが始 まる。

それ はこの創造 された価値 の「支配権 に確立」である。

この環境権 に対す る二一ヅに経済 的裏付 けを与 えて

「需要形成」 をす る役割 を 「公益法 人」 の み に負 わ せ

るとすれば、環 境財 や環 境資 産 の形成 管理 の責 任 は

「政府 の責任」、一般 は税金 とい う 「貢 献 の義務 と強

制」 を甘受 しな くて はな らない。環 境財 や環境 資産の

「需要 」 も 「供給 」 も政府 にまか せ る ことに な る。

「需要」 も 「供給」 も 「医師」 に一 任 した結果 医療 保

険財政 の大赤字 を経験 したばか りであ る。創造 した価

値 の支配 を政府 に委 ね るので はな くて、 私益 法人 の

「競争」 と 「協力」 の世界 でつま り 「市 場 の世界 」 で

いかに賄 うかの課題 に当た り、 この手続 きの最初の も

のは、 「環境新商 品の創 造」 であ り 「新 しい環境資産

の創造」 であ る。

この書物 の第2編 の諸 論文の報告の ように、様々な、
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「新商品」 「新 資産」 の形 成 が報告 されて い る。 創

造 された価値 の支配 の 「具体化」 である。

(5)需 要 の創造 ・供給 の創 造 と需給近接性 の達 成(市

場創造)

証券化 の第3の 手続 きは、 「市 場の創造 」であ る。

このよ うに して具 体化 された商品にたい して、需要 を

創造」 しな くて は流通 性っま り市場性 は生 まれ ない。

ニー ヅの形成な ど 「需要創造の努力」に期待す ること

は もちろんであ るが、 もう一方の新商品の創造 とい う

「供給 創 造 の努力 」 とい う ことを併用 しな けれ ば、

「需給近接性の達成」っ まり 「市場化」 は成立 しない。

環境論 者が 「環境」 「環境」 といっている限 り市場化

は成 功 しな いので ある。生産(供 給創造)を 伴 わない

か らであ る。環境財 ・環境資産創造 がいる。

だがそれで もそれは限界的 に追加 され た 「新商 品」

の一つ にす ぎない。

プラスチ ック産業 の発展 を想起 してほ しい。 それ は

新商品 の 「固有需要」 か ら 「代替需要」 そ して 「補完

需要」 と進 んで、他産業 と融合 した大産業分野 として

成長 した。証券化 の第3の 手続 きは、だか ら、 環境財

や環境資産 の 「支配証券」 を他 の一 般証券 と 「結合商

品」 と して、 「代替 需要」 「補完需 要」 を喚起 す るこ

とにある。 プラスチ ック部品を どのよ うに多 用 して い

て も自動車 産業 を プラスチ ック産業 といわないように、

す べての他 の 「一般証券」 において、環 境財 ・環境資

産 を内包化 して、 「環境財装備率」 「環境資産装備率」

を高度化 せ しめ得た とき、環 境問題 は採算性の低 い固

有分野 を こえて、一般財 「市場 に折 り込み済み」 とな

る。新 エ ネル ギーシステムの場合 も同様で ある。 「緑

の法 人」 の需給証券を単独 の 「個別財」 と して取 り扱

うので はな くて、 「一般証券 」 の 「結合材」 と して取

り扱 うことがで きるよ うにな る と、 「緑 の法 人」 の

「一般 法人」との 「グループ経営」「ジ ョイ ン トベ ンチャ

ー」「合併経営」も可能 となり、両法人 の共生 とな る。

これ は要す るに、 「証券化」 は環境問題 を経済循環

その ものに内包 してい く手続 きである。環境付 グレー

ダーハ ウスホール ド証券 が単 なる住宅証券 よ り 「高度

化証券」 だ。 これは環境 問題 への「私益法人」型 対応、

経団連型環境対応 とい ってよい。

(6)公 共財(公 共証券)か 私 的財(私 的証 券)か

証券化 の第4の 手続 きは、公益 法人 との関係である。

地域や組織 の環境 財装 備率、環境 資産装 備率を高 める



ことは、公共 財(公 共 証券)供 給者 と しての公益 法人

の含 み資産 、含 み価 値を増大 させ、 そのアイデ ンティ

ティとしての価値 を高め る。

この ことは、移民、参入、流入 を促進 し、市 民権 の

価値 を高 め るだけでな く、外資の導入、工 場誘致の拡

大、雇用機会 の増大 とい った公益法人の シス テムズグ

ロースとな る。 それだけでな く、その公益法人の発行

す る 「債券 価格」の上 昇 とな る。それ は環境財 、環境

資産の含みが大 きいか らに他な らない。証券化の意味

は市民権 の拡大、従 って法人収入の増大、財政調達力

の増大、価値 の高 い地域 自治体社会の建設 とな る。

やがてその需要の拡大 と環境財特有の差別化 ・財変

化 は、多元 価値社会へ向かえ ば向か うほど、 きめ の細

かい供給 へ と合理化 し、公益型供給か ら、結合型供給

(第3セ クター)、 民営私益型供給へ 、 と民営 化一 般

証券化を進 め ることにな る。

そこで は、公共事業 も環 境 行政 も 「基準 行政 」 で

「規制行政」で ある必要 はな い。予算 や権 限の ほ しい環

境論、体制に対す る批判科学 と しての環境論や研究費

目当ての環 境論か ら一 日 も早 く脱 出 して 、これ らを折

り込み済みの経済社会 システムに脱皮 したいものである。

(7)高 い流動性 を もった経済社会 システム

そ して この 「証券化」 の意味 は、単 に新 しい証券市

場 の形成 とい うだけで な く、 それ こそが、 「新 しい金

融 システムの将来像」 と して、一金融分野 の改革課題

ではな く、地球 システムの連続的再開発 による流動性

の高 い経営 を可能 にする、新 しい経済社会 システムの

形成 へ向 けて、 その弾力 的運行経営 の責任領域 と して

の、財政金融 のメカニズムを形成 する もの とい うこと

になるで あろ う。

証券市場の経営や資産管理 の新 しい業態 が生 まれる

可能性、財政 や通貨管理 の方法 に も大 きな変化が新 し

い シナ リオと して予測 で きる。

政策学研究 における未然 に備 えての基礎研究 の意味

か らいえば、人類社会時代 の経済社会 システムにつ い

て、個 々に観察 される限界 的変化 の意味 を、 もっと も

単純 に整理 した仮説 か らこのよ うに多 くの発見 と改革

の目標 に光 を当てる ことがで きるとい うことを理解 し

て もらえればよいだろ う。

次にこの 「法人 モデル」 と 「証券化 のモデル」 を組

み合 わせ て もう少 し具体 的に、 第2編 で報告 された シ

ンプ トムと しての諸変 化の意味を考えよ う。

3,エ コ社 会 の ソ ー シ ャル フ レー ム ワ ー ク

ここに ソーシ ャルフ レームワークとは、J,R,Hi

CkSの ソーシ ャルフ レームワークを想起 して もらえば

よいで あろ う。

両法人 の生 み出す ものは、 エコ社会 の 「社会構造 と し

て のソー シャルフ レームワーク」で あ る。

公益 法人 の体系 の生み出す ものを、 「政 治構造 として

のソー シャル フレームワーク」 と名付 け る。

私益 法人 の体系 の生 み出す ものを、 「経済構造 として

の ソー シャルフ レームワーク」 と名付 け る。

「政治 の市場化」、 「経済 の市場化」 の概念 を取 り入

れ て、両者 を併 せて、 ス トックと しての 「市場経済構造

としての ソー シャル フレーム ワーク」 と呼 んでお く。

「組織創造 の理論」 による 「法人創 造」 によ り、有 限

の地球 において も、 この ソーシ ャルフ レー ムワー クは無

制限 に重層複合 的に拡充 され る ものである。

主体性証券 の総体 をシステムズエ ン ドウメ ン トの価値

の総体 として、 「市場経済構造 としてのソーシャルフレー

ム ワー ク」 の 「システム価値構造」 と呼んでお く。

人 間生態 の もっている全 システムの価値をどう見 るか、

ど う計 るか とい う困難 な問題 はあ るとして も、理論 的抽

象価値 として、 これを認 める ことはで きるであ ろう。今

日ではそれは地球 システムの全価値 を人間の 目で 「価値

のエ ン ドウメ ン ト」 として認 める ことに等 しい。地球 シ

ステ ムの経営 とい うときには、 この経 営 と発展を いう訳

だ し、 人間に とって 「かけがえのない地 球」 とはまさに

これであ る。

その存 在の条件 を守 り、 その運営、 発展を図 る人間生

態 の文 化を創造 す るのがその経営 目標 で あるの はいうま

で もない。

ここに システム もまた生 産物 としての経済財で あると

いう概 念 に基づ き、その成長 を 「システ ムズグロース」

とい う。 システムズグロースは 「システ ムの創造(生産)」

とその 「システムズ インテ グレー ション」 によるところ

であ る。 フローの経済循環 を論 ず る前に、先ず このこと

を念頭に して置かな くてはな らないであ ろう。

市場 経済構造の ソーシャル フ レーム ワークとは、地球

システ ムの経営体 と しての特色、 この価値の構造が もっ

てい る 「主体的構造」をい うのであ る。

一般 証券の総体 は、 この 「地 球 シス テムの価値の総体」

をその経営体 と しての経済循環 の運 行の 目で見 たときそ
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の運 行のために投 入 され る、 「フロー化 され た価値 の総

体」 であ る。 それが ス トックと しての主体的証券価値 と

の相関で きまるものであ ることは成長理論 における資本

係数の議論 と同様であ る。

人類社会を地球 システ ムの経営の責任主体 と見 たと し

て も、今 日の ホロニックな社会経営 の思想か らいえば、

自然循環や緑の社会を人類社会 と共生す るそれぞれの社

会の主体性性 として認識す る。 このことは これ ら共生す

る各種社会 の擬制法人化 した主体性証券 の価値 はス トッ

クと しての 「地球 システムの価値 の総体」 に含 まれ る。

例えば、私的生命保険で、 ある人 が自己の生命 を 自己

評価 して、保険加入 した らその価値 は計上 できるが、未

加入の人の存在価値 は計上で きない。社会保 険では生命

価値 を 「仮設的価値」 と して仮設 して システム設定 をす

る。組織 の リーダーは内 に対 しては公正 な行動 が要 求 さ

れる、 とい うのと同 じで、地球 システ ムの経営主体 とし

て の人類社会 は 「植物社会」等 に対 して、 「公正 な仮設

的価値」 を認 め、 それを公正 な地球 システ ムの経営 すべ

き価値 のエ ン ドウメ ン トに加 えな くて はな らない。 しか

し経営体 としての運行 において 「顕 現 され る価値」 は、

市場評価 において支払 われた フロー としての価値である。

どの様 な保 険 システムでカバー してい るか によ って犠牲

者 に支払 われ る生命価値 が決 ま るよ うに、地上のそれぞ

れの地域 が、 どうい うシステ ムで これ ら擬制法人主体 の

主体性 証券 をカバー してい るか は各種主体性証券の価値

に反映す ることにな る。 また どれだ けのものが支払わ れ

るか は、その参加 して いる市場 システムの価値 によって

異な る。一般証券の価値 は したが って、単品 と して の価

値 とその市 場 システムの価値の相関 と して定 まるという

ことにな る。

そ こで一般証券の価値 は 「地球 システムの市場経済構

造」の中 に、実際 に形成 され たそれ ぞれの自律的 に発展

す る力 をもった経済循環 と して の 「市場 システムの価値」

(生産物 と してのシステム)に 配 当された生 産資 源 と、

単品 と してのその証券 の生産 に配 当された生産資 源の価

値 との和 にたいす る市場選択価値 によ って定 まる とい う

ことになる。

この生産資源(か っての土地 と資本 と労働 そ して現代

で は これに知識が加 わる)の 価値 の総体 として、一 般証

券 の価値 の総体 の持 つ構造 を生産 資源価値 の構造 として

の ソー シャル フレームワー ク」 と呼ぶ こともで きる。

両証券 の経済価値 の総体 を合 わせて、その構造 を、
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「ス トック」 としての 「経 済価値構造 としての ソー シャ

ルフ レーム ワーーク」 と名付 け る。

前者 の 「システムズ グロース」 と後者 の 「イ ンカ ムズ

グロース」 が 「フロー」 としての付 加価 値であ ることは

い うまで もない。

仮設 的に設定 された地 球 システムの価値の構造であ る

「市場経済構造 としての ソー シャル フ レー ムワー ク」 と

実際 に市場 で実現 された価値の構造で ある 「経済価値構

造 と しての ソーシャル フ レームワーク」の構造の差 は、

地球環境 や世 界の現状が人間 のエコロジーと して の文化

として、文化 的に、社会的 に、政治的 に、生み出 した前

者 の構造 を、 経済活動 の 「外部 経済 」 と して どれ だ け

「内部化」 したかを示す もの に他 ならない。

有 限の地 球 というよりも、今 日で は、前者の システム

構造 の制約 の方が後者 のフローの経済循環 の構造 によ り

よ り大 きな制約 になって いるといって もよいで あろ う。

地球環 境の人間的次元 の最大 の課題で ある。

制約 という意味 は次 のようである。

グローバル コ ミュニケーションの全体系が地球をカバー

した といって も、諸国民 の双方 向型対話 とい うだけでな

く、動植物社会や、 自然循環 が人間社会 に 「語 りかけて

い るもの」(例 えば、森林 の消滅、地震 や、風水害など)

を聞 き分 けて、 これに 「語 り返す」双方向性では 「コミュ

ニケーシ ョンの一般市場構造」 の システムと 「地 球 シス

テム」 の間 には、 まだまだ大 きな隔 た りがある。擬人 的

にで もこれ らに社会主体 と しての 「法 人格」をみとめて、

コ ミュニケーシ ョンの一般市 場体系 に取 り込 んで いこう

とい うのが ここでの試 みだ。

なお、合 わせて市場経済 構造 とい う意味は次 の通 りで

ある。

そ してこの垣根 を取 り払い、双方 向性を実現 しようと

い う意味 において、両 法人の相関の上に実現す る政治構

造 ・経済構造 を合 わせた ソー シャル フ レームワー クとみ

て、 「市場経 済構 造」 と呼んでい る。合わせての意味 も、

主体性 を認 め、 コ ミュニ ケー シ ョンを認め、政治構造 と

してのフ レー ムワークを公益法人の間 に認めたとして も、

私益法人 の間に成 り立つ経済構造 との相関があ って成立

す る 「政治の市場化」の上 にな り立つ ソーシャル フ レー

ムワーク と して、 は じめて 「市場経済構造 と して の ソー

シャル フ レームワーク」 というところにあった。並列 で

はないのであ る。 これが、合わせて の意味で ある。

さて この基盤 と しての地球 システムのフ レームワーク



は、諸法人 の相関 の上 にいわば 「市場経済の世 界」 とし

て存在 はす るが、 これが 「経済 価値」の 自律 的発展の構

造 となるためには・そ こに諸 法人が協力 して創 る・経 済

循環が可能 な・ っま り交換 が可能な 「市 場の システ ム」

が形成 されな くてはな らない。開発の 目的はそこにある。

情報や政治 的価値 交換 は・秩 序 と しての 「構造」 は創 る

が、 「構造変動」 は この 「市 場 システム」の 自律 的運 行

が生み出す経済循環 の 「連 続的再開発の発展力」によ る

ものだか らであ る。 この システムもまた、 「協力 して」

創 る生産物 としての間接生 産性 と しての経済価値を持つ。

(資本装 置や知識装 置に支え られて いる。)

その上に、諸 法人が 「競争 して」創 る生産物の直接 生

産性 と しての経済 価値があ る。 これ を一般証券 と してみ

るとして も、 前者 が ス トック証券(資 産証券)、 後者が

フロー証券(生 産物証券)で あることはいうまで もない。

「和」 としての価 値 と見 るというの もこれで ある。

両者を分けて考え たとき 「システム価値構造 と して の

ソーシャル フ レームワーク」(ス トック証券構造 とその

市場構造)と 「生産物価値構造としての ソーシャルフレー

ムワーク」(フ ロー証券構造 とその市場構造)と の 「構

造の差」 は 「市場 システ ムの失業」であ る。

例えば、 「協力」 してせ っか く創 った 「オ ンライ ンシ

ステム」を、 「競争」 して活用 して、 マネーフローを拡

大すべ きなの に遊ばせて いるような もの である。 システ

図の1

ムネ ッ トワーク時代 の新 しい 「失業概念」 である。 この

失業が多 いと立派 なシステム も手数料 に反映 しないか ら、

競争 して マネーフローを稼がね ばな らない。

生産資源(昔 流 にいえば土地 と資本 と労働、現代 で は

知識が加 わる)は 、 「市場経済構造 の維持拡大」(公 益

主体証券)、 「市場 システ ム価 値 の生 産 と その発展 」

(両主体証券、 ス トック証券)、 そ して 「生産 活動 とそ

の発展」(フ ロー証券)の 三者 の生産 に投入 されな くて

はな らない。昔 の、税金 と資本蓄積 と消 費であ る。 だが

いま植物社会 と自然循環 という新 しい主体性 を設定 して

それ らと貿易関係 を結ぶ だけでな く、 それ らの主体 的発

展を管理 し、 それ らと共生 して い くとす れば、た とえ三

面等価が成 り立 つと して もその内容 を変 えて行 かな くて

はな らないのは当然 である。主体性証券市場 と一般 財証

券市場 の両面 に対 して一般流動性 コ ン トロールの金 融政

策が ど う動 くかが金融政策 の中心課題 とな るの はい うま

で もない。今 日の株式市場 と金利 の関係財市 場 と金 利の

関係、為替 と金利 の関係 といった金融政 策の場面 には多

くの構造 的様が わ りが見込 まれる。 中央銀行 の役割 も変

化せ ざるを得 ないであろう。各国中央銀行 の主体 性証券

の価値 も相対化 させる ことになる。

いま上述 の議論 を もとに、 これ らを概念 図 として図示

すると次 のよ うになる。

エ コ社 会 の ソ ー シ ャル フ レー ム ワー ク
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図 の1で は 政府 や非営利NGOと 想定 され るすべて

の、公益主体 の活動量域 として、市 場構 造 システ ム形 成

(市場創造 の条件)を 位置 づけたが、 外 部性創 出 とい う

ときには、私益主体 の活動 の存在、 その社会性、 公共性

による競争 と協力 による市場 の成立 それ自体 が外 部性を

創出す ることは、 明 らか なので、 それを補完 す るもの と

して の理解 である ことはい うまで もない。 エ コ社会で も

「小 さい政府」可能 な限 り 「私益法人 の活動 」 の総体 と

して その ソー シャルフ レーム ワークが成立 す ることが望

ま しいのはい うまで もない。 だがそれ は社会秩序 として

の ソーシ ャル フレームワーク としては、 「均衡静止状態」

の それであ り、動態 的秩序 と しての連続 的再 開発 を含む

ソーシャルフ レームワークと してはそ こにいた るシステ

ムズグロースのためのコ ミュニケー ション調 整機構がい

るので ある。

なお このモデルで は、公益主体 と私益主体 の二 つを仮

設定義 したが、著者 の別 の著書 「政策手 段主体論」 で述

べ たように、公共 目的 を持 った私的経済主体 を創造 投入

し、 目的 を果 たすと私益主体 に戻 る、 またその逆 とい う

ことも成 り立つ、両者 の関係 もあるのであ る。

これ ら諸構造 の関係を の間系 を知 るために、 図1の 二

重枠の部分 にっ いて、 エコ社会で の発展 力の変 化を さら

に図の2で 検討 しよう。

図 の2.エ コ社 会 の ソ ー シ ャル フ レー ム の発 展 力

A.地 球 シ ス テ ム

B.エ コ社 会 の ソ ー シ ャル フ レー ム

C.コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン市 場 の市 場 構 造

D.経済価値構造の規模と範囲

E.経 済循環の 自律性

E…

DI・

C・ ・

BI…

A

－ → 発展力大
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図の説明1.

エコ社会の ソーシ ャルフ レームの運行条件 は、 コ

ミュニ ケーシ ョン市場 の市場経済構造 の比重 が高

い ほど高 い。

(グローバ ルネ ッ トワークの コ ミュニケーシ ョン

の重 要性)

図の説明2.

エ コ社 会の ソー シ ャルフ レームの経済性(経 済価

値)は 、 コ ミュニケー ション市場構造 の中 で、経

済 価値構造の比重が高 いほど大 きい

(証券 化 ソフ ト市場のシステムズイ ンテグレーショ

ンの重要性)

図の説 明3,

エ コ社会の ソーシ ャルフ レームの発展力 は、経済

価値 構造の中で、経済循環 の自律性構造が大 きい

比 重を持つ ほど高 い。

(私益主体の活動か外部経済 の内部化を進 めるこ

との重要性)

図の2か らも明 らかな ように、 エコ社会 のソーシャル

フレームの 自律度 は、経済循環の 自律性構造の比重が高

い ほど大 きい。すべて の開発努力は、エコ社会の ソーシャ

ル フレー ムワー クを経済循環 の自律性で カバ ーす ること

であ り、 地球 システムをエコ社会 のソーシ ャル フ レーム

ワークに取 り込 む ことであ る。

それで もな ほ、宇宙への開放体系 と して の地球 システ

ム とい う課 題が残 る。 この ことはまた あとで説明す るこ

とにな る。

っぎに、 エ コ社会の ソー シ ャルフ レームワー クの 「市

場経済構 造」 と しての システム創 りと、 「経済価値構造」

の システム との関係 をみてお こう。

そのために は、前章で取 り上 げたところだが、「コ ンフ

リク トの存在」 とその解消か ら論ず るのが便利であろう。

集団 か ら法人 が生 まれ るには、法人内 コンフ リク トの

解消が第1で あ る。(個 体法人の内的葛藤 もふ くめて)。

ど うした らよいか分 か らな いとい うことか ら来 るコ ンフ

リク トを 「未知 の コンフ リク ト」という。鋤 哉原理によっ

て これをカバーす るとき、 ルールにもとず く法人形成 と

な る。 だがそれは組織的 コンフ リク トの解消であ って経

済的解消 で はない。贈与 の経済学 は愛情原理 によるとこ

ろである。



動物愛護や植物愛護、環境愛護 も同様 である。愛情原

理は人間的健全 の内で はあ るが社会 的健全 の もう一方 の

原理 「科学的 に正常」 に とはいいがたい。法人間 ではな

ほさ らである。参入 ・退 出自由の法人 間にあってシステ

ム形成 を可能 にす る組織原理 を求 めると した ら、 なにが

いるのか。価値 の 「証券化」 とい うよ うに、 ニーヅか ら

の需要創造、 そ して供給創造 、 と開発活動 か行 われて、

「既知 の コ ンフ リク ト」 とな る。 ここか ら始 ま るの が

「需給近接性」達成 の開発活 動であ る。 ここまで きて コ

ンフリク トの解消 の努力 は、 「既 知の コンフリク ト」解

消の努力 「市場創造活動 」に代置 され る。 あ らゆる悲観

は楽観 と努力 に置換 される。

ここでは 「新証券創造」 とその 「市場創造」 とい うこ

とにな る。 「市場 システム構 造」 と しての ソー シャル フ

レームの形成 である。 だがその シス テムズグ ロー スは、

例えば賃金一定 の下 での雇用機会 の増大、 したが って経

済発展 とはすなわち人 口の増大 とい うことにな る。人 ロ

ー定で生活水準 の向上 、長命化 とな るために は生 産性の

増大が無 くてはな らないの はい うまで もない。協 力の原

理であ るいは公益 原理 で市場経済構造の フ レーム ワーク

拡大があ って もそれは競争原理に よる生産性向上 が伴わ

な くて はな らない。 ここに経済価値構造の フレームワー

クとの相 関を取 り上げ る意味が ある。

図の3を みよ う。

図の3で は、植物法人 を加えた場合、 そ して地球 シス

テム全体 としてみた場合、 と市場 システ ム構 造を拡大 し

てい った とき、価 値生 産性(対 角線 の勾配)は 上 昇す る

よ うに描 いてあ る。

地球環境 問題 やエネルギー ・資 源問題を含む 「エ コ社

会」 を実現 して いった とき、 「エ コ社会 の ソーシャル フ

レーム ワー ク」が こうな るような、 「価値 の創造」がで

きるか、それ とも右下 が り(価 値 生産 性下落)と なるか。

45度 線以上 にな るに はどうす るか。 これが人間的 にも、

また人間社会 として も 「健全な発 展」 を 「持続的発展」

として求め ることの 「真の意味」 であ る。

4.「 法人化」 と 「証券 化」、その諸 相 につ いての検討

さて、法人化 と証券化 というキ ーワー ドを もとに もっ

とも単純な モデルか ら、当面す る課題 の理論的検討 を進

めて きたわ けだが、 これ を具体的主体形成や新証券 の企

画 に結 びつ けて い くたあ にはまだ まだ多 くの研究課題が

あ る。

シンプ レス トモデルの役 目はあ くまで課題 の本質 と全

体像の理解 にある。 しか し現代の新 しい経済社会 システ

ムの求 め られて いる、 あるいは目指 して いる方 向につい

ての 「発想 の転換」や 「研究 目標の展望」 を得 た上 でい

ま少 しその敷桁 を計 りた い。

図 の3.市 場 シ ス テ ム構 造 の フ レー ム ワ ー ク と経 済 価 値

構 造 の フ レー ム ワ ー ク

経

済

価

値

楢

造

地 球 シ ス テ ム(Gio)

エ コ 法 人社 会(Bi

(人 と 緑)

人間法㌢

(1)公 益法人 とその主体性証券 の市場性

公益法人 とい うとき、 ク ラブとその会員権 を想定 す る

ことか ら始 めよ う。

サ ミッ トや国連 もまたク ラブの一つ である。 だがその

会員権 には市場性 はない。 だが歴史的 に見れば、 国々の

間で成立 した クラブの会員権 が交換 された、または売買

された例 がないわけではない。

国民 の市民権 について は、国籍 の売買 の市場はないが、

現実 に、移民、帰 化、亡命、難民 など、人口移動や多国

籍市民 の成立 な どの現状 があ る。

国 内で も本籍 、住民票 な どが売買 の対 象 とな る証 券 と

な った例 はない。 その移動 にっいては、参入、 退出 は自

由で あ り、 法人 としての自治体 の主体性 はそれに よって

大 き く変 わ る。過 疎、過密 の変動が あ る。多重参加市民

社会 の議論 も存 在す る。 ク ラブの会員 権証券の売買相続

市場 シ ス テ ム 構 造 は 自 由 で あ る。
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図の4.公 益法人(ク ラブ)の 会員権 とその証券化 の内容

1

2

3

4

5

6

7

法人種別(会 員団体)

グ レ 一 夕 ー フ ァ ミ リ ー

グレイ タ一八 ウスホール

ド(理事 会)(共 益費)

クラブ

(ゴル フクラブ会員等)

(会費)

(理事 会)

自治体(市 民)

(地方税)

(地方政府)

国

国際機関(地 域 ・分野)

加盟と出資

理事会

国連機関

加盟国と出資

理事会

会員権証券の市場性

血縁市場(相 続)

同居人 ・同 じエステー ト

内 の地縁市場

a)会 員資格 の限定市場

b)無 資格 の公 開市場

c)サ ー ビスのみ公 開

(ゲス ト)

a)市民縮は自由参入退出

地縁市場

b)多 重参加市民社会

複数の都市の市民

a)自 由参入退 出制 限

地縁血縁 による国民

b)一 一部多国籍市民

c)閉 鎖市場

a)非 公開市場

b)参 加退 出可能

c)参 加資格(個人～法人)

a)国 の加盟

b)会 員権 の制 限

c)退 出自由参加制 限

説明:会 員権市場 は極 めて限定 され ている。 だが、各非

営利法人共、非主体性証券 を債権 と して発行 で き

る。国債、地方債、 その他団体債、今 では個人 の

銀行債務 も一般証券市場で流通 してい る。債券 管

理を債権者 にされ るほどになると、法人主体性 も

制限 され るが、 これは例外 的だが現実 には半独 立

国や系列化が存在す る。

(2)私 益法人と株式市場(営 利法人と会員権市場)

出資者を会員として成立する営利法人であり、組合型

から株式会社型、混合型の特殊法人などが派生している。

図の5.私 益法人 の証券化

法人種別

1.家 業(便 宜法人)

家族 出資

2.組 合

組合員 出資

3.非 公開株式会社

4.株 式会社

5.混 合型特種法人

市 場

非公開

a)組 合員 は会員制 よ り限定 的

b)合 併、株式化 か進行 予定

a)設 立会員

b)非 市場取 引

a)市 場 への上場取 引

a)政 府規 制

b)政 策 目的の市場 がある こと

あ り

c)退 出不 自由
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説 明:営 利 目的に加 えてその他 目的を持つ混合型が多 く

み られる。

また これ ら種 別の間 にはグループ化や移動がある。

また意思 決定(総 会への参加)よ り非主体的一般

証券化 した証 券 と理解す る立場が増大 して いる。

(3)非 主体 的一 般証券 とその市場

意思決定 に関係のない流通性を中心 と した経済価値支

配証 券 と見 る。

図の6.一 般証券 とその市場

証券種別

1

2

3

4

5

通貨

金融流通商品

商品証券

資産証券

(債権証券を含む)

権利証券

(特定取引に対し

て成立)

国家間の権利証券

(例は賠償債権)

市 場

一般流動性の中心

為替市場

物的商品市場 と対応

労働 ・サ ービスも貨金証券 と し

て対応 して いる

物的資産市場と対応

抽象財としての市民的権利市場

と対応

課税権の譲渡その他が行われる

(非市場営利取引)

説 明1):非 主 体的証券 は、市場で流通 し 「得 る」すべ

ての財 ・資産を証券化 して考え ることがで き

ることを示 して いる。

説 明2):非 主 体的証 券市場 と主体的証券市場 は、市場

として区別 されて いた。 しか し通貨市場、金

融市 場、商品市場 に対 して、証券市場を考え

債券 市場資産 市場を考え るというのを改めて

す べて 「証券 化」 して考え るとすれば、市場

の一 般化 こそ証券市場 とみ ることがで きる。
,

説 明3);し たが って経済社会の運行 を全体 として市場

メカニ ズムで考えて い くということは、すべ

ての ものを 「証券化す る」道を拓 く必要が あ

るとい うことで ある。



(4)証 券化

よって、証券化 ということは、経済社会 を全体 と して

法人社会 と して再編 成 して理解す る ことによ り・ その法

人 の主体性の基礎 とな って い る主 体性 証券 と、 財 証券

(一般証券)っ まりその法人 の発行 す る流 通証 券資 産証

券が合わせて経済循環 を形成 して い る。

市場体系の構造 と考えれ ば、 「証券化」 を柱 と して人

類社会全体 の経済社会 システム とその運行 を 「証券市場

化」 とい うキーワー ドの下に描 ききることができる。ソー

シャルフ レームワークを 「構造体系」 と見 るのでな く、

「構造変動の動態的連続的再開発 の体系」 と見 るな ら、

市場体系 と市場へ の回帰、市場 の創造 と考 え る 「調整 の

体系」 こそ新 しいソーシ ャル フレー ムワークと見 なけれ

ばな らない。(前 章図 の6調 整の体系参照)。 これは ピッ

クスの書物 の批判で あ り現代化 であ る。酒井 「構造学説」

に対す る、藤井 「構造変動学説」 であ った。

と考 え、社会経営 の立場で これを取 り上 げる ことが地球

環境問題以来 の地球 システム経営 の方法 であ った。 これ

を理論 モデルと して 「法人化」 と 「証券化」 として検 討

して きたのだが、 それでは現実 に法人化 としてい くとし

た らどの様 な道筋 が考 え られるか。

その三 つの社会(人 間、緑 と自然)の 経済 関係 にはど

の様 なっなが りがあるのか。 それを経済循環 として市場

化 してい くとした らど うい う分野 に技術開発 の重点 をか

けていけばよいのか。

また証券市場化 した経済循環 を成立 させていくために、

どの様 な付加価値 を もとに証券価値形成 と市場形成 を考

えればよいのか。

第2編 の研究 か ら概観 してお こう。

繰 り返 すまで もな く、 ここか らどの様 な法人 を創 り、

どの様 な証券 を生 み。 どの様 な業態 を築 くかは、起 業活

動 であ り証券 開発 であ り、また経営 ノウハ ウの問題であっ

て、基礎研究 の課題 はその条件開発で あ る。

5.地 球環境問題 の経済社会 システムへの 「内生化」

1)地 球 システムの法人社会 システムへ拡充

既 に見 てきたように、動植物 や自然環境 もそれぞれ一 次表(図 の7)に よ って説 明 しよ う。

っの社会 と して、 ホロニ ックな地球 システム社会 の一員

図の7地 球 システムの法人社会 システ ムへ拡充

人 類社会 ・地球 システ ム

人

間

社

会

動

物

植

物

微

生

物

自

然

循

環

個 人

家 族

社 会

民 族

人 類

家 畜

動 物

森 林

疾 病

バ イオ

水 ・空気

の循環

災 害

人間社会

↓

奴隷解放

↓

人類社会の形

動物社会

植物社会

共棲社会

自然との調和

法人化の道すじ

家族法人

自治体法人

企業法人

国家法人

国際法人

国連

動物社会の

凝制法人化

植物社会の

凝制法人化

バイオ研究

自然の

主体性の認識

神から

凝制法人へ

ア イ デ ン テ ィテ ィ

↓

グ ロー バ リ

ゼ ー シ ョ ン

新しい

動

植物観

の成立

新しい

自然観

宇宙観の

成立
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説明1)奴 隷 を人間 と して商品か ら解放 した人類 は、猿

の社会 の研究 か ら動物 に も社会が あると認 め、

さ らに植物社会 を認 めるにいたった。環境論 的

アプ ローチが生 まれ た。

説 明2)人 間社会 を人間の主体的努力、生態学 の領域 と

して の人間か ら、人間が創出 した社会 システム

と しての法人社会 の運行が、市場 メカニズムを

中心 に もって いる動力を運営す るにいたった。

そうだとすれ ば、動植物 に も意思 と擬制法人 を

認め ることも可能で あり、 自然 につい て もその

の方向を拡げ ることがで きる。風水害対策基金

な どの新 しい考え方 が生れ る。

説明3)人 間 の法人社会が、多重参加、企業 グル ープ経

営、異種事業体 のグループ経営 と進んで きたの

な ら、人間の法人社会 と動植物の法人社会 ・自

然の システムの法人社会の多重参加、異種事業

体の グループ経営化 を進 めることも可能である。

2)環 境財 ・環境資産の経済財 ・経済資産への変換

及 び経済 財 ・経済資産への環境財 ・環境資産へ の組み

込 み

前章 で提示 した図 を図の8と して もう一度利用 しよ う。

地球 のエネルギーバ ランスの図で あるが、 まず これか ら

三 つの開放体系か らな る、 つ ま り三 つ の社 会 か らな る

「開放体系 の地球 シス テム」を理 解 して もらうことになる。

したが って この三 つの社 会の経済関係 は、投 入産出の

関係で示 してあるが 「貿易 関係」 と見 ることがで きる。

酸素炭酸 ガスではないがそれぞれの生産物が完全に特

化 している貿易で あ り、 かつ後進 国援 助 と同 じで、相 手

国 に豊か にな って もらわない とお客を失 うだけでな く生

存 できない。相手国 の主体性 を尊 重 し、その 自律 的発 展

を助 けなが ら貿易 を続 ける他 はない。 この思想 で図の説

明にある技術開発 を進 めるだけでな く、相手社 会の主体

性 を確立す る法人化。証券化 をする ことが実 は自国の省

資源省 エネルギーになる ことを知 らな くてはな らない。

3)社 会 システム改革 による付加価値

環境財、環境資産 の付加価値 についての検討 は、さ ら

に一般財 との代替財関係、補完財 関係 とした ときの付加

価値 の検討 とな り、 さ らにはエ コ社会 の社会改革 に伴 う

付加価値構造 の変化 となる。 この閉経 を明 らかにする こ

とは証券化 の条件作 りで ある。図 の9を みよ う。

図 の8地 球 の エ ネル ギ ー バ ラ ン ス

Ear†hSystem地 球 シス テム
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図の9市 場化の条件

在来市場
への

付加価値

経済財への

付加性質

通貨価値

商品価値

資産価値

法人価値への

付加価値

国籍の価値

市民権の価値

企業価値

クラブの価値

法人債券の価格

収益性をこえる

人気市場性

環境財 環境資産

歴史的時間的条件

安全性装備

文化性装備

社会性装備

知識装備

技術装備

〃

歴史性(人 に語れ る)

社会性(ス テータス)

文 化性(ラ イフスタイル)

空間的条件

1)社 会資本 装備率

が高い

2)社 会的知識の

装備率が高い

3)社 会的環境装備が

高い

くらしやす さ

アメニテ ィ

景観

省 エネル ギー

立地 メ リット

グローバ ルネッ ト

ワークの中での

相対立 置の優位性
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4)環 境 を含 む付加価値が生 み出す証券 価値形成 と市場

形成

いま湖の証券 化と市場化 を市場創 造の体系 としてみ る

と次図の10の よ うに概観 で きる。

6,結 論

図 の10証 券化 と市場化

一

需 要

創 造

供 給

創 造

需給近接性

の達成

証 券 化

抽象財を含む需要の形成

喚起、ニーズか ら需要へ

環境財を含む一般 商品化

を証券新商品創造

規制の撤廃

既i鞘1構 造の リス トラに

よる他分轄旺券の形成

新ボル トフォ リオ

証 券 市 場 化

需要の時間空間的は位置に

より、市場化ができる規模

範囲を形成する

歴史的時間的空間的ネ ット

ワークによる市場形成

市場の垣根の撤廃

市場開拓の自由化

市場情報の自由化

市場ネットワーク

1)環 境問題の解決は、 市場 メカニズ ム、特 に証券市場

形成に より、環境分 野への資金の流 入環 境分野の市

場への取 り組みを促進す る他 はない。

2)金 融 システムの将来 はこの法人体制の再編 による新

しい証券化 とその市場形成 にある。

3)そ れ は、一金融 システムや環境管理 システムの問題

より、 よ り大 き く人間社会の法人 システム、国家 や

社会 の巨大 な リス トラの方向 に進 む中で解決 される

課題で ある。 この必然 の方向 に未然 に備 えるために

は、現存社会経済 システムの転換、 ソフ トラ ンデ ィ

ングの方法 を求 めざるを得 ないで あろ う。
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第1編 エコ社会の経営 と市場創造

第8章 新 しい証券市場の創設 と環境資産管理

楠本 博

第1節 新 しい証券市場の創設

1,証 券市場 の一般 的特徴

楠本 博

一般 に広義 の証券市場 は、 まず主 と して証券会社 がか

かわ る債券市場 と株式市場、 また主 と して金融機 関がか

かわる金銭債権市場 と証書市場、 さ らに主 として商業 や

製造業 など一 般企業 がかかわ る商 品証券市場 と倉 庫証 券

市場 の3っ か らな りた って いる。 こうした広義 の証券市

場 は、証券 ・貨幣 ・商品の売 買業務 に関係 す るだけで、

売買業務 の う しろにあ る生産 ・消費活動 に直接 関係す る

ことがない。それ故、証券市場 は、生 産や消費活動の結

果生ず る環境問題に はことのほか関心が薄 くな らざるを

えなか った。証券市場 のこう した一般的な特徴を見 ると

以下の通 りで ある。

まず、証券市場で は、証券 の開発や売買 の自由競争度

が高い ものの、 これ ら証券取引 の外枠 に当局 の規制 が入

りやす く、 その点で 自由開発度 が低 い。例 えば、証券市

場 の取引 は当局 が定 めた一定 の制度的 な枠 の もとで とり

行 われ る し、 また証券市場 の動 きに対 しては、 当局 が常

に監視 の目を光 らせてい るし、 また投資家保護 な どの よ

うに証券 を購入 す る側 に安全措 置が取 り入 れ られてい る

し、 さ らに証券取 引の決定要素 であ る金利 や通 貨量に対

しては当局 が金 融財 政政策を通 じて適 宜に介入 して操作

しうるとい う状況であ る。

こうした規制や操作が、証券市場 での関係者 にとって

は一種 のモ ラルハ ザー ドにな った。 すなわち関係者 は、

規制や操作 に反す る姿勢 をと らない限 り、証券 の開発 や

売買 につ いて何 をやって もよいということになった。 こ

の結果証券市場 は、一一定 の基準 を満 たす証券 の開発 と売

買 に専門的 に専念 するよ うにな り、 そう した証券 がた と

え外部経済 に負荷 を もた らす企業 によって発行 された も

のであって も、証券市場関係者 に利益 を もた らす もので

あればそ うした証券 を積極 的に とりあげ るよ うにな って

しま った。

次に、証券市場 がど う して もいわゆ る実物 市場に対 し

て従 た る地位 にたたざ るを得 ず、生産 ・消費活動を指導

しえない受身 の立 場にたた ざるを得な いという事情があ

る。経済社会 の発展 は、消費が生産を創造 しまた生産が

消費を創造す るとい う相互作用 をベ ーースに、実物市場が

活性化す るとい う過程で ある。 こう した過程 をスムース

に進行 させ るために は、 いうまでもな く多額 の資金が必

要で ある。多額の資金 を調達 して くるのが、 それこそ証

券市場 の役割で ある。 したが って、多額 の資金調達 がで

きず、 また生産 と消費 の相互作用 に注文 をつけるよ うな

証券市場 は、経済社会 の発展 にブ レーキをかける もの と

見 なされた。'

こうした状況下 で証券市 場 は、資金 が何に使 われ るか

を明 きらかにせずで きるだけ高利回 りで投資家か ら資金

を集 め、一 方資金 が何 に使われよ うとも気にせずで きる

だけ低 コス トで企業 に資金を提供 し、 この結果拡大 した

資金取 扱量の増 伸で もって 自身の活動 のための収益をえ

るという立場にたっ ようにな った。こ うした立場 は、経済

社会 の付加 には血 まな こになって努力す るが、一一方経済

社会 の負荷 には目をつぶ るとい う、 いわば証券市場 のエ

コノ ミックアニマル化 を生 み出す ことになって しまった。

次 に証券市場の取引 は、取 引に基づ く収益 を低下 させ

る条件 のつ いた証券市場 か ら、 そ うした条件 のっ いてい

ない証券市場へ と移行 する とい う特徴 がある。例 えば、

環境管理面で厳 しい取 引条件 を設 けてい る証券市場 の取

引は、 そ うした条件 を設 けていない証 券市場 に移行 して

しま う。 また例 えば、環 境改善のために利益 の一 部をさ

いてい る企業 が発行 す る証券の取 引 は、そ うした利益を

すべて投資家に還 元 してい る企業が発行す る証券の取引

におか されて しまうおそれが ある。悪貨が良貨 を駆逐す
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るように、環境 に悪 い証券市場の取引 が、環境 によい証

券市場の取引を駆逐 す るので ある。

証券市場の取引が、 こう した性質 を保持 しているので、

証券市場が 自発的に環境 問題 に注 目す る とい うことはさ

しあた って考 えられない。結局、全て の証券市場 を環境

に悪 い証券市場 にした ままで環境問題 に証券市場 の外 で

対処す るようにす るか、すべて の証券市場 を環境 によい

証券市場に編成替え して環境問題 を証券市場 の内部 で処

理するようにす るかの いずれかを検討 することになる。

第4に 、証券市場は実物市場 とは違 って、 自律 的に活

況を繰 り返す機能を持 って いる。 そ うした機能 とは、企

業業績や景気動向 に応 じて証券 の回転数 を増節 させると

い う機能で あり、今一つは金利変動や相場変動 にそ って

証券 の需給を臨機応変 に調節 させ る とい う機能 である。

回転数 の増減 と需給の調節が常時行 われるたびに証券市

場 での取引が増幅 され、証券市場 は自 ら活性化 の道 を切

り開 くことがで きる。

こうした活性化 は、環境悪化 による経済社会へ の負荷

が増大 しようと しまいと、証券市場が いわば波 にのる と

いう形で展開 され る。

例えば、環境問題 に否定的 な行動 をと った企業 の証券 に

は売 り急 ぎが み られ、やが てその企業 が肯定 的な行動 に

転 ずるようになれ ば買 い急 ぎが み られる。結局、証券市

場で証券 の回転数が増加 し、証券市場 が活況 を呈 する。

つま り、環境問題 を材料祝す る ことによ り証券市場 がに

ぎわ うわ けで ある。 こう した証券市場 の姿勢 は、環境 問

題に対処す るとい うより、環境問題 をいわば悪用 す ると

いう姿勢で あるともいえよ う。

以上見 てきた証券市場 の一般的特徴 か ら判断 する と、

証券市場が 自主的 に、経済発展 に伴 う環境 への負荷 を取

り込 んで前向 きに対処す ることは難 しい といえよ う。 そ

こで、何 らか の行政措置や 自律措 置を制度 的に創設す る

ことによって証券市場が環境へ の負荷 に対 処 しうるよう

にすることが必要 である。

例 えば、証券市場が規制化 で安住 しやすい性格 にあ る

ことか ら、企業 の環境管理 の有無 を判 断 して証券市場 で

の取引が展開 されるよ うな規 制を設 け るとか、 また証券

市場が実物市場 に追随す る とい う慣行 を改めて、環境 管

理に考慮 を払 わない投資家 や企業 に対 して証券市 場が率

先 して指導 す るよ うにす る とか、 また環境 に悪 い証券市

場の改善 をはか るために、国 際的 な共 同ルールを作成 し

て証券市場 の グ リー ン化 の協調体制 を作 り上 げ るとか、

さ らに環境問題 を材料祝 する証券市場 の慣行 に何 らかの

ネガテ ィブ条項 を設 ける とかの対処 を考 え る必要 があ る

ので はなかろ うか。

2.発 行市場 と流通市場

以上広義 の証券市場 の一般 的特徴 を見 る限 り、環境 に

対す る負荷 を取 り込 む自主 的なイ ンセ ンテ ィブは乏 しい

といえよ う。 同 じよ うに、 狭義のいわゆ る証券市 場を見

て も、環境 に対 する負荷 が取 り込 まれ うるよ うな システ

ムにな っていな い。 これを見るために、 いわゆる証券市

場 を構成 す る2大 市場、 すなわち発行市場 と流通市場 の

あ りよ うに注目 してみよ う。

① 発行市場

発行市場 とい うのは、発 行体が証券 を発行 し、 証券会

社 が証券 の販売を引 き受 け、投 資家が証券会社 か ら証券

を購入 す るとい う一連 の過程 を通 じて、 生産活動 のため

の資金 が投資家 か ら発行体 にスムースに流 れ るよ うにす

る とい う機能 を持 った市場 であ る。 この機能がいかんな

く充足 され るためには、 まず発行 体が発行 した証 券を投

資家 が安心 して購 入で きるよ うにな っていなければな ら

ない。 そのための一 つが上 場基準 や起 債基準 であ る。次

に発行体 の証券 が完売 され るよ うにな っていなければな

らない。 そのための一 つが証券会社 によ る引受 サ ー ビス

である。

こうした基 準 は、生産活動 が旺盛でかつ収益力 の強い

企業 を選 良す るために設 けられており、また引き受 けサー

ビスは、 証券 会社 が こうした企業にいわば優先 的に資金

を流 すため に設 けられた ものであ る。い いかえれば、 こ

うした基 準や引受 サー ビスは、成長力の ある企業 に投資

家 の膨 大な資金を流すための隠れ蓑で もあ る。 したが っ

て隠れ蓑 をっけた発行市場 は、経済 発展 のための資金を

流 す太 いパイ プであ り、 パイ プ内の流量 を調節す るのが

証券会社 であ るといえよ う。

しか し、 こう した発行市場の機能 には、経済発展や成

長 が国民に福祉や豊か さを もたらすが、環境 にはさ した

る負荷 を もた らさない限 り大 いに歓迎 されうるという条

件 がついて いる。現代の ように、持続可能な発展が求め

られ、 また経済発展 は取 り返 しのっか ない環境へ の累積

負荷 を もた らす との危倶が叫ばれ る状況 では、上記条件

が満た されな くなりっっ あるといえ よ う。
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こう した変化 を考 え ると、発 行市場 も、従来のような、

経済発展や成長 だけを主 なる目的 とした基準 や引受 サ ー

ビスに頼 っているだけではすまな くなる。

つ まり、発行市場 も持続可能 な発展 のために機能 しう

るよ うに変化 しなければな らない。 そ うした変化 として

次 のような方 向が考え られ るのではなかろ うかb

す なわち、現代 の発行基準 に加 えて環境基準 を設 け る

という方向で ある。 しか も環境基準 を発行基準 よ りも優

先す るという方 向であ る。 したが って発行基準 を満 た さ

な くて も環境基準 を満 た しておれば、証券発行 は可能 に

な る。逆 に、発行基準 を満 た しているが環境基準 を満 た

して いない企業 は、 次に述 べ る証券会社 の指導 を受 けた

上で証券 を発行 しうる。今一 つの方 向は、証券会社 が引

き受 けサー ビスに加 えて環境 サー ビスを提供す るとい う

もので ある。 このサー ビスは、環境基準 を達成 していな

い企業がで きるだけ早 く到達 しうるよ うに証券会社 が行

ういわ ば環境指導 であ る。 したが って環境基準未達 の企

業が証券 を発行す る場合 には、 その分 だけ余分 の コス ト

がかか ることにな る。

② 流通市場

一般 に
、流通市 場には2っ の機能 があ るとみ られてい

る。す なわち、1っ は証券換金化機能で あ り、投資家 が

保有 して いる証券 を流通市場 でいっ で も現金 に換金 す る

ことがで きる とい う機能 であ る。今1つ は価格形成機能

で あり、証券 の売買価格 を売 り手 と買 い手が平等 な立場

で流通市場で合理 的に決定 で きるとい う機能で あ る。

ところで流通市場 の こうした機能が うま く働 く条件 は

何で あろ うか。 まず証券化換金 化の機能 につ いては、証

券の売買が成立す るよ うにな っていることが第1で あ り、

これ は証券市場 の発行基準 な どによ り担保 されている。

今1つ は、証券 の資産価値 が多少 の変動 を伴 いなが らも

許容可能 な範囲 に保 たれ うるよ うになって いることであ

り、 これ は当該証 券発行体 のキ ャッシュフ ローない し収

益が安定 して いる限 り満 たされる条件で ある。次 に価格

形成機能 については、証券 の売買 が集 中 して行 われ るよ

うになって いる ことが第1の 条件で あ り、 これは取 引所

な どが定 める制度 や規制 によ って担保 され ているのが現

状で ある。今1っ は、情報 が売 り手 と買 い手 の間 に公平

に流れ るようにな っている ことであり、 これ は、情報 が

証券を高 く売 りたい とする証券会社 や発行体 の中にとど

め られず に、公表 されるよ うになって いる限 り満 たされ
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る条件 であ る。

しか し、 こうした条 件 は、経済成長が実現 され また環

境への負 荷が さほど大 きくな い時代 には、不完全 なが ら

も満たされていたが、環境への負荷が大 き くなるにっれ

て満た されな くな った。すなわ ち、環境への負荷 が増大

し、企 業の環境対策 費が必要になるにっれて、現実のキャ

ッシュフローや収益 が本来の資産価値 を表 しているのか

どうか という疑 念が生 ず るようにな る。 こう した疑念が

広が ると保 有証券 の換金 化機能が滞 りが ちにな り、流通

市場の機 能に支 障が生 ず る。 また、環境へ の負荷が大 き

い企業 な どは、 そ うした情報を公表せず に証券 を発行す

るようにな り、 またそ う した証券 を売却す る証券会社 も

企業 との関係を考 えてそ う した情報をか くして売却す る

よ うにな る。 この結果 、売 り手 と買 い手 の間 の情報が不

平等にな り、 これが価 格形 成機能 に支障 を もた らす こと

にな る。

こうした支障を取 り除 くために は、環境管理や対策 に

ついてのデ ィスク ロー ズを企業 に徹底 させ ることが必要

であ る。 例えば、通 常のバ ランスシー トの他 に、環境管

理のバ ランスシー トを公表 させ ることが必要で ある。 こ

のよ うにすれば、環境 管理に適切 な配慮 を行 って いない

企業の証 券の資産価値 が いか に過大評価 されて いるかが

わか るし、 そ うした証券 の換金性を将来 にわ たって維持

す ることが難 しい との判断 もな され よう。 また、環境管

理 のバ ランス シー トが公表 されれ ば、証券の売 り手 と買

い手 が公平 な立場 で証券の価格 を評定す ることが できる

ようにな るだろ う。 こうした ことが、流通市場 の透明度

を高め ると共 に、流通 市場 に環境管理 の重要性を認識 さ

せ ることに もなる。

3.証 券市場 の参加 と環境管理

ところで、環境 にやさ しい証 券市場を育成 して いくに

際 して、証券市場 の参 加者等 はどの ような視点 を持 って

望 むべ きであろ うか。 以下 それ らを考 えることにしよう。

(1)発 行 体

発行体 は、証券市場 に証券を供給 す る主体 と して、従

来発行 証券 を、収益 の全てを投 資家 に還元す るいわば利

益証券 とみな してきたが、今後 は収益の一部を環境負荷

削 減に還元 す るいわばエ コ証券 とみなす必要が あろう。

そのための視点 と して次の2っ があげ られよう。第1は 、



収益第1主 義 を目標 に した技術革新 と同 じく・ 環境保 全

第1主 義 を 目標に した技術革新 に も注 力す るとい う視点

であ る。具体 的には、証券発行 で調達 した資金 は環境保

全の技術 革新 のために も投資 されねばな らない とい うこ

とであ る。

第2は 、証 券を購入 した投資家 への還元 は配 当金 や利

息だけに とどめ られるべきではない とい う視点 であ る。

収益第一主義 の世界 にあ って この視点 を具体化 す るの は

むつか しいか もしれない。 しか し企業 は、本 来消費者で

もある投 資家が負担 すべ き環境保 全のための費 用を、企

業が合理的 に代弁 しているにす ぎない とい うことを投 資

家 に何 としてで も認識 させる必要 があ る。

る。銀 行は企業への貸 し手 であ ることか ら、数 々の企 業

情報 を入手 して いる。 そ う した情 報の うち環境管 理に関

する情報 は、 どちらか といえば機 密性の少ない情報で あ

る。 こうした情報の公 開は、証券市場のグ リーン化にとっ

てかけがえのない もので ある。銀行の こう した姿勢 は、

やがて投 資家の グ リー ン企業への関心を高め ることに も

なる。

次に、銀行 自らが貸 し出 したりまた証券 を購 入 した り

す るときに、で きるだ けグ リーン企業を相手にす るとい

う視点 であ る。 グ リー ン企業向 け貸出や証券投 資の割 合

を公表 す る位 の姿勢 が ほ しい。 こう した銀行の姿勢は、

必 ず投 資家 は姿勢を変 えて い くもの と思われ る。

(2)証 券 会社

いうまで もな く証券会社 は、証券 市場の変革 を司 る主

役であ る。主 役の役割 は、証券市場 を 環境にや さしい

企業 いわば グ リー ン企業 が資金を調達 しやす い場に変革

することであ る。 そのためには次のよ うな視点 が必要な

ので はなか ろうか。

第1は 、証券会社 が証券 を仕入 れ る発 行市場にお いて

は、 グ リー ン企業 の発行 する証券 を出来 るだ け高 く仕入

れるような システムにす るとともに、一方 証券 会社が証

券を販売 す る流通市場 において は、 グ リー ン企業の証券

を投資家にで きるだけ安 く販売す るような システムを 目

指す とい う視 点であ る。

第2は 、証券会社が企業 の収益分析を行 う一 方で環境

分析をよ り徹底 して行 うとい う視 点であ る。企業の環境

憲章 はどうか、環 境監査は充分か、 ライフサ イクルアセ

スメン トはどの程度か、 グ リー ンマ ーケッティングの成

果 はどうか等々を分析 した環 境 レポー トを ディスクロー

ズ して、投資家の環境意識 を高め ると共 に証券市場 のグ

リーン化にっ とめ る必要があ ろう。

(3)銀 行

銀行 は、証券市場で は証 券の購入者 と して投資家 の立

場 にあるが、一方金融市場で は企業へ の資金供給者 と し

ての立場 に立 って いるので、企業 との関係で は単 なる投

資家の立場以上 に深 い関わ りを持 っている。 そ うした企

業 との深 いかか わり合 いを活用 して、証券会社 と共 にグ

リー ンな証券市場 を育成す る義務が銀行 に もあるといえ

よ う。 その義務 をはたす ためにも次 の視 点が必要である。

まず、企業 の環境管理情報 を公表す るとい う視点 であ

(4)投 資家

証券 市場の投資家 には2つ の タイプがある。すなわち、

機 関投資家 と個人投資家であ る。両投資家 とも投資先の

環境 対応に厳 しい判断を下す ようになって いる。 まず機

関投 資家 は、投資先企業の投資決定 にどのよ うな環境 リ

スクが含 まれて いるか、 また投資先企業の投資が どの よ

うな環境負荷を もたらす のか を見守 り、場合によ って は

そ うした投資行動に 自 ら介入 しな ければな らな いとの視

点を持つ ようになってい る。 こう した姿勢 は、適切 なと

ころに資金 を運用 しなければ ならないという受託者責任

を持 ってい る信託銀行 ・年金基金 ・生命保険会社等 に顕

著 に見 られ るようにな って いる。

一方個人投資家 も
、環境 に配慮す ることが必要で ある

との意識が高 まり、投資 をす る場合 に も環境 にや さ しい

企業を優先すべ きで あるとの見方が強 まって いる。恐 ら

く、環境 にや さ しい企業 は、本来の利益 を環境改善 に充

当 して いるのだか ら、環境対応が決着 しさえすれ ば永続

的な グ リー ン企業へ と躍進す るだ ろ うとの確信 に裏打 ち

されて いるのだ ろ う。

こう した個人投資家の意識 の高 ま りこそが、証券市場

のグ リーン化 を一層促進 す ることになろ う。

(5)政 府 ・公 的機関

政府 は、 い うまで もな く環境 にやさ しい証券市場 を育

成す るための諸制度 を創設 するとい う視点 を持つ必要 が

ある。特 に、規制緩和や民営化 などで、で きるだけ民間

企業 の自由に任 せ るとい う時代 にあ っては、政府 の視点

も従来 のよ うに全 てを取 り仕切る とい う方 向でな く、持

続可能 な発展 を側面 か ら支援 する とい った方 向に向け ら
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れ る必要が ある。例 えば、環境 にや さしい投資戦略 を展

開 して いる企業 に投資 減税 や投 資補助金制度 を設 け ると

か、 またグ リー ン証券 への投資家に税制 の改善措置 を講

ず るとか の視点で あ る。

一方公的機関 は
、証 券市 場では投 資家 とな って表 れ る

ことが多 い。 したが って、 その投 資姿勢 は、証券市場 の

グ リー ン化 を目指 す方 向であ るか ら、公的機関 もまずエ

コ証券 を中心 に投 資戦 略を展 開 しなければな らない。 そ

のため に、 エコ証券 とは どのよ うな もので、 かっ投資戦

略 はど うあるべ きか等 について基準 を設定 してお く必要

が あろう。

4.格 付制度 と環境管 理

格付制度 とは、企業 が証券 を発行 す る場合、 当該企業

や引受会社等 の起債関係 者 とは利害 関係 のないいわば第

3者 の格付機関 が、 当該 証券の ランク付 けを して、証券

市場で の取 引をスムースにす るための制度 である。格付

け機関 は、発行体 の証 券発行に際 して、当該証券 の信託

証書、財務内容、 資金調達 内容 、収益 力、経営 状態、将

来性等 を総合的 に調査 して、発行体 の評価 を行 う。 ラン

ク付 けば、通常20段 階 くらいに分 かれている。 ランク付

けの判定 には、基本 的な項 目 として、純資産額、純資産

倍率、 自己資本比率、使 用総資本事業利益率、 イ ンタレ

ス トカバ レッジレイ シオ、 配当率 などが用 い られ る。

こ うした格付制度 は、 一般 的に企業 の収益力 や安定性

を評価す る制度 であ り、企業 を社会 的な存在 として評価

す る制度 にな っていない。 っま り、格付制度 は高度成長

とか業容拡大 にふさわ しい企業 を評価 す る制度 であ り、

持続的可能性 や環境改善 を も考慮 にいれた企業 を評価 す

る制度で はない。 こう した一般 的な批判 に加 えて、 わが

国の格付制度 には次 のよ うな問題点 が指摘 され ている。

こう した問題点 は、証券 市場 のグ リー ン化 にと って も大

きな問題点で ある。

第1に 、格付制度 が発行市場 中心 に向け られている。

企業の格付 けが起債条 件 に適 してい るかど うかを中心 に

行われて いるので、流通市 場での情報提供 とな っていな

い。っ ま り、証券 の流通 市場 では格付 けにふ さわ しい利

回 りが成立す るよ うにな っていないのである。 これでは、

投資家 を抜 きに した格付制度 に過 ぎず、 いって みれば起

債審査 に過 ぎず銀 行の貸 出審査 に類 似 して しま う。証券

市場の グ リー ン化 のためには、投資家 が企業 の環境対応
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を判断で きるよ うにな っていなければ な らない。

第2に 、格付制度が一般 に企業の規模 とか大 きさを重

視す る傾向にあ って、証 券発行に基づ く投資活動が どσ

ようなキ ャ ッシュフローを もた らすか に余 り重点 をおL

て いな い。 これ は、企 業の証券発行が全体的 な資金調這

計 画の一部 として取 り扱われてお り、特定 のプロジェク

トのための資金 調達 と して取 り扱われて いないことを毒

味 して いる。言い替えれば、証券発行で調達 され た資望

が どの ような用途に用 いられ、かつ どの よ うに して償遇

され るのかが不明な ままにな ってい ることで ある。 エニ

証券 とい うのは、調達 された資金が環境への配慮 と共{:

どの ように投資 されてい るかの情報 が含 まれ た もので た

ければな らない。

第3に 、格付 けに際 して、発行体の製品 に対 して消筆

者が どの ような評価をいだ いてい るか とい う視点か らσ

調査が欠 けて いることであ る。消費者が発行体の製品{こ

悪い イメージを持 ってい る場合に は、発行体 の財務内室

が健全であ った として も、証券の評 価 は大 きく低下す る,

格付制度 は、資金調達だ けの側面か ら発行体 を評価す る

のでな く、資金調達 ・投 資 ・生産 ・販売 ・成果 という4

業の フル ライ ンを評価 す るための制度で ある。環境管輩

の世界 にあっては、 この フル ライ ンにさ らに環境への文

処が付 け加え られ ることにな る。

で は、 こうした問題 のあ る格付制度 の中に環境管理 石

持 ち込む には どのよ うにすれば よいので あろ うか。 まづ

第1に 、企業が どのよ うに環境 改善 に対応 しているか 禎

判 定す るいわば環境格 付機 関を別個 に設ける必要がある、

現在の格付機 関では、企業 が収益性や安全性 の観点か ∈

判定 されて しまい、環境 改善への出費が高 く評価 され 亡

い。 こうした出費は高 く評 価 され、かっ行 き過 ぎた成玉

が見直 され るために は、 従来 とは違 った観点 か ら企業 る

評価す ることが必 要であ る。

次に、 こうした格付機 関 は、当然の ことなが ら証券 る

発行す る企業のいわばエ コ格付を行 うことになる。 こ才

は、 ステファン ・シュ ミッ トハイ 二一*BCSDが 言 三

ところの 「環境効率格 付」 で あり、最高格付 トリプル正

EE(Environ-ment,Efficiency,Enterprise)をq

心 とす るものであ る。(ス テファン ・シュ ミットハイ二一

*BCSD著 、BCSD日 本ワーキ ンググループ訳、チ」

ンジング ・コース、 ダイヤモ ン ド社、92年6月 、77ペ ー

ジ)。 こう した格 付 は、 アメ リカ の投資家責任 セ ンター

によ って開発 され、環境S&P500社 格付 システムが既



に稼働 して いる。

次 に、 こう した格付の情報 は、主 と して投資家向 けに

提供 され るのが望 ま しい。従来の格付が、主 と して発行

体 と起債関係者の間の判断材 料 と して用 い られ たのであ

るが、 この環境格付 は、証券会社 と投資家 の間 の判断材

料 と して用 い られ ることにな る。大半 の投資家 は、証券

市場へ の関わ りや証券購 入を いわばパ ッシブ運用 の形で

展開 してお り、一次的な利益を獲得 して社会的 には先細

りとい う企業 よりも、着実で永続性が あり社会的 に も貢

献 して いる企業へ の長期投資を好む ものだか らである。

最後 に、 こ うした格付制度 は、行政 ・企業 ・投資家 ・

消費者 ・金融の代表者の参加をえて運営 され るのが望 ま

しい。 これ は、環境問題が持 って いる次 の特徴 に基 づい

ている。す なわ ち、(1)環 境問題 は、広 く一般 の国民

全体 にかか わって いるだ けでな く、将来 の生活 に もかか

わって いるので、広範 な視野が要求 され る。(2)環 境

への対応 は、一部の専門家のみがわか るように分析 され

るべ きで な く、大勢の人た ちが理解 しうるよ うに分 かり

やす く分析 され るべ きであ る。(3)参 加す る関係者が

広範囲 になれば、 それだ け環境問題に関す る情報収集の

余地が広 まり、経済的手段を どのよ うに展開 してい くか

のアイディアもえ られ るよ うにな る。

5.証 券化 と環境管理

いわ ゆる証券化 という現象 は、基本的 には間接金融方

式 より直接金融方式が支配的にな るという方向であるが、

証券の多様化を と もないなが ら次の3つ の方向 で進展 し

ている。 まず、 ユーロ市場でみられる証券化である。ユー

ロ市場の証券化 は、企業の資金調達が金融機関借入 れか

ら証券発行へ と変 わるというもので ある。企業 の資金調

達額が 巨額化す るにっれて、金融機関借入れだ けで はま

かないきれ な くなったことに基づ いて いる。 こう した証

券化 は、結局金融機関の貸出を証券購入 に切 り替 えるこ

とで もある。貸 出か ら切 り替 わ る証 券購入であ るか ら、

自ず と貸出 の特性 を引 き継 ぐことにな る。つ まり、発行

され る証券 は、発行体特有の資金事情 を反映す る ことに

なり、 また金融機関が引 き受けやす いようにア レンジさ

れることになる。 こう してユ ーロ市場の証券 は、多様 な

性質をお びた ものになる。

第2の 方向 は、 アメ リカ市場で見 られ る証券化である。

アメ リカの証券化 は、ユ ーロ市場 と対比すれば、銀行 の

資金調達が預金 か ら証券発 行に変 わ るというものである。

しか も、 ユーロ市場 では企業 が調達 した資金を投 資活動

に用 いるとい う形 であるが、 アメ リカ市場 では銀行 が既

に貸 しだ した資金(い わば投資 した資金)を 市場 か ら取

り戻す とい う形 である。 したが って、 アメ リカの証券化

の うしろには貸 し出 しに担 保 された債権があ る。 いうま

で もな く、 こ うした債権 は多様性 に富んでいる。それ故、

銀行が発行す る証券 も多様 性を もった ものになる。 しか

し、 ユーロ市場 で発行 され る証券 は、一回限 りの個性 的

な証券 であるのに対 し、 アメ リカ市 場で発行 され る証券

は、反復 される類似 的な証 券であ る。

第3の 方 向は、 プロジェク トファイナ ンスや開発計画 ・

不動産活用 に伴 う証券化 であ る。例 えば、 石油開発 プ ロ

ジェク ト・都市開発 ・住宅 建設な どを行 う場合、 その持

ち分 を証券 の形 に変 えて、 開発業 者が資金を調達 す ると

い う証券化 である。 したが って この証券 は、毎年 キ ャッ

シュフローを得 られ る点 で債権 に似 てお り、一方計画 が

成功 して その価値 が上が れば持 分権 の価格 も上昇 する点

で株式 に も似て いる。 わが国では、住 宅建設 に伴 う不動

産小 口化商品 の例 と して、 昭和62年3月 に三井不動産販

売 が行 った 「トレンデ ィ」 や長谷工 コー ポレー ションが

行 った 「リズ」 などが あ る。

で は、 こう した証券化 の動 きに対 して環境管理 をどの

よ うに して かかわ らせ る ことがで きるのだろ うか。証券

化 とは、結局証券発行 が多 くな ることにす ぎない。証券

発行 は、種 々の資源 を生産 活動 に動員 す るための資金 を

獲得す るための手段で あ る。 しか も、その資金 を もっと

も安 く調達 するための手段 であ る。 したが って、生産活

動 に貢献 しない環境へ の負 荷を償 うための コス トは、資

金調達 に際 して無視 され る。 これを回避す るためには、

証券化 に伴 う証券発行 や証券 投資に対 して、環境管 理の

ための制度 的枠組 みを設 け ることが必要にな る。上記 の

証券化 に合 わせてどのよ うな枠組 みを設 けた らよいかを

考 えることに しよ う。

まず、 ユーロ型 の証券化 の場合は どうすればよ いか。

ユー ロ型 の証券化 では、金融機 関の貸 し出 し運 用が証券

購入運用 に変 わ ったのであ るか ら、金 融機関が どのよ う

な証券 に運用す るべきかを見定 める必要があ る。すなわ

ち、 どれだ けエコ証券 に投 資 してい るかであ る。場 合に

よっては、 エコ証券投資比率 のガイ ドライ ンを設 ける と

い う制度的枠組 みを設 けて もよい。 そ して、 エ コ証券投

資比率 の度合 いに応 じてエ コ証券投 資減税措置を併設す
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るの も一考 であ る。加 えて、金融機関 の公共性 に鑑 み、

どれだ けエ コ証券投資 を行 って いるかを詳細 にデ ィスク

ロー ズさせ ること も必要 であ る。

次に、 アメIJ力 型 の証券化 の場合 はど うで あろ うか。

この場合 には、貸 し出された資金 が、例 えば住宅 ロー ン

の ように、 どれだ けの環境負荷 を もた らす形で使用 され

てい るかわか らないので、 それを担保 に発行 され る証券

の、 いわばエ コ度合 いを判定す ることが難 しい。 したが っ

て、 こう した場合 に は、発行 された証 券額 に対 して、 ど

れだ けの例 えばエ コ基金が準備 されてい るかど うかで、

当該証券 のエ コ度 合 いを判定す ることに しては どうだ ろ

うか。 い うまで もな く、 こうした基金 は、いわば環境改

善 ない し環境負荷 回避のため に、公的な らびに私的に活

用 される基金 であ る。

最後 に、 開発 に伴 う証券化 の場合 には、環境管理へ の

考慮 を折 り込 む ことが比較的容易で ある。開発 に伴 って

環境 への負荷が どれ くらい生ず るかが、 ある程度合理的

に把握 され るか らで ある。 したが って、 エコ基準が設 け

られてい る限 り、本証券化 に伴 うエコ証券の発行 は可能

であ り、環境管理 をいわば内生化 することがで きる。 し

か もこの証券化 の場合 に、持分権 を表す エコ証券 の価値

が上昇す ること もあ り得 る。例 えば、環境 に配慮 した ・

自然 にや さ しい住宅地域 は、 デ ィベ ロッパ ーが完了 した

ときには、予想以上 の付加価値 が生 ずるか らである。 そ

う したことを考慮 して、 本証 券化 に伴 う証券 は株式類似

のものが よいが、債 券形 式の場合で も予想以上 の付加 価

値がつ いた ときにはオ プシ ョナルプ レ ミア ムを提 供す る

と言 った条項 を設 けて もよいだ ろう。

6.新 しい証券市 場の創設 と環境管理

では、環境 管理を折 り込 んだ、新 しい証券 市場の構築

を目指 すに は、 どの よ うな視点が必要で あろうか。以下

それ らを考え ることに しよ う。

まず第1は 、環境証券市場(エ コマーケ ッ ト)創 設 の

可能 性を探 ることで ある。環境管理へ の配慮 というのは、

証券市場 にとっては新 しい ことが らであるか ら、 当然 そ

うした配慮 を加 えた市場 は、従来 とは違 った新種 の証券

市場 とされ るべ きで あ る。 そ こで売買 される証券 は、 い

うまで もな くエコ証券 とい うことにな る。 エ コ証券 を発

行で きる企業 は、環境 への配慮 を加 えた、社会 的な責 任

感の高 い企業で あ ることか ら、 こうした企業 の発行 す る
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エ コ証券 は、現在 の証券市場 の上部 に位 置す る、 いわば

スーパー グ リー ンマーケ ッ トで売買 され ることが望 ま し

い。 こうしたエ コ証券 は、超一流企業 の発行す る証券が

ブル ーチ ィップス と呼ばれているのになぞ らえて、グ リー

ンチ ィップス と命名 され、 先に見た一 定以上 のエコ格付

を得た証券 とされ るのが望 ま しい。

第2は 、環境 ファン ド(環 境投資信託)の 可能性 を探

るという視点であ る。 これ は、従来の環境改善機器 など

を生産す る企業への投 資を取 り扱 う信託で はな くて、主

と して エコ証券への投 資を取 り扱 う信託 である。 エ コ証

券へ の投資割合 を、例えば30%以 上 に保 つ とい う形 の投

資信託で ある。 こういった投資信託 は、 エ コ証券発行企

業 が、長期的 には リスクが少 な く期待収益 が高 い とい う

ことで利回 り面で採算が とれ るで あろ うが、短 期的には

環境負荷回避 の コス トを負担す るので採算面 で不利な投

資信託 になる懸念 が生ず る。 こうした懸念 を取 り除 くた

めに、取扱手数料 などを安 くするとか、 また税制面で優

遇措 置を設 ける とか、公 的機関 の投 資対 象信 託 にす ると

かなどの支援対策 が併設 される ことが望 ま しい。

第3に 、環境 ファン ドと同 じよ うな考え方で、環境国

債 と環境金融債発 行の可能性 を探 ってみて はどうで あろ

うか。環 境国債 も環境金 融債 も、 目的 は環境改善 のため

の資金調達 とい うことにあ るか ら、で きるだけ長期 の債

券 とす るのが望 ましい。 現状の国債や金融債 か ら判断す

ると、環境国債 は少な くとも30年 以上、環境金融債 は10

年以上の長期で発行 され ることにな ろ う。 また、金利 は、

長期で あることならび に金利選好 に対応 しうることなど

か ら、現状 の長期利付国債 や利付金融債の表面金利より、

で きれ ば大幅 なプラスアルフ ァが付利 される ことが望 ま

しい。

さ らに、調達 され た資金 は、環境改善 のために、いわ

ば紐付 きで運用 され るこ とと し、 その利 ザヤ は事務 コス

トとわずかの利益 をまか な う程度 の うすい ところに設定

され ることが望 ま しい。加 えて、環境 国債 と環境金融債

の発行 を成 功 させるのは、一般 国民 の責務で もあるか ら、

あ る程 度の両債 を数年 かか って保有 す るよ うに義務づ け

ることも必要になろ う。 こうした ことか ら、環境国債 と

環境金融債の会計は、 いわば特別会 計の形で経理 され、

その収支を一般国民の前 に公表す るという姿勢が望 まれ

よ う。

第4に 、環境改善事 業の証券化を検討す る ことも必要

でな いだ ろうか。 これ は、環境負荷 を回避す るための事



業 を、エ コ証券の発行 で得 た資金 で遂 行す るとい う証券

化であ る。例えば、数社 であ る開発事業 を行 おうと して

い るが、 この事業は地 域住民 に多大の利益 を もた らす一

方環境 アクセ スによれば500億 円の環 境 付加 回避 費用 が

かか るとす る。 こうした場合、 数社があ る程度出資 して

(例えば200億 円)、 証券化でよ く用い られ る特別 目的会

社を設立す る。そ して この特別 目的 会社 が残 り300億 円

の エコ証券を発行 して資金 を調 達す る。特別目的会社 は、

こ うして調達 された500億 円の資金を、 環境 負荷 回避 を

実現 して くれ る環境改善専 門会社 に投資す る。 いうまで

もな く、 この場合の証券化は300億 円で あ り、 仮 に この

エコ証券 のクーポ ンレー トが5%で あ るとすれ ば、数社

で行 った当該事業が毎年15億 円の余分のキャッシュフロー

を生み出すだ けで充分 とな るだ ろう。勿論、環境事業 の

証券化 などを行 わず に、数社が独 自に資金調達 を行 って

環境負荷回避 に心掛 けて もよ いが、証券市場 に環境管理

を持 ち込 むためには、 こう した特別会社法式 の方 が数社

にとって もメ リッ トが多 くな るよ うに ンステムを構築す

ることが必要で ある。

最後 に、金融 ・証券か ら見 た環境管理 の情報機構 を設

立す る ことが必要で ある。周知の ごと く、 日本 にはアメ

リカのCERES(Co-alitionForEnviro-nmental

lyResponsibleEconomies)が 公表 した パ ルデ ィー

ズ原則 の 日本 での浸透 を図 るための研究会、 すなわちバ

ルティーズ研究会が ある。同研究会 は、 「企業 の環境主

義」分科会、 「社会 的責任投資」分科会、 「グ リー ン ・

コンシューマー」分科会 の3っ を擁 して、環境負 荷を最

少 にする経営 メカニズムを研究 ・提唱 して、 企業 や消費

者 のグ リー ン情報 を提供 している。

金融 ・証券業界 にあ って も、 アメ リカのCERESの

よ うな協 会を作 り、環境管理 を金融 ・証券市場 に取 り込

むための原則を作成 してはどうだろ うか。 そ うした原則

を、資金調 達 ・運用 な らびに証券発行 ・流通 の場 で広め

て行 くに はどうすればよいか を検討 す ることが必 要であ

る。 また この協 会 は、銀行や証券会社の環境貢献度をディ

スクロー ズす るだけでな く、 エ コ証券 にかかわ る企業や

投資家 の情報を もデ ィスク ローズ し、 さ らにエ コ証券の

格付 けに も幅広 く関与 して、金融 ・証券市場 の環 境管理

への関わ りを深化 させ る必要 があろ う。

どち らか と言 えば、高度成長 を促進 し、環 境負荷 を多

めに残 して きたわが国企業の後 ろにあ った金融 ・証券が、

この辺 で前面に出て、環境管 理の点で国際的に も リー ド

すべ きなので はなか ろうか。

7.新 しい証券市場の基本的方向

以上見て きたよ うに、新 しい証券市場 は、環境管理 を

折 り込んだ形で創設 され なければな らない。 これ は、先

進的な企業の多 くが既 に環境負荷 を回避すべ く不断の努

力 を重ねて いるのに対 し、 ひと り金融 ・証券会社 は環境

問題 に余 り関心 をよせ てお らず、 この ことが一般国民 の

環境への関心 を間接的 に うす め るこ とに もなって いるか

らで ある。金融 ・証券会社が環境管理 をその取引活動 に

持 ち込 めば、当然 それが証券市場 に も反映 され、 その結

果証券市場 と関 わ りの深 い一般国民 の金融資産運用 の姿

勢 も変わ って くるで あろ う。 こ うした流 れが ビル トイ ン

され るたあの新 しい証券市場 の基本 的方 向はどのよ うな

もので あろ うか。

まず、新 しい証券市場 では修正利 益主義 が求 め られる

べきで あろ う。従来 の証券市場 では、高成長 かっ高利益

の企業が優先 的に取 り扱われるとい う慣行が支配的であっ

た。 いわば利益第1主 義 であ り、環境負荷がいかに多 く

とも高成長 かっ高利益 を実現 す る企業が低利 で資金 を調

達 できるとい う慣行 であ った。新 しい証券市場 で も、勿

論高成長 かつ高利益 の企 業 は優先 され るが、それには環

境管理 を考慮 した上 で と言 う条件で修正 されなければな

らない。 つま り、環境管 理を考慮せず に高成長 かつ高利

益 を実現 す る企業 は、低 利の資金調達が難 しくな るとい

う修正 であ る。

こうした修正 は、 次の ような形で行 われ るだ ろう。 す

なわち、環境管理 を考 慮 していな いとエコ格 付が低 くな

る。 エ コ格付 が低い と証 券発行の手数料が高ま る。手数

料が高 い と実質的な資金調達 コス トが高 まる。 こうした

修正の他 に も、税制で修正す ること も可能だろ う。すな

わち、 エ コ格付 が低い と証券取引 に伴 うエコ税率が高 ま

る。エ コ税率が高 いと投資家 は当該証券取引を回避する。

証券取引が停滞す ると実質的な資金調達 コス トが高 まる。

いずれに して も、環 境管理 を考慮せず に、高成長 ・高利

益を実現 すればす るほ ど、手数料や税率が高 まるという

修正が行 われ、こうした企業 の資金調達 コス トは、環境管

理 に考慮 を払 った同程度 の成長 と利益 を実現 した企業の

資金調達 コス トに比べれば、 はるかに高くなって しまう。

このよ うなメカニ ズムが、新 しい証券市場の中 に生み

出され るた めには、銀行 や証券会社 が企業の環境管理の
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現状に注 力 し、 エ コ格付 に基づ いて貸出 した り ・証券 を

購入 した りまた預金を受 け入れ たり ・証券を売却 した り

す る必要 があ る。その ため に銀行や証券会社 は、企業を

判 断す るに際 して、従来の業容業績 を重視す る姿勢 に加

えて、企業 の内外での環境 出費 はど うか、環 境評価や監

査 はどうか、 環境マ ーケ ッティ ングはどうかな どの環境

業績をよ り重 視す る姿勢 も確立 しなければな らない。 ま

た金融 ・証券 市場 も、証券や証書 を売買す るに際 して、

従来の投 資家保護だ けを目的に した安全性を重視す る起

債条件に加えて企業 の環境貢献 はど うか、企業が提供す

る商品やサ ー ビスはど うか、企業が消費す るエネル ギー

はどうかな どの消費者保護 を目的に した社会性 を重視す

る環境条件 をも取 り込む よ うに編成 され なければな らな

いo

銀行や証券会社が環境業績 を重視 する姿勢 をも取 り込

む ようにな り、 また金融 ・証券市場 が消費者保護 まで考

慮 した環境条件 を取 り込 むよ うになれば、新 しい証券市

場で は従来 の業容主義 に基 づ く価格決定機構 に加えて、

新 しい環境主義 に基づ く価格決定機構 が ビル トイ ンされ

ることになろ う。前者 を業容価格 と呼 び、後者 を環境価

格 と呼べば、両価格 は次 のよ うに推移 するので はないだ

ろうか。す なわ ち、証券 の業容価格 は業容収益 に応 じて

高 くな り、(発 行体 の証券 に人気 が出 るので発行体 の資

金調達 コス トは安 くなる)、 一方証券 の環境価格 は環境

費用 に応 じて高 くなる(発 行体 の証券 のエコ格付 が上昇

して人気が 出るので発行体 の資金調達 コス トは安 くなる)

という推移 である。

現実 の証券価格 は、両価格 のせめ ぎ合いの中で決定 さ

れることになろ う。 せめ ぎ合いは経済 の発展段 階と行政

の環境政策度合 いによ って左右 され ることになろ う。 す

なわち、経済 が高度成 長の段階にあ ってかつ行政 の環境

政策度合 いが低 ければ、現実の証券 価格はよ り強 く業容

価格 を反映 したと ころに決定 され るであろ うし、 また逆

に経済が安定成長 の段 階 にあ ってかつ行政 の環境政策度

合 いが高 ければ、 現実 の証券価格 はより強 く環境価格 を

反映 した ところに決定 され るであ ろう。

このよ うに見 て くると、新 しい証券市場 の基 本的方向

は、次 のよ うに要 約で きるので はなか ろうか。すなわち、

従来 は業容 面でプ ラスも多か ったがそれ以上 に環境 面で

マイナス も多 く合わせて全体でマ イナスとなっていたが、

今後 は業容 面で プラスはさほど多 くはな いが環 境面で プ

ラスが多 くな り合わせて全体で プラスにな るとい うもの
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で ある。新 しい証券市場 は、新 しい判断基準 を取 り込 ん

で、経済 の健全性 や社会性 を育成す るイ ンフ ラス トラク

チ ャを目指 さなければな らないといえよ う。
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第2節 環境資産管理と信託

1.通 貨の発展段 階

由井 真人

物 々交換 か ら始 ま った経済取引 は、やがて物 々交 換の

不便を回避 す るため に、貝殻 ・穀物 ・家畜 ・奴 隷な どが

通貨 として使用 された物品通貨の時代 を経て、金や銀 な

どの貴金属 が通貨 と して使用 され る金属通貨の時代 に移

行 し、金属通貨 が経済 取引の仲介手段 として次第 に広 く

利用 されるよ うにな る。金属通貨 の価値 は、た とえば金

や銀 のよ うな金 属その ものが有す る価値だ った。1オ ン

スの金 が含 まれてい る通貨 は、金1オ ンスと同 じ価値が

認 め られた。 金属通貨の創造 で、価値尺度、交換手段、

価値保蔵手段 とい う通貨 の3っ の機能が整 った と考えて

よかろ う。

管理通貨 の時代 に入 り権力が通貨 を管理す るようにな

ると、例 えば3分 の2オ ンスの金 しか含んでいない通貨

であ って も、金1オ ンスと同 じ価値が あるもの と して使

用されるよ うにな る。 さ らには紙幣が広 く通貨 と して用

い られるよ うにな り現在 に至 っている。権力 による管理

通貨 の時代 の通 貨の信用 の裏付 けは、金本位制や銀本位

制 な どの貴金属 に リンク した制度 を採用 して いると して

も、基本 的に は政府 の信用や社会 システムの権威で ある

と言 ってよか ろう。

通貨 の発 展の第1段 階が金属通貨、第2段 階が管理通

貨 である とすれば、第3段 階 は銀行制度の創 出による信

用通貨 とい うことに なるだろ う。銀行 にっいては、 「銀

行の起 源 は正 確に は知 られていないが、貨幣 の貸借 とい

う意味 での銀行 業務 に類似す る活動が、非常 に古 くか ら

一 部の富裕 な商人 ・寺院 などによ って行 われ たとい うこ

とは疑 いない。 中世 にお いて は、 このよ うな業務 は主 と

して両替商(moneychanger)や 商人 の手 によって行

われた と言 われて いる。 しか し、17世 紀初頭か らイタ リ

アおよび北 欧において設立 された大 きな会社組織の銀行

(中略)は 、少 な くとも設立 の当初 は預金 の受 け入 れ と

振替 とを主 た る業務 とす る ものであ って、金融業務 は例

外 に属 していた」(館 龍一郎 ・浜 田宏 「金融」)。 その

後、銀行 は預金 の受 け入 れ と同時 に貸 出を行 う信用仲介

機 関 として発 展 してい く。銀行 の発行 する当座預金 ・普

通預金 ・定 期預金 などの間接証券 は、 それ自体が通貨 と

して機能 す るので 「通貨 の供給機関」 である し、銀行 は
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個 々の金融業務 を通 じて、人 々か ら受 け入れた預金額以

上 に通貨 を創造す る とい う 「信用創造 」を行 って いる。

また、保険制度 の整備 によ り、 リス ク回避が可能 となり、

安心 して取 引がで きる とい う 「信頼創造」 も行 われるに

至 ってい る。

この次 の段 階に来 るのは何 だろ うか。工 業化 の時代 は

物的価値 に重 きが置 かれた時代 であ り、 土地や工業製 品

などの物 的価値 の裏付 けの もとに、銀 行制度 と保険制度

がそれぞれ 「信用創造」 「信頼創造」 を行 い、信用 と信

頼 を金融 システムの利用者 に供給 して きた。 しか しなが

ら証券化 が進展 し、抽象価値 までが証券 化 され るよ うに

な って くると、抽象価値 の信認 が要求 され る。通貨 の発

展 の第4段 階は、証券化 の進展 による 「信認創造」 を通

じた信認通貨 になるのではないだろうか。信認 とは信用 ・

信頼 に発展力 を与 え るものであ る。証 券化 され た資産 の

管理運用 の システムが、マーケ ットによって作 られたルー

ルに従 って機能す る ことで、抽象価 値の コ ン トロールが

可能 とな り、抽象価 値の信認 も確 立 して い く。資産 の管

理運営 が恣意 的に行 われ るのでな く、市場 によ ってで き

るルールによ って行 われ ることが信認 確立 の大前提 であ

る。 それに よって、地球運 営の価値 システムの運行 が安

定 してい くであろ う。 政治の混乱 か ら独立 に、人 間の文

化 エコ ロジーである抽象価値 の運行 を可能 にす るのであ

る。 そのよ うな状況 が実現すれば、主体的主体性 のあ る

企業活動 の中か ら、 新業態 が創 造 され、新商品 も創造 さ

れ ることにな るだろ う。 そのよ うな資産 の管理運 用を行

うことがで きるシス テムとして期 待 され るのが信託 であ

る。抽象 価値の信 認の裏付 けが政 府のそれ でな く、信託

の存在 によ ることになれば、 われわれ は税金貧乏 を心配

す る必要 がな くな る。

2.信 託 の仕組 み

環 境資産の管理を考え るときに、信託方式 は有益 であ

る と思 われ る。信託 は 「財産 管理の ための制度 として発

達 して きた ものであ る」(田 中實 「信託法入 門」)か ら

であ る。 国際機関で信託方式を利用 した例 と して は、国

際連合信託統治理 事会の監督下 に、 その信託 を受 けた国

(施政権者)が 一定の領土(信 託領土)の 統治 を行 う信

託統 治が知 られてい る。 信託領土 は旧国際連盟 の委任統

治の下 にあった領土、第二次世界大戦 の結果 敗戦国か ら

分離 され る領土、任意 に信託統治 の下 におかれ る領土の



三種類 であ る(岩 波書店 「広辞苑」 よ り)。 また、国家

のために信 託が利用 されてい る(国 家 が受益 者 とな って

いる)例 としては、南太 平洋島 しょ国の一 つで あるバ ヌ

ァッの例があ る。 人口が少な く、政府 の議会 運営予算 さ

え組 めな い同国に対 してオー ス トラ リア政府 が資金を拠

出 してバ ヌアツ基金をっ くり、基金 の運 用収益をバ ヌァ

ッの国家予算 とす る仕組みであ る。

岩 波書店 「経済学辞典」に よれば、信 託(TRUST)

の意義 と機能 は次の通 りであ る。

「信託 はイギ リスで発達 した制度 であ って、 その本来

のしくみ は、財産権 の所有者が縁故 者や知人 など信頼 の

おけるものにその財産権を譲渡 し、一定の 目的 に したが

い、特定 の者 に利益 を与え る意図で、 これを管理処分 す

るよう依頼す る者で ある。 この依頼人を信託 の委託者、

引受人を受託者、利益 を受 ける者を受益者 とい う。英法

上受託者 は信託 され た財産権 の普 通法(COMMONL

AW)上 の所有者 となるが、その管理処分 にっ いて は受

益者の利益 のためになすべ き義務 を負 い、受益者 はその

財産権 に対 し受益権 を もっに至 る。受益権 は普通法上 の

権利で はな く衡平法(EQUITY)上 の権利で あるので、

信託 され た財産権 には受託者 の所有権 と受益者 の受益権

との異種 の権利が、二重 に発生す ることになる。近代 的

な信託制度 においては、 このよ うな二重 の権利関係 を成

立させ る行為 をすべて信託 と して概念 して いる。(中 略)

信託 の経済 的機能 は、 よ くいわれるよ うに、<所 有 者の

図8-1信 託方式 の しくみ

委託者

信託契約に基づく

財産権の移転

受益者の特定

受託者

信託契約に基づく

財産権の所有

財産権の管理運用処分・一

(受益者に対する義務)

信託報酬の受取

受益者

受益権の所有

・利 益の享受

信託報酬の支払

有す るあ らゆ る不利 益 を免れ しめつつ所有者の有す るす

べての利益 を享 受 させ る〉 とい う一点 にあるといえ るで

あろう。すなわち財産の管理運用 に関連す る一切 の煩 わ

しさか ら解放 され(受 託者が代 わ って この面倒をみる)、

しか もその財産の管 理運用処分か ら生ず る一切 の利益 を

受益者 として受 け ることがで きる、 というところにあ る。

もちろん これに対 して受益者 は受託者 に一定 の報酬を支

払 う」。

これ に加 えて、受託者 と受益者 が同一 である場合が あ

るものの、信託契約 は原則 と して三者 間契 約であること

が特徴で ある。二者間契約 よ りは当事者 間の談合 が成立

しに くく、相互 にチェ ック機能 が働 き易い点で、信託方

式 は二者間契約 より優 れている といえよ う。

3.信 託方式 による環境資産管理

環境資産 を管理す るために信 託方式が有 効であ ると考

えるのは、以上 のよ うな信託 の仕組みの特徴による もの

である。

まず、委託者 は家計、企業 、 自治体、政府、国際機関

などの証券発行主体 であ り、環境資産の所有者である。

信 託される財産 は実際上 は環境資産で あるが、 「主体性

証 券」 あるいは 「一般証券」といった有価証券の形になっ

ている。

受託者は、 日本 の現行法 で は信託会社のみが受託者 と

なれ るが、本来、信託会社 だ けで な く、委託者が信頼 し

てい る個人、企業、 自治 体、政府、国際機関 などは受託

者にな り得 る。十字軍 の時代の イギ リスで は財産権の所

有者の縁故者 や知人 の他、教会が受託者 となった例が多

くみ られ る。受託者 は委 託者の意思 を受 けて、信託契約

に基づ き、善意の管理 者 と して、信託財産 を管理運用処

分す る義務 を負 う。 それ は、 「信託 の設定に当たっては、

委託者は財産管理 の 目的や方法 を指示す ることができる。

受託者の財産管理は、 これ に従 わなければな らない。形

式上、受託者 名義 の もので はあって も、実質的 には委託

者 の財産だか らであ る」(田 中實 「前掲書」)。 環境資

産 の管理運用処分の方 法等 につ いては、委託者 である個

人、 コ ミュニティー、 企業、 自治体、政府、 国際機関な

どで ルールが決め られて おり、 これ が信託契約 に反映 さ

れなければ な らない し、受託者 は環境 資産 の管理運用処

分 のルールを、委託者の承諾無 しに勝手 に変 更すること

は断 じて許 され ない。 また、受託者 が信託契約 に、 すな
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わち委託者 サイ ドで決め られて いるルールに忠実 に、善

意 の管理者 と して環境 資産の管理運用処分を行 って いる

かど うかをチェ ックす るため に、信託管理人を置 く方法

もあ る。 おそ らく、信託管理人 を置 いて、管理運用体制

を 目に見 える形 で整え る方が、 当事者達 の納得を得易 い

であ ろう。

受 託者は信託財産 の管理運用処分 を行 い、対価 と して

受益 者に対 して信託報酬 を請求 できる。通常、信託銀行

は受託資産運用収益 の一部 を信託報酬 として徴収 して い

る。 しか しなが ら環境資産 を受託 した場合 は、環境資産

の管理運用によ って収益 をあげ ることは期待 すべ きでは

なか ろう。元々、貨幣価値 に置 き換えた収益 をあげる こ

とが環境資産信託行為 の目的ではないか らである。 この

場合 は、現行の カス トデ ィー業務 と同様 に考 えて、別途

信託報酬を受益者 が受託者 に支 払 う必要が生 じてこよう。

自治体や政府が委託者 であ る場合、受益 者 はエ コ社会 で

共生す る自然 と人 間であるので、信託報酬相 当額 を環 境

資産管理運用税 と して徴 収す ることとな るだろ う。環 境

資産 すなわち主体性証券 や一 般証券な どの運 用によ り収

益 が生 じる場合 は、 もちろんそれを信託報酬 の支払に充

当す る ことが で きる。環 境資産を処分す る場合には、処

分 によ り得 られ る収入の一部を信託報酬に充当す る。 受

託者 がNGOな どのボ ラ ンテ ィア組織であ る場合な ど、

信託報酬 を全 く徴収 しないか、 して もご くわずかの経費

をカバーす る程 度の もので あること も考え られ る。

環 境資産信託 の最終的 な受益者 は自然社会 と人間社会

であ る。受益者 が貨幣 による信託配 当を要求す ることは

ない。受益者 あ るいは委託者 が受託者 に要求することは、

環 境資産すなわ ち信託財産 の価値 の増加で ある。 しか し

なが ら、基本 的 にはメ ンテナ ンス ・フIJ－ のエコ社会 に

対 して投資がな され る結果、 資産価値 が増す とい うこと

は考えな くて良 いと思 われ る。 む しろ、人 間社会 におい

て環境維持 あるいは悪化 させて しまった環境 の改善 のた

めの投資が行わ れる結果、 トー タル としての環境資産価

値が増す ということが一般 的であろ う。

4.環 境資産受託業務 の展 開

環境資産 を主体性証券 あ るいは一般証券の形で受託 し

た場合、 どのよ うな形 で流 動化を図ればよいのだろうか。

受託資産 として管 理す るだ けで は、信託報酬以外の収入

はな く、業 として考えた場合、面 白みが まるでない。管
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理 だけでな く運 用 とい うことがで きなければ、大 きな発

展 は望 めないだろ う。

信託行為 がな された場 合、通常 、受益 者に対 して は信

託受益権 証券 が発行 され るが、環境 資産信託 の場合 の受

益者 はエ コ社 会で共生す る自然 と人間であ るので、信託

受益 権証 券 は発行 されないだろ う。 そ こで、受託 した環

境 資産に基づ いて、 ロ ットの大 きい環境信託証券 を発行

し、 流通 させ ることは検討に値 しよ う。 これ は、配 当を

期待 で きるもので はな いが、環境 資産の価値が上 がれば

キ ャピタル ・ゲ インを得 ることがで きる。

受託 した環境資産の価値を上 げるための方策と しては、

環境資産 に対す る投資が考え られ る。受託者 が委託者 の

了解を得て、 ナシ ョナル ・トラス ト活動 を行 った り、植

林や間伐材 の伐採 などの活動を行 うので ある。 そのよ う

な投 資資金 は、環境信託証券の発行で賄 うことを考える。

環境信託証券 を誰が買 うのか とい う問題 がある。 例え

ば半年 に1度 、定期的 に配 当が あるわけで はな く、長期

的 な環境資産 への投資等 の結果、証券価格 が上 昇す ると

いう効果 に期待す るわけであるか ら、短期 的な資金運用

にはな じまない。例 えば10年 後 のキ ャピタル ・ゲ イ ンを

狙 った投資信託 を作 る とか、年金基金 な ど長 期的な資金

運用 にな じむ基金 の運用対象 として考 え ることがで きよ

う。

キ ャピタル ・ケイ ンを実現 させ るに は、最 終的 には環

境 資産 の一 部あるい は全部を処分 する こと、すなわ ち売

却 す ることを考え るのが現実 的であ ろうし、場合 によっ

ては有効利 用を考え ることもで きよ う。委 託者が 自治体

であれば、 自治体が実質的に所 有者 で ある資産 の価値 が

増 加す ることによ り、その 自治体内の宅地な どの価格 が

上 が ることが期待で きる。っま り、固定資産税収入等 の

増 加が期待で きるので、税収の一部を投資家 に還元す る

ことが可能 になるだ ろ う。 また、信託報酬 の増加 も期待

で きよう。

環境資産 の価値が減少 した場合 には、 キ ャピタル ・ロ

スを生 じることにな る。資産価値 を増加 させ る努 力が継

続 して行 われるように、 よりよい仕組 みがさ らに検討 さ

れ るべ きである。

5.信 託業界 ・金融機 関の役割

エ コ社会 における、 信託銀行 をは じめ とす る金融機関

の役割 は何 だろ うか。 工業化社会 の時代 において行 って



いたよ うな利益優先 の融資態度 は絶対 に通用 しない し、

させてはいけない。 自然社会 と人間社会 の共生 が前提に

なる とき、貨幣 価値 で測 った利益 のみを優先 させ るよ う

な企業行動 は許 されない。何 のために利益をあげるのか、

自 ら問 うことか ら始 めなければな らない。拡大再生 産を

行 うための利潤 とい うのは、それが環境資 産の悪化 を招

くものであ る限 りは通 らないだろ う。開発行 為に融資を

行 うことは非常 に難 しくな ると知 るべ きであ る。特に、

企業 の情報公 開が進 めば、環境 を悪化 させ るような企業

行動 はその会社 の株価 や債券価格 を引き下 げ ることにな

る。 それを、株主総会で説 明 し切 れなければ、 あ るいは

納得 が得 られなければ、取締役 は辞任す るほか はない。

環境 を悪化 させ るような プロジェク トに融 資を行 うな ら

ば、 それを どこかで補償 しない限 り、 その金 融機関の市

場での評 価は下 が るだ けであろ う。 エ コ社会 において、

自らのポ ジシ ョンは自らが見 いだす しかない。 もはや大

蔵省が役 割を決めて くれた りはしない。

信託業界 について も同様の ことが言 える。元 々、信託

とい うの は利が薄 い業務であ る。 エ コ社会 におけ る信託

業務 は、多大の可能性を秘めてはい るが、工 業化社会 に

おけ る業務の ように儲 け第一主義 で取 り組 むべ き類の も

ので はな い。商売の規模 に見合 った人員 さえ確保 してお

けば成 り立つ業務であ る し、何よ りも善意 の管理者 と し

ての義務 を果 たす ことに注力 しさえすれば、世 間 の信頼

を失 うこともない類の ものであ る。誰 もが受託者 となる

ことがで きるよ うになれ ば、信託業 界が他 と差別化で き

る部分があ るとすれば、世間の信頼 の篤 さを第一 にあ げ

ることがで きるとい うこと以外にないだろ う。

環境管理信託 は、公益信託であ る。それ も人間社会 の

みな らず エコ社会 を も含んだ広義の公益 を実現す るため

の信託で ある。 イギ リスの自然保護 団体であ るナシ ョナ

ル ・トラス トも、 当初 は信託 の応用 として始 め られ た も

のであ る。 日本 の場合 は、財団法人 日本 ナ シ ョナル トラ

ス トが設立 され、 「市民 か らの募金等に より、後世 に残

すべ き文化遺産や 自然景観 にっいて、 これを市民誰 もが

広 く憩 い、楽 しめる ものと して管理公開 し、観光資源 と

しての活用 を図 っている」(運 輸省 「観光 白書」平成6

年度)と い った形 のナシ ョナル ・トラス ト活動 を行 って

いる。 また、国民 自 らの手 による自然保護 活動 と して、

全国各地 でナシ ョナル ・トラス ト活動が推進 され ている

が、 これ は良好 な自然環境 を有す る土地を買 い取 り、管

理 して い くことを目的 と した活動であ る。 これ らの活動

は、環境信託 に馴染 む ものと思わ れるが、現在 の収益至

上主義の社会 システ ムの中で は、業 として取 り扱われて

いない。 しか しなが ら、 エコ社会 においては、仮 に信託

報酬が薄 くて も、個 人を含 む各種 の経済主体 との取引 を

拡大 しようとす るな らば、環境管理信託 を受託 して いる

か どうかがそのき っか けにな るで あろ う。
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第1編 エコ社会の経営と市場創造

第9章 エコ社会の財政 システム と金融 システム

ブ ロ ー ド ビ ジ ョ ン

藤井 隆

地球 システム経 営の財政的基礎 をどこに求 めるか。か

っまたその経営 の価値構造 につ いて検討 して お く事が、

この書物の最後 の締 めく くりとして求 められ るであろう。

機 能論 的 アプ ローチ、制度論 的アプローチ、 そ して環

境論 的 アプ ローチの3者 を総合 して、環境を イ ンボル ブ

した地球 システ ムの モデル と して、 「二 種 類 の証 券」

「二種類 の主体」 か らな るモデルを構想 して きた こ とか

ら言 えば、地球 シス テムの財政金融 の構造 もまたきわめ

て大 きなブ ロー ドビジ ョンと言 うことにな る。 だがそ こ

か ら総 ての 「複雑 化」 の流れが進んだ とき、地球 システ

ムの理解 はよ り明 らか とな る。 また未然 に備えての政 策

対応 は、常 にその ゴールへ の方 向を持つ ことになる。 こ

の研究 を持 たない改革 改造論 は何か の改善 にはな ると し

て も、 それに続 く物 を持たな い一過性の改革 に終わ るこ

とにな る。 これで は連続的再開発 は、その方向性を持ち

得 ない。

第1節 地球 システムの価値構造

1.主 体性証券 の世界

株価 が企業 の価値 を表象 し、 円や ドルが 日本やア メ リ

カの価値 を表象 するよ うに、主体性証券の価値が、機 能

も制度 も環境 も含 めた 「主体 性経営の価値」 を表象 す る

ことになるので、 「主体 性証券 の価値的世界」が、 「人

類社会 の法人体系 の システ ム価値」 と して 「地球 システ

ムの価値」 を表象 す る物 とな る。

これは 「地球 システム存在の価値的 フ レーム」として、

政治 ・経済 ・社会 ・文化 ・環 境を総合 した 「人間の 目で

見 た地球 システムの価値」 であ る。

主体性証券市場 の役割 はこの 「抽象価値 」の維持創 造

にあるといって もよい。

2.財 証券 の世界

これに対 して、財証券 の世界 は、主体 間の価値交換や

流通 の対象 となる 「財市場」 を形成 する。 これ は、 「地

球 システム運行 の価値的 フレーム」 を形 成す る 「経済循

環 の維持創造機 構」 としての 「財証券流 通市場」である。

3,地 球 システ ムの価値構 造

か くして地球 シス テム はその物 質 的限 界 を超 えて、

「ス トックと しての価値構造」 と 「フ ロー と して の価 値

構造」 とい う 「二重 の抽象価値体系 か らなる価値の構造」

を持つ ことになる。

そ の価値 を支 えているなは言 うまで もな く 「ス トック

の証券市場」 と 「フローの証券市場」 であ る。人類社会

構成員 による、 それぞれの市場 か ら産 み出 された 「正負

の価値余剰」 の両市場 への 「配分選択」 が、 両市場の価

値体系 の維持創造 や、安定 ・発展 を規定 す ることは言 う

まで もない。

個 々の政府 の 「財政、歳入歳 出」 は総 ての主 体の収支

と同 じく、地球規模 の人類社会 にあ っては、 ひ とつ ひと

っ の 「ハウスホール ド収支」で あるにす ぎない ことにな

る。個 々の主体 にとっては、財政収支 よ りも、 「主体性

証券価値」 の維持 がよ り大 きな経営 目標 にな るの は言 う

まで もない。 そこでは環境価値 も当然 の物 として内包 さ

れてお り、財政収支構造 は、 その主体性構造 価値を決め

る要因 のひとっ にす ぎない。各主体 は人類社 会の構成員

と して互 いに主体 的に競争協力 して、両市場 の安 定発展

を図 ることを目指 さな くてはな らない。

第2節 地球 システムの価値の経営政策

一つ の政府 にと って も
、またあ らゆる個々の主体 にとっ

て も、 「自己の主体性証券 の市場価値 を高 める政策」と、

「自己 の保有 する主体性証券 のボル トフォ リオ の価値 を

高め る政策」 の二つ が大 きな経営政策 とな る。
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1.財 証券 のボル トフォ リオ管理政策

これを通常 の経済用語に改めれば、 「フローの経済運

営」 におけ る成功 と言 うことにな る。 その成 功 は、 その

国あ るい はその企業、っ まりその主体 の経済発展である。

財 証券市 場での成功 のため には、 需要 を創 り、供給を創

り、 その需給近接性 を創造 して、っま り 「市 場創造」 を

進めて、経済社会 の安定 と進歩 を実現 して行か な くては

ならない。三つ のアプ ローチの総合で言えば、政治 ・経

済 ・文化 ・社会 ・環境 の総 ての面での経営 に成功す る こ

とを意味す る ことになる。 このことによって、 「自己の

主体性証券 のス トック市場 における価値」 を高 あ ること

が出来 る。

2.主 体性証券 のボル トフパ 」オ管理政策

外貨準備 のボル トフォ リオ とい うのと同 じよ うに、総

ての主体 は 「主 体性 証券のボル トフォ リオ管理 政策」に

よ って、環 境資産を含む 自己の資産 ポジ ションの向上を

図ることにな る。 そのために は世界 の主体性 証券市場 に

おいて、成 功を収めな くて はな らない。収支 の財政政策

よ りも、例 えば、通貨価値 ・株価維 持や保有 資産 の管理

経営 とい った、 「債券管理政策」の方が主体的発展 にとっ

てはよ り重要なので ある。

3.主 体(組 織)創 造理論 と人類社会の発展

主 体性証券市場 の発展 にとって は、主体(組 織)創 造

の理 論 によ って主体創造が行 われな くて はな らない。東

西 ドイ ツの合邦 は、負 の価値 を持 った主体性証券 の1っ

が消滅 した ことである し、国家 の分裂、統合。国際機 関

の創設。企業 の統合分裂。 これ らは総て、主体性証券 の

構造変動 である。 だが最 も重要 なのは、新 しい投 資機会

に対 して新 しい企業 の創設 が進 むことである。不 断の技

術進歩 の中での、創造 的破壊 の連続的再開発が ビジネス

機会を創造 し、産業組織 の存在 が 「組織創造 の理論」 と

なるところで は、主 体性証 券の需要創造、供給 創造が行

われ る。現代 は一 企業 成長、一一国成長 の時代 ではな く、

グループ成長、 地域成長、そ して システムズ グロース、

システムズ ・イ ンテグ レーシ ョンの時代 であ る。主体性

証券 の需給 近接性 も高 まり、その市場創造 は グローバル

マーケ ッ トとなって いる。環境資産 も内包 してその発展

が指 向されて いる。

第3節 地球 システムの経営請負信託

新 しいサ ービス分野 と して の経営請負信託。

市場の創造発展 が この ような形 で進 む とす ると、 そこ

に新 しい形の信託業務 展開が あるのは 自然 である。

1,主 体性証券市 場、 秩序形成 の分野

そこには、a)組 織創造 サー ビス。創設。統廃合。 グ

ループ形成等な ど無数の新 サー ビス商品形成 の可能性、

その証券化、市場形成 の仕事 があ る。

b)主 体性証券 ボル トフォ リオ管理経営サー ビス。パ ッ

ク ドバ リュウと して の管理 サー ビスはまさに信託業務 の

主領域 であった筈で あ る。 また更 に進んでその運用 サー

ビスと言 うことになれば、 これま た、投資信託業務 の主

領域 であ る。市場対象 や市場 領域が変わ ったか らとい っ

て これが変わるものではない。

2,財 証券市場、運行管理 の分野

a)新 抽象財創設 のサー ビス。か って物財の場合には、

プロダク トイ ンノベー ションも、プ田老スインノベーショ

ンもま たそれに続 く需給 近接性 の達成 も、 それは生産企

業や総合商社の ものであ った。 だが金融 ・証券 ・保険 ・

信託商品 と言わず、 総ての流通財 が証券化 したとすれば、

これらの総て は信託 経営や投資業務 として開放 された こ

とになり、一般 企業 や総合商社 のいわゆ る金融市場への

参入 となる。安閑 とはして おれないのだ。 さらに、b)

抽象市場価値 を維 持す る管理 サー ビスとな ると、知識主

義社会 における 「企業家」 その ものであ り、社員は経営

者 とサラ リーマンで はな くて、 全員が 「有 為の人」 「企

業 家」 の集 団でな くて は、業務 は成 り立たな いことにな

る。か って資本家 と労働者、 が経 営者 とサラ リーマ ンに

な った。 そ していまで は全員 が経 営者集団で な くてはな

らな くな っている。他分野 か らの参入が あるのだか ら、

新 しい業 態を求 めるか らには、い ます ぐ人材育成を進 め

な ければ、 企業主体性 さえ失 いかね ない危機 にあると言

わな くて はな らないであ ろう。

第4節 経営請負信託システムへの展開とそ

の専門家集団の形成

1、 証券化 に伴 う金 融新商品の新陳代謝

コミュニケーシ ョン市場が発展 して抽象財 や抽象資産

の証券化 が進 めば進 む ほど、金融 システムによってカバー

される金融新商品 は増大 し、 その市 場化 に よって、金融
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システムの 「信用創造機能」 は拡大。 「組織創造機能」

の高 まりは、主体性証券、財証券共 に、 その具体 的形 と

しての様々 な金融 デ リバ テ ィブ商 品を産 む。抽象価値市

場で のその陳腐化 も急速 だ と考 えな くて はな らない。 そ

れ は 「資本の陳腐化」 「知識 の陳腐 化」 そ して 「証券 の

陳腐化」 と言 う順序で いっそ う加速 されるであろ う。 デ

ジタルマネーの時代、 グローバ ルなオンラインネ ットワー

クの中で とな ると、 ボル トフ ォ リオの管理や経営 の安全

確保、危険分散 システムの拡大、 その社会公共 イ ンフ ラ

化 は急速 に進 まな くて はな らない。

2.保 険 システ ムの発展 と 「信頼性 創造機能」

危険分散 としての保険証券 の購入 は、 それ 自体 は個 々

で見れば再保 険 システムも含 めて保険市場取 引である。

しか し全体 としての保険 システムの運行 は、証券化 した

市 場取引において 「信頼性創造機能」 を果 たす ことにな

り、 抽象価値経済 循環の安全性 したがって、抽象財価値

の循環によ って運 行す る 「経済社会 の安定性」 「コ ミュ

ニケー シ ョン社 会の信頼 性」 を創造す るイ ンフラス トラ

クチ ャーとしての システムとなる。

ここに保険証券市場 と、主体性証券市場及 び財証券市

場 の連動性を確保 す る必要が生 まれ る。財証券市場の保

険証券市 場 との連 動を越えて、主体性証券市場 と保険証

券市 場の連動 とな ると、 「生命保険」 も 「事業保険」 も

「企業 主体性保 険」 も一 連の体系 とな り、 地 方 銀行 の主

体性 の危 険を一 中央銀行 や一政府が 「徴税権担保」で保

険 す るとい うよ うな姑 息な体系 でな く、やがて それ は一

国民経 済や、一 自治体 、一国家 の主体的安全 を誰が保険

するのか と言 うよ うな課 題 にっ なが って い く。 この方向

でい くと経済資産 としての主体性証券 は、パ ック ドバ リュ

ウとして、政治 や行政 を越えて アフ リカの安全 とか アメ

リカの安全 と言 うよ うに一 つの地方の安全が、誰によ っ

て保 険されるか とい う課題 ともな る。そ して 「地球環 境

の課題」が問 いか けて い るのは まさに 「地球 システ ムの

経営 の安全」 は誰が保険 す るのか という事 であ る。

おそ らくは このよ うに主 体性証券 のボル トホ リオの経

営 の安全 の保険 システムは、その危険分散 の体系を次第

に広 げて、最終的 には、人類 社会その ものを担保 とす る

「危 険分散方式」 が、 「人類社 会」そ して 「地球 システ

ム」経営 にお ける 「信頼性」 や 「価値的発展性」 の基礎

となる。地球環境問題 が要請 す る最 も重要 な 「人間的次

元 の課題」で ある。金融分野 は環境問題 とは関係 ない と
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い うの も間違 いだ し、環境問題の専門家 を自認 す る人 た

ちが ここまで思 いをいたさないの も、無知 の極 み と言 う

ほか はな い。

3.経 営請負 システムの形成 とその専門家集団 の養成

現 状で は一国の債券管理政策 は、財政当局 の仕事 の中

で ほんの一部 と しか考 え られて いない。国や 自治体 あ る

いは国際機関、そ して より一般 には、一つ の主体性にとっ

て、財 政 とは所詮 「ハ ウスホール ド収支」 にす ぎない と

言 うことになると、人類社会の中で、一国 と言 わず一 つ

の主体 性がそ の 「主体性価値」をいか に維持す るか とい

う事 にな るところで は、政治 ・経済 ・社会経営を含めて、

「自己の主体性証券の価値」及び 「自己の所 有 す る主体

性証券 の ボル トホ リオの総価値」を維持す ることが 「持

続的発展 」の決め手 とな る。 この ことは人類社会 の中で

は 「国」 も 「企業」 も変わ りはない。 証券化が進 めば、

「経営管 理」 はその まま 「財務管理」 とな るか らで ある。

この点 を忘 れて、 いっ まで も 「徴税権担 保」の放漫経営

では、政 治 も行政 もそ の信頼を失 うの は言 うまで もない。

この意 味で、主体性証券の ボル トフォ リオ経営管理 と

な ると、そのパ ック ドバ リューの維持 創造 は、 「政治 ・

行政」 の内部経 営的専門家集団の域 を越 えて、 グループ

経営、業界経 営、財界経 営、あ るいは地 域経営、 自治体

グループ経 営、都市 グルー プ経営、 さらに は国家 グルー

プ経営 と もな る。 その経 営の専 門家集 団 とな ると、か っ

て のイ ン ド土侯 国の 「政 治請負会社」 「経営請負会社」

のよ うに、 「政 治」 「行政」 「経済社会経 営」総 てにわ

たって トー タルな 「請負 会社」 としての 「信託業務 の専

門家集団」 の形 成を必 要 とす ることになると考 えられ る。

民主 的で自由なあ らゆ る人 間社会 の諸分 野で、 「政治意

志」 「政策意志」 の決定 が行 われた として も、 その実行

に当 た っては、 「専 門家集 団」 を雇 わな くてはな らない。

か って の 「神 々の政府」 「神権政治 の政府 」「支配者 の政

府」で は、 「官僚集 団」 を雇 ってこれにあた ら して きた。

だが ここで言 う 「信託専 門家集団」 と 「官僚集団」 に

は大 きな相違 があ る。

官僚 は 「予算執行 の専 門家」 であ ったが、 これか らの

世界で要請 される 「経 営信 託業 務 の専 門家 集 団」 は、

「収入 と支 出及 び資産 の経営管理」 の三面 に責任 を持 つ

専門家 と して、外部経営 の専門家 と して 自由で民主的 な

社 会の全構成員 に責任 を持 ち、 その信頼 を得 るに足 る専

門家でな くてはな らない。 「公共サ ー ビスの対価 と して



の歳入」 である筈 の ものを対価以上 に恣意 に 「強制 的に

獲得」す る訳 に行 かないか らである。

これ を 「新 しい官僚 像」 と見るか、 それ ともグローバ

ルな外部経営 の専 門家 としての 「人類社会 の経営」 「地

球 システムの経営」 に責任の持 てる 「信託経営譜負集団」

を新 たに育成形成 して、在来 の内部経営 中心 の 「支配 者

の官僚」 とは異 な った 「経営機構」 を形成 す るのか、現

時点 ではなほおお くの議論が残 るところであろ う。

だが証券化 の趨勢 が、地球 の物理的限界 を超 えての抽

象価値化、質 的発 展指向の中で避け られない もの とすれ

ば、証券市場 と言 わず信託市 場の発展 と新 しい業 態の展

開はさけ られない。 それ は官 僚機構 に代 わ るほ どのあ る

いはそれを上 回 る 「地球 システ ム経営信託機構」として、

新 しい専 門家 集団の出現へ と向か うであろ う。

第5節 新 しい抽象価値の創造と人間社会の

持続的発展

さて物 質的価値 を超え る抽象価値の経済循環 を基礎 に

地球 システ ムを運営す る時代 となる。 そ してその抽象的

経済価値 を創 造 しそ の維持発展に責任 を持 つ 「新 しい官

僚機構」 と しての 「経営請負集団」を育 成展開す る事 に

な る。

そ うだ とすれば、物質価値を超え る抽象価値を創造 し、

多 くの主体的組織の創造を進め、その主体 性証券や財証

券、 そ こか ら派生す る様 々な抽象財の需給を開発 し、抽

象財経済 循環の価値水準を維持発展 させ る 「経営政策行

動」 とその実行の 「計画行政」 の根拠 は どこに求め るの

か。最後 にとはな くて はな らな いのが これであ る。

すでに見た ように、実物 と貨幣 の対応 という目で見 れ

ば、 すでに実物の内容 は財変化 と共に抽象化 し、資本 の

陳腐 化、知識の陳腐化、 と加速 して きて、今 日のマスコ

ミや論壇 の流行陳腐化 のよ うに、抽象価値の陳腐化 は極

めて急 速であ る。

この中で総て の物的側面が、抽象価値体系の中 に包摂

され、その故 に、人類 は地球 の物質的限界 を超 えて、 そ

の存 在価値を創造 し、社会 の運行 を進めて、発展 あるい

は進 んで進歩 と して選択 できる ものを、創造 してい こう

と考え ることが 出来 る。 そ うだ とすれば、 その持続 的発

展を維 持で きる価値 の創造 をいかに進めれ ばよいか を問

わな くて はな らない。

1.情 報 ・知識のグ ローバ ルな分布

いま人類社会 におけ る価値情報 の所在を言 うとすれば、

それ は時間的、空 間的にみて グローバルに広 く分布 して

いる。 また分野別 に と言 うことな ら様 々に定義 される抽

象空間 に分布 してい るという事が 出来 る。

抽象価値市場 は、知識ζ1擁とコミュニケーションによっ

て、形成維持 されてい る。人間 の ライ フタイムとの関わ

りで言えば、 「ライ フタイムの知識密度densityof

time」 も 「その ウエル ネスの達成度depthoftime」

も地球上で様々に異 な る。

2.情 報 ・知識生 産の地域性 とその分布

地上 のあらゆ る歴史 と社会 の中で、 コ ミュニケーシ ョ

ンの基礎 となる主体 性の アイデ ンテ ィテ ィが生成 されて

いる。

a)現 代で は、政治 や行政 の市場化 だけでな く、緑 の生

態 の発展、Bio-Gioの 地球 システムの変化 に伴 っ

て 「知識生産の展 開」 は処 を選 ばない。

b)知 識生産 は私 的 に始 め られるが、知識 の私 的所有 は

陳腐化以外 の何 もので もないので、知識 の社会化が進む。

コ ミュニケーシ ョンによる私有 と公有 、社 会的所有 の反

復 が知識生産の本質で ある。従 って 「新 知識の分布」 は

「既存知識 の分布」 と異 なる。 それに基 く 「個 々の倫理」

や 「社会 システムに内包 され た道徳律」 の分布 をみて も

同様 である。 「文化の分布」 といえばよ り理解 が容易か

も知 れない。

3.抽 象価値市場 における 「上昇気流 」

a)既 存 の知識分布 と新規 に生産 された知識の分布の相

違 が、 「情報 の圧力差」 さ らには 「価 値の圧力差」 を産

む。 それぞれの需要 ・供給 の圧 力差 と言 って もよい。高

気 圧 ・低気圧 にもたとえ られよ う。

b)当 然 の ことだが、 グローバル コ ミュニケ ーシ ョンに

おけ る情報 の圧力差が、 これまで言 われて きた 「技術移

転 課題」 などをはるか に越 え る地域 的 あるいは抽象空間

的 「上昇気流」 を産 む。 「地球気候 の モデル」の発達 は、

この面 で も新 しい 「価値 の気候分析 」の手法を産む こと

になれば と期待 され る。

c)こ の価 値の上昇気 流を発見 し、あ るいは創造 して、

これに次々 と乗 り継 いでい く。 この経営展開 の専門家集

団が、 ここで言 う 「経営信 託官 僚」で ある。 そのような

専門家集団の 「萌芽」 は、 すで に今 日の総合商社分野、
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証券 ・金融保険分野 などに見 られ る処であ る。信託業 界

の専 門家 に とっては、 これか らが 出番 と言 うことに もな

るであろ う。 だがその将 来の展開方向 にっ いて、あ るい

はその総 合性にっいて、それ を最 も必要 と して いる社会

分野において も、 またそれ らの人 たち自身 に も、十分 な

認識 がないのが現状 で ある。政治 やマスコ ミ、論壇 のお

くれ、学界 もそ うか もしれ ないが、既存 の観念 の枠 の中

で しか発想の出来 ない体質が、理 解 と前進を妨げている。

それで いて持続的成長 などとい うの は、魚 が空 を飛 びた

いと望 むという寓話 の世界 であ る。パ ラダイ ムの転換 と

い う意味で は、上昇気流 と言 うよ りは、異 な った軌道 へ

のワープ航法が要請 されてい ると言 うべきかもしれない。

むすび

政策 学は未然 に備えて政策行動 の準備 を しな くて はな

らな い。かって赤松要 教授 は 「本質 的動向」 と弁証論的

議論を された。 ブロー ドヴィジ ョンとは言 ったが、 ここ

でのべた ことは、決 して未来論 ではない。政策学で言 う

未然 とは、そ うな ることが 、 「本質 的動 向」 とい い、

「底流 」 と言 い、 いろ い ろな言 い方 はあ る に して も、

「見 えていて未だ しか らず」 に備 え ることであ る。

金融 ・保険 ・信託 ・総合商社 そ して これか らの新 しい

経営 と言 ったその総 ての未然 の姿 を求め る将来像研究 が

ここでの議論で あ った。

その結論 は 「経営信託専 門家集団」 と して、人類社会、

あ るい は地球 システムの経営を、政治 ・行政を含めて トー

タルに見ていける人 材の養成 と、 その活躍分野の確立が

急務 であ るとい う事 で ある。そ の中で新 しい 「証券化」

「証券市場」の展開が急進す ると言 うこと も間 違 いのな

い事実であ る。

次 々と発生す る課題 を解決 しなが ら、 トー タルに政治

や行政 も含 めて、経営受託 で きるほどの 「経営信託請負

専門家集団」 と して、人類社会 の経 営や環境 を含 む人類

資産 の管理運営の信託 を受 け る 「人類社会 の新官僚」 が

育つ には、 まだ まだ時 間を要 す るであろ う。だが国連改

革 などの議論の中で、 次の時代 を支え るために は、 この

方 向 しかないので はないか とい う議論がすでにないわけ

ではない。

そ してそれ以上 に重 要な ことは、 これ ら 「新知識の分

布」 「新価値 の分布」 「新文化 の分布」が生 まれてい く

方向 について、地球 環境問題 はその収束 して行 くべ き明
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僚な 「方向 と枠組」 を提示 しているとい うことであ る。

それ は赤松教授 の 「本質的動向」が明僚 な形 を とってわ

れわれ の前 にあ るとい うことで もある。す なわち人 間お

よび人間社会 は 自らその 「存在 の条件」 を創造 し保全 し

て いかな くてはな らない。人 間社会 の持続性を保証す る、

これ が第一一の必要 条件であ る。 そ してそのた めには人間

及 び人 間社会 は地 球 システ ムの運 行 の 中で、 自 らそ の

「運行 の条 件」を創造 し保全 していかな くて はな らない。

環境論 的ア プローチとの総合が生んだ もの は、 それが人

間社会 の機能論的 アプローチ経済循環に とどま らず、緑

の循 環や 自然循環 もふ くめた 「地球 システムの運行」 を

保証 す る制度 ・体制論的 アプローチの中で実現 され るべ

きものだ という認識 であった。 これが第2の 必要条件 で

ある。そ してすべての発展 はこの二つの条件 の上 にのみ

存 在 し得 る充分条件 にす ぎない。 したが っていかな る歴

史や文化 の中にあ って も、 この存在 と運行 の条件 に対 す

る忠誠が高 い倫 理的価値、高 い道徳律 の システ ム価値 を

もっ とい うことがで きよう。 その発展変動 のそれぞれ に

あ って 「進歩 」 と して選択 され るものの大 きな枠組が そ

こに見 出 され るで あろう。その中でその ような発展 に強

い責 任感 を もって これ を果た し得る 「経 営信託専門家集

団」 がす ぐれた 「グローバル ステー ツマ ン」 「グローバ

ル ・アン トゥル プルヌール」 と して、 リーダーシ ップを

発揮 しな くて はな らないで あろう。新 テクノク ラー ト、

計画行政 に志す人 の目標で ある。その門戸 が人類社会 の

中ですべて の 「有為 の人」 に開放 され ている ことはい う

まで もない。知識主義 の同 じ情報 は二つ い らない とい う

特色 は 「誰一人排 除 しない人類社会」 を求 めてい るか ら

で ある。 この目標 に向 っての地上 のあ らゆ る主 体的 シス

テムズグ ロースが グローバル コ ミュニケー シ ョンの中で

システムズイ ンテ グレー シ ョンをすす め るとき、人 々の

選択 す る様 々な システムの中での進歩 が、人類社会、 し

たが って地 球 システムの経緯 とい う方 向の中で 「人類社

会 の文化 と しての進歩」 「人間生態 の進歩 と して の人 間

文化 」の価値生産性 を最 も高め るサーキ ッ ト生産性 を も

っ人 類社会を建設 してい くことにな るで あろ う。

私達が ザ ・セカ ン ド・コペルニクス ・ター ンと名付 け

た地球環境 の認識 は漸 くに して トイン ビー型 の 「文化 の

相克」 を して 「文化 の総合、文化 の創造」 の方 向性を見

出 したといえる。 政治文化 ・総合社会文化 を こえて、人

間生態 の文化 によ って保 たれる人類社会 の持続性であ る。

価値 の証券化 と市場化、 その経営 の信託化 という流 れ



は、 い まや この大 きな方向 の中 にその役割 と責任 を見 出

す こ とにな った とい うことがで きる。 そ して金融 システ

ム将 来像 研究 もようや く既得権維持の改革論議 をこえて、

人類社会 と して のすべて の改革 に進むべ き方 向 の光 を見

出 した ことにな る。 ヒューマ ン・ア ドミニス トレーシ ョ

ンか ら出発 した 「計画行政」 も、 ここに人類社会の セル

フ ・ア ドミニス トレーシ ョンの進むべ き方 向を確認 した

ことにな るとい って よい。

その役 割認 識 セル フデジグネーションと責任の 自覚 こ

そこの地上 に生 きと して生 きるもののアイデ ンテ ィテ ィ

の確立 であ り、 自 らの生 き方の研究 としての政策学研究

の本領 であろ う。
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第2編 まえが き

地球 システムの経営 と緑 と人のエコロジー

歴史研究 や、現状の実態分析で は 「平均概念」 による

研究 が重要 であ る。

だが未然 に備えて の政策研究で は、 「限界概 念」 に基づ

く 「変化 の シンプ トム」の把握が 「実態研究」 や 「実証

研究」 の中心課題 となる。政策行動の対象 とな る 「生起

すべき未然の実体」 を把握 しな ければ、政策 的対応 もそ

の目標 としての 「将来像」 もイメージす る事 がで きな い

か らであ る。

経済学 に限界分析が導入 されて久 しいが、政 策学の誕

生を見 るまで は、 「限界事象」 を把握す るための実態研

究は未発 達で あったといって よい。

「平 均事象 」を捉え る実態分析 に対 して、 「限界事象」

を捉 え る実態分析 が追加 され てはじめて 「変化する実体」

にたいす る 「ビジ ョン」が生 まれ る。

従 って 「限界事象 の実態分析」 に続 く 「限界事象 の実

証分析」 は実態 と して把握 された各種の シンプ トムの実

態か ら、論理実証的 に、 それが 「生起すべ き実体」で あ

りうることを実証す ることである。 「ビジョンの実体化」

ともい う。

そ してそれが そこにいたる諸政策計画の 目標 「開発 目

標」 とな るので ある。

従 って、 この 「第二編」 でまとめようと した ものは、

この限界事象の実態分析 の論文で あり、で きうべ き もの

としての期待 はそ の実証分析 であった。

おおむね各分科会 の論文は、分科会 として一つの ビジョ

ンの実体化 と して の実証分析 となってお り、 これ を実態

情報 としての論文が補完 している。

ここに限界事象 の研究論文 として取 り上 げた ものは、

次の3面 を含んで い る

第一 に、宇宙観 や自然観 の変化、社会観や人間観 の変

化 とい う地球環境 や世界 の激動 に触発 された ものである。

省資源や省 エネルギーの考 え方 の変化、技術や産業構造

におけ る変化。緑 の環境保全 とい う思想か ら、 自律的 な

緑 の生態系の創造 とい った、考 え方 の変化 だけでな く、

対応 の態度や姿勢の変化 、 ライフス タイルの変化、 など

が随所 に現れ る。

第二 には、 それ らを単 に思想や ビジョンの変化 とす る

だけで な く、具体的な人 間の 「営為」 として、 どの様 な

都市計画上の変化が生 まれて いるか、 どのよ うな緑化計

画が試行 されて いるか、 どの様 な事業 が成立 しているか、

同 じものでもその解釈や社会 的な意味 が どの様 に変 わ っ

て いるか、な どな ど 「限界事象」 の生起 と実態、 そ して

その意味 の再検討が行われて いる。政策学 の限界概念 の

実証分析 ではここの所が もっと も大切 であ る。 なぜな ら

「平 均事 象」 の実 態分 析 や実 証研 究 で は、 限界事 象 は

「例外事象」や 「誤差項 目」 あるいは 「救 済項 目」 と し

て平均概念 の意味づ けに支配 されて しまい 「変化の方向」

を把握す るための 「限界事象 の固有 の意味づけ」は捨象

されて しま うか らであ る。 それでは未然 に 「生起すべ き

実体」 を把握 して、未然 に対応 していく政策学には害有 っ

て益 な しである。

第三 には、 このような未然 に対 す るビジ ョンに基づい

て提案 されて いる各種の政策提言 にっいての限界サーベ

イと しての研究で ある。 そ してそ こか らより総合的であ

ろ うとす る提案へ の道筋が始 ま る。諸 産業の融合過程や、

環境 とエネルギーにっ いて の総合 的政 策の確立、農山村

計画 におけるグ リー ンセツルメ ン ト計画 など第一編で総

合 すべ き諸分野 の限界的政策論 の研究 で ある。



1



目 次

第2編 地球シスデムの経営と緑と人のエコロジー (基礎研究論文会)

第2編 まえがき 藤井 隆

第1部

第1章

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7,

第2章

1.

2.

3.

4.

第3章

1.

2,

3.

4.

第4章

1.

2.

3.

4.

5.

資源エネルギー政策と環境政策の統合(第1分 科会)

エコロジー戦略とエネルギー戦略の統合

生存次元の政策の台頭

基本的な評価視点

バランスのとれた総合戦略

温室効果ガスの排出と寄与度

森林によるCO、 相殺

技術開発

技術移転のための国際協力

エネルギーシステムと都市計画

新 しい安全保障とエネルギー効率の追求

都市エネルギー消費の増勢

都市エネルギーのシステム化

健全な都市計画とエネルギーシステムの統合

電力を中心とするエネルギーシステムと地域 との共生

電気事業と社会との係わり

電力供給システムと環境

エネルギーシステムの環境への配慮、その現状

エネルギーシステムと環境との調和を目指すための

地域共生の基本的な考え方

電源立地と景観創造

背景

景観に関するとらえ方、その歴史的変遷 もふまえて

電気事業と景観創造

景観に関する電気事業の基本的な考え方

景観創造に関する課題

樹下 明131

樹下 明141

大澤 正治148

吉田 公夫

大澤 正治164

伊勢 良一



第2部 ヒューマンセツルメント その1(第2分 科会)

第1章 もう一つの一極集中問題 一大都市圏の構造を巡 って一 駒井 正晶175

1.都 市の形

1-1.一 極型都市

1-2.一 極型都市の限界と多極型都市

2.東 京圏の多極化

2-1.東 京圏多極化の実体と背景

2-2.多 極化政策 としての業務核都市計画

3.多 極型都市(圏)形 成の条件

3-1.産 業構造の変化

3-2.人 口 ・労働力構造の変化

3-3.情 報通信技術の発達

第2章 都市社会の生活 と意見 一ライフスタイルから見た人工都市の課題一

1.住 みかを探 し、選択 した人達とは

2.生 活する町を選択する要因

3.住 み心地の良さと暮 らしやすさを決定する要因

4、 愛着か ら定住へすすむ条件

5,子 育てと社会参加、そ して世代間共生

6.シ ョッピング行動を分析する

細野 助博191

第3部 ヒューマンセツルメント その2(第3分 科会)

第1章 都市における緑の環境資産の現状と今後の方向

1.高 密度市街地における緑の環境資産の特徴

2.田 園地域における緑の環境資産の評価

3.景 観 ・環境 ・生産保全の関係

4.緑 の環境資産保全の社会的システム化の方向

第2章 東京都心地域における緑校地の分布特性 とその変化

1.は じめに

2.東 京の緑校地の分布特性の変化

3.東 京都心地域における緑校地の変容

第3章 最近の田園地域をめ ぐる論調 に見る田園地域における

緑の環境資産の評価

1.は じめに

2.田 園景観の捉え方

田畑 貞寿219

田畑 貞寿223

木下 剛

斉藤 庸平237

田畑 貞寿



3.田 園景観の特性

4.田 園景観評価の主体による差異

5.田 園地域における緑の環境資産評価の視点

第4章 都市的地域におけるグリーンス トックの保全手法にっいて

1.グ リーンス トックの地域別の考え方

2.景 観保全と環境保全 と生産保全の関係

3.GSと しての農地の存在価値

4.都 市的地域 における農地の賦存状況の推移

5.改 正生産緑地法の歴史的背景 と問題点

6.改 正生産緑地の解説

第5章 先行事例に見る緑の環境資産保全の社会的システム化の方向性

1.コ ミュニティによる環境資産の保有 ・管理

2.市 民有志の協働による環境資産の保全

3.地 縁に縛 られない遠隔地の環:境資産の保有 ・負担

4.環 境資産の商品化

5.環 境資産の証券化

6.証 券の市場流通化

原 耕造244

橋立 達夫254

第4部

第1章

1.

2.

3.

第2章

1.

2.

3.

4,

第3章

1.

2.

3.

4.

5.

グリーンセツルメン ト(第4分 科会)

グリーンセツルメン トの基礎 となる森林生態系の特性

森林生態系の自動調節機能

森林生態系の物質循環構造

森林の環境材的特質 一線の環境材的価値一

森林生態系の保全と利用に関する基本的原則 と対応

グリーン・セツルメントにおける森林施業

森林管理の原則

森林の多面的機能と多次元評価による持続的発展への方向

森林の保全と利用のための経済的手法

わが国森林の利用と保全の実態

森林 ・林地保全を巡る動向

都市域における土地利用の特質について

林地開発許可処分の推移について

都市域における林地開発に対する市民 ・市行政の反応について

幾つかの事例

福岡 克也263

福岡 克也271

福岡 克也280

菊池 章



A.横 浜 市 の 場 合

B.神 戸 市 の 場 合

C.仙 台 市 の 場 合

D.盛 岡市 の場 合

E.土 岐 市 の場 合

第4章 グ リー ンセ ツ ル メ ン トで の森 林 の利 用 と保 全

1.ネ ッ トワ ー ク型 コ ンパ ク トセ ツル メ ン トの 目的 と背 景

2.シ ンプ ルハ イ ライ フの 時代 へ

3.グ リー ンセ ツ ル メ ン トの 目的

4.サ ー ビス生 産 シ ス テ ム の コ ンパ ク ト化

5.グ リー ンセ ツル メ ン トの デ ザ イ ン

6.グ リー ンセ ツル メ ン トの環 境 デ ザ イ ン

7.グ リー ンセ ツル メ ン トの ソ フ トプ ラ ン ニ ング

8.個 と全 体 の融 和 社 会 を め ざ して

第5章 グ リー ンセ ツル メ ン トの具 体 的 問 題

1.計 画 構 想 の条 件

2.収 益 事 業 と して の展 開

3.市 場 の動 向

4.展 示 林 ・植 物 園 の 整 備 の 方 向

第6章

1.分 析 の視 角 と方 法

2.結 果 の分 析 と エ コ地 域 管 理 の方 向

3.森 林 環 境 資 源 の最 適 化 管 理 とそ の条 件

エコ地域計画管理を進めるうえでの森林の多元的評価 と類型化

杉浦 正爾288

福岡 克也

福岡 克也315

三沢 靖平

福岡 克也320



第1部

亀

資源エネルギー政策と

環境政策の総合

《第1分 科会》



第2編 地球 システムの経営 と緑 と人のエコロジー

第1部 資源エネルギー政策 と環境政策の総合

第1章 エ コ ロジー戦 略 とエネルギー戦 略の統合

㈱技術綜研 樹下 明

は じめに

エコロジー とエネル ギーの相互関係 を被害者 と加害者

の関係だ けで論 じられやす い。原始的 には、 エネルギー

はエコロジカルなプロセスの起源であった し、エネルギー

はまたエコロジカルなプロセスの も とでつ くられてきた。

地球環境問題 の認識 とと もにエネルギーの循環 の過程 が

再認識 されて い る。Eco－ は、EcologyとEconomy

の語源で あるが、地球環境 問題 の費用効果 的な解決策 と

して、 エコロジカルなプ ロセスが注 目され ている。物質

が循環す るた めにはエネルギーが必要 であるが、生命系

において はエ ン トロ ピーを増大 させ るとはかぎ らない。

地球環境 に優 しいと思 われている政策行動 が科学 的に

地球環境 の保全 に貢献 している とは限 らない。社会 的選

好 が強調 され るほ ど、社会 の選好 が歪 め られ る結果 とな

ることが多 い。 エネルギー戦 略 と地球環境戦略 は対立 的

な次元 にあるのでな く、 同 じ政策次元 にある ことが忘 れ

られている場合 があ る。 また、 「効率 」 、 「公正 」 、

「生存」 の政策次元 も対立 的にあるので はな く統 合 され

た ものであるはずである。

政策 はバ ランスの とれた総 合性 を反 映 した フィー ジブ

ルな意思決定 のセ ッ トであ る。特定 の目的達成 のために

政策 的な正当性 が確保 されて も、社会組織 によ って受 容

されない政策手段 は妥 当 しな い。不確 実性 の大 きい超長

期の時間選好 においては、政策次元 の整合性 の確保 は容

易 ではない。現実 に は、 顕在化す る資源制約 と環 境制約

の もとで、現世代 の富 め るもの と貧 しきものが将 来世代

の生 存のために、 資源の最適配分を合意す るに は現代の

政策科学 は余 りに も発達 して いない。

以下 では、 これ らの政策次元の統合を軸に、エネルギー

の長期的確保、環 境対策の基本的な評価視点、エネルギー

効率 改善 のための トータルアプローチ、 システム指向の

技術 開発、 な らびに、世界的脈絡 におけ る環境技術移転

戦略の方 向性 を述 べ る。

1.生 存次元 の政策 の台頭

政策形成 における新 しい基本的 次元 として、効 率 と公

正 に加 えて、生存 の局面 が強 く認識 されるよ うになった。

新 しい生存次元 は、 もとよ り地球環境 問題 のみな らず、

平和 と資源供給 の確保 に関す る安 全保 障の局 面を含 んで

い る。1992年6月 の リオ宣言1)が この局面を強 く意識 し

ている ことを忘れてはな らない。環境 問題 を含めて資源

制約 の顕 在化 に ともな う紛争 の可 能性 の増大 ば依然 とし

て無視で きない深刻 な問題である はずであ る2)。地球 環

境 問題は政策科学 の重要性 を認識 させた歴史的 ともいえ

る新たな政策課題 とな ったが、不 確実性の存在を前提 と

して、2100年 とい う超長 期の展望 のなかで、地球環境の

負 荷を増大 させ る資源消費が資源量の制約の もとで持続

で きるか という問題を も提起 した ことは重要な地球環境

問題の所産であ る(図1)。

飛 躍的なエネルギー効 率の向上 の実現を前提 と し、将

来のエ ネル ギー供給におけ る革新 的な オプシ ョンの開発

が期待 され ると して も、 開発途上国の需要圧力の もとで、

現在の エネルギー供給 にお いて約90%を 占め る化石燃料

への依存を大幅 にシフ トさせることの経済的技術的なフィ

ジビ リティに は大 きな不確実性があ る。 しか し、 その化

石燃料 も現在の知見を前提 とすれば、資源枯渇 による価

格上昇を通 じての開発努力が促進 され ると して も、来世

紀の中頃 まで には、地球環境問題の不確実性以前 に、石

油お よびガス の実枯渇が顕在化す る(表1)。

これ らの資源制約 と環境制約が強 く認識されるなかで、

新 しい自然 エネルギ ーの利用 の促進が求め られているが、

そのエネルギー密度が小 さい ことと設備利用率 と供給信

頼度が低 いことの弱点を克服することは、地球環境 にとっ

ての根源的 なイ ンパ ク トを規定 する総合 的な資源効率 の

うえで決 して容易 なことで はない。 しか し、 自然 の循環

作用で貯蔵 され るエネルギー密度 の大 きい水力発電 の開
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発 可能な賦存量 は13、974TWH/年3)と 想定 され、
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表1化 石燃料の確認埋蔵嵐 (1992年.)
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それ は優 に現在 の世界の石油消費量 に匹敵す るが、 開

発中を含 めて その18%し か開発 されて いない ことは注 目

してお く必要 がある。

最近 のIEA事 務局による2010年 までの世界のエネルギー

見通 し4)によれば、2005年 でバ レル30ド ル(1993年 価格)

に達す る石油価格 の上昇 と年率0.72%で 引 き下げ られ る

GDPあ た りエネルギー消 費量 を前 提 と して も、 世 界 の

2010年 に至 るエネルギー消費量 は年 率2%で 増 大 し、

1990年 に比 しておよそ1.5倍 に達 する。 と くに、 開発 途

上国 のエネルギ ー需要は、OECDの 伸 び率1.3%に 対 し

て4%で 増加 し、世界計に しめ る比率 は、1990年 の26%

か ら2010年 には39%に 達す る。 この間の世界のエネルギー

供給 の増加分 は、石油換算37億 トンにの ぼるが、 その89

%は 依然 と して化石燃料 に依存す る。

いかな る要件 と前提の もとで、貧困か らの脱却 に挑戦

す る開発途上国 の需要増大 を中心 に、世界 の持続 的発展

の実現の ためには効率的 な資源供給 の実現 のためには効

率的 な資源供給 の保障が不可欠 である。長 期的な不 確実

性の存在 を前提 に、資源 の効率 的配分 の経 済的メカニ ズ

ムが機能す るよ うに、環境対応 と調和 した資源供 給の安

定性 と柔軟性 を保障す るために、代替 エネルギー資源の

バ ランスの とれた多様性 の確保 は重大 な課題であ る。 そ

のバ ランスに与 え る人為的混 乱は、膨大 な経済的撹乱 を

招来 させ、 とくに、資源の輸 入依存 度の大 きい開発途上

国 に大 きな経済的打撃を与 え る可能性が強 い。 さ らに、

エネルギー ミックスにおけ る柔軟性の削減 は経済発展 の

基盤 の破壊を結果づ ける紛争の可能性 の増大にっながる。
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2,基 本 的な評価視 点

地球環境 の保 全が強調 されれば され るほど、資源利用

の効 率が追求 されな ければな らな い。一般 に、高 コス ト

の選 択肢 はよ り大 きな資源必要量 を表現 して いる。 コス

トは最終生産物の産出 に至 る累積資源必要量の総和 を表

せ るはずであ る。そ の累積資源必要量 は世界 の直接間接

の産業連関過程を通 じて求 め られ るが、 その全 ての過程

の それぞ れの生産亟数 を通 じて環境 に対 して影響 を与 え

る。 それ ぞれ の生産亟数 に応 じて環境影響 は異 な るが、

1次 的 な評価視点 と しては、累積 資源量 の総和 と環境 に

与 える影響 は相似 しているとみ ることがで きよ う。従 っ

て、環境対策 ない し技術 システ ムの評 価において、 コス

トは重要 な実用的パ ラメー タとな りうる。 そのために、

環境保全 の観点 か ら、資源利用の効率を評 価す る。 より

客観 的で厳密 な経済 的 フ レー ムワークの規準化 を必要 と

す る。 これ らの視点 は汚染者負担の原則 とは別 に排出局

面 の評 価に大 きく関係す る。産業間 の連関過程 を前提 と

すれば、特定 の排 出局面 にお ける評価の含意 は大 き く変

わ って くる。 これ は、特定の国境区分 による排 出量 の含

意について も同様で ある。経済 のグローバ ル化 のなかで

の相互依存の進展の もとで、排 出の取引 きを識別 しない

グロスの排出量 の含意 には限界 がある。 ここで も、世界

ベースの地域間産業連関分析5)は、特定行動 の世界 ベー

スで の環境影響 の直接間接 の把握 に有効 である。

排 出の過程 は、探査、採掘、 加工 、輸送 、貯蔵、燃焼、

廃棄物処理 などの燃料 サイ クルだけではな く、 プラン ト

の製作、建設、運転維持、 改良 、デ ィコ ミッシ ョニ ング

および リサイクル、 研究 開発 等の全ての直接 間接の連関

過程 を包含 した ものでなければな らない。すなわち、生

産の排 出の局面 におけ る技術の環境影響ばか りでな く、

その技術 システムの ライフサ イクル全体の世界 ベーースで

の直接 間接 の産 業連関的環境影響 の把握で ある。一般 に

は、煙突の出口の排出局面での評価 に終わ って お り、か

か る脈絡での技術 システムが全体的 に地球的 に評価 され

ることは少な い。 と くに、環境問題 における公衆 の認識

過程 は単純化 され、環境対策行動 の当事者 も社会的支持

の安易 な獲得 に走 る傾向 が強 い。排 出の局面 でク リー ン

と認識 されて いる技術 オプシ ョンがかか る全体 的な評価

で地球的 に受容 され るとは限 らないのである。

評価すべ き環境対策行動 の環境 影響 を1次 的に コス ト

で代表 させるとき、行動 に連関す るシステム全体の コス



トの捕捉 が重要 であ る。 とくに、補助 金等に埋没 して い

る外部 コス トの内部化 は総 合的な資源効率の陽表化のた

めに重要 であ り、環境対 策行動 をあ ぐる公共選択 におい

て不可欠 である。 さ きに述べた環境対策 の環境影響を世

界ベースでの産業連 関的分析 が現状において容易 で はな

い とす ると、 コス トの正確で全体的な把握が重要なステ ッ

プであ り、選択 の意 思決定 において不可欠であ る。環境

対策 のための追加 イ ンプッ トをふ くめた資源制約 と環境

制約双方 の もとでの最適 資源配分の概 念にお ける全体的

な費用効果 において選択肢を評価す ることが必要であ る。

確かに 日本 のか っての公害対 策の実施 にお いて は、緊要

性のプ ライオ リテ ィの もとにか る過程 が十分に ビル トイ

ンしなか ったの は事 実であ る。

地球 的な環 境制 約の もとでの エネルギー資源の最適化

は短 期の タイ ムスケ ールで はな く、 フル タイムスケール

での特定 の エネルギ ー環 境政策の費用便益の累積バ ラ ン

スで決定 され ることは当然であ る。 例えば、化石燃料 に

お ける石炭か らの燃料転 換政策 は代替 エネルギ ー資源の

枯渇 を促進 し、環 境 と経済 に大 きな歪み と矛盾を発生 さ

せ るか も しれない。炭酸 ガス排出の短 期の削減 を達成 さ

せよ うとす る政策手段が、累積バランスにおいてネガティ

ブな効果 を もつ燃 料転換技術の促進 によって、 よ り大 き

な累積排 出を招来 させ る可能性があ るか も しれ ないので

あるの 。

これ は、費用 と便益 のス トリームにお ける時間的資源

の検討に関係 る。 われわれ は、社会的時間選好を反映す

る一定の割引率に よって、現在 と招来 における価値 の差

を調整 して きた。 しか し、世代間の公正問題で もある地

球環境問題への対 応の ため に、不確実性 の中で の現在時

点での迅 速 な行動を促進す るために、割引率概念 の転換

を求め る主張 もある7)。 それ は、 わ れ われの 価値体 系

に根元的な転換を提起 して いることを意味する。 しか し、

依然 と して、行動を決定づ ける現実 の社会選好 において

は、将来の価値 と現在 の価値 を同 じにみ な していない。

よ り高 い資源効率の追求 のために効率的 なスク リーニ ン

グ レー トを設定 して いる し、大 きな不確実性 に対 して は

高 い リスクの担保を求 めているので ある。 これはまた、

開発途上国 に対す る環境協力 ない し技術移転 における シ

ステムの選択 にお いて重要 な要素 である。

3.バ ラ ンスとれた総合戦略

気候変動 に関す る政府間パ ネル(IPCC)の 対 応 戦略

ワーキ ンググル ープは、地球変動問題を取扱 う戦略 の形

成 に対す る基準 を次 のよ うに結論づ けた的。

一気候変動以外 の理 由において有益で
、 それぞれの能

力で改善で きるもの、例 えば、 エネルギー効率 の向

上、温室効果 ガス低排 出技術、森林等天然 資源 のよ

り望 ま しい管理、 な らびに重要 な輻射性 ガスで もあ

るCFCs(ク ロロフ ィルオロカーボ ン)お よびそ の

他 のオゾ ン枯渇物質 の排 出削減。

一と くに市場 ベースのメカニズムを利用 する経済的 に

効率的で費用効果的 な もの。

一社会、経済、環境 の門的 に複合的 に寄与 できる もの。

一気候変動 に関す る科学的
、技術、経済 的局面 につ い

ての理解 の増大 に対応 して、容易 に修 正できる柔軟

性 のあるか っ段階 的な もの。

一経済成長および持続的発展の概念 と両立できるもの。

一適用、 モニ タ リング、実施 において、管理上実際 的

で効果的 な もの。

一 とりわれ、財政 および技術 の分野 で開発途上国 の特

別 のニーズを認識 しっつ、 この問題の対応において、

先進国 および開発途上国 のいず れ もの義務 を反映 す

る もの。

地球環境 に関 する政策科学 的アプ ローチが極 めて未成

熟 な現状 において も、 この規準 は対応戦 略の評価 の うえ

で本質 的な方向性 を示 してい るといえよ う。提示 され る

政策手段 は政治 的にデモ ンステ レイテ ィブな特定手段 に

集 中される傾向 にあるが、地球 変動 の複雑 性 と広範 な相

互作用 を基礎 とす るシステ ム指 向型 のア プローチの必 要

性 を前提 とす れば、長期的 な費用効果 の確保のため、多

様 で総合 的な戦略 ミックスの柔軟な統合 が求め られるの

である。総合 的な アプ ローチを対策 の拡 散 による行動 の

消極化 とみるのでな く、地球環 境の保全 の ために多様 な

戦略 を通 じて、 資源配分 のバ ランスの とれた全体的 な効

率化 を追求 する ことが必要 なのである。

仮 に、炭素税 のよ うな単一 の政策手段 に よってエネ ル

ギー需要 の抑制 とエネルギー ミックスの転換 を行お うと

す ると、税金 の水準 は社会 的受容の範囲 を超 え、経 済活

動総体 に与 える損失 も少な くな い。 この種 の政策 シ ミュ

レー ションで代表 的なOECDのGREEN(GeneRalE

quilibriumENvironmentalmodel)に よれ ば、 ト

ロ ン ト型の協定(2010年 ま で に炭 素 の排 出 を、OECD

諸 国の場 合1990年 レベルの80%に カッ トし、非OECD
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諸 国の場 合1990年 の50%増 で制限す る。)を 炭素税で均

衡 させ るには、すでに エネルギー価 格が総体的 に高 く、

排 出の伸 びが大 きい 日本の場合、2005年 の炭素税 は1985

年 価格 で炭素 トンあた りお よそ500ド ルにも達 し、GD

Pに 与え る損失 もOECD諸 国の中で は相対的 に最 も大 き

く、1990年 か ら2050年 のGDPを1.3%切 り下 げる と試算

されてい る9)。

ホ リステ ィックなアプローチとは、 自然体系 と人 間体

系 の間 の相互作用 の把握 を基礎 に、人 間体系 におけ るダ

イナ ミックな技術構造 と産業構造 の もとでの、人 口、生

産、輸送、消費、排 出、廃棄 などのハ ー ドシステム と文

化、価値、制度、組織、意思決定 などの ソフ トシステム

の連関関係 の自律 的メカニズムを全体 的なバ ランスの中

で生成 させ ることを意 味 してい るといえ る。 全体的な資

源効率 の追求 のため、 これ らのハー ドシステ ムの革新か

らますます システム指 向型のアプ ローチ とな り、 リサ イ

クリング、土地 利用、 国土形成計 画、地域計画、都市計

画 との社 会工 学的統合 が必要 にな るに従 って、 ソフ トシ

ステム との相互 関係が決定的に重要 にな る。 さ らに、 こ

れ らの社 会工学的な システ ムの革新 は社会の価値体系 に

大 きく依存す ることはい うまで もな い(図2)。

経済社会 の環境 に対す る圧力 は、生産お よび消費 にと

もな う排出 ・廃棄物 による自然への影響 とともに、環境

保全 に対 して どの程度資源 を配分で きるか とい う両面が

ある。 その経営過程 の分析 も都市を は じあとする ローカ

ル レベ ルか ら地球 レベルの規模 につ いて、 エコ システ ム

および人間 の生活水準双方 か らのイ ンターデシプ リイな

システム分析 を必要 とす る。 同時 に、重要 な ことは費用

効果 を軸 として、歴史的 に生起 する構造変化 への ダイナ

ミックな適応過程 の分析 である。

都市政策 や都市計画 の策定 において、従来必 ず しもエ

ネルギー と環境 の問題 に第 一義 的に関心 が もたれて きた

とはいえない。事実、従来 の都市計 画でエネルギ ーとそ

の排 出の最 適化を具体 的に発想 してい る例 は殆 どな い。

エネルギ ーとその排 出の効率性は都 市構造その もの に依

存 してい る。同時に、 トー タルなエ ネルギ ーシステムの

採 用やエ ネルギー と環境 をめ ぐる総 合的な効率性 は国土

の経 営政策 におけ る集積 と分散の問題 に深 く関わ って い

る。OECDレ ベ ルで最終 エネ ルギ ー消費 に しめ る輸送

部門の ウェイ トは、第一石油危機の1973年 の16.2%か ら

1990年 には31.3%と 急増 しているが、輸送部門 のエ ネル

ギ ー消費 の効率化 と排 出の削減 は、国土形成 の戦 略およ
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び交通体系の最適化、 な らびに、都市計画 のパ ラダイム

の転換 と電力化を ふ くむ都市交通 システムの革新 に依存

す る(表2)。

人間システム

ソフト

文化!価値

制度

識量

意思決定

ハー ド

人口

生産

輸送

消費

排出

廃棄物

排出削減

リサイクリング/再 利用

廃棄物処分

農業転換

森林/土地利用

国土計画

地域計画

部市計画

自然システム

海洋と生物圏の相互関係

大気圏と海洋の相互関係

雲量効果 ・冷却効果

太陽活動

地域偏差

1

酸性雨

.鰐 林破壊

砂漠化

温室効果

種の絶滅

化学汚染

図2ホ リス テ ィ ッ クな ア プ ロー チ

表2最 終 エネルギ ー消費の部門別構成(%)

1973年 1979年 1990年

日本OECD日 本OECD日 本OECD

産 業63.3

(15.7)

輸 送16.2

(2.8)

民 生/商 業20,5

(18.4)

42.656,541.050.137,4

(13.0)(19.5)(14.9)(25.2)(19.3)

25.220.527.123.331.3

(0.7)(2.4)(0.6)(0.7)(0.7)

32.223.231.926.631.3

(18.2)(24.0)(22.2)(32.6)(32.8)

EnergyBalancesofOECDCountries,IEA/OECD

()電 力 化 率%



従来、 エネルギ ー問題 は供給の側か らのみ発想 されて

きた。 地球規模での環境問題が強 く認識 され るなかで、

漸 く需要 サイ ドの システムとの統合が主題 となってきた。

二度の石油危機 によって産業部門 を中心 とす る省 エネル

ギーは大 きな進展を遂げたが、節減 余地の逓減の ほか、

「ゆ とりと豊 さ」指向の定着の もとで、 居 住 の快 適 性 の

持続的追求、高齢化の遂行、核家族、家事労働 の転換、

ライフスタイルの変化を背景 とす る機器の大型化 と多様

化、 な らびに、OA化 の進展 により、価格弾力性 の小 さ

い民生 ・業務部門で のエネル ギー消費 の増勢 が続 いてい

る。 エネルギー利用 の高度化 のなかで、利便性、 ク リー

ン性、安全性、制御性 の利点を反映 して、最終 エネルギー

消費 にお ける電力化率 は輸送部門を除 いて着実 に上昇 し

て きて いる。 それ は都市 エネル ギーの特質 と もいえる。

電力化率 の進展 は、1次 のエネル ギーと最終 エネルギー

の接合 を通 じて、電力部門 の量的質的重要性 を決定 的に

大 き くしている。集中、分散 の次元 を含 め、電力部 門を

中心 とす る トータルシステムと しての総合的な効率化 は、

エネルギー需給 のうえで も環境問題へ の対応の うえでも、

極 めて戦略的 な意味 をも って いる(図3)。

総合戦略 は、 当然、排 出の防止 と制限 ばか りでな く、

転換 および適応 も含 めて費 用効果 的な政策行動 の混合戦

略 を意図 する ものである。森林保全 および植林促進 の効

果 のほか、森林破壊 に対 す る影響 を中心 に、温室効果 の

ほか、森林破壊 に対す る影響 を中心 に、温室効果 ガスの

正味 の排 出とSOxお よびNOxの よ うな在 来型 の排 出 と

の間 の相互関係 の解明 を必要 とする。 また、地球 変化 の

次元 で、濃度、反応速度、 吸収速度 による効果 の持続性

を考慮 した排 出源の タイプ別の対策 の最適化 に関 して、

費用効果 の最大化 を追求 す る総合 的な アプローチが基本

である。 さ らに、地球環境 問題の不確 実性 を前提 としな

が ら、気候変 化に対す る脆弱性の評価 と対策 の費用効 果

を研究す る ことは、現在 の政策行動 の評価 において も重

要 な意味 を もっているはずであ る。

4.温 室効果 ガスの排 出 と寄与 度

注 目され る温室効果 ガスの排出 と吸収の全体 が正確 に

解 明されてい るわけではな いが、 自然 界の関与は極めて

大 きい。

表3

CO2

温室効果ガスの排出と吸収の推定

1次 工ネルギー

多様化
柔軟性
経済性

転換効 峯の向 卜

環境影 響の最小化
バラ ンスの とれ たエネ ルギー

ミックス

電力部門

利便性
クリーン性
安全性
制御性

総合消費効率の向上
環境効率の最大化
最終エネルギー消費との統合

最終工ネルギー消費

情報化
省力化
快適性

民生部門
産業部門

輸送部門

卜一タル システムの統合

図3イ ンテグレイ ター と しての電力

CH4

化石燃料

森林破壊

海洋

大気

純不突合

湿地

水田

動物発酵

GtC/y

5.4

1.6

.2.0

.3.4

1.6

MtCH4/y

115

110

80

ガ ス掘 削 ・排 気 ・移 送45

バイオマ ス燃焼

シロア リ

埋め立 て

石炭採掘

海洋

河川水

ハ イ ドレー ト溶解

土壌

大気中OH反 応

40

40

40

35

10

5

5

-30

-500

レ ン ジ

4.9-5.9

0.6.2.6

1,2.2.8

3,2-3.6

0,2.3.0

100

25

65

25

20

10

20

19

5

1

15

400

200

170

100

50

80

100

70

50

20

25

100

45

600
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N20

大気中滞留

熱帯林土壌

温帯林土壌

海洋

肥料

燃焼

バイオマス燃焼

土壌

成層圏光分解

大気中滞留

44

MtN/y

3.0

1.1

2.O

l.1

0.2

0.1

.10 .0

3.8

4048

2.2.3,7

0.7-1,5

1.4.2.6

0.01_2.2

0、1.0.3

0.02.0.2

_ワ

7.13

3.4.5

WatsonRT,Greenhousegasesandaerosols,IP

CC,1990

れて いる。推定結果 は推定者 に よって異な るが、1年 間

の滞留(ケ ース1)を 前提 とした場 合、CO,の 寄与度 は

55%で 、100年 間の滞留(ケ ース2)を 前提 とすれば、

61%と 推定 されてい る。それぞれの中位数をベー スに推

定 した場 合、 石炭 と石油および天 然ガスがそれぞれ、18

%、20%お よび7-8%と 見込まれ る。 さ らに、 森 林破 壊

と土地利 用 は、ケ ース1で5-17%、 ケ ース2で6-19%と

その レンジは大 きい。化石燃料か らのCO,の 排 出 を部

門別 にみ ると、発電13%、 輸送13%、 工 業9%、 民生 業

務7%、 その他1%と みてい る。 さ らに、WRIは その他

のCH4、N20、03、CFCを 加えた温室効果で、輸

送部 門を含む エネル ギー部門が49%、 工業24%、 森林破

壊14%、 農業部門13%と 推定 して いる。

表4

石炭

石油

ガス

化石燃料

セ メ ン ト

温室効果への寄与度(%)

CO2排 出 温室効果

森林破壊/土地利用9

CO2排 出計

CH,

N20

CFC

そ の他

37.28

37-28

14-11

88.68

3.1.2,3

.31

100

1年 間

20.16

20-16

8.6

48-37

1.7-1.3

5.17

55

15

6

24

100年 間

23.17

23.17

8.7

53.41

1.9-1.4

6.19

61

15

4

12

8
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合計 100 100

Greenhousegases,abatementandcontrol,IEA

CoalResearch,1991

5.森 林 に よ るCO,相 殺

すでに、森林破壊の相対的な寄与度 をみたが、逆 に、

植林等によ って 自然界 に存す るCO,吸 収源 を利用 して、

排出 され るCO,を 相殺す る代替案 の費用効 果 性 が注 目

されて いる。 この アイディアはアメ リカの独立発電業者

であ るAESコ ーポ レーシ ョンによって、1988年 に発表

されて以来、表5に 示 され るように、 グアテマラ、マ レー

シア等の熱帯雨林を中心 と して、世界 の数 力国 で電 力会

社の投資 によって幾つ かのプ ロジェク トが実施 されてい

る。 オラ ンダの地域電力会社か ら構成 される発電事業者

共同会社(SEP)は 、今後25年 間に世界全体 で少 な

くとも15万 ヘ クタールの植林 に資金 を提供するために、

森林CO2排 出吸収財団(FACE)を 設立 した。 これ

らの プロジェク トは森林保護 として機能 し、 さまざまの

環境便益を実現 し、地域所得 の向上 に もっなが り、実施

にあったて は、多様 な レベルのNGOが 参加 してい る。

森林 によるCO,相 殺 は費用効果 の高 い代替 案 とみな

されて おり、米国 で再植林 のために160百 万 エーカーの

土地が提供 され た場合、40年 間 にわた る植林 によ るコス

トは、炭素1ト ンあた り88ド ル とな り、一般 に、 排出抑

制 のための炭素税 よ り低 コス トで効果 的である。さらに、

地球的規模 での森林対策 では炭素 トンあた り3.4ド ル と

い う試算 もある。

これ らのプ ロジェク トの経 済性 は、当然、立地 、経済

条件、期間、森林 プ ロジェク トの タイ プ、 プロジェク ト

の組織 によ って異 なる。一般 に、植 樹管理 は森 林保護の

数倍 のコス トを必要 とし、森林 プロジェク トの場合 はそ

の中間である。 日本 の電気事業 を前てい として、排出を

安定化 させ るための コス トを電 力中央研究所が試算 して

いる0佃)

植林 の場合、1ヘ クタールあた りの炭素吸収量 を年間

10ト ンとして、年 間1.77t-Cを 吸収 す るた めに は、 年

間177,000ヘ クタールを必要 とす る。 植 林 コス トは1ヘ

ク タ一一ルあた り約400ド ル とす る と、 年 間70.8百 万 ドル

の支 出 とな り、炭素1ト ンあ たり40ド ル とな る。森林保

護 の場 合には、熱帯 雨林が1ヘ クタール あたり平 均250-

Cの 吸収可能 とす ると、必要土地面積 は、年間約39万 へ



クタールとなり、 ヘクタール あた りコス トをIOOド ル と

した場合、炭素1ト ンあたり ゴス トは0.4ド ルに過 ぎな

い。 この他、森林保護 は、CO、 の相殺以 前 に、 河川 流

域 の管理改善、土壌 の改善、砂漠化の防止、生物 の生息

の保護 など数多 くの重要 な環境便益 を もた らす。

しか し、 このスキームによっての み世 界 の排 出CO、

を吸収す るには、 オース トラ リア大陸 に相 当す る土地面

積 を必要 と し現実的で はない。 いうまで もな く総合 的な

アプローチの一部 を しめるにす ぎない。土地面積 の確保

が仮 に可能 であったと して も、社会的、経済的 、人 口的

にフ ィージブルとはな りえない。 自然 が対象 であ り、森

林経営 とい う長期 なプロ ジェク トで あるか らには、 多大

の リスクの存在 に対 してそれを補償 するイ ンセ ンチィ ヴ

の確保 も容易 ではない。現在、植林 が可能 な11カ 国 で可

能面積 は、年間、最大 限で約190万 ヘ ク タール とい う試
|

算 もある。

地球環境 問題 が、本来 、在来 の国境概念 を こえた もの

であ り、地球規模 での効率 を追 求 を示唆 し、JointIm

plementationは その典型 として提 案されて い るが、

開発途上 国の先進 国の責任論 を希薄 化す るもの と しての

非難 の壁 は薄 くはない。事実、先進 国側 にもDiscounte

dDistancの 意識 を増 長 させる もの として議論があ る。

また、 各国の排 出抑制 の義務 の履行 を明確 にす ることが

要請 され るなかで、森 林によ るCO2相 殺 にお いて その

効 果を明確 に保障す ることは、技術 的に困難であ ること

も事実 であ る。 また、 もとよ り、かか る目的の プロジェ

ク トがCO2吸 収の局 面のみ に専一 化す るので はな く、

それぞれ幅の広いエ コロジカルな評価を満足 させ る もの

でなければな らない。

6.技 術開発

世界的な相互依存の もとで限界除去 の新 しい技術 は新

たな限界の波及的な出現 を生む可能性が あるが、環境問

題への挑戦 は明 らか に技術 システムの革新 に依存 する。

しか し、 この革新 は真の意味 にお いて、すで に強調 した

費用効果、お よび トータルインプッ ト対 トータル ア ウ ト

プ ッ トの効率性 を満足す るものでな ければな らない。炭

酸 ガスの除去技術がす でに利用可能で あ ったと して も、

命題 はこの規準 に則 って のフ ィジ ビリティの確保である。

温室効果 ガス削減 の技術 システムの開発 は、不確実性、

規模 の広が り、 タイムスケールにおいて、在来 の環境対

策技術 の開発 とは本質 的に異 な る。 この際、最 も重 要な

ことは、研究開発 の方 向性 が純正 の地球環 境の保全 に対

して、適正 な技術 システムの開発 が適切 に対 応す るよ う

に、地球環境対応 に関す る リサーチ ・オ ン ・リサーチを

中心 とする幅広 い総合 的な技術評価 システ ムを確 立す る

ことで ある。

地球環境 の保全 に対 す る関心が高まれば高 まるほど、

自然体系 と人 間体 系の相互 作用の科学 的分析を考慮 した

地球環境 レベルで、開発 され る技術 な い し技術 システ ム

の環境影響 がよ り総 合的に注意深 く評 価 されなければな

らない。温室効果 ガス対 策の結果 として、新 しいよ り重

大 な環境 問題 がっ くられ ることを排除 しなければな らな

い。新 しい環境 対策 システムによる不適切な エネル ギー

投入 の追加 は、地 球環境に対 して さらに受容す ることの

で きない影響 を発 生 させ る可能性がっ よい。

化 石燃料 の燃焼 か ら排 出を削減す る最 も実用的で経済

的な戦 略 は、 エネル ギー効率 を改善す ることで ある。開

発 中のあ るものはすで に商業的適用の段階に到達 しつつ

あ る。 依然 、調 査段階の ものでも、進行中あ るいは完成

した スタデ ィは、 これ らの出現 しっっ ある技術が、将来、

従 来な可能 性を提供す るもので あることを実証 している。

一方で、大規模な システム統合 をベースとす る大型の

技術 と小規模の分散的技術 との競争の局面の評価がある。

一般に システム型 の電気事業 の場合
、経 済性 と立地効率

を考慮す ると、生産 の規模 の局面 における重要性 は継続

す るとみ られ るが、財務的、制度的制約 によ って この選

好 は影響を うける。 この局面 は環境対策 システムの費用

効果 の検討 にお いて も重要 である。現実 に、環境対策 の

浸透 は、構成機器 の統合 ない しシステム化で代表 される

システムコス トの削減 によ って促進 されて きた面 が顕著

で ある。 この関係 で、投入燃 料の規模 、排出量 の規模 、

廃棄物 の規模 に対応 する ことを前提 に、在来技術 と新技

術 の間の競争 は激化 する。

地球規模で の環境 問題 への対応は、個別技術 ベースの

在来型 の適応 か ら、 資源利 用の全体効 率を実現 し、排出

を最小化 し、廃棄物 を有効 に再利 用す るために、社会 工

学的 なシステム指 向が求 め られてい る。 この方 向性 は、

部門 を超 えたそれぞれの技 術 システ ムの統合を基 本に、

地域 エネルギー システ ムの カスケー ド化、電力 と熱供給

の統合、 資源利用 の高度化 を意図 した エネルギー コンプ

レックス、 さ らには、 スーパ ー ヒー トポンプに よる未利

用エネルギー資 源の シス テム利用な ど、都市計画な い し
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地 域計画 と統合 され た トータルエネルギーシステムの開

発 であ る(図4)。
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図4 トー タル エ ネ ル ギ ー シ ステ ム

エネルギー受容 の増勢 は都市 を中心 とす る民生業務用

における冷熱、 暖房、給 湯の増加に リー ドされて いると

いって も良 い。 さ らに、 こうした民生熱需要の大半 は10

0℃未満 の比較 的低 温であ るため、都市 で利 用 され な い

でい る質 の低 いエ ネルギーを有効利用す るための需要側

を包含 した システ ム化が世界で浸透 しっっ ある。 ヒー ト

ポ ンプ、 蓄熱 システムを含あてのインフラス トラクチャー一

の形成 が効 果的に行われ ることが重要で あり、費用効果

を軸 として、 システ ムの連係、需要規模の統合 など一連

のハー ド・ソフ トの システム技術の開発が注 目される。

現在、 燃料電池 は規模的 にその適用 は限 られているが、

将来、 技術 進歩 とコス トダウ ンによって、都市 のエネル

ギー システムの複合化 のなかで、温水供給 とク リー ンで

効率 の高 い発電 との経済的組合せが促進 されるか もしれ

ない。

さらに、 トータルなエネルギー効率 の向上 と環境負荷

の経 済的抑制 のた めに、発電、 エネルギー供給、熱供給、

廃熱利用、ユ ーテ ィリテ ィの供給、副産物 および廃棄物

の複合利用等 を中心 と して、多機能 エネルギーコンプ レッ

クスと都市 の多角的複合化 の構想 はますます妥 当性 を強

め るだ ろう。 さ らに、 これ らの統 合化 は コンピュー ター

を中心 とす る自律的 な効率運 用を促進 す る。個人 の行 動

意識 にのみ依存す るのでな く、セ ンサーによ り外 部環 境

を感知 し、人 口知能 による状況認識の もとに、エネルギー
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システムを最適 に制御 す る。 さらに、 エネルギ ーの負荷

状況 と限界 コス トの変動 に対応 し、経済的な利用パ ター

ンによ り需給調 整まで コン トロー ルす ることも可能で あ

る。 カスケー ド型のよ うに高度化 され たエネル ギー シス

テムで は、複数の供給者 と複数の利用者 の間で最適運用

の制御 技術 の進歩が期待 され る。

7.技 術移転のための国際協力

開発途上国 におけ る総 エネルギー供給 は、過去10年 間

で4,2%で 伸びて きた。 これ は、OECD諸 国 の2.8倍 で あ

る。将来 も4%レ ベル の成長が続 くものとみられている。

炭酸 ガスの排出量 にお いて も、 非OECD諸 国 の排 出量

はOECD諸 国の1.1倍 に達 して いる。 エネル ギ ー効 率 の

うえで は、非OECDのGDPあ たりエネルギ ー消費 量 は

OECD諸 国 に較べて2,3倍 も大 きい。 世界 的 な資 源効 率

の脈絡 において、開発途上国 に対す る環境技術 の移転 の

潜在便益 は極 めて大 きい。CO2排 出の削減 の可能 性に関

す るIEA石 炭産業諮問委員会(CIAB)の 技術 レポー ト】°)

は、OECD諸 国の発電 効率 は33%で 、 これ に対 して途

上国 はおよそ25%程 度 の水準 にある とい う例 を示 してい

る。す なわち、既存 の利用可能 な技術 の移転 によ って、

発電部門 のCO2排 出を25%も 削減 で き るこ とを強調 し

ている。 さ らに、環境技術 の移転 によ る途上 国の ありう

る森林破壊防止 の便益 は世界 的に大 きい ことに注 目 して

お く必要 がある(表5)。

表5GDPあ た りのエネルギー消費量

石 油換算 トン/1000ド ルGDP

OECD

非OECD

ア フ リカ

南 米

東 ア ジア

南 ア ジア

中国

中東

東欧 ・旧 ソ連

0.29

0.72

0.57

0.54

0.54

0.58

1.69

0.62

1.28

WorldEnergyOutlook,IEA,1994
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ギーシステムを開発途上国 に導入す ることの便益 も世界

ベースで の代替投資 の効率 において評価す ることが必要

である。工業化 の過程で産業 コンプレックスにおけるユー

テ ィリティシステムの効率的統合を促進 させ る機会 は大

き く、土地の利用計画を含あて、未 成熟 なイ ンフ ラス ト

ラクチャーの現状に注 目すれば、総 合 エネル ギー効率 と

費用効果的な環境対策 の実現のための総合開発計画 に高

い自由度が残 されて いることに注 目 しなければな らない。

しか し、ハー ドな技術移転以前 に、価格 システムの改

善、規 制およびモニ タリングの整備、 ア クセ スメン トに

おけ る要件 の明確化、意思決定 システムの透 明化、情報

サー ビスの充実 など制度的 な整備 に、 よ り高 いプ ライオ

リテ ィが与 え られるべ きで ある。 と くに、公 的部門か ら

の資源供給 に限界が あり、民間部門 の参加促進 に焦 点が

あるとき、民間 の利益 を保障で きる制度的 な整備 が不可

欠で ある。 その場合、補助金を前提 と して の価格設定 の

矛盾 と低所得水準の もとでの こす と負担能力 との調整 を

どう考え るであ る。 とくに、途上国 にお ける電気料金 の

場合、近 年の途上国におけ る電 気の効用が情報 ない し教

育の局面 で捉え ることが必要 にな って いることを見忘れ

る訳に はいかな い。

地 球環境 問題において、先進 国 と途上国 は排 出の責任

と貧 困の克 服に対するプ ライオ リテ ィの認識を あ ぐって

対立 したが、途上国の現実 の資 源制 約の中で、多 くの場

合、環境対策 が優先 される可能性 は小 さい。 む しろ、先

進国 の投資選択 におい て、jointimplementationlDと

同様 の脈絡 で先進国 における所要投 資が投資効率 の比較

で途上国へ の投 資に振替 られ るとい う発想 へ発展 す るこ

とが期待 される。全 くの ところ財政 的支援 と リンクしな

い環境技術 の移転 は妥当でな い。元来、技術移転 の概念

は狭か った。 もとより、開発途上国 に対 する技術 の移転

が単な る ドキュメ ン トの受渡 しによって成就す る もので

はな い。途上国 に対す る技術の移転 は、人材の開発要請、

制度の整備、技術の選択および開発、建設お よび運営能

力の開発、経営能力の育成 、資金調達 な ど、開発途上国

か らの参加 を含む多数 の当事者による幅の広い協力によっ

て成立 す るものであ り、technologytransferか らtec

hnologycooperationへ の概念 の発展 が必要で ある。

地域 資源の効率 的利用 とい う見地 か らの真正な費用効

果 の確保 のため、途上 国への適正技術 ということでの偏

見 を排除す る必要 がある。 どの技術 システ ムも世界の真

の技術革新 を背景 と した技術 トレン ドとは無関係で はあ

りえない。未熟練 の労 働者で も対応 で きる技術の標準化、

自動化 も進行 して いる。 また、 トレーニ ングシステム も

シ ミュ レーターの進歩 によ って高度化 されている。 さ ら

に、途上国の合弁事業 の生産効率 の実態 は、 自己の企業

集団 の中で も後発 の利益 を実現 している場合 が多 い。

途上国の発展段階 に応 じて多様 な技術協力 スキームの

総合的なパ ッケー ジの検討 が必要 であるが、 デモ ンス ト

レーシ ョン ・モデル プ ロジェク トの配置 は、総合開発計

画 との統合をふ くめて の意思決定過程、建設過程、維持

運転 過程を通 じて、ハ ー ドおよびソフ トの両 局面で、実

践 的で総合 的な技 術協力パ ッケージとして機能 す る効果

は大 きい。

技術 の選択 において、 トータル ライ フにおけ る資本費

と運転費 によ り構成 され る トータル コス トが基本 的な評

価規準 となるが、途上 国の現時点での資本制約 を前提 と

す れば、適用技術 の選択 は大 きな影響 を受 ける。 しか し、

この資本制約 は、 「平和 の配 当」 あ るいは、ODAを 中

心 とす るキャタ リテ ィックファンデ ィングをふ くめ、世

界的 な協力体制 の革新 によ って挑戦 できる可能性がある。

その場合、地球環境問題 との関連 ど問われ る割 引率 のあ

り方 と現実の資本制約下 での市場原理 の矛盾 は解決 され

な ければな らな い。

気候変 動枠組条約 は、 その実効性 において、多 くの矛

盾が認識 されて いるが、 それは新 しく創 り上げ よ うと し

てい る理 念体系の総合性 に も由来 して いる。 しか し、 し

か し、政府 間の条約にお いて、現在 と将来の公正、およ

び費用効果 の確 保を前提 と して、貧困 の撲滅を含 めて、

総合 的に社会経 済的に調和 した持続的発展を謳 ったこと

は歴史的 な ことであ る。 同時 に、条約の原則 に12)、気候

変動 に対処 するための対 策が開かれた経済 システ ムの促

進 のための協力 と国際貿 易に対す る不当な差別 ない し偽

装的 な制限 とな ってはな らな いことを織 り込 む ことを忘

れなか った。技術移転 をめ ぐって先進 国 と発展途上国 の

間で知的所有権 に対 する深刻ん論議がある。経済の グロー

バ リゼーシ ョンの中で情報 を市場拡大 の契機 として捉え、

民間の利益 と公共 の利益 の統合 にっ いて新 しい概念 を創

り上 げることが必要 である。

環境技術 の移転が世界的な政策課題と して クローズアッ

プされてい るが、市場競争 の局面 と無関係で はない。 自

由貿易の原則 と地球環境技術 の援助原則 の整合性 の検討

は重要 な課 題であ る。新 しい貿易摩擦 の危険性 を包含 し

てい るこの局面に関連 して、技術移転 の国際協力 にっい
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ての世 界的な規模 化をめ ぐって、競争 と協力 の新 しい調

和を確立 す ることが必要で ある。

むすび

エ ネルギ ーの確保 と地球環境 の保全 という 「生存」 と

い う同一次元の もとで、 エネルギーの供給制約 が地球環

境以前に確実 に顕在化す る可能性が強 いなかで、現在 の

多様化戦略 を維持す ることのプ ライオ リテ ィは依然 とし

て高い。歴史的 に繰 り返 されて きたエネルギー資源 をめ

ぐる紛争13)の可能性 を緩和す るこ とは、正 に生 存 の課題

であ る。

環境対策 の評価 において、世界 ベースでの産業連 関的

分析 にもとつ く トー タルインプッ ト・トータルアウ トプッ

トの概念 は重要で あ り、累積資源所要量 と して内部化 さ

れ たコス トは環境影響 のプ ラクテ ィカルな基本指標 であ

る。

自然体系 と人間体 系のホ リステ ィィックな相 互間系の

認識 を基礎 に、 エネルギー効率の総合的改善 のための トー

タルエネルギー システムの総合 開発 計画 との社会工学 的

な統合 が重要 であ り、 とくに、電 力を中核に した としお

ける システム指 向型 の総 合的ア プローチの可能性 は大 き

い。

これ らの システ ム指向型の アプローチ と整合す る技術

システムの開発 について は、真正な環境影響の評価の た

め十全 な リサーチ ・オ ン ・リサ ーチが必要で あるが、都

市 を中心 に システ ム指向型の技術体系の発展可能性 は大

きく、情報 技術 とネ ットワー クの発展を背景 に、規模 の

経済 は持 続す るもの とみ られ る。

世 界的脈絡にお いて、環境対策技術 の途上国へ の移転

への移転 の総合投資効率 は高 い。ハ ー ドな技術 の移転技

術 の選 択 も資本制約 に影響 され るが、 それ は国際協力 の

革新 によ って打解 され る。同時 に、 自由貿易 の原則 と環

境 技術 移転の国際協力へ の原則 の新 しい整合性 の確立 が

必 要であ る。
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第2編 地球 システムの経営と緑 と人のエコロジー

第1部 資源エネルギー政策 と環境政策の総合

第2章 エネルギー システム と都市 計画

㈱技術綜研 樹下 明

は じめ に

都市 は情報 とエネル ギーに依存 す る。 しか し、都市 の

計画 において、「情報」 は主題 になって も、「エネルギー」

の局面が真正面か らビル トインされ ることはなか った。

今、地球規模で資源制約 と環境制約が顕在化 し、技術革

新 と市場 メカニズムによる制約打開 の在来 の発想 に限界

が認識 され始 め、 この観点か らのパ ラダイムの変革 が意

識 され るようにな って きた。地球規模で環境 の保全 と資

源効率 の向上 が追求 され るとき、地球 レベルでの最適 な

資源配分が正 当化 され るが、一方、貿易 を通 じて他地域

の資源 によ って自地域 のニーズを充足 させる ことを可能

にす ることによ って、他地域で の環境負荷 の増 大を過小

評価 させ ることを助長 させ ることが懸念 され るよ うになっ

た。 とか く、都市 の政策 において も、 ヒー トアイ ラン ド

現象 に悩 みなが らも、豊か で快適 な都市 の成長 、あ るい

は、象徴 と しての都市 の拡大に焦点 が置かれ、それに伴 っ

ての大量 の資源 消費 の地球規模 での環境負荷 の増大に対

する関心 は実質 的な ものとな って いない。

現在、世界 の都市人 口比率 は42%に 達 しており、低 ・

中所得 国の都市人 口増加率 は3,7%(1970年 一1992年)

にのぼ ってい る。今世紀末 には、世 界 の人 口 の半数 以

上が都市部 で生活す るものとみ られてい る。日本の場合、

都市人 口比率 はアメ リカ、 カナダ と並 んで77%に 及ん

でい るが、 その増加率 はアメ リカ、 カナ ダに比べて小 さ

く低減傾 向にあ る。一方、都市 中心部 か ら郊外 への人 口

拡散によ って都市の広域化 が進 んでいる。言 うまで もな

く、 この支配 的な人口の集 中と拡散 は、 水、エ ネルギ ー

等の資源の効率パ ター ンを規定 し、地 球全 体の健全性の

持続に大 きな影響を与 え る。

都市 の計 画 にお いて、モ ビリティ とア クセ スの増進 に

対 して無意 識 なほど伝統的な執着 が示 されて きた。 それ

に伴 っての走行距離の増加 は、エネルギー資源の消費 と

地域的地 球的な環境負荷に対 して多大 の インパ ク トを与

えて いる。熱 エネルギーの配分 の効 率は利用空間 のあ り

方 に決定的 に影響 される。 もとよ り、地球環境 問題へ の

対応 はハ ー ドお よび ソフ トの両 局面 でのホ リスティ ック

なアプローチを基本 とす る。 それは、現代 の分権体制 で

の計画概念 を前提 と して も、土地 利用計画 を基本 とす る

システム指向型 の社会 工学 的統 合を要請 する。 これまで、

エネルギー効率改善 への対応 は個別技術指向が主流 とな っ

てきた。 「環境 的に健全 な技術」 とは総合 的な システム

と して理解 される ことに大 きな意味があ る。多 くの場合、

エ ン ド・オブ ・パ イ プ型の個別技術 によ る環境対 応は、

社会 の共通資本 と一体化 した需給双方を包含 した システ

ム指 向による総合 的な効率追求を通 じての排 出削 減に比

べて、費用効果 を高め ることは容易で はない。一般 に、

都市 の開発 に しろ更新 に しろ、計画策定の機会 は総 合的

な効率 向上 の機会 であ ることを意味す るはずである。今、

問われているのは、資源制約 の顕在化 と世界的な資源需

要 の増大 を背景 とす る新 しい安全保障概念 と現世代間お

よび将来世代 との公正を意識 して、単 なるエ ネルギー シ

ステムの再設計 で はな く、交通や空間配分の 目的概念を

含めて、都 市の健全な発展の ヴィジ ョンを再構 築す るこ

とであ る。

この場合、 持続 的発展 にとって情報化 の含意 と限界の

認識は人類 の健 全な知的戦略 の形成 と実践におけ る重要

な現代 的課 題であ り、 その一環 と して、電力 は都市の本

質的な基盤 とな って いる。質的含意 の増大す る電力化お

よびその転 換 ロスの システムと しての最大限の活用 と情

報化の統合 は都 市の エネルギーと環境問題の中心的な具

体的課題であ る。

さらに、将来に向 けて、 エネルギー問題 と都 市問題が

最 も深刻化 し、地球的 レベルで費用効果的な戦略的課題

とな るの は、貧困 に挑戦す る発展途上国においてである。

1992年 の国連環境開 発 会議(UNCED)の 歴 史的 な結

論の特徴 は、現在 と未来 の世代 が社会上、経済上、環境
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上 のニーズに公正 に対応す る発展 の権利 を確認 し、貧 困

を解消す るための国際協力 が持続可能 な発展 にと って必

須で あることを認識 した ことであ り、 この分野 でのわれ

われの貢献 は常 に この主題 の一 部でなければな らない。

1.新 しい安全保 障 とエネルギー効率の追求

「神 は自然 をっ くり、人 間 は都市をっ くった。」 とい

われ るが、人類 のニ ーズが 自然 システムを破壊 す ること

な く、環境 的に健全な都市 をっ くりあげ るために は、大

量 消費 、歪 んだ経済成長、不適切な技術選択等 が地球の

環境悪 化を加 速 し、資源基盤の衰退 をもた らして いると

い う認 識にた って、新 しいパ ラダイムの もとでの都市 シ

ステ ムの構築 が必要であ るということであ る。将来 に向

か っての都市 の持続的な発展 の達成 には、在来的 な意味

での技術進歩 に対す る期待 という発想を超え たよ り幅 の

広い全体的な ンステムの革新 が必要で あるとい うことは

明 らかであ る。 それ は、都市 の発展 の しか たによ って地

球全体の健全性 と持続性 に大 きな影響 を与 えるとい う公

正な都市の発展倫理 に基礎づ け られる もので あるはず で

ある。

IEA(国 際 エネルギー機 関)の エネルギー見通 しに

よれ ば、開発途上国 のエネルギー需要 は、過去20年 の

実績、年率5.5%に 対 して、今 後 、2010年 に至 る間、

格段 のエネルギー効 率の向上 を織 り込 んで も、 年 率4.2

%で 拡大 し、世 界計 に対 す るシェアは現在 の26.7%か ら

39、4%に 高 ま る。 この結果、1人 あ た りエネ ルギ ー消

費量(石 油換算)は 、 現在 の0.54ト ンか ら0.58ト ンに

増加 す るが、OECDの 平均5.73ト ンの1/10に とどまる。

これ らの開発途 上 国 にお いて、 過 去20年 間 のGDP

(購買 力平 価ベー ス)あ た りエネルギ ー集約 度 は年 率1.2

%で 上昇 して きたが、2010年 に至 る間、 年 率 一1.1%

で低減 す ることを前提 と して いる。 これ は、途上国 の発

展段 階 とエネルギ ーシステムお よび関連制度の現状 を考

えれば、 画期的な戦略対応がな けれ ば達成困難 な課題で

あろ う。

資源の賦存に恵 まれず全面的 に海外資源 に依存す る 日

本 で はあるが、平和で 自由な世界貿易 の持続 に信 を置 く

ためか、資源の確保 をめ ぐる安全保 障意識 は相対 的に強

くはない。貧困 を軸 として、各国 の平和 と安全 を脅 かす

重大 な次元 と して環境破壊 を認識 し、生態系 の変化 、環

境悪化、水 ・食糧 ・エネルギーその他の資 源の不足 に起
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因す る紛争の可能性 に対 して十全 の予防 がますます重要

にな って きた。1992年 の 「リオ宣言」 は この局面 を強 く

意識 して いる。歴史的 に繰 り返 され て きたエネルギー資

源 をめ ぐる紛争 の回避 は依然 と して現代 のエネルギー政

策 の重要 な局面 のはずで ある。原料資源、水 資源、海上

航路、 あるいは、環境資源 の支配権 をめ ぐる国際紛争 の

例 は歴史的 に枚挙 にい とまがない。今後、 ます ます、 深

刻化す る人 口圧力 を背景 と して、燃料、森 林、土壌、 水

など資源 の需給逼迫 と環境悪化 は、経済 的困難 と政治的

不安 を増大 させる可能性 を高 める ことは明 らかであ る。

現在 の途上地域 を中心 とする 「資 源難民 」、あ るい は、

「環境難民」 の増大 は決 して彼岸 の問題で はな く、 先 進

都市 に対 す る資源の供給 に直接 間接 に影響 し、 自 らの生

存 のために もこれ ら途上地域 に対 す る効率的な資源の需

給 システ ムと効果的な環境 システムの移転 のための幅 の

広い国際協 力の推進 が必要 なのであ る。

エネルギ ー問題に限 らないが、資源 の需給戦略 ない し

政策 の多 くはとか く供給 側か らのア プローチが主 たる部

分を 占めて きた。 しか し、今やエネル ギー戦略 の費用効

果を軸 と して、供給段階 よりも最終消費段階 に注 目して

いることは明 らかで あり、それ は国際 的な政策動 向 とし

て も合意 されて いる。OECD諸 国 は石油危機 の1973年

以来、GDPあ たり1次 エネルギー消費 量 で25%節 減 し

た。 さ らに、 日本 の場合、 その節減率 は31%に のぼった。

このエネルギー集約度 で日本 は、す でに、OECDの 平

均 に比 べて35%も 低 く、世界で最高 のエネルギー効 率の

水準 にある。 しか し、近年、 エネルギー価 格の低落、省

エネ投資 の一巡、環境対策関連 イ ンプ ッ トの増大、製品

の高付加価値化、情報化 ・OA化 、 自動化を中心 とす る

産業環境 の高度化 とともに、家族構造 の独立化、高齢化、

労働 時間の短縮、女性 の社会進 出、 さ らには、快適性、

利便性、安 全性 の追求 な どによ って、 機器の大型化、多

様化、 高速 化、多機能 化が復調 し、 エ ネルギ ー効率 の改

善 に頭 打ちの傾向があ る。

エネルギー効 率の改善が排 出の削 減、廃棄物処理負担

の軽 減、資源需給の緩和、さ らに は、第三世界問題 や中

東対策を含めた安 全保障 コス トの削減 の うえで最 も費用

効果的な優れた選択であ ることの認識 は定着 してきた。

そ して、 この効率の実現 は技術 と市場 の支配的 な可能性

に依存 して いると信 じられて きたが、世界的 な相互依存

の もとで の限界除去が新 たな限界 を波及 的に出現 させる

という可能性が認識 され、土地、資源、環境対策 のため



の資本 の利 用可能性 にも限界が意識 され、社 会的調整の

ための コス トも過大 となり、環境対策 コス トが加速的に

逓増 す ることが強 く把握 され るよ うにな って きた。 そ し

て、 改めて技術 と市場 は社会 の目標 ・価値体 系に よって

規定 される ことが再確認 され ると ころ となった。 ここに、

効率化 システムの グローバ ル レベルでの ライ フサイ クル

を通 じての産業連 関的波及全体 の評価視点が重要であ り、

効率化の名 目的 目的のために究極 的 レベルでの非効率を

排 除 しなければな らない ことが認識 され るので ある。

2.都 市 エネルギー消費 の増勢

都市の エネルギー消費 は、大 きくは、利 用技術 システ

ムは もとよ り、産業構造 、生産 ・運営方 式、社会構造、

人口配置 と土地利用パ ター ン、気候、 意識 に影響 され る

ライフスタイル等に基礎 づけ られ、一 般に、指標的 には

所得水準 と価格 に対す る弾 力性 によ って説明されている。

表1は 、OECD主 要 国 の最 終 エ ネル ギー消 費 の部 門別

展開であ る。 日本の場合、産業部 門の比 重が依然 と して

大 きく、輸送お よび民生 の割 合が相対 的 に小 さい。 アメ

リカは輸送部門の ウェイ トが決 定的に大 きい。相対的に、

イギ リスは民生部門が大 きく、産 業部門が小 さい。 フラ

ンスは業務部門 が大 きい。 日本の エネル ギー消費で特徴

的に指摘で きることは、エ ネルギー価 格 の弾力性 を基礎

に、比重 の大 きい産業部門 において、生産指数原単位で、

石油危機以降44%に のぼる効率化努力が全体のエネルギー

効率の大幅 な実現を もた らした といえ る。 しか し、国際

的にも日本 のエネルギー多消費産業の消費効率 は相 当に

高 いが、近年、製品 の高付加価値化、作業環境 の高度化、

設備稼働率 の低下 により原単位の改善が上昇傾向にない。

輸送部門 にっ いて も、 日本の場合、国土条件 を基礎 と

する経済活動 の集積度 と高度化を反映 して、 そのエネル

ギー消費 の比重 は国際的 にも低位で あり、1人 当た りで

はOECD平 均 の64%、 アメ リカの36%に とど まって い

るが、 その伸 び率 は部門別 に最 も高 く、1973年 以降、総

最終 エネルギー消費 の年率1.3%に 対 して年率4%に のぼ っ

てお り、OECDの 輸送部門の伸 び率1.8%を 大 きく上回 っ

ている。 この運輸部門の エネル ギー消費 の62%は 旅客用

であ り、 その約8割 が 自家用乗用車で 占め られ、その比

重 は年 々上昇傾 向にある。それ は、輸送効率 の高 い公共

交通 か らの シフ トを意味 してお り、 さ らに、 ドライバー

の選好 と販売戦 略が相乗 して、大型化、高級化 、差別化

等 によ り効 率の改 善 を相殺 する傾向があ る。 また、交通

渋滞 の深刻化 は、実走行 の燃料消費効率の悪化を招いて

お り、都市 の大気 汚染 と騒音 に甚大 な影響を与えてい る。

表10ECD主 要国の部門別最終 エネルギー消費

(%)

産業 輸送 業務 民生 その他

日 本1973

1992

フ ラ ンス1973

1992

ド イ ツ1973

1992

イギ リス1973

1992

ア メ リカ1973

1992

0ECD1973

1992

59.816.25.98.4

44.426.96,213、7

36、919、425、810.6

31.328.019.815.7

37.717,12.631.7

33.025211.823,9

43.320.38.822.1

27.030.611.426.5

34.530,411.218.7

30.834.811.617.0

38.925.29.419.5

33、131.210.518.6

9.7

8.8

7.2

5.1

10.8

6.0

5.6

4.5

5.2

5.9

7.1

6.5

EnergyBalancesofOECDCountries,IEA

都市 システムの主要 な コンポーネ ン トとなっている業

務部門の消費 エネルギーは、近年、著 しい伸 びを示 して

お り、経済活動 の ソフ ト化、サー ビス化、24時間活動化、

OA化 等 の情報化の一層 の進展 と空調需要 の増大 によ っ

て、単位業務床面積 当た りのエネルギー消費量 が増加 し

て いる。現在、業務部門のエネルギー消費の34%が 動力 ・

照明用、30%が 暖房用、24%が 給 湯用、7%が 冷房 用で

ある。

家庭部門 のエネルギ ー消費 は最 終消費 エネルギーの14

%と 相対的 には大 き くはないが、世帯数 と個人所得 の伸

びを背景 に、輸送部門 と並 ん で1973年 以降 年率3.9%と

いう高 い伸 び率で増加 してい る。家 庭部 門で も、家電製

品の効率改善、住宅 の断熱化の推進等 めざま しい省 エネ

ルギ ーを実現 してきたが、住居面 積の増加、女性 の社会

進出、高齢化 の進行、省 エ ネルギ ー意識 の希薄化 を反映

して、冷房需要 の増加、 家電機器の多様化、大型化、給

湯需要 の増大 などによ って、世帯当た りのエネルギー消

費原単位 が悪化 する傾 向 にある。

都市 のエネルギー システ ムにおいて、情報化 の進展、

安全性 の追求、快適 な環 境の保全の視点 か ら、在来 の光
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熱、冷 房、動力の次元 に加え、 コ ンピューターを中心 と

す る 「リエ ンジニア リング」、 自動化、製品の高付加価

値化 に ともな う高度 の制御、効率管理の中核的な技術手

段 として、電気 独 自の効用 にもとつ く新 しい電力化 圧力

が高 ま ってい る。最 終 エネル ギー消費 におけ る電気 の比

率 は、輸送 部門を除 いて着実 に上昇 してお り、 ここに、

都市 エネルギーの特 質があ る。

表2最 終エネルギ ー消費 における電力化 率

(%)

産業 輸送 業務 民生 計

は石油 暖房 よ り40%エ ネルギーを節 減で きる。電力部門

は1次 エネルギーと最終 エネルギーの量的質的 インテグ

レイ ターと して重要 な役割 を負 ってい る。限 られ た1次

エネルギーの利用 を電気 を通 じて ク リー ンで幅の広 い利

用分野 に展開 で きるのである。電 力部門 は、在来 の化石

燃料 の利用方法 と比較 してのエネルギー効率 を分析す る

ことな く排 出源 としてのみ認識 されがちであ った。 日本

の場合 も、 その高 い電力化率 と高 いエネルギ ー消費効率

の関連 を分析 す る必要 がある。

3.都 市 エ ネ ル ギ ー の シ ス テ ム化

日 本197316.6

199226.7

フ ラ ン ス197313.6

199221.6

ド イ ツ197316.5

199222.8

イ ギ リ ス197311.9

199221.2

ア メ リカ1973122

199219.5

0ECDI97314,1

199222,2

2.817.332.414.2

2.156.039.121.3

2.06.216.98,9

1.924.638.815.1

2.367.08.311.3

2.127.718.216.0

0.728.223.313,1

1.033.521.316.0

0、124.420.110,8

0.145.333.817.0

0.724.817.411.5

0.843.329.817.9

EnergyBalancesofOECDCountries,IEA

最終 エネルギ ー消費 にお ける電力化の進展 は転 換の エ

ネルギーを含めた1次 エネルギー供給 におけ る電 力部門

の量 的質的重要性 を決定的 に大 き くす る。表2か らも分

か るよ うに、 日本 の電力化率 は世界的 に最 も高 いレベ ル

にあ り、1次 エネルギー供給 に占める電力化 率 は、1992

年 でOECDの36.5%に 対 して、 日本 は38.3%に 達 して い

る。発 送電の インプ ッ トエネルギーを含めて、化 石燃料

の直接 利用か ら電気へ の適切 な転換が エネルギ ーの節減

とな り、排出の削減 に有効 にっ ながることが正 しく把握

で きるような トータルな分析が促進 されなければな らな

い。 エ ネルギ ー利用 の全て の局面 につ いて、その連関過

程 とライフサ イクルにおける トータル インプッ トと トー

タル アウ トプ ットが正 しく包含 されることが必要である。

例えば、紫外線乾燥 はガス乾燥 に対 して90%、 誘 導電気

溶解 は40%、 電気 自動車 はガソ リン車 に対 して30%、 電

子 レンジはガスコ ンロに対 して90%、 電気 ヒー トポンプ

(1)シ ステムの革新

資源制約 と環境制約 が顕在化 しっっあ るなかで、エ ネ

ル ギーの供給段階 か ら最終消費段 階に至 るエネルギ ーシ

ステム全体 を社会 システムに統合 し、 エネル ギー効率を

総合的 に向上 させ、環境負荷 を低減 させ ることの戦略的

発想 は世界的 に理解 されは じめてい る。 その なかで、中

心的 な課題 は、 「発電用」 と 「非発電 用」 を並 列 にお く

エネルギーの供給構造 か ら、 それ らを直列 にシステマ タ

イズするエネルギーの利用構造 に転 換させ ることといえ

る。一般 に、 エネルギー利用技術 とい った場合、排出抑

制技術、燃焼効率化技術、保温 ・断熱技術 等の個別技術

の開発適用 に焦点 が向け られて きた。 この分野で着実 に

成果 を挙 げて きた ことは大 いに評価 され るべ きで あるの

は否定 されるべ くもない し、今後 もこの分 野での技術進

歩が推進 されなければな らないが、 同時に、質を考慮 し

た熱利用 と発電 の有機 的統合を軸 に、多角的なエネルギー

の利用形態 を合理化 し、廃熱 ・動力 回収等を含め た熱回

収率 の高 い総合的 なエネルギー システムの構築 によるシ

ステムの革新 が追求 されなけれ ばな らない。

(2)エ ネルギーのカスケー ド利 用

エネルギーのカスケー ド利用 とは、 水力発電の場合 に

山頂部 か ら平野部 までの落差 を連続 的に有 効活用 して い

るよ うに、 エネルギーの質 を考慮 して滝の ように温度 レ

ベル順 に多段利用す ることであ り、電 気 と熱 の場合 には

コジェネ レー シオ ンであ り、発電 の場 合に はコ ンパ イン

ドサイクルや リパ ワ リングの概念 が これに属する。本来、

ポテ ンシ ャルの高 い質 の良 い1次 エネルギ ーが温度 レベ

ルの適合 を考 え ることな く使用 されてい ることが多 い。

それぞれの熱利用 プ ロセスに コジェネ レー シ ョンを組み
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合わせなが ら、高温 か ら低温 に順次効率 的に活用 しきる

ことによ って、合理 的な熱利用形態 を実現 しよ うとい う

ものである。 しか し、熱輸送 の距離 は限 られて いる。 そ

れ故、温度 レベルと熱工程を軸 に地理的 に経 済的な シス

テム形成 が求 め られる。実際 には、地理的 に熱 需要家の

最適組 み合 わせを確保す ることは容易で はないので、 そ

の組み合 わせ の非整合 はコジェネ レーシ ョンによる電力

を通 じて調整 され ることにな る。 これ らのシステム形成

によ って画期的 な レベルの総合効 率を実現で きるので あ

る。 しか し、実際 には、電 力 と熱供 給の複合化 に伴 う供

給の多角的分散化、サー ビスの多元 化複雑化 のなかで、

システ ムの総合便益 と費用分担 の適 正化に は事業 の新 し

い公益 性概 念をふ くめ機能 的なな システ ム化の ための経

済原則 を創 りあげ ることが肝要 である。 と くに、多様 な

設 備の能 力 とサー ビス水準 をめ ぐる時間別 の限界費用の

負担、 サ ンクコス トと将来受益者 の不確定 性への対応、

バ ックア ップ、信頼度、予備力 に係 わる分散 の統合 コス

トの公正 な負担 原則 の確立 と事業主体、計画主 体の創出

を含 め関連事業者 の計画の調整、 な らびに、計 画 と意思

決定 のメカニズムの確立 はまさに計画行政の本髄である。

(3)地 域熱電併給

実際 の産業立地 は基本的な産業特性 のほか市場条件 を

含む多様 な立地要件 によって規定 され る。実質 的な費用

便益を確保で きる整合的で有効性 の高 い計画性 がなけれ

ば、エ ネル ギーの理想的なカ スケー ド利用 は実現で きな

い。 む しろ、一定 の規模を前提 とした民 生業務部門 を中

心 とす る低温廃熱供給の普及 の方 が容易 とみ られる。地

域 暖房 は歴史的 に工場の廃熱 エネルギーの カスケー ド利

用であ った。 欧州 における地域冷 暖房 は現在 もその殆 ど

は発電 の廃熱を利用 している。今後 の都市 にお ける旺盛

な電 力需要 の伸び とその量的規模 を考 え ると、 コジェネ

レーシ ョンによ る地域冷暖房 システムは極 めて大 きな ポ

テ ンシ ャルを持 っているといえる。

現在、燃料電池 は規模的 にその適用 は限 られているが、

将来、技術進歩 とコス トダウンによって、都市 のエネル

ギーシステムの複合化 のなかで、燃料電池複合 サイ クル

を中心 とする温水供給 とク リーンで効率 の高 い発電 の経

済的 な組 み合 わせが促進 され るか も しれ ない。

(4)産 業 コ ンプ レックスとの統合

コンプ レックス内部で極 力カスケ ー ド利用 を促進す る

ほか、 ガス コンバイ ン ドサイクルを中心に、経済的な原

料 リンケイ ジの形成 による燃料資源 の高付加価値 化を通

じて システムの便益 を高 めるとと もに、ユーテ ィ リティ

供給 と環境対策 にお ける統合の利益を実現 し、 その他 産

業 イ ンフラの高度利 用 により規模の利益 を追求 す るもの

である。 さ らに、 シス テムか らの電力、エネルギ・一、 廃

熱、その他 ユーテイIJテ イの余剰分 はシステム外部 へ供

給 され ることは当然 である。コンプレックスの産業パター

ンは市場条件、立地特性 によ って多様 であるが、 エネル

ギーの相対価格 は支配 的な要素 であ る。

(5)未 利 用 エネル ギーの活用

通常 の熱 供給 は高温で蒸気 のよ うな潜熱性媒体の方が

適用の弾 力性 は高い といえよ うが、民生用熱需要 に注 目

する と、大 半が100℃ 以下 の低温 レベルで対 応 す る こと

が出来 る。 さらに、 スーパ ー ヒー トポ ンプを利用すれば

未利用 エネルギーの対象温度範囲 も広が る。未利用エ ネ

ルギーと しては、 都市廃棄物、下水処理、電力設備、地

下鉄、冷蔵施設等 か らの都市廃熱 と、大気、河川水 な ど

の自然温度差 があるが、多 くの場合、都市 における これ

らの未利用 エネルギーは都市の熱需要を上 回 る膨大 な も

のであ る。

これ らの熱供給 は距離 的に限界があ るため、需要密度

の高い地区形成 と熱需要 および熱源の分布状況 と熱特性、

負荷パ ターン等 を軸 と した コス トの適 正な負担 を前提 と

した効率的な ネ ッ トワ・一クイ ンフラ整備 のフ ィジビリテ

イの確保 が主題 となる。 この場合、 都市 ごみの総合的利

用 について は、規模 の確保 のための地区住民 の合理的な

合意形成 、な らび に、 ごみ処理 の外部 コス トの適正な評

価が重要 であ る。

一方 で、比較 的小 規模 の投資で エネルギ ー消費を削減

で きる ヒー トポ ンプの有効性が認識 されて きて いる。 住

宅用冷暖房 にはすでに ヒー トポ ンプが普及 し、首都圏の

新築 ビルの空調 で もヒー トポ ンプ型の適用が支配的 となっ

ている。一般 の住宅 にお いて も室内か らの熱 吸収 と排熱

を利用 しての給 湯加熱 や風 呂の排熱回収によ る給湯の省

エネルギー効果 も無視 で きない。

(6)自 律的 なシステ ムの制御

情報 システムは信頼性 の高い電 力供給 に依存 するが、

かか る トータルエネルギー システムの効率的 な自律的運

営 は高度 な情報 システム との連係 が指向され る。本来的
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に、 トー タルエネルギー システムは生産 ・転 換 ・輸送 ・

最終消費 ・廃棄処 分の トー タル なチ ェーンない しネ ッ ト

ワークのハー ド・ソフ トの総合 システムを構築す ること

であ り、 資源、 排出、 リサイクル、廃棄物、水、土地等

の トー タルな効 率を確保 しよ うとす る もので ある。 エネ

ルギー利 用の場面で も、産業、輸送、業務、民生各部門

の統 合が意図 されて お り、供給側 で も大規模 な集中的技

術 と分散 的技術 の費用効果 的な統合 が必要で ある。 これ

らを技術的 に可能 とさせ るために、 エネルギーシステム

と情報 システムの統合が不 可欠 とな る。 エネルギーの利

用にお いて個人 の行動意識 にのみ依存 す るのではな く、

住宅、 ビルディ ング、施設 内 において、外部環境 をセ ン

サー等 によ り感知 し、人 工知能によ る状況認識の もとに、

トータルエネルギー システ ムを最適 に制御す る。さらに、

エネルギーの負荷状 況 と多様な供給源 の限界 コス トの変

動 に応 じ、最経済 的な需給パ ター ンを認識 し、 自律的 な

需給 の調整 が可 能 とな る。

4.健 全な都市 計画 とエネルギーシステムの統合

すで に強調 して きたよ うに、 エネルギーと環境問題 は、

多 くの計画行政的政策要素 が新 しい経済 的メカニズムの

中で総合的 に統合 され、 フィー ジブルな技術 システム と

自律的 な組織 によ って、有機 的 に運 用されなければな ら

ない。 それは、単 な るエネルギ ー政策 とい う次元 で はな

く、長期 的なヴ ィジョンの研究 にもとついて、 国土の経

営 システム、産業 の主 体的な企業性、資源の限界 を強 く

意識 した新 しい都市 形成の 自主的な計画、伝統 的な交通

概念 の反省 にた った新 しい輸送体系 の再構築、そ して、

これ らの有機 的な総合運営 をささえる情報 ネッ トワーク

システムの形 成 と一体で なければな らない。

現在 の熱利用技術で は熱輸送 の範囲 には限界が あり、

熱利用の効率的 な トータル化 は基本 的に土地利用パ ター

ンに制約 され る。勿論、 その土地利 用は高層化、地下利

用を含む空間概念 と して強調 され ることが必要 である。

交通需要 は活動地点 間の距離 に依存す る。輸送技術 の進

歩 によって交通本来 の目的概 念が忘れ られ、果 て し無 い

走行距離 の増加 と都市 のス プロール化を促進 して きた。

本質的で ない移動 を社会 システ ムと して減 少させるため

には、都市 の土地利 用パ ターンを効率化 させ ることが基

本的 な課題 であ る。 土地 利用を急速 に変化 させ ることは

容易 ではないが、現行の土地利用規制を改定 し、都市の
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更新機会 を有効 に活用 して い くことが重要 であ る。本質

的 に意味 のない膨大 な量 の移動 によ ってエ ネルギ ー消費

と環境負荷 を増大 させ、有効 に利用 で きるエネル ギー利

用 を阻害 している根本的 なメカニズムが異な る活動 を分

離す るゾーニ ングに起因 している ことが理解 され なけれ

ばな らな い。 住宅を職場 か ら遠 距離 に分 離 し、 コ ンパ ク

トな活動 の多様性を奨励 しないで、人間 とその活動 を広

いスペー スに拡散 させ ることに価値を おいて きたことに、

世界 的な問題意識にた って再考す ることが求 め られてい

る。

社会 は本質的でな い移 動を無意識 の うちに過大評価 し、

公共計画 の中心 にお いて きた。一方で、環境対策 を含 め

て、交通 に係 わる社会が負担す る真 の トー タル コス トを

過小評価 して きた。膨大な道路投資 は もとよ り、駐車場

を含 めた必要 スペースの機会費用、 エネルギー効率 と環

境負荷 を悪化 させ る交通混雑、安全対 策、 輸入石油 にと

もな う安全保 障、廃棄物 の処理、 自然 環境 への インパ ク

ト等 々その外部 コス トの評価 に関心 が払われ なけれ ばな

らないだろ う。 す くな くとも、 これ らの外部 コス トの認

識 にた って、エネルギー消費 と環境 管理の総合効率 の確

保 のため、鉄道等 の公共交通 の促進 をは じめ、交通手段

の複 合化や代替化を含む大 量輸送交通機関 と個別輸送手

段 との連系 システムの革新 の検討が促進 され てよい。

同時 に、技術開発の 本質的な限界 の洞察 にた って、中

期的 な技術 による積極的な対応を否定す るものではない。

さきに、部門別 の電力化の動向 を観察 したが、輸送部門

における電力化率 は極端 に低 い。 日本 は相対 的 には公共

交通 が発達 してお り、OECDの 平均0.8%に 対 して2,1%

と高 いが、 ここに、総合的 なエネルギー効率 を高め る潜

在可能性 は大 きい。電気 自動車 の技術 は この20年 で大

幅に進歩 した。電気 自動車 の初 期 コス トは割高であるが、

耐 用年 間での均 等化 コス トで みれば経済性 は確保 されつ

っある。都 市の公共 バ スの電動化 は優先課題 の一つで あ

る。 これ らの本格的な実用化 のために は、 スタ ン ドの整

備や新 しい消費者金融ない しレンタル システムの革新 も

必要であ る。電気 自動車 は、 トータル エネルギー システ

ムの脈絡 において、総合 エネル ギー効率 を向上 させ、 エ

ネルギ ー供給 の選択を弾力化 し、 エネルギー供 給設備 の

利用率 を改善す る うえで大 きな効用が期待 され、排 出の

集中管理 を通 じて都市の環境負荷 を大 幅に軽減 す ること

が できる。 さ らに、軽量化 され た電気 自動 車や電気 自動

車 の長所 と化学燃料 のす ぐれたエネルギー密度を組み合



わせ たハイ ブ リッド自動車 も考案 されてい る。 また、 さ

きにエネルギ ーと情報 システムの連系 を強調 したが、道

路交通 の円滑化 をはか るため、 コ ンピュター化 された 自

動車 と道路 交通 の管制 システムの一体化が研究 されてい

る。

これ らの都市 における幅広 い資源効率の追求 は社会 的

な理解 と認識 に依存す るので、社 会的な情報 の提供 と浸

透が重要 であ り、新 しい都市 の総 合的な計画 の策定 のた

めに も、総合的 なデータベースの整 備が促進 され る必要

があ る。同時 に、 これ らの効率 的な総 合計画策定 のため

に、 トータルインプ ットと トー タルア ウ トプ ット、 ない

し、総 合的 な費用便益を計測 し、総合 的資 源計画 の代替

案を検討 で きる計画モデルの開発 が期待 され る。代替案

別 の計画 コンセ プ トの明確化 は、幅広 い合意形成 と社会

的な学習過程、 さらには、 システム資産 の市場価 値を創

るうえで重要 である。

地球 レベルでの費用効果的な資源効率の達成のために、

開発途上 国における健全な都市の計画造 りは極 めて重要

な戦略課題 である。 と くに、イ ンフラス トラクチ ャーを

はじめ と して低 い資本蓄積に代 表 され る発展途上 国の都

市形成 は、資源 ・環境 の効率的な総 合経 営 の実現 のため

の有効な機会で ある。 これ らの地域 の都市 が取 り返 しの

っかな い結果 を招かな いうちに、 自然 シス テムと調和 の

とれた効率の高 い都市づ くりと、都市 と都市のネッ トワー

クシステ ムを計画す ることのプライオ リティ は極 めて高

く、次 世代に向 けてのモデル ビルディ ング として の価値

は大 きい。 従来か らこの分野 の国際協力 において、 日本

の貢献 は積 極的な ものではなか った。 そのために、在来

の個別技術 の移転 を中心 とす る専門家の ほかに、発展途

上地域 の健全 な都市 の発展 のための計画 の総合化 と制度

の整備 を推進 で きる総合政策 プランナーの充実 が緊要で

ある。

を事業 的に実効 あ るもの とす るために、 自律 的な計画 シ

ステムを創 り、新 しい資源 の調達 システムと事業 の効 率

的な運営組織 の革新 が必 要で ある。同時に、 これ らの新

しいシステムの創造 は グローバル な展望 と協力 のネ ッ ト

ワークと無関係 ではあ りえな い。

トータルなエネルギ シス テムの形成は多様 な供給者 と

多様な消費者 の接合 を意味 している。 トータルエネルギー

システムと都市 システムの統合 において、 システムの外

部性 とその内部化の過程 は、 システムの集中 と分散の統

合の問題 で あるだ けに、 その実 際の便益 の配分 と費用 の

分担を中心 として、容易 な ものではない。かか るシステ

ム形成 は、 まさに 「計画行政」 の核心で あり、その合意

形成、意思決定 の フィージブルナ展開 のための研究に期

待される ところは大 きい。

「総合 的資源計画」 はさまざまの分野で関心 が払われ

ている。分権化 の流 れのなかで、資源効率を追求 する計

画化が理解 されは じめてい る。資源効率を向上 させるた

めの計画化で あるか らには、 自主的 に提案される計画 の

効率性が、極力、陽表 的に示 され ることが必要 である。

しか し、計画化の技術 は進歩 していない。 この意味で改

めて計画行政の技術 の開発 が具体的に展 開され なけれ ば

ならない。

おわ りに

環 境制約 と資源限界が顕在化 す るなかで、新 しい都市

の役 割 と都市理念の再構築が求 め られてい る。分権化、

ネ ッ トワーク化の潮流のなかで、 システム化 による資源

効率 の実 現 は新 しい協力概念 に もとつ く計 画づ くりを必

要 として いる。そのためには、新 しい都市 コモンズの形

成理念 にた って、在来の公的部門概念 と私 的部門概念 を

超 えた新 しい社会的な計画経営主体 の創 出が求め られて

いるのか もしれない。 なにより も、 これ らの地球 的命題
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第2編 地 球 シ ステム の経 営 と緑 と人 の エ コ ロジー

第1部 資源エネルギー政策 と環境政策の総合

第3章 電力を中心とするエネルギーシステムと地域との共生

電源開発株式会社 技術開発部 大澤 正治
建設部建築室 吉田 公夫

1.電 気事業 と社会 との係わ り

電力の安定供給

電気 は、人間 の 日常生 活に不可欠 な消費財であ るとと

もに、経済 の基礎 とな る生産財で もあ り、現代社会にとっ

て は、空気や水 と同様 に一 時 も欠かす ことので きない も

の と認識 されて きてい る。

一 方
、 この電力 を供給 す る電 気事業 は、 専用 の大規模

な設 備を必要 とす る典型 的な設 備装 置産業 であ り、 自由

競争 は二 重投資 を招 く恐 れ もあ ること、また、事業体 と

して も設 備 と して も、 いわゆ る規模 の経済性 が認 め られ

るとの ことか ら、 自然独 占性、地域独 占性を有 す る事 業

であ ることが電気事業法 に明 らかにされている。 こうし

た独占の容認 に対 して、料 金の安定、 サー ビス レベルの

維持 等の観点か ら公 的規制 が加 え られ、普遍 的かっ無 差

別に電力を供給す る義務 が課 せ られている。

しか しなが ら、最近 では、電気事業の円熟化、コージェ

ネ等 発電 技術の進歩、電 力需要 の多様化、電気料金 の内

外価 格差 等の現状 を踏 まえ、よ り一層 の効率 的な運営 を

実現 す るため に、発電分野 と需要家 への直接供給 の分 野

について新規事業者 の参入 の促進、 いわゆる電気事業 に

関す る規 制緩和の検討 が進 んでお り、独 占性 が変質 しよ

うとしてお り、供給義務 にっいて も概念 が多様化す る も

の と予測 され る。

電 源立地 上の地域社会 との係 わ り

電気事業 の社会 との係 わ りは、前述 のとお り、電力 を

社会 に対 して安定的 に供給 す ることが基本 である。 さ ら

に、供給 力確保の ための電 源立地 を促進 する上 での立地

地域 及び周辺の地域社会 との係 わ りに もかな りのウエイ

トを置いて きた。

元 来、 公益事業 に供 出する土地等所有者 の利益 は、憲

法によ り、 「私有財産 は正 当な補償 の下 に、 これを公共

の ために用 いる ことがで きる」 と定 め られてい る。 補償

に より、土地等所有者 にとって特段 の利益 も損失 も生 じ

な いよ う、公平 に調整 され るべ き基本 的な考 え方 が確立

して いる。電源立地の促進の ため に制度化 された通称 、

電源三法 はこの公平性のため に、電源立地者 が直接 、地

域 の振興策 に係わ るので はな く、全国 の電力 需要 家が需

要量 に応 じて負担す るより、国 レベルで立地地域 を支援

す る性格 を有 して いる。

しか しなが ら、1991年6月 の電気事業審議会需給 部会

電力基本問題検討小委員会で は、 「電源立地 を一 つの起

爆剤 とす ることにより、当該地域が持続的 な向上、発展

軌道 に乗 って い くようにす ることが最 も重要 であ る。 そ

の ためには、電源開発具体化の初期段階 において、地元

市町村や専門家だ けでな く、電気事業者及 び県等 の協 力

の下 に、地元の住民 ・経済団体等の主体的な参加 を得て、

現実的、具体的かっ総合的な プランづ くりが行 なわれる

よ うにす る方策 にっ いて検討が必要で ある。」 と報告 さ

れ、明 らか に、電気事業者が地域振興 に関与 す るよ う考

え方が変化 して きて いる。

昨今 の地域共生型の発電所づ くりは、基本 的に、地方

自治体 の活力お よび地域特性を強調す る地域 づ くりの方

向 に、電気事業者サ イ ドが同調す る傾向 にあ る。 しか し

なが ら、 この ような立地地 域の振興 に向 けた費用 は、 回

収す る方法を用意 しない限 り電気料金 に織 り込 まれて、

最終的 に電力需要家が負担す ることになる。

この側面での最大の問題は、発電 所立地地域 が必ず し

も電力需要地域で はな く、立地上の受益者 と コス ト負担

者 が一致 しな いことであ る。現実に、環境対策 コス トと

ともに地域対応 コス トが電 気料金を押 し上 げる大 きな要

因 と考え られ、その費用が電気料金形成の内部 コス トと

な ることの是非をめ ぐる議 論 も盛ん にお こなわれている。
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電気事業の社会 との係わ りの多様 化

電気事業者 の社会 との係わ りは、単 に電力 を供給 す る

だけではな く・電力負荷の平準 化のた めに・需要 を コン

トロールす るために、需要の質 、即 ち、需要家 の電力 の

使い方 にまで関与す ることが必 要であ ること も見逃 して

はならな い。

また、最近で は、企業が社会 の分 肢的存在 であ るとの

考え方を背景 と して、企業市民 と しての社会 への貢献 の

実践 と しての社会 との係わ りも重要 となってきてい る。

とくに、電気事業 の公益性、大 規模 性か らその活動 の社

会へ の影響 は大 きいもの と考え られて いる。

以上、電気事業 と社会 との係 わ りの現状 をみてきたが、

時の経過 とと もに、 その係わ りは多様化 し、 その対応 は

多元的 とな り、高度 な調整を必要 と して きて いるが、 こ

の傾向 は今後 も続 くもの と考え られ る。

と くに、 これか らの社会的要請 として、環境 との調和

を目指 して、各 々の社会 との係 わ りを総合的 にバ ランス

良 く調整す ることが重要な こととな って くる もの と考 え

られ る。電力供給 システムと他 のエ ネル ギーシステ ムと

整合 をはか り、 さらには、社会 の他の システムであ る生

活代謝 システム、情報通信 システ ム、交通 システ ム、 さ

らには防災 システム等 との連携 ・統 合化 をはかる ことが

社会 と共生す る重要 なポイン トであ ると考 え られ る。

2.電 力供給 システムと環境

環境、経済、 エネルギーの三 位一 体的調和 は、将来 に

向けての、全世界的 な課題であ り、 その実現 に向けて、

各分野間、地域間、世代間の様 々な調整が必要 とな るこ

とか ら、次 に地域共生の エネルギー システムがいかに環

境 とエネルギーとの調整をはか るか に焦点 をあて る。

電気事業者 は、計画地点が浮上す ると、発電所 の立地

が自然環境や社会環境 にどのよ うな影響 を与 えるか事前

に調査 ・予測 し、評価 し、関係地域 の住民 の意見 を聴取

し、 は じめて電源開発調整審議会 に付議す るこ とにな っ

てお り、環境へ の配慮を重要視 して いる。

電気事業 は、 エネルギ ーシステ ムが もた らす各種 の環

境問題 に対 して、 お しなべて、技術 的な解明に基づ き様々

な対策を実施 して いる。ただ し、CO,に つ いて は、対

策 は十分 とはいえない段階にあ り、 いまだ、地球温 暖化

との関係 を含 めて技術的 に解明すべ き点が多 く残 されて

いる現状 にある。

これ らの多 くの エネルギー システムと環境 との係 わ り

につ いて、電気事業 が対 応 して いるアプ ローチは以下 に

分類す ることがで き る。

① 環境対策技術 の導入

第一 に考え られ る方 向性 は、環境問題 の発生原因 に対

して、環境負荷の削 減、予知及び予防、発生 した場合 の

処置 に関す る対策 を講 じることであ る。 これ らの対策 は

最 も直接的で あ り、 ハー ド面の技術開発 が効果 を発揮 す

る。

ただ し、対策の選択 にあた って は、電気料金 の安定化

の もと、環境負荷削減 の効果 と、経済性 のバ ランスが重

視 されて お り、技術 の開発において も、技術 的なブ レー

クスルーとともに、経済 性の向上が重要 なテーマとな っ

ている。

② 総合 エネルギ ー効率 の向上

第二 は、資源制約、環 境制 約を勘案 しっっ、化石燃料

のエネル ギー供給上 の有 効性 を実現するために、 トー タ

ルと して システム全体 の効率を導 き出す こと、即 ち、 エ

ネルギー資源の投入量 を最小 化 し、効果 を最大化す る こ

とにより、 エネル ギーの有効利用をはかる総合的 アプロー

チから環境 に及ぼす負荷 を削減す ることである。

具体的 には、供給 サイ ドと して、エネルギー供給 プ ラ

ン トの効率向上を はか ること、需要サイ ドとして、 エネ

ルギー利用機器の効率 向上、及び社会 システムを省 エネ

ルギー型 に移行す る ことが考え られ る。さ らに、供給 と需

要 とのマ ッチ ングにおいて、エ ネルギーの質 的側面 に注

目 して カスケー ド利 用をはかること、未利用なエネルギー

を活用す ることが、 エネルギー供給上 の依存度 が高 く環

境負荷の大 きな化石燃料 の投 入量を削減 す る結果 を もた

らし、 エネルギーと環境 の調 和を推進 す ることとなる。

③ 環境調和型社会 への貢献

第三 は、 エネル ギーサイ ドとして、とくに、アメニテ ィ

に関す る環境 に係わ るアプ ローチである。 この方 向性 を

もつ対応 は、上記①、② のよ うな防御 的なもので はなく、

エネルギーシステムのスペ ース的人文 的な社会 との繋 が

りの深 さか ら、社会 に とって好 ま しい環境 づ くりに積極

的に寄与す ることにな る。

具体的 には、廃棄 され る資源の リサイ クル化の他 に、
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供給サイ ドが保有す る環境 に係 わる情報 を社会に対 して

開示 し、その情報を社会全体が あ らゆる観点か ら活用す

ることが環境 を尊重す る方向へ の前進 となる。あ るいは

エネルギー システムの舞台 となる地域全体の景観への配

慮 ・調 和等 が環境調和型地域社会づ くりへ創造的に貢献

す ることにな る。

④ 発展途上 国への技術移転

最後 に指摘 す るアプローチは、前述 のエネルギー シス

テムの対象及 び周辺の地域 に対す る対応で はな く、国際

的な対 応であ る。発展途上 国 における将来の エネルギ ー

需要 の高 い増 加率 は、世界 にとって重大 なことであ り、

た とえば発展 途上国にお いて エネル ギー効率を向上 させ

る投 資の役割 は、エ ネル ギー需要の伸 びが安定化 して い

る地域 に比 べて より重要 なことである。 わが国を含む先

進 国に とっては、 自国の エネルギーシステムへの対応 よ

りも発展途上 国に対す る対応 の方が費用便益が高い こと

にな り、地球 環境 問題の ように、世界全体 としての有効

性 を考 え る見地 に立つな らば、好 ま しいこととな る。 昨

今 では、 このよ うな方 向性を もっ ジ ョイン ト・イ ンプ レ

メ ンテー ションの考え方が クローズア ップされているが、

国内産業 であ る電 気事 業が このよ うな国際的活動に参 加

するアプ ローチの重要 性 にも配慮す る必要が生 じている。

電気事業者 に とって、重要 なのは、 たえず環境への負

荷 を削減 す るためのよ りよい方策を模索す る開拓魂を維

持 する とともに、 これ らの様 々なアプローチに対 して、

研究段 階及 び実施 段階を含 めて、投入すべ きエネルギー、

及 び資金 の配分 において環 境対策を いか に位置づけ るか

の事業戦略 であ る。即 ち、 電気事業者 にとっては安定供

給 とい う社会 的課 題を背負 いつつ、社会 との係わ りにお

いて環境 問題 を どう考 え るか とい う課題 も背負 ってい る

といえる。環境 問題の対応 は、元来、電力供給 とい う観

点 か らみれば、外 部不経済 問題であ り、 そのための投 資

を生産者 の私 的生 産費 用 にどこまで内包す るかが焦点 と

なる。 いいか えれば、環境 対策費用 はだれが負担 すべ き

かとい う問題 であ る。社会 に とって好 ましい環境対策 の

費用 によ って上昇 す る電気 料金 を需要家が 自らの電力消

費 のためにど こまで認 め るかの問題が基本にある。例 え

ば、石炭火力 の場 合、発電 原価 の2～2.5割 が環 境負 荷

削減 のための専 用 コス トといわれて いる。電気事業者は、

需要 に応 える安定 的供給 の実現 を前提 として、電 力供 給

システムの効率化、及 び需要 サ イ ドの効率的エネルギ ー
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利用 の推 進によ り資源投入単位 あた りの有用性を高 めて

資源投入 量を抑 制 し、結果 と して、 エネルギ ー供給 コス

トの上昇 を回避 しっっ、総体 と しての環 境負荷を軽減す

る現実 的な道を模索 す ることが要請 され る。

3.エ ネ ル ギ ー シス テ ム の環 境 へ の配 慮 、 そ の 現 状

わが国では、総一次 エネルギー供給 の4割 を電力供給

が占めてお り、 わが国の電気事業 では、 現在 、石炭3千

2百 万 トン、石油4千4百 万kl、LNG3千 万 トン、 ウ

ラ ン千 トンを原材料 として投入 し、年 間に必 要 となる約

7,900億kWhの 電力 を製造 して い る。 一 方、 電 力 の供

給 に伴 う環 境負荷 は環境対策技術 の進歩 によ りか なり削

減 されつっあ るが、SOx15万 トン、NOx17万 トン、

CO,8千 万 トン及 び500か ら600万 トンの廃 棄物 が発 生

して い る。 廃棄物 とは石炭灰、脱硫石膏 が ほとん どで あ

り、全体 の約6割 はなん らか の形 で リサイ クル され有効

利用 されてい る。

① 環境対 策技術 の導入

火力発 電所の場合

火力発電 所の主 た る環境問題 の発生 原因 と して、第一

に、化石燃 料燃焼 に伴 う煤塵、SOx、NOx、CO、

にっ いて検討する。

これ らに対するわが国の環境規制 は、 表1に み るとお

り、先進 国のなかで も厳 しい レベルにあ り、環境対策技

術 の導入 にあ って も、積極的 であ った。

第一 に、煤塵対策 であるが、対象 の資源 は石油、石炭

である。電 気事業 ではすべて の発電所 に高性能の電気集

塵装置 が採用 されてい る他、排煙 の拡散 を はか るために

200m級 の煙突設 置による対策 が とられて いる。 ただ し、

このよ うな環境 因子 を拡散す る対策 について は、転位効

果 につ いて慎重 に検討 されなければな らない。高煙突 に

よる拡散 が酸性雨 問題 に関連 してい るので はな いか とい

う考 え方 もあ る。

わ が国の石炭 火力発電所 に限 ってみれば、すべて の発

電所 で煤 塵除去装置 が設置 されてお り、 集塵 効 率 は100

%に 近 い状況であ る。

第二 に、SOxに ついてで ある。対象 の資源 はや はり

石油、石炭 である。対策 と して、排煙 を水や アルカ リ溶

液 などで洗浄処理 してSOxを 除去 す る排煙脱硫装置 を

設置 してい る。 さ らに、排煙処理 の複 雑化を回避す る方



式 として同時脱硫脱硝 の技術開発 も進 め られてい る。同

時脱硫脱 硝技術 には活性炭、電子 ビーム、石炭灰 を利用

する方 法が考え られている。 また、 ボイ ラー内に石灰石

を投入 し、燃焼中に脱硫 を行 なう流動床燃焼方式 の開発

も進 め られてい る。

わが国電気事業における発電電力量 あた りのSOx排

出量 は排 煙脱硫装置の導入定着 により20年 前 の約20分 の

1ま で削 減 されてい る。

わが国の石炭火力発電所 に限 って みれ ば、排煙 脱硫装

置を設 置 してい る発電所 は全体 の約9割 であ り、設 置 さ

れてい る脱硫装置の脱硫効率 は約95%に 達 してい る。

第三 に、主 として石油、石炭 を燃焼す る場合 に必要 と

なるNOxに 対 す る対策で ある。NOxを 減少 す るため

の対策 として は、二段燃焼方式、排 ガス再循環方 式、低

NOxバ ーナー等の採用が ある。 さ らにNOxを 減少す

るために、触媒を用 いて窒素 と水 に分解す る排煙 脱硝装

置 が設 置 されてい る。

わが国の石炭 火力発電所 に限 って みれ ば、排煙 脱硝装

置を設 置 して いる発電所 は全体 の約7割 であ り、設置 さ

れてい る脱硝装置の脱硝効率 は約80%で あ る。

第 四に、CO,排 出を抑制す る対策で あ るが 、 基本 的

には、 エ ネルギー効率 の向上、再生可能 エネルギ ーの活

用、CO2の 固定化 を総合的 に組 み合 わ せ る ことが志 向

されてい る。図2は 、 わが国 の発電電力量 の推 移 と発電

電力量 あた りCO2排 出量 の推移 を比べ て い るが、 原子

力発電 の開発や発電効率 の向上 により発電電 力量 は増加

してい るものの、CO,排 出の原単位 が低 減 されて い る

ことが示 されてい る。

これ らは直接的にCO,排 出の影響 を 削減 す る環 境対

策 であ るが、いつれ も技術開発途上 の段 階で あり、 エネ

ルギー収 支、経済性 、実用化規模 の確保等 課題 解決 のた

めには、 地域 レベルか ら国際的 レベルまで社会全体 の中

でどのよ うに評価 し、位置づ けるかとい う調整が必要 と

なる もの と考え られ る。

CO2の 固定化について現在、研究 が進 ん で い る方法

は、分離 ・回収 して最終 的に閉 じ込 める方 法 と リサイク

ルす る方 法が考え られている。具体 的に は、燃焼排 出ガ

ス中か らCO2を 分離 ・回収(化 学 吸収 、物理吸収、物

理吸着、 膜分離、深 冷分離等)あ るいは液化 ・固定 して、

貯蔵(深 海投棄、海流 注入、地 中閉 じ込 め等)、 化学的

変換固定 あ るいは微生物等生物学 的固定 化 をおこな うこ

とが検討 されてい る。 わが国 の電気事業 者が取 り組 んで

いるCO、 対策 は表2の とお りであ る。

水力発電所 の場合

水力発電所 に関する環境問題 としては、 濁水、堆砂、

淡水赤潮等 がある。

濁水問題 は、 出水 時に貯 水池へ流入 した濁水 が発電運

用 に ともなって流 出す るため に

、貯水池 の下流 の水 の濁度が低下 しに くくなる ことで、

対策 としては、選択取 水設備 を設置 して適切な取水操作

をお こな った り、発電 運用上、配慮す ることがなされて

い る。

堆積問題 は、 出水 時に水 とともに貯水 池に土砂が流入

す ることによ り、 その土砂が貯水池の上 流の湖底 に堆積

し、貯水池 の有効貯 水容量を低下せ しめ、冠水域 を拡大

す ることであ り、様 々な方法 で湖内の掃砂を進 め るとと

もに、搬 出効率 を高 め るスラ リー等輸送方法の研究開発

を進 めている。

淡水赤 潮問題 は、 貯水池 における植物性プ ランク トン

が異常発生 し、湖面 に集積 して湖水が褐色 とな る現象 で

あ り、現在 の ところ、因果関係 を究明 してい る段階 であ

り、抜本 的な対策 はな いのが現状であ る。

その他、生態 系への影響 に対 して、緑化等様 々な生態

保護 がお こなわれてい る。 このような観点か ら、 ダムに

よ り流氷 がせ き止 め られ る等流量 の変化によ り、河 川に

生息す る魚類 の回遊範囲、生活範囲が影響を受け ること

に対 しては、 その対策 と して魚道が設置 されてい る。

② 総合 エネルギ ー効率の 向上

総合 的にエネルギーの効率 向上 をはか る方法 として、

プラン トその ものを改善す る方法、 プラ ントの運用面 で

の改善 を はか る方法、 エネルギーシステムと しての効 率

性を向上 す る方 法 に注 目す る。以下、 プラン トその もの

を改善 す る方法 と して石炭火 力発電技術の高効率化、 プ

ラン トの運用面 での改善 をはかる方法として コジェネ レー

ション、 エネルギ ーシステム としての効率性を向上す る

方法 として発電 所の排熱利用 、さ らに、総合的な エネル

ギーシステムを 目指 した未利 用エネルギーの活用等 につ

いて現状を紹介す る。

石炭火力発電技術 の高効 率化

火力発電の発電効率 は、195〔輝 代の初めには20%を 切 っ

て いたが、 ボイラー、 ター ビンの大型化 によ り1960年 代
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前半 には30%後 半 まで向上 した。 その後、60年 代後半 以

降、蒸気条件(圧 力、 温度)を 画期的 に向上 させ る技 術

開発 が結実 しないため、発電効率 の目覚 ま しい向上 はみ

られず、 ゆるやかな上 昇が続 いて いる。

しか しなが ら、新型 ボイ ラー ・ター ビンの設計 と新 材

料 の開発 によ り、流動 床ボ イラーと超高温 ター ビンを組

み合 わせ た実証試験 の結 果、送電端効率で41%程 度 まで

の向上 が期待 で きることとな った。

また、発電効率 向上 のため には、蒸気条件の向上 の他

に、 ガスター ビンと組 み合わせ た複合発電 システムを指

向す る方法 がある。既 に、天然 ガスを燃料 とす る複合 発

電 システムは実用化 されてい るが、石炭を燃料 とす る複

合発電 システムにはガス ター ビンに導入す る排ガス中に

多量 に含 まれてい る灰 やSO,の 処理課題がネックとなっ

ていた。 しか しなが ら、 その解決 を求めて、流動床燃焼

を加圧条件下で行 な う実 証試 験が開始 されてお り、送電

端効率42%程 度 までの向上が 目標 とされている。

複合発電 システム とは、 ター ビン発電機か ら高温排気

(約400～500℃)を ボイ ラー に導 いて熱回 収 を行 ない、

発生 した蒸気 を もちいてさ らに汽力発電をお こな う発電

方式で あり、2っ の発電 方式 を組み合わせ ることによ り

燃焼排 ガスが もってい るエネル ギーを有効に利用 で きる

ことになる。 さ らに、 ガス タービンの運転台数 を減 らす

ことにより、運転中 のガス ターービン発電設備を熱効率 の

高 い定格負荷で運転 する ことが可能 とな るメ リッ トがあ

る。

さ らに、一層 の発電効 率の向上 を狙 う石炭利用複合発

電 システムと して、石炭 をガ ス化 してガス ター ビンを回

転 させ る石炭 ガス化複合発電 システムが国主導 の研究組

合 により研究開発 と して進 め られてい る。 この研究開発

で は送電端効率44%程 度 が目標 であ り、 実用化 の時期 は

2010年 頃 と考え られて いる。

一方
、石炭を ガス化 して得 られ るCO、H,の 利用 は

多様 に考え られ、燃料電池、MHD発 電 に合 わせて利用

す るな らば、50%以 上 の発電効 率が期待 で きる。石炭 ガ

ス化燃料電池 の実用 は2020年 頃 と考 え られている。

コジェネ レーシ ョンの普及状 況

従来か らの火力発電 システムではおおよそ4割 の電気

エネルギーを得 るため に、6割 のエネルギーを廃棄 して

いることにな る。 この廃棄 してい るエネルギーを無駄 に

せず、 活用 す る方法 と して、一 つは、発電へ再度組み込
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む上記複合発電方式 があり、第二 の方法 と して、一つの

エネルギー源か ら、単一の電気 エネルギーだけではな く、

電気 と熱 の二 つの質 の異 なるエネルギーを同時 に取 り出

す システムがあ る。

この第二 の方法 がコジェネ レーシ ョンシステムである。

例え ば、石油、石炭、天然 ガス等 の燃料 を燃 や して得た

熱を動力 や電力 に交換 し、 その未利用熱 を プロセ ス蒸気

や冷暖房、給 湯等 の熱 源と して利用す る。熱 と電力等の

需要負荷 が同時 となる場合 には有効 なシステ ムとな り、

総合熱効率 は60～80%と な る(コ ジェネ レー シ ョンシス

テ ムの投入 エネルギーを100と し、得 られ る総 合 熱効 率

を80%と す るな らば、従来のシステムで同量のエネルギー

を得 るためには、142の 投入 エネルギーが必 要 とな る。

図3参 照)。1994年 に開港 した関西国際空港のエネルギー

セ ンターの例 をみ ると、50MWの コジェネ レーーションシ

ステ ムによ り発電効率20%程 度、熱供給効率40%計60%

の熱主電従 のエネルギー供給をお こなって い る。一 般的

に は、熱需要形態 の制約か ら、あ るいは熱 の供給 限界か

らコジェネ レーシ ョンシステムは都市立地 の分散型 電源

と して位置づ け られて いる。

コジェネ レーシ ョンシステム はわが国で は民生 用、産

業用合 わせて1,700件 、300万kWほ ど、電気事業用 発電設

備の1.5%程 度を 占めて いる。熱供給事業 において も、1

3地区28基3,5万kWの コジェネ レーシ ョンが稼 働 してい

る。1994年 の総合 エネルギー調査会の エネルギー需 給見

通 しで は2000年 で542万kW、2010年 で1,002万kWと 高

い伸 びを期待 して いる。

コジェネ レーシ ョンシステ ムはエネルギーの有効利 用

の点 か らみれば この ように優れて いるが、経済性、電 力

系統 へのっな ぎ込み等の課題 を抱えて いる。 これ らの課

題 はいずれ もコジェネ レー シ ョンシステムが小規模 であ

る ことに起因 してお り、集中 と分散の調整 をはか るため

に、 現行の規制の見直 しが検 討 されて いる。

発電 所の排熱利用

分散 型電源であ るコジェネ レー シ ョンシステムではな

く、従 来の発電所にお ける排熱 を有効利用 して総合 的に

エネルギー効率を上 げる考え方 にって いは、排熱 の温度

が低 く、供給 と需要 が時間的に地理 的 にの不一致 である

こと等 経済性の点で難 しい面 もあ るが、地域振興 の観点

か ら推 進 されてい るいくっかのケー スをみ る ことができ

る。



電 源開発(株)の 磯子火力発電所(265M×2)で は、

隣接 す る横 浜市の下水処理場 に蒸気 を最 大量 約2Gca1

/h供 給 してい る。燃料費、用水費、環境 対策 費 用 およ

び配管費用 は横 浜市 が応分の負担 を して いる。

関西電 力(株)の 宮津 エネルギ ー研究所 では、 温排水

にょる水温 の変化 につ いて研究お よび温排水利用 の温室

試験 を続 け るとともに、周辺の漁業組合へ温排水 を供給

して いる。

また、関西電力(株)の 海 南発電 所(4基 計2,100M

w)で は、隣接 する リゾー ト地 域であ る和歌 山マ リーナ

シテ ィへ最大供給量約20Gcal/hの 冷熱、温熱 を供給 す

る和歌山 マ リーナシティ熱供給事業 を併設 し、発電所蒸

気を供給 して いる。なお、本プ ロジェク トは環境調和型

エネルギ ーコ ミュニティ補助事業(発 電所 ・工場等余剰

エネルギ ー周辺供給施設)の 補助対象 先 とな って いる。

東北電力(株)の 能代火力発電所(600MW×2)は 地

域共生型火力発電所の典型 といわれ てい る。地域 のため

に発電 所サ イ ドか ら資源を供 出す る地域 振興 プラ ンの柱

は、① 能代 エナジアムパーク、②脱硫 の後 、発生す る石

膏を利 用 して焼 石膏を製造 する事業化、③ 石炭灰の リサ

イクル推進 であ る。(図4参 照)

この うち、第一 と第二 のプラ ンは発電所 か らの排熱 を

利 用する ものであ る。 また、第二 と第三 のプ ランは発生

する副産物 を資源 として リサイクルす る考 え方 であ る。

第一 のエナ ジアムパークは、総面積25千 平方 万米の緑

地公園 であ り、温排水 を ヒー トポ ンプを利用 して公 園内

の熱帯植物園、PR施 設 に供給 して いる。

第二 の焼石膏製造 は、脱硫石膏を リサイクルす る観点

と発電所か らの蒸気 を活用す る観点が合致 した もので、

現在、事業化 の準備 を進 めてい るところで ある。

第三 のプ ランは、石炭灰をア スファル ト舗装 の補 強材

ヘ リサ イクル しよ うとす るもので、現 在、研究開発 中で

あ る。

未 利用 エネルギーの活用

電 気事業者の中 には、発電所 の排熱 を利用す る地域共

生型 発電所 とは別 に、電 力需要負荷 の平 準化へ の寄与か

ら、 未利用 エネルギーを活 用 して都市部 での熱供給事業

へ進 出 してい るケー スがあ る。

わが国で は熱供給事業 は、一定地域 内の建物群に対 し、

蒸気 ・温水 ・冷水等 の熱媒 を熱源 プラ ン トか ら導管 を通

じて、 暖房、 冷房、給湯等 の熱需要 に供給 す る事業 と規

定 されてお り、毎 時5Gca1以 上 の供給 事業 が熱供 給事

業法 の対象 とな ってい る。 エネルギーの質 に合 わせた

利用 によ り、 エネルギー の有効利用をはかる観点 と、最

近 の地域開発、都 市再 開発 の動 きの合致か らわが国の地

域冷 暖房等熱供給事業 は増加 し、1972年 の熱供給事業法

施行時、熱供給事業地 区数 は11ヵ 所であ ったのが、1994

年9月 現在、116カ 所 に達 して いる。

熱供給 システムの主 た る特徴 と しては、熱 のカスケー

ド利用等供給 と需要 の緊密化 による質的適正利用 の促進

によ り、 エネルギー利 用効率が総合的に向上 してきてい

ることが指摘 され る。 また、 エネルギー需要 を集合化 す

ることにより大気汚染 の抑 制 に対す る効果 も評価 され る。

わが国の熱供給 システムの普 及を振 り返 ると、高密度 な

熱需要地域 に偏 っている傾 向 とともに、地域 的な環境対

策 に対す る政策が積極 的であ る行 政が熱供給 システムの

環境への影響を評価 し、支援 して きた結果 も明 らかに現

れて いる。

経済性確保の問題、大気汚染 防止策 という公共的な観

点 と化石燃料利 用 を削減 するエネルギー供給 の効率化 と

い う公益的な観 点が熱供給事業推進 の旗頭 となっている。

これ らの観点 をベー スに、低質であ り不安定 であるが

既存量 が大 きい河川水 等を含 めた未利用エネルギーの有

効活用 は、熱供給事 業の重要 なテーマ とな っている。

熱供給 システムの世界的 な最近 の傾向 として は、産業

排 熱及 び自然 エネルギ ーの活用 の視点か ら熱媒の低温 化

があげ られる。熱媒 が低温化 すると、搬送用動力 とのバ

ランス上、現在 の技術で は、輸送距離1～2km前 後 が

限界 と考 え られ て いる半面、今 まで は捨て られていた多

種 な熱 源を組み合 わせ ることにより、多様な熱供給 ネ ッ

トワークが期待 で きる。

主 な未利用 エネルギー源 は、 ごみ排熱、工場排熱、発

電所排熱、変電所排 熱、地下鉄排熱、下水、河川水、海

水 である。 その特質 について表3に とりま とめた。 わが

国 の熱供給事業 の うち、未利用 エネルギーを活 用 した事

業 は26地 区であ り、 その概 要を表4に 示 す。未利用 エネ

ルギーを活用す る場 合、基 本的 には、電 力、ガス等既存

のエネルギ ーと組 み合 わせ、 ヒー トポ ンプ等 を活用 した

エネル ギーシステムを構成 す ることにな る。

未利用エネルギ ー活用熱 供給 システ ムの導入促進 のた

め には、熱源 と熱需要 の地 理的不一致、温度 レベルの不

一致、時間的な不一致 を解 消す ることが重要 な課題 とな

る。 このために は、大規模 な輸 送パイプ ライ ン網(ネ ッ
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トワーク)、 蓄熱槽等 の革新 的な輸送、 蓄熱 の技術 およ

び質的不安定性を考慮 した需給 調整技術が必要 となるが、

現在 の技術 レベ ルではまだ広範 な普及が実現 す る状態 ま

で には至 って いない。

また、未利用 エネルギー活 用熱供給 システムの推進 の

ためには、 この よ うな技術 的な開発の他に、需要 の実態

につ いての よ り的確 な把握 に加 えて、需要密度 を高 めて

経済性 の向上を はか り、他 のエ ネルギ ー価格 との間で競

争性 を発揮 させ る必要 があ る。

熱需要の集中化、熱導管 敷設 等の側面 におけ る都市計

画 との調整、熱源 となる ごみ回収 システム、下水 システ

ム等 の調整等社会経済 的な課題 が重要 とな ってい る。

電気事業 と して は、電力 需要 ピークの主因であ る冷房

需要電力 を熱供給事業ヘ シフ トさせ ることによ る電 力負

荷平準化へ の期待 もあるが、一 方、熱供給 システムが必

要 とするバ ックア ップ用電 力を安定的 に供給 す ることも

要請 される。 このよ うに従 来か ら電力供給の観点 か ら電

気事業者 は熱供給事業 に係 わ って いるが、 この係 わ りを

き っかけと して、 エネルギー全般へ事業分野を拡大 し、

多様 な参画者 との関係 を深 め、 さらには需要 の適正配 置

の観点 か ら、都市計 画その ものへ の関与 も強め ることが

予 測される。

その他、需要 サイ ドか らの アプローチ

一般 に
、資源制約 を緩和 す るための と くに化石燃 料へ

の依存度 を下 げる省 エネルギ ー策 は、間接的に環境調和

の方 向 も持 って い ると考 え られて いる。

わが国における省 エネルギ ーの推進 は、 エネルギーの

使 用の合理化 に関 す る法 律(省 エネル ギー法)の 施行、

あ るいは省 エネルギー関連設備投資促進のための税制 ・

金融上 の助成等 によ り、 各国 と比較 して も目ざましい成

果 をあげてきた。

電 気事業 と して も、需要サ イ ドの省 エネルギーに対 し

て、協 力するあ るいはデマ ン ド・サイ ド・マネージメン

トとい う言葉 もあ るが積極的 に誘導す ることにより、社

会 を環境調和 を 目指 した方向 に向けて い く役割を認識す

る必 要がある。

具 体的には、① 省エ ネルギ ー コンサル タント活動の推

進(電 気事業者 に よる電気設備の合理化診断指導、メディ

アを通 じた一般PR)、 ②電気料金制度 による対応(需

給調 整契約制度、 季節別時間帯別電力等)、 ③負荷平準

化 に資す る機器 開発 ・普及 による対応(蓄 熱式エアコン、
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蓄熱 式冷蔵庫等 の共同開発、蓄熱事業 の推進)等 が需要

サイ ドと連携 をとりつつ進め られて いる。

従 来、わが国 における省 エネル ギーは産業部 門を中心

に進 め られて きた傾向があ るが、今後 は、民生 および運

輸部 門 において一層、推進す る必要が ある。 そのために

は、 ひ と りひと りの努力 に期待す る他 に、国民 の ライフ

スタイル、社会 システムにまで対象 を拡 げて対 応 してい

くことが重要 となる。

と くに、社会 システムか らの アプローチ として は、①

低温 熱需要が過半 を占める民生部門 のエネルギー需要に

対 して、廃熱等余剰 エネルギ ーを最大限 に活 用 し、地域

の特 性 に応 じたエネルギーシステムを構築 す ること、②

電気 自動車等環境順応型車輌の普及 およびエネルギ ー効

率の よい交通 システムを構築す ること、③ 日照時間を有

効 に活用す るサマータイム制度等生活 サイ クルを省 エネ

ル ギーおよび環境調和型 に誘導す るこ とが検 討 されっっ

あ る。

この よ うなエネルギーを消費す る地域 の社 会 システム

自体を省 エネルギー型 に変更す る効果 は大 きい もの と思

われ るが、 その前提 と して、社会全体 が資 源制約お よび

環境制約 に関す る認識 を共通 にす る ことが必 須 と考え ら

れ る。情報 の共有化 な しで の社会 システ ムの変更 は継続

性 に関 して疑 問を残す と懸念 され る。改 めて、情報 の共

有化 の重要性 がクローズア ップされなければな らな い。

エネルギー、環境教育、PRの 一層 の強調 もさることな

が ら、情報 の開示 および情報 の双方化 とい う視点 に基づ

く活動 のあ り方 にっいて検討 され なければな らな いと思

われ る。供給 サイ ドの事情 を理解 させ るレベルか ら、供

給 サイ ドの情報 を社会 にエネルギーのみならず蹴 調和、

省 エネルギー型社会形成 ・維持 のための様 々な分野 に役

立 たせ る レベルへ引 き上 げることによ り、結 果 と して、

需給調整 に役立 つ、 あ るいは目指 すべ き地 域の社会 シス

テムへ 向かわせ る情報 とな ってフ ィー ドバ ックされ ると

考 え られ る。

③ 環境調和型 社会 への貢献

電気事業等 エ ネルギー産業 は、社会 を単 な る顧客 と し

て のみ考 えてい るのではない。現実 に は、 プラ ン トを立

地す る こと自体 、社会 に対 して影響 が大 きいので、格段

の配慮 が必要 であ ることもあるが、それだ け社会 との接

点 が多 いため、企業 としての市民 性(企 業 市民 と しての

立場)、 環境対 応性を周 囲の脚光 を浴 びなが ら実現 して



いかなければな らない状況 にあり、実際、 力を いれて い

る。

発電所立地、 あるいは運営 に関す る地域共 生、あ るい

は地域融合 は、第一 に、電気事業 と して の資源を活かす

考え方か ら、上述 した排熱、未利用 エネルギーを有効 に

活用す る地域 レベルのエネルギーシステムを提示 し、 構

築す ることが考 え られるが、 さらに、同 じく特有 の資源

を活かす方法 と して情報 の開示、提供が ある。社会 シス

テム自体 を省 エネルギー型、環境調 和型 に誘導 するため

の リレーシ ョンシップづ くりに役立 っ この活動 の実例 と

して、 水文 データを気象予 測へ利用す ること、生態 の生

息状況 研究へ の協力等があ り、CATVへ の進 出も将来、

情報 の双 方化が期待で きるので、 このよ うな観点 か ら評

価 してお くことが重要であ る。

第二 に、 エネルギ ー産業特 有の資 源を活かす ことよ り

も、地域 との関連性強化を意識 して、地域 の環境調和型

社会 づ くりへ貢献す る活動 がある。最近 で は、積極的 に

地域 の良 質な環境形成 に参画 する傾 向が強 くなっている。

実例 としては、 リサイ クル運動 に対す る先 導的役割を担

うこと等 があ るが、地域 のアメニティの質 を規 定す る一

員 と もな るプ ラン トの景観 に関 し、応分 の配慮 を行な う

よ うにな って きてい る。

めの法整備が進 みっっ あるが、生産性 の向上 に結びつか

ず、膨大 な投資 を必要 とす る環境対策 を講ず るインセ ン

テ ィブが依然 と して低 いの が現状で ある。環境対策設 備

の低 コス ト化、現 地生 産化、 モニタ リング体制の整備等

を通 じて、環境対策 の 自主的導入を支援す る必要がある。

わが国 では、 ア ジア ・太平洋地域の各国の石炭利用状

況、技術 レベル、 イ ンフラ、環境、経済性、産業構造 等

石炭 を取 り巻 く諸要因 にっ いて調査を行ない、環境 に調

和 する石炭利用 マス ター プランの策定 に協 力 してお り、

また、 グ リーン ・エイ ド・プランの一 環 として、脱硫技

術 の普及基盤整備 を目的 とした脱硫設備導入 モデル事業

を中国等 と共同で実施 して いる。

一方
、同様の趣 旨で、米 国は中国に対 して石炭 ガス化

複合発電の技術移転 を進 めてい る。 このよ うに、発展途

上国へ先進国か らの環境対策の技術支援、技術移転は様 々

な形でな されて いるが、 まだまだハー ドな技術 に限定 さ

れた傾向 にあ る。今後 は、環 境への影響 を抑制で きるエ

ネル ギー システムを見極 めた上 でのハ ー ドおよびソフ ト

の協力を拡げ る必要があ る。

4エ ネルギー システ ムと環境 との調和を 目指す ための

地域共生 の基本 的な考え方

④ 発展途上 国への技術移転

中国等 ア ジア ・太平洋地域 は、 エネルギーの石 炭依存

度が高 く、今後、高 い経済成長 とともに石炭利用が一層 、

拡大す る ことが予想 される。 しか しなが ら、 ア ジア主要

国の石炭火力発電所 の発電効率 は表5に み る とお り、一

様 に低 く、 また、環境対策設備が十分で はないために、

SOx、NOx、CO2の 排出量 は急増 す る見 通 しで あ

る。科学技術庁科学技術政策研究所 の 「アジア地域 のエ

ネルギ ー利用 と地球環境影響物質排 出量の将来予測」 に

よれば、例 えば、中国で は2010年 には1987年 に比べ て、

SOx、NOx、CO2の 排出量がいず れ も2倍 に増 加

す ることになる。

このよ うな環境影響物質排 出量 の増加 に よる環境問題

は深 刻化 し、酸性雨被害、森林破壊等 を通 じて各消費地

域 の問題 だ けにとどまらず、 国境 を越 えた広い地域へ影

響 を及 ぼす ことが懸念 され る。

従 って、わが国を含む先進国か らの資金協 力、技術協

力等 によ る発 展途上国の環境対策 の支援 が意義深 いもの

となって くる。 実際には、発展途上国 では環 境保 護のた

① エネルギーの体 系化

今後 のエネルギー システムを検討す る場合、エネルギー

資 源をいかに有効 に利 用す るか考え る以前に、需要 その

ものを点検 して み ることが重要で ある。

エネルギーの需要家 はエ ネルギ ーを消費す ることが目

的 ではな く、サ ー ビス(機 能)を 得 ることが 目的で ある

ことをベースに考 える必要 が ある。 例えば、部屋 の中を

暖房す るため に、 どのエネル ギーを選択 するか考え る前

に、 エネルギー を投入 せず に与 え られ るサービス(機能)、

例えば、断熱材の効用 につ いて検討 し、 エネルギー選択

の際、同 じ土俵 で比較 してみ ることである。 いわゆる、

デマ ン ド・サイ ド ・マネー ジメン トの考 え方で ある。需

要サイ ドの選択 の ように考 え られるが、 デマ ン ド・サ イ

ド・マ ネージメ ン トは供給 サイ ドの行動 に合理性を与え

るための考え方 であ る。 エネルギーの場合、需要の単な

る増 加よ りも負荷 の平準化が供給者 の事業経営上、鍵 と

な ってい ること もあ り、需要 をコ ン トロールす ることが

望まれ る。 しか しなが ら、今、述べて いることは、供給

サイ ドが需要 の行動 に立ち入 ろ うとす るので はなく、 あ
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くまで、合理的 な選択 は重要 サ イ ドで も供給サ イ ドで も

答 えは同 じとなるべきだ との考え方 に基づ いて いる。

このよ うな考 え方 にと って、必要な ことは、需要家が

望 むサー ビス(機 能)を 達成 す るための選択肢を多 く持

つ ζとである。 ここで重要 な ことは、多 くの選択肢に関

する情報 を需要 サイ ドと供給 サ イ ドが共有化 し、その選

択 に対 して双方 が納得 す ることで ある。

エネルギーシステムの最適 化 とは、 この選択の最適化

を積 み上 げる ことである。 その方向 は、環境お よびサー

ビス(機 能)の 双方 の確 保を満足 させ るエネル ギーの利

用である。

従 って、 エネルギー システムの最適化だ けで はな く、

サー ビス(機 能)に 係 わ る様 々なマテ リアル、社会サー

ビス(水 道 の システム、 ゴ ミ回収 システム、情報通信 シ

ステム、交通 システム等)の 最適化 も同時 に検討 してお

く必要があ り、エネルギ ー以外 の分野 との調整が重要 と

な って くる。

次に、 エネルギーの供給 のために、 いか なる資源を ど

のよ うに投入 すべ きか とい う問題 が生 じて くる。

第一に、損失 とな るべ き排熱 をで きるだけ有効 に利用

し、排熱の回収率 を高め るカスケー ド利用 の考 え方が有

用 とな る。一般 的に、熱源 の温度 レベルと需要 の温度 レ

ベルが合致 してい ることは少 な く、熱 のカスケー ド利用

を推進す ることで この ミスマ ッチの縮小最適化 を指向す

るべ きであ る。 エネルギ ーのカスケー ド利用 の考 え方の

例 と して、図5にLNG冷 熱 の利用方法 を示 した。

次 に、 この システ ムが環境負荷 をで きるかぎ り削減す

ることを 目指すな らば、環境 に対 す る有用性 と して温度

等 エネル ギーの質 に注 目す べ きであ る。

熱 を利用す るとき、必ず、 エクセルギーが消費され、

エ ン トロ ピーが生成 され る。 エネルギ ーシステム全体 と

して、 エネルギ ーの変化 に伴 う損失の合計を減 らす考 え

方が重要で ある。 エネルギーシステムにおけるエネルギー

変換 のために、投入 され る電 力エ クセルギーの消費量 を

チェ ックす る必要が ある。 いかに システム効 率がよ くと

も、 そのシステムが多 くのエ クセル ギーを消費 して しま

えば、多 くのエ ン トロピーを生成 して しまう。環境 への

配慮 を施 したシステムで は、 エ ントロピーの生成を抑制

する ことが求 め られ る。一 次 エネルギーの投入か らエネ

ルギーが使用 されサー ビス(機 能)と なるまでの間のエ

クセルギー消費 およびエ ン トロ ピー生成の プロセスを総

合的 に評価す ることが望 まれ る。
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この よ うに、 エネルギーシステムの最適化を検討では、

エネル ギーがどこでどの ように 「廃棄」 されてい るか把

握 して みる ことも必要で はないか と考え られる。エ ネル

ギーの廃棄 が環境 に対 して望 ま しいタイ ミング、場所で

行なわれて いるかチェ ックす ることが エネルギー システ

ムの最適化 を検証す る ことになる。 また、 エネルギ ーが

廃棄 され るプ ロセスを明確 に把握で きて、初 めて、エ ネ

ルギー システムの最適化、排熱 エネルギーの有効活用 の

妥当性 が明 らかになるので はないか と考 え られ る。

② エネルギー システムのための課題

エネルギー需要 の集 中化 および負荷平準 化

現在 のエネルギー関連技術 の水準 を考 え るな らば、輸

送技術、貯蔵 技術については、 まだ、研究 開発が望 まれ

ると ころであ る。輸送、貯蔵 の限界 を念頭 にお き、 エネ

ルギー システ ムの経済性を確保す るためには、エネルギー

需要 の集 中化、および負荷平準化 が必要 な条件 となる。

このため には、需要 家の理解 を得 る ことが第一であるが、

料金制度 、都市計画 とエネルギー システ ムとの整合等 に

よる誘導 を検討 してお くことが有益 であ る。

エネル ギーシステムのネ ッ トワー ク化

現在 の ところ、熱 エネルギー システ ムは、輸送上 の限

界 および供給の不安定性 か ら地 域を限定 した地域 に定着

した分 散型な システムと考え られてい る。 しか しなが ら、

様 々な技術を組み合わせ るシステ ム化 によって、 その シ

ステ ムが拡大 し、 また、複数の熱エ ネル ギーシステ ムが

ネ ッ トワーク化す る可能性があ る。

すで に、欧州で は、 ネッ トワー ク化が進 み、需要 との

バ ランスを調整 しなが ら複数の熱源を引 き受 けるエネル

ギー事業 が、電力、 ガス、熱を一括 して取扱 い、熱幹 線

を コン トロールす る流通業 と して確立 して いる。

わが国 において も、熱 エネルギーシステムのネッ トワー

ク化 に対応す る、輸送、貯蔵、調整技術 を開発 す るとと

もに、 エネルギー流通 の事業運営 にっ いて、電力、ガス、

熱の各事業 との調整 を取 りっっ、熱源か らの熱エネルギー

の引取 り方法 を検討 してお く必要が ある。

エネルギーシステムに関す る評価基準 の整合

環境 に対 する評価 は個人 と社会(地 域および一般 社会〕

で は利害 ・認識 のベースが異 なって お り、 エネル ギー選

択 につ いて も、供給 サイ ドと需要 サイ ドで評価 が異 なる



場合 もあ る。 このよ うな評価基準 の違 いを調 整 し、 エネ

ルギー料 金体 系へ反 映すべきと考 え られ る。

③ 地域 開発計画への参画

これまで述べたよ うに、今後 の高効率 ・低環 境負荷 エ

ネルギー システムは、地域 に密着す る傾 向が考え られ、

その実 現のため には、様々な形 で社会 と係わ ることが前

提 とな るため、 エネルギーシステムの事業者はエネルギー

供給者 と してよ りも、 システムオーガナイザー、流通事

業者 としての感覚が基本 とな る。

例 えば、 エネルギ ー供給施設 の設 置について も、地域

のマ スタープ ランの中での位置づけにっいての検討 が重

要 とな る。特 に、 エネルギー輸送 のための施設 は、空間

的ひ ろが りがあ ることか ら、事業者 に対 して、お のず と

地 域全体の開発、景観創造 、 さらには地域振興へ の強 い

関与の期待が寄せ られ ることにな る。電 気事業者 の場合

で も、 発電規模 自体小 さくとも、今 までの発電所づ くり

の基本概念で あった社会 との共生領域 を地理的 に も、熱

供給 システム、生活代謝 システム、情 報通信 システム、

交 通 システム等分野 との係わ りの点で も広 げ、かっ、地

域 全体を視野 に入れ る共生 か ら融合への転換が図 られる

必 要が ある。

現実 には、 コス ト負担の問題、機能 の優先順位等様 々

な問題 にお いて複雑 な利害を調整す る必 要が ある。 この

場 合、 と くに、 エネルギーシステムの事業者 が念頭 にお

くべ き基本 は、資源 の有効利用、資源の リサイクル、エ

ネル ギー一の効率 的利用等の複数 の対応策 を組 み合 わせ る

ことにより環境負荷 の削減が発揮 され ることを再認識 し、

環境負荷 の削減 が システム領域内で最 大化す るよ う、総

合的 に社会 の他 の システムと整合を はか る先導性 を 自覚

す ることで あ る。

この調整 におけ る基本 は、各社会 システムの当事 者間

の専門性、権利 と義務 を明確 にす ることを基礎 として、

民間 の活力 が発 揮できるオープ ンな市場形成 を意識 しっ

つ、官民 の共 用空間のあり方、官の役 割、制度 によ り補

完的調整機能 の実効 をあげることであ る。 また、場 面 に

よっては、機能 集中の効果 によって、効率性 をあげ るこ

と も重要 であ り、分散型 の社会 にあって も、需要 の集中

と分散 の最 適化 を計画す る必要 がある。

④ 経済性

エネルギー システムに関す る費用負担 にっいて は様々

な観点か ら検討が重ね られる と思 われるが、以下 には、

将来を見据えた基 本的 な思想 を提示す る。

エネルギ ー価格につ いては、一般 的に、 システムへ投

資す る原価およ び運転す る原価 をベース として いるが、

現在、電気料金 には、負荷構造 に もとつ く価値 の考え方

が導入 されてい る。今後、環境 への優 しさを維持す るた

めには、エネルギ ーの質 的側面 に注 目 した適性 を基準 と

す る、即 ち、環境へ の貢献 を基準 とす る価値 の考 え方 を

料金制度に導入す るべ きと考 える。

ただ し、 この場合 の価値観 については、環境 の範囲 を

ど う考え るか等供給 サイ ドと需要 サイ ドでは異 なる部分

があ り、その調整が必要 とな る。

次 に、都市計画等社会 の他 の システム との整合 によ る

コス ト増 につ いて は、基本 的には、調整 によ り利益 を得

る システムが コス トを負担 し、損失を被 るシステムは利

益 をえるシステムか らの補填 を うけること、及 び共同資

産 にっ いて は当事者が適切 な コス トア ロケー ションをお

こない、負担率 を決 める ことが原則 であ ると考 える。

また、 ひとつ の システムの成功に より、 システムの相

互関係か ら他の システ ムが波 及的利 益を得 ることが十分

考 え られるので、 このよ うな多重的 システ ム構造 の特性

を分析 し、一定 のルールの もとで、 システム相互間 の投

資、配 当を促進す る ことも考え られ る。

なお、 システムと しての経 済的な規模 と現実の需要 と

の乖離(都 市計画 の実行 にあた って、 エネルギーシステ

ムが先行 的に投資 され る場 合にあ りうるケ ース)に つい

て、利益 をいかに長期的 に回収す るかの課題があ る。

最後 に、地域 を限定 したエネルギーシステムは、クロー

ズ ドシステム指 向であ るため、従来の エネルギー システ

ム と比 べる と、基本 的に は、受益者 とコス ト負担者が一

致する場合 が多 く、受益 者負担の原則を貫 くことがで き

る。一方、環境調和方社会 において は、環境調 和ない し

対策 への負担問題 とともに、排泄 に対す る責 任負担 の考

え方 に も配慮 してお く必 要が ある。基本的 には、処理可

能な ものであれば、処理 費用を排泄者 は負担 して処理す

べ きであ り、 自 らの処理 が不可能な場合 は、排泄者 は処

理費用相 当額 を社会 に対 して支出すべ きと考え る。処理

方法 の技術的 ブレー クスル ーが要請 され る場合 には、 そ

の技術 開発 資金 は このよ うな処理費用相当額 を充 当す る

ことが基本 である と考え られ る。

また、 ゴミ、排熱等 捨て られて いるエネルギ ーを利用

す ることによ り、排 泄物 に付加価値が生 じる場合がある。
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この場合、付加価値を生む ための加工 をだれが担 うのか

とい う課題 とともに、排泄 に対 する責 任負担等 のバ ラン

スを考 えて付加価値 の帰属 を判 断すべ きである。 エネル

ギー資源 は、殆 ど自然 あるいは生態 か ら得 られる。人 間

を含 めて生物が エネルギー一資 源を享受す る見返 りとして

何 らかの形で排泄 し、排泄 の結 果は最 終的には環境 へ同

化 することにな り、 その重 な りがやがて は環境 を変 えて

い くことを改 めて、認識す ることが重要であ る。
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図3 コー ジェネ レー ションの省 エネルギー性

〔コ ジ ェ ネ レー シ ョ ン〕

入力エネ

ルギー

100

電 力

〔従来の システム〕

熱

50

利用 しない

排 熱

20

発 電 汽力発電
入力ンスアム

86

利 用 しない4非熱(61%)

送 電 ロ ス(4%)

ボ イラー
ボ イラー

入力

人 力

エネ'しギー

142

利用 しない」非熱(10%)

注1:コ ー ジェネ レー ンヨンにっいて電力 と熱が適切 に組 み 合わ され 、両方 を使
いつ く した場合の例

注2:コ ージ ェネ レー シ ョンの省 エネルギー率

(142-100)/1㌔42×100≒30%

(資料)環 境 白書(平 成2年 版)
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表2 わが国電気事業者のCO,対 策技術開発状況

電力会社

北海道

東 北

東 京

中 部

北 陸

関 西

中 国

四 国

九 州

言 笑

電中研

沖 縄

COz回 収技術

・PSA法 に よ る回 収/液 化試 験(石 炭 排 ガ ス
,1TOOr㎡N/h)

・アミン吸収法による回収試験(石 炭排 ガス,1000㎡N/h)
・PSTA法 による回収試験(石 炭排 ガス,1000㎡N/h)
・中空糸膜+吸 収液による回収技術の基 礎研究

・ゼオライ ト膜に関する研究

・吸着+液 化分離システムの高効率化研究(25㎡N/h)

・循環流動層式PTSA法 の応用研究(石 炭排ガス)

・アミン吸収法 による回収/液 化試験(LNG排 ガス,600㎡H/h)
・CO2回 収最適溶剤の研究

－LNG冷 熱利用による回収技術の基礎研究(UG排 ガス)

・炭酸カ リウム吸収法の特性評価 研究

・PSA法 の特性評価研究

・低エネルギー複合 システムの基礎研究

・PSA法 の要素研究

・酸素(Oz/COz)燃 焼 法 の 微粉 炭 燃 焼 試験(100kg-coal/h)

・3次 元 燃焼 シ ミュ レー シ ョン

・化学吸収法 によるほエネルギー化試験(LNG排 ガス,880㎡N/h)
・石炭酸茉燃焼技術調査

・CO2回 収型複合発電システムの検討

CO、 処理技術

・クラルー}の基礎物性研究

・CO2の 海洋拡散モデル

の研究

・COτ クラルー}連続生成/

沈降挙動に関する研究

－CO2溶 解 度 測定

・CO2地 中 挙動 シ ミュ レ

ー シ ョン

・深海貯留技術の評価研究

CO2固 定化/利 用技術

生物利用

'微 細藻類/植 物による固定化

一微細藻類/植 物/サ ンゴによ

る固定化
・微細藻類による有用物質生産

・バイオによる有力樹種の開晃

'藻 類による固定化研究

・ク ロレラによる固定化

・藻類/貝 類による固定化

・熱帯林再生技術の研究'

・樹木 のCO2固 定能力評価

・微細藻類によるCO1資 源化

の基礎研究

・藻類による固定化

・樹木による固定化

・微細藻類/植 物/海 生生物 に

よる国定化

・プ ランク トン/微 生物 による

固定化

・サ ンゴによる固定化

化学的変換

・接触水素化触媒の基礎研究

・水素生産技術の研究

・CO1有 機合成触媒の研究

・化石燃料からの炭素分離

・接触水素化法

・太陽1¢池 による電気化学週元

・接触水素化触媒の研究

・太陽電池/微 細藻類による水

素製造

・太陽電池利用によるCO2転

換技術の基礎研究
・光触媒 を利用 した固定化

・活性酸化鉄によるCOΣ 分解

・COz及 びCOの 有用物質化

・(光)電 気化学的追元に関す

る基礎試験

そ の 他

・地球温暖化に関する調査

・東北地方植生のC軌 シンク

に関する調査

・スーパ ー コ ン ピ ュー タ によ る

温 暖化 メ カ ニ ズ ム の 研究

・汎用大気CO2計 の実証評価

・深層メタ ンへのCO2固 定化

とメタン回収に関する研究

・地域気候モデルの開発

・地球温暖化による電気事業 へ

の能書評価

'CO2排 出量削減/固 定化に

関する調査



図4 能代火力発電所 熱供 給 設備 概念 図.
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表3 主な未利用エ ネルギーの種類 と特質

未利用エネル ギー

温

差

エ

ネ

ル

ギ

1

低

温

排

熱

温

排

熱

海 水

河 川 水
(湖 水)

下 水 処 理 水

地 下 鉄 排 熱

変 電 所 折 詰

発 電 所 温 排 水

ご み 焼 却 熱

下水汚泥焼 却熱

工 蝿 排 熱

温 度

X:大 気 温 度 よ リ低 い

1.海 水

2.河 川 水

3.下 水 処 理 水

磯 離 と〕
冬:大 気 温 度 よ リ高 い

1.下 水 処 理 水

G約10℃)
2.海 水

3.河 川 水

〔‡瀦 ξと〕

年間 を通 して大気温度

よ リ高 い

100℃ を越 え る高 温 の

形 で 取 り出 せ る

利用 用 途

冷 房

暖 房
給 湯

冷 房
暖 房

給 湯

冷 房
暖 房

給 湯
(発 電)

魚変換設偏

冷房用

圧縮式冷凍 機

暖 房 ・給 湯 用

水 熱 源

ヒ ー トポ ン プ

空 気 熱 源 ヒ ー

トポ ン プ

水 熱 源 ヒー ト

ポ ン プ

※ 変 電 所 の 場

合 、 水 冷 式

を利 用

冷房用吸収式

冷凍機

暖房 ・給湯用

熱交換器

安 定 性

いつで も利 用可

能

ほぽ いつで も利

用可能

ほほ いつで も利

用可能

ほ ぼ い っで も利

用 で き る が 季

節、 時 刻 に よ リ

変 動 有 リ

2

」「

'

'

ほ ぽ い つで も利

用 可 能.た だ し

工 場 休 止 時 に は

ハ.ツク7プフ・ホ.イラ等

が 必 要

需要 地域 との

近 接 性

一般 に は、 工業

専用 地域 が大 部

分 で近 隣 での低
温熱 需要 は現状

で は少 ない.

需 要 地 に 近 接 し

て い る.

人 家の 密銀地 を
避 け て立 地週 足

されて きた.

需 要 地 に 近 接 し

て い る.

需 要 地 に 近 接 し

て い る.

都 心 部 か ら離 れ

て い る.

人 家の 密集地 を

避 けて立 地選定
されて きた.

人 家の宙 共地 を
避 けて立 地選 定

されて きた.

比 較 的 需 要 地 に

近 接 し て い る.

活 用 例

(普及状 況)

大 阪 南 湾 コ ス モ

ス ク ウ ェ ア で 実

施.

ス ウ ェ ー デ ン香

港 で'多 い.

箱崎地 区

幕 張 新 都 心 地

区、芝浦地 区

札 幌駅北 口

銀 座2、3丁 目

地 点 、 日 比 谷 地

区 、 神 田 盟 河 台

地 区 、 新 川 地 区

ドイ ツ に 例 有 リ

光ケ丘 団地、 札
幌 市真駒 内、 品

川 八潮 団埴、 森

の宮第二市 街地

住 宅

六 甲アイラン ド

(銀合住宅)

日立 駅 前.い わ

き市 小 名 浜

活 用 可 能 性

港湾法に基づ き港湾管理者の許可 が必要 とな り
また、 泡異相 などの規制が あ有

河川法 に基 づ く水利権 の取得等が必 要 となるが

中規摸 システムに高効 率で活 用で きる.

需要地域 との近接性 が有効 利用 にあた って重 要

なポイン ト.

特 に温熱 供給 システ ムに有効.

小規模な温熱供給 システム と して利 用.

新設で は.地 下への放熱 が多 く回収熱 量 はあ ま

リ灼 くな い.

小規模 な温 熱供給 システ ムとして利用.

需要 地域 との近接性 が、有効利 用に 当 り1要 な
ポイン ト.

需要地域 との近接性 が、有 効利用 に当 り重要 な
ポイ ン ト.

需 要 地 域 との 近 接性 が.有 効 利 用 に 当 りコ 異 な

ポ イ ン ト.

需 要地 域 との 近 接 性 が.有 効 利 用 に 当 り1異 な

ポ イ ン ト.



表4.然 供給平泉 概要(国 内)

ご

み

エ

リF

'ド

水

河

川

海

水

地
下
水

地
下

Pト

そ

の

他

v`梨 書 名

北海道

地域暖房株式会社

大阪ガス株式会社

東京熟眠給株式会社

東京臨拍迭 供給

株式会社

小名浜配管株式会社

日立鮎エネルギー

株式会社

東京田力株式会社

大阪ガス株式会社

東京下水道エネルギー

株式叙 上

東京配力株式会社

オー・1-・ピ ー熱{共給

株 式 会 社

北陸アーバン株式会社

コスモスクエア無0も給

株式会社

高崎lII央地区

株式斜 ヒ札I
Xエ ネルギー供給公社

新 宿「1iエネノレギー

サ ーピス株式会 社

株式会社

北流道然供給公社

東氾不動産管理
株式会社

東電不動産管理

株式缶}上

火司1不動産ゼ理

株式会社

東京鮎エネルギー

株式会社

東電不動産管理

株式会吐

東京電力株式会社

地 区 名

札幌市厚別

札幌市真駒内

大阪市森之宮

光が丘団地

品川八潮団地

東京臨海副都心

いわき市小名浜

日立駅前

幕張新 都心

ハイテク・ヒ・シ・ネス

六甲アイランド

センター

後※一丁目

箱崎

天満橋一丁目

富山駅北

大 阪IW幡 コスモ ス

クエア

高崎市中央

乱視駅北口再開発

新宿南口西

↓t祝il∫ 昴'{コ》

鯉2、3丁 ε1

芝浦四丁目

飢座5、6丁 目

日比谷

新川

神田駿河台

宇田宮市中央

股 備 ほ 要

理石

基敢

プ ラン ト使方

(Hcalハ}
原 ・燃 料

供給側始

編 製 の 裡M
細 頚

住宅,デ パー ト、 学校、

病院ほ か

ボイラー

熱交換器

8

2

カU藺63.310

冷 却 一

重 汕

ごみ焼 却 排熱
S46.12

住宅.オ フ ィス ビル、

学校、商 業施 設

ボイラー

然交換器

5

2

ヵII貼191800

冷 却 一

皿 汕

ごみ焼 却 排熱
S46.12

住宅.オ フィスピル、

高菜施設ほか

ボイラー
蓄 熱 槽
賠交」負器

2
1

4

加 奴132.400

冷 却 一

都 市 ガ ス

ごみ焼 却 排熱
S51.5

住宅、学校、

南桑施設ほか

ヒート‡・ンフ◆
ボイ ラー

寄 熱 檀

527

4
4

カU2亀54,700

冷却lI.500

電 気

笠雲鵜 就籍
都 市 ガ ス

S5{L4

住宅、集会所、学校 ほか
ボイラー

冷 凍 機

3

2

ψ(IR占21,600

冷 却1.820

ごみ焼 却 排熱

朝 市 ガ ス
S5a4

公共施設、学校、

オフイスピル

ボイ ラー
ヒートポンプ

冷 凍 機

3

2
5

加 熱121.609

冷却124.586

電 気
都 市 ガ ス
ごみ焼 ・却排賠

H7.IO

住宅.旅 舶.飲 食店ほか 熱交換器 3
加 肋M.0】0

冷却 一

工 場 排 熱 S45.2

オフィスピル、ホテル

商梨施設ほか

冷 凍 楓
熱交換船蓄 鮎 抽

6
1
1

加 熱6.18

冷却9.12

工 蝸 排 熱
重 汕
電 気

H元12

オフィスピルほか

ヒートポンプ
ボイラー
冷 凍 機
蓄 熱 相

6
2
1

4

加 熱21,104

冷却 】6.632

電 気

下水処理排熱
Ha4

オフィスピル、

商菜施設

ボイラー

熱交換器

3

6

加 鮎39、889

冷却22,680

郡 市 ガ ス

下水汚泥焼却熱
Ha4

オ フ ィス ピル.ホ テ ル.

文化施設

水 熱 叔

ヒートポンプ
3

加 納25.628

冷却21.470

気
H6.7

オフィスピルほか
ヒー}ポンプ

害 熱 田

4

7

加熱6.870

冷却9.680

電 気

河 川 水 熱
H元4

ホテル.オ フ ィスピル

住宅

ポイラー
ヒートポが
冷凍握
蓄 熱 相

4

2
7

加納23、119

冷却23.648

電 気 ・都 市 ガ ス
コシ.エ ネ}∫F熱

河 川 水 熱

H8.1

オ フィス ピル

公共施1世.病 院

ヒートポ が

謙 槽

4

2
7

カ日2鳥51020

冷f訓6.046

電 気

河 川 水 姑

H8.5

オ フィス ピル、

ホ テルほか

ボ イラ ー
冷w機
ヒートポンプ

6
5

5

カ日烈i49.532

冷 ノ]153.625

il∫ ガ ス

惜 気椥
水

H6.4

オフィスピル.公 共施設

商鞠1股 ほか

ヒー}ポンプ

著熟層

3

2

加 撚8.lo4

冷 却6,653

祉

地

気

水
H5.12

オ フ ィスビル、

ロー ドヒーテイ ング

ポイラー
ヒヰぎンプ
冷 塊 放
熱交換器

j
l
5
1

力ll:鞍ll81goo

冷 却9.290

地 下 鉄 排 熱
都 市 ガ ス
電 気

H元4

商梨地i粒

築務施設"

ポ 有合
ヒートポンプ

bμ 提

2
1
2

加オ67.ll2

冷却7.106

掃 市 ガ ス
悩 気
地 下 鉄 俳 熱

H7.10

オ フィスピル.ホ テル 、

デパ ー トほか

ボ イラ ー 6
加怒1σ7,000

冷却 一

石 汕 、 灯 油

ゴミ固形1ヒ燃あ}
S46.10

オ フィスピル.

デ ノV－ト↓まカ、

ヒートポガ

2鵠
4
3
3

加熱5.500

冷去∬9.000

畑 気
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表5ア ロ ァ主賓国的石挺 出ヵ 電所姉中[鯉 週L

(1987年)

国 名

日 本

シ ンガ ポ ール

タ イ

香 港

台 湾

マ レ ー シ ア

韓 国

中 国

ミTン マ ー

発電効率(%)

44.5

41,2

39.5

08、8

36,4

35,7

35.5

32.9

32.0

国 名

フ ィ リ ピ ン

イ ン ド

イ ン ド ネ シ ア

パ キ ス タ ン

ス リ ラ ン カ

ベ ト ナ ム

パ ン グ ラデ シュ

プ ル ネ イ

発 電効 率 〔%)

31,

30.

30,

29.

28.

28,

27,

22,

3

0

0

8

2

0

8

0

(注)投 入 エ ネ ルギ ー:低 位 発 熱量(日 本 で は通 常 高 位発 熱量)

〔した が って 日本 の 杜.5刻 ま高 め に 表 示 さ れ て いる。 〕

(蹄 「ア ジ ア地 域 の エ ネ ル ギ ーネ』用 と地 球 醐 影 響物 質(・ 。 ・、N・ ・、

CO2)排 出 量 の 将 来 予 測」 、 科 学 技 術 庁 科学 技 術政 策 研 究 所
、

平 成5年3月
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第2編 地 球 シ ステ ム の経 営 と緑 と人 の エ コ ロ ジー

第1部 資源エネルギー政策 と環境政策の総合

第4章 電源立地と景観創造

1,背 景

電源開発株式会社

わが国 の一 次エネルギー総供給量 は原油換算約5.5億k

lであ り、 その約4割 が電 力に転 換 され、 需 要家 に供 給

されている。電力需要 は、今後 も安定的経済成長、国民

生活 の高度化 によ り、 引き続 き着実 に増加す るもの と見

込 まれている。 これに対応 す る電力供給力の確保のため

に、2010年 までに1億kWの 電源設備(1999年 度 末設 備

能力 は1.9億kW)の 投資 が必 要 とな る。

しか しなが ら、大規模 な電 源の開発 の最近にお ける傾

向 として、地元 への立地申 し入れか ら運転開始までの リー

ドタイムが長期化 している こと、立地地点が需要密集地

か ら次第 に遠隔化 している ことが指摘 され、その困難性

が増 しつ っある と認識 されてい る。 この たあ、分散型電

源の導入促進 によ り需要密集 地の周辺立地 の可能性を追

求す る一方、在来型 の電源 立地にお いては、地域共生 の

考え方 が志 向され、 円滑 な立 地への努力 を重ねて いる。

地域共生 については、 様々な アプローチが具体化 され

ている。表1は 、発電所 を含 めたエ ネルギー供給施設の

立 地に伴 う地域共生 の成 功例を地域共生の分野別 に整理

した ものである。表1の 他 に、最近の地域共生 と して、

エネルギー施設 立地企業 の社員が地域活動 に積極的 に参

加す る等企業 の社会貢献活 動に よるアプローチ も忘れ る

ことができない。

一般 的に、共生 とは生 態学の概念で あり、二つの有機

体 が緊密 な結 び付 きを恒常 的に保ちなが ら、利益の授受

を伴 う形 で共存 してい る現象を表現 して いる。ここでは、

エネルギー産業 の元来、 備えて いる資源 と新た に生み出

され る資源 に対 して、地域 の資源が共存す ることを意味

してい る。 なお、地域 につ いて はその範囲 につ いて様々

な解釈 がされてい る。狭 いエ ネルギ ー施設周辺の地域の

場合 もあ り、地域 の概念 に一般社会 の概念 も加 える場合

もあ る。

技術開発部

建設部

大澤 正治

伊勢 良一

エネルギー産業 の保有 する資源 には、施設 ・土地 及び

空間、発生す るエネルギー及 び未利用 エネルギー、 ノウ

ハ ウ、人、資金 があ り、地域 の資源 には、土地 ・空 間、

未利用 エネルギー、人、資金、地域 に温存 されてい る資

源及 び資源 と結 び付 いている生産力、流通機構 、購買力

の他 に、風土、気候 もその範疇 に入 る。 さ らに、エネル

ギ ー産業、地域 それぞれが背景 に抱 える情報 ネ ッ トワー

ク及 びそのネ ッ トワークによ りもた らされる第三者 の情

報 も含 めて考 えると共生す べき分野が広 がる。

また、実際 には、企業 自 らの直接的 な地域共生活動 は

単 に地域 との一対一 の関係 ではな く、電源三法等 によ る

政策支援、 あるいは施設 の固定資産税 の税収 と相 模 って

地域 に貢献 している構 図であることも認識 してお く必要

が ある。

本報告で は、 このよ うなエネルギー産業、 と くに電気

事業 と地域 との共生 のなかで も、 と くに景観創造 に注 目

す る。景観創造 は、効果 が広範囲 に及 ぶ ことが考え られ

るにもかか わ らず、 その概念が定 まってお らず、模 索状

態で あるの で、以下、基本的 にどのよ うに考えるべ きか、

将来、重要 となる課題 にっ いてと りま とめる。

2.景 観 に関すると らえ方、 その歴史 的変遷 もふ まえて

景観 にっ いてのと らえ方 は様 々で あ り、社会 のニーズ

の変化 とと もに歴史 的変遷 をみせ ている。景観 に関す る

研究分野 も、主 と して、農学系 では環境 とい う観 点で、

建築学系で は都市美思想 とい う観点で、土木 工学系で は

工学的観点 か らと らえ られている。

農学系 によれば、現在、必要 とな ってい る都 市施 設の

ほとん どは、江戸 時代 に既 に登場 して お り、近代以 降の

都市 と公園 と緑地 の関係 の原型が この時代 に ほぼ完成 し

て いる。

また、大正 時代 に入 ると、画期的なナショナルプロジェ
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ク トであ る明治神宮が当時、一流 の技術が集大成 された

もの として注 目された。 さらに、 その技術 は、関東大震

災の復興 計画を きっか けと して、公 園の防災機能が付加

される こととな った。

昭和前半 期に入 ると、建築物 や土地 の区画に も秩序 あ

る開発 が指導 されは じめ、都市計画 法の中に緑 地(オ ー

プ ンスペース)も 正 式に位置付 け る等都市 と都 市環境の

分野で の計画 的 コン トロールが認識 されるに至 った。 自

然公園法 によ って、 国立公園、国定公 園、都道府県 立 自

然公園が体系化 され。何 もつ くらない 「自然」 その もの

であ って も、立派 な公園 とい う認識 を もっよ うにな った

のもこの頃か らで ある。

その後、昭和中後期 には、 エコロジーの視点で の環境

問題、 都市問題への アプローチが急展開 し始 め、緑地保

全 の思 想が普及 した。建設省が緑の マスタープラ ンの策

定 で緑地 の確保の将来計画を見通すなかで、一方、環境

庁 が1980年 、第一 回快適環境(ア メニ ティ)シ ンポジ ウ

ムで国民 に"ア メニ ティか らのまちづ くり"の 方向性を

明 らか に した。 これまでの個々の環境要素 であ った 自然

の保護、 都市 の緑 化、地域 の歴史 や文化 に、個 別 に対応

す るのではな く、 その全 てを総合 的に、体系 的に組み入

れた、 ほん とうに豊か な市民生活 のための 「アメニテ ィ

のあ る環境づ くり」へ の芽生 えをこ こにみる ことがで き

る。

次に、建築学系 による都市美 に関す る思想 の変遷 を振

り返 ることとす る。明治時代 には、都市の西洋化 政策 が

進め られ、 日比谷公園 の設置等都市計画が行 なわれ、都

市計画 法、市街地建築物法 の公布 により、風致地 区、美

観地 区等地 域地区制の体系が概略、完成す る。

以降 、震災、戦災を経て、首 都の景観対策 にっ いて の

勧告(昭 和35年)、 都市の美観風 致を維持す るための樹

木 の保存 に関す る法律(昭 和37年)等 、都市美 を主眼 に

お く思想 が定 着す るに至 った。

次 の変 曲点 は、東京 オ リンピック(昭 和39年)、 万国

博覧会(昭 和45年)と い った世界 的祭典 の開催 で あり、

国際化へ の対応、 あるいは、古都 における歴史 的風土の

保全 に関す る特別措置法(昭 和41年)を は じめ とす る伝

統環境 の保存等特徴 を もった都市美 が形成 され出 した。

さらに、高度経済成長 を一気 に低成長へ と変換 させた

オイル シ ョック以後、高度経済成長期 の生産至上主義 の

反省か ら も、都市美 ・景観整備 に根 ざす都市環境 の重要

性が認識 され始 めた。

土木工学系 による景観研究 は、道路景観、橋梁 のデザ

イ ン等、個別 の取 り組 み、 あるいは、 計量心理学 の発展

によ りり可能 となった評価 の尺度化、数値化 を応用 した

景観評価手法の開発 に向 け られ た。そ して1990年 代以降、

土木構造物、公共施 設の デザイ ンが本格化 し、景観研究

者が これ に係わ るとともに、先端的 な構造技術者が意欲

的な取 り組みを開始 して いる。

以上、 農学、 建築学 、土木工学か らの景観 に対す ると

らえ方をみて きた。端 的に まとめ るな らば、親水公園づ

くり、緑 の保護 等の緑化 修景的ア プローチ、建築物デザ

イ ン、道路整備、 あるいは建築 協定 に よる景観への配慮

等施設整備 的アプ ローチ、以上 のハー ド志向の アプロー

チに加え て、 ソフ トな性格 を帯 びてい る、美化運動 、広

告物規制等環境管理的 アプ ローチを統合 した、複 合総 合

的なアプローチで、現在 では、景観 を とらえっっある。

複合総合的 なアプローチとは、快適環境整備、 アーバ ン

デザ イン、 あるいはラ ン ドスケープとい う言葉 に代表 さ

れ るような、個 々の機 能 と して と らえるよ りも、 トー タ

ル として、周辺 との関係 を重視す るよ り広範囲 な視野 に

たち、総合性の実現に重点をお いた考え方で ある。

アーバ ンデザイ ンという概念の中で、以下 のとお り、

総 合性が とらえ られてい る。 アーバ ンデザ インとは、都

市空 間の基本 となる骨格 をデザ インす るとともに、都市

空 間を総合 的に構成 し、 さらに、 それに伴 って必要 とな

る様 々な社会 的な事象 の調整 を も対象 とす る分野である。

3.電 気事業 と景観創造

本報告 の冒頭、電気事業 にと って景観創造 を電 源立地

にお ける地域共生、地域 との係 わ りとしてと らえた。 そ

の意図 は、景観 におけ る総合性が重視 されて きている こ

とを強 く意 識すべ きと考えて いるか らである。

しか しなが ら、電気事 業 にとっては、景観への関心 は、

建築物のデザ インか らは じまり、環境 と しての と らえ方

か らであ った。

一般 的に
、 空間 ・場 の品質を規定す る環境については、

視環境、空気環境、音環 境か ら成 り立 って いると考え ら

れている。景観 は、視環 境を形成 す る要因であ り、他の

空気環境(汚 染、温湿度 、臭気)や 音環境(振 動)と 違 っ

て、 直接的 な人体影響 に対 して定量 的な判断基準がな く、

それ自体が快 ・不快(コ ンフォー ト)と い うメ ンタルな

影響量であ る ことか ら有効 な評価指 標の導入 に至 ってい
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ない。

しか しなが ら、現実 には、 美 しい街並み は多 くの人々

に心地 よさを感 じさせ、街 の資産価値を上昇 させ る誘 因

とな ってい る。換言 すれば、景 観への配慮が地域全体 の価

値 を高め、 間接 的に地域 資産構成 に寄与する効果がある。

とくに、電 気事業 の場 合、検討す る景観の対象範囲が

大 きく、地 域資産構成 に寄与す る効果が大 き くなること

が期待 され る。

発電所建設にあた って は、そ の計画 を電源開発調整審

議会 に上程の うえ、電 源開発基本計画 と して決定 される

必要が あるが、電源開発調整審議会 への上程 に際 しては、

環境 アセスメ ントが必 要 となる。

この環境 アセ スメン トの制定 は1972年6月 、政府 が閣

議了解 を行 った 「各種公共事業 に係 る環境保全対策 にっ

いて」 を皮切 りに、発電所 にっ いては、 昭和52年 「発電

所 の立地 に関す る環境影響調査及 び環境審査 の強化 につ

いて」 が通産省で省議決定 され、電 源立地 に関す る環境

アセスメ ン トにつ いて行政指導 が行われるよ うになった。

発電所建設 にあた っては、 これに基づ き環境 影響調査を

行 い、環 レポー トとして取 りま とめて いる。 また、各 自

治体 において も、環境 アセスメ ン トの条例、要綱等が制

定 されて きてい る。(表2参 照)

この発電所 アセスのなかで、 「景観」 はどの ように扱

われるのか。具体 的には計 画地 点及 びその周辺 の景観の

現状を把握 し、 その現状 を十分認識 した うえで、所要の

対策を講 じ、その結 果をモ ンタージュ等 によ り予測 しそ

の影響を評 価す るとい うもので ある。

環境 アセス メン トにおいて は、 このよ うな内容 を取 り

まとめた環境 レポー トを関係 自治体 に提 出し、地元縦覧、

説明会の開催 による地元住民等か らの意見や エネ庁 の環

境審査顧問会や環境庁等か らの意見 を伺 うこととなるが、

最近の環境、景観への住民意識 の高 ま りの中、地元住民

か らの意見 も増え、その内容 も緑 化、色彩 か ら形態 デザ

イ ンへ と多様化 して きて いる。

また、環境 アセスメ ン トを実施 した至近年事例 におい

ては、中央官庁等 より、 「景観 への配慮 にっいて、建物、

付帯設備 の形状 ・配置 ・色彩 ・高 さ ・周辺景観 との関係

よ り個別具体 かつ詳細 に説明願 いたい」 「色 彩について

は○○系統色 は必ず しも自然環境 にマ ッチしてい るとは

言 えない。 この点 にっ いてどう考 えているのか」等 といっ

た意見、質問 が出されてお り、その内容 は具体的かつ詳

細 にな って きている。
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この ように、環境 と して位置付 け られた景観 について、

定 量化 され た評価基準が ないこと もあ り、社会 か らの多

様な要請が寄せ られ る。 このことが景観創造 を地域共生

と して地域 との係 わ りと しての とらえ方 と して重視 すべ

きと考 える所以 である。

デ ザイ ンとい う概念 には、多様 な要請 を一 つの形 に統

合す るとい う意 味があ る。条件 の範囲 や設定 を どこに置

くか の相違 が多様 な要請 を生 み出す ことにな る。なか に

は、相反 する条件 を包含 して しま う場合 もあ る。 それ を

総合 的に とらえて、解決 す る極 めて高度 な総合 性が求 め

られ る。

環境 アセスメ ン トは発電所の実施設 計段階以前 に行 う

必要 があ り、景 観 について言えば、言 わば詳 細が未確定

の段 階で行 う、景観 概念設計での段階であ る。 しか し、

環境 アセ スメ ン ト、それに対す る地 元住民の了解 がなけ

れば発電所の建設 はあ り得ず、景観概念設計 による発電

所 の景観計画 は、今後 ます ます発電所 アセ スメ ン トにお

いて、重要な位置づ けとな るものと考え られ る。

この ような傾向 を反映 し、従来、主 と して商品 が対象

であ った通商産業省 グ ッ ドデザイ ン賞 に平成6年 度か ら、

施設 部門が新設 され、全国16地 点 の発電所が 申請 した こ

とか ら も、景観 あるいはデザイ ンに対す る電気事 業者 の

関心 の広 が りが伺 われる。

この審査 にあたっての評価 の視点 は、企業 の系 と会社

の系 とが良好 なバ ランスを保 ち、 しか も質 の高 い表現が

なされ てい るか とい うことにあ る。 目に見 え る表現 と し

て の評価 に加 えて、施設 のデザイ ンを事業主体 の論理か

らみる評価(即 ち、 コス トパー フォーマ ンスが問われる)

と、社会 や市民 の論理 か らみ る評 価(即 ち、動 く人、利

用す る人 へ配慮 す る。 立地 す る地 域へ配慮 す る。社会、

地球へ配 慮す る)が 総 合化 され ることを重視 して いる。

平成6年 度の グッ ドデザ イン賞施設部門に選 出 され た3

件 の発電 所およ びその特徴 は以下の とお りで ある。

・熊 牛発電 所(電 源開発)〔15 .4MW、 水力、北海道〕

周辺の 自然環境 との調和、融合

電力施設 と して の統一性

・南 港発電所(関 西電力)〔600MW×3、LNG火

力、大阪府〕

斬新 なデザイ ン&ラ イ トア ップ、航路標識 を兼 ね

る集合煙突 「南港 スカイタワー」

・黒東第三発電所(北 陸電力)〔7 .2MW、 水 力、 富

山県〕



隣接す る旧黒部第二発電所 との新 旧融合性

いず れ も、施設 の醸 し出す景観 が企業 だけの ものでは

な く、社会 に溶 け込 み、新 たな環境 を作 りだす創造性 が

高 く評価 されている。

一般的 に
、電気事業が志 向す る環境調和型 の景観設計

とは、親近感 を与え、 自然環境 に調和す る施設 のデザイ

ン、色彩計画 の他 に、土木構造物(鉄 管、水槽、発電所

等)の 地下化、環境への負荷を少 な くす る仮設備計画 が

ある。その他で は、緑化が景観創造 の具体策 と考 え られ

てい る。

電気事 業 と して は、今後 は、広義 にお いて、地域共生

の枠組みで、景観形 成を 自然環境 と社 会環境の総合的調

和領域 と位置付 けることを基本 と考え るべ きで ある。 自

然環境 サイ ドで考 え るな らば、景観 を創造す ることによ

り、生態 系への広 が りがでて くることが考え られ る。 ま

た、社会環境 サイ ドで景 観を考え るな らば、地域全体の

中での電気事業 の位 置付けを具体 的に表 現す ることにな

る。 また、景観 に関 する市民 の意見 を聞 くことによ り、

パブ リック リレー ションズの先駆 け としての役 割 も果た

すことが期待 で きる。

このよ うに、景観創造 と社会 との係 わりを論ずるとき、

フラ ンスのテ ィーニュダムの事例 は一 つの方 向を示 して

いる。 ここでは、機能 を追求 したダムの構造 デザイ ンを

電気事業 がお こない、 その壁面 にアーテ ィス トが巨大 な

ヘラク レスの肖像 を描 いている。電気事業 は芸術 に対 し

て ダムの壁面 を無償で提供す ることにより社会に貢献 し、

アーティス トは自 らの費用で良質 な芸術を創造 している。

結果的 に、電気事業 とアーティス トが共同で創造 した こ

とにな る。

景観 デザ イ ンは、空間 の質 を大 き く左右す る要 因で あ

り、社会 と様々な係わ りをもつエ ネル ギー産業が よ り以

上の社会 性を獲得 し、多面的 に環境へ係わ りを深 めて い

くために は、社会、 生態、環境の総 体のなかで模索 され

るデザイ ンを今以上 に強 い意識を もって、追究 してい く

必要 があ ると考え る。

4.景 観 に関する電気事業 の基本 的な考え方

今後、景 観にっいて、地域 との係 わ りとして積極的に

とらえるス タンスにたち、以下 に基 本的に考 え るべ きポ

イ ン トについて提言 す る。

電源立地 にあた って、発電施設 としての発電 所全体の

景観 デザ インを担当す る人 間を仮 に施設デザイナ ーと名

付け るとす ると、総 合性が重視 されて いることを念頭 に

お きつっ、 施設 デザイナーの仕事 を考 え ると以下の とお

りであ る。

第一 に、機能 が確保 でき る施設 のデザイ ン。 この場合

は、 コス トダウンへの配慮 とともに働 く人間への働 きや

すさ も配慮 され るべきである。 とくに、 メイ ンテナ ンス

にっ いては、 この二 つの配慮 が同時 に達成 される ことが

望 ま しい こととなる。 いずれに して も、工学 的な立場 だ

けで はな く、経営学 的、心理学 的な ソフ トなアプローチ

との統合が必要 となる。

第二 は、地域全体 のラ ン ドスケープデザイナーとの調

整で ある。景観 にっ いて総合性が重視 されるよ うになり、

重要 となって きた仕事で ある。調整 とは、地域全体 の ラ

ン ドスケープに施設 のデザイ ンを落 と し込む ことである。

調整の分野 は、 自然環境 に関す る分野 と社会人文環境 に

関す る分野 に大別 され る。

自然環境 に関す る調 整 における評価軸 は大気、土壌、

水質等 に関す る地域 レベル の環境問題で あり、温暖化、

オゾン層破壊等地球 レベルの環境問題で あり、動植物、

あ るいは重要生物種等生 態への影響で ある。

社会人文環境に関す る調整におけ る評価軸 は ヒト、 モ

ノ、情報の流れであ る。 いわゆ るパ ブ リック リレーシ ョ

ンを確立 し、 電気事業、 地域社会 各々が相互 連携に よる

メ リッ トを享 受で きるよ うに考え られ るべ きで ある。例

えば、景観創 造の一手段 である ライ トアップに注 目して

みる。 ライ トア ップは施設 その ものを照 らす 目的であ る

が、地域 のかな り広範 な範 囲を対象 と した夜 間の演出手

段 である。 しか しなが ら、 その地域 の ラン ドスケープ と

調整 してみると、 ライ トア ップによ って、施設 を ラン ド

マーク とするよ りも、治安 の維持 を実現する目的をもち、

足元 をきれいに点灯す る方 が良 い場合 がある。

また、 自然環境 に関す る分野 と社会人文環境 に関する

分野 にまたが る調整 と して、防災 の考 え方 について地域

全体 との整合 をはか ることが重要 となる。防災 を配慮 し

た景観創造が今後 の大切 なテーマとなるものと思われる。

施設 デザイナーの仕事 と して、上記企画立案 にとどま

らず、実現 に向けたパ ブ リックアクセプ タンスまで包含

す る方が 円滑性がえ られ ると考え られ る。

さらに、施設 デザイナ ーが ラン ドスケープデザイナー

の業務 との一環 との考え方 を強め、 自 らラン ドスケープ

デザ イナーを も務め ることも考え られ る。電気事業が単
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に電力の供給者 としての役割を担 うので はな く、地域共

生が エスカ レー トし、地域総合 オルガナイザー、 ない し

総合 ユーティ リティサ ー ビス事業 となること も考 え られ

な くない。電気事業 には、む しろ、地域資産構成へ の寄

与度が高 いことか ら、その潜在性 がある ものと考 え られ

る。

次 に、景観創造 を円滑 に進 めるための基本的 な留意点

を列挙す る。

・共生 とい う共通 の土俵 にっ いては、永遠 の不変 である

ことはあ りえず、社会環境の変化 あるいは競争、対立 の

発生等事態が変われば、当然 に変 わるとい うことを十分

にふ まえてお くことが重要で ある。

黒川紀章 は、経済や技術の分野 では認識 の共有化 は可

能で あるが、文化 には共通す る ことがで きない領域 があ

ると述べ、聖域 と名付 けて いる。人間 らしさ、感性 が重

視 される これか らの社会が うま く機能 するためには、 お

互 いの聖域 を尊重 し、認 め合 うことが重要 であると指摘

している。

この考 え方 を敷桁す るな らば、 むやみに共生 の考 え方

を進 めるので はな く、む しろ、公 開できないエ リアを明

確 に し、守 ることも重要で ある ことになる。

黒川紀章 はさ らに、聖域 の対立概念 と して、 中間領域

とい う概念 を用 いている。交流 する ことが双方 に とって

メ リッ トが出て くる領域で ある。

従 って、景観創造 にあって も、地域 と調整 をはかるべ

きエ リアを明 らかに把握す る ことが重要 な こととな る。

・電気事業 における景観創造 の場 が地域 との共通 の土俵

に拡大 する傾向 に対 して、電気事業 サイ ドにおいて、 そ

のエ リアが事業展開 をはか りたい領域(ハ ーバー ド大学

のセオ ドア ・レビッ ド教授 は、 この領域 を戦 略 ドメイ ン

と呼 び、現実 に事業 を展開 している事業 ドメイ ンとは区

別 している)で あるな らば、 その領域 と接 す る環 境 との

相互作用 が望 まれることか ら、 よ り積極 的に景観 創造 に

取 り組 む ことが できることにな る。従 って、電気事業 が

自 らの戦 略 ドメイ ンを明確 に してお くことが景観 創造 へ

の対応上 で も、事業運営上で も重要 である。

・修景緑化 は、電気事業 におけ る景観創造 の具体 策 とし

てかな りの実績 がある。工場 立地 法によ り、敷地 の20%

以上 の緑化が義務 づけ られてい ることもあ り、 日本全 国

ではかな りの面積 となる。緑化 の目的は、大気 の浄化、

生態 への配慮、地形 の維持、災害 時への配慮、地 域社会

との共生 の場等 が複合化 した もので、 その効 果 は高 く評
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価 されて いる。

電 源開発 の磯子 火力(神 奈川 県)で は、従 来の美観を

主 と した造園方式 か ら、エ コロジー手 法を導入 し、で き

るだけ自然 のままの姿 に育て上 げ、それによ って樹木が

本来 もってい る大気 の浄化や騒 音遮断の実現 を狙 う目的

にシフ トさせた緑化 を実現 した。

今後 の緑化 については、工事跡 地の修復、 工場立地法

の義務 と してだけではな く、衰退 す る自然 に対 して の能

動 的な対策、植物 だけで はな く共生す る生 態へ配慮す る

対策、人 々の歴 史が育 まれ る文化 と しての緑 化対策 に留

意 すべ きと考 え られ る。いずれ も、地域 との関連を重視

した総合性 が求め られ る。

・一方、景観 創造 の観 点か ら推進 され る公園、PR館 等

地域 へ開放 す るオー プンスペースについて は、 その管理

にっいて、電気 事業 と地域社会 との間のル ールづ くり等

ソフ トな問題 の取 り扱いが地域 との共生を円滑 に進 める

ためには大変 に重要であ る。

電 源開発 の石川 石炭火力(沖 縄 県)に おけ るオープ ン

スペースは、緑地 の保守を電源開発がおこない、ユーテ ィ

リテ ィ及 び照 明設 備 は自治体が負担す る等ル ールが明確

であ り、 成功 例の一つであ る。費用負担に関す るルール

は基 本的に は、受 益者が負担す ることであると思われ る。

また、 この ようなルールの検討 にあた って は、前述 し

ている公 開 しな いエ リアを明確 に し、守 ることも重要で

ある ことか ら、公開すべ きかすべ きで はな いか の判断が

前提 と して重 要であ る。

・以 上のよ うに、景観創造が電気事業 と地域社会 との係

わ りを深め ることによ り、推進 され るとの考 え方 の背景

として、地域サ イ ドにお いても、小都市 と して の個 の確

立 が重要 視 されだ して いることも見逃せ ない。平成2年

に人 口10万 人以下の地方 自治体 の関係者が掛川市で採択、

宣言 した 「小都市の魅力(小 都市掛川宣言)」 には、景

観創 造が、効果のわか りやす さ、地域資産 と しての景観

の重要 さに対 す る認識の浸透、社会的要請の高 ま りとい

う観点か ら注 目されて いる。

電気事 業 は、 この よ うな傾向 を受 け、地域社会 との係

わ りを大切す るが、同時 に、地域社会を中心 に、 同様 の

立場にあ る他の事業者 との係 わり もスムースにする こと

が重要であ る。 と くに、 その地域 における影響力 の大 き

な産 業の他、通信、交通等社会 システムとの連携 が重要

とな る場合が多 い。

1



5.景 観創造 に関す る課題

電気事業が景観創造 に取 り組む にあたって の課題 を以

下に指摘す る。

・景観創造の際、 電気事業 は、施設 の機能性、地域 レベ

ルの環境問題、地 球問題の環境問題、生態への影響、パ

ブ リック リレーシ ョン、防災を重視す ることにっいては、

既に指摘 したが、課 題 と して はこれ らの重視すべ きポイ

ン トのバ ランスを どうとってい くかであ る。そのバ ラ ン

スを決 め るためには、それぞれの地域特 性、電気事業が

おかれた環境 の判定 が鍵 とな り、景観創 造の範囲を どの

よ うに設定 す るかが重要 とな る。範 囲にっいては、時間、

空 間、景観 の享受者 に関す る限定 がな され る必要がある。

・景観創造 にあた っての実質 的な課題 は
、投 資に対 す る

回収 の概念 が特定 しず らいために、経済性 をどのよ うに

考 えるか である。概 して、地域資産構成 へ寄与 できる と

いう概念 と価格的 に安定 的なエネルギー(電 力)を 供給

す る。基本的 には、 このよ うな投資 に対 して、受益者負

担 の原則 に基づ くルールをつ くり、 コンセ ンサスをえる

ことで ある。 コ ンセ ンサスをえるために、学識経験者等

第三者の考え方 を尊重 し、汲 み入れ る工夫 も価値 のある

ことであ る。投資 され る費用 の負担者 と して、電気事業、

行政、市民、景観創造 にあたる民間のパ ー トナー、 さ ら

には地 域圏外の利用者が考え られ るが、電力供給 の受益

者 と景観 創造の受益 者が一致 しな いことが問題を複雑 に

して いる。

・景観創 造の プランづ くりにあた って、先 に指摘 した共

生 という共通の土俵 は永遠 に不変ではな いことを考え合

わせ、社会 の変化 に どう対 応 してい くかにっ いて常に配

慮 しておかなければな らない ことも重要 な課題 であ る。

また、景 観創造 自体 のメイ ンテナ ンスを どのよ うに対

処 するか も課題 の一 つであ る。景観創造 がハー ドとソフ

トが合体 した ものであ るため、容易 な問題 ではない。

・最後 に、人材 を育成 す る必要 のある ことを指摘 したい。

電気事業本体 とはか な り異 な ったセ ンスが要求 されるた

あに、根本 的な人材養成 プ ログラムを練 る必要 がある。

景観創造 に関 して、先進的 な横浜市 において は、都市

デザイ ン行政 を進 めるにあた って、 デザイ ン ・オーガナ

イズ(骨 組 の掲示 と行政指導)、 デザイ ンプロデュース

(デザ イナ ーの活用)、 基本設計 ・実施 設計 ・施工管 理

(実施執行体制)、 デザインコ ントロール(基 準 、要 綱

の設定 と運用)の 業務体制を採用 したが、景観創造 を実

施す る電気事業 に も、様 々な異 分野 との調整 をお こない

つつ構想 に携 わ るオーガナイザ ー、構想 を具 体化す るデ

ザイナー、実効 的な執行部門、社会環境の変化を常に フォ

ローする コン トロール部 門の人材 を揃 える必要 があ り、

相当 な育成 が求 め られる。 また、 このよ うな景 観創 造に

携わ るス タッフは、地域 の自治体 のみな らず、市民 との

交流が常 に要請 され ている。
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表1エ ネルギ ー供給施設 の立 地に伴 う地 域共生の成功例

ア イ テ ム

景 観

視 環 境

居住環境

産業振興

セ キ ュ リテ ィ

向 上

自 然

環境浄化

エ ネ ル ギ ー

Complex

因 子

眺望/町 並 み

求心力 まとま り(シ ンボル ・ラン ドマー ク

修景緑化

設備 の地 中化(共 同溝)

敷地 ・公 園

スポー ツ施設

(景観)

地域動線(道 路計画)の 強化

イ ンバ ース ファク トリー 「逆 工場」

副産物

石炭火力→灰、石膏、蒸 気、 低温、排 気

LNG→ 冷熱

産業Complexニ ーズに応 じたCHP

ゴミ焼却場→電力、熱、 灰、景観

景観→観光拠点 ヘ

エネルギー(イ ンフラ)流 通設備 の

地中化(共 同溝)

エネルギーの集 中管理

バ ックア ップ

他 のイ ンフ ラとの連携 にす る地冷導入

(大気質 の向上)

トー タ ル エ ネ ル ギ ー シス テ ム

成 功 例

事例多 い

関電 南港煙突、 ライ トア ップ、公共 の色

彩賞 、 グ ッドデザ イン

石川火力煙突、公共 の色彩賞

電発 、熊牛水力、北陸、

黒東 第3水 力、 グ ッ ドデザイ ン

電発 石川石炭火力

・オ ープンスペ ース化 開放

関電 南港

・有料開放

東電 富津火力、新 エネルギーパ ーク

東北 能代火力

蒸気 と石膏活用 による産業振興

ガ ス会社 冷熱利用

関西新 空港(関 電、大 ガス)電 熱供給

地域 冷暖房の導入 による例

東京 都 大気誘導防止条例

↓(供 給 ・加入義務)

地域冷暖房推進 エネル ギー

ネ ッ トワークへ

・電 発 磯子火力

熱 供給配管 及び計量装置地方 自治体(受 益者)

負担 熱 はエネルギ ー産業が原価 にて売

・コジェネ プロジェク ト

・工場 排熱利用(日 立熱 エネル ギー)

・他 未利用 エネルギ ー利用 システム多数
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年 月

S42.8

S47.6

S48.4

S50.12

S51.1

S51.6

S52.7

S54.4

S54.6

S59.8

S60,4

H5.11

表2環 境影響評価制度の歴史

動 き

公害対策基本法公布、施行

自然環境保全法公布

「各種公共事業に係る環境保全対策

について」(閣 議了解)

*1「開発事業に対する環境保全対策

要綱」(福 岡県)

「環境影響評価制度のあり方につい

て」(環 境庁長官→中公審に諮問)

*2環境影響評価法案閣議報告

「環境影響評価の制度化に係る関係

省庁協議会」(環 境庁、国土庁、

農林省、通産省、運輸省、建設

省、自治省の局長級)

「発電所の立地に関する環境影響調

査及び環境審査の強化にっいて」

(通産省省議決定)

「環境影響評価制度のあり方につい

て(答 申)」(中 央公害対策審議会)
*3「発電所の立地に関する環境影響

調査及び環境審査の実施方針」

(通産省資源エネルギー庁)
*4「環境影響評価実施要綱」閣議決

定

「建設省所管事業に係る環境影響評

価の実施について」

「運輸省所管の大規模事業に係る環

境影響評価の実施について」
*5「環境基本法」公布

備 考

*1以 後、各 自治体で 「環境影響評価要

綱 」制定の動 きが活発化 す る。

*2以 後、S52,53,54に 閣議 報告 された

後 、S56に 法案が国会に提 出 され るが、

国会の閉会に伴い継続審議 扱い とな り、

S58年 に は国会 閑散 によ り、廃案 とな っ

た。

*3こ の中で 「発電 所立地 に関す る環境

影響 調査要綱 」(エネ庁要綱)が 定め ら

れてい る。

*4発 電 所の立地 自体に関す る環 境 アセ ス

メ ン トは、「発電 所の立地 に関す る環境

影響 調査 及び環境審 査の実施 方針」 に

よ るものであるが、 この閣議 決定によ

る要 綱では、発電所の敷地 や灰捨場の

確保 のための海面埋立 てや石炭灰を埋

立 て処分 す る場合の廃棄物 の最終処 分

場 の設置等の事 業に係 る環境 影響評 価

の実 施について定めている ものであ る。

*5環 境 への負荷 の増大、またそれが地球

規模 とい う空 間的広 が りと将 来の世代

に もわたる とい う時間的 な広 が りを持

つ今 日の環境 問題 への対応 が、排 出規

制 を中心 とした 「公害対策基 本法」 と

ゾーニ ングを中心 とした 「自然環境保

全法」 では難 しい状況 とな って きた こ

とか ら、 「公害対策基本法」 を全面 的

に取 り込 む とと もに、 自然環 境保全法

の理念部分 を取 り入 れた うえで、 さ ら

に地球環境保全 の考 え方 を加 え、総合

的 な環境保全 のための基本法 として整

理 された。
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第2部

i

ヒューマ ンセツルメン ト その1

《第2分 科会》



第2編 地球 システムの経営と緑 と人のエコロジー

第2部 ヒ ュー マ ンセ ツル メ ン ト そ の1(第2分 科 会)

第1章 も う一 つ の 一 極集 中 問 題 一大都市圏の構造を巡って一

慶応義塾大学総合政策学部 駒井 正晶

はじめに

1980年 代後半以 降の我が国 にお ける都市問題の議

論は、いわゆる 「東京一極 集中問題」 に集中 してい る。

この問題は日本全体 における人 口や諸活動 の配置を巡 る

問題 であるが、大 きく2つ の論 点に集約 され る。

一 つは、 「通勤地獄」 をは じめ とす る生 活環境の悪化

や地価 の高騰等、一極集 中に伴 う東 京あ るいは東京 圏で

の諸 問題 である。 これ は都市 におけ る規模 の外部不経済

の拡大、 あるいは混雑現象 と して理解 される ものである。

もう一 つは、東京(圏)と その他 の地域 のバ ランスの問

題で ある。 この問題 に関 しては、東京(圏)と その他の

地域 の間の所得等の分配 に関す る側面 と同時 に、 日本全

体 と しての集積の利益の実現を ど う考え るか という側面

を無視す ることがで きな い。

東京一極集中問題 は、東京が大 き くな り過 ぎたという

都市規模の問題であ るが、都 市 の 「大 きさ」 と並んで都

市 の諸問題 に関係 す る重要 な要因 は、都市の 「形」、す

なわち都市構造 であ る。 とりわ け、都市あ るいは都市 圏

内部 におけ る様 々な機能 の集 中、分散に係 わ る問題 は従

来 か ら多 くの関心 を呼 んで きた。 諸機能が都市(圏)の

中心 に集 中する ことに伴 って生 じる問題は、現象面 では

前述 の都市規模 の拡大 に伴 う問題 の うちの第 一の問題 と

共通 している ものが多 い。 しか し、それ らの問題 が多極

型 の構造 を持つ都市(圏)に おいて回避 あ るい は緩和 さ

れ る可能性が あるとすれ ば、都市 の形 に関 す る問題 を規

模 の問題 とは区別 して議論す る ことの意義 は大 きい。

1.都 市の形

11一 極型都市

厳密 な意味での一極型都市(monocentriccity)は 、

CBDに すべての雇用が存在す ることをは じめとす るい

くっかの厳 しい、あ るい は非現実的な仮定 に基づ く理論

上のモデルであ る。 ア ロンゾ、 ミュース、 ミルズ等によっ

て発展 して きた このモデルは、 その仮定 の非現実性 に も

かかわ らず現在で も幅広 く用 い られ、我 々の都市 に関 す

る思 考 に大 きな影響 を与 えて いる。 しか し、一極型 を暗

黙 の前提 と した思考 は、都市の規模 に関心 を集 中 し、実

現可 能性や効果 に疑問 のある政策提言へのバ イアスを も

た らす恐れが ある。1)

抽象 化 された非現実的仮定 はすべての理論モ デルに共

通 した ものであ り、数学的取扱いの容易 さ等の利点が あ

る ことが、一極型都市モデルが長期 にわた って支配的で

ある理 由の一つであ る。 しか し、 このよ うなモデルが発

生 したのは、過 去に はこのモデルに比較 的類似 した現実

が あったためであ る。 すなわち、 「一極型都 市 は、20

世紀初 めの自動車 の発達以前には支配的な都市構造であっ

た」(Sullivan(1990),p.180)と 言 わ れ る。 以下 で

は、人 口あるいは雇用が 中心部 に集 中 し、外延 部に行 く

に従 ってそれ らの密度が低下 して い くとい う構造 を持 つ

現実の都市 と しての一極型都市 にっ いて考え る。 また、

ここで都市 とは行政区分上 の都市で はな く、都市圏 を指

す もの とす る。

一極型 都市 は
、 モータ リゼーシ ョンの進展 によ り非現

実 的な もの にな った といわれ る。 都市に立地 して いた産

業 の うち、物資輸送への依存 度が高 い製造業が郊外へ、

次 いで都 市圏外部(地 方)へ 移動 した。人 口 は都市中心

部で の雇 用機 会に依存 しつつ低廉 な地 価や良好な生活環

境 を求 めて郊 外化 した。 それにつ れて、世帯 ・個人を対

象 とす る小売業 やサー ビス業 の多 くが郊外化 し、その流

れ は現在 も続 いてい る。 しか し、CBDの 中心 的機能 で

あったオ フィス等 が最後 に郊外へ移動 して行 くか否 かに

つ いて は、依然 として疑 問が残 され ている。 これ らの機

能 は他の機能以上 に集 中することに大 きな利点 を有 して

いるか ら、郊外へ移動 した場合に も一定 の集積 を持 った

中心(center)を 形成 し、都市 は一極型か ら多極型へ 向

か う可能性が高 い。
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モータ リゼー ションの進展 によって一一極型都市 が変 貌

しつつ ある ことは事 実だが、 日本、特 に東京大都 市圏に

おいて は、一極型都市 の基本的 な構造 は最近 で も現実性

の高 い もので あるといえる。製造業 は郊外 または圏外 に

移転 し、人 口の郊外化 も進 んでいるが、郊外地域 におい

て は雇用等 の点 での都市 中心へ の依存度 は極 めて高 く、

郊外 における新 たな中心 の形成 は進 んでいるとはいえな

い。 この主要 な原因 の一 つは、我 が国 における鉄道 の発

達 にあると考 え られる。オフィスの郊外への移動 にはモー

タ リゼーシ ョンによ り都市中心部へ の通勤が非効率 な も

の とな った ことが大 きな影響 を与え たと言 われるが、東

京圏を は じめとする我が国 の大都市圏で は、 中心部 か ら

の放射状 の鉄道路線が発達 して いるために、 中心部 にお

ける集積 の利益 を享受 しつっ、(通 勤難 といわれ る状況

に もかかわ らず)郊 外か ら多数 の雇用者 を集 めることが

可能 な状況が続 いている。

1-2一 極型都市の限界 と多極型都市

上記の ように、一極型 の構造の ままで一部 の機能が郊

外 に分散 し、全体 と して の都市の規模が拡大 して いった

のが東 京大都市圏で あるといえ るが、 これは一極型 の対

極 にあ る多極型都市(polycentriccity)と は全 く異 な

るものであ る。拡大 した一極型都市で生 じて いることは

機能 の単な る分散(decentralization)で あ り、 多極

型 都市 は元 来CBDに 立地 した諸機能を ワンセ ッ トで備

えた中心が複数存在す る都市であ る。すなわ ち、 「郊外

の都市化」 を伴 って進行す るのが都市の多極化で あると

いえ る。

拡大 した一極型都市の抱え る問題 はスプ ロー ル(spr

awl)と い う言葉で表現 され る。 スプロール という概 念

は厳密 に定義 された もので はなく、特 に、 スプロール化

した都市 と多極型都市を区別す る十分な基準があ るとは

言 えないが、 都市の分散 ・拡大の結果、 「都市的土地利

用 と非都市 的土地利用の境界が幅広 くかっあ いまいな状

態」(Mi皿sandHamilton(1989),p,139)を 一 般

的 に意 味 してい る。

す なわち、 住居を含む都市的土地 利用が低密度で膨張 ・

拡大 した状態 で ある。

都市 のスプ ロール化 の もた らす問題 をAltshuler(19

81)は 次のよ うに要約 してい るが、 この うちの①～④ は

我 が国 において も同様 に成 立す る議論であ ると考え られ

る。2)
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① エネルギーの浪費で ある

②環 境に害を与 え る

③ 経済的な浪費 であ る

④ 自動車 を利 用で きな い人 々に困難 を強制 す る

⑤貧困者、特 に黒人貧困者 の雇用 を制約す る

⑥ 階層および人 種間の分離を助長す る

第 一に、良好 にデザ イ ンされ た高密度 の都市 における

エネルギー消費 が典型 的な低密度 の都市 のそれと比べて

著 しく低 い ものにな ることは多 くの研究 によ って明 らか

に されてい る。 これ は、1人 当 たりの交通量 の減少、高

密度化 によ る公 共交 通機 関の整備等 によるものであ る。

第二 に、大 気汚染は主 と して エネルギー消費 と関連す

る ことか ら、 やは り低密度の土地利用が環境 により大 き

な損害 を与 える傾向があることは容 易に想 像 され よう。3)

また、低密度 な土地利 用の形 態 は、個別住宅 の レベルあ

るいは局所的 な居住環境 に は好 影響 をもたらすか も知れ

ないが、 イ ンフラス トラクチ ュア整備の ためのもの とあ

わせて、都市全体 としては森 林や湿地等の残 されたオー

プ ン ・スペースをよ り多 く都市的土地利用 に転換 させ る

ことになる。

第三 に、 スプロール化 した低密度 の土地利用 は、各種

のイ ンフラス トラクチ ュアや住居等の建築物の ために高

額 の資本 コス トを必要 とす る。 また、通勤 をはじめ とす

る移動 によ って失 われ る時間 というコス トが高密度で コ

ンパ ク トな土地利用 の場合 に比べて大 きな ものであ るこ

とは言 うまで もない。

第 四に、土地利用 が低 密度 にな るに したが って、徒歩

または公共交通機関 によ ってア クセ スで きる場所 は相対

的に限 られた もの とな る。 このため、高密度な都市 と比

べ てスプロール化 した低密度 な都 市で は、 自動 車を所有

できない低所得者 や運転 ので きない高齢者 の行動は大 き

く制約 され ることにな る。 この問題は、 我が国では主 と

して過疎的 な地域 の問題 と して提起 される傾向があった。

今 まで の我が国 の大都市 圏ではあま り深刻な問題 として

意識 され なか ったの は、前述 のよ うに鉄 道が比較 的発達

して いることの他、 自動車普及率 が急上昇 し、 自動車 の

運転可能 な高齢者 の割合 が増加 しっっあ った一方 で、高

齢者 の割合が比較 的低 か ったためであ ろう。 しか し、都

市 において急速 に高齢化 が進行 す ると予想 され る今後 は

大 きな問題 となろう。

以上 のよ うなスプロールの諸 問題、すなわち一極型都

市 の拡大 によって生 じる諸問題 は、多極型構造 を持 つ都



市 にお いて は、かな りの程度緩和 され る ことになると考

え られ る。多極 型都 市では、独立性の高 い複数 の中心 に

CBD機 能が立 地す るとともに、居住機能 も各 中心 に近

いところにコンパ ク トな形で配置 すれ ば、基本的 には職

住近接が実現す るとともに、土地利用 の密度が比較的高

いために公共交通機関の整備 を効率的 に行 い得 る。 この

ため、都市全体 と しての移動距離 が減少す る とと もに、

自動車 による移動 の比重 も低下 する可能性がある。また、

都市全体 と しての活動 の規模 を低下 させ ることな く、高

密度で コ ンパ ク トな中心以外 の場所 には自然 を残す こと

が可能 になる。

2.東 京圏 の多極化

本節 では、近年 の東京圏 の都市構造 が一 極型/多 極型

とい う観点 からどのよ うに変化 して きたかをデー タに基

づいて整理 し、近年 における多極 化政 策 といえ る業務核

都市計画 につ いて検討す る。以下 で は、東 京圏 とは、埼

玉、千葉、東京、神奈川の1都3県 とす る。

2-1東 京圏多極化 の実態 と背 景

(1)就 業構造か らみた東京 圏の変化

地域、 都市 の自立性 の度合 いを示す代表的な指標の一

つは、 当該地域、都市 に常住 す る就業者数 に対す る地域

内で就業 している就業者数 の割合で ある。相互の出入 り

があ るため必 ず しも厳密 な指 標 とは言え ないが、 この割

合 が高 ければ、 当該地域、都市 は雇用の点で他地域、都

市への依存度 が低 く、 自立 的で あると言え る。

表2-1は 、東京 圏の1都3県 における従業地別およ

び常 住地別の就業者数 の推 移を示 した もので ある。東京

都以外 の3県 ではいずれ も1970-90年 の20年 間 に常住 地

によ る就業者に対 す る従業地 による就業者 の比率(い わ

ゆる就業者 一従業者 比率)が 大 き く低下 している。一方、

東京、特 に都 区部 におけ るこの比率 の上昇 には著 しい も

のがあ る。東京以外 の3県 相互間の通勤 は極 めて少 ない

ため、3県 におけ る比率上昇 は東京へ の雇用依存度が上

昇 した ために生 じた もの と考え られる。 この ことは、都

区部 にお いて就業 す る者の比率(都 区部就業率)を 示 し

た表2-2に よ って明 らかで あ り、東京 圏の3県 の就業

者の うち、都区部で就業す るものの割合 は この間に著 し

く上昇 している。

表2-3は1990年 にお ける人 口10万 人以上 の都市(1

都3県 で59市)を 対象 に、就業者 一従業者比率 を都市別

に計算 し、 その値 によ って都市 を居住都市、バ ランス都

市、産業都市 の3っ の タイプに区分 したもので あ る。 タ

イプ別区分 は、Margolis(1973)に よる ものであ るが、

就業者 一従業者比率 が1の 前後 にある ことがバ ランスの

とれ た都市 であ るとい う考 えに基 づ いて お り、 境 界 値

(0.75、1.25)に 大 きな意味 はな い。 多極 型都 市 圏 にお

ける極(中 心)で あ ることの必要条件 の一 つが居 住 と雇

用 のバ ランスが とれてい ることだ とすれば、過 去20年 間

の東京大都市 圏において はそのよ うな都市(「 バ ランス

都市」)の 数 は1970年 の34市 か ら26市 へ減少 して いる。

また、 この20年 間に就業者 一従業者比率 が上昇 した都

市 は、59都 市 の うちの21都 市であ り、 その うち0.05ポ イ

ン ト以上上 昇 したの は10市 、0.1ポ イ ン ト以 上上 昇 した

のは4市(浦 安市、武蔵野市、府 中市 、厚木 市)に 過 ぎ

ない。一 方、 この比率が低下 したのは38都 市であ るが、

その うちの11市 で0.1ポ イ ント以上 の低 下 が認 め られ る

(図2-1参 照)。

以上 の ことか ら、東京圏において は過去20年 の間 に、

東京都 区部への雇用面での依存度は全体 と してか な り大

きく上昇 してお り、 自立性の高 い都市 は減少傾向 にある

といえ る。換言すれ ば、 この20年 間 に生 じた ことは居住

機能を中心 と したスプロール化で あったと言え よ う。

(2)東 京都区部依存度上昇 の背景

この ような東京圏 における東京都区部へ の雇用依存度

の上昇 は、過去20年 間 に増加 した雇用 および雇用 者の居

住地の立地選択 の結果で あ る。表2-4は 、1970-1990

年の従業地就業者(就 業者)と 常住地就業者(従 業者)

の増加を地域別 に分解 した もので ある。 この間に東 京圏

で増加 した就業者 は約275万 人、従業者 は約279万 人で圏

外への若干 の拡 大が見 られる ものの、1都3県 全体 と し

てのバ ランスには大 きな変化 はなか ったと言 え よう(全

体で みた就業者 一従業者比率 は、表2-1に 見 られ るよ

うに、 ほぼ1で 安定 してい る)。

しか し、都県 別に就業者 と従業者 の別 にみ ると著 しい

相違が認 め られ る。 従業地 による就業者の増加 は東京都、

埼玉県、神奈川 県がほぼ同数 で、千葉県 がやや低 い程度

である。東 京都 区部におけ る増加数 は千 葉県を も下回 っ

て いる。 この ことは、表2-1に おけ る都 県別の増加率

の相違 か らも明 らかで あり、東京都 および都 区部の増加

率 は周辺3県 と比べて著 しく低い もの とな って いる。っ

ま り、20年 の間 に東京圏にお ける雇用 は相対的 には周辺
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部 に分散 した といえ る。1970年 か ら1990年 の間に、圏域

全体の就業 者 に占め る東京都の割合 は57.5%か ら52.5%

に、東 京都 区部の 占める割合 は50.0%か ら44.1%に 低 下

した。

一方
、常住地 による就業者 は3県 の各 々で90万 ～110

万人増加 したが、東京都 では80万 人近 く減少 して いる。

この結果、20年 間 に東京都 で120万 人、都区部 で110万 人

の就業者 が余分 に(地 域 内で居住 しないとい う意味)発

生 し、周辺 の3県 で これ らの就業者 とその家族 を吸収 し

た ことになる。

このよ うに、過去20年 間に東京 圏の3県 におけ る東京

都依存度 が上 昇 したの は、 これ らの地 域におけ る雇用の

増加 が少 なか ったか らで はな く、 また、東京都 また は都

区部 において3県 を圧す る雇用の増加があ ったためでで

あ るともいえな い。常住者が減少す る中で、東京都 にお

け る従 業者が増加 したことが主 な原因で ある。都心部だ

けを とってみれ ば、 このよ うな変化 の生 じることはそれ

ほど不思議 なことで はない。 しか し、都区部 あるいは東

京都 というか な り広 い地域で常住者 の減少 を伴 いつ つ従

業者が増加 を続 けたことはやは り異常 な事態で あると言

え よう。

表2-5は 、20年 間に就業者 従業者比率 が0.05ポ イ

ン ト以上上昇 した10市 を とりあげ、就業者(従 業地 にお

ける就業者)と 従業 者(常 住地 におけ る就業者)が どの

よ うに変化 したかを示 した ものであ る。 これ らの都市で

は、就業者 の増加が従業者の増加 よりも大 きか ったわ け

であ るが、 個別に観察す ると変化の形態 は3っ の タイプ

に分け られ る。

第一 は武蔵野市であ り、就業者 の増加率 は地域(都 区

部を除 く1都3県)平 均 と比べて も著 しく低 いに もか か

わ らず、従業者が減少 したために比率が大き く上昇 した。

この よ うな現象 は東京都 内のい くっか の区 で も生 じてお

り、東京都区部 に隣接す る地域で このよ うな都市 が今後

も出現す る可能性 はある。 しか し、武蔵野市 は郊外 にお

ける一つ の極 に変化 したのではな く、都心 を中心 とす る

一極 に飲 み込 まれたのであ り、都心化、 あるい は 「都 区

部化」 したのだ といえよ う。

第二 は、大 宮、府中、 東村山の3市 であ る。 これ らの

都市 で は、 就業者の増加 率 は地域平均 をやや上回 る程度

であ るが、従業者の増加率が地域平均を下回るものであっ

たため に比率が上昇 した。 この グループは、比較的緩 や

かな成長を遂 げなが ら自立性 を高 めたといえ よ う。残 り
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の6市 か らなる第三 のグループは、就業 者、従業者 とも

地域平均 を大 き く上回 る成長 率を示 したが、就業者の成

長率 の方 が高か ったために比 率が上昇 した 「高成長都市」

であ る。

以上 の結果 か ら、就業 者の増加率が圏域全体 の平均を

上回 ることは、 当該都 市が 自立性 を高 めるための十分条

件で はない として も、多 くの場合、必要条件で あったこ

とは確かであろ う。

2-2多 極化政策 と して の業務核都市計 画

1-2で 述べた ような多極型都市 のメ リッ トに対 する

認識 は特 に新 しい もので はな く、第二次大戦後 の我 が国

の国土政策、都市政策 に もしば しば見 られ る考 え方であ

る。古 くは1956年 の 「首都圏整 備法」に基づ く構想があ

り、既成市街地 の拡大 ・膨張 を抑 え るため にその外周部

にグ リー ンベル トを設 け、更 に周辺部 に人 口や産業を受

け入 れる 「衛星都市」 を設 定 しようとす るものであった。

構想 された衛星都市 の機能 は、当時の産業構造 を反映 し

て工業 に重点 のあ るものであ ったが、当時 における多極

化 を 目指 した ものであ った と考え られ る。

また、1985年 に 「首都改造計画」 と して構想 ・計画 さ

れ、現在の首都 圏整備計画 に継承 されている 「業務核都

市」、 「副次核都市」の考 え方 は、 それ以 前の様 々な構

想 ・計画 にもかかわ らず スプロール化 した東京圏の現実

を踏 まえてな お多極化 を目指 そ うとい うものであ った。

この計画で は、表2-5に 示 す5っ の 「自立都市圏」 が

設定 され、1988年 に制定 された多極分散型国土形成促進

法 に基づ き、法人税 の特別 償却、特別土地保有税および

事業所税 の特例措 置等 が実 施 されて いる。

この計画 で設定 された 「業務核都市」 と 「副次核都市」

におけ る人 口および就業 者の推移 は図2-2に 示す通 り

であ る。 いずれの地域(図 で は、都市が グループ化 され

てい る)も60km圏 合計の人 口、就業者 の成長 率 を上 回

る成長 を示 してい る。 しか し、 この動 きは20年 間の トレ

ン ドで あり、1988年 に始 まった政策 の効果 と見 ることは

で きず、 これ らが将来 の東京圏 の極 として有望 な都市 で

あることを示唆 して いると考 え るのが適切 であ る。

な お、図2-2か らは、 自立都市 圏の中心 とな るべ き

業務核都市 より も、副次核都市 と して位置づ けられてい

る成 田、青梅、厚木 の方 が、人 口、就業者 とも著 しく高

い成長 率を示 している ことが特 色で ある。

表2-6は 、東京 圏内にあ る12の 業務核都市 と副次核



都市について従業地 と常住地 にお ける就業者の推移を示

した ものである。 この表 か らは、 先の図2-2で は分か

りに くか った変化 を知 ることがで きる。1970年 年時点 で

これ らの都市 はいずれ も 「バ ランス都市」であ り、80年

には成 田が 「産業都市」 に転 じたが、他の11都 市 は依然

「バ ランス都市」の グル ープに属 していた。 しか し、 就

業者 一従業者比率が この20年 間 には っきりした上昇 トレ

ン ドを示 して いるの は、成田、厚木、大宮 の3市 に過 ぎ

ず、1980-1990年 の10年 間でみて も立 川市 が加 わ るのみ

で ある。それ ら以外 の都市で は、 この比率 は停滞 もしく

は低下傾向 にあ る。

自立化の必要条件 であ る従 業地 における就業者の成長

率で は、1970-80年 、1980-90年 の両 期間 と もに都 区部

を除 く1都3県 の平均値 を上 回 った のは12市 中 の8市 で

あ るが、全体 としての就業者数 の伸び率は高い ものであっ

た とはいえない。1970-80年 では都 区部 を除 く1都3県

の成 長率 の半分以下 であ り、最近 の10年 間で もほぼ平均

値 と同程度 の成長率で ある。

3.多 極型都市(圏)形 成 の条件

今 まで の検討か ら得 られる暫定的結論は、過去の計画 ・

構想 に もかかわ らず東京圏 は多極化 しつっある とは言え

ないということであ ろう。 東京圏 における雇 用は相対的

な意味で は圏域の中心 であ る東京都 あるいは都区部への

集中度を高めっっあ るとはいえな いが、絶対 的な意味で

はこれ らの地域におけ る雇用 は依然相当 の速度で拡大を

続 けてお り、1980年 代 に はそれ以前 の10年 間 と比べて加

速 してい る。 この結果、周辺部 か らみた中心への依存度

はむ しろ上 昇傾向にあ り、極 とな る都市が形成 されっっ

あ るとは認 め られない。

今後 の多極化 を考 えるに当た って重要な意味を持つの

はオ フィス立地 の動向 である。前 述のよ うに、 工場は既

に地方へ分散 して いる し、人 口の分散(ス プロール化)

に伴 い、商業 や個人 ・家計を対象 としたサー ビス業 も既

に周辺部へ分散 して いるか らで ある。

オフィスの立地動向 は、施設 と してのオ フィスの立地

状況の他 に、 オフィス従業者 の動向を観察することによっ

て も把握す ることがで きる。1都3県 におけるオフィス

従業者の都区部以外 の地域への分散 は、表3-1に 見 ら

れ るよ うに着実に進 んで いる。1970-1990年 の20年 間 に

3県 にお けるオフィス従業者 は2倍 以上 に増加 し、都区

部の シェア は59.9%か ら52.4%へ7.5%ポ イ ン ト低 下 し

た。 この間 に従業者全体 についての都区部のシェアは50 ,

0%か ら44.3%へ5.7%ポ イ ン ト低下 しただ けで あるか ら、

オ フィス従業者 の分散 は従業者全体 より速 い速度で進行

してい るといえ る。 この間 に都区部にお けるオ フィス従

業者 も50%近 く増加 して いるが、 この増加率 は全国平均

(66%)を 下回 って いる(た だ し、1980-1990の10年 間 に

限 れば、都 区部にお ける増加率 は全国平 均 と同 じ27.8%

であった)。

東京圏 にお いて今後オ フィスを中心 とした多極化が進

行す るか どうかを左右す る要 因は政策要 因 と環 境要 因の

2っ に大別 され る。

政策 には中心部 か らの雇用 の 「追 い出 し(push)策 」

、新た な極 となるべ き都市 における 「立地誘導(pull)

策」の2種 類 の ものがある。前者 に該当す るのは、 いわ

ゆ る成長管理政策 である。 これ には様 々なタイプの もの

があ るが、最 も極端 なケースと して は、都区内 または都

心部 におけ るオフ ィス立地 を量的 に規制す ること も、副

作用等 の点か ら望 ま しいか否かを別 にすれば、考え得 る

施策 であ る。一部で既 に導入 されてい る住宅付置義務制

度等 もこれに含 まれると考えてよいであ ろう。4)一 方、

後者 の政策 は、既 に行われている業務核都市における様 々

な優遇策 を一 層手厚 いものにす ることであ る。 これ らの

政策 を適切 に組 み合わせれば、 これ以上 の一極 集中を抑

止 し、周辺部 に極 が確実 に形成 されよ う(前 者のみでは、

圏域内部 に極 が形成 されず、 圏域外部 に雇用 が移 動す る

ことが論理的 にはあ り得 る)。 このよ うな政策 を現時点

で強力 に実施 す るべ きか否 かは重要 な政策課題であるが、

ここで はこれ以上触 れない ことと し、本稿で は以下 に述

べ る環 境要因 を中心 に検討す る。

オ フィスを中心 とした雇用 の多極化 に影響 を与 える主

要 な環境 要因 と して は、産業構造の変化、人 口および労

働力構造 の変化、情報通信技術の発達があげ られ る。 こ

れ らの要 因 と多極化 との関連 は一様ではな いが、 それ ぞ

れ多極化 の必要性や可能性 に関連 してお り、強力 な政策

によ らな くて も市場 を通 じて都市構造 を変 化 させ る機能

を持つ ものであ る。ただ し、政策的要 因 と全 く独立の も

ので はな く、 これ らの要因の今後 の動 向によ って、政策

の必要性 や有効性 は大 きく左右 される ことにな ろう。

3-1産 業構造 の変化

表3-2は 東京 圏の産業構造 と業種別 の都区部 集中率
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の推移 を示 した ものである。 産業大分類 でみる と、過去

10年 の間に東京 圏で構成比を高めた産業 は金 融 ・保険、

不動産、 サー ビス業 の3業 種であ り、特 にサー ビス業 は

1981年 の20.8%か ら1991年 に は25.7%へ 大 きく伸 長 して

い る(こ こで用 いた統計 は 『事業所 統計』であ るた め、

農林漁業 の構 成比 は実態よ りかな り低 くな ってい ること

に注意)。 中で も、対事業所サ ービス業 と先端サ ー ビス

業(国 土庁(1993b)で 「先端的サ ー ビス産業 」 と呼ん

で いるものか ら 「警備業」 を除 いた もの)の 伸 びは著 し

い。 サ ービス業 の拡大 には自ず か ら限界があるにして も、

当分 はサー ビス産業化が更 に進行す るものと予想 される。

ただ し、 これ らの業種 につ いて も、金融 ・保険業 を除い

て は、都区部へ の集 中度 は低下 して いることは注 目に値

す る。

過去10年 間 の動 きか ら見 る限 り、産業構造 の変化 は都

区部へ の集中度 の低下 を緩 やかな ものにす る役割 を果た

して きた。表3-2か ら、集 中度 の高 い業種 ほど成 長率

が高 いとい う傾 向が一般 に認 め られるか らであ る。 この

ことは、近年全 国的なスケールで東京 あ るい は東 京圏へ

の集 中が生 じた原因で もあ る。

農林 漁業 と公 務を除 く産業大 分類 の9業 種 にっ いて、

1981年 におけ る都区部へ の集 中率 と1981-91年 の成長 率

との相 関係数 は0.72で ある。 この中でサー ビス業 は最 も

成長率 が高いに もかかわ らず全産業平均 と大差の ないの

都 区部 集中率であ るが、 これ はサ ー ビス業の中 には様 々

な タイプの ものが含 まれて おり、先に述べ たよ うに個人

や家計 を対 象 と したサ ー ビス業 は既に分散が進んで いる

ためであ る。

これに対 し、対事業所 サー ビス業や先端 サー ビス業 で

は、都区部集中率 と成長率 が共 に極めて高 い。

Chinitz(1984)は 、 「都心立地 に関連 の深 い業 種 の

成長が、産業別 にみれ ば郊外 化が進んで いる場合 に も、

全体 と して の都心 の経済基盤 を維持す るのに役立 っ」 こ

とを述べ たが、上 の結果 は この仮説が我 が国に も当て は

まるこ とを意味 している といえよ う。

したが って、今後 の都 区部集中度 の低下 は、現時点で

都区部集 中度 の高 い業種 の構成比の変化 とそれぞれ の業

種 の都区部集 中度 の低下 の相対的関係 で決定 され ること

になる。1991年 時点で平均の都区部集中度を大 きく上回っ

てい る金融 ・保険、不動 産 あるいは対 事業所サ ー ビス業

や先端 サー ビス業等 の業種 の成長率が今後平準化す る と

ともに、都 区部集中度が平均 より低下 す ることになれば、
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全体でみた雇用の分 散 は大幅 に進 むこ とになろう。逆に、

これ らの業種の成 長率が今後 と も他 と比較 して顕著 に高

く、都区部集中度が あまり低下 しないな らば、全体 でみ

た都区部への集中度の低下 は遅 々 とした ものになろ う。

東京圏全体での産業構造 の変化 が我 が国全体、 あ るいは

世界経済 の動向を反映 した ものであ り、 不可避 とい って

もよい ものな らば、 これ らのキー とな る産業の都区部か

らの分散 および極(核)と な る都 市への集中立地が どれ

位進 むかが東京圏 の多極化 の重要 な条件で あろう。

3-2人 口 ・労働力構造 の変化

現在 我が国で進行 しっつあ る人 口構造上 の最大 の変化

は人 口の高齢化 である。 これ に伴 い、中長期 的には我が

国の労働力は不足 す るもの と見 られて いる。 また、近年

顕著な もの とな って きた女性、特 に既婚女性 の労働力化

は、労働力不足 とあい まって ます ます進行 する ものと予

想 され る。 これ らの変化 はいずれ も東京 圏の多極化 を必

要 とす る要因であ ると考え られる。

(1)人 口の高齢化

現時点で は東京圏の人 口は比較 的若 い とい って良い状

態 にある。1990年 に全国平均 の高 齢者比 率(65歳 以上)

が12.0%で あるの に対 し、 東京 圏 で は9.4%で あ る。 こ

の高齢者比率 の相対的低 さは過去 にお ける若年労働力の

流入 の結果 であるがく今後人 口移 動の規模が縮小す るに

つれて、地方圏 よ り速 い速度 で高齢化が進む ことが予想

され る。東京 圏におけ る65歳 以上の高齢者 は1990年 に30

0万人 であるが、厚生省 人口問題 研 究所 によ る と2010年

には700万 人 に達す ると予測 されて いる。

東京圏で今後大量 に発生す る高齢者 は地方圏と異な り、

大部分が被雇用者 であ り、生業 のよ うな形 での老後 の雇

用機会 を持たない人々で ある。 また、 これ らの人 々の う

ち、老後 には地方 圏に転出す る人 は限 られたものであり、

多 くは東京圏に留ま ることになろ う。 このよ うな高齢者

の雇用 をどのよ うに して確保す るかが現在大 問題 とな っ

て いる。若年労働者の負担 の増大、高 齢者 自身の労働意

欲の高 さ、 あるいは後述 の労働力不足等 を考 えれば何 ら

かの形 で働 いて も らうことが必要 とな り、様々な問題 は

あ って も高齢者 の雇用 は今後著 しく増加す ると予想 され

る。

東 京圏では、現在都心部 の一一部 の地域での高齢化が 目

立 ち始 めているが、今後 は郊外部で も高齢化が進行する。

高齢 者の就労 の形態 は若年 者 と異 な り様々で あり、 自営



が再 び増加 することが あり得 ると して も、大量 の高齢者

の多 くはオフ ィス等で雇用 され る ことになろ う。高 齢者

の就労上 の困難 は労働 その もの だけでな く、通勤 に もあ

る。多 くの高齢者 にとって、郊外か ら都心 部へ1～2時

間 もかけて満員電車で通勤す ることは極 めて苦痛 である

と想像 される(高 齢者で な くて も苦痛 であ る)。 高齢者

の勤務形態 が短時間の もので あれば、 この苦痛 は更 に大

きく感 じられるで あろう。

したが って、高齢者 の雇用 を促進 す るためには、 あ る

いは高齢者 の雇用 によって労働力不足 に対 処するために

は、郊外部 における雇用 の増加 が企業 に とって も現在 に

も増 して必要 とされることになろ う。

(2)既 婚女性 の労働力化 の進行

我 が国 の女性 の就業行動 は典型 的なM字 型を示 す とい

われていたが、最近 では既婚女性 の就労 率の高ま りとと

もに、男性 と同 じ逆U字 型 に向か って変化す る傾向にあ

る。表3-3の 上段部分 に見 られ るよ うに、夫婦 のい る

普通世帯 または一一般世帯の うち、夫婦 とも就業 している

世帯 の割合 は1980年 か ら90年 の10年 間に38%弱 か ら43%

強に5%ポ イ ン ト以上上昇 してい る。 ま た、 そ の うち夫

婦 とも雇用 されて い る世帯 の割合 は1980年 の56%か ら19

90年 には71%に 激増 し、全世帯 に占め る割合で も30%に

達 してい る。

現在 の ところ既婚女性 の就労 の増 加 はパ ー トタイム労

働等 が主力 であるため、世帯収入 に占め る世帯 主の勤め

先収入 の比重 は過去10年 間 に女性 の就 労率が上昇 した割

には低下 していない(表3-3の 下段 参照)。 しか し、

今後 は労 働力不足 も手伝 って フル タイムの就業者が増加

す るもの と予想 さる。 それ に伴 い、世 帯 にお ける女性労

働の重要性 は経済 的側面 か らも増大 す るであ ろう。

夫婦が共 に フル タイムで就業 す る場 合 には、住宅立地

あるいは職場 の選択 のどち らかが変 化せ ざるを得な い。

職場 の選択 が優先 され、 それに従 った住宅立地が行われ

た結 果、現在では このよ うな世帯 は都心部 に近 く居住す

る傾向があ る。 しか し、 このよ うな世帯が増加 し、 また

若い時点での短期 間の就業行動 で はな くなるとすれば、

郊外の極 とな る都市 での職住近接 を可能 とす る職場が夫

婦の双方に とって相対 的に魅 力を高め ることにな ろう。

労働力不足の下 で郊外 での職場 に魅力を感 じる世帯が増

加 し、かっ今後需要 が高 まる職 種の従業者が この ような

世帯に より多 く属 す るな らば、企 業に とって もオフィス

の立地を郊外の極 とな る都市 に移動 す ることが有利 とな

るはず であ る。

(3)労 働 力不足

労働 力不 足が今後 のオフィスを中心 とした雇用の展開

に及 ぼす と予想 される影響 は、典型的に は既 に述べ た高

齢者労 働、既婚女性 の労働を通 じて現れ る。 ここで は、

労働力不 足が一般的 にオフ ィスの分散 、郊 外の極へ の移

動 を促進 す る可能性 につ いて触れてお くに とどめる。

東京 圏 にお ける一極集中状況、あ るい は都心部へ の依

存度 の上昇の もた らすコス トは前述の スプロール のコス

トと同一 の もので あるが、勤労者に とって最大の直接 コ

ス ト(私 的費用)と なるのは通勤の苦痛であ る。東京圏

におけ る通勤鉄道 の混雑 は全体 として は緩和 して きて い

るとはい うものの、緩和 の速度 は極めて緩やかで あ り、

現在 で も混雑率が200%を 超え る区間や 時間 帯 が存在 す

る。 また、混雑 と並ぶ通勤の苦痛の源であ る長距離通勤

はますます増加 してお り、 『大都市交通セ ンサス』(運

輸経済 研究 セン ター)に よると、1990年 に東京都区部 へ

の通勤 に片道90分 以上を要 して いる通勤者 は全通勤者 の

20%を 超 えて いる。

東京 が一極型 のままで現在 のように膨張す ることが可

能 であ ったの は、放射状 の鉄道路線の整備 と共 に、混雑

した長距離通勤 を苦痛 と しない、あ るい はそれ によ って

得 られ るものが大 きい と考え る勤労者の存在で ある。 こ

のよ うな勤労者が存在 し得 た理 由や、それを支え る具体

的な条 件 につ いて は十分 な研究が あるとは言 えない(い

わゆ る 「日本的経営」 の存在理 由と一部共通す る もので

あ る可能性が ある)。 しか し、経済の低成長 の下 での労

働 力不 足 の進行 は、上記 の 「得 られ るもの」へ の期待 を

縮小 す るとと もに、通勤時間 を含めた労働条件へ の関心

を高め ることになろ う。

また、最近 になって、 オ フィスの快適 さへ の欲求、 あ

るい は快適 なオフ ィス環境が生産効率や勤労意欲 に与 え

る影響 につ いて の認識 が芽生 え始 めて いる。労働力不足

が本格 化す るとと もに これ らの欲求が企業 にと って無視

で きな い ものとなれば、賃料 が低 く十分 なスペースが確

保で きる地域へ のオ フィスの移転が進む可能性が あ る。

さらに近年生 じっっある終身雇用制 の変化が本格化 す

れば、人 々が職場 を選択 する機会 を生涯 に複数回持 つ こ

とが一般化 し、企業 が従業員 の通勤を含 めた生活 の快適

さに注意 を払 う必要 が増大す るで あろう。5)

3-3情 報通信技 術の発達
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(1)情 報通 信 と交通の代替

情報通 信技 術の発達が都市構造に どの ような影響 を与

え得 るか という問題 は、情報通信 と交通の代替性 に関 す

る評価 に関連 して いる。 「交通 と情報通信 は共 にコ ミュ

ニケー シ ョン ・システムのサ ブ ・システムで あ る」(S

alomon(1985))な らば、意思決定 とい うアウ トプ ッ

トを生 み出す ために情報 をイ ンプ ットとす る生産組織 で

あ るオ フィスの立地 は情報通信技術 の発達 によ って大 き

な影響を受 ける可能性 がある。

もち ろん、情報 と交通 の代替 は、人的交通 に関連 す る

あ らゆ る活動 に関係 す るか ら、 その影響 はオフ ィス立 地

にとどま らず、職業選択 や住宅立地、余 暇活動等多 くの

活動の変化 を通 じて都市構造 に影響す る。 しか し、 以下

で はオフ ィスの分散 と郊 外におけ る極 の形成 に焦点 を絞

り、 それと関連 す る範 囲で他 の問題 も取 り上 げ ることと

す る。

情報通信技術 に よる交通の代替 が大規模 に生 じた時の

社会 の姿 にっいて は様々な未来図が描 かれてい る。 そ の

中で最 も極 端な もの は、 人 々 はエ レク トロニ ック住 宅

(electroniccottage)で あ る自宅で仕 事 を行 った り、

あるいは山の中や保養地にお いて も情 報通信技術 を駆使

して仕事 を行 うようにな るというものであ ろう(Toffler

(1980))。 この場合 には業務機能の集 積地 と して の都

市 が消 滅す ることになるのか も知れな い。 この ような変

化 は単 な る未来図で あるにとどまらず、既 に生 じっっ あ

るとい う指摘 もある。即 ち、1970年 代か らアメ リカにそ

の原初 的な形が見 られ るよ うになった 「テクノバ ーブ」

(technoburb)が それで あ り、 情 報通 信技 術 の発 達 に

よ って住宅や オフ ィスが郊外化 して発生す る ものとされ

る。 この傾向が進 めば、最終的には都市 は分解 し、オフィ

スや住宅が緑 の中に埋没 してい くことになると予想 され

て いる(Fishman(1987))。

しか し、 これ らの議論 では交通 が情報通信 に大規模 に

代替 され ることが前提条件 となっており、技術 的可能 性

が生 じた時 に、 なぜ、 どのよ うな条件下 で、 どの程度 の

代替が現実 に生 じるのかにっいての説 明が十分 になされ

て いるとは言 えない。代替 が生 じて も、 それが特定 目的

の交通 あるいは コ ミュニケー ションについてのみ生 じる

のであれば、都 市構造への影響 はそれほど単純 な もので

はないであろ う。6)

都市 への集 中の原因であ る集積の利益 の中心 にあ るの

はface-to-faceの コ ミュニケ ーションであ り、 各種の
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コ ミュニケーシ ョンの うちで情 報通信 によって代替 され

る可能性 が最 も低 い ものと考 え られて きた。 したが って、

新 しい、 あるいは今後予想 され る情報通信技術の発達 に

よ って、face-to-faceコ ミュニ ケ ー シ ョンが 代替 され

るか否 かがオフ ィスの分散 を考え るカギで ある。上述 の

極端 な未来図はface-tofaceコ ミュニケーシ ョンが情 報

通信技術 によ ってほぼ完全に代替 され る ものと仮定 して

い ることにな る。

この問題についての今までの海外 の研究 の結果で は、

情報通信技術の発達 はface-to-faceコ ミュニケ ー シ ョ

ンを 「あ る程度」減 少 させ る効果が あるとい う程度 の、

どち らか と言えば否 定的な もの のよ うである。 しか し、

一方で
、企業の移転 後 にはコ ミュニケー ションをとる相

手が変化す るとい う研究結果 もあり、face-to-faceコ ミュ

ニ ケーシ ョンに対す る需要を満 た しなが ら移転 が行 われ

る可能性を示唆 して い る(Alexander(1979)、 肥 田

野他(1994))。

(2)オ フィスの立地 コス ト

我が国 にお けるこの分野の実証研究 は、現在までオフィ

ス立地 のコス ト面か らのアプ ローチが中心 であ った。7)

これ らの研究で は、企業 の負担 す るコス トを考慮 した場

合、現状 では東京 のオフ ィス立地 コス トが全国的に見て

最 も低 いとい う結果 が得 られてい る(水 鳥川(1987)、

田中 ・大西 ・栗田(1991))。8)

図3-1は 、田中 ・大西 ・栗 田(1991)に よる1990年

時点 での本社立地 コス トの比較結 果であ る。業務核都市

であ る東京圏 の他都市(横 浜、立 川、千葉、大宮)と 比

べて も東京 の立地 コス トが最 も低 くなって いるが、その

差 は比 較的小 さい。差 を生 みだ して いるの は主 としてf

ace-to-faceコ ミュニケー シ ョンの ための移動 に必要 と

され る時間 コス トで あ る。 した が って、face-to-face

コ ミュニケー ションが情報 通信 によって相 当程度代替 さ

れ、 それによ って生 じる時間 コス トと交通費 のが低下が

通 信費の増加 よ り大 きいな らば、横浜等 の東京圏 の諸都

市 の立地 コス トは東京を下 回 る可能性が あるといえる。

時間 コス トと交通 費 は今後 も上昇が予想 されるのに対 し、

通信費 は遠近格差 の是正措置や今後 の技術革新 によって

低下す ることが期 待 され る。

また、業務核都 市 と丸の内 のオフ ィス立地 コス トを企

業の タイプ別に試 算 した松村 ・大 山(1990)で は、業務

核都市 は社外 との打 ち合わせ等 が多 い営業等 のセクシ ョ

ンには適 さないが、バ ックオフ ィス として は丸の内よ り



有利 という結果が得 られて いる。

これ らの立地 コス トに関す る実証研究 にはい くつ かの

限界が ある。 第一に、従業 者の コ ミュニケーシ ョン行動

に関す るデータの蓄積 が不 十分 なこと もあ り、採用 され

た前提 によって、 コス トの推 計結果が大 き く異 なり得 る

ことであ る。 た とえば、松村 ・大山(1990)で は、従業

者の外出回数 を本社 の部長 に関す る調査に基づいている。

一般に社 内でのポ ジションが高 いほど社外 との コ ミュニ

ケー シ ョンの頻度 が高 い とすれば、 この ような想定 に基

づ くコス トの推計 は都心 の立地 コス トを低めに算出す る

結果 となろ う。9)

第二 の特徴 は、都心 か らの移転後 も従来 と同 じ都心 と

の コ ミュニケーシ ョンのパ ター ンを継続す ることが仮定

されてい ることである。す なわち、1社 だけが移転 した

場合 の立地 コス トを推計 してい るとい う意味で、 これ ら

の研究 は部分均衡的で あると言 える。 現実には、多数 の

企業 が移転 した場合の こと も考 える必 要があ り、 その場

合 にはコ ミュニケーシ ョンの相手 が同 じで も立地場所が

変化 して いる。 さらに、移転後 には前述 のよ うに コミュ

ニケーシ ョンを行 う相手 も変化 している可能性 がある。

第三 に、実際 には、オ フィスあるいは本社 とい って も

様 々な業務があ り、オ フィス立地 コス トは業務 の内容 に

よって異な り得 る。 現実に も、東京圏 のオフィス従業者

に占め る都区部の割 合 は、表3-1に 示 したように1970-

90の20年 間に、7.5%ポ イ ン トも低下 して い るが、 この

間 に上場企業の本社 オ フィスの都区部集 中度 は全 く変化

して いな い。1°)

第四に、 コス ト面 か らの研究に は、 コインの反対側で

あ る企業立 地の便益面 を全 く無視 して いるという基本的

な問題があ る。 この点 は これ らの研 究 の欠点ではないが、

今後の都市構造 を考 える上 での この アプローチの大 きな

限界を示 している。 この点 にっいて は、第4節 で論 じる。

(3)情 報通信技術 と都市構造

情報通信技術 の発達が都市構造 に与 え る影響は大 企業

の本社 に代表 されるオフィスの移転 を通 じてのみ現れる

ものではない。他の重要 な要因 と して オフィスの分割立

地 と勤務形態 の変化が あげ られる。

第一 のオフ ィスの分割立地 の一 つの形 態 は、研究部門

や情報処理部門 などが郊外 に移転す るバ ック ・オ フィス

で あ り、1980年 代後半か らのオフ ィス ・コス トの上昇 に

伴 って見 られ始めた。研究 や情報処理部 門が郊外 への移

転 の対象 となるの は、 これ らの部門 が都心 での業務 を比

較的必要 と しない とい う企業外 部 との コ ミュニケー シ ョ

ンにかか わる特徴 の他 に、他部 門 との業務 の独 立性 が高

く、人事 的に も独立性 が高 いとい う企業 内での コ ミュニ

ケー シ ョンの特 性のためである。他 の部門 で も、今後、

業 務お よび人事面 での専門性、独立性が高まって くれば、

企 業内のface-to-faceコ ミュニケーシ ョンは情報 通 信

によ る代替性が相対 的に高 いと考 えられ るため、 よ り多

くの部 門がバ ック ・オフ ィス化 する可能性が あると考 え

られ る。

分割 立地 の もう一つ の形態 は1980年 代以降各地 で実験

的に始 まったサ テライ ト・オ フ ィスであ る。11)サ テ ラ

イ ト・オ フィスは、元来の勤務場所が都市中心部 の本社

である従 業員が勤務時間の一部を 自宅 に近 いオフィスで

勤務す るという形態である。この形態は従業員本人 にとっ

て通勤 時間の負担が減少す る。 しか し、 これ によって最

終的 に都 市のイ ンフラス トラクチュアへの負荷が低下 し

たり、都 市構造 を分散化、郊外 におけ る極(核)の 形成

へ向か わせ るものであ るとは必ず しもいえな い。逆に、

都市中心部 の実 質的容量を拡大 し、一極型 の ままでの都

市圏の拡大 を助 長す る恐れ もあ る。極端 な例 を上 げると、

か りに100人 の従 業者がサテ ライ ト・オ フィスで半分 の

勤務時間(日 数)を 過 ごし、 都心部へ の勤務 日数 を半 分

に減 らす な らば、 企業 はサテ ライ ト・オフ ィスを さらに

100人 分設置 し、本 社のスペースを増 やさず に新 たに100

人の従業員 を本社 とサテ ライ ト・オフ ィスで雇 用す るこ

とが可能 になるか らである。 また、個 々の従業員 に とっ

て も都心へ の勤務 日数 が半減 すれ ば、通勤 の苦痛 が減少

し、 さ らに郊外 に住宅 を求 める可能性が ある。

第 二の勤務形態 の変化 は、情報通信技術 の活用 によ る

在 宅勤務であ る。従来 は、 オフ ィスで行 う必要性 の低 い

業務 があ ると して も、我が国で は住宅 の狭 さが在宅勤務

拡大 の制約に なると考 え られ てきたが、 ネ ッ トワーク技

術 の発 展 による情報 の分散処理の可能性の拡大 によ って

現実性 が高 くな ってきた。最近で も、労 働省が在宅勤務

の先進 国 といわれ るイギ リスとの共同研 究を始 める事 が

伝 え られてい る。

在宅勤 務 自体 は取 り立てて新 しい もので はな く、1次

産業 を含む 自営業者 にとって は通常 の勤務 形態で ある。

企業 に雇 用 されなが ら在宅勤務を行 うとい う点が新 しい

ので あるが、それ故 に部分的な もの(都 心部 での勤務 日

数が多 い)に 留 まるな らば、先述のサテ ライ ト ・オフィ

スと同様 に、一 極型の都市圏を拡大 させ る恐 れがあ る。
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在 宅型 が中心 とな る(都 市部 での勤務 をほとんど必要 と

しない)職 種 あるいは勤務形態 が増加す ることが都市 構

造の変化 のた めには必要 であ り、3-2で 述 べた人 口や

労働構造 の変化へ の対応策 として も有効 である。

最後 に、 オフ ィス立地 コス トに関 する議論 を除 き、 以

上に述べ た情報通信技術 と都市構造 の関係 は、主 として

都市構造変化 の 「可能1生」 に関す る議論 である ことは注

意を要す る。情報通信 技術は発達 は、分散 的な雇用配 置

の 「可能性」

を高 める ものではあ るが、それ に対 する 「必要性」 に影

響を与 える ものではな い。 この ことに関 して、Chinitz

(1984)は 電話 の普 及がエ レベ ーターの技術革新 と共 に2

0世紀 における都市 集中を進 めた大 きな要 因 で あ る こと

を指摘 し、 「もし我々が コ ミュニケー ションの便宜のた

めに集 中する もので あり、他の点で分散 を望 むのな ら、

電話 の発達 は分散 を促進す る。逆に規模の経 済を活用す

るために集 中す るの なら、電話 の発達は更な る集 中の原

因 とな る。」 と述 べて いる。

4.お わ りに

化を 「可能に」 す る条 件に過 ぎな い。

以上の結果か ら、現 時点で強力 な分散、核都市形成政

策を実施す る(無 理矢 理多極(核)化 を進 める)と いう

ことを別にすれば、 情 報 通信 技術 の発達 を 中心 と した

「可能性」の増大 をいかに して「必要性」(分散、多極化 の

便益)の 増大に結 び付 けて い くかが ポイ ン トとなろう。

アメ リカ等の海 外の議論の特徴 は、 「人 は元来 田園生

活 を好む ものであ る」 ということが前提 とな っているよ

うで あり、 この ことについて強力 な反論 が見 られないこ

とで ある。12)我が国にお いて もこの よ うな前 提 に基 づ

けば、様々な 「未来図」を描 くこ とは可能 であるが、 そ

うで ないとすれば、 「必要性」 に関 す る十分 な議論 が不

可欠で ある。

「必要性」 は、企業 と従業者 の双方 か ら考え られるべ

き問題 であるが、我国 では主 として企業 の立場 か ら考 え

られることが多か ったと思 われる。最近 、従業者 あるい

は生活者 の立場か らの議論 が強 ま りっっあ るが、 本稿で

述 べたよ うな人 口 ・労働力構造 の変化 を踏 まえた企業 と

従業員 の双方 にとって の 「必要性」 の観 点が重要 性を増

してい くものと予想 される。

本稿 で検討 したことは次 のように要約で きよう。

(1)拡 大 した一極型都市 と比べて、多極都市 は、通勤

を含 めた勤労 者 のコス ト低減、 エネルギ ーの節約、大気

汚染等 の低減、 自然環境 の保全等 の利点を有す る。

(2)東 京圏で は、多極化 をめざす過去の計画 ・構想 に

もかかわ らず、都区部 の比重が低下 した とい う意味 での

相対 的な雇用の分散 は進ん だが、周辺地域か ら見 た中心

部への依存度 はむ しろ上昇 した。 また、極 となるはず の

郊外 での都市 の発展 も進 んでいるとはいえ ない。

(3)今 後の大都市 圏の構造 を左右す る要因 として、①

産業 構造の変化、②人 口 ・労働 力構造 の変化、③情報通

信技 術 の発達が重要 である。

(4)サ ー ビス化 に代表 され る産業構造 の変化 は、現在

までの ところ東京 圏におけ る中心部 への依存度 を高 め る

働 きを して きたが、 今後、業種 別の分散速度 が産業構造

変化の速度 を上 回 った場合 に は逆の働 きをす る可能性 が

ある。

(5)人 口の高齢化 、既婚女性 の労働力化 の進展、 およ

び予想 され る労働 力不足は 「必 要性」 の面 か ら東京 圏の

分散、多極化 を進 め る可能 性があ る。

(6)情 報通信 技術の発達 は、 大都市 圏の分散 化、多極

<注>

1)首 都機能 の移転 が東京大都市 圏の規模 を大 きく縮小

し、諸 問題 を解決す る特効薬 とな るかの ように語 られ

た り、逆 に、首都機能 の移転 に よって も東京大都市圏

の規模 があま り変化 しない ことが強調 され たりす るの

はこの例 である。

2)Altshulerに よる要約 は主 と して、RealEatate

ResearchCorporation,

TheCostofSprawl(1974)に 基 づ いて い る。 最 近

の研究を含 めたサーベイ は松岡 ・森 田 ・有村(1992)を

参照。

3)都 市構 造 と二酸 化炭素 排 出量 との関係 については、

松岡 ・森田 ・有村(1992)。

4)住 宅付置義務 について は、駒井(1994)を 参照。

5)大 西(1990)は 、 アメ リカで は優秀 な従業員 を求 め

て オフィスが郊外 化 して いることを指摘 している。

6)Salomon(1985)は 、人間 は元来移動指 向的存在 で

あるが故 に、情報 通信技術 の発達 によって交通のパ ター

ンに変化 は生 じるが、代替 される ことは少 ないであろ

うと予測 してい る。

7)理 論的 な研究 と しは、 コ ミュニケー ション費 用の低
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下 が都市構造 の混合化 をもた らす とい う研究(Fujita

andOgawa(1980))等 が ある。

8)た だ し、最近の国土庁 による試算 では、東 京都心 に

比べ業務核都市 に立地す る方が企業 の負 担するコス ト

は8-15%低 いという結果 になって いる(日 本経済新聞、

1994/4/15)

9)水 鳥川(1987)お よび田中 ・大西 ・栗 田(1991)で は、

東京都市群パー ソン トリップ調査 による管理的職業従

事者の平均 トリップ数 に基 づ いて推計 している。

10)足 立 ・肥 田野(1994)に よ る 「会社四季報」 の集計結

果によ ると、1都3県 に本社 のあ る上場企業 は、1972

年 の906社 か ら1992年 には1,113社 に増加 して いるが、

それ らに占める都区部 に本社 のあ る企 業 の割合は、19

72年 に85.4%、1992年 に85.8%で あ った。

ll)サ テ ライ ト・オフ ィスを次 に述 べ る在宅勤務 と一括

してテ レコ ミューティ ング(telecommuting)と 呼ぶ

こと もある。 また、いわ ゆる リゾー ト・オ フィス も情

報通信技術 を活用 した新 しい勤務形態 である ことか ら

サテライ ト ・オフィス と同種 のものと考 え られること

もあるが、都市構造へのイ ンパ ク トはサテ ライ ト・オ

フィスより更に小 さい。

12)イ ギ リスで も同様 の傾 向が見 られ るが、 フ ランスで

は都市居住を元来好 む傾 向 が あ る とい う指摘 もあ る

(市川(1994))。
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表2-1東 京圏における従業地 ・常住地別就業者の推移

単位:1,000人

地 域

埼玉県

千葉県

東京都

都区部

神奈川県

1都3県

1970年

11673(100)

2,129(100)

0.79

1,542(100)

1,856(100)

0.83

7,850(100)

6,602(100)

1.19

6,827(100)

5,235(100)

1.30

2,590(100)

2,986(100)

0.87

13,655(100)

13,575(100)

1、01

1980年

1,887(113)

2,459(116)

0.77

1,671(108)

2,158(116)

0,77

7,317(93)

5,672(86)

1.29

6,234(91)

4,226(81)

1.48

2,639(102)

3,142(105)

0,84

13,514(99)

13,431(99)

1.01

1990年

表2-3東 京 県 にお ける就業 者一従業者比別都 市数 の

推移(人 口10万 人以上 の市)

単位:都 市 数

2,417(144)

3,232(152)

0.75

2,081(135)

2,771(149)

0,75

8,628(110)

6,284(95)

1.37

7,249(106)

4,446(85)

1.63

3,315(128)

4,034(135)

0,82
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三
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1980
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1970

1980
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l990
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1990

就鍵偉者 －i鎚鎖国ネ†」ヒ
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7
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H

H
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7

石
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9
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}uo-[.25

2

:1

2

〔八

筋

¶

:■

'h到1拙di

二 、,一

}

‖1

1`1

1n

l`l

l・l

M

l・l

l5

15

15

M

lイ

1・1

51`

1抽

51i

16,441(120)

16,321(120)

1.01

(注)1,就 業 三指一斑封1・指」ヒ=従 ヨ牲」也`こよ る就▲牲ヲ†数/常

2,{並 身U也、 常{E」也は 各ilr兄lllこ定 果菜0

3.対 象 はlggo年 にお け る人1:1が1{}万 人以Lのili。

(山 所)総 務庁r国 勢淵 書EgN告 」 よ り作 成D

(注)1.上 段:従 業地 による就業者数

中段:常 住地 による就業者数

下段:従 業地に よる就業者数/常 住地 による

就業者 数(就 業者 一従業者比率)

2.従 業地、常住地 は表側の地域 で定義。 表2-4

3.カ ッコ内は1970年 を100と した各年 の値。

(出所)総 務庁 『国勢調査報告』 より作成。

王地 によ る就業 者散 。

従業地就 業者 と常住地就業業者 の変化

(1970-1990)

単位:1,000人 、%

表2-2東 京圏における都区部従業率の推移

単位:%

地 域

埼玉県

千葉県

東京都下

神奈川県

1970年

23.3

19.6

31.3

16.2

1980年

25,2

24.7

30.7

19.0

1990年

地 域

26.8

27.1

31.0

20.6

(注)都 区部従業率=(都 区部従業者数/

常住地による就業者数)×100

(出所)総 務庁 『国勢調査報告』より作成。

埼玉県

千葉県

東京都

都区部

神奈川県

1都3県

従業地就業者

(A)

744(26.7)

539(19.3)

778(27,9)

422(15.1)

725(26.0)

2,786(100.0)

常住地就業者

(B)

1,103(40.1)

915(33.3)

_318(_11 .6)

_789(-28 .7)

1,048(38.1)

2,748(100.0

超過就業者数

(A-B)

.359

.376

1,096

1,211

-323

38

(注)従 業地、常住地 は表側 の地域で定義。

(出所)総 務庁 『国勢調査報告』 より作成。
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表2-5 就業 者 一従業 者比率が・.・5ポイ ン ト以上 上昇 した綱 における就業者・従業者 の変化

都市

就業者一従業者比率

1970 1990 1990,1970

1990年 の従業 地

におけ る就業者

(1970=100)

1990年 の常住地

にお ける就業者

(1970=100)

厚木

武蔵野

府中

浦安

大宮

岩槻

海老名

東村山

所沢

新座

1.12

0.84

0.82

0.62

0.82

0.79

0.77

0,54

0,62

0,58

1.31

LOl

O.95

0.72

0.91

0.87

0.85

0,60

0.67

0.63

0.20

0、17

0.12

0.11

0.09

0.08

0.08

0.06

0.05

0.05

245

108

141

614

153

189

240

153

227

200

208

90

123

522

138

172

218

137

210

184

都区部を除

く東京圏 0.82 0.77 一〇 .04 135 142

(注)1.就 業者 一従業者比率 従 業地}・よる就業者数/常 住地 による就業者数・

2.従 業地、常住地 は各市別 に定義。

3.対 象 は1990年 におけ る人 口が10万 人以上の市。

4.四 捨五入のため数値 が合わない ことが ある。
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表2-6業 務核都市お よび副次核都市 の就 業者 ・従業者 の推移

地 域

八王子

立川

(青梅)

横浜

川崎

(厚木)

浦和

大宮

(熊谷)

千葉

(成田)

(木更津)

合計

1都3県 計

除都区部

就業者一従業者比率

1970

0.92

122

0.92

0.85

0.97

1.12

0.77

0.82

1、03

0.94

0.98

1.01

1980

0.83

1.05

0.88

0.82

0.92

1.14

0.76

0.86

1.03

0.88

1.46

0.90

1990

0.84

1.14

0.86

0.80

0.86

1.31

0.73

0.91

1.03

0.88

1.64

0.91

従業地における就業者増加率(%)

1970_1980

9.8

-5.7

8.9

1.8

.14 .0

39.4

9.0

14,4

.7.2

212

98,0

13.6

3.2

.1.0

6.8

1980-1990

36.6

28.6

37.6

25.2

15.9

75.4

26.2

34.2

16.6

27.0

43.6

19,3

26,7

21.7

26,1

1970_1990

49.9

21.3

49.9

27,5

.0.3

144.6

37.6

53.5

8,2

53.9

184.2

35.5

30.7

20,4

34.6

(注)1.就 業者 従業者比率 一従業地に よる就業者数/常 住地 に よる就業者数。

2.従 業 地、常住地 は各市別 に定義。

3.か っこ内は副次核都市 、その他 は業務核都市。

(出所)総 務 庁 『国勢調査報告』 よ り作成。

表3-1東 京 圏におけるオ フィス従業 者の推移

単 位:1,000人 、%

地 域

埼玉県

千葉県

東京都

都区部

神奈川県

1都3県

オフ ィス従業者 数

1970

276(100)

239(100)

2,523(100)

2,285(100)

619(100)

3,813(100)

1980

466(169)

410(172)

2,992(119)

2,637(115)

805(130)

4、925(129)

1990

712(258)

627(262)

3,888(154)

3,369(147)

1,207(195)

61434(169)

オ フィス従 業者 構成比

1970

7.2

6,3

66.2

59.9

16.2

100.0

1980

9.5

8.3

60,8

53.5

16.3

100,0

1990

11.1

9.7

60.4

52.4

18.8

100.0

(注)1.オ フ ィス従業者:専 門的技術 的職業従事者、管理的職業従事者、事務 従事者 の合計(た だ し、公務 を除 く)。

2.か っこ内 は1970年 を100と した比率。

3.四 捨五入 のため合計が一致 しない ことがある。

(出所)総 務庁 『国勢調査報告』 より作成。
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表3-2東 京圏 の産業構造 と都区部集 中率(従 業者 ベ ース)

単位:%

産業

農林漁業

鉱業

建設業

製造業

電気 ・ガス ・水道 ・熱供 給業

運輸 ・通信業

卸売 ・小売 ・飲食店

金融 ・保険業

不動産業

サー ビス業

公務

計

対事業所 サー ビス業

先端 サー ビス業

産業別構成比

1981

0,2

0,1

8,0

24.8

0,6

6,9

29.6

4.O

l.8

20.8

3,0

100.0

5.3

1.6

1991

0,1

0.1

7.7

21.1

0.5

6.6

29,0

4.5

2.3

25.7

2.6

100,0

8.5

3,3

成長率

一33 .5

-14 .6

17.3

4、4

.2 .0

17,5

22,5

37,6

52.9

56.0

5,3

22.9

97.6

155.9

都区部集中率

1981

32.9

43.8

44.5

41.4

42,1

52.6

52.4

61.8

56.1

48,3

47.0

48.4

64.8

62.0

1991

19,7

51.4

40.0

35.6

37.5

45.4

47.4

62.7

54.1

46,4

45.6

44.7

63.8

60.7

(注)1.対 事 業所 サー ビス業:721各 種物品賃貸 業、722産 業用機械器 具賃貸業、723事 務用機械 器具賃貸業、84情 報

サー ビス ・調 査 ・広告業、85そ の他の事業サ ー ビス業、861法 律事務所 ・特許事務所 、862公 証 人役 場 ・司

法書 士事 務所、863公 認会計士事務所 ・税理士事務所、865土 木建築 サー ビス業、866デ ザイ ン業、869そ の

他 の専門サ ー ビス業、93学 術研究機関。

2.先 端 サー ビス業:721各 種物品賃貸業、722産 業用機械器具 賃貸業、723事 務用機械 器具賃貸業、841情報サー

ビス業、852商 品検査業、866デ ザイン業、93学 術研究機 関。

(いずれ も業種先頭 の数字 は日本標準産業分類番号)

3.対 事 業所サ ー ビス業 および先端 サービス業 は民営 のみ。

(出所)総 務庁 「事業所統計調査』 より作成。

表3-3 夫婦の就業状況と世帯収入の構成

夫婦のいる世帯(千 世帯)

夫婦とも就業

夫婦とも雇用者

世帯の実収入(千 円)

世帯主の勤め先収入

1980

6,400(100.0)

2,424(37.9)

1,357(21.2)

1979

310(100,0)

259(83.6)

1990

7,145(100.0)

3,079(43.1)

2,180(30,5)

1989

492(100.0)

397(80.6)

(注)1.対 象地域 は、就業状況(上 段)が 東京圏(埼 玉、千 葉、東京、神奈川)

世 帯収入の構成(下 段)が 京浜大都市圏。

2.就 業状況の対象世帯 は、1980年 は普通世帯、1990年 は一 般世帯。

(出所)総 務庁 『国勢調査報告』 および総務庁 『全国消費実態調査報告』 より作

成。
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第2編 地球 システムの経営 と緑 と人のエコロジー

第2部 ヒ ュー マ ンセ ツル メ ン ト

第2章 都市社会の生活と意見
ライフスタイルから見た人工都市の課題

は じめに

多摩 ニ ュー タウ ンは、第1次 入居(1971年)か らすで

に20年 余 りが経過 し、経験 の蓄積 と、 時代にそ った用途

変更 で、郊 外都市 としての魅力 を次第 に増 加 させっっあ

る。 とくにバ ブル経 済期 に、一段 と脚光 を浴 びたよ うに

思 う。 その結果 地価 も家賃 も上昇 し、 かな りの経済的負

担 力がない と、多摩 住民 としての 「平均 的生活」は困難

にな りつつあ る。 また、初期 の段 階で応分負担原則 に

よ って建設供給 された 「都 営賃 貸住 宅」 があ る。それが

立地 して いることによ って、 その地域 は多摩住民に とっ

て低 い選好順位 しか与 え られてはいな い。 理由の一つ は

公教育 の点で問題が発生するケースが高 いことであ る。

そ して二つ 目の理由は、平 均所 得で見て分譲や公団賃貸

の住民 と賃貸住宅 の住民 との間でかな りの差が生 じ、 そ

のた め明 らか な生活様式の違 いが出て きたことにもよる。

この2っ の集団の異質性が、住 み心 地や暮 ら しやす さな

どに反映 されて いる。

ただ し、全般的 に見れば、多摩住民のニ ュータウ ンに

対す る満足度 は高 く、一度 この地域の住民 と して の生活

に慣れて くると、定住志向が高 くなるようだ。 もちろん、

この定住志向 には多摩 ニュータウンの域内で住居 の 「住

み替 え」 を計画す る場合 も含め る。その理 由は一体何で

あ ろうか。 しか し、現在その定住が さまざまな要因で低

下傾向 にある。経済的制約か らなのか、それ と も社会心

理的要因 によるのだろうか。 イー ・フー ・トア ンは、彼

の著書で 「憧 れと愛着」 をキーワー ドと して 「人 がつ ど

い、暮 らす街」を描 き出した。そのキーワー ドが多摩ニュー

タウ ンに当てはまるのか どうなのか を、実証 的に検討 し

てみよ う。

住居 の住 み心地 と街区全体か ら得 られる暮 らしやすさ、

あるいはア メニテ ィとは同一歩調で は進 まない。そ こに、

政策問題 が浮 かび上 がる。す なわ ち、街区 と しての整備

中央大学総合政策学部 細野 助博

水準 は着実 に時間 の増 加関数 と して とらえ ることがで き

る。 しか し、住 み心地 は、け っして時間 の増加関数 であ

るとはいえない。 その理 由は、住居 と住人のライフステー

ジの有様、住人 の付 き合 いを中心 としたネ ッ トワークの

有様 は時間 に関 して単純 に決定で きるものではないか ら

であ る。 む しろ、 時間の減小関数であったり、時間によっ

て異質 な ものに変化 す る要因 にな った りす る。 ここに、

「ね じれ現象」 が現われ る。 どの ようなね じれ と して現

われ るのだろ うか。 多摩 に定住 しよ うとす る意識 に、そ

れを当てはめて見 る。

ここでは、団塊の世代を中心に して構成 される多摩ニュー

タウンの住民 の ライフスタイルを調 査デー タで定量 的に

分析 す る。 この分析を通 して、 どの ような街作 りを計画

すべ きかを示 唆で きる基礎資料 を作成 しよう。多摩 セ ン

ターの住民調 査 は、ニ ュータウ ンの代表的開発例として、

それが持つ様 々な利点や問題点を示唆 して くれ る。 その

理由は、国 と東京都がその威信をかけて、莫大な時 間 と

人員 と資産 を投 入 して構築す る一大 プロジェクトであり、

良 くも悪 くも 「人工都市」の フロンテ ィアと して、検 討

材料を数多 く提供 して くれて いると考えて よか ろう。

1住 みかを探 し、選択 した人達 とは

この調査 は、多摩ニ ュー・タウ ンの住民の意識を代 表す

る標本 と しての特性を維持す るために、層別2段 階無 作

為抽 出法で標本を抽 出 した。 ただ し、多摩、八王子2市

を抽出対象地域 に限定 し、11地 区 に区分 した。その理由

は、 ニュータウ ン中心地域 であること、稲城市 に近 年開

発分譲 してい る地域 は距離的 に(し たが って人的 ネッ ト

ワークの点で も)地 域的連続性 の点で考 えると若干異質

で あることに よる。む しろ多摩 セ ンター とい う商業 ・業

務 コ ンプ レックスを中心 に した地域か ら交通 ・情報の流

通密度 の濃 い地域 の分析 に、主眼 をお いたか らであ る。
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多 摩 ニ ュータ ウ ン



一 半径1km毎 の駅勢圏

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
u

京 王百貨店桜 ケ丘
グ リナー ド永山(西 友)

多摩 そごう
イ トーヨ一方堂

三和堀内店
三和稲城店

柚木 そごう
三徳

歳星
‡田急OX

大 丸 ピーコ ック
キ マザキ

京 王ズ トア

西友桜丘店
スーパー山崎

三徳
三穂

都民生協
出会 い市/生 活 クラブ
ラブラブ
デ ィエス

縮尺1/60,000

(株)住 信基礎研究所

遁路、鉄道は建設省冒土地塵除の

国土数値情報を利用した
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とい うのは、近年 の開発が この駅および、2つ の西側 隣

駅 か らの距離 が1キ ロ以 内に集中 し、その地域で の人 口

増加率 は14%(1986年 実績)で 、平均5%増 加率 の1キ

ロ～3キ ロ以 内の地 域を圧倒的 に引 き離 してい るか らで

あ る。有効 回答 率 と、住民人 口との間には構成比 で見て

そ う乖離 は存在 しな い。調査地点 と回答者の意識 とは、

後述す るよ うに密接な関連性が摘 出され る。

a ,調 査地点毎の有効 データ回答率の内訳(%)

膠 豊ケ丘

■ 永山 ・諏訪

口 松が谷

口 南大沢

囲 愛宕

國 堀ノ内

題 貝取

㎜ 聖 ケ斤

囲 鶴牧

目 落合

翻 その他

次に、回答者 の属性 は女性がlr三倒的に女性が多 い(95

%弱)。 これは、 調査の限界で あろう。っ ま り、 男 性 の

標本が少 ない ことか ら、 ニュータウンに 「暮 らす」満 足

度の点 と、都 心の勤務先 に 「通 う」不便 さ(通 勤時 間の

長 さ、 輸送 機関の混雑度)の 点で、比較衡量するには情

報が圧倒的に不足だか らで ある。非世帯主 と世帯主 を性

別 とクロス表す ると概ね並行関係が観察 され る。非世 帯

主 には主婦、子女、老人 がふ くまれ、少数の男性(年 少

者)が 若干混入 して いる。非世帯主 と、 世帯主の年 令分

布を見 ると、非世帯主 は30代 ～40代 で台形の分布を して

いるが、世帯主で は圧倒 的に40代 が多 く、30代 と50代 を

か なり引 き離 して いる。 つま り、都心 に通 う大学卒の中

年 ホワイ トカラー層 の世帯 が集 中 した街 のイメージが浮

か び上が る。 しか も、 この年代 はベ ビーブーム世代を 中

核 と し、男女平等 の教育 を受 けた世代 であ るため、 「友

b.回 答者の年齢(%)

騒 ～22才

8貼

膠23～29才

36%

非世帯主

世帯主
■30～39才

㎜40～49才

囲50～59才

菖60才 ～
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達 夫婦」 として、 かな り人生観 を共有す るカ ップルが家

庭 を形成 してい ると考えてよい。 したが って、女性の学

歴 も高 く、合理性(あ るいは超 合理性)に とんだ家庭運

営を心がけて いると考え られる。

次 に、居住年数 は、所得 との関連性がか なり高 い。っ

まり、多摩 ニュータウンが 「遠 い、狭 い、安 い」 といわ

れ た時代 に分譲住宅を購入 した世代 は、45歳 以上 のバ ブ

ル期以前(居 住年数が少な くとも10年 以上)に 入居 した

人達だ。 しか し、多摩 ニュー タウ ンの イメー ジが急激 に

上昇 したのは、「第4山 の手論」が喧伝 され、「新 山の手

旗」 を住民が 自称 しだ したバ ブル期か らで ある。一戸建

は もちろん、集合住宅 もふ くめて、 その分譲価格 は時間

と共 に上昇 を続 けた。 その結果、分譲住宅 の購入可能世

帯 は、購入 資金用 の借入が比較 的恵 まれてい る 上場 会社

勤 務者、 自営業者、専 門職業者、親 の援助対象 者、売 却

用資産 を もっ住 み替 え希望者 に限定 されることになった。

したが って、経済 的支払能力 と居住年数 とは、かな り逆

相 関にな る可能 性は高 い。

c,居 住年数(%)

■ ～4年

囲5～9年

目10～14年

間15～19年

膠20年 ～

これは、公社公団が建設分譲 して きた建物 の平均住居

専用面積 の推移 に も関連 して いる。つ ま り、1977年 頃ま

で、平均住居専用面積 は70平 米止 りであ った。 それが、

78年 以降80、90、100平 米 に拡大す る道 の りはそ う遠 く

なか った。つ ま り、建設分譲 され る建物 の1住 居 当 り規

模 は、着実 に拡大 を続 けた。 また、分譲住 宅を競争 的に

供給 す る、多摩 ニュー タウ ン内あるいはその近 隣の民 間

分譲住宅 との競争上必要 で もあ った。現 に計 画区域 内の

民 間分譲住 宅は同時期 の公団分譲住 宅よ りも価格帯 は若

干高 めなが ら、その競争率 は公団 のそれを はるかに凌駕

す るものであ った。 その結果、3LDK以 上の割合が増

加 す ることにな った。 これは、居住 の満 足度を高め る作

用を果た した ことは疑 いえない。



d.居 住 サ イ ズ(%)

膠2DK

■2LDK

閣3DK

㎜3LDK

曲4DK

曽4LDK

薩5DK以 上

他方、家族規模 は、核家族化が進む と共 に、子供 の養

育費 の上昇で子供の平均数 は2人 以下 に下降気味である。

一一つ は、女性 の高学歴化で 子育ての期間の短縮 と、職場

復帰へ の誘因が高 まり、 それが 「少 子化」を促進 して い

るのか も知れ ない。 したが って、最 頻値 は4人 家族、分

布で見 ると、3人 家族が5人 家族よ りも多 いという結果

にな る。最 も、近年の入 居者層は比 較的若 い層が多 く、

これか ら第2子 を計画中 も 「3人家族」 に含 まれて いる

ことも考え られ る。少子 化 とい って も、 子供数 の最頻値

は2人 なのであ るし、子供1人 だけの希 望 は比 較的少数

派 であ る。 これは、将来 的には3LDKク ラスの居住規

模 が必要 スペー スとな ることが考 え られ る。

e,家 族サイ ズ(%)

膠1人

■2人

㎜3人

曲4人

目5人

薩6人

口7人

土地 の高度利用 を一つの方針 と して ニュータウ ン建設

が は じまっていることか ら、集合住宅の比率 は当然高 く

な る。 しか し、付近の 自然や景観 を重視 して、中層 の集

合住宅が一般的であ る。 コ ミュニテ ィーの形成 とプライ

ヴ ァシーの尊重 との間の緊張 は、新 しい街作 りの大 きな

課題であ る。理想的には一 戸建ではあ るが、1次 取得者

に とってその所得制約 はかな り大 きい し、供給 も限 られ

てい る。 で は、多摩ニュー タウンか ら外れた地域 で一 戸

建 を選 択す るか とい う決定 も、教育条 件等 で踏 み切れな

い。 とすれば集合住宅 を購入 して何年 かた った ときに、

経済的負担能力 を勘案 して 「住 み替 えを選択 する」 のが

一般的 となる
。 このよ うな場合、 「永住志 向 が低 く」 中

長期的視点で居住地区 の改善 をはかる、 とい う状況を作

り出す ことは容易 ではない。

f.居 住形態(%)

膠 一戸建て

5%

■ テラスハウス

目 中層(5階 迄)

購 高層

ニ ュータウンに対す る居住満足度を計 るとき、重要 な

変数 になる もの として、 この所有形 態があ る。 これは、

世帯 の経済状態 の代理変数 であ る。 持ち家 と公営借家 と

の比率 が接近 している ことに注 目すべ きだろ う。

9.所 有形態(%)

2生 活する街を選択する要因

■ 持ち家

騨 民間借家

膠 公共借家

居住地の選 択 に当た って考慮す る要因 は、経済力、周

辺環境、将来性 などであ ろ う。ただ し、 その優先順位 は

どうかを確認 してみ る。その ために主 となる理由4っ に

ついて第3順 位 までの比率を求め る。

この調 査結果 か ら、多摩ニ ュータウ ンを居住 地の選択

対 象 と考 え る場 合、 まず、 経済的負担 力か ら考 える とい

うパ ター ンで居住地選択 を考え ることの修正が必要 とな

る。 つま り、多摩 ニ ュー タウンを選択 対象にあげる とい

うことは、他 の選択対象 と比較 して 「け っして安 くはな

い」 とい う事実 を確認 すべ きだろ う。 首都圏西部地区 に

展開 するニュー タウ ン、千 葉などの東部 、埼玉 などの北
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h多 摩ニ ュー タウン選択理由

優先順位

第1位 に反応

第2位 に反応

第3位 に反応

緑の多い環境

31,6

20.9

16,8

居住面積志向

9.5

6.0

6.5

負 担能 力が 適

当

185

14.9

13.1

子育に格好

9.4

13.7

11.1

1選 択理由 と性別

性別

男 性

女 性

便利 さ

7.7

3.9

交通の便

10,3

3.0

広 さ志向

0.0

9.9

111r並 み 整

備

10.2

4.,7

子 育 に格

好

0.0

9.0

代 々居住

12.8

1.9

部 に展 開 してい るニ ュー タウンと比較 して、経済 的負担

は決 して低 くはな い。 しか し、社会共通資本は他地域 と

比較 して完備 して いることか ら見て も、相対的割 高感 は

十分す ぎる くらいに相殺可能で ある。 ニュー タウン内周

辺環境の資産評 価や子女の教育 とい う人的投資の効率性

(公立学校の教育水準、周辺 の教育環境 な ど)が 評価 さ

れて いることは、「子育て に格好」 と いう選 択肢 の比 率

の高 さか らわか る。

また、性別の違 いを見 る と、街 と しての利便性 は男性

にとって重要で あ り、居住性 や子育 てでは女性 にウェイ

トが高 くなっている。性別 の違いが大 きく出ている注 目

すべき項 目を上 げる。

なお、経済 的負 担ゆえの選択に対す る反応は、男女 の

差 はほ とん どなか った。 しか し、上の比較表か ら、男女

でかな り選択理 由が異な って いることがわか る。男性 は

都心へのア クセ ス等の利便性、女性 は子育てや 日々の暮

らしの快適性 とニ ーズの ズ レがあ るが、 この双方のニー

ズをあ る水準 で満足 させ たときに、 この地が選択 され る

のだ ろう。 これを図 に して説 明す る。横軸 に都心への交

通 アクセ スの良 さの水準をとり、縦軸に周辺環境や街区 ・

周辺環境 の良 さをとる。双方 と も高 い水準 の土地や建物

は経済的 に高価 な ものになる。 する と、 家計 で将来的 に

も負担で きる双方 の水準 の組 み合 わせ、つま り 「経済的

制約条件」 は、原点 に凹の曲線 とな る。 次に、女性 と男

性 の土地 と建物 の組 み合わせで等 しい満足を与 える 「等

満足曲線」は図のように、2本 描ける。そして、多摩ニュー

タウンを選択 した家計 は、女性の均衡点aに 男性の均衡

街区周辺環境

0

図表

絆 等齪

8■

↑ ・
経済的制約条件

選択結果は女性の勝利

男性の等満足曲
線

都心 アク
セ ス

点bが よ り近 いか、それ とも均衡 点bが 「全 く無視 され

たか」の いずれかで はないだ ろうか。

次 に、多摩 ニュータウンに居住を選択 した時期 と選択

理由の クロス表 を取 ってみ る。す ると、街区 ・周辺環境

にウェイ トを置 くの は、比較的居住年数の浅い層であり、

居住年数 の長 い層 は逆 に職場近接 にその理由が見 られる。

開発初期 の段階 では、多摩川べ りの工場 や研究所勤務者

が比較的多 か ったのか も知 れない。 あ るいは都心 で も比

較 的近 い、新宿 、渋谷付近 に勤務先 があ ったのか も知れ

ない。私鉄 の多摩セ ンター開通 は京王帝 都が1974年 、 小

田急 がその翌年 であ る。 それまで聖跡桜 ケ丘やその他最

寄 り駅 までバ スを利用 しなければな らず、通勤可能範囲

は極めて限定 されていた。 そ して通勤条件の改善 と同時

に周辺環境の整備 に対す る評価の上昇 を通 じて、大手町

や霞が関 という中心地への通勤者が めだって多 くな って
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j居 住期間と選択理由

職場近接

広い家志向

経済負担力

町 並 み の 整

備

子育に格好

18.7

25.6

17,6

22.5

23.2

:H.4

39.7

41.8

40.0

36,2

28.1

16.7

22.9

20.0

27.5

7.8

8,9

10,4

7.5

5,8

10.9

8.9

7,2

10.0

7.25

尤度比X2乗 値1=79.77(02%有 意水準 を満 たす)

きたが、 それは この10年 間のことであろう。 トレンディー

ドラマの ロケ地 点 としてたびたび使 われだ したの も、 こ

の10年 間 のめだ った出来事 である。交通 の便 の改善 とと

もに、彼 ら都心 通勤族 とその家族 にと って 「距離 で測 っ

た」職場近接 とい う価値 は重要性 を失 い、次第 にその選

択上 のウェイ トが下降 し、 それ より も周辺環境や居住性

の水準の高 さの方が、選択を考慮す る場合 の優先順位 は

高 くな ったと見 てよい。多摩 ニュータウ ンの イメージは

[光 と緑」 だとい う。植栽 や公共施設、 交通 利便 性 も含

めて、着実 に改善 され る都市環境の将来性が 「光 と緑」

を イメージさせ るのだ ろう。

居住期間の長 さと選択理由を クロス表 にす ると、比較

的居住 して まもないグル ープは、 広 いスペースを志向 し、

居住期間の長 いグル ープ は職場接近 や経済的理由をあげ

る比率が高 くな って いる。バ ブルをはさんだ大半 のグルー

プは双 方の理由が複合されてい る。 その点では、住 民の

選 択理 由は時代 と共に変化 して きた といえ る。 それ も、

選 択理 由の ウェイ トが、経 済的理 由や職場近接 とい った

ものではな く、町並 みや居住条件 に移 りつつある。

3住 み心地の良さと暮らしやすさを決定する要因

「住 み心地 の良 さ」 と 「暮 らしやす さ」 とは、 同 じも

のだろうか。実 は違 うので はないか とい うことをグ ラフ

図1.住 居満足感 と暮 らしやすさの比 較
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大 満
変 足
満 し
足 て

い
る

図 住居満足感(%)

普
通
で
あ
る

㊧ 街の暮 らしやすさ(%)

で 確認 して み る。

これ は、

不満

で
あ
る

大変

不満

で
あ
る

2っ の概念 を次 のよ うに区別 してみる ことで

解釈 できるだろ う。「住 み心地 の良 さ」 とは、 建物 の居

住性 や近所っ きあいなどの近 隣 も含 めた生活空 間的要素

が強 い もの、「暮 らしやすさ」 とは、 シ ョッ ピ ングや医

療施設 とい った もので代表 される生活 の利便性や、公園、

学校、公共施設 とい った もので構成 され る多摩 ニュータ

ウン全域 を考慮す る空間要素 の強 い もの と、 ここで は定

義 しよう。多摩 ニュータ ウンはこの定義か らす れば、ず

*1統 計的検定 を実行す る場合、統計量が正規分布 に し

たが うとい う条件 を前提 にで きな い場合がある。 しかし、

統計量の対数化を はか ることに よって、正規近似が ある

程度可能 になる。 その対数化 したπ2棄 値 を検定の使用

した値。
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いぶん 「暮 らしやす さ.1は 向上 した。 しか し、住み心地

はどうだろ うか。 居住 性の良 さや 「街 と しての成熟 度」

などにっいての検討が必要だ ろう。

(1)住 み心地の良 さの決定要因

以降で は、住み心地の良 さと関連す る要因の発見を行

う。具体的 には、住み心地の良 さは 「住居満足感」で、

代表 させ た。

k.住 居満足感(%)

膠 大変満足

■ 満足 している

囲 普通である

目 不満である

麟 大変不満である

これに関 しては、 回答 者の多 くは中間的な答 えを して

い るが、大 変満足 してい る、満足 して いるを 「満足 して

いる」に統 合化(28%)し 、それ以外を中間的回答 もふ

くめて 「満足 して いな い」 に統合化(78%)し て検討 し

てみ る。

生活空間的特 性 と住み心地の良 さ(=満 足感)と の関

係を クロス表に してみ よう。生活空間的特性 として は、

住居形態、近所付 き合 いの有様、住居 の所有形態、居住

面積 と構造設計条件、駐車場 の現況が挙 げ られ る。 これ

らとの関連 を順次見てみ よう。

1)住 居の形態 と住み心地の関係

住居の形態 との関連度を検討す ると、下の ような結果

にな る。

この結果を見 ると、1戸 建て とそれ以外で は、反応 の

違 いが明確であ る。 この違 いはニュータウ ンで住居建設

す る場合 に非常 に重要 な結果で ある。す なわ ち、集合住

宅 の住民 は、住 み替 え意欲が強 いので はないか とい うこ

とが推測 され る。

2)つ きあい方 のうまさと住 み心地 の関係

集合住宅 に対 する満足度 は、近所つ きあいや共 用部分

の管理 をめ ぐってさまざまな状況 が展開 される。 団地 内

の共 同作業 や行事 に対 して積極 的にコ ミッ トす るグルー

プ と消極 的なグループ、無関心 を装 ったり忌避するグルー

プ もあ る。 しか し、集合住宅 の場合、 その態度 をあか ら

さまにする ことの リス クは大 きい。 住居 の独立 性があ る

程 度保たれ る構 造が好まれ る理 由の一端 は、 そ こにあ る

と思われる。近 所つ きあいでは うま くい って いると答え

た割合は 「どの場合 も過半数 に満たない」 ことに、注 目

すべ きだろ う。 圧倒的多数が 「新住民」 であ り、生活に

必要な医療、 消費、教育な どに関す る付 近の情報を得 る

たあに も、近 所 とのっ きあ いはある程度不可欠であ る。

新規の居住者 ほどこれ らの情報のニー ズは高 い。 しか し、

「新住民」同士のっ きあい方の 「万能ル ール」 な どは な

い。っかず はなれずの 「うまいつ きあ い方」を求めて、

試行錯誤を永遠 に繰 り返す ことにな るのだ ろうか。村落

共同体 のような リジッ ドで、 それ ゆえ息詰 ま るよ うな

「しばり」 もないが、無定見で ア ドホ ックなっ きあい方

1住 居 の形態

住居の形態

満足 している

満足 してはいない

言1・

一 戸建

61,0

39.0

100,0

テ ラスハ ウス

:15,3

64,7

100.0

5階 以下の

中層

26.1

73,9

100.0

高同

29.3

70.7

100.0

m っ きあい方 の有様

つ きあいのイ丁様

満足 してい る

満足 してはいない

うま くい ってい る

46,1

33.1

普通

53,1

66.1

うまくない

0,8

0,8

計

100.0

100.0

尤度 比x2棄 値=12.57(・0.2%有 意水 準 を満 たす)
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n住 居の所有形態

住居の所有形態

満足 している

満足 していない

計

持ち家

40.6

59.4

100.0

民間賃貸

4,5

95.5

100.0

公営賃貸

18.3

81.5

100.0

尤度 比 κ2乗 値=58.71(0,1%有 意水 準 を満 たす)

o居 住面積

広 さ

満足 して

いる

満足 して

はいない

剖 ・

2DK

13.0

87,0

100.0

2LDK

20.7

79.3

100.0

31⊃K

15.3

84.7

100.0

3LDK

37.4

62.6

100,0

4DK

28.6

71.4

100,0

4LDK

50,0

50.0

100.0

5DK－

64.3

35.7

100.O

尤度 比X2乗 値=9:3.56(0,1%有 意水 準 を満 たす)

が時間軸上 を移動 して いるような生活空間が展開 されて

いるのか も しれない。「付 き合 い方 に失敗」 した り、「付

き合 いを忌避」す ることは、集合住宅で は、「住み替え」

の根本的要因 を作 り出す。た とえ、ニ ュー タウ ンか ら離

れた くな いと して も、新 しい分譲や、質の高 い中古物件

を捜 しに不動産屋へ と足が向 く。

3)住 居の所有形態 と住み心地の関係

さて、住み心地を決定す る顕著な要 因は所有形態であ

ろ う。経済的制約が働 くと して も、住居のサ イズや間取

り、外観、立地場所、階数な どであ る程度選択 の 自由度

が働 く分譲 と、そ うでな い賃貸 とのあいだの溝はかな り

深い と見て よか ろう。

持ち家 と賃貸で は、居住満足 度の点 で統 計的に見て有

意な差 が観 測 され る。ただ し、持ち家 で も約60%あ ま り

の回答 者が、満足 していない ことは注 目すべ きだろ う。

また先 の結 果 とも関連 させ ると、 集 合住 宅 の分譲 で は

「っ いその棲み家」意識 が容 易に出て こな くて、 住 み替

えの機 会を常 に求 めてい る姿がそ こに見 られる。それは、

広 さなのか、 それ とも構造 や設計 などの要 因による もの

なのだろ うか。

4)居 住面積 や住 居構造と住み心地 の関係

まず広 さで検討 してみよ う。戦後、住宅 の質 は着実 に

改善 されて きた。質 の中には洋風化 と規模 の拡大 が当然

含 まれ る。興味深 いの はどれ くらいの規模か ら満足度が

上昇す るかで ある。

これを見 ると、4LDKを 境に満足度の傾向に差がで

て くる。前述のよ うに、公社公団は平均居住面積の拡大

を計画に盛 り込んで きたが、住生活の充実が市民の要望

とな って きた こと、 直接 ライバル とな る私企業で も、分

譲がかな りの居住面積 を売 り物に しだ した こともあ り、

4LDK以 上の ワイ ド版 の売 り出 しに シフ トしだ した。

しか し、老朽化 しだ した団地の場合 はそ うはいかない。

「賃貸 ×老朽化 ×狭さ」 の累乗 が住居満 足度 の低 下 を加

速 させてい る図式 が、4LDKを 境 に して満足度の逆転

か ら推量で きる。

次に、構造や設計 に関す る不満 との関係を見 る。その

際、扉な どの立 て付 け、 防音への配慮、 水周 り、徽の発

生、収納な どの不満 の有無 で構造 や設計 の不満を合成 し

た。その結 果、 これ らの構 造や設計の欠 陥 と居住満足度

との関連 は、統計的 に見 て有意な結果 がでた(尤 度比x

2棄 値=41.53(0.1%有 意 水準 を満 たす))。

5)駐 車場 の現況 と住 み心地の良 さ

多摩 ニ ュー タウンは車 中心の社会 を構成 してい る。 そ

の点では都 区内の他 の地域 とは違 った特性付 けがで きる。

自動車 の普及 は駐車場 の需要 を高 め る。 多摩 ニ ュー タウ

ンの建設 当初 は車社会 の到 来が始 ま ったばか りであ り、

その頃居住 して きた住民にとって自動車は高嶺の花であっ
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P駐 車場の有様

野上:1〔場 σ)イ」'杓ミ

満足 している

満足 しては

いない

計

100%完 備

42.4

57.6

100.0

抽選の眺 中1場

22.6

77.4

100,0

蝪」三中1↓易な し

24,0

76.0

100,0

尤 度 比x2釆f直=29,:33(o.[%イ ∫意ノk準を満 たす)

た。 また、近隣住区 に必要 な商業施設 や医療施設 は優先

的 に整備 され た。 その頃人 口 も少 な く、大規模店舗 の立

地 などは望むべ くもなか ったか らである。 そ して、駅 前

はただの通過地点で、通勤用 の自転車 やバスの保 管場 所

やター ミナルで しか なか った。駅前 が現在 のよ うな、大

規模商業集積地 と して の顔 になるのは、10年 位 の歳 月が

必要 だった。 とすれ ば、普及率 も低 く、公 団公社 も駐車

場 を敷地内 に十分用意する必要 性を特に感 じてはいなか っ

た。事実、敷地内100%確 保 された駐車 場 の団地 は、 駅

前 の本格的開発 と同時 か、幾分後 の殆 どバ ブル期以 降の

分譲 である。 その前 は、抽選 で限 られた車庫の取 り合い、

もっと古 くは敷地 内車庫 ゼ ロとい う地 区 もあ り、 路上駐

車 が放置 されている。

この分析結果 は、駐車場 の完備度 と、住居満足 度 との

関連度 が高 い ことを示唆 して くれ る。 多摩ニ ュー タウン

は 「車社会」 である。人 的ネ ッ トワー ク作 りも子供 の教

育投資 も 「車」 を介 して行 われる。 全面積2200ヘ クター

ルの広大 な面積 は、2本 の私鉄、 何系統かの市 バ スで、

交通需要が十分 まかなえるわけではない。 したが って、

居住地 に選択 した時点 か ら車 の購 入 と主婦に とっての運

転 免許 が必要 になる。

(2)暮 ら しやす さを決 定する要 因

では、暮 らしやす さ、 あ るいは生 活の しやすさ(利 便

r周 辺環境

q.街 の暮 ら しやす さ(%)

脇 大変暮らしやすい

■ 暮らしやすい

国 普通

目 住み に くい

■ 大変住みにくい

性 ・快適性)に つ いて考 えてみよう。 ここで は、暮 らし

やす いという回答が圧倒的 に多 い。 そこで、 「大変 暮 ら

しやす い」「暮 らしやす い」 を統合化 して 「暮 ら しや す

い」、それ以外を 「そ うで もない」 に統 合化 す る。 決定

す る要因 と しては、居住地選択理 由、必要 な周辺施設、

公 共施設利用頻度、騒音公害 の有無、交通 に対す る不 満

理 由、居住年数 をあげた。

1)住 居選択理由 と暮 ら しやす さの関係

まず、多摩 ニュータ ウンを居住地 に選択 した理 由との

クロス表を とる。居住地選択 の優先順位 との関連 が非常

に強 い。 ここで、居住地選択 の理 由を、回答 パ ター ンか

ら、「周辺環境」 を表現 する3っ の集合 に統 合化 した。

すなわ ち、「自然 ・景観 ・育児」「通勤 ・経済」「その他 」

であ る。 この結果、暮 らしや すさと 「自然 ・景観 ・育児」

周辺環境

暮 らしやすい

そ うでもない

計

自然 ・」i[観・育

児

74.9

25.6

lOO,0

通勤 ・経済

68.5

31.5

loo.o

その他

64,6

35.4

loo.o

尤度 比x2乗 値=6.55(3%有 意 水準 を満 たす)
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の関連が高 い こと、「通勤 や経済」 がそれ に続 くこ とが

わか る。

2)近 隣施設の要求 と暮 ら しやす さの関係

次 に、ハ ー ド面を中心 と した施設環境 に対 して は、 ど

のよ うな評価を下 して いるのか。近隣に欲 しい施 設を い

くっかに統合 して、 分析す る。 この クロス表結果 は、施

設欲求 が暮 らしやす さとは 「独立」 な変数 であ ることを

示唆 してい る。 これは、以下 の施設 にっ いて住民 の大半

が欲 しい と感 じてい るものは、利便性 にっ いての評価 と

は 「独立」 である とい う ことを意 味す る。 す なわ ち、

「歩 いていける」食料 品店、銀行(の 出張所 も可)、 郵便

局 に対す るニーズが高 い。 食料 品店 にっ いて は、注釈が

必要で ある。つ ま り、早朝 ・深夜営業の コ ンビニエ ンス

ス トアのことを意味 しているのであって、 ワ ンス トップ

シ ョッピングで きる一般量販店(GMS)に 客を奪 われ

て、衰弱 しっづ ある近隣住区 の店舗で はな い。

3)公 共施設の利用頻度 と暮 ら しやすさの関係

さて、多摩ニ ュータウ ンは至 る所 に公園が設置 されて

s近 隣施設の ニー ズ

いるが、 自由時間の比較的豊富 な主婦 や老人 の欲求が強

い図書館や公民館、 コ ミュニティーホール施設 も比較的

充実 して いる。 これ らの利用頻度 との関係 をクロス表 し

て みる。す ると、利用頻度 との関係を クロス表 してみる。

す ると、利用頻度の高 さと利便性 との間 に高 い関連度を

発見で きる。 とい うことは、周辺環境を うま く利用 して

いるか どうか は、暮 らしやす さな どの利便性を左右す る

と考えてよか ろう。 その際、 アクセ スの良 さと、施設の

規 模 との トレー ドオ フが発 生する。 基本的に は、多 目的

かつ大 規模 な施設 を重点 的に集中化 す るとともに、ア ク

セ スの容易 性が重要 な老人 や幼児 向け施 設は、小規模 に

点在 させる立地 の工夫 が必要 であろ う。

4)騒 音公害 の有無 と暮 ら しやす さの関係

次 に、騒音 との関係を ク ロス表 に してみよ う。騒音 は

集合住宅で はステ レオ、 カラオケはい うに及 ばず、水洗

トイ レや フロー リング固有 の建築内騒音 もあるが、団地

敷地内の モーター騒音、道路側で は交通騒音 もある。 さ

て、騒音 に悩 まされて いる割合 は回答者 の40%で ある。

この割合を低 いと見 るか どうか よりも、暮 らしやす さに

対 してあ る有意水準で影 響を与えて いる事実の重みであ

施設欲求

暮 らしや

すい

そ うでも

ない

食 料 品lll「

釘曼f了・]耶イ更

局

53.13

56.63

飲 食店 ・

〒書店

17.43

15.66

ス ポ ・一 ツ

セ ン タ ー

6.41

4.82

ll輌役 所 ・

出張所

6.58

8,03

その他

16.45

14.86

刮 ・

100.0

100,0

尤 度 比X2乗 値=2.32

t公 共施設利用状況

利用状況

1暮らしやすい

そ うで もない

計

良 く利川

81.4

18.6

100,0

ときどき利川

70,5

29.5

100.0

利川 しない

63,0

37.0

100.0

施設 な し

75.4

24.6

100.0

尤 度 比x2乗 値=15.86(0.1%有 意水 準 を満 たす)
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る。周辺環境が騒音で乱 され ることの重大性 は、十分注

目すべ きで あろう。多摩 ニュータウ ンが その目的 と して

安全で快適で健康な居住地 を供給す ることであるとすれ

ば、無断駐車 や騒音公害 のような類 の、 なん らか の規制

策で、 あるいは話 し合 いで解決可能 な問題 に対 して、 ど

のような姿勢 で住民が臨 むのかは、街作 りの出発点で も

あろう。

時間を観察すれ ば、開発初期 の住民 と層が異 な り、都 心

通勤者が圧倒的 な割合 を占めている。大量輸送機 関の増

便が是非 と も必要 なのではないだろ うか。 また、駐車 場

の少な さは路上駐車が多 い ことと無関係で はない。多 摩

ニュータウ ンが 「車社会」 を前提 と して動 いている とす

れ ば、駐車場 の確保、増設 の計画 作 りが現在以上 に西部

地区 の中心 になる ことが予想 されているの だか ら、 「早

急 に実現」 すべ きだろ う。

5)交 通 に対 する不安理 由と暮 ら しやすさの関係

6)居 住年数 と暮 らしやすさの関係

多摩 ニュー タウ ンの都心 への通勤通学上 の不便 さは、

時間的 には次第 に解消 されつつあるが、人 口増加 で朝夕

の ラッシュはい っこ うに解消 されてはいない。 あるいは

年 々悪化傾 向にある。交通 に関する不 便さを統合すると、

下 のよ うな クロス表が で きる。有意水準 が発見 で きない

くらい 「誰 もが不便 を感 じてい る」 ことに、着 目すべ き

だろ う。 とくに、電車 やバスの本 数、 それゆえの混雑、

それゆえの車依存度 の高 さと駐車 場の少なさ、 これはみ

な無 関連 で指摘されてい る項 目ではな く、一定 の因果関

係の もとで語 られる不便 さであ る。多摩ニュータウンが、

ニ ュー タウン開発の模範例 であ るという開発当局の主張

に対 して、おおかたの住民の交通問題 に対す るこの不満

はどう解決すべ きなのか。職住近接をかかげて、事務所

を多摩に移転 させ ることは、大量輸送機関が不十分であ

る し、用地取得の点で現実的で はな い。朝夕の ラ ッシュ

U騒 音公害

さて、 では、 ニュー タウンの住み良 さは、居住年数で

変化するのだろうか。居住年数が長い住民ほど、多摩ニュー

タウ ンの開発 の スピー ドも充実度 も十 分認 識 して いる。

バ ブル期以前 には、多摩セ ンター駅周辺 で も夜の8時 過

ぎには人通 りも途 絶えて、寂 しさや佗び しさが漂 って い

た。 ところが昨今は百 貨店や ア ミュー ズメン トビル、 ホ

テルが林立 し、都会的雰囲気が駅周辺を包 んで いる。 と

すれば、 都会的利便性 につ いて は評価が高 いので はない

か とい う推 測 も可能で ある。 しか し、 予 想 に反 して 、

「居 住年 数が短 いグル ープ」(既 に、都会的施設が開業 し

てか ら越 して きた住民層)も 、「居住年 数 が長 い グル ー

プ」(多 摩ニ ュータウ ンの都市的成長 を 目の辺 た りに し

て きた住民層)も 、 それ以外 のグループに比較 して、 相

対的 に住み良 さの評価 は高 くない。 む しろ、都市的成 長

夜に騒音で眠れない

暮 らしやすい

そ うで もない

ある

36.:ヨ

47.2

ない

63.7

52.8

計

100.O

100,0

尤度 比X2乗 値=8.62(0.3%有 意 水 準を満 たす)

v交 通問題

交通不便

暮 らしやす

い

そ うで もな

し、

本数が少

ない

24.1

28.1

時間帯が

短い

6.7

8.1

混雑がひ

どい

12.5

11.2

駐車場が

ない

17.1

12.4

その他

39.6

40.2

計

100.0

100.0

尤度 比X2乗 値=4.34
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w居 住年数

居住年数

暮 らしやす

い

そ うでもな

い

計

4年 以内

68.9

31.1

100.0

9年 以内

71,4

28.6

100.0

14年 以内

73.4

26.6

100.0

19年 以内

71.0

29.0

100.0

20年 以上

68.2

31.8

100.0

尤 度 比X2乗 値=1.25

X住 み心地 の良 さ

住み心地の良さ

多摩NTに 定住 したい

定住 したぐない

計

よい

90.2

9,8

100.0

そ うで もない

78.5

21.5

100.0

尤 度比x2乗 値=15.26(0.1%有 意 水 準 を満 たす)

の メ リッ トを最 も享受 して いるの は、バ ブル期 をは さん

で入 居 して きた住民達 なのであ ろう。それよ り居 住年数

の長 い住民層 は、居住地域 も駅か ら相対 的に遠 く、周辺

施設 も不 足かあ るいはあって も老朽化の程度 が進 んでい

ると考 えたほ うが良 いのか もしれない。 また、最近越 し

て きた住民 は、 「近 隣っ きあい」 への とまど い、 周辺環

境 の順応性 に対 す る自信 の無 さ、情報 の不足や期待 と現

実 のギ ャップの高さな どか ら、かれ らの経済的負担 と享

受で きる環境 とのバ ランスが うま く取 れて いないのでは

ないだ ろ うか。 あるいはそのバ ランスの故 にセカ ン ドベ

ス トの家 を購入、 あるいは賃貸 することで不満が顕在化

して いるのだろうか。今 こそ、不満 を構成す る要因 の抽

出 と詳細 な分析が必要 なのではないか。

4愛 着から定住へすすむ条件

愛着 は、住 み心地の良 さと暮 ら しやすさとの複 合生産

物 ではな いだ ろうか。 そ して、 この愛着が多摩 ニ ュー タ

ウ ンへの定着 を決意 させ る。

住居 に関す る満足感 で代 表 され る 「住み心地」 につ い

ては、最頻値 が 「普通 であ る」 とな り、周辺環境 で代表

される 「街 としての暮 らしやす さ」 について は、最頻値

が 「満足 である」 とな っている。す なわち、周辺環境 を

考えた街全体 に対 する評価 が、 自宅 を含む生活空間の評

価 より高 い。 そのことが住民 の定住意識に どの ような影

響を与 え るだ ろうか。 あ るいは、 住み心地 と暮 ら しやす

さの どちらと定住意識 は関連 して いるといえるだろうか。

ところで、定住を決意 させる要 因は一体何だ ろうか。

クロス表で分析 した結果 を見 る と、 性別で も、住 居の形

態で も、住居の所有形態 で も、住居 スペースで もない。

そ うではな くて、周辺環境 であ り、近 所つきあいであり、

居住.年数 なのである。

1)住 み心地の良 さと定住意識の関 係

まず、住 み心地の良 さとの クロス表 をとると、住 み心

地 は悪 くないのに、定住 した くな い、 もっと違 うところ

に住み たいという回答が、10%位 あった し、逆 に、住み

心地 はそ うで もないのに定住 した いと答 えた層が、79%

弱 もいる。後者 について は、現在 の居住空間に は満足 し

て いな いが、で きれば多摩ニ ュータ ウン内のとどまって、

住み替えを と考えている層 がかな り多 いことを示唆 して

いる。 したが って、定住志 向と現在 の居住満足 度 とは、

ダイ レク トにっなが らない可能性 があ る。逆にいえば、

周辺環境 の改善が次第 に進 みなが ら、 建物の老 朽化 とメ

ンテナ ンスの遅れな どか ら、住民 の居 住性の改善 が周辺

環境 の改善 に、十分キ ャ ッチア ップで きていない とい う

問題点が浮 き彫 りに され る。周辺環境 の改善 と居 住条件

の改善が、破行的に進んで ゆ く状況 にあ るとい うことだ

ろう。そ のギ ャップに苦 しみだす前 に有効 な対策 が必要
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で ある。 しか し、賃貸住宅、分譲集合住宅 の順 にそれが

困難で あることが、建て変え時期 に来 ている公営住宅 や

集合住宅で おきて いる トラブルか ら容易 に推察 で きる。

は、個人 の選 択の枠外であ る。 したが って、定 住への意

思決定 は、 「予件」 と して の周辺環境 に対 す る評価 に、

強 く依存 す ることがわか る。 さて、個別の項 目との検討

にはい ってゆ こう。

2)暮 ら しやす さと定住意識の関係

3)周 辺環境選好順位と定住意識の関係

っ ぎに比較 す るために暮 らしやす さとの クロス表を と

ると、住 み心地 の良 さよ りも幾分 関連 性の強 さが明確に

なる。 つま り、近年 に居住 した層 ほ ど周辺環境 の良さが

選択要 因 としての ウェイ トを高 め、逆に経済的制約や勤

務地 までの距離 な どの要 因の ウェイ トは下降傾向にある。

周辺環境 の良 さを居住地選択 の最 大決定要因 と した世帯

は、年 々整 備 され る周辺環境 に対 して、選択が間違 って

はいなか った という意識 は強 い。 彼 らにとって、周辺環

境 が定住志 向 に与 え る影響 は大 きくなって ゆ く。

この結果 は何を意味 してい るのか、 さ らに検討 してみ

よう。繰 り返 して強調 した いが、定住志向 は、住 み心地

といった現 に居住 してい る住居特性 などの居住空間の満

足度 よりも、暮 ら しやす さ、住みやす さといった周辺環

境の利便性 に対 する満足度 との関連が 「相対 的に高 い」

ことを、 この調査結果 は示唆 して いる。 その理 由は、経

済的制約が ク リアで きれば、居住空 間の満 足度 は 「住 み

替え」な どの選択行動で コ ン トロールす ることがで きる。

ところが、周辺環境、 といって も多摩 ニ ュー タウ ン全体

の街区特性(あ るいは中心街 の利便性、交通利便 性など)

この結果 は、職場 の近接性 や、街 に対す る親近性 より も

所得制約で多摩 ニュータ ウンを選択 したグループでは、

定住志向が若干薄 れるが、周辺環境 の評価が高 いことで

この地を選択 したグループの定住志 向は高いと見てよい。

経済的制約で この地 を選択 した層 は、経済的条件 がそろ

えば、住み替 えや移住 を望 んでいる ことになる。 しか も

周辺環境 に対 する評価 がそれほ どで もな ければ、 「物価

も相対的 に高 い」多摩 ニ ュータウンか ら比較 的安 い相模

原地域へ の移住 を検討 す る場 合 も多い。

4)つ きあい方 の評 価と定住 意識 の関係

近所 とい って も、車社 会で はかな りの広域 で交際範囲

を考 えてよい。 も し、趣 味や スポー ツ、子供 の関係な ど

のネ ッ トワー クに入 り込め ない場合、近隣 とのっ きあ い

に限定 されよ う。 しか し、車の運転が この地 域では不可

欠であ り、 その分つ きあ いの輪 は広 くな ると考えて よか

ろ う。 とすれば、 ネ ッ トワーク作 りや維持が不得手の人

y暮 らしやすさ

暮 らしやす さ

多摩NTに 定住 したい

定住 した くない

暮 らしやすい

87.8

12.2

そ うで もない

67,1

32.9

尤度 比 冗2乗 値=49.75(o.1%有 意 水 準 を満 たす)

z-1周 辺環境選好順位と定住意識

周辺環境

多摩NTに 定住

定住 したくない

言1・

自然 ・景観 ・

青り己

87,3

12.7

100.0

通勤 ・経済

76,7

23.3

100.0

その他

77.2

22.8

100.0

尤度 比x2乗 値=16.07(0.]%有 意水 準 を満た す)
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にとって は、定住志 向はそ う高 くはな らないと見 てよか

ろ う。仮 に、居住 区でのつ きあいになん らか の齪臨 をき

た したと して も、住 み替 えな どでど うにで も局面 の打開

は可能で ある。 したが って、 この場合 のつきあいは多摩

ニュータウ ン内 の広域範 囲で考え るべき ものか も しれ な

い。 とすれば、 これ も 「一種 の周辺環境」 と考え るべ き

だろう。

5)居 住年数 と定住意識 との関係

これは、 きれ いな傾向 を示 して いる。っ まり、居住年

数が長い ほど定住志向が強 くなる。 これを どう解釈す る

か。一 つは、愛着がでて くることも考え られ る。

しか し、 所得制約やっ きあ いの関係 もその要素 となろ

う。 つま り、 ロー ンを新 たに組み直 して新規住 み替 えを

行 う決断が、年 令 と共に困難 にな って くるし、 つ きあい

の範 囲 も次第に限定 されて くる。あ るいは行動範 囲が次

第に狭 ま って くることも考え られ る。 新たな土地 で1か

らっ きあいを始 め る煩 わ しさを考えた場合、 いろいろな

不満 もさる ことなが ら、 定住志 向が強化 されることが考

え られる。

む しろそれよ りも、居 住年数 が下 がるほど、定住志向

も下が る傾 向に注 目すべ きだろ う。 これは愛着が沸 かな

z-2っ きあい方 の評価

いか らだろ うか、 それと も別 の要因 が働 いてい るのだろ

うか。一 つは、繰 り返す が、比較的若 い世帯 はその経済

的制約 か ら、 セカ ン ドベス トの選択 をせざ るを得 ない。

居住性 よ りも、街 区特性 を選択 したか らである。経済力

のある ミドル層 はロー ンの条件か らして、新規分譲 にい

と も簡単 に飛 び付 ける。 しか し、すで に高年令化 した層

は、子供連 も独立 し、新規 ロー ンの条件 も年令上悪化す

るため、住み替 えの誘因 は低 くな るとみ てよい。 とすれ

ば、古 い集合住宅 ほど、若年の1次 取得家族 と、子供が

独立 した高年令家族 とで、 ミドル層が存在 しない 「世代

断絶型団地」が至 る所でで きつつあ るとみて よい。

計画人 口に までかな りの差があ る。なぜ、多摩 ニュー

タウンを選択 しな いのか、あ るいはで きないのか、また、

居住先 と して選択 した人達 が愛 着を持て ないとすれば、

どこにその原因があ るのかを、 計画 か ら20年 という月

日が流れ、よ うや く 「都市」 と しての顔が見えて きた現

在 検討すべ きだろ う。定着志 向が回答者 の82%弱 だか

らという理 由に定住する ことは、開発 当局に許 され るこ

とで はない。

6)定 住意識決定要因 の強 さの比較

多重 ロジステ ィック分析 で、定住意識決定要因 の強さ

つきあいの有様

多摩NTに 定住

定住 したくない

計

うま くい ってい る

89.5

10.5

100.0

普通

77.7

22.3

100.0

うまくない

42.9

57.1

100.0

尤度 比 κ2乗 付=25.30(0.1%有 意 水準 を満 たす)

z-3居 住年数

居住年数

多摩NTに

定f]三

定住 した く

ない

計

4年 以内

71,4

28.6

100.0

9年 以内

82.2

17.8

100.0

]4年 以 内

83.3

16.7

100.0

19年 以内

88.0

12.0

100.0

20年 以上

89.8

10.2

100,0

尤 度 比 κ2乗 値・=17.83(0,1%有 意水 準 を満 たす)
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を比較す るために、次 のような推計を した。

定住意識=J(住 み心地、暮 ら しやす さ、女性年令、男

性年令)

その結果 を表 にす る。

定数項 の高 い平均値(こ れ は回答者 の定住意識が高 い

とい う証拠)を 除外 して、暮 ら しやす さが定住意識 の核

になっていることが、 明確 になる。っ ま り、多摩住民 は、

居住性 よ りも、街 区環境 の整備水準が一層促進す るだろ

うとい う、 その将来性 に賭 けて いるのだろ う。 また、住

み心地 も定住意識 に強 い関連性が ある。 これ も今 まで検

討 して きた ことで確認 できる。 そ して興 味深 いのは、女

性 の年令構造 が有意 で、男性 の年令構造 か有意 でない こ

とであ る。女性 が暮 らしの中心 だか らこそ、多摩 ニ ュー

タ ウンに対 する色 々な面 か らの評価 も明確にな り、 それ

が定住意識 を決定 しているのだろ う。 カテ ゴ リーの構 造

をみてみる と、次のよ うになってい る。

子育 てに忙 しい23歳 か ら39歳 の女 性で評価 が厳 し

い。 これは、多摩 ニ ュー タウンでの生 活に慣 れていない

とい うよ りも、住み心地の点 での評価 が含 まれて いると

考 えてよか ろう。 都心へのア クセ スの不満、住居 の狭さ、

多重 ロジステ ィック回帰係数 の推 定値

子育ての大 変 さ、な ど生活時間や空間の 自由度の低 さな

ども手伝 って この ような結果 となったのだ ろう。比較的

若 い女性層に支持 され、 しか も世代を越え たっ きあ いが

生 まれ る街への進化が期待 される。 そのためには、 どの

ような街作 りをすべ きな のだろ うか。住民 と行政の意見

交換や 日常的 な協力関係が望 まれる。

あ らゆる年令層 の住民が、 街の経済 を担 い、街の文化

を作 り上げ るところに、街 の未来 はあるので はなか ろ う

か。言 い換え ると、街 に必要 な公共 サー ビスを支え る税

収入 と街 に蓄積 される文化 を着実 に継承 させ てゆ くメカ

ニズムが作 り出されなければ、街 の生命 は早晩枯 れて し

ま うだろう。

団塊 の世代 が圧倒 的な この人工都市 の高齢化 は、 いま

のままで は恐 らく圧倒的早 さで進むだろう。ライフステー

ジで着実 に進 む家族 の減数 分裂、その減数分裂 で分離 し

た若 い世代 が、多摩 ニ ュー タウンを選択 しない、 あ るい

は選択 できない要 因を今 の うちに取 り除かないか ぎり、

多摩 ニ ュー タウ ンは シルバ ータウンに様 変わ りす る日は

近い。 スープの覚 めない距離に世代を越 えた共生 が成立

す る基盤 はあるのだ ろうか。 しば らく、家族に焦 点を当

ててみよ う。

説明変数

定数項

住み心地

暮 ら し一やす さ

女性年令

男性年令

自由度

1

1

1

5

4

尤度比X2乗 値

62.05

7.U

26.86

12.50

6.60

有意水準

0.0001

0,0077

0.0001

0.0285

0,1588

多重 ロジステ ィック回帰係数の推定値

女性の年令区分

22歳 まで

23-29歳 まで

30-39歳 まで

40-49歳 まで

50-59歳 まで

60歳 以上

回帰係数

0,095

一1
.093

一7 .789

一〇
.394

1,0779

8.1031

尤度比X2乗 値

0.03

5,21

0.338

1,73

6,38

有意水準

0.871

0.025

0.019

0.188

0.011

206都 市社会の生活と意見



5子 育 てと社会参加、 そ して世代 間共生

多摩 ニュー タウ ンの夫人 たちの学歴 はおそ らく東京都

の平均 よ りも若干高 いだろ う。 都心 を通勤先 とす る、 そ

の配偶者 の学歴 が高 い こととおお いに関連 している。 こ

の ことは、子育 てに対 す る関心 と同 じくらい自己啓 発、

社会参加 にたいす る関心 が深 いと考えてよい。

現在、特種合計 出生 率の低下が問題にな っているが、

多摩 の住民 は子育 てに どの ような意識を持 ってい るのか

を分析 す る。 つ ぎに子 育て と、あ る時期おそ らく時 間的

に競合す るであろ う社会参 加 ・自己啓発 との関係 を分析

す る。そ して、子育て と社会参加 にあ る程度距離 を置 き

だ した とき、世代間の共生や遺産相続な どに対 して どの

ような意識 を とろうと して いるのかを分析 してみ る。

1)子 供の超過需要曲線

現実の子供数 と理想の子供数 の差 をとって子供の超過

需要が プラスか マイナスか で分類 する。子供が多す ぎる

(マイナス)と 答 えた人 の割 合は、非常 に少 な い。 ち ょ

うどよいが過半数 を越 え、 もう一 人欲 しい(プ ラス)が

35%も いるo

上 の結果 を、 もっと子供 が欲 しい(超 過需要)グ ルー

理想子供数 マイナス現実子 供数

プ とそれ以 外(ち ょうどよい も含 む)の グループに分け

て分析 してみ る。財 の需要が価格 の関数 であるよ うに、

子供 の超過 需要 曲線 は、 さまざまな要因 の心理 的 ・経済

的費用 の関数 となる。

この結果 を解釈する。 まず、子供1人 にかけ る時間 と

費 用をかな り高い水準 に維持す る ことが、投 資財(た だ

し回収までの期 間は長 く、 回収 するのは子供 であ るが)

の質を上げ るための必要条件 である。 したが って、経済

的制 約が存在す るか ぎり、子供数 と一 人当 り投 資額 は ト

レー ドオフの関係 とな る。 また、子育 て時間が 自分の 自

由時間 と、 トレー ドオ フの関係 にある ことがは っきり し

て くる。経済的負担や住居スペー スの重要性が、相対的

に低 く出て いることに注目 したい。 さて 自由時間 と子育

ての時間が競合関係にある ことがわか ったが、有職の女

性か無職 の女性か という分類 と、子供の超過需要 との関

係を見 る。

これ は、限 られた時間を さまざ まな活動 にど う配分 し

て ゆ くのか。 まさ しく典型的な経済学の問題で ある。 市

場で価格 のっ け られ る活動ばか りで はないため、家庭 を

切 り盛 りする主婦層 の意思決定 に依存す る。つ ま り最適

化問題で、 それぞ れの活動 に対す る時間配分 の機会費 用

を主婦 がど う設定す るかで ある。 その中で も興味深 いの

は、市場 で取 り引きされる労働時間 と、取 り引 きされな

4人 多

い

0,1

3人 多

い

0.1

2人 多

い

1.6

1人 多

い

3.2

ち ょ う

どよい

52.3

1人 欲

しい

35.1

2人 欲

しい

6,6

3人 欲

しい

1.0

計

100,0

子供の超過需 要マ イナ ス要因

現 在 よ り

子供が

も っ と 欲

しい

も う 十 分

だ

剖 ・

経 済 的 負

担 が 大 き

い

39.0

61.0

正00,0

住 居 ス

ペ ー ス が

不十分

31,9

68.1

100.0

自 分 の 時

間 が 欲 し

い

21,9

78.1

100,0

肉 体 的 負

担 が 大 き

い

31,3

68,7

100,0

手 間ll隈か

け た 子 育

てが理想

8.3

9L7

100.0

その仙

19.4

80,5

100.0

尤度 比x2乗 値=30.54(0.1%有 意水 準 を満 たす)
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い家事時 間の差 が子供 の超過需要 にど う作 用す るかであ

る。 そのため、有職主婦層 と専業主婦層 の違いを クロス

分析す る。

女性 が職にっいてい るかど うか と、 子供の超 過需要 と

は ほとん ど関係がない ことがわか る。 っま り、仕事を持

つ ことと子供の数の決定 とは直接結 び付 いて はいな いと

い う結 果がでた。で は、仕事を持つ動機 は何か。有職の

女性 は回答者の46%で あ る。 その人達 に職を持つ こと

の動機の要因 を形成す るメ リッ ト、 ディメ リッ トの項 目

か ら少 し検討 して みよう。 まず、 メ リッ トは

経済的理 由よ りも、 自己実現や、社会復帰 に対す る動

機が強 いことがわかる。 しか し、社会 をよ く知 るとはど

のような ことをさすのだろうか。一部 を除 き時間制約 が

比較 的緩 やかな、 パー トタイマー的職種が一般 的である。

その職種 で社会 を知 るとは、組織 の仕組 みや ビジネ スの

末端 は どのよ うに動いているかを知 るくらいで しかない。

それで も、社 会 との直接 の接点 と考える ことに注 目すべ

きだろ う。先に、つ きあい方 に対 す る自己評 価 は、そ う

高 くはなか った。 とすれば、近 隣に居住 して いない友人

を新たに発見す る機会 として職場 を位置づ ける場合 もあ

るのだ ろうか。

っ ぎにデ ィメ リッ トの項 目を検 討 してみ よう。

職を持つ ことで、時間的余裕が無 くな ることがわか る。

有職 と専業 に違 い

家庭 にかける時 間と職場 での時間に完全 な トレー ドオ フ

関係 が見 られる。 これか ら、家庭の主婦層 の社 会参 加 と

家事時 間 との間の調 整を どうすべ きか。 ひ とつは、 通勤

時間の軽減 を測 るための事業所の多摩 センター近辺 への

誘致を積極 化 させ ることだ ろ う。例えば、福武書店の多

摩進出は、高学歴の多摩婦人層の労働力 としての活用が

あ る。 もし自己実現の場 と して職場 を考え るな らば、 こ

のよ うな職住接近 こそ考 えるべ きで あろう。 もうひとっ

は多様な雇用形態を確保 する ことで ある。婦人の ライフ

ステージにマ ッチ した職場 の確保 が望 まれ る。 スーパー

の レジや中元歳暮の季節労働 だけな ら、彼女 たちの能力

といった資源配分上 の無駄 は測 り知 れない。 このよ うな

多様性 を持 った職場 の少 な さが、婦人 層の不満 とな って

現 われて いる。

と ころで、子供 への投 資 と して教育 関係費 が無視 しえ

ない高 さにあ る。学 習塾か らスポー ツ、 ピア ノな どの稽

古 ごとなど教育産業 の隆盛 は、 ニュータウンの駅前 を一

望 すれば理解 で きる。 これ らの教育投資の メ リッ トと子

供の超過 需要 との関連を調べて みよう。

この結果か ら、教育投資 により子供が生活 に張 りを持

ち、それが子育てす る親 の喜 びになる姿が浮かび上が る。

しか もより多 くの子供 に対 して、彼 らの能力の多様性 に

合わせた教育 に意義が ある と考 える場合、勉学 の好 きな

子供は現在 より

もっ と欲 しい

もう十分だ

計

有職の女性

15.9

84.1

100,0

無職の女性

14.9

85.1

100.0

尤度 比 κ2乗 値=0.32

女性 に とっての職を持つ メ リッ ト

貯 金 が た ま

る

12.5

夫 の 苦 労 が

わかる

14.0

嫁4古関 係 が

和らぐ

2.4

生 き生 き し

若返る

ll.7

社 会 を よ く

」型名11{ii∫fiヒ

51,8

その他

7.6

女性 にとって職を持つ ディメ リッ ト

家事 が 疎 か

になる

38,5

自 由時 間 が

なくなる

12.6

家 族 との団

らん少ない

30.2

近所付 き合

い不十分

10.5

その他

8.2

208都 市社会の生活と意見



子供 にはその方面の塾 に、音楽 の才能があればその方面

の個人教 授 に、 スポーツ好 きな らその方面の ジムに と、

賑やか に語 り合 い励 ま し合 う家庭が理想的 イメージとし

て推測で きる。多摩ニ ュータウ ンで は、婦 人た ちの職 場

の多様性 はあま りな いが、稽古 ごとの多様性 と子供 産業

の隆盛 とは、なん らかの関係が ありそ うだ。

また長期 的生活 設計 との関係 と、子供の超過需要 との

関係は興 味深い。 つま り長期的 ライフプ ランをデザイ ン

す る中で子供 の数 を決 定 して いると考え られ る。子育 て

の期 間をな るべ く短 くして、社会復帰 や自己啓発 の機会

を積極的 に作 ってゆ こうとす る姿勢が、婦人達 に見 られ

る。 あるいは、子育 て の中で の子 供連 の 「達成 競争」

(スポーツで も有名校 への進学 で もよいが)自 身が す で

に社会復帰へ のウオー ミングア ップであると も言え る。

これ も、少子豪家主義 を生 む ことになる。

この結果が示 して いる ことは、 なん らか の社会参加 を

自己啓発 と結 び付 けて考 えている人 は、超過需要感が あ

ると考えて よいだ ろう。

稽古 ごと ・塾 のメ リッ ト

いち早 く子育ての期間を終了 して、錆 びつか ない前 に

職場復帰 を果 たす。 この計画に は、 より少な い子供 と出

産間隔 の短期化がはか られ る。合 計特種出生率の着実な

低下 はここにも原因があ る。 大学 ・短大 まで に投下 して

もらった養育費用を取 り戻すために は、時間 とと もに減

少 す るキャ リア水準をある水準以下 に落 とす ことはで き

な い。 そのための時間競争 が展開 されて いると考え られ

る。 しか し、そのキ ャ リアを売 り物 にす る動機 は、やは

り経 済事 情であ ることに注意 すべ きだろ う。 東京都の平

均所 得をかな り超過 した所得水準 にあろ うと、一 定の生

活水準 や養育費用 の捻 出には、主人達 の給与 だけで は不

足気 味なのである。 自分 のキ ャリア と妥協 しな い職場 と

職種 の発見 確率は、時間 の減少関数 であろ う。

2)同 居 という世代間 の共生

世代 を越 えた同居 は物理的制約 と心理的制約 がある。

(自分 よ り老 いた世代 との)同 居を望 まな い(あ るい は

子 供 は 現

在 よ り

も っ と 欲

しい

も う 十 分

だ

計

学 校 以 外

の 友 人 が

できた

19.7

80.3

100.0

毎 日 楽 し

く 暮 らせ

る

22,5

77,5

100.0

身 体 が 丈

夫 に な っ

た

13.7

86.3

100.0

話 題 が 豊

富 に な っ

た

12.9

87.1

100.0

成 績 が 上

が った

15.1

84,9

100.0

その他

20.9

79.1

100.0

尤度 比 κ2乗 値=9.71(0.8%有 意 水 準 を満 たす)

老後と子供の需要

子 供 は 現

在よ り

も っ と 欲

しい

も う 十 分

だ

計

老 後 は 生

涯 教 育 に

蓼川1する

函.5

81,5一

100,0

老 後 は 近

く の 老 人

会に参加

日,6

88,4

100.0

再 就 職 し

たい

18.5

8L5

100,0

ス ポ ー ツ

な ど 趣 味

に生 きる

M.o

86,0

100.0

資 格 を と

る

18.6

81.4

100,0

その他

2イ,2

75.8

100.0

尤 度比x2乗 値=11.64(0.4%有 意水 準 を満 たす)
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望め ない)理 由を集計 してみ る。

この結果か ら、住居のスペー スと、心理的理 由が大 き

いことがわか る。また、以前 同居 していて懲 りたと答え

た人は少数で はあるが、その人達 は全員同居 は申 した く

ない と答えて いる。親を養 う諸 々の費用 といった、経済

的理由の比率が低 いことに注 目すべ きだろ う。

つ ぎに回答者が子供たち世帯 とどのよ うな共生を希望

して いるか と、同居希望の有 無 との関連を見て みよ う。

この結果か ら、世代を越えた共 生を希望す る世帯 は同

居を希望す るが、病気やその他 自発的でな い理 由で の同

居 は希望比率が低 い。 また、同居 は希望 しないが近所 に

住 まうとい う回答割合 も多 い。 この回答 は、非常 に重要

であ る。家族 のライフステ ーージの進展家庭 で進 む減数分

裂 は、親子 が別世帯 となることで ある。 もし、若 い世帯

が住宅費 の上昇 か ら、相対的 に安価 な地域 を求 めて多摩

ニュー タウンを敬遠 し、他 のニュー タウ ンや隣接 の地域

に転 出 した場合、 ますます多摩 ニュー タウンの高齢化 の

速度 は増 すであろ う。 スープのさめない距離 に新 しい家

族が生 まれ るよ うにす る方策 を今 か ら考える必要がある。

同居 を望 むかど うか と、老後 に欲 しい施設 との関係を

同居 を制約 す る要 因

見 てみよ う。

この結果 か ら、在 宅検診や看護 と老人専用住宅の2項

目と、 同居希望 との間に なん らかの関連があ りそ うであ

る。

さて、 資産 をめ ぐる世代間分配 は、 どの ような意識 に

あるのだろ うか。

残 したい と答えた人の割合 は、調査前 に予想 したより

も低 い。 これ は、分配の仕方 に も関連す る。す なわ ち、

も し子供連に平等 に分配す る として、 どれだ けまとまっ

たものを残せ るか とも関係 している。子供 との同居 も望

まな いかわ りに、資産 をあてに して もらっては困 る。 そ

れよりも、老後 の夫婦 と しての生活安定 に、資産 を使 い

たいと考えて いるのではないだろ うか。子育てから進学、

就職 まで に必要 な費用 を考 えた ら、生前贈与 と同額以上

の出費 を重ね てきて いる。 この費用が住居 費用 と合算 さ

れて、特種合計 出生率 を下 げて いる。それで も、子供 に

資産 を分配 したい場合、 どの ような形態 を望 んでいるだ

ろ うか。

圧倒 的に子供 に平等 に と答えて いる。 調査前 には、資

産分配 を老後 の世話 と交 換 に行 うと予想 していた。 しか

経 済 由旬珂三目1

か ら

4.0

住 居 の広 さ

の関係で

59.3

一 緒 に住 み

た くない

29.9

職 場の都 合

で

4.4

以 前 同 居 し

懲 りたか ら

2.4

計

100.0

世代間共生の形態

自 分 は 同

居 を

望む

望まない

言1・

21{1:帯 同

居

78,6

21.4

100.0

敷 地 内 に

2住 宅

62,4

37.6

100.0

近 所 に 住

ま う

25,8

74,2

100.0

病 気 な ど

の1時同居

35.0

65.0

100.0

同 居 し な

い

12.8

87.2

100.0

わ か ら な

し、

30,7

69.3

100.0

尤度 比x2乗 値=291.91(0,1%有 意水 準 を満 たす)

欲しい老人用施設と同居願望

自 分 は 同

居 を

望む

望まない

在 宅 検 診

や看護

26.6

22.1

老 人 ホ ー

ム、病 院,

13.9

14,7

老 人 専 用

住宅

27.4

31,2

老 人 向 け

街路設備

21.4

21.4

救急病院

10.7

10.6

計 ・

loo,{}

100.0

尤 度比X2乗 値=4.49
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子供に資産を残 したい

23.7

子供に資産を残 さない

31.4

決めかねている

44.9

資産分配の方法

子供に平等に

77.9

llll話す る割 合で

12.4

家業を継 ぐ者に

3,7

その仙

6‥1

し、同居 よりも夫婦単位 のライフスタイルを崩 した くな

いと答え、子供連が近 くに住 ま うだけで よい と考えてい

る。 この人達 にとって、老後 の生活手段 と して資産を活

用 し、残余を子供連 に均等 に分配す る、 という思惑が他

を圧倒 して いるので ある。

世代の似 た住民だ け、若 い世帯 は住 めな くなった。集

合住宅 は建 て変 えが難 しくな った り、 コ ミュニティーが

育 たな くなった。 このよ うな悪 夢が実現 しないような長

期計画 を今 か ら着実 に実現 してゆ く必要が ありは しない

か。

6シ ョッピング行 動を分析 する

第2選 択 店 舗 とす る確 率、 これ を2店 舗 間 の 連 結 度 と定

義 す る。

D(i,j)一 店 舗iと 店 舗jの 間 の 距 離

K(i,j)=店 舗jの 売 り場 面 積/店 舗iの 売 り場 面 積(比

率)

a)競 合 店 舗 間 の 推 計 式 の 結 果

bg(」 ㎜ 一1-1ユ[己ノ))一・・615-0・3231・gD(ゆ

十〇.78910gκ(L,」)

R2=0.033β.E=1、427,F=1202

b)補 完 業 態 店舗 間 の推 計 式 の 結 果

1・g(「鵠))-4・118-・ ㎜ ψ(も ノ)

十 〇,36510gKrGJ)

R2=0.418β.E=1.237,F=68.796

1)店 舗 間競争 を測る

車を前提 に した街作 りゆえ に、 ニーズが充 足 しえない

近隣 スーパー以外への シ ョッ ピングが必要にな った とき、

車の機動 力が是非 とも必要 にな る。 自転車 は多摩丘 陵の

起伏に富 んだ地域で は、 そう便利 な交通手段ではない。

とすれば、車の所有 イコール駐車場確保 という図式が一

般的 にな らざ るを得な い。 と くに商業施設 の空間的集積

が顕著 になればな るほど、 また経済的合理性、っ まりよ

り安 い(1回 の購買で節約 できる合計額で計 られた)買

い物 と遠 くまで買 い物 にでかける追加 的なガソ リン使用

料 と犠牲 にす る機会費用(主 観 的機会損失 を時間給で換

算 する)を 天秤 にか けた購買行動(機 会費用最小化行動)

をとるため、 いきおい自動車 とその駐車場 の必要度 は高

くなって くる。

例 えば、競合 しあ う同一業態 の店舗間 での相対的連結

度2の 距離 の弾力性 と、異業 態の店舗 間 での距 離弾 力性

を、次 のよ うな推計式 で求 めてみよ う。

bg(皿1 -P(ら 」))一β・一 β㎏Dω+β 蝿 κ(4」)+・

P(ilj)=店 舗iを 第1選 択 店舗 と した回答者 が店舗jを

である。推 計結果a)は 統計的有意性 は殆 ど無 いが 、推

計結 果b)は 統計 的に も有意 である。 また、 強 いて距離

弾 力性を比較すれば、補完関係 にあ る店舗間移動 可能性

は、競合店舗間移動可能 性よ り 「距離 制限的」であ る。

た とえば、食料主体 の店舗 と衣料主 体の店舗の連結度 は

2店 舗が補完的関係 にあるか ら、距離 が長 くな ると急速

に低下す る。 しか し、同一商 品で相互の競争 して いる店

舗 に関 しては、連結度 は距離 が長 くな って もそ う急激 に

低 くな る ことはない。 っ ま り空間 距離 は競 争 に対 して

「味方 して くれない」。 これ は、モ ータ リゼーシ ョンの局

まりによる。 それだ け、消費者の機動力は無視できない。

あるいは、遠 くまで選択 の網を張 り巡 ら している。

いま、 ニュータウ ンか ら、 いくっか の大型店が消えた、

あるいは消えよ うと している。一体何故 なのだろ うか。

毎年500世 帯単位 の団地が増加 して いる。 その客層 を

ね らって ロー ドサイ ド店が雨後 の竹 の子 のよ うに増 え、

いつのまにか消えた り商売替え を している。競争 がま き

お こす生 々流転 のダイナ ミズムが 日常茶飯事の地域でも、

百貨店 が、 大型デ ィスカ ウン ト店 が 「閉店」 とい う ドラ
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ステ ィックな選択 をするに至 って いる。 もはや人 口 も増

加 しない衰退地域 での閉店で はない。経済 的に困窮 した

地域 での撤退 で もない。 何が原因 なのか。

大型店 舗 とその周辺に複数店舗 を立地 させた商業集積

で地域 の活性化を図ろ うとする動 きが、中央 地方の行政

を巻 き込 んだ形で大規模店舗 法の改正 を契期に して至 る

所で開始 された。 しか し、多摩 ニ ュー タウンの閉店 ケー

スはそれ にたい して い くつかの教 訓を与えて くれ る。閉

店 まで選択 させ る、厳 しい競争 の勝敗を決 める要因 は何

か。店舗間競争 の勝敗 は、店舗集客力 に決定的 に依存す

る。購買行動 は確率現象で あり、 い くらベテラ ンが販売

上手で あ って も、 い くら自分で良 い商品 を揃 えている と

言 って も、 い くら価格 を下 げて も、消費者 の決定 を左右

す る ことなど、「殆 ど不可能」 に近 い。 お互 い に戦 略 を

駆使 して の競争状態 では、潰 し合 いが 日常茶飯事である。

で は、店舗 間競争下 にある多摩 ニュー タウ ンの大型 店舗

で は、 どのよ うに して店舗 ロイア リテ ィが発揮 されてい

るのか。 その要 因は何 か、 を議論 してみよ う。

多摩 ニ ュー タウンの住民 の場合、子育 ての真 最中で子

供 には教 育、体育を奨 励する。 い きおい食生活に は気を

使 う。 したが って食 料品に関する店舗 情報は、電話や肉

声 メディアに乗 って瞬 く間に拡散 す る。 機動力 は車なの

だか ら、肉声 メディアの到達範 囲 は6-7キ ロ米 とか な

り広 い。 この車が キーコンセプ トであ る。安 くしか も品

質 も一 定 して いる店舗 を求めて、合理的 一賢い(こ れが、

多摩 ニュータウ ンの住民、 と くに夫人達 にとって の最高

評価)消 費者 を演 じ続 けることに、無上の価値 を見 いだ

す ことになる。 あるいは、重 い住宅 ロー ンのため、冗費

削減 が至上命令 か も知 れない。

2)消 費者 に支持 され る店舗特性

以上 の検討 事項を多重 ロジステ ィック分析 にかけて、

具体 的に消費者に支持される店舗 特性 を、4っ の業態に

大型 店舗を分類 して分析 してみよ う。

この調 査で は、 それ ぞれの業 態 で最 も支 持 して い る

(買い物 に行 く)店 舗を選択す る場合の、 選 択基 準7っ

の うち1っ を回答 して もらった。 それ は、

・品物の値段設定が適切か。

*2相 対的連結度 は、分子 に2店 舗間の連結度(買 い回

る確率)、 分母 に悲連結度(買 い回 らな い確 率)を と っ
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・品揃 えが豊富 か。

・品質 の高 い商 品を販売 して いるか。

・駐車場 は完 備 して いるか。

・駅か ら歩 いて苦にな らない距離か。

・家か ら遠 い と感 じな いか。

・一度 で大概 の買 い物 を済 ませ ることがで きるワンス

トップ型 か。

というものであ る。YESな らば、 選 択要 因 と して考 え

られ るもの、 それ以外 な ら店舗選択 にとって克服すべ き

要因であ る。()内 の数値 は、帰無仮説 の支持率の高 さ

を示す有意水準であ る。1%の 有意水準 とは、帰籍仮説

(2変 数 は無関係 という主張)を 拒否 して も、統 計 的 に

見 て誤 りの最大確率 は1%で しかない ということである。

若干注意 すべ き点が あ る。それは、家 か ら近 いと感 じ

ている人 の割合 が、統計 的に有意でマ イナスである場合、

その店舗が大 きな商圏 を形成 してい る(=魅 力ある店舗)

と言 う図式 を暗示 してい ることに注意すべ きであろ う。

とすれば、家 か ら近 いに有意な プラスを示 した店舗 は狭

い商圏 しか確保 していな いといえ る。

以上 の点 を考 慮 して、各業態の評価を してみよ う。 家

か ら近 いを除いてい くつ プラスの マークがあるだろうか。

家か ら近 い とい うメ リッ トは多摩 ニュータウンとい う車

社会ではそんなに重要 な店舗選択 の誘因で はない。む し

ろ副次的で、 ほかの プラス誘因 と結合す ることによって、

店舗選択要因 とな りうる。家 か ら近 いがマイナス誘因 と

なって いて も、 ほか の要 因が有意 にプラスな らば このマ

イナスを容易 にカヴ ァーする。

まず、百貨店で は、京 王百貨店 が高 い点数 をあげてい

る。両 そごうは旗色が悪 い。 柚木 そ ごうは無特徴で、1

年 そ こそこで撤退 を表 明 した。隣接 する一般量販店(G

MS)が ダイエーに変 わ ってか ら、撤 退の時期 を再検討

している。

っぎにシ ョッピングセ ンター、一一般量販店(GMS)

では、三和堀之 内、 ヨー カ堂多摩、聖蹟京王 ス トアが一

線 で、 グ リナー ド永 山は地の利 を活か して健闘 と言 う所

であろ う。豊 富な品揃え とワ ンス トップ性の複合 効果が

決め手だろ う。その点 と値段 の適切性で ヨーカ堂多摩が

一歩先ん じて いるようだ
。

て、連結度の相対的強度 とした ものである。



多重 ロジステ ィック分析 の結 果(百 貨 店)

1

多摩 そ ご

う

杣木そ ご

う

京王百貨

店

i醐 な値
段1:㌔:

0.012

(0.952)

0.287

(0.642)

0,775

(0.0001)

豊 岱1な 澗、

数;・1 .・

0.369

(0.009)
一7.995

(0.991)

0.205

(0.155)

鱒 際:
0.786

(0.0001)

0,699

(0.131)
一〇

.135

(0.504)

欝欝
1.147

(0.000D
－7

.995

(0.992)

一〇.007

(0.962)

駅 に近 じき1'i
・牌'矩 慰

一〇
.001

(0.994)

一7 .995

(0.993)

0,893

(0.0001)

1.。5i"

(0.0001)

1.146

(0,001)
一〇.221

(0.076)

物 .ス

0.124

(0.529)
一7.995

(0,994)

0.777

(0.0001)

0内 の数値 は 、帰 無仮 説 の支持 率の 高 さを示す 有 意水 準で ある。

多重ロジスティック分析の結果(総 合量販店)

店謹i墜

三和堀之

内

叢購 イ!
一〇.078

(0.780)

フ ランツ

南大沢

0.166

(0.683)

グ リナ ー

ド永 山

0.454

(0.031)

聖蹟京 王

ス トア

ー〇
.248

(0.401)

ヨー カ ド

ウ多摩C

1,203

(0.0001)

艶情な品

数

0.625

(0.017)
一〇,008

(0、985)

一〇.393

(0,166)

0,343

(0.211)

1.167

(0.0001)

i憎い品質

口 ゜ ・

O.091

(0.874)
一7 .926

(0.995)

0,502

(0.202)
一7

.411

(0.988)

0.766

(0.066)

螂辮
備'、 、

0.419

(0.158)
一7 .926

(0.989)

0.389

(0.ll7)

泊.409

(0.340)

1.170

(0.0001)

融に競 ・

－L(;。1

(0.071)
一〇.516

(0.404)

1.008

(0.000D

0,264

(0.352)

0.632

(0.Ol7)

象 か ら近

い.,1'

一1 .163

(0.002)

0.631

(0.087)

0.673

(0,0007)
－L715

(0.001)

0.930

(0,0001)

ワ ン ス

トッゴ

0.084

(0.778)
一7.926

(0.987)

0.263

(0.260)
一〇

.073

(0.816)

1.351

(0.000D

0内 の数値は、帰無仮説の支持率の高さを示す有意水準である。
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多重 ロジステ ィック分析の結果(専 門量販店)

馴 曇,,

オ リ ン

ピ ック

　 マ

ア イエ ス

エ ス バ イ

エ ノレ

ホ ー ムC

イ ッツ

ラブ

ラブ

覆騨
1.336

(0.0001)

1.297

(0.Oll)

7.693

(0.989)

0.209

(0.371)

1.278

(0.0001)

豊 富な品

数1

0.456

(0.142)

0.346

(0.625)

9.135

(0.987)

0.757

(0.001)

1.332

(0.0001)

織 違 質:蝶≡工駆 鑓

燗
一5 .344

(0.979)

1.351

(0,0001)
一5 .027

(0.988)

1.615

(0.003)
一〇

.000

(LOOO)

9.Ol6

(0.987)

1.236

(0.054)

1.115

(0.0001)

一5.803

(0.978)

0.339

(0.228)

蹴難
い メ^・ ・

1.644

(0.0001)

1.326

(0.OlO)

9.043

(0.987)

0.987

(0.0001)

0.166

(0.377)

塁禮懸
1.216

(0.0001)

1.200

(0.029)
一〇

.000

(1.000)

0.091

(0.775)

1.334

(0.000D

0内 の数値 は、帰 無仮 説の支 持 率 の高 さを示す 有意 水準 で あ る。

多重ロジスティック分析の結果(近 隣スーパー)

馴 名.,

三 和'

南大沢

愛宕京 王

ス トア

貝取

三 徳

大 丸 ピー

コ ック

聖が丘

稲毛屋

鶴牧

三 徳

小 田急

OX

千歳屋

多摩C

適 切 な値 豊:富 な品

段 ㌦ .数.

1,473

(0.005)

1.873

(0.001)

0,335

(0.417)

0.543

(0.356)

0,601

(0.104)

0,915

(0.052)

1,039

(0.064)

一6
,509

(0.991)

0.890

(0.125)

1.470

(0.Ol8)

1.156

(0,035)

1.098

(0.125)

0.332

(0,509)

0.749

(0,229)

1.111

(0.000D

0.657

(0.024)

歯噛

0.967

(0.175)

竃轡
2.158

(0.0001)

劇 埠近
い

1.430

(0.004)

f阜店哩

安郁i

1.497

(0.015)

0.412

(0.482)

0,655

(0.268)

0,850

(0.004)

一6
.559

(0.985)

1.516

(0.0001)

1,863

(0.0001)

1.201

(0.000D

－6.559

(0.985)

2.249

(0.0001)

一6.504

(0.992)

1.501

(0.003)

一6 .504

(0.991)

一6
.504

(0.990)

1.210

(0,092)

1.364

(0.007)

一6 .504

(0.991)

1.556

(0.008)

一6 .504

(0.992)

1.554

(0,002)

一6
.504

(01991)

0.618

(0,319)

一6 .854

(0.991)

1.162

(0.00D

㌔6 .854

(0.991)

一〇.389

(0.460)

一〇.146

(0,784)

一1 .167

(0.0001)

1.548

(0.0001)

0内 の数値 は 、帰 無仮 説 の支 持率 の高 さを示す 有 意水 準 で ある。
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デ ィスカウ ンターや近 隣 スーパーにつ いては価格競争

力にっいて項 目を追加 し、駅 か らの近 さを除去 した。 こ

れ は、業態 と して、 ロー ドサイ ドや団地 のなかに立地す

る傾向が あるか らだ。

ホームセ ンター、 デ ィスカ ウンターで は、 ラブラブが

他を圧倒 して いる。 したが って商圏 も広 いため、要 因 と

して 「家か ら近 い」がマ イナスにな って いる。 エスバイ

エル、 ホームCイ ッッとも価格訴求力の点で若干弱 い。

そ して、 デ ィエ スは店 舗特性を アピールで きないまま姿

を消す ことにな った。

他方、近隣 スーパーではやは り価格訴求力 と品質 の微

妙 なバ ランスが重要 だろ う。 もっとも両者 はある程度二

律背反的関係 にあるため、立地場所 の経済力 に依存 して

決 まる面 もあろう。つ ま り、比較 的高所得層 の居住地域

な らば、価格 より品質、比較的低所得層の居住地域 な ら

ば、品質よ りも価格 となろ う。 ここで は、多摩Cの スー

パ ー千歳屋 が一 歩他に先ん じている
。っいで大丸 ピーコッ

ク、貝取三徳 が名乗 りを上げ る。三和南大沢 も地味 だが

着実である。二 つの大型店舗が姿を消そ うとしている。

商圏拡大 をめ ぐる車 社会が もた らす激烈 な空間競争。合

理性 の信者=多 摩住民 ゆえの低 い店 舗 ロイアルテ ィ。 ミ

スマ ッチなあるいは不十分 な集積形態。 これ らが競争の

勝敗 を決めて いる。店舗規模 の大小 はそのまま勝敗の重

要 なポイン トで はない。価格 や品質 をめ ぐって、客をっ

か む地道な努力な しで は生 き残 れない世界が、多摩 とい

う閉 じられた小空間 なので ある。 自然淘汰がかな り他 の

地域 とは違い、比 較的短 い期間 に起 こって いる。 これは

郊外都市 の一般 的事 例 にな るので はな いだ ろうか。

おわ りに

調査 デー タか ら描 いてみた。 その憧 れの地 としての評判

は周辺環境 の整備 と共 に着実 になってきっ っある。 しか

し、愛着 の点で地区 ごとに 「綻 び」が見え だ している。

住宅 の老朽 化と住民 のライフステージのね じれ現象 であ

る。 しか もその傾向 は、住民の圧倒的多数を 占める団塊

層の エイ ジングとともに強化 され ることは、 目に見えて

いる。 さまざまな人間がっどい、 さまざ まな年代が交流

す る、 さまざまな思いが交差 し、 さまざ まな風景がその

魅力を競 うような 「多様性 と将来性」 で住 民を納 得 させ

るよ うな、新 都市 作 りのパイオニア としての役割 を、 多

摩 ニ ュー タウンは担 っている。 そのためには、周辺環境

の整備 の方 向 ・速度 と、住民 と彼 らの居住条件 の変化 の

方向 ・速度 が うま く調和 を維持す るような都 市作 りを計

画す る作業 が、 いま必要 とされて いる。

参考文献

藤 井 隆 「エ コ ロ ジー とデ ィベ ロ ップ メ ン ト」(計 画 行

政16-21993年)

細 野助 博 「人1コ都 市 の 考現 学 」(長 谷 川 徳 之 輔 篇 「ど う

な る ・ど うす る 日本 の土 地 」 日本 実 業 出版 社1992

年 所 収)

野 村 進 「日本 の現 場 」(講 談 社1995年)

Hanley,SusanB."TraditioDalHousingand

UniqueLifestyles:TheUnintendedOutcomesof

Japan`sLandPolicゾ(Mimeo1992)

Hosmer,DavidW.eta1.AppliedLogistic

RegressionWiley.1989

坂本 一 郎 「都 市計 画 の基 礎 」(放 送 大 学 教 材1992

年)

莫大 な資源 を投入 した新都市 は、 まだその全貌 を見せ

て はいない。時代 のニーズに添 うよ うに して、 その土地

利用か ら住居用建築物 まで変化 してゆこ う。現 に学校 用

地が公園に、緑 地が多 目的事業用地 に、平面形の集合 住

宅で はな く、雁 行形態で多面的 な集合住宅へ、周辺 の外

壁が南欧風 に統一 された団地群 などが、多摩ニ ュー タウ

ンの新 しい顔 がっ ぎっ ぎに生 まれて きて いる。 しか し、

今後 どのよ うな方 向へ変貌 を とげてゆ くのかは、 まだ真

剣 に議論 されて はいない。 トアンのい う 「憧 れと愛着」

をキーワー ドに して、多摩 ニ ュー タウンの現在 と将来、

そ してそ こに顕在す る、 あるいは潜在 する政策課題を、
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第3部

ヒューーマ ンセ ツル メ ン ト そ の2

《第3分 科会 》



第2編 地球 システムの経営と緑 と人のエコロジー

第3部 ヒ ュー マ ンセ ツル メ ン ト そ の2(第3分 科 会)

第1章 都市 における緑の環境資産の現状 と今後の方向

千葉大学園芸学部 田畑 貞寿

はじめに

環境 と共生 した空間計 画を考察 して い く上で まず、都

市の緑環境 にっいて、環 境資産 と して捉え る視点が必要

である。緑 の環境資 産は、一つ には緑 の環境を支 え る気

象 ・地形 ・地質 ・植 生 ・動物層な どで形成 され る基 盤 と

しての自然、二 つには基 盤 と しての 自然が活用 ・改変 さ

れた農業 ・林業 などの生 産の場、三 つ には生 産や レク リ

エーシ ョンなどのよ うな人 間の活動 で創出 された文化 的

な空 間などと理解 される。 したが って、緑の環境 資産 は

このよ うな三つ の要素 を併 せ持つ と同時に、基盤 として

の自然 の上 に生産 が成 り立 ち、その上 に文化 が形成 され

るなど、人間的干渉 の度合 いが強い環 境 として捉 え られ

る。更 に、都市 の緑 の環境資産 は、所 有 ・利用 ・管理 に

おいて限定 されて いる場合 もあるが、 多 くの場合共用 の

資産 と しての性格 を持 ちっっ ある。以上 の考 え方か ら、

一つ は変容度
、市街地の中心部で公共空間 としてのス トッ

ク ・壊滅 ・創造 というような現象 を把握 した内容2)、 二

つ には田園地域の環境資産 の評価 にっ いて、特 に近年の

田園地域の農業に よって支 え られて きた緑 の環境資産が

休息 に消失す るにっれて、 田園地域 のみな らず都市環境

の保全の実態3)、三 つに は都市地域 の緑 の環境資 産 を ど

のよ うにス トックす るのか などにっ いて述べ ることに し

たい。

1.高 密度市街地 におけ る緑の環境資産 の特徴

わが国の大都市 で は、戦 後の高度経済成長に伴 う人 口

の都市集 中と、都市 のス プロールの進行 によ り、それぞ

れの都市 の中心部 では管理 中枢機能、産業 資本 の集中や

モー タリゼーシ ョンの進行 に伴 う交通 用地 の広大 、大型

建築物 の ビル トア ップ化 が、東京都心 部を事例 に とれば

江戸以来存続 し続 けた武家屋敷に由来する広大な緑のオー

プ ンスペースを食 いつぶ す ことによ って成 し遂 げ られて

きた。 その結果、東京都 巳、部における緑 を主体 とするオー

プ ンスペースは、極 めて貧弱な存在状況 を呈す る結果 と

な って いる。

一一方
、図 一1東 京都心部緑被地帯等分図 によれば、東

京都心地域の(23,421,15ha)の 緑被 地 面積 を、1965年

(昭和40年)と1993年(平 成5年)を 計測 したところ、

1965年 を100と す ると、1993年 は109と な り、約20年 間 に

わずかなが ら増加 して いることがわか った。 この増加 の

理 由を、地形 との関係、都市計画 との関係、開発動向 と

の関係な どの地を通 じた考察を加えたD内 容を紹介する。

① 地形 でいえば、皇居西側の台地 上 に多 く東側の低地

に少ない緑の分布傾向が見 られ、 あ まり変化 は見 られ

ない。 台地上 は1963年 の時点 で制度 的に永続性が保証

されていた。 しか し、 低地 ・谷部 は市 街地開発、再開

発 や業務地 化によ って小 中規模 の緑被 地が減少 して い

る。 だが、埋 め立 てによる公団等 の造成 によ る増加が

見 られる。

② 都市計画 と緑被地 の関係 では、都市 計画道路 によ る

個人所有 の緑 は減少 し、反面、街路緑化 は進 み、区部

における1965年 の街路樹本数 は32,956本5)、1995年 で

は239,249本5)と 増加 して いる。

また、公団緑地 の造成 を見 ると、小規模 の公 園緑地

が緑被地 の少 ない地域で多 く出現 して いる。 したが っ

て、公共用地 と しての緑が増加 して いることになる。

③ 人 口密度で見 ると、夜間人 口は減少 し、昼間人 口が

増加 し、個人所有の緑が減少 し、業務地区 の拡大 と共

に、緑被地の存続が重要 とされて いる。

④ 開発動向で は、緑地地の分布動態 に直接的 に影響 を

与 え る要因 とな る民間開発行為 が挙 げ られ る。1965年

に調 査 された マ ンシ ョン分 布 と、1993年 で の高 さ60m

以上 の構想建築物の出現 と緑地 地の関係を見 ると、 マ

ンションは崖線に出現 す る緑 の多 いところに出現 し、

構想建築物 は緑地地帯 の低 い地 区に分布 して いる。即

ち、緑 の環 境資源 として少 ない地域 であ るが、公共的
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な緑 ・オープ ンスペースを確保 する手段 として特 定街

区 と総合設計 の両 制度 の適用 によ り、公共 的な緑 被地

や広場 の確保 が行 われ、都心部 の僅 かの緑被地 の増加

はこの手法 によ るもの と言 えよ う。

この よ うに現在 で は、都心地域 の緑校地 は、 自然要因

との関係 が弱 ま り都市計画制度 や民 間開発行為 とい った

人為的 な要因 との関連によ って、常 にス トックされた り

壊滅 された り、新 たに創造 された りして、 その時の社会

的背景 の中で緑 の共用空間一環境 資産 が保全維持 されて

いる側面 が見 られ る。

2.田 園地域 におけ る緑の環境 資産 の評価

人為 的改変 によ って、田園地域 の緑 の環境値 が急速 に

低下 する中で、 田園地域のみな らず都市 の環境 保全に も

重要で ある との認 識が強ま ってお り、 その活用 保全対策

が求 め られてい る。 田園地域 の緑 の環境 資産 は、 自然の

営み と人 間の営 みが調和 して形成 された ものであ り、人

間の介在 が評価 を考察 してい く上 で重要 な要素 とな るこ

とが課題 として取 り挙げ られ る。特 に市街地縁 辺部で の

田園景観価値 評価 で地域住民 と都 市住民に大 きな差異が

ある ことが指 摘で きる。地域住 民の評価は必ず しも伝統

的 な景観 が挙 げ られて いるわ けで はない。 典型的伝統的

な農村景観 として都市住民に は一 般的に高 く評 価 されて

いる千枚 田 も、過 重 な労働の イメージを持 つ不整形の農

地 と して捉 え られ、低 い評価 とな る。っま り、生活や生

産 と密着 した ものが量感的 に高 く評価 されて いる。 さ ら

に、牧草地 に設置 され たサ イロの ように生 産形態 や生態

系 と調和 した もので あるな ら、施設であ って も肯定的 に

評価 されてい る点 も指摘で きる。一方、都市住民 の田園

景観 に対 す る評価 は、遊 びの場等 と して身近 に接 した水

系 や樹林地 系が よ り好 ま しい環境要素 と して意識 されて

いる ことが指摘で き、農地の存在 は記憶 して いるが作 ら

れてい る農作物 につ いて は記憶 されていな い。農村住民

の生産 性に価値 を置 く評価 とは大 きな違 いが見 られる。

特 に、今後 の都市的土地利用 と田園的土地利用 の中で農

地等 を緑の環境資産 として保全 を図 って い くためには、

従 来のよ うな農業生産 の副産物的発想で は、都市化 や近

代化 によ り次 々と姿 を消 しっっ ある状況 においては もは

や不可能 とはいえ、 これに変 わる発想が求 め られている。

したが って、 田園地域 の農地等 を緑 の環境資産 と して、

都 市の快適 な居住環境 の形成 に資す る重要 な役割 を持 つ

との認識が必要 であ ると考 え られる。6)
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3,景 観 ・環 境 ・生 産保全の関係

都市地域 におけ る緑 地の確保 にとって農地 の賦存状況

を見 ると、平 成3年 時で15万haと な って いて、 市 街化

区域内の約11%を 占めて いる。各地域 における農地の賦

存状況について は平 成元年時点で全国528万haの 農地 が

あり、都市的地域 で22%を 占めて いる。全国的 な農地 の

改廃状況 は、拡張面 積 は減少す る一方、改廃面積 は人為

改廃耕作放棄を中心 に増加傾 向にある。7)し たが って、

田園の緑環 境資源の保全 ・活用 にとっては、農地 を改 め

て見直す時期 にな ってい ると思 われる。

その見直 しの視 点 として、既 に述 べて きたが、一つ は

と して き地域の農地 の土地利用 の考 え方 であ り、市街化

区域内農地の機能 として は、食糧生産 ・環境保全 ・住宅

地 などが挙げ られ よう。特 に、生産緑地 としての利用傾

向は高 いが、地価の影響が食糧生産 の コス トに影響 して

問題が大 きい。生産品 目と して回転率 の高 い品種 を、物

流経費 は無包装化、販売手法 と しては生協 との提携 や無

人店舗、 ロー ドサイ ド直売、 フ ァーマーズセ ンター方式

等 が既 に構築 されて きたが、地域 の環境 との調和 を目指

した生産緑地 を目指 さなけれ ばな らない。一方、生産緑

地 の環境保全基盤 と して の都市 的利 用の方 向 としては、

生産緑地 と して の機能 の整合性 を持 たなければな らない。

既 に、市民農園 などの都市民 と農業 市民 との共 同によ る

仕組 みがで きて、 その事例 が多 く見 られるようになった。

4.緑 の環境資産保全 の社会 的 システ ム化の方向

既 に述べて きた都市部地域 、田園地域な どの緑 の環境

資産 を保全す るための新 しい負担 の方法 にっいて、その

方向性 を これまでの市民運動 や新 しい緑地環境行政の動

きの中か ら、先行事例 について挙げてみ る8)。緑 の環 境

資産 を個人 の犠牲 や行政 によ る保障 といった力でな く、

不特 定多数 の市民 の力 によ る社会的 システムによって保

全 ・活用 しよ うとい う方 向 に関 しての要素 を示す事例 は

多様 に見 られる。個 々の動 きは必ず しも環境資産の証券

化9)を 目指 す ものではな いが、それ らを一定の軸 に沿 っ

て整理す ることによ り、 全体 と して環境資産の証券化の

方向性を見いだす ことが可能で あろう。

ここで は、緑 の環境 資産保全 の新 しい負担の仕方 に関

す る社会 システム と しての次の よ うな6っ の段階を踏 ま

え、それに沿 って既 存の事例 を整理 してみた。

(表一1緑 の環境資産の証券化 を取 り巻 く動 き一先行事

例参照)



① コミュニティによる環境資産 の保有 ・管理

②市民融資 の協同 による環境資産 の保全

③地縁 に縛 られな い遠隔地の環境資産 の保全

④環境資産 の商品化

⑤環境資産 の証券化

⑥証券の市場流通化

以上の ように先行事例か ら見 た緑 の環境保全 に関す る

負担の事例 は、既に多数見 られ ることが判 ったが、 しか

しそこには多 くの課題 も残 され ている。一つ には、既存

事例の多 くが、緑を愛す る人達 のボランテ ィア精神 に負

うものだ とい うことであ る。 逆 に言えば、 ボ ランティア

の精神的満足感 を経済的な価 値 に置 き換えて、それ に対

応す る緑 の環境 資産を守 るというのが可能性 と して は最

も大 きい と考 え られ る。 ただ、その場合、資金及び善 意

の流れが、例 えば都 市か ら山村への一方的な流れはな く、

相互交流 であ ることが基本 とな ろう。

二 つには、組織 や仕組 みの問題 である。緑の環境資産

保全 に対 す る負担 の方法 は、 資金 の提供 、労力の提供、

土地 などの現物 出資 など多様 にあ る。 このよ うな多様 な

力をできれば同一 の尺度 で評価 し、 また、一 時的に プー

ル して時 間や地域 を越 えて使 うことがで きる 『グ リーー

ンバ ンク 』 のよ うな仕組 みが必要 になろ う。

三 つには、事例 と して地権者 と一般市民、農村漁村住

民 と都市住民 など、 たとえ間 に トラス トな どの組織が介

在 したと して も、二者 の関係で あって、 これに対 して三

者以上で環境資産 を相互保有す ることがで きないか とい

うことで ある。以上、緑 の環境資産保全 の社会的 システ

ム化 の方向性 に関 して は、今後 の地方分 岐化時代 の自治

体行政 の緑地問題 を解 く証 といえ よ う。

4)SadatoshiTabata,TsuyoshiKinoshita;Distr

ibutionofGreenCoveredSpaceanditsChan

geattheRegionofCityCenterinTokyoMe

tropolitan・(1994):TheTechnicalBulletin

ofFacultyofHorticulture,ChibaUniversity

5)東 京 都 建 設 局 公 園 緑 地 部;東 京 街 路樹 マ ップ ・(1993)

東 京 都

6)田 畑 貞 寿 、 斉 藤 庸 平;最 近 の 田園 地 域 を め ぐる論 調 に

み る 田園 地 域 に お け る緑 の環 境資 産 の評価 ・(1994):

エ コ ロ ジー と デ ィベ ロ ップ メ ン ト研 究 会 論 文 集 ,計 画

行 政 学 会

7)原 耕 造;都 市 的 地 域 にお け る グ リー ンス トックの 保 全

手 法 につ いて ・(1994):エ コ ロ ジ ー と デ ィベ ロ ップ

メ ン ト研 究 会 論 文 集,計 画 行 政 学 会

8)橋 立 達 夫;先 行 事 例 にみ る緑 の環 境 資 産 保 全 の社 会 シ

ステ ム化 の方 向 性 ・(1994):エ コロ ジー とデ ィベ ロ ッ

プメ ン ト研 究 会 論 文 集,計 画 行 政 学 会

1)田 畑貞寿;都 市の緑 の現状 と課 題 ・(1993):Vol.53,

No6,公 園緑地

2)田 畑貞寿、木下 剛;東 京都心 地域にお ける緑検地 の分

布特性 とその変化 ・(1994):エ コロジーとディベロッ

プメン ト研究会論文集,計 画 行政学会

3)田 畑貞寿、斉 藤庸平;最 近 の田園地域 をめ ぐる論調 に

み る田園地域 における緑の環境資産の謝 面・(1994):

エ コロジーとデ ィベロ ップメ ン ト研究 会論文集、計画

行 政学会
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表1'緑 の環境資産 の証券化"を 取 り巻 く動 き 一先行事例 一

段階

事例

先

行

事

例

コ ミュニテ ィによ る

環境 資産の保有 ・

管理 →

・入 会林

・財産区

・緑化協定

・開発者負担

・地区計画

(集落地区計画)

・まちづ くり公益

信託

市民有志の協働による
環境資産の保全

→

地縁に縛 られない遠隔
地の環境資産の保有 ◆
負担 →

・ローカル・アメニテ ィ・

ソサ エ テ ィ(英)
・シ ビ ッ ク トラ ス ト

・立 ち木 トラ ス ト

・コ ミュ ニ テ ィ ・

トラ ス ト(米)
・ま ちづ く り公 益 信 託

(ま ちづ く り トラ ス ト)

・開発者負担

(地区外負担)

・みど りの基金

・グ ラ ウ ン ドワー ク ・

トラス ト(英)

・流域協定

・山村都市交流

・海面漁業による河川

上流の山林保護

・草 刈 り十字軍

・ナ シ ョナ ル トラ ス ト

・シ ビ ッ ク トラ ス ト

(英)

環境資産の商品化

→

・コン ドミニアム方 式

リゾー トホ テル

・市民農園

・ふ るさと会員

・体験学習 ・山村留学

・産地直送

・総合設計制度

(公開空地)

・特定街区間の空中権

移転

環境資産の証券化

→

・地方債

(公園緑地事業)

・地積

(横浜市試案)

・コ ミュニ ティボ ン ト

・レベニ ュ ーポ ソ ド

・特定分 収林

(ふ るさとの森

・果 樹 オ ー ナ ー

証券の市場流通化

→

・TDR

(開発権 の移転)

・レベ ニュ ーボ ン ド
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第2編 地 球 シ ス テム の 経 営 と緑 と人 の エ コ ロ ジー

第3部 ヒ ュー マ ンセ ツル メ ン ト そ の2(第3分 科 会)

第2章 東京都心地域における緑被地の分布特性とその変化

1.は じめ に

千葉大学園芸学部

千葉大学大学院自然科学研究科

東 京都心地域Dに おいて、緑 とオー プ ンスペ ース の必

要性 を唱え る主張 は、近代以 降一度 として途絶え ること

はなか った。 しか しなが ら、 そ うした主 張の背景 にあ る

社会 的な構造 は これまで大 きな変化 を遂 げて きた。 その

流 れを今 ここで おおまか にたど ってみ ると、 まず第一 の

背景 と して、 レク リエーシ ョンサイ トの不足 とい う事態

があげ られ るで あろう。 これ は、緑 とオープ ンスペース

の必要性 を唱え る際 の一貫 した背景で あ り、1873年(明

治6年)の 太政官布達以来現在 に至 るまで変化 はみ られ

ない。第二の背景 は、文明開化、旧物一新 を唱え る首都

整備 の必要性 というものであ った。 これ を受 けて1889年

(明治21年)に は市区改正条例が公布 され てい る。 第 三

の背景 と して、防空、 防災対策の不備 という事態が あげ

られ る。 これ らは、1923年(大 正12年)の 震災復興、19

45年(昭 和20年)の 戦災復 興に ともな う各特別都市計画

法、1937年(昭 和12年)の 防空法の公 布 によって解決が

試 み られた。 さ らに、第 四の背景 として、戦後、特に19

50年 代 か ら60年代 にかけての高度経済成長 に ともな う自

然 的環 境の破壊 や公害 の発生 等いわゆ る都市 問題 の顕在

化 とい う事態 があげ られ よ う。

東京都心地域 における緑 とオープ ンスペースをと りま

く社会 的な背景 の変化 は、 おおよそ以上 のよ うである。

しか しその後、東京都心地域 は情報化、国際化 の波 を受

け、現在 では、国際経済、情報、文化 セ ンター等 を中心

とする機能の集積 を果た し、国際都市 と しての性格 も一

層強 めており、 したが って、緑 とオープ ンスペースの必

要性 と整備の可能性が語 られ る背景 は再 び大 きな変化 の

兆 しを見せ はじめてい る。

このような背景を踏まえ、筆者 らは、樹林地、農耕地、

草地、水辺湿草地、地表水 等を総称 した緑被地 という指

標を用 いて、 東京大 都市 圏を中心に1960年 代以降、緑 被

田畑 貞寿

木下 剛

地か らみ た都市構造 や居住環境 の解析 ・研究2)を 進 めて

きた。本報告 は、 こ うした既往 の研究成果を もとに、特

に東 京都 心地域2)を対象 と して、緑被地か らみ た都市 構

造の江戸 以降の変化の ようすを把握 し、緑 とオ ープンス

ペースな どの公共空間が どの ようにス トックされ、存続

してきたのかにっ いて、その概要を追跡す ることを 目的

に実施 された ものであ る。

2.東 京 の緑被地 の分布特性 の変化

(1)調 査 の方 法

東京 における広域 的な緑 の分布 に関 する既往 の調査 を

方法別 に概観 して みると、①地形図(1/50,000～1/25,

000)地 類界情報 を トレース し空 中写真 と現地踏査によっ

て捕捉を加え る もの3)。②現地踏査、空 中写真 か ら読み

取 った緑被状況 を地形図(1/3,000～1/2,500)に トレー

スす るもの4)。③米国 の地球探査衛星 ラン ドサ ッ トの情

報 を解析す るもの5)、な どが あげ られ る。 しか し、 緑 被

地 の分 布 とその他 の様々な都市構成要素や人 口、地形な

どの指標 との関連 にっ いて、既往のデ ーターとの比較検

討 によ り時系列 的な把握を試み るとい う本研究 の 目的か

ら、 ここで は、国土地理院発 行 の地 形 図(1/50,000)を

利用 して① の方法 にもとづ き1923年(昭 和7年)以 来の

緑被地 の分布 の変 遷を追跡 して いる5)。本報告 で は、 縮

尺1/10,000の 地形 図を利用 して同様 の手 法 に よ り平成

2年(1990)の 緑被地 の分布状 況を確認 し(図 一1参 照)、

考察 をお こなった。以下 にその結果 を示す。

(2)結 果 と考察

(2)-1,緑 被地 か らみた東京 の都市化 と都心地域

図 一1を み ると、戦前 の1932年(昭 和7年)の 時点で

は、江戸 の旧市街地 に相当す る地域を除 けば東京都全域

にわた り豊かな緑 に覆われて いたことはわかる。 しか し、
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約30年 後 の東京五輪が開催 された1964年(昭 和39年)に

は、区部 内縁 にまで緑被地 は後退 して お り、特 に中央線

沿線 に激 しい都市化 の進行 が確認 で きる。 そ してその僅

か5年 後 の1969年(昭 和45年)に なる と、都市化 の波 は

区部 を越 えて一気 に三 多摩地 域にまで進行 し、 緑被地 は

島伏 に分散 化 した。 さらに1990年(平 成2年)で は、北

多摩 ・南 多摩地域に残 された緑被地の一層 の細分化が進

み、 なかで も多摩丘陵の緑 被地の減少が著 し く、 この地

域 の開発 の激 しさを物語 る。

表 一1は 図 一1の 各時点 に対応 した緑被地面積の変化

とその減少率及 び単位年 あたりの減少率 を示 したもので

あ る?)。これ によると、1932年(昭 和7年)の 緑 被 地面

積を100と す ると、1990年(平 成2年)の それ は50とな っ

てお り約60年 の間 に緑被地 は半減 している。 また、1964

年(昭 和39年)か ら1969年(昭 和45年)に か けて の減 少

率が26.6%、 単位年 あた りの減 少率 が4.4%で 、 他 の時

期 と比較 して大 幅な減少 を見 せている。

このよ うな東京 のマ クロな緑被地分布 の変遷 か ら都心

地域 のよ うすを眺めてみ と、1932年 か ら現在 に至 るまで

都心地域 の緑被地面 積が相対 的 に低 い ことに変わ りはな

い。 しか し、減少率 としてみた場合に は三多摩 に代表 さ

る郊外地 域の ほうが はるか に大 きいことが図 一1か らも

わか る。 さらに山手線内の都心3区 に該当す る地域 は都

心地域 全体か らみ れば現在で も大規模な緑被地 の存在 が

確認 で き、緑被地率 の低 い地域 はその中心が東京 中間 の

9区 に移 って いることがわか る。

(2)-2,人 口密度 か らみた緑被地 の分布特性 の変化

ここで は、都市化 の状況 を最 もよ く表 している要 因 と

して夜間人 口密度(以 下単 に人 口密度 とす る)を 取 り上

げ、 その変化 と緑被地 の減少 との関連 について考察する。

図 一2は 東京都 の区市町村 別の人口密度 の変 遷を示 し

た ものであ るが、 これ と図一1を み ると、人 口密度の高

い地域 が都心 部を中心 として同心円上 に移動 す るのに し

たいが、緑被 地が後退 してい くことが確認 される。また、

1970年 と1990年 での緑被地摘出図を2km四 方の メ ッシュ

に分割 し、単位 メ ッシュの緑被地車 ごとに区分 した緑被

地 率区分図 に、同時代の区市町村別人口密度区分図をオー

バー レイ し、人 口密度 と緑校地率 との対応関係 をよみ と

り、該当す る区市町村 を示 した ものが表 一2-1、 表 一

2-2で ある。 これ によると、1970年 と1990年 では、 人

口密度 と緑被地率 との対応 関係 にずれが生 じてお り、 同

じ人 口密度 の ランクに対応 した緑被地車 は低下 している。
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人口密度が上昇 し緑被 地率が低下 した区市町村 としては、

板橋、田無、国立、福生、多摩等が あげ られ、特 に市町

村部で顕著であ る。宅地開発 と緑被地率 の低下 は現実的

に不可欠で あるか ら、今後 は両者 の関係 の在 り方 に調停

が加え られ なければ な らない。逆 に、都心地域で は人 口

密度が低下す る反面、緑被地率 はほぼ横 ばいの状態 であ

り、人 口密度 の低下が一層 の都市 的土地利用を促進 させ、

緑被地率 の上昇 に結 びつ くかたちでの都市更新 がなされ

ていない状況が よみとれる。

3.東 京都心地域 における緑被 地の変容

(1)調 査の方 法

以 上、東京都 全域 におけ る広域的な緑被地分布の変遷

か らみた都心地 域の状況につ いて、都市化、人 口密度等

の要因 との関連を ま じえなが ら述べて きたが、東京都心

地域の緑 とオ ープンスペースの変容 は、都市構造 のうえ

か らみて も様々な課題を持 って いる。 したが って、 ここ

で は、都心地域 のみに考察 の対象 を限定 し、1960年 代 に

実施 した既往 の調査研究 の成果 と今 回の調査結果 とを比

較検討 しなが ら緑被地分布 の変遷 と諸要 因 との関連 にっ

いて報告す る。

江戸、東京都心地域 の緑被地 の分布 にっいては、1830

～1843年(天 保)と1985～1887年(明 治)の 時点8)お よ

び1965年(昭 和44年)9)の 緑 被地摘出図が既 に作成 され

てい るが、今 回新 たに1993年 の時点の緑被地摘出図を作

成 し、上記 の既往 研究 の結 果 との比較考察 を行 った。緑

被地摘出図の作成にあた って は、地形図、空中写真(縮

尺 はいずれ も1/10,000)か ら判読 され た緑被地を トレー

ス し ドットマ ップに きりか えるとい う既往研究 と同様 の

手法 によった。摘出の対象範囲 は、天保、 明治期が江戸

時城 を中心 とした12km圏 内 の市街地 とその周辺部分で、

1965年 の緑被地摘出図が都心3区 および東京 中間 の9区

を含 む範囲約23,421.15haで あ り、今 回の1993年 の緑被

地摘 出図 は比較 の関係上後者上後者 の範囲に したが った。

また、江戸 か ら現在 まで の緑 被地 の分析 の変遷の解析 に

あた っては、江戸城 を中心 とす る8緬 圏内を対象範 囲 と

した。

(2)結 果 と考察

(2)-1、 江戸か ら東京へ

先 に述べた江戸～明治期(図 一3)、 昭和～平成期



(図一4)の 緑被地摘 出図 をベースに、 どのよ うな地区

にどの程度 の緑被地が分布 し、量的 に どのよ うに変化 し

て きたのか を把握す るために、江戸城(皇 居)を 中心 と

した8km圏 内を250m四 方 のメ ッシュに分割 し、メッシュ

内に占める緑被地 の分布 の割合 すなわち緑 被地率 の6階

級 の ランク分 けを行 い、 ラ ンク別 メ ッシ ュ数 の変化 を示

した ものが図 一5で ある。

これによると、1830～1843年(天 保)で は81%以 上 の

高 い緑被地率 を示 すメ ッシュの分布 を除けば、 あ る特定

の緑被地率 を示 すメ ッシュの分布 の割合 が高 くな るとい

うよ うな偏 りはみ られなか ったのに対 し、1885～1887年

(明治)に な ると緑被地率5%以 下 お よ び6～19%の 低

緑 校地 率のメ ッシュが占め る割 合が極端 に増加 した。 そ

して、46～80%お よび81%以 上 の高緑被地 率のメ ッシュ

が占め る割 合が大 きく減少 し、その後 はそれ ほど大 きな

変 動はみ られない。 これ らは、特 に明治期に入 り旧武家

地(特 に小規模 武家地)の 緑 被地 が減 少 した口)ことに

よ り、 天保期 の主 に町人地 で占め られて いた江戸城東側

の低 緑被地 地帯 が主に小規 模武家地 で 占め られていた北

西 方向に拡大 した ことに よるもの と考え られ る。明治～

昭和期にな ると、市街化 の拡大によ り、緑被地6～19%

の低緑 被地 率地帯が山の手 地域 に広 く進展 し、昭和～平

和期で は同地域での緑被地率5%以 下の区域 の増加が顕

著で あった。総 じて皇居を中心 とす る8km圏 内の約85%

に相当す る区域が緑被 地率5%以 下 も しくは6～19%以

下の低緑被地率地帯 とな ったので ある。

以上、江戸か ら現在に至 るまで、緑被地率別 のメ ッシュ

数の変化 にっ いて江戸城(皇 居)を 中心 とす る8km圏 に

限定 して検証 して きたわ けで あるが、 この地域 は江戸以

来管理中枢の場 と して機能 し、戦後 は特 に産業資本の集

中 を受 け、 オフ ィスや交通用地 の旺盛 な需要 に応 えて き

た。江戸 の豊かな緑被地 はまさにこ うした開発 の受 け皿

とな り、 日本経済 の高度成長 を支 えて きたので ある。

(2)-2.緑 被地 の変容 と諸要因 との関連

3-(1)で は、1830～1843年(天 保)か ら1993年

(平成)ま で、江戸城(皇 居)を 中心 とす る8km圏 内 の

緑被地分布 の変遷 にっ いて述 べたが、 こ こでは、1965年

(昭和40年)か ら1993年(平 成5年)に 時期 を特 定 し、

都心3区 および東京 中間 の9区 を含む23,421.15haを 対

象範囲 と して緑被地 の変遷 と諸要因 との関連 にっ いて考

察 した。

(2)-2-1.緑 被地分布 の変遷

上述 の東京都全域 の緑被 地面積 の計 測 と同様 の手法 に

よ り、図 一4を もとに東京都 心地域(23,421.15ha)の 街

路樹 を除 くll)緑被地面 積 を計測 した ところ、1965年 の

緑被地面積 を100と す る1993年 のそれは109と な り、約20

年 の間 にわずかなが らに増加 して いる結 果 とな った。 こ

れは、図 一4を み ると、1965年 か ら1993年 の間に小 ～中

規模 の私 的な緑検 地の減少が顕著であ るものの、代 々木

公園 や埋立地 におけ る海上 公園等の大規模 な緑被地 の出

現 によ るもの と考え られ る。

また、前述 のよ うに、緑 被地 摘出図(図 一4)を250

m四 方 の メッシュに分割 し、 メッシュ内の緑被地率 を6

階級 に ランク分 け した緑被地率区分図をベ ースと して、

同一 ランクの地 区を グル ープ分 けた ものが図一6で ある。

これは、他 の諸 指標 とオーバ ー レイさせ、緑被地 との関

連 を把握 す る際に便利であ る。 これをみ ると、皇居か ら

東側の地域 の緑被 地率が低 いことに変化 はな いが、皇居

か ら西 側の台地 上の緑被地率6～19%の 地区が分散 、小

規模化 し、緑被 地率5%以 下 の地区が副都心周辺および

中央線 その他私鉄沿線周辺を中心 に広が って いることが

わか る。

(2)-2-2.地 形 と緑被地

地形 と緑 被地 を オーバ ー レイさせ たものが図 一7で あ

る。 これをみ ると、皇居西側 の台地上 に多 く東側 の低地

に少ない という緑被地分布 の状況 にそれ ほど大 きな変化

は見 られない。 しか し、皇居や公園緑地、墓園、大学キャ

ンパ ス等 に代表 され る。1965年 の時点で制度等何 らか の

かたちで その永続性 が保障 されている大規模 の緑被地 を

除けば、市街地 の開発 ・再開発 や業務地化 によって、谷

部、低地で の小～ 中規模 の緑被地 の減少 が一層進行 した

ほか、段丘上、斜面上 の緑被地 につ いて も、 同様 の理 由

により減少が顕著 であ る。 この ことは、 山の手 に多 く下

町 に少な いという1965年 時 の緑被地 の分布状況 を大 き く

規制 して いたと思 われる地形要 因とい うものが、現在 で

はそれ ほど大 きな要 因 として意味 を もっていない ことを

示 して いよ う。

(2)-2-3.都 市計画 と緑被地

ここで は、緑被地 の分布動 態 と密接 な関連 を もっ都市

施設計画、 なかで も開発系 の施 設計画 であ る街路計画 お

よび鉄道 と保全 ・開発系のそれであ る公園緑 地配 置計画

をと りあげ、緑被地 分布 との関連 を考察 した。

都市計画街路、鉄道 と緑 被地 とをオーバー レイさせて

みると(図 一8参 照)、 特 に山手線 の外側 に位置す る放
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射3～7号 線 、環状5～7号 線沿道 の市街地の更新 にと

もな う個 人所有の緑接地 の減少が著 しい。街路 とい うも

のが 日常 生活 にお いて緑被地 に接す る機会を提供 して く

れ る重要な施 設で もあることを考 えあわせ ると、 これ ら

の地 区において緑被地 に接す る機会が失われて きた こと

がわか る。反 面、 これ らの街路で は主に昭和50年 代以降、

街 路樹 に よる緑化が進み(図1-4参 照)、 区部 にお け

る1965年 の街路樹本数 は32,956本12)、1992年 で は239,24

9本 川 とな って いる。 また、東京都の調査IDに よれば、

都 内主要 道路での緑視率40%を 越え る地点の大部分が都

心地域 に集中 して分布 してお り、緑被地率の低 い都心地

域 で街路樹 が多 く植栽 されて いることがわか る。

次に、公 園緑地 と緑 被地 との関連をみてみ る。 公園緑

地 と緑被地 をオーバ ー レイさせた ものが図一9で あ る。

これをみる と、大 規模ん公園緑被の ほとんでが既 存のや

は り大規模 な緑被地 上に配 置 され る一 方で、小規模 な公

園緑地 は主 に緑被 地率の低い地区に配置 されてい ること

がわかる。っ ま り、都 心地 域 におけ る現存 す る大 規模 な

緑被地 のい くつか は公 園緑 地の開設によ って保全 されて

きたわけであ り、 日比谷公 園や代 々木公 園の創設 に伴 う

大規模 な緑被地 の出現を除けば、公園緑地 の開設 に よっ

て大規模 な緑校地 が出現す ることは従 来あま りみ られな

かった。 そ して図一9を み ると、多 くの小規模 な公 園緑

地 の創設が緑被地率 の低 い地 区での公共 的なオープ ンス

ペースの獲得 に貢献 とて きた ことがわか る。 ところで、

都心地域 における小規模 な公園緑地 の多 くは、夜 間人 口

密度 の高 い時代す なわち都心 居住人 口がまだ多 か った時

代 に開設 され た ものであ り、夜 間人 口密度 の低 い現在 の

状況 を考慮す るのであれば、都心地域 におけ る小規模 園

緑地の あ り方 が再検討 される必要 がある。反面、現在、

都心居住人 口の回復 が進 め られつっあるわけで、今後 は

こう した複雑 な状況 に適応 した都心地域 における新 たな

公園緑地、公共空地計画理論 の構築 がなされる必要 があ

ろう。

(2)-24.人 口密度 と緑被地

すで に人 口密度 と緑被地 との関係 にっ いて は、2.の

(2)で ふれ たが、 ここでは、 もう少 し範 囲 を絞 って検

討 した い。町丁 目別 の人 口密度区分図を250m四 方 のメッ

シュに分割 し単位 メ ッシュ内 の人 口密度を7階 級 に ラン

ク分 け し、同一 ランクのメ ッシュをグループ化 して人 口

密度等帯図を作成す る。 これに緑被地摘 出図 をオーバ ー

レイ させ(図 一10参 照)、 人 口密度 と緑被地率 の対応
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関係 を読 みと った ものが、表 一31、 表 一3-2で あ

る。 こ こで取 りあげている人 口密度 は、夜間人 口で ある

ので業務地 区など昼間人 口の集 中地 区 との関係 はよみ と

れず、主 として居住地 と緑被地 との関係 をよみ とること

となる。 これをみると、100人/ha未 満 の人口密 度 の低

い地区が都心3区 、副都心 を中心 に拡大 してお り、いわ

ゆる都心 の空洞化現象 の一層 の進行 が確認 で きる。 これ

らの地区 では、皇居 を境界 と してその西側 の商業 、業務

地区で は緑被地が ほとん ど検 出されず、皇居東側の官庁、

公共施設 が集中す る地区 では高 い緑 被地率 となっている。

また、1969年 で は台東区、荒川 区、:豊島区、 新宿 区、渋

谷区でみ られた200人/ha以 上 の人 口密度 の高 い地区 の

規模が縮小 し、全体的 に人 口密度が低下 してい ることが

わか る。 これ らの地域 はまたこの数十年 の間に急速 に土

地 利用の転換が進み、居住地か ら業務地 と して再 開発さ

れ るケースが多 く、個人所有 の緑被地 の減少 が顕著 な地

区で もあ る。 ここに、都心地域 において緑被地 を存続 さ

せ るひとっ の手段 と しての居住 とい うものの重要性 があ

らためて指摘で きるわ けであ るが、 このよ うな再開発 に

際 して は、居住人 口の確保 と緑被地 の存続、創設 とい う

観点 か らの検討が十分 にな され る必要が あろ う。

また、表 一31、 表 一3-2か ら特 に指摘 できるこ

とは、1965年 の時点でみ られた、人 口密度が低 くなるに

したが って緑被地率が上昇 す るとい う明確 な対応関係が

くずれ、1993年 で は、人 口密度の高低 に対応 した一定 の

緑 被地 率の ラ ンクは特 定で きず、極 めて幅の ある緑校地

率 を示 してい る。 この ことは、夜間の人 口密度 というも

のが都心地域 において、緑 被地 の存在状況 と強 い相関 を

もっ要 因 として既に意味のあ るもので はな くなって いる

ことを示 していよ う。 しか しその一方で、都心居住の回

復 が重要 な課題 と して位 置づけ られ るわ けで、 こう した

今 日の状況を踏 まえ るのであれば、 この問題 は再 び慎重

に考慮 され る必要 があ る。

(2)-2-5.開 発動 向 と緑被地

縁被地 の分布動態 に直接 的な影 響を与 え る重要な要 因

として民間 によ る開発行為 があげ られ る。 従来 こう した

開発行為 と緑被地 の減少 とは分かち難 い関係 にあったこ

とは2.の(2)で も部分 的に述 べたが、 近 年都 心地 域

において こうした両者 の関係 に大 きな変化 の きざ しがみ

られ るよ うにな って きた。 ここで は、緑被 地の動態に大

きな影響 を及ぼすマ ンションと高層建築等 の開発動向に

着 目 して緑校地 との関連 にっいて考察 した。



図一11は1965年 にお けるマ ンシ ョンの分布 と1993年 で

の高 さ60メ ー トル以上の高層建築物 の分布 とを緑被地率

等帯 図(図 一6)に オーバ ー レイさせ た ものである。 こ

れをみ ると、 マンシ ョンは、緑校地率 の高 い地 区 とその

周辺 部に主 に分布 してお り、 これ らの地区 では現在 で も

緑 被地率 に大 きな変化 はみられな い。一方、高層建築物

は、緑被地率 の低 い地区 に主 に分布 してい ることが確 認

で き、 これ らの用途別 内訳 は、事務所、店舗、 ホテル と

いった業務系 ビルが大部分 を占めている。 また図 一12を

み ると、1965年 の時点 ではみ られなか った都心部 での高

層建築物 による住宅供給 が進 んでいる ことがわか る。 こ

う した高層建築者 を中心 とす る民 間によ る開発は、近年、

逆 に緑被地率 の低 い地 区言 い換 え るな ら公共的なオ ープ

ンスペースの積地 とな るよ うな緑 地資源が ほとん ど存在

しない都心部 のよ うな地域 において公共的な オープンス

ペースを確保 す る手段 として も機 能す るようにな った。

その代 表的な例が特 定街区 と総合 設計の両制度の適用 に

よ る公共 的な空地 の確保の動 きであ る。高層建築物 に占

める特 定街区 と総合設計の指定 状況 は図 一13の とお りで

あ り、 これをみ ると約45%の 高層建築物が、 その開発 に

際 して何等かのか たちで公共的な空地 を確保 して いる こ

とがわか る。

そ こで、以下 は特定街区 と総合設計 にっ いて詳 しくみ

てみ る。図 一14は 総合設計許可 による公開空地 および特

定街区指定 による有効空地の分布 と緑被地摘 出図とをオー

バ ー レイさせ た ものである。 これ をみる と、緑被地 と共

用空地 との重層 関係 はほとん ど認 め られず、 このス ケー

ルで摘 出できる規模 の緑被地 の創 出には至 っていな い。

これ は多分 にスケール的な問題で もあ るわけだが、緑 被

地 と してての自然的機能 を有 す る空 間 とい うよりは企業

イメー ジの醸成 に貢 献する公共 的なオー プンスペ ースと

しての性格 が強 い。 いずれにせよ、 副都心 および皇居東

側 の低地 、 ウォー ター フロン トとい った緑校地率の低 い

地区 での公共 的なオー プンスペースの創 設 に大 きな効果

を発揮 してい る。 また、特定街 区の用途の82%を 業務系

が 占めてい るのに対 して(図 一16参 照)、 総合設計 のそ

れは60%以 上が住宅系で 占められて いる(図 一18参照)。

分布 位置 につ いて は両者 とも都心3区 お よび副都心 が中

心 であ る(図 一15、 図 一17参 照)。

ところで、 これ らの制度 は都心地域で の土地 の高度利

用をあ らか じめ肯定 したうえ に成 り立つ ものであ り、都

心地域 での土地利用 の在 り方 いか んによ っては全 く異 な

る共用空地 の在 り方 も考え られ るわ けで、一概 に これ ら

制度 の重要性 を論 ず ることはで きな い。 しか し、東京 の

都心地域で の土地 の高度利 用が不可避なの ものである こ

とを とりあえず前提 とす るのであれば、今後、 都心居 住

の回復 を図 ってい くにせよ業務 機能の一層の集 積を図 る

にせよ、 これ らの制度 が共用空地の創出 のための重要な

手 段 として機能 して い くで あろうことは否定で きない。

であ るな らば、その際の課題 と して は、以下の点が指摘

で きるであろ う。例えば、図 一14を みると共用空地が一

定の区域に集中 して分布 して いる傾向 にあることが よみ

とれ る。 この ような状況を都市計画的な観点か ら評価す

るのであれば、個 々の共用空地 の計画的、効果的 な配 置

による。街区～地区単位で のオープ ンスペースのネ ッ ト

ワーク化の可能性が十分 に検討 されるべ きであることが

指摘で きる。 また、個 々の共用空地 のハ ー ド面 での整備

にっ いて も、現状 は画一的 な ものとな ってお り、 これ ら

は業務系、住宅系 といった用途 の違 いによ って も当然異

なる整備 の在 り方 が追求 されなければな らないはずであ

る。

4.お わ りに

以上、東京都 心地域 なおけ る緑被地か らみた都市 構造

の変化 にっいて、 その他の諸 要因 との関係か ら考察を試

みた。 その結果、緑 被地 とは、本来、水循環系機能のバ

ランスを保持 した り、人 間を含 めた生物の生息空間 と し

て、 また微 気象の調整機能を果 たす など全体的な都市の

自然 システ ムを保持す る空間の総称 と して、植物に覆わ

れた 自然的機 能を有 していた。特 に、昭和30～40年 代以

降の急激な都市化の進展 にと もな う都市居住環境 の悪化

により、 自然的環境 の重要性 に関心 が注 がれ、 こ うした

状況のなかで緑被地 を指標 と して、東京都心地域 にっ い

て、その後20年 あ ま り経過 した現在 における緑 とオープ

ンスペースの存在状況 を把握す る ことがで きた。

具体的 には、東京都心地域 において、 このよ うな緑被

地 が都市化 の一層 の進行 によ り減少 かっ 自然 的機能 を喪

失 し、 自然 システム との関連性 が稀薄にな ってい く過程

が確認 された。例 えば、2.の(2)、3.の(2)で は、

夜 間人 口密度 と緑被地 との間にみ られた負の相関関係 が

くずれ、都心地域 が東京都 のその他の地域 と比較 して特

異 な状況 にな りっ っあ ることが考察され た。 ま た3.の

(1)で は、 江戸 の武 家庭 園、 寺社地に由来す る広大な
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緑被地 が、近代以降 は開発 用地 としてまた都市 公園等の

都市施設用地 と して機能 して きた ことが考察 された。そ

して、3.の(2)で 述べ たよ うに、都 市計 画 のよ うに

極 めて人為的な要因 によ って街路樹 や公園緑地 が整備 さ

れ、さ らに近 年で は民間 による開発 行為によ って も公共

的なオープ ンスペ ースが担保 され るよ うになった。反面、

緑被地 の存在状況 と地形 のよ うな 白熱的な要因 とは以 前

ほ どの強い関連性を持 たな くな って きてい ることが考察

され た。 また、 こう して整備 されたオープンスペースは、

都心地域 とい うような地域的 スケールか らは感知 されえ

ない緑被地 として は極 めて貧弱 かっ自然性 の低い もの と

な ってい る。

このよ うに、現在で は、都心地域 の緑被 地は、 自然 的

な要因 との関連 が弱 ま り、都市計 画制度や民 間開発行為

とい った人為的な要因 との関連 を強めてい る。 そ して、

か ってのよ うな保全の対象 と しての自然的機能 を有 す る

私 的な空 間 と して よ りはむ しろ純然 た る開 発の対象 とし

て人 丁的かっ公 共的な空間 と しての性格 を強めている。

今後 の都心地域 においては、緑 のオープ ンスペー スな ど

の公共空 間の平面的配置 にとどま らず、立 体的配 置まで

を視野 にいれた新 たな緑地計画理 論の構築 が必 要 とされ

る。
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図一5緑 被地率ランク別メッシュの分布割合の変化
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第2編 地 球 シ ステム の経 営 と緑 と人 の エ コ ロ ジー

第3部 ヒ ュー マ ン セ ツ ル メ ン ト その2(第3分 科会)

第3章 最近の田園地域をめぐる論調にみる田園地域に

おける緑の環境資産の評価

1.は じめ に

田園地域 に蓄積 されている水 田や畑等 の緑 は、地域 の

環境保全の みな らず、国土 の環境保全上 も重要 な役割 を

担 って きた と捉 える ことができる。そ してこれ らは、農

業生産者、 いわゆる農民 の手により安定的 に維持 されて

きたが、基本 的には産業構造 の変化 によ り長期 的な農業

低迷の傾向 に加 え、近年、農作物 の輸入 自由化、 営農者

の高齢化、後継者不足等 によ り加速度 的に進 み、特 に等

近郊か ら農業 が消滅 する事態す ら懸念 される事 態に到 っ

て いる。

田園地域 の農業 によ って支 え られて きた緑 の環境 が急

速 に消失す るにつれて、田園地域 のみな らず都市 の環境

保全 に も重要 であ るとの認識 が強 ま ってお り、 その保全

対策が求 あ られてい ることろである。 こうした状況の な

か で田園地域 におけ るこれ ら緑 の環境 資産 を保 全 して い

く 上で、 まず、 この緑 の地域資産 の価値 をど う捉え るか

について把握 してい く必要がある。

しか し、 田園地 域の緑の環境 資産 は、従 来か ら用 いら

れ ている緑 の評 価方法、特 に貴重性、 稀少性 あ るいは自

然度等 か ら評 価 しづ らい ものであ り、 どのよ うに評価軸

を設定 するかが保全を図 る上で解決すべ き大 きな課題 と

して存在 してい る。

本論 は、最 近の田園地域 に関す る研 究、 論説を手掛か

りに、 どのよ うな評価軸が据え られ るかを模索す るここ

としたい。

最近 の田園地域 に関す る研究、論説等 で、特 に都市周

辺部 の田園 地帯にっ いて田園景観に関す る保全論議や研

究 が盛 んに行われて きて いる。 これ は、山本、 横張 らい

の言葉 を借 りるな ら 「なかで も景観の保全を図 るこ〉 は、

その整備 の結 果が視覚的に確認 しやすいため、整備の効

果を進 め る上で重要 なポイ ントにな る」 ことか ら景観面

での評 価分析が行われて いると考え られ る。本論 もまず、

㈱タム地域環境研究所 斉藤 庸平
千葉大学園芸学部 田畑 貞寿

この田園景観 の評価 を中心 に田園地域にお ける緑 の環境

資産の評価 について探 る こととす る。

2,田 園景観 の捉 え方

まず、田園景観 の捉 え方 につ いて整理 してお く必要が

あ るが、実は、田園景 観の捉え方 にっいて は、各研究者

がそれぞれの視点 か ら意見が展開 されて お り、定式化 さ

れた もの はないのが現状であ る。 そこで、 主な研究や論

調をてがか りに田園景 観の言葉の意味、 田園景観 の対象

領域 につ いてそれぞれ整理す ることで田園景観 の概念を

明 らかに してい くこととす る。

(1)田 園景観の用語 の意味

景観 という言葉を直訳す ると 「農村景観」 や 「田園景

観」 は、農村地域あ るいは農村空間 の要素 や全体 の"眺

め"と 解す ることがで きる。 しか し単 に"眺 め"の 要素

と して とらえ るので はな く 「農の美学』 で勝 原文 夫2)は

「農村の風景を直接にW故 郷"と い うかたちで"原 風景"

とす るばか りでな く、農村 に直接"故 郷"を 持 たない者

も弥生以来 日本人が永 く水稲農耕 の民 であ った とい う伝

統 を介 して、農村の風景 を"原 風景"と な し得 る と考え

られて いた。」 とい うように日本人 の こころの中にある

原風景の意味を含め るとらえ方 もある。 つま り、単に

"眺 め"の 要素の意味で はな く価値判断 を含 めた ものと

して と らえるもので ある。

(2)田 園景観の対象領域

田園景観の対象領域 は、用語の定義 か らみる と農村地

域 とと らえることがで きるが、既往研究 や調査等 をみる

と、 山岳地や山地の山村 まで含 める広義 の とらえかたで

はな く、 山村 を除 いた狭義 の領域 ととらえ ることができ

る。都 市サイ ドか らみ るとアーバ ンフ リンジ(Urban

Fringe)と とらえ られ、農村 サイ ドか らみ ると市街地

と山岳山地の中間の農業1三体 の地域 ととらえ ることので

最近の田園地域をめぐる論調にみる田園地域における緑の環境資産の評価237



きる中間領域 であるといえ る。

また、筆者 ら3)は、人 間の営み と自然 の営み度 合 い と

い う視点 か ら、 「自然 の営 み と人 間の営 みが調和 して い

る領域」 との規定 づけを試 みた。 これ らを国土利用計画

に もとつ く5地 域 区分 に適 用す ると、一部都市地域 と重

複 した農 業地域 か ら山岳 山地 の 自然公園地域 を含 まない

地域 ととらえ ることがで きる。関東地方 を例 にとると、

100km圏 を中心に連担市 街地(DID)の フリンジとな っ

て いる50km圏 か らほぼ150km圏 の 日光、 上信 越高 原、 秩

父多摩、丹沢大山、富士箱根 とっ なが る国立、 国定公園

域 までの領域が該当す る。

図1田 園景観の対象領域の空間的概念規定

自然保全地域 都市地域
ll-一 ーーーー一1

自然公園地域 農 業地域

トーーー ーー一寸 ト ーーー一町

森林地域一
対 象 範 囲1<zz=

注)「 居住地周辺環境保全活用計画策定調査」国立公園

協会 昭和57年で田畑らが作成したの概念図を一部

修正して作成

いため ゆとりある空間 が醸 しだされて いると指摘 して い

る。

第四 には、空 間の領域性 と構造 のわか りやすい景 観で

あることを あげてい る。 農村地域 の空 間単位 は集落を基

本 と して コ ンパク トに まとま っている こと、集 落 自体が

地形 に則 して いる こと等か ら、山一集落 一農地 とい う軸

が形成 され、視覚 的に も領域や構造 がわか りやす くなっ

て いると指摘 してい る。

最後 に、諸 空間要素の デザ インにまで きめの細か さや

共通性 や統一 性が貫かれて いる点をあげて いる。 これは

農村形成 が長 い歴史の中で、工夫 され磨かれて きたとい

うことか ら、建物の色や形、道の設定、水路 の設定、集

落 の中心 とな る社寺 の位置 まで配慮が いきどどいており、

一 つの型 が完成 されて いると指摘 して いる。 こ うした歴

史性に裏付 け られ た地域景観の美 しさは、歴史の長いヨー

ロ ッパの古都 に通 じる ものがあるとも指摘 してい る。

4.田 園景観評価 の主体 による差異

3.田 園景観の特性

前節で は、 田園景観の捉え方 について整理 してきたが、

次 に田園景観 の特性 につ いて整理 してい く。 田園地域の

景観 にっ いて は多 くの研究が行 われてい るが、特 に中村

民也Dが 農村景観 を8つ の特性 として整理 して いる。

まず第一 に、地形 と自然 の景観 の多様性をあげている。

これは人 間が介在 して土地 を改変 してい るが、その方法

が地形 や自然 の法則性 やシステ ムに則 してお こなわれて

い るため調和 が図れ、結果 的に もとの状態以上 に多様な

景観 が醸 しだ さている と指摘 してい る。

第 二に、農村地域 の産 業が、土地を直接活用す る農林

業 であ るため、その土地 利用がその まま農村景観 の特徴

となってい ると指摘 してい る。

第三 にゆ とりあ る空 間の景観 とな って いる点 をあげて

いる。 これ は、農村 の建物をみ ると数 が少 な く、規模が

小 さ く、高 さが低 く全体で空間 に建物 の占め る比率 が低

田園景観 の評価 にっいて最近 の研究 や論説 をみ ると、

評価主体、特 に農村住 民 と都市住民 に大 きな差異 が ある

ことを指摘 してい る。 この指摘 は、今後重要 な課 題 とな

る と考 え られ るもので あり、以下最近 の研究 例を もとに

どのよ うな差異 があ るめかを探 ってい くこととす る。

島5)は、都市 農村計画の実務の経験か ら、 集落 景観 に

対 して農村住 民 と都市住民で は異 な る価値感が あること

を指摘 してい る。す なわ ち 「少 しで も耕地面積 を広 げる

ために、丘 陵地 の木 を削 って、神社の森な ど も丸裸 の社

にす るとい う形で、少 しで も耕地面積を増や して きた と

い うところに も、 その美意識 というのですか、生産 が優

先す るあた りに農村 に住ん でいる方の価値基準 がある と

思 う」 と景観 に対す る価値基準が農業生産 に強 く影響 さ

れて いることをあげている。す なわ ち 「水路が きちん と

通 って、道が まっす ぐに通 っているのが整備 されて便利

になって非常 に快適 であ る、快適で あるか ら、景観 的に

もそれ ほど問題 はない」 とい う論理 が形成 されてい ると

指摘 して いる。

楠本 ら6)は農村 の景観 美に関する農村住民 を対象 と し

た意 向調査 を実 施 し、農村住民の農村景観 に対 す る評価

の所在 を分析 してい る。
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表1 中村 の8っ の農村景観 の特性
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そh以 外の部分⊃己明日℃jbろ.

● 三2品の江逗ウ《bかりやTい

三品の嶺Σがb白・ヴ干すいとい,こ とと口速†う

が、丑ヨの窪国司≡≡は丑日セみることによって記田

しfす い、山トー一垣ぎ一 昌培という盾が慰丘され

ていたり、居s培 のなかにも5三間り目5`融亘されて

いた9、 気到着.広昌.献 辞辻などり鼻冨のa茸

雲伺 ・中心皇品の湿5z.さ らにに員5の 入口と7プ

ローナの這⑲ヨ=な ど⊃1みモ》hる.垣 落㊧問をり劫

L.そ の薫風をいろいろた地楓からみる二とに」:つ

て人刑 こ空間鴇三セ=葡 †乃.こ の旦品掠三のもと

に■かな土罰 見開皇品の受皿が行hれ ていること

が!正「司研丘をbか りヤすいものにして、・る.

Φ 哀皇問芸=に(三日s・ 工卜 桧・売込呈o`あ石

崖モセはしめと†る胃旦間異宗をみると,そ のな

か1こ口芸文的西値をもつ ものがヨさ」ザくいたワ、伝

頁灼デヲイン手εと衰け⊇いでいた,.デ ザインの

亘一桧 ・完ヨ桧をもっている.二 の二とに生活文化

の慰束子昆工工止り三具といえよう.A体 的に1二形

息・捌法・3「詞のデイイン手εであろ.法 文性3・ら

みる晒五であろととも」こ主宰⊆さてき=デ プイ:ノの

なじらP† さと文化の厚三でもゐろ・

Φ 空間デザインの≡1と生めの日か壱

nを もつ列状口の庄モ巳の配文,貫 高カ中心に位

置する広、・ヌ亮を`つ 寺,直 工の#遣 と層改セ上

白;っ=汗性、吉生り方向.坦 〒⑲頚.祈 れ庄⊃㍉ た

道.辻o広 遠、ホ話の氏、・暑.這 のつきあたりリア　
イλ`7プ.宅 註nの 丑旦・付旦舎・且虫昧'呉 ⑲

星虫の仕万、窪石 ・β・}}楚のつながり:爪 背恨⑲

山を●コと丁ゐ甕のつ《り万な乙 窒筒デfイ ソに

,:丘取的たコ⊃:多くみらhろ,こhら がヨ冨の丑日

をわ5`りや†《Lて いゐとと`に.三三品の」ε売iを巽

毛具していろ.± た.四 百の竺開頁ヌ⇔〆4テ ールと

みh:ご.呂 庄1こなしむHRて5"を つ《り出し、阿

nの 大さモしA7ー ル!三に台っ仁ものにして、'る.

亘旺⊃・ら副本三で日 た々四凪が三品のデ丁インと口

口8二〉弧ξと左Oの自5・≡セ諺【£していろ.

出典 「中村民也 『農村景 観の特性」農村工 学研究53」1

図3 楠本の研究による評価の高い景観

・伝統 的な水田農村 のイメージ

伝統農村 のシ ンボル的イ メー ジ

稲作生産肯定 の季節的パ ター ン

を代表す るイメージ

鎮守 の森、 藁屋根、 かか し等

苗代 田、代 田、植 田、青 田、秋 の田等

日常生 活の風景 に対す る親 しみ

を感 じるイメージ

生垣の続 く家並、野川、溜池等

・田園景観 の展 開す るイメー ジ

のびやかな風景 イメー ジ

耕地生態 系のそれぞれ特徴 ある

整備 された景色 が広 がるイメー ジ

大 きな川、 山、広 い牧草地、白銀の景等

整備 され た田の続 く景、

果樹園の広が る景等

桑畑の広がる景

施設 と生 態系 とが適合 して一体

となった景観
牧 草地 に畜舎やサイ ロが見える景 、樹の

多 く植 え られた公園等

出典1「 『農村景観 とアメニティ』楠本侑 司 造園雑誌52.3」 を もとに作成
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図4楠 本の研究による住民の各施設や耕地への景観評価
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出典:「 『農村景観 とアメニテ ィ』楠本侑司 造園雑誌52.3」

これをみると、必ず しも伝統的 な景 観が上 げ られ てい

るわ けではな く、生活や生産 と密着 した ものが景観 的に

高 く評価 されてい ることがわか る。 さら牧草地 に設置 さ

れ たサイロのよ うに生産形態 や生態 系 と調和 した もので

あるな ら施設 であ って も肯定 的に評 価 されて いる点 も指

摘 できる。

一方、評価 の低い景観 は、近代 的施設 の景観 イメー ジ

と して、生態 系の景 観に侵入 した異質 な要素 とな る水田

地帯 の学 校、役 場、 農協 な どの建 物が あげ られてい る。

もう一つの評 価の低 い景 観 として、過重 な労 働のイメ ー

ジを持つ不整形の農地、 例えば未整備 の田圃の景観、千

枚 田な どの不整形 の棚田の景 観、冬 の田圃の景観等が あ

げ られてい る。千枚田等 は典型的伝統 的な農村景観 と し

て都市住民 には一般的 に高 く評価 されているものであり、

際立 った差異が み られ る要素で ある。

また、施設系 の評価 にっ いて以下 を指摘 して る。施設

別 の評価 は表 にまとめたとお りであ るが、 これ をみ ると

どの施設系 も農業生産や生活 に馴染 んだ ものや合理性 を

持つ ものは高 い評価 を得て いる。単 に ビジュアルの側面

だ けで は評価 されていないのが特徴 で あることがわかる。

表2楠 本 の研究 による施設系 の評 価

住宅、公共施設系

耕地系

・伝統 的住宅が近代 的住宅 よ り評価 が

高 い

・ただ し、 自然条件の厳 しい地 区で は

伝統 的住宅の評価が他 よ り低 い

・公共 系等の大規模施設 は木造、RC

造別 に関わ らず評価 は低 い

・圃場整備 され た水 田の評価 は高 い

・過重 な労働 のイメージを持 つ不整形

の農地、例 えば未整備な田が続 く景、

千枚 由な どの不 整形 な棚 田の景、冬

田の景 の評価 は低い

出典:「 『農村景 観 とアメニテ ィ』 楠本侑 司

造園雑誌52.3」 よ り作成

施設

農業生産施設系

評価の特徴

・自然 を取 り込んで いる牧草地の畜舎、

サイ ロ、 溜池 は評価 が高 い

・カ ン トリーエ レベー ターや ビニール

ハ ウスは評価が低 い

・水田内の突出物 と しての巨大施設 に

はなかなかな じあない傾向があ る

山本、横張7)は 、鹿児 島県の農村地域において アンケー

ト方式 によ る農村景観評価 の興味深い研究を お こな って

いる。望 ま しい農村景観 にっ いて農地 と林地 に分 け、 さ

らに抽象 的な質問 と地 区の事例写真を見せ る具体 的な質

問 とを行 い、そ の対 比に よる解析 を試み、以下 の結 論 と

して導 いて いる。 っま り抽象的 な質問 に対 して、 農地で

は、 「圃場整備 が進 んで、農地 と農道が区画化 されて い

る状 態」 を7割 以 上が望 ま しいと答 えている。 これ は、

楠本 らの研究結果 と同様 の結果 となっている。 ところが

具体 的 な評価 にな ると農地 も未整備 の農地 の景観が整備

された農地 の景観 より高 い評 価を得た とい う。 この よ う

な差異 にっ いて山本 らは、 「その背景 に は、 抽象型 で言

葉のみ によ って問 うた場合 、被験 者の持 つ農地整備 に対
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す る生産面 での期待が、景観 の評価 に も影響 を与 えてい

る」 と推察 してい る。一方、林地 にっ いて は、抽象 質問

型 も具体質問型 も天然林が高 いとの結論か ら 「林地 では、

その景 観保全機能 に対す る期待 と現状評価 とが同様 の傾

向を持 つ」 ため と推 論 して いる。

表3抽 象型質問による望ましい農村風景評価

対象

農

内容

農地も農道も昔ながらの状態

農地は昔のままだが農道が新しく整備

された状態

圃場整備が進んで、農地と農道が区画

された状態

選択率

5.3%

表5都 市住民 が指摘 した田園景観要素

(斉藤、 田畑、根岸)

種別

水系

樹林系

農地系

その他

正確に記憶されて

いた景観要素

比較的小規模な

農業用水

地

林

地

神社の境内林、大木

クワ畑

実際と記憶が一致

しない環境要素

天然林(シ イや カシの林)が 多 く残 っ

て いる状 態

人工林(ス ギ、 ヒノキ、竹類)が 多 く

植林 された状態

比較的流れの早い

上水用水

二 次林、屋敷林

水 田、畑

野原、 芝

19.5

75.52

67.6

32.4

出典:「 『ア ンケー ト調査 を用 いた地域住民 による農村

景観評価 の把握』 農村計画 学会誌10.11991、 山

本勝利 ・横張真」 より

表4農 地、林地の抽象型質問と具体型質問の評価の差異

型

抽
象
型

具
体
型

対象

農地

林地

桜原

厚ケ瀬

神川

半ケ石

景観保全機能の評価

4.23

4.16

4.22

4.10

3.86

3.95

評価値 は5段 階の平均点値 が大 きいほど評価が高 い

出典:「 『ア ンケー ト調査 を用 いた地域住民 によ る農 村

景観評価 の把握』農村計画 学会誌10,11991、 山

本勝利 ・横 張真」 より

一方
、 都市住民 の田園景観に対す る評 価 はどうか。筆

者 ら8)は、かっ て田園地 域が残 っていた東京近 郊 の1地

区 を選 びそ こに長 く在住 している都市住民 を対象 に、彼

らの意識 に強 く記憶 されてい る環境要素 にっいての意識

調査 を行 って いる。 その結 果を見 てい くこととす る。

その結果 、強 く記憶 されている環境要素 として抽出 さ

れ た ものをあげ ると、以下 であった。

まず水 系で は、8割 以上が、小 さな農業用水路 をあげ

てい る。 その農業用水は、既 に20年 前 に暗渠化 し消滅 し

て い るが、存 在 していた時期、暗渠化 した時期、 その場

所等、筆者 らが、比較 のため過去 の現況地形図 を もとに

トレース した実際の変容 と記憶が よ く一致 している こと

がわか った。面接調査 か らその用水 が、子供連 の魚採 り

や昆虫採 りの遊 びであ り、 強 く記憶 され ていたことが推

察 され た。 こ こには玉川用水 が流れて いたが、 これ をあ

げた被験者 は皆無 であった。

つ いで、6割 以上が神社 の境 内林(杉 の大木林)を あ

げた。 これ は規模が大幅 に縮小 して いるが現存 している。

この要素 につ いて も、当時 の規模、 変容 した時期等、上

記 と同様 、実際 の変容 と記憶 がよ く一致 して いることが

わか った。 クヌギ、 コナラの二次林 の指摘があ ったが、

図上 では確認 され なか った。逆 に屋敷 林の存在が図上 で

確認 されたが、指摘 されなか った ものがあ った。面接調

査 か ら、神社 の境内林が遊 び場で あ った ことがあが って

きてお り、 これが影響 して いると推察 され る。

農地 について、当時存在 した環境要素 としてほ とんど

の被験者 があげたが、存 在 した指摘年次、 消滅 した時期

等、生産 されていた作物 につ いて も記憶 ないとの意見 が

多 くあげ られ、必ず しも実際の変容 とは一致 していなかっ

た。 クワ畑 が一部 に存在 して いたが、 これにつ いて は記

憶 と実際が一致 していた。

その他、野原、芝 を少数 の被験者で あったが指摘 され

たが、図上で は存在が確認 されなか った。

筆者 らの調査か らは、遊 び場等 と して身近 に接 した水

系 や樹林地系が よ り好 ま しい環 境要素 と して意識 されて

い ることが指摘 で き、農地 は、存在 は記憶 してい るが作

られていた農作物 につ いて も記憶 な く、農村住民 の生産

性 に価値を置 く評価 とは大 きな違いが見 られる結果 となっ

た。
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管理の方 向を模索 す ることが 田園地域の農地等 を緑 の環

境資産 と して保 全を図 って いく上で重要な課題 であ るこ

とを指摘 してま とめ と した い。
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次 に、相当の隔た りのあ る農村住民 と都市 住民 の田園

地 域 に対す る評価の相違 を融和 させ る方 向性を示 唆 した

研究 をみて いく。

小池9)は、都市住民(団 地 居住者)と 農村住 民(集 落

居 住者)が 混在す る地域を とりあげ、 そ こでの意識 調査

研究か ら都市 と農村の交流 を積極的 に行 ってい る住民 と

消極的な住民 とに田園環境 の評価 に差 があ ることを指摘

してい る。表にみ られ るとお り、集落居住者 では、交流

推進 派 は農地に対 して 「農地 の緑 は生活 と うるおいをあ

たえ る」が第1位 で、 その他の者で は、 「農地 は食料生

産 のため重要 な産業 だ」 が第1位 と差が み られる。 団地

居 住者の場合 は、交流 推進 派 は農地 に対 して 「農地 は食

料 生産のため重要 な産業 だ」 が第1位 で、 その他 の者 で

は 「農地 の緑 は生 活 とうるお いをあ たえる」 が第1位 と

な ってい る。 また集落居住者 も団地居住者 も 「農作業 は

人 間 らしい喜びがあ る」 の比 率がそ の他 の者 に比 して高

い比率 を示 してい る。 この小 池の研究 をみるが ぎり、両

者 の交 流が、都市住民 の緑 に重点 を置 いた価値 と農村住

民 が生産に重点 を置いた価 値をお互 いに認 め合 う動 きが

あ ると筆 者 らは考 える。

表6農 業 ・農地 に対 す るイメ ージ比較

`■ 巳:鼻`

5.田 園地 域 にお ける緑 の環境資産評価の視点

イ'り 眠 皇

居止■'イ ブ

議1灘撰 繋 巨1言轡
亀再居住看
:皇汲畑違猷
:その他

(`一引``・1,

ユ ロ は ま ロ 　の ロや ロ ぬ

誠 の肋1`二|川 噺
の1褒 な眉 ない
竃た

団地眉佳肴
:文虞旭連索
:モの也

ll;、;.1;;;;lllll;;!:
1-=一 一=一

;書 ㍑ 冷;1;1㍑;;!1'1
合 計 4921γ242610,255■949

■■ト1直ば宇■」LT`■ 訊■11

出典:「 『散在地域 における コミュニ ティ形成 に関す る

研究』農村計画学会誌12.1、1993小 池聡」

用語 の定 義で、 ルーラルランドスケープには多 くの人々

の原風景 とな って いるこ とは述べ たが、楠本侑司1°)は、

樋 口忠彦(『 日本 の景観』春秋社)の2つ の風景論 を も

とに、 「心 に懐か しく抱 く農村 の風景 と現実の近代化 が

進 む農村 の風景」 を対比 させ、 これか らの農村 の景観 を

論 じて行 く上で、前者 の立場 にたって伝統的な農村風景

を懐古 的に復活 させ るのではな く、後者の立場 にた って

論 じてい くべ きと主張 して いる。 「ただ単 に伝統的 な農

村空 間を懐古 的 に復活す るので はな く、農村 に展開 され

る諸活動 や近代化 され た生活様式 に対応で き、 自然生態

系 とバランス した農業 ・農村空間を創造することである。」

(楠本侑 司)

この ことは、ル ーラルラ ンドスケープを評価す る軸 や

主体 の問題 にっなが ると考え られ る。つま り、前者 では、

た とえば都市 住民等 にと って は、身近 な地域か らす でに

失 われっ っあ る伝統的 な農村の風景を多 くの 日本人 の こ

ころに残 る風景 として保存 して い く意義 は十分 にあ り、

文化財 の保全 や農村 リゾー ト型の観光資源 として考 える

と伝統的 な農村 風景の復活や保全 は需要 な軸 となる。 こ

の場合 の主体 は都市住民等 を主 と した広 く日本人全体 と

な り、 その地域 にとって は外部か らの評 価となる。一方、

後者 は、農 民を主 と した地域住民がルーラル ランドスケー

プ評価 の主体 とな る。地域住民 にとって、豊 かな 自然 が

残 る居住環境 は、 た しか に快適性 の要素 とな るが、農業

と生活様式 の近代化 も豊か な暮 ら しを実現 してい く上で

不可欠 な要素 であ ると考え ることがで きる。

田園地域 の農地等を緑 の環境資産 として保全を図 って

い くためには、従来 の よ うに農業生 産の副産 物的発想で

は、都市化 や近 代化 によ り次々 と姿を消 しっつ ある状況

にお いて は もはや不可能 といえ、それにかわ る発想が求

められて いる。 その一つ として、筆 者 らは、 田園地域 の

農地等を緑 の環 境資産が、都市の快適な居 住環境の形成

に資す る重要 な役割 を持 つ との認識 が必要 であ ると考 え

るもので ある。 そのた めには、田園地域 の維 持管理 に農

業生産か らの評価(農 村住民の評価)に 加 えて都 市環境

か らの評価(都 市住 民の評価)を 加 え る必要 があ ると考

え る。 しか し、 いままで見て きた とお り、 これ らの2つ

の評価 には大 きな相 違が存在す ることが指摘 で きると同

時 に、2者 の融和の可能性 もあ ることも指摘 した。 した

が って今後、 これ らの2つ の価値を統合 した新 しい維持
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第2編 地 球 シ ステ ム の 経 営 と緑 と人 の エ コ ロ ジー

第3部 ヒ ュー マ ンセ ツ ル メ ン ト その2(第3分 科会)

第4章 都市 的地域 におけるグ リー ンス トックの

保全手法 につ いて

全国農業協同組合連合大消費地販売推進部

1,グIJ－ ンス トックの地 域別 の考 え方

グ リー ンス トック(以 下GSと いう)に つ いて考 える

時 に、 その地域 によって人それぞれ イメージが異 なる。

そ こで考 え方 の整理の手法 と して農水省 によ る農業地域

類型区分(資 料1)を 利用 して検討 を進めるものとする。

(資料1)農 水省による市町村の農業地域類型区分の基準

原 耕造

農業地域類型

都市的地域

平地農業地域

中間農業地域

山間農業地域

基準指標

○可住地 に占めるDID面 積が5%以 上

で、人 口密度500人 以 上又 はDID人 口

2万 人以上 の市 町村 。

○可住地 に占め る宅地等率が60%以 上で、

人口密度500人 以上の市町村。但 し、

林野率80%以 上の ものは除 く。

○耕地率20%以 上かっ林野率50%未 満 の

市町村。但 し、傾斜20分 の1以 上 の田

と傾斜8度 以上の畑 の合計面積 の割合

が90%以 上の もの を除 く。

○耕地率20%以 上かっ林野率50%以 上で、

傾斜20分 の1以 上 の田 と傾斜8度 以上

の畑 の合計面積割合 が10%未 満の市町

村。

○耕地率 が20%未 満 で 「都市的地域」及

び 「中間農業地域」 以外の市町村。

○耕地率 が20%以 上 で 「都市的地域」及

び 「平地農業地域 」以外 の市町村。

○林野 率80%以 上かっ耕地率10%の 市町

村。

以上 の地域分類 により、それぞ れの地域 の特徴 とGS

との関係を整理す ると以下のよ うになる。

〔都市的地域 〕

今回 のテーマの対象 とな る地域 で、土地単価 が他 の地

域 と比較 して非常 に高 く財産価値 が高 いので、個人 の所

有権の主張が強 くGSと しての農地 の保全が一番厳 しい

地域で ある。農地 の価格 の推 移にっいては資料8を 参照。

市街化区域 の農地 をその生産行為 とは別 に都市 部のG

Sと して と らえた場合、緑地機能 として評価 しなければ

な らない。 その場合、市街化区域の都市公 園 と合算 して

GS資 産 として見てみ ると、資料2に あ るよ うに 日本の

公 園の状況 は世 界の都市 と比較す ると極めて不足 して い

る。特 に東京 の23区 内の場合 は、農地を公園 として カ ウ

ン トして もなお低水準 にあ り、緑地機能 と しての農地 の

確保が都市 計画上 も重要 な課題 である。

都市 部 に生活 して いる住民 サイ ドの認識 も資料3に あ

るとお り、保全 したい緑地 として田畑 の占めるウェー ト

は高 く、所有権 は農家 にあ るものの社会全体か らみ ると

緑地 と して の公共 的性格 が強 くな って きている。

今回改正 された生産緑地 法の生産緑地指定 の現状 を勘

案す ると、GS機 能 としての生産緑地 を確保 してゆかな

いと市街化 区域 での公園面積 は今後低位のままに推移 し、

1人 当 りの公 園面積 は世 界最低の水準を維持 し、市 街化

区域 は便利 さだけ は残 るものの人間の住 む地域 と して は

不適 当なエ リアとな って しま うであ ろう。

(資料2)日 本 と海外 の公園状況の比較

国 名

ニ ュ ー ジ ー

ラ ン ド

西 ドイ ツ

アメ リカ

フ ランス

シ ン ガ ポ ー ノ

日本

(1985年)

都 市 名

ク ライス ト
チ ャー チ

ボ ン

ロサ ンゼ ル ス

パ リ

シンガポール

東京23区

123区内の農地

1を含めた場合

人 口

(千人)

164

289

2.761

2,317

2、530

8,215

公園西横

(ha)

1,191

11082

5,945

2β21

1β08

1.803

3,616

1人 当たり公

園面積(㎡)

72.6

37.4

21.5

122

72

2,2

4,4

出典1日 本公園緑地協会 「都市緑化年報60年度版」
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(資料3)都 市住民 の 「みど り」 に対す る認識

Ql住 まいか ら歩 いて20～30分 以 内のなかで、

日頃か ら接 してい る 「み どり」 の うち多

く見受 け られ るものは どれですか。

1位

2位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10位

田 ・畑4L9%

生 垣 ・屋 敷 林36.8%

神 社 ・寺 の境 内34.2%

小 公 園33.8%

街 路 樹 ・緑 道28.7%

丘 陵 ・山19.3%

河 川18.7%

大 公 園15.8%

平 地 林13.9%

校 庭 ・キ ャ ンパ ス12.3%

Q:住 まいの周辺で保 全 したい緑 地 はどれ

ですか。

1位 神 社 ・寺 の 境 内49.7%

2位 生 垣 ・屋 敷 林47.7%

3位 田 ・畑41.4%

4位 平 地 林40.3%

5位 丘 陵 ・山38.8%

6位 河 川28.8%

7位 野 原23.6%

8位 池 ・沼13.7%

9位 海 岸9.0%

10位 事 務 所 ・ビル 敷 地3、6%

出典:首 都圏における緑地環境の整備保全計画調査報告書

(資料4)環 境保全型農業の概念

環 境 保 全 型 農 業 の 概 念

協1司 組 合 間
提 丁究理 言論

(農)安 心 して働 きたい

(消)安 心 して食べたい

口宣 三重

[:田'已冨言r命

資 本 言命

表示の適正化

有機 ・低農薬農業

土作 り ・堆1肥 ・ゴ ミ

PL責 任

輌 安鷲

(農)豊 かな生活を したい

(消)豊 かな食生活を したい

安 全対策 ・ゴ ミ対策

環 上童

流通技術革新

農地の流動化 受委託

基盤整備 ・土地改良

担い手 ・法人化

新鮮 ・美味 ・安心

食管法 ・ガ ッ トウル グア イラウン ド

;生 産性 の向 上;
、

環境技術開発

流域対策

環境対策

技 術 開 発

圏
技 術 開 発

生産流通対策 ・所得対策

生産技術革新

地域対応農業技術ll}1発

生 」2歪

;環 境への 負荷の軽減 に配慮 ≡

農 一山 ・漁村景観 ・看板

水質保全 ・肥料農薬汚染

酸性雨 土壌流失

農 業公園 ・市民農園

農家民宿 オー トキ ャンプ

生活基盤 整備 ・集落整備

地域文化 の担い手

地域振興対策
基盤整備対策

(共)美 しい地球 を守 りたい

(農)住 みがいが ある

(消)行 ってみたい

≡食料の安 全保障'生 産基盤の確 保;
!

生産目標面相の確保

中山間地対策
市民農園 都市農業問題 生産皐‡地

担い手 ・婦人 ・高齢者
地域振興 ・地域雇用

土地利用計画 ・集落整備 ・土地改良

国際交流 ・農村都市交流

士世 上或

(共)平 和に生きたい

(農)働 きがいがある

(消)安 心 して生活 したい

農 イ主 圧1描1都rけ 構 ♪r!;!
ザ ィ バ ネ テ ク ス 理 論

エ ネ ル ギ ー 保 存 の 法 則

注)(農)農 業者(消)消 費者(共)農 業 者 ・消惚 者共通
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[平 地農業地域]

農業生産 にとって は非常に重 要 な地域であるとともに、

交通 アクセスの良 い地域や市街化区域 に隣接 した ところ

で は都市 的地域 に変化す る可能性 が強 い ところである。

この地域 でのGSの 保全 にっ いて は農業生産費低 減 とそ

れ に伴 う農業生産基盤整備手法 の検討 と併 せて実施 しな

ければな らない。特 に問題 となるのは大規模 圃場 と環境

負荷 の関係を今後 どのよ うな方 向で整理す るかで ある。

経済性 だ けを優先 した農業生産 にっいて は国際競争力の

確 保 という視点か らは非常 に重要 な ポイン トで あるが、

GSの 視点か ら再度見直 しをかけ、貨幣価値 を基準 と し

た経済合理性一辺倒の農業生産 か らの脱却 をはか らなけ

ればな らない。

[中 山間農業地域]

新農業政策 のなかで も一番議論 になる地域 であ り、農

業 の生産性 とい う側面か らは競争力 に欠 ける地域であり、

所得補償方 式であるデカ ップ リング等 の検討 されている。

今回 のテーマであ るGSの 保全 とい う視 点か らは、農業

生産 の限界の部分 をGS運 動 のなかで都市住 民 と連帯 し

て どのよ うな補填 できるかがポイ ン トであ る。

2.景 観保全 と環境保全 と生産保全 の関係

GSを 考え る時、都市 住民 の意識 が先行す る場合が多

いが、忘れて はな らないのはその地 域 に生活す る人達 の

意識な ので ある。GSの 標語 として 「自然 を守 ろ う」 と

いうスローガ ンが あるが、そ もそ も自然 とは一体何 なの

か を考 えなければ な らない。田園風景 を例 に とって考 え

た時、個人 にと っての田園風景 はそれぞれの年代 によっ

て イメー ジが異 なることを認識 しなければな らない。 昭

和 の40年 代前半 までの田園風景 をイメー ジしてい る人達

には田園に トラクターやコ ンバ イ ンは無 く、今 の20代 の

人達 のイメー ジとは大 き く異な るのであ る。そ こには将

に生活者 としての農家 の存在が 田園風 景の変遷の要因 と

な ってい るのであ る。昔 のハ ザ掛 けの田園風景が懐か し

いか らとい って、 その風景 を追 い求めた りす ることは本

来 のGSの 目的か らは外れてい るのであ る。都市住民 に

とっての田園 はあくまで も風景 なので あ りその風景 を保

全す ることがGSだ と勘違 いを して はな らない。

農業 とはそもそもオ リジナルの 自然 を破壊 して人間 に

とっての食料生産の為の開発行 為 なので あ る。 もしもオ

リジナル の自然 を回復す ることを 目指す のであれば、 中
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山間地域 の棚田 にっ いて は保全 をするので はな くて、森

林 に戻 さな けれ ばな らない。

この ようにGSと は時代背景 に適合 した景観保全 と、

そこに生活す る人達 の生活保 全 ・生産保全 と人類 の都 合

だけでな い環境保全 を具体 的に都市住 民 とその地域 に生

活す る人達が共 同 して実施 す る活動なのであ る。

3,GSと しての農地の存在価値

食料 の生産 資本 と して の農地 はあ くまで もオ リジナル

の自然 を破壊 した結果の産物 なので あるが、GSの 目指

す ものは 「人 間 と自然 との共生」で あ り、農地 は将 に自

然 との共 生の産物な ので ある。特 に都市的区域 において

は、その食料生産基盤 としての農地 の存在価値が都市住

民に理解 されず、 その資産 的価値 だけが羨望 の的 とな っ

て いる側面 が強 いが、 ここでは再度、農地 の環境保全評

価を見直す なかで農地 のGS機 能にっいて検討 を加 えな

けれ ばな らない。

農地の環境評価 シュ ミレーシ ョンについては資料5を

参照。

4.都 市 的地域にお ける農地の賦存状況の推移

都市的地 域の主要部分 を占める市街化区域内の農地 は

資料7の とお り平成3年 時 で15万haあ り市 街 化区 域 内

の約11%を 占める。 しかし この11%に っいて も減少 の一

途を辿 ってお り、全国 的な農地 のかい廃状況 は資料8の

とお りであ る。

GS活 動 と しては地 域の環境保全 と食料生産保全 とを

目指す もので あ るが、 視点をあま り地 域だけに限定 して

しま うと 「木 を見 て森 を見な い」 結果 とな って しま うの

で資料6,7,8な どの全国の状況を勘案 した なか で進

めなければな らない。全国的 な食料生産基盤 の視 点か ら

見 る と、都市 的地 域の耕地面積 は全国の耕地面積 の約22

%を 占めてお りこの地域 にっ いて は食料生産の視点を忘

れてはな らな い。



(資料5)農 地の環境評価 シュ ミレー シ ョン

森林評価

酸素供給機能

地下水ダム機能

土壌流失防止機能

保険休養機能

野生生物保護機能

合計

水田評価

酸素供給機能

地下水ダム機能

土壌流失防止機能

保険休養機能

野生生物保護機能

合計

畑評価

酸素供給機能

地下水ダム機能

土壌流失防止機能

保険休養機能

野生生物保護機能

合計

果樹園評価

酸素供給機能

地下水ダム機能

土壌流失防止機能

保険休養機能

野生生物保護機能

合計

量

2.4ト ン

9300ト ン

230ト ン

量

0.8ト ン

65千 ト ン

230ト ン

量

1.8ト ン

4650ト ン

115ト ン

量

1.2ト ン

9300ト ン

230ト ン

金額換算

61万 円

18万 円

32万 円

19万 円

3万 円

133万 円

金額換算

20万 円

124万 円

32万 円

6万 円

1万 円

183万 円

金額換算

30万 円

9万 円

16万 円

9万 円

1万 円

65万 円

金額換算

30万 円

18万 円

32万 円

19・万 円

1万 円

100万 円

評価基準

工業用酸素 ボンベ254円/kg

山元生産原価19円/㎡

砂防えん堤建設費14百 円/㎡

保険休養の効用

野生 鳥獣保護

評価基準

緑化期間を森林の1/3と 仮定

独自に算定

森林基準と同等

景観貢献期間を森林の1/3と 仮定

評価基準

緑化期間を森林の1/2と 仮定

同上

同上

同上

評価基準

緑化期間を森林の1/2と 仮定

森林基準と同等

同上

同上

(資料6)農 業地域類型別の賦存状況 (単位:万ha)

耕地面積合計

田

普通畑

樹園地

牧草地

合 計

528

287

128

49

64

都市的地域

115

72

27

13

3

平地農業地域

191

104

53

12

22

中間農業地域

167

84

37

19

27

山間農業地域

55

26

12

5

13

出典:平 成元年耕地面積統計
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(資料7)全 国土地利用状況

全 国3,777

農業振興地域1,726(538)

(農業振興白地区域+公 園そ

農用地区域548(472)

未 練

107(97)

市 街 化 調

101(94)

都市

引 き 都

187(16)

整 区 域

160(21)

の 他)

曲i区域938

市 計 画 区 域429

139

372

111

市街化区域137(15

()内 は農用地面積

平成3年3月31日 現在

出典:建 設省 「都市計画年報」自治省 「固定資産の価格

等の概要調書」

(資料8)耕 地 の拡張 ・かい廃面積 の推移(全国 ・田畑計) 単 位:1011a

35年

40

45

50

55

56

57

58

59

60

61

62

63

元 年

2

3

4

拡 張

2,930

3,360

4,990

4.620

3,190

2.5[0

2,200

2,330

2,100

1.900

L770

L850

1.790

L430

Ll70

816

748

かい廃

3,430

7,010

10,300

8,910

41500

4.380

3,980

3,730

3,550

3,630

3.850

3.700

4,090

5,260

4,710

4.700

4,748

自然災冊

1.050

111

202

46

48

31

96

189

114

25

7

21

42

16

105

32

12

λ鍋 嘘

2,380

6,900

10,100

8,860

41450

4,350

3.880

3.541)

3,440

3,600

3,840

3,680

4.050

5,250

4.600

4.670

4.?40

朋棚 量伽

3.ll8

5,199

2,917

2.202

2,198

L925

1.834

1,722

1.680

L775

1.727

L822

2.033

2,292

2.381

2,502

郎 面目榊

3,780

L802

1,159

709

669

588

496

455

456

432

378

384

624

488

431

362

‖撒賭

3.100

4,780

L540

L480

L370

L210

L260

1.460

[.630

L570

1.840

2.590

L820

1.86n

l.877

注)45年 以前は沖縄を含まない

人為かい廃のうち非農林業用途とは工場用地

出典;農 林水産省 「耕地及び作付面相調査」
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(資料9)耕 作目的の田畑価格の推移

中

田

価

格

増

年

率

中

畑1

価

格

増

減

年

率

全国

関東

東海

近畿

九州

全国

関東

東海

近畿

九州

40年

210

214

244

233

186

128

172

176

151

鼎

50年60年

仙一5050竜0

914

15.8

1.248

19.3

1、465

19.6

1,176

17.6

727

14.6

1,

1,

1,

2,

7.

1,636

8.4

5且

.1

17

.4

58

.9

40

1

677

18.1

11256

22.0

1.28イ

22.0

797

18.1

508

17.8

1.129

5.2

1.川6

3,8

1,6臼5

2.θ

1.560

6.9

1.091

7、9

63耳:元 年

6(ト6:163～ 元

1.719

1.2

2,0n3

1.5

2,213

4.2

2,507

23

L602

△0.7

1,163

L`}

1、884

L2

1.867

3,5

1.6呂4

2、6

L(15B

Al.0

1.782

3.7

2,202

9.9

2,447

10.6

2,809

12'【l

L579

△1.4

1,195

2.8

2.`)78

10.3

2.`}23

8,4

L787

6.1

11036

△2.1

単 位:一 『-1τ]/10a,%

2年4年

元～23～4

1,

2,

2.

3,

2

73

'1

46

.5

02

.3

20

.8

L570

△0.6

L260

5.4

2224

7.0

2,195

8.5

2,289

28.l

l.【)29

△0.7

1.961D

4.6

2,537

8.1

2,909

11.8

3.477

1.7

1.566

△{〕.3

j.341

6.4

2,引3

8.5

2,432

1`1,8

2.344

24

1.om

`).1

lI983

L2

2,547

0.4

3,106

6.8

3.463

ムo,4

1.562

△o.3

1.375

2,5

2,544

54

2.641

8,6

2.311}

△L5

1.036

`1,6

注)都 市計画法に基づく市街1ヒ区域及ひ市街f}:調整区域の区分を行っていない」1川Hの

豊川 地区域内のrl`nl及 び中畑El作 地のlllli{各

lU典:全 国農 業会諸所 「田畑売 買価格等に関守'る調 査1

5.改 正生産緑地 法の歴 史的背景 と問題点

平成4年 に改正 された生産緑 地法 は、 その背景 と して

バブル時代 の土地価格 の高騰に対 す る土地政策 としてだ

され たものである。土地 とい う限定 された商品 に対 して

需要 と供給 のバ ランスが崩 れた結果 なので あるが、 その

一つ の解決策 と して市街化 区域 内の農地 を市場 に放 出 し

て供給量 を増や し価格 の沈静化 を計 ろ うと したものであ

る。 しか しこの施策 はあま りに拙速で あ ったために、か

え って混乱 を招 き、結果的 には土地価格の沈静化以上 に

都市計画上多 くの問題点 を残す ことになった。都市計画

上の課題 とは生産緑地の指定 の際 に農家サ イ ドに充分な

検討の時間がなか った ことと、行政サ イ ドに充分検討 さ

れた地域 のマ スタープラ ンがなか った結果、生産緑地が

点在 して しまい、宅地化農地 としての土地利 用 にも支障

を きた し、生 産緑地 と しての農業的利用に も支障を きた

す結果 とな って しまった。 それでな くて も公 園が不 足 し

ている都市 的地域において、緑 地機能を有す る農地 が宅

地化 を選択 した結果 、固定資産税等の要 因か ら農業 継続

が不能 の状況 に陥 って しま ったのであ る。

都市的地域 にお けるGS活 動の視点か らは、生産緑地

として指定 された農地 につ いて緑地機能が確保 されたと

いう積極的評価があ る反面 、 その点在の結果、一体的 な

緑 地公園機能が失われた とい う評価 もあ る。

資料10に あ るとお り、今 回の法律改正の歴史的背景を

分析 す ると、農地 については戦 後の農地法及 び農業基本

法 の精 神が貫かれてお り、 その結果相続税の体系 にお い

ては 自作主 義が基 本 とな ってい る。 しか しS43の 新都市

計画法 以降は農地 を一本化せ ず、地域 区分 が導 入 され基

本 的には市街化 区域 内農地 については届 け出だけで農地

転用 がで きるようにな った。 これは市街化 区域 の農地 の

宅地化 の促進策 であ り、 これ以 降さまざまな都市農地放

出施策 が実施 され たのであ る。

今回 の改正生産緑地法 はそ の最終版 と もい うべ き法律

で あり、建設省サ イ ドと して は市街化区域 内の農業生産

にっ いては考慮を しないとい うスタンスに立 ったのであ

る。 しか し法律改正の内容に は農地の宅地化促進施策 は

盛 り込 まれ たものの生産緑地の保全手法 につ いて は殆 ど

施策 ら しきものが見当た らな いので、GSの 観点か らは

危機 的 な状況が出て きたのであ る。
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(資料10)生 産緑地方改正の歴史的背景

農地法

農業基本法

都市計画法

農地法の改正

生産緑地法

租税特別措置法の
一部改正

地方税法の一部改

正

土地基本法

改正生産緑地法

S27

S36

S43

S49

S50

S57

H1

H3

耕作者の地位の安定と農業生産力の増進

自作地とは耕作の事業を行う者が所有権に基づいてその

事業に供している農地

農業生産法人の規定

農事組合法人 ・合名会社 ・合資会社・有限会社

農地の権利移動の制限

農業生産法人 ・権利取得者の面積要件

農地転用の制限

農地転用のための権利移動者の制限

農業の発展と農業従事者の地位の向上

家族農業経営の発展と自立経営の育成

相続の場合の農業経営の細分化の防止

都市計画は農林漁業との健全な調和を図る

適性な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべき

ことを基本理念

市街化区域及び市街化調整区域の設定

市街化区域は既に市街地を形成している区域及び概及び概ね

10年以内に優先的かっ計画的に市街化を図るべき区域

市街化区域の農地転用 許可→届け出

同上 同上

第1種2種 生産緑地に関する都市計画

生産緑地区内における行為の制限

農地相続税の納税猶予制度

20年間農業継続により猶予税額を免除

長期営農継続農地制度の発足.

概ね0.1ha以 上で10年以上農業を継続する農地に

ついて農地課税

適正な土地利用の確保

正常な需給関係と適正な地価の形成

生産緑地と宅地化農地の区分

偽装農地の解消(長 期営農農地)

宅地化の強制(固 定資産税)

(資料11)改 正生産緑地法 の内容

納税20年

猶予 免除

市街化区域内農地

宅地化する農地 計画的な宅地化の促進 × ×

住宅 ・宅地 と して活用

保全する農地

緑 地 ・オ ー プ ン

ス ペ ー ス と して 活 用

生産緑地の指定 ○ ×

市街化調整区域への編入 ○ ○

逆線引き
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(資料12)生 産緑地法改正に伴う課税区分

固定資産税

相続税

地価税

3大都市圏特定士の

市街化区域内農地

(生産緑地以外)

宅地並み課税

納税猶予制度

不適用

課税

平成8年 まで非課税

同左

(生産緑地)

農地並み課税

納税猶予制度適用

20年営農による納税

免除制度なし

非課税

その他 の農地

農地並み課税

納税猶予制度適用

20年営農による納税

免除制度あり

非課税

(資 料13)農 地 並 み課 税 ・宅 地並 み課 税 の固 定 資 産 税 額 の試 算表

{既適用ili街化区域農地及び既に3.3平 方メー トル当り30.000PI以 上の農地)

地1]畑

地吊1.000㎡

㍑ll麗麗㍑1:1:器ll㍑:〕

R叫

T磯2町 喝

Ψ成]年 喧

丁成4『正喧

丁戚sw町

w嗣 甲

1m.….㎜

Φ

15no伽'0∩0

Φ

150.・oo.…

¶500m…

i宅 地 並 ■i悦;

同定■4に■s■,胆

50.om.om

②

57-500-0冊

⑭

tll53

66、125.ooo

{115}

75,㎜,【m

有刺晒閥押回●,旭

100.000.㎜

Φ

ll5-000,000

Φ

¶1,151

132、250,000

(115ハ

150,000.000

規 制

1.000.000

④

1.150.000

④

Lユ22、500

1.500.ooo

■噛鍾即悦`漏 路属地 ・保全日地)

1叫zw仰目口R田■思

2.000,000

⑤

2.40010m

Φ

1ロ ハ

2.8加.ooo

u2⊃

3,456.ooo

{12ハ

■11illA與■風昂1鋤

2.000.000

⑥

2.400,000

⑥

〔1.2)

2、880,000

〔12)

ユ.4S6,000

".2,

椀 頓'

34、ooo

Φ

40.600

①

48,900

5●,,oo

宅地鍾み●悦と

員噛櫨ゐ卸Nと
の因原力屋口

966,㎜

1.LO9、200

`.2n.600

1.杜1.④DO

(;皇)1早 成1年 尾でn廟 鴛a嘲 続柄12鳴 止.

Z田 口6閥 の賢明
`:'ぎ「n㎡``《i比肩「自'jl9弔',1罰`咽 の1'囲ハ

‡:㌫5`舗 師 弔コ ・魂

::♂'115m8旧 時Lコ 即・・

σ=②'x14/100`固 定W虚 脱規制+⑪'κ0.3/100個 中11画脱税卓」

陶'エ⑤XI.2{員 地の"四 日頃¶叩

旬=⑤X`2`■ 旭のn仲 良値弔〕

⑦=⑤'Xl.4/▲00`固 定質産悦艮¶+⑥'xO.3/」00`■ 市'憤 恨睨●⊃

固定資産税の税負担増加の内容を分析 してみます と次のよ うにな ります

中 固定w産 税額増加率

②33㎡ 当り固定W産 脱簡

③ 小胆住宅m地 踊とした場合

1.000rrf5株 以上の 台数

5住 戸以 上のマ ンション

を建設 した場 合

ll229.4`£}Il427sO`1≡

Il328.1`合ll525.6`音

lI23.300円IU4,362円

ll33.795「 】1154.950Pl

{課税1日置法}

固定資産悦 都市訓画法 税額 (倍 率)3、3」 ㎡当 り

ll2

113

114

!15

25.000,00010,000.000

{350.000十300.000}

28,750.000115,000.000

(402.600十348,000)

33,062,5001321250,000

`462,875十396.750)

371500.0001,150.000,000

(528.000十450.000)

650.000円

747,600

859.625

975.000

(19,1倍)

(18.6倍)

{17.6倍)

u6.61剖

(2,145F】)

(2,467円)

{2.836円)

(3.217円)

li皇)固 定w産 悦"悦 措置=肝 価額x負 皿調整率x}4
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6.改 正生 産緑地 の解説

改正生 産緑地法 とは市 街化 区域 内 の農地 につ いて、

「宅地化 す る農地」 と 「保全 す る農地 」 の選 択 を農家 自

身 にさせ、それを都市計 画決定 する ことであ る。農家 に

とっては検討する時間的余裕 がなか った こともあ り、都

(資料14)3大 都市圏別土地 利用区分

市農業 としての継 続性の検討や宅地化す る農地 の利用方

法についての検 討が不充分で あ り、結果的には相続税 と

固定資産税 の支 払能力を前提 に決定 されて しま った。 そ

こには行政 としての緑地保全 の意向や周辺 住民のGSと

しての意 向が反 映 され なか ったので ある。

区分

生産緑地

宅地化農地 当面農業

宅地化農地都市的利用

計

首都圏5県

面積ha

8,411

13,195

5,928

27,543

割合

31%

48%

21%

100%

中部圏2県

面積ha

1,861

3,685

4,691

10,237

割合

18%

36%

46%

100%

近畿圏4県

面積ha

4,798

4,946

2,436

12,180

割合

39%

41%

20%

100%

計

面積ha

15,070

21,826

13,055

49,951

割合

30%

44%

26%

100%

○都市的地域の農地の土地利用の考え方

ここで市街化区域に代表される都市的地域における農

食料生産基盤 としての市街化区域内農地

環境保全基盤 としての市街化区域内農地

1住宅政策基盤

地の土地利用 にっ いて考 え方 を整理 してみると以下 のよ

うになる。

生産 農業 的利 用

と して の市街 化区域 内農地 一ー 一

緑地

宅地化農地

都市的利用

一一 都市的利用1

[農 業的利用 の方向]

(1)市 街化 区域 内での農業生産 の長所 と短所

○ メ リッ ト:立 地(消 費地 に近 い)

○ デメ リッ ト:税 金(固 定資産税 が高 い ・相 続税評 価が

高 い)

(2)農 業 生産の方 向性

○生産 品 目 高回転率作 目(軽 薄短小)軟 弱野菜 ・芝 ・

ハー ブ ・フラワー

○物流経 費 無包装化 ・カ ゴテナ

○販売 手法 共販 ・生協 提携 ・地場市 場 ・無人店舗 ・

ロー ドサイ ド直売 ・ファーマ ーズセ ンター

畝売 り ・大根狩 り

○安 全性 安全防除 ・有機低農 薬

○地 域環境 生 ゴ ミと堆肥生 産

○事 業内容 施設園芸(ハ ウス ・トンネル)

レス トラン事業

市民農園事業

○相続対策 後継者 の確保

[都 市的利用 の方 向]'

(1)環 境保全基盤 の方 向性

○生産緑地 ・全体:

○生産緑地 ・営農 継続:

○生産緑地 ・営農者未定:

(2)住 宅政策基盤 の方 向性

○宅地化農地 ・全体:

緑地機能としての外構の整

備が必要緑地機能としての

オープン機能が必要

農業的利用の継続

継続可能な周辺環境の整備

必要→区画整理

農業的利用の継続

市民農園等の労働力軽減対

策必要

市町村買い取り対象生産緑

地への転換→区画整理

農地相続との違いを認識

現在の相続税の体系では資

産の保持は困難

相続対策用の資産が必要→

区画整理
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○宅地化農地 ・基盤整備済:

○宅地化農地 ・未整備:

賃貸住宅(周 辺環境の整備)

入居者確保のための周辺環

境の整備必要→区画整理

入居者の立場にたった資産

管理事業の展開が必要

固定資産税の負担継続

都市的土地利用可能な基盤

整備必要→区画整理

○保全手 法 としての市民農 園

以上 の状況 をふまえ ると都 市的地 域におけ るGSの グ

リー ン資産 としての保全手法 として市民農 園が土地 利用

の方式 として有効 だ とお もわれ るので以下具体 的な事業

手法 の検討 を加 えてみ ることにす る。
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第2編 地球 システムの経営 と緑 と人のエコロジー

第3部 ヒ ュー マ ンセ ツ ル メ ン ト そ の2(第3分 科 会)

第5章 先行事例に見る緑の環境資産保全の社会的

システム化の方向性

㈱ ピュー レ地域計画工房 橋立 達夫

本研究 の総 合課題 は、社会 的資産 と しての環境資源の

保全 を、経済 的原則 に則 った新たな社会的 システムによっ

て実現 しよ うとい うものである。 すなわち環境資源 の保

全 を、競争 的弱者 に社会保障 で対応 す るとい うような流

れで はな く、 内包 す る価値 を認 め る主体 が、そ の価値 に

応 じた負担 をす ることによ って保全 す る方 向を探 るとい

うことで あ る。 そ して最終的 にはさ らに、環 境資産の価

値 を直接認 める主体 の手 を離 れて、不特定 多数が参入す

る市場 で取 り扱 われるよ うな、環境資産 の証 券化 とその

市場流通 の可能性 を検討 しよ うとす るものであ る。 その

一環 と して、 ここでは緑 の環境資産 を保全 す るための新

しい負担 の仕方 に関する社会的 システムの方向性を、 こ

れ までの市民運動 や新 しい環境行政 の動 きの中か ら展望

す る。

緑 の環境 資産を、個人 の犠牲 や行政 によ る保障 といっ

た力で はな く、不特定多数 の市民 の力 によ る社会的 シス

テムによ って保全 しよ うとい う方 向に関 して は、そ の要

素を示す事例 がすでに多様 に存在す る。個 々の動 きは必

ず しも環境資産 の証券化 を目指す ものではないが、それ

らを一定 の軸 に沿 って整理 する ことによ って、全体 と し

て環境資産 の証券化 の方 向性 を見 出す ことが可能であ る

と思 われる。

ここで は、緑 の環境資産保全 の新 しい負担 の仕方 に関

す る社会 システムと して、次 の6つ の段 階を考え る。

1.コ ミュニテ ィによる環境資産 の保有 ・管理

2.市 民有志 の協働 による環境資産 の保全

3.地 縁 に縛 られない遠隔地 の環境 資産 の保有 ・負担

4.環 境資産 の商品化

5.環 境資産 の証券化

6.証 券 の市場流通化

1コ ミュニテ ィによる環境資産 の保有 ・管 理

環境資産 を個人 の責任や犠牲 によ って保 全す るという

状況を脱 して集団 による保全 を行 うというのが 目指す社

会 的 システ ムの第一段階で ある。す なわ ちコ ミュニテ ィ

が緑の環境資産を共同 で保有 ・管理 するとい うものであ

る。 古 くは 「入会 林」が これに当てはまる。集落 の共有

財産 と して山林を保有 し、農地 の保温材等 と して落 ち葉

を取 った り、た とえば社寺 の修復 など有事 の際 には立木

や山の一 部を売 って資金 を得 るなど、共同 目的 に使わ れ

るのが入会林 であ る。 また屋根葺 きのための共有 の 「茅

場」 もコ ミュニテ ィによる緑 の環境資産 の共同保有 ・管

理の例であ る。入会地 は市 町村 の合併 などを契機 と して

「財産区」 とな り、 自治体 の中 の小集 団 と して の集 落 に

よる保有管理 が、あ らためて明確 にされ継続 される例 も

多 く見 られ る。入会林や財産 区では権利者 の義務 と して

年 数回の保育管理作業 をメ ンバ ーに課す ことによって維

持 されて いる例が多 い。 しか し近年 では、林業 の低迷 や

兼 業化の進行、人 口流 出等 に伴 って、入会林や財産区 の

山林 の保全が困難 になる例 も多 く見 られ る。 このよ うな

状況の下で、経済的 な価値 を超 えて山の価値全体 を見直

そ うとい う動 きも生 まれて いる。 たとえば滋賀県 甲賀町

で は自分の山を もう一度見直 そ うと、余暇 を利用 したサ

ラ リーマ ンの林 業 グループ 「甲賀愛林 クラブ」を結成 し、

精力的な愛林活動を実施す る とともに、川下 の都市市民

との交流活動な どを行 って い る。

コ ミュニテ ィによる緑 の環境 資産 の共同保有 ・管理 を

行政の介入に より制度化 し、実 現する方策 として、 「緑

化協 定」 があ る。住宅地内や工場敷地内で の一定割合 の

緑地の確保や生 け垣 の奨励 とその保全 など多様 な協定 内

容があ り、 自治体 はそれ らの管理 に関 して援助 すると と

もに、 「緑 化 コンクール」 などによ って志気 を高 める方

策を講 じて いる。 また新 しい開発地 区における緑 を保全

す るため、 「開発者負担」 や 「地 区計画」 によって、 あ

らか じめ緑の空間 を確保 し、事後 の入居者が土地 の取得

や賃借価格の中でそ の費用 を負担 する とい う形態 もある。
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2.市 民有志の協働 による環境資産 の保全

一定地域の環境資産の保全 に関す る活動で あるが
、必

ず しも地権者だ けを成員 とす るもで はな く、市民有志の

協働 による環 境資産の保全 の動 きも見 られ る。 イギ リス

に は伝統 的な田園 ・都 市景観を守る市民運動 として 「ロー

カル ・アメニテ ィ ・ソサ エティ」が あ り、 す で に150年

もの歴史 を誇 ってい る。 わが国で はこれが 「シビ ック ト

ラス ト」 とい う言 葉 として伝わ った。 シ ビック トラス ト

はイギ リスでは次項で見 るように全国組織であ るが、わ

が国 ではナ ショナル トラス トに対す る"市 民の"ト ラス

トとい う意味 で捉 え られ、地 域に基礎 を置 く組織 とな っ

た もの と思 われれる。東 京都世 田谷区の 「(財)せ たが

や トラス ト協会」 は区民 、企 業な どか らの寄付金 を もと

に区 内の緑 の環境資産 や歴史 的環 境、 文化財などを守 り、

うるおいのあるまちづ くりに貢献 してい る(注1)。 ま

た最近 は主 と して ゴル フ場 の開発 を阻止 す る市民運動 の

手段 と して、開発予定地 の立 ち木 を買 い取 り、勝手 に木

を伐 らせ ないことで開発断念 を迫 る 「立 ち木 トラス ト/

一木運動」 という例 も見 られ る
。

アメ リカの 「コ ミュニテ ィ トラス ト」 は、一定地域 内

の個人や企業か ら集 めた寄付金 を基金 と して運用 し、地

域の ため に使 う仕組みで ある。 その基金 は大 きいところ

で は数億 ドル に達 してお り、地域 のニーズに基づ くまち

づ くりに資金を出 して いる。事業 内容 と して は学校や福

祉施設の整備を始 め、道路整備や独 自の地域開発事業 を

行 う例まであ る。 日本版の 「コ ミュニティ トラス ト」で

あ る 「まちづ くり トラス ト」 は、 「まちづ くり公益信託」

によ るまちづ くり事業であ り、千葉県佐倉市 の 「佐倉街

づ くり文化振興 白井基金」がそ の鳴矢であ る。土地区画

整理組 合の清算金 を基金 と して、 その信託運用益を地域

の環境 資産 の保全 ・活用のため に使 って いる。 また東京

都足立 区の 「あだちまちづ くり トラス ト」 は、一定規模

以上 のマ ンションを建 設す る業 者か らの拠出金や個 人、

団体 の寄付金 を信託 し、その運 用益 を利用 してまちづ く

りのためのPR活 動 や調査研究 、公 園への実のな る木 の

植栽 などを行 っている。

これ らの他 に① のシステムか ら地権者 であ ることの縛

りを外 した もの と して、 「開発者負担 の地 区外負担」 や

「み どりの基金」 と しての負担 の形態 が あ る。 開発 区域

の中 に保全すべ き良好 な緑地 がない場合 や、 自治体 の中

で他 に保全すべ き優先度が高 い緑地 があって計画的 に保

全を図 ろうとす る場合 には、 こうした地 区外負担 の協議

が なされる。市 町村 の条例 や要綱 に基づ くもののため行

政境界 を越 えての負担 はないが、負担 の当時者 が必 ず し

もどこの緑 の保全 に協力 しているか を特定で きない とい

う意見で、② の範疇 に入 れる。 また公的 な出資 が中核に

な って いる ものではあるが、 「さいたま緑 の トラス ト基

金」 と 「(財)さ いたま緑 の トラス ト協会」 は、 ふるさ

との景観 を形成す る武蔵野 の平地林 や見沼 田ん ぼの斜面

林を買 い取 り保存す る目的 を持 った仕組 みで ある。緑 の

環 境資産 を守 る仕組み と して注 目すべ き例で あ り、 その

後 、神奈川県、大阪府な どで、 より大規模 な基金 と組織

が生 まれて いる。

また イギ リスの 「グラウ ンドワーク ・トラス ト」 は、

荒廃が 目立 った古 い工業都市 の環境を改善 し、再活性化

を図 るため に専門家集団が中心 とな って活動 している組

織 であ る。その活動の重要な一環 として、都市近郊 の農

村景観 と農業 、希少な樹林地 を守 る運動が展開 されて い

る。組織 は大 きな資金力は持たないが、 「パ ー トナー ・

フォー ・アクション」 を合言 葉 に、 資金援助者 と地権者

などをっな ぎ、互 いにギ ブア ン ドテー クの協力関係 をっ

くる ことによ り保全の実効を上げてい る。

(注1)(財)せ たがや トラス ト協会 は、 区内の環境 資

産 の保全 を中心 に活動 しているが、全国的 な啓

蒙活動 も実施 してお り、 「ローカル ・アメニティ

・ソサエテ ィ」 と 「シビック トラス ト」 の機能

の一部 を併 せ持 ってい る。

3.地 縁 に縛 られない遠 隔地 の環境資産 の保有 ・負担

以上 の コミュニテ ィによる緑 の環境資産 の共 同保有 ・

管理が、基本的 に地縁 による結 びつ きを前提 と してい る

の に対 し、地縁 を離れ て遠隔地 の環境資産 の保有 ・負担

を考え ることが、 目指す社会的 システムの第三段階で あ

る。

② よりさ らに空間的 な広が りを持つ システムと しては、

「ミテ ィゲーシ ョン」の考え方が あげられ る。 大 規 模 な

開発で失われ る森林や干潟な どの緑の環境資産 の代償 と

して、それ に匹敵 す る規模 の森林 や干 潟 を周辺 で 復元

(ミ ティゲー シ ョン)す ることを義務づ ける とい う制度

であ り、 アメ リカで発達 してきた。制度 によれば、 ミティ

ゲー シ ョン を先 に行 うことで初めて事業 認可が下 りると

い うことにな るが、 周辺での復元が困難 な場合や、他 に

優 先度 の高 い復元事業 を公共が実施 す る計画があ る場合
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に は拠出金で代替す ることも行われて いる。 わが国で も

近年、海岸埋立地 の地先 に人工渚 を造 るな ど、主 として

公共事業 の実施 の際 に先行的 に行わ れてきた。埋 立に際

して渡 り鳥 の飛来地 が失 われ な い よ う、 県 が24haも の

人工干潟 を造成 した広 島港五 日中地 区の八幡川河 口での

事業 が名 高い。 さらに静 岡県興津市 では 「興津川の保全

に関 す る条例」 を制定 し、 流域 にお け る10ha以 上 の大

規模 開発 を行 う場 合には、 開発者 と市 長の協定 により流

域 内で開発規模 と同等以上の面積 の森 林の復元 を義務づ

けてい る。市 の水 源 とな る地 域での ゴル フ場開発 を抑制

す るために作 られた条例 とい う色彩が強 く、実際 には適

用 された事例 はないが、当初の 目的 は十分 に果 た してい

ると考え られ る。 そ して、 も しも適用 され る事業 があれ

ば、 まさ しく地縁 に縛 られない遠隔地の環境資産の保有 ・

負担 とな るという意味で、事例 と して掲 げる。

同様 の制度 と して条例や要綱 に定 める 「開発者負担 の

地区外負担」 や 「みど りの基金」 と して の負担 の形 態が

ある。開発者負担 によ り緑 の環境資産 を保 全 しよ うと し

て も、開発区域 の中に保全す べき良好 な緑地 がない場合

や、 自治体 の中で他 に保全すべき優先度が高い緑地があっ

て計画 的に保全 を図ろ うとす る場合 に は、 こう した地区

外負担 の協議 がな され る。市 町村 の条例 や要綱 に基づ く

もののため行政境界を越えての負担 はな いが、負担 の当

事者 が保全対象の緑地 と地縁 に結びついて いるわ けで は

ない とい う意味で、③の範 晴 に入れ る。 さ らに近年 は ミ

テ ィゲ ーシ ョンという考えの下に、開発 によって損 なわ

れ るで あろう自然 と等価の環境を開発者 の負担 によ って

創造す ることを義務づ けるという動 きも生 まれてい る。

地縁 に縛 られない遠隔地の環境資産 の保有 ・負担 シス

テ ムと しては、 この他 に河川 の上流 と下流 の自治 体が、

主 と して上流 の水源林 の保全 に関す る協定 を結ぶ 「流域

協定」 や、都市 内で得 ることが難 しくな った緑の環境の

中で の活動 の機会 を農 山村地域 との友好 関係の中で実現

しよ うとする 「山村都市交流」 があ る(注2)。 流域の

上流下流 の地域 間の代表 的な関係 として は、横浜市 と山

梨県道志 村 との関係があげ られ る。 また三重県の雲 出川

流域 で は津市 、松 阪市など3市4町3村 による 「雲 出川

流域 を考え る会」 を結 成 し、調査研究 な ど地域づ くりの

相互調 整を行 って いる。兵庫県東播磨地域の7市10町 に

よ る 「東播磨水辺の ルネ ッサ ンス協会」 や、岡 山県 の6

市16町 による 「高梁川流域連盟」、高知県 の四万十 川流

域8市 町村 による 「リバ ーふ るさと振興協議会」 の活動

もこの範 疇に入 る。 山村都市交流 には全国 に多 くの事例

があ る。

また海域の漁業 者が漁場 の海 に注 ぐ川 の上流 の山林 の

保護のために資金や労力 を出す とい う動 き も見 られる。

たとえば北海道 えりも町 の襟裳漁協 は山林 の伐採 によ り

土砂の流出の 目立 った河川上流 の山に、 自 らの手 で植林

を進め ることによって漁場 の回復 を図 って きた。 また、

一時 は絶滅 に瀕 した厚岸 町の天 然ガキは上流 の植林 によ

りよみがえ ったとされてい る(注3)。

山林労働力 の不足 を行 うとともに都会の青年 たちの精

神修養 の機会 を提供 す るという趣 旨で始 め られた 「草刈

り十字軍」 もここに位置付 けられ る。

また、 よ り大 きな広が りを持つ システムと して は 「ナ

シ ョナル トラス ト」 運動が ある。 「ナショナル トラス ト」

は百年前、 イギ リスで始め られた運動で、保存すべ き自

然環境 や歴 史的環境、産業文化財 などの保存 を、買 い取

り、寄贈、還 送、借用、保存契約等 によ り図 っている組

織であ る。 わが国 には開発 の危機 にさ らされた貴重 な自

然環境を市民の寄付 によ り買 い取 り保存す る運動 として

伝わ った。知床の原生林 の保存 や和歌 山の天神 崎の保存

を 目的 と した 「一坪地主運動」 や 「100㎡ 運 動]は その

一環で ある
。 さ らには国境 さえ も越えて、世 界的に緑 の

環境 を保全す るためのNGOの 運動、た とえば アマ ゾン

の熱帯雨林 を守 る市民運 動な ども見 られ る。

「シビック トラス ト」 は、イギ リスで 「ロー カル ・ア

メニテ ィ ・ソサエテ ィ」の全国版 という形で作 られ、歴

史 的建造物 の保存 や田園景観の保全 に力を発揮 している。

各地域 において独 自の活動 を行 って いる 「ローーカル ・ア

メニテ ィ ・ソサエ ティ」 に対 し、資金や技術、情報、法

律 な どの面で援助す ることによ り、地域性を生 か した保

全の実効を上げてお り、 と くに地域 の誇 り(Prideof

Place)を 前面 に出 した景観 デザイ ンの面 で指 導力 が強

く発揮 されてい る。 「シ ビック トラス ト」 の設立 を契機

と して新たな 「ローカル ・ア メニテ ィ ・ソサエテ ィ」 が

多数設立 され、 また自 ら提唱 した 「シビック ・アメニティ

法」や 「タウ ン ・ア ン ド・カ ン トリー ・ア メニ ティ法」

が成立 したことか ら活動 はますます揺 るぎないものになっ

ている。活動資金 としては企業や篤志家の寄付 を核 と し

て運営 されてお り、その他政府補助金、委託 調査費な ど

の収入 がある。 間接 的で はあ るが、全国 レベ ルで集め た

資金 を、地域 の環 境資産の保全 に役立て るという意味で

この範 疇に加 え る。
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(注2)山 村都市交 流は、本来、住民相互の交流関係 に

よ って、互 いの環 境の不足 を補完す るとともに、

文 化面 での切瑳 琢磨を行 うという意味を持つが、

そのほ とん どが上 記の ような 「都市内で得 るこ

とが難 しくな った緑 の環境 の中で の活動 の機会

を農山村地 域 との友好関係の中で実現 しよう」

とす る都 市側の論理で始 まるため、山村側 は主

と して経済的な見返 りを得 るにとどまる ものが

多い。その意味で、 ここで は、都市市民 による

山村の環境 資産保全 に対す る負担 の例 と して扱

う。山村都市交流 の、 より広範 な意義 と活動 に

つ いて は後述す る。

(注3)地 球の生態学 「魚 は森 につ く」 日本経済新聞

平成4年12月20日

4,環 境資産 の商品化

緑の環境資産の一部 を商品 として販売す るというのが、

目指す社会的 システムの第四段 階である。 た とえば 「コ

ン ドミニアム方式 の リゾー トホテル」 は、 直接 的にはホ

テルの部屋 を区分所有 し、年 間数 回の利 用権を確保す る

というものであるが、分譲価格 や会 員権価 格の中に周辺

の環境 にマ ッチす るホテル敷地 内の緑地 や時には周辺 の

景観 の保全費用 も価格 の中に含 まれているという意味で、

緑 の環境 資産 の商 品化 の一例 と見 ることがで きる。

また 「市民農園」 は、労働 力の不 足等で維持が困難 な

農業 に都市住民 の人手 や資金 を導 入す ることによ り、緑

の資産 としての農地 が維持 され るという効果 を持つ。 さ

らに、 「ふ るさ と会員」 や 「農村体験学習」、 「山村留

学」、 「産地 直送農産物」 な ども直接 ・間接 に都市住民

が農 山村 の農業 を支援 し、 ひ いて は農地の保全 に貢献す

るとい う意味で、 この範疇に加え られ る。

5.環 境資産の証券化

緑 の環 境資産を現物の取 り引 き関係で はな く証券化す

るのが 目指す社会的 システムの第五段階 である。資産 の

証券化 にっ いて一 般的な手 法 は債券 の発行で ある。緑地

の保全 は直接的な利益を生み出す わけで はな く、債券 に

よって資金調達 して保全 に充て て も、結局 は税金 などほ

かの収入 を償還財源 にせ ざるをえない とい う基本 的な制

約があ る。 しか し、今、資金調達 を して保全 の対処 を行

い、金 利や償還財源 は将来 の市民 が負担 す るとい う時間

差を生み出す メ リッ トが あるこ とか ら、常 にその実現 を

模索すべ き方策 のひとつで あることは間違いない。現在、

地方 自治法で は 「地方債」 の発行 目的の ひとっ と して公

園緑 地事業が認め られ てお り、都市公園法 に基 づ く公 園

と して計画決定が なされた区域や首都圏近郊緑地保全 法

に基づ く保全 区域 と して指定 された区域 の整備 ・保 全に

つ いて は債券発行 による資金調達 が可能で あ る。 しか し

この債券 は銀行 や信託銀行 を中心 とす る機 関投資家 が編

成す る引き受 け金融 団体 か らの資金調達手段 と して限 ら

れ てお り、市民 の目に触 れる ことはほとん どない。 また

起債枠 の設定 に関 す る自治省 の許可 や地方議会 の承認が

手ll頂と して必要 であるなど、 資金調達手段 として制 約が

大 きい。 「地方公 営企 業債」 は地方債 よ り若干発行時 の

自由度 の高 いが、 現在 の ところ緑地 の保 全 は債券発行 の

目的と して認 め られていない。また自治体が第3セ クター

などの企 業体 を作 り発 行す る 「事業債」(ア メ リカで実

際 に用 い られてい る 「レベニ ューボ ン ド」 はこの方式 と

考 え られ る)に っいて は、発行の要 件 とな る資本金、準

備金、資 産が多額 に必要で、 さらに 「起 債会」の適債基

準 か ら見て低利の債券発行が困難であ る。以上のよ うに、

債券 の発行 にはさまざまな制約があ り、緑 の環境資産 の

保全 を 目的 と した場合 には、実質的に債券 による資金調

達 はで きな いのが現状で ある。

横 浜市 は昭和61年 に市内3,000か 所 に及ぶ斜面林 を計

画 的に保全す るために、市民公募形式の 「緑地債」 の発

行 を検 討 したが、上記の よ うな債券発行 の壁 と折か らの

低金利に より発行 を断念 した経緯があ る。 「緑地債導入

検 討調査」 にお いて は、柔軟 な組織 と して"ふ れあいの

森財団"を 設立 し、市民1人 当た り平均1万 円の債 券購

入 または地権者 による緑地 の現物出資 によ り資金調達 し

て、取得 した緑地 の一部 の開発 を伴 う土地 ・資金 の運 用

を行 うことによ り、 実質 的な斜面林 の保 全を行 う方 策が

検討 され た。 また取得 した緑地 を、かぶ と虫の森 、 どん

ぐりの森、 ホ タルの沢、 冒険の森 など、従 来の公 園や保

存緑地 とは異 な るユニークな自然とのふ れ あい空間 と し

て提供 しよ うとい うもので もあ った。債 券の発行 方法や

形状、反対給付 の方 法などに もさまざまな工夫(た とえ

ば出資者本人 が手を伸ば して回転 してで きる広 さの緑地

を買 えるだけの額 を引 き受 けて もらう方 式、債券をバ ッ

ジやテ レホ ンカ ー ドにす る方式、大 口の寄付者 にはその

名前 を冠 した緑 地をっ くる方式な ど)、 が加え られて お

り今 日に も通 じる内容を持 ってい る。

また、緑 の環 境資産の保全を 目的 と した もので はない
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が、神戸市丸山地区 の 「コ ミュニティボ ン ド」 も、証券

に よる市民の コ ミュニテ ィ資産創出 とい う意味 を持 つ も

のであ った。市の計画 の中で は優先順位 の低 い地区 の市

民施 設を、当該地区住民 を発行対象 とす る債券 「コ ミュ

ニテ ィボ ン ド」 によ って資金調達で きれば先行 的に整備

す るというもので ある。 まちづ くりに関す る住民参加 の

新 しい形態 と して期待 され、 また参加住民 の思 い入 れ も

大 きい ものが あったが、結局 は自治体の方 が新 たな資金

調達 手段以上の意味づ けを しなか ったために勢 いを失い、

その後 追随す る動 きは生 まれて いな い。

林 野庁の指導で行われて いる 「特定分収林(通 称"ふ

るさとの森")」 は、資金回収が長期化す る ことか ら困

難 を増 して いる山林経営 に市 民の資金を導入 し、経営 の

持続 性を図 ろうというもので、 目指す社会 システムに極

めて近い内容を持 って いる。分収契約の契約書が一種 の

証券 であ り、 この中で利子や満期 に関す る契約条件が あ

らか じめ定め られ る。すなわち契約対象の山林 の伐期 と

な る約30年 後に木材の売 り上げ収入を折半す るほか、毎

年 の利子 代わ りに季節の山の幸を宅配 した り、地域 の観

光施設 や林野庁系の保養施設の利用優待制度 を持つ など

反対 給付があ り、都市住民に人気 の商品 とな っている。

この制度を援 用 して、水資源管 理公団が ダム上流の山林

地主 と分 収契約を結んだ上 で植林 を進め るとい う例 も見

られ る。 また、規模 は小 さいがr果 樹オー ナー」 システ

ム も同様 な仕 組みを持 ってい る。

6.証 券 の市 場流通化

⑤ で証券 化 した環 境資産を、 さらに証 券市場で流通 さ

せ ることによ り、不特定多数 の主体 が、時 には当初 の環

境 資産の保全 という目的を離 れて金 融資産 と して証券を

保有 す ることにな るのが第六段 階であ る。

アメ リカ にはTDR(TransferofDevelopment

Right:開 発権 の移転)制 度 が あ る。 歴 史的 建造 物 や貴

重 な自然、優良 農地 な どを保全す るため、開発を規制す

る ことによ って失 われ る機会費用(OpotunityCost)

を、地権者 が開発 の権利 を売 ることによ って補填す ると

い うものであ る。開発規制 のかけ られた土地や建造物上

空 の開発 権(容 積)を 、他 に設定 された開発地区の開発

主体 が買 うことに より、 開発地 区におけ る密 度の高い開

発 を許可 す るとい う制度 である。 たとえば新市 街地の商

業 ビルの開発 者が周辺 の広大 な農地 の上空 開発権 を買 っ

て高層 ビルを建 て るな どとい うよ うに利 用されてい る。

TDRは 設 定地域 内の土地登記簿 にその旨が書 き加 え ら

れ、取 り引 きは直接 当事者 どう しの契約 によって行われ

るため、証 券が介 在す るもので はないが、緑 の環境資産

の市場流通 とい う意味で第六段階 に位置付 ける。開発権

の売買 は基本的に は自由な市場で行 われ るが、参入す る

主体 が少 ないために流通 は進み に くい。 そこで流通促進

のために州 な どの公共 団体が独 自のTDR銀 行や基金を

設 置す る例 も見 られ る。 ここで は開発権売買 の斡旋、購

入 や開発権 を担保 とす るロー ン、開発権 の競売 などが行

われ る。

なおアメ リカでは前述の 「レベニューボ ンド」 も市場

流通 してお り、 ここで言 う第六段階の社会 システムに近

い内容 とな っている。

わが国 で これに類似 した制度 として は、都市計画法 に

おける特定街区 や総合設計 制度 による公開空地を持つ優

良建築物 に対 する容積 率の積 み増 しがあげ られ る。また

昭和59年 の特定街 区運用方針 の緩和 によって、隣接 して

指定 された特定街 区間 の空 中開発権の移転が可能 にな っ

た ことか ら、複数 の主体 間での開発権のや りとりに拡大

された。 この方式 は 日比谷 シティの開発や札幌の時計台

と隣接 して建 て られた時計 台 ビルな どで実現 してい る。

しか しなが ら、 これ らはいずれ も市 街地内の建築容積 に

関す る権利 の移転 に とどま り、緑地 の保全を 目的 とした

事例で はない。 また開発権市場 の形 成 とい う意 味では、

本場 のTDRに は比ぶ べ くもない。 したが って本論では、

改 めて これ らを第4段 階 の 「環境 資産 の商品化」 の事例

と して位置付 けて お く。

以上で緑 の環境資産 の保全 に関す る新 しい社 会的 シス

テムの動向 を見て きたが、 その中でい くつかの課題 が見

えてきた。

まず第一 に、 目指す社会 的 システ ムの初期 の段階 とし

て、地縁 に縛 られ ない不特定多数 の主体 による緑 の環境

資産保全 に関す る負担 の事例 は、 すでに多数見 られる こ

とが分か ったが、 その多 くが緑を愛する人達のボランテ ィ

ア精神 に負 うもの だとい うことである。 ボ ランテ ィア活

動 によ る活動者 自身 の精神的満足感 を考 えれば、競争的

弱者 に対す る一方的 なサー ビスであ るとは言 い切 れない

が、市場経済の メカニズムに乗 った もの とは言 い難 い。

ある程度、市場経済 のメカニズムに乗 って動 いている事

例 は、 「漁業者 による河川上流 の山林保全」、 「市民農

園」や 「産地直送農業」、 「特定分収林」、 アメ リカの

「TDR」 な ど限 られて いる。
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表1"緑 の環境資産 の証券化"を 取 り巻 く動 き 一 先行事例一

晴刷

先

行

事

例

コ ミュニテ ィによる

環境資産 の保有 ・

管理 →

・入会林

・財産 区

・緑化協定

・開発者負担

・地区計画

(集落地 区計画)

・まちづ くり公益

信託

市民有志の協働による
環境資産の保全

→

・ローカル・アメニテ ィ・

ソ サ エ テ ィ(英)

・シ ビ ック トラ ス ト

・立 ち木 トラス ト

・コ ミニLニ ア イ ・

トラ ス ト(米)
・ま ち づ く り公 益 信 託

(ま ち づ く り トラス ト)

・開 発 者 負 担

(地 区外 負 担)

・み ど りの基 金

・グ ラウ ン ドワー ク・

トラス ト(英)

地縁に縛 られない遠隔
地の環境資産の保有 ・
負担 →

・流域協定

・山村 都市交 流

・海面漁 業による河 川

上 流の山林保護

・草刈 り十字軍

・ナ ショナル トラス ト

・シビック トラス ト

(英)

環境資産の商品化

→

・コンドミニアム方式

リゾー トホテル

・市民農園

・ふ るさと会員

・体験学習 ・山村留学

・産地直送

・総合設言十詣1」度

(公開空地)

・特定街区間の空中権

移転

環境資産の証券化

→

・地方債

(公園緑地事業)

・地積

(横浜市試案)

・コミュニティポンド

・レベニューポンド

・特定分収林

(ふるさ との森

・果樹 オーナー

証券の市場流通化

→

・TDR

(開 発 権 の 移 転)

・レベニューポンド

逆 に言 えば、ボ ランテ ィアの精 神的満 足感を経済的な

価値 に置 き換 えて、 それに対 応する緑 の環境資産を守 る

とい うのが、 可能性 として はもっとも大 きいと考え るべ

きか も知 れない。 しか しその場合、 資金お よび善意の流

れが、た とえば都市か ら山村への一方的な流れ にな った

のでは、 とくに山村の住民 の精 神的重荷 にな る。 この よ

うな重荷 を軽 減す るために は、山村住民が いっ も都市住

民を迎え るホス トの役を負 うのではな く、都市で何がで

きるか とい う反対方向の活動 も視野 に置 いておか なけれ

ば ならない。 第3節 で は、山村都市交流活動の多 くが都

市側の一方的な期待 に基 づ くものであ ると述べたが、本

当の相互交流の例がな いわ けで はない。群馬県の川場村

と東京都世田谷区 との交 流で は、世田谷区 の健康村 を川

場村に作 るのと並行 して川場村 の交流拠点 を世田谷区内

に設 けるな ど、相互交流が続 いて いる。 また長野県八坂

村 は村内 にで きる山村都市交流施設の サテライ トを東京

に作 るという構想を持 って いる。山形県高 畠町 と東京都

墨田区 は交流の中で、区の子 供 の夏休み 自然体験教室 と、

町 の子供 の春休み都会生活体験教室 を行 っている。 この

ような相互交流が育 って行 けば、環境資産 を守 る ことの

意義が大 き く高 まるものと考え られ る。

第二 は組織や仕組みの問題で ある。緑 の環境資産保全

に関す る負担の方法 は、資金 の提供、労力 の提供、土地

などの現物 出資 など多様 にある。 このよ うな多様 な力 を

できれ ば同一 の尺度で評価 し、 また一時 的にプール して

時間 や地域 を越えて使 うことが できる、銀行 のよ うな仕

組 みが必要で はな いか ということで ある。 た とえば第一

点で見 たような一方的な負担 の関係 は都市住民 にと って

も重荷 にな る。一度参加 したか らには途中で止 めるわけ

に行 かず、やめれ ばその環境資産が失われ る恐 れがある

とい うことで ある。 このような重荷を軽減 させ るために

は、何 らか の理 由でボランテ ィアをやめざるをえな くな っ

た場合 に も誰かが負担 の肩代 わ りを して くれる仕組 みが

必要で ある。 そのよ うなニーズが発生 したと きにそれを

柔軟 に受 け止め処理す るために、福祉の世界 の 「ボラ ン

テ ィア銀行」の よ うな 「緑 のボラ ンテ ィア銀行」 とで も

いうべ き組織 を設 ける ことを検討すべ きで あろ う。

第三 に、例 と して見 たのは、地権者 と一般市民、 山村

住民 と都市住民 など、 た とえ間 に トラス トな どの組織 が

介在 したと して も、基 本的にはいつれも二者の関係であ っ

た。 これ に対 して三者以上 で環境資産 を相互保有す る こ

とがで きないか とい うことである。 たとえば三 つ以上 の

地域で、互 いの環境 資産保全 に関する負担 を相互 に持 ち

合 うとい うことは考 え られないか。同 じよ うな環境資源

を持つ地域 が相互 に連絡 を取 り、資産価値 を高める戦略

を練 る仕組 みと して は、 「全 国森林 サ ミッ ト」 、 「松原

サ ミッ ト」、 「全 国ホ タルサ ミッ ト」 など、相 当数 の事

例が あげ られるが、 これ らは環境 資産保全 のための相互

負担 をす るまでには至 っていない。 さ らに異 な る環境資

産 の相互持 ち合 い とな ると、 ますます難 しくな る。 た と

え ば諏訪 の寒天製造業者 がてん ぐさの産地 であ る能登 の

海 を守 り、 その寒天 の製造環境 を大阪 の問屋が守 るとい

うような伝統 的な関係があるが、 この場合 も大阪と能登

の関係 が切 れていれば、二者 の関係 が二 つあ るの と大 き

な違 いはないで あ ろう。 しか し異なる資源 を持つ地域 の

相互関係 が生 まれれば、その中身はより豊 かな ものにな
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ることは間違いない。 その意味で、同一地 名を持つ市町

村 の交流、 た とえば 「全国池 田サ ミッ ト」 、 「全国吉田

サ ミッ ト」 な どを契機 としたそれぞれの地 域の物産の相

互販売 や組 み合わせによ る新 商品の開発 は可能性があ る

展開 と見 ることがで きる。

第 四に現 状で は事例 はないが、既存 の法制度を活用 し

て緑 の環境 資産保 全のための システ ムとして活 用で きそ

うな ものが、 まだあ るのではないか とい うことであ る。

公益信託制度 は、税制上 の問題 を克服 で きればア メ リカ

型 のコ ミュニテ ィ ・トラス トの形成 にっなが る可能 性を

持つ。 またたとえば前述の第六段 階の システム として、

不動産 の証券化 の一般 的手段 としてすでにあ る 「抵当証

券」 を利用 す る方 法 も考え られ る。抵 当証 券 は、不動産

を担保 として企 業な どに長期 資金を融 資す る抵当証 券会

社が、担保 の不動 産に設定 した抵 当権 を小 口に分割 して

販売す る もので、比較 的高金利 の自由金利 商品 として注

目されている。 この抵 当証券 を緑 の環境資 産の保全 に活

用で きれば、有力 な手段 となる。前述 のよ うに、緑地 の

保全 は直接金銭 的な利益 を生 み出す ものではないために、

償還 の財源 を得 る ことが困難 である。従来 の抵 当証券 の

よ うに、企業 が本業 の収益 によ って借入金元利 の支払 い

に充て るよ うな訳 にはいか ない。 したが って抵 当証 券に

よる緑 の環境 資産保全 の事例 は現状で はあ るべ くもない

が、 たとえば第3セ クターと して 「緑 の抵 当証券会社」

を設立 し、優良 な緑 の環境資産(た とえば山林)を 担保

とす る 「緑 の抵 当証券」 を販売す ることは可能 ではない

か。別途設立す る 「緑 の環境資産 の保有会社」 の保有 資

産 に抵当権 を設定 し、抵当証券 を販売す るとい う仕組 み

であ る。引 き受 け手が緑 の環境資産 の保全 とい う目的 を

理解す る善意 の市民 で、 たとえば金利分 を山林 か ら収穫

され る山 の幸 を受 け取 ることで了解 し、返済期限 が来 て

も敢えて元金 の返済 を請求せず、 自動継続す るとい うよ

うな仕組み ができれば、保全 の実行が上 がる。元金 の中

か ら固定資産税等 の毎年の必要経費 プラスαを保有会社

が受 け取 り、残 りの元金を緑の抵当証券会社が運用す る

ことによって緑 の抵当証券会社 の運営経費 を捻 出 し、債

権 者か ら償還 を求 め られた場合 の返済 に充 てることが で

きる。 これ も市民 のボラ ンテ ィア精神 を前提 と した もの

であ り、経済原則 に則 った仕組 みとは言 えないが、緑 の

環境資産 に経済的価値 を付与 し、新 たな経済活動 を生 み

出す という意味で は検討に値す る施策 と考 え られる。

以上の ような緑 の環境資産保全 の社会的 システム化 の

方向性 に関 して は、各段 階で新 たな課題が発掘 され るな

ど、困難 な面が窺 われ るが、新 しいシステムの提案 とフィ

ー ジビリテ ィにつ いては次年度 の課題 と して さらに検討

を深 めて行 きたい。
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ム

グ リー ンセツルメン ト

《第4分 科会》



第2編 地球 システムの経営と緑 と人のエ コロジー

第4部 グ リー ンセ ツ ル メ ン ト(第4分 科 会)

第1章 グリーンセツルメントの基礎となる森林生態系の特性

立正大学経済学部 福岡 克也

1.森 林生態系 の自動調節機能

(1)ホ メオスタシスの働 き

地球 はその生成の歴 史か らいえ るように水圏、地圏、

大気圏、生物圏の四つの圏域に よって構成 され、相互 に

有機的なバ ランスを保 ちなが ら結 びつ いて いる単一の生

命体であ る。 とくに ラブロックやマ ーギュ リスの指摘の

よ うに、地球上 の生物 圏には、 すでに地 球の加熱を防 ぐ

よ うな地球 の温度 を冷 や した り、冷 えす ぎた りしないよ

うに温める温度調節 の機能 があると考 え られる。 そのよ

うなガイや仮説 か ら地球 にはホメオス タシスとい う働 き

があると主張 している。

この定常状態 を維持す る能力 を もっ地球 の生命体 と し

ての働 きを継続的に保つ ことが、地球 の環境 のバ ラ ンス

を保つ うえで重要な意味を もっ。 ホメオスタシスは単 に

生物 と非生物 とのあいだの関係だ けで はな く、宇宙全体

の 自然の摂理 と して も成 り立 ってい る力で あるといえ よ

う。

(2)緑 と共生 している人 間

経済活動 は、地球環境 に危機 を もた ら した最大 の原 因

は、人 間が物質 的欲望 を満 たすことのみに執着 した こと

にあ る。 すべての価値 の根源 が生命 にあ り、かっ生命 を

育 んで きた地球 にあることを忘 れて しま った といえるの

で ある。基本 的には ヒュー マニズムを失 ったエゴイズム

や物質中心 の考え方にその源が あったものといえ よう。

物質的豊か さのみを追い、足 ることを知 らない浪費 の文

明 によって北 の先進国には汚染 と破壊が もた らされ た。

一方の南の発展途上国では
、 人 口爆 発が止 ま らず、貧困

のゆえに飢餓 と破壊 が生 じた。 まさ しく未曾有の地球環

境の危機 を迎え るに至 ったのであ る。

人 間は本 来、 自然 とは隔絶 した存在 で はな く、 自然の

一部 として 自然 と密接不可分 の関係 の下 で生 きていたに

もかかわ らず、 人間が この ような基本 的認識を欠 くこと

によって地球 的規 模の環境破壊を さらに深刻な もの に し

て しまったといえ るのであ る。 この自 ら招 いた危機 を解

決 して い くこ とが、21世 紀に向けた人 間の課題 であ る

といえ る。人間 は、生物 圏の一員 と してその真価 が問わ

れ ようと して いるのである。人間 と自然 とのかかわ りが

人 間が 自然の中か ら独立 してあ らわれ、 それを支配 して

い るものであ り、人間 は、 自然を人間の側か ら支配す る

対象 として とらえて いるというところ に問題が あるとい

えよ う。

しか し、本 来、人間 と自然 とはその共生 ことによって

のみ成 り立 ち得 るのであ る。 このよ うな基本的な認識の

下で経済活動 の方向是正 が行われなければな らないので

ある。今 日のよ うな再生 困難な自然破壊 を前 に して21

世紀へ向か い、人 間の大 きな不安 と不透 明感 が拡 大 して

い る。 自動均衡 的であ り、 神の見 えざる手 に導 かれてい

ると信 じて いた人 間の英知 の産物 といえる市場 とその価

値 の働 きも、 こ とあろ うに もすべて の生命 の母体 である

地 球を生 きるに相ふ さわ しくない状態 に追 い込ん でい く

ので はないか という危惧が与 えられ たとい うことは、 だ

れ も思 い至 らなか った結果で あるといえ よ う。

(3)生 態系 での共生の構造

さて、生態系 はそれ自体 と してホメオ スタシスと呼ば

れ る自動制御機能 を持つ システムであ るといえ るが、そ

の システムの構造 についてみ ると、生 態系の中に は多数

の個体群が同種 の生物 の集 団 として形成 され、 さ らに個

体群 と個体群 とのあいだの連鎖、連携 によ って全体 の シ

ス テムが成 り立 っているといえよう。 エ コロジー的 な意

味での群集、 コ ミュニテ ィ、 あるいはバイオテ ィック ・

コ ミュニテ ィは、一定 の区域内 の個体群 のすべて を含 ん

でい る。生 物 によって構成 され る群集 と非生物的環境 は、

生態学 的系 、エ コロジカル ・システ ム、 または生態系、
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エコシステ ムと して成立 し、相互 に作用 を及 ぼ し合 って

いるといえ るのである。

生態系 は、一般的 に言 われてい る自然、 ネイチ ャー と

いう言葉 よりも、基本 的には専門 的用語 と して生態 系が

機能 して いる地域 の土壌、大気及 び水 などを含 め、生物

圏、バ イオスフ ィアを構成 して いる。

2.森 林生態系の物質循環構造

(1)グ リー ン ・セ ツルメ ン トのエコ ロジカルな基本 的

原則

さて、 この ようなバ イオス フィアと しての森林 の形成

は、森林が その森林 の中で構成 するすべての生物 の個体

群の連鎖 の トー タルの システムと して成立 してい るとい

うことはいうまで もない ことである。 さてこの森林 は、

光合成を行 い、光合成 を行 う連動体 と して成立 している。

しか し、森林全体 の光合成 の速度 は、個別 の個体群 の中

での個々の樹木 の光合成 の速度 よ りも比較 的安定 し、変

化が少な い。 とい うのは、生態系 の中ではある個体、 ま

た はある種 の光合成速度 が緩慢 な場合 には、他 の個体 や

他の種が それをカバーするよ うな形 で光合成 の速度 をあ

げて い くことが でき るよ うにな っているか らであ る。

すなわ ちホメオス タシスの機構 と呼 んで いる もの、 す

なわ ち自然現象 の変動 を弱 める抑制力、 あるいは全体 と

しての平衡 を維持 す る力がっねにこうした相補 う形によっ

て作用 し、確保 されているのであ る。 た とえば環境 には

変化が あって も、人間 の体温 がっねに一定 に保 たれてい

るの と同様で ある。個体 のホメオスタシスとい うことだ

けで はな く、 ホメオス タシスの働 きが個体群 や生物 の群

集及び生態系全体 の レベルで も働 いているのであ る。

この ように生態系 においては、 ホメオスタシスの重要

な力が あるといえるのである。エコロジーにかかわるディ

ベ ロ ップメ ン トを行 う場合の基本的条件 としてエコロジー

の実態か らホメオス タシスを最大限 に生か し、 ホメオ ス

タシスの犠牲 を最小限 にとどめるデ ィベロ ップメ ン トを

構想 して いかなければな らない といえるのである。 この

ことは自然 の もつ ス トックと しての価値 を最大 限に守 り

なが らなおかっ人 間のデ ィベ ロップメ ン トとい う側面 で

の人工的 ス トックを最適 にセ ッツルメ ン トするための基

本的原則事項で ある といえるか らである。

(2)森 林生態系 の物質循環 システム
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さて、 いま少 し生態系を取 り扱 う場合 の具体的留意条

件につ いて述べてみ ることに しよ う。す なわち森林 は、

その森 林の内部において エコロジー的 には二 つの生物学

的構成 要素を もって いる。一つ は、独立栄養構成要素 と

言われ るものであ り、光 エネルギーを補填 し、簡単 な無

機物 か ら複雑な有 機的構成 をもつ栄養物 を確保 ・生産 す

ることがで きるグル ープで ある。第2は 従属栄養構成要

素 といわれ るもので、独立栄養者 によってつ くられた複

雑 な物 質を利用 し、再 構成 し、分解す る性質 を もっ もの

であ る。 これ らの機能的 な構成要素 は、 っねに重層 的、

複合 的に重 な りあ った形 に配列 され、光 エネルギーの利

用がで きる上 層で最大の独 立栄養代謝が生 じ、 もっとも

激 しい従属栄養活動 は、有機物が土壌や沈殿物 申に蓄積

す る場所で行われてい る。

すなわち生態系内 にお ける分担役割構造 か らながめて

いくと、環 境の基 本的な要素 とその複合物 として の非生

物的物質が存在 し、その中で生産者、 プ ロデューサー、

すなわち独 立栄養者、大部分 は緑色植物 によって成立 し

てい る。 また大 型消費者、 ラージ ・コ ンスーマーズ、 ま

た はマ クロ ・コンスーマ ーズは、従属栄養者 であ り、主

として他の植物を食 し、 また は有機物 を小 さく噛 み砕 い

て生 きてい く動物 群であ る。

次に分解 者があ る。 これ は微小消費者、 み くろ ・コン

スーマ ーズといわれ、死 んだ もの に寄生 した り、腐 った

ものに寄生 してい く動物 などで ある。 すなわちバ クテ リ

アや菌類を主 とす る従 属栄養生物群で あ り、死 んだ原形

質の複雑な化合物 を こわ したり、分解産物 の養分 を吸収

し、生産者によ って利用で きる簡単 な物質 に生産 しかえ

した りす る働 きを もっ もので ある。

すなわ ち緑色植物 は、第1栄 養段階(生 産者段階)を

占め、 植物を食 うもの は第2段 階(1次 消費者段 階)が

展 開 し、 さ らに植物 を食べて い く肉食者 としての2次 消

費者、すなわち第3段 階が生 じ、 さ らに肉食者 を食 べる

肉食者 といった形の第4段 階(3次 消費者)が 構成 され

てい る。 これ らの活動の ステージは主 と して栄養学 的な

分類であ り、種を基準 と した分類で はない。 あ る種類 の

個体群 は、実際 に増加 して いるエネルギーの源 によ って

一 つ、また は二 つ以上の栄養段階 を占めてい くことがで

きるのであ る。 また一部分 は自分 自身 を食物 と して利用

す ることがで きるし、 またある部分 は、 他の植物 によ っ

てつ くられた ものを食物 と して利用す る緑色植物(す な

わち生 産者)に そそ いで い く平均 日光量 の半分 だけが光



合成機関に よって吸収 され るな どで ある。 そ して吸収 さ

れた エネルギーのわずかな部分、す なわち生産力 のある

植生の約1～5%だ けが食 物エ ネル ギーに転換 され てい

る。

このよ うに生態系 の中での生産 者の総同化率 は、1次

生産量、 または1次 生産力 として示 されて いる。 これ は

固定 された有機物 の総量 であ って、 測定期間中 に植物の

呼吸 に使用 された もの も含 まれてい る。 これ らの生態系

に起 きる第1次 の純生産量 は、測定期 間中に呼吸に消費

され た量 を除 き、植物の組織 内に蓄積 された有 機物質量

で あるといえる。 ここでの純生産量 は、従属栄 養者が利

用す る可能性 のある食物の範囲 を示 してい る。1次 純生

産量 は、生産者か らの流 れ によって示 され、植物 が適 当

な光 と温度条件の下で急 激な ス ピー ドで成長 してい くな

らば、植物 の呼吸量な どというの は、全生産量 の10%

に も達せず、多 くは生産量 として実現 していくのである。

このよ うに純 生産量 は、全 体の90%に も及ぶ と考え ら

れ る。 しか し、全体 で自然界 におけ る通常の場合での条

件 の下 では、純生産量 の全量 に対 す るパ ーセ ンテージは

もっと少 ない ものとなってい ると推 定 され る。

(3)森 林生態系で の種 の多様性 と活性 力

生態系 においては、種の多様性 の利益 が生 ず る。 すな

わち種 の多様性が保障 されて いる場合 には、一般 にその

生態系 は安定性が強 まると考え られ る。 すなわち気候 の

変動やその他 の要因の変動 による短期間 の変化、 または

長期的な変化の いずれであ って も、 これ らの変化す る条

件に適応す る可能 性は、生態系に存在す る品種 の種類が

多ければ多い ほど適応 力が大 きい と考え られ る。す なわ

ち ジー ンプール(遺 伝子給 源)が 大 きければ大 きいほど

適 応のポテ ンシャル(潜 在力)も 大 き くなるといえ る。

すなわちグ リー ン ・セ ッツルメ ン トにお いて は、 と くに

留意 しなければな らないのは、種 の多様 性であ り、種の

多様性 のメ リッ トを十分 に生 かす整備 を行 って いかなけ

ればな らないので あり、同時並行 的に地域 在来の ジー ン

プールとそのス トックのポテ ンシャルズを大 きく高めて

い くことにっ なが るので ある。

たとえば広葉樹林にお いて は、数十種類 の植物 が生存

して いて も、 その うちの5～6種 程度 の ものが森林蓄積

の90%を 占めてい るよ うな場合があ る。生態系 の中で

は、 こうした優先種、 また はエコロジー的 な優先種が存

在 してい る。 この優先種 を生か しなが らその他 の多様 な

種 につ いて もジー ンプールの意味を考 えれば、で きるだ

け多 くの種類 の ものを生存 させる ような方法 を考 えてい

か なけれ ばな らない と言 えるのである。

さて、 こ うした優 占種 を頂点 と して配列 される植 物の

構 成 と連鎖的 な作用 の体系 が、森林 のエコロジーの特徴

を示す ことになるのである。

さて、生物圏 に生存 している生物の数 や生 き残 ってい

く率 は、エ ネル ギーが生態系 の生物的な部分 を通 じて流

れ る速 度や物質が生態系内で循環 した り、近接 したシス

テム と交換 した るす る速度 に依存 してい ると考え られて

いる。 エネルギーの まった く生 じない物質 は循 環 しやす

いが、 しか し、その場 合で もエネルギーは循環 しな い。

生物 を構成 してい る窒素 や酸素、 水及 びその他の物質は、

生物 と非生物 とのあいだで何 回 も循環 を繰 り返 す ことが

で きるが、 エネルギ ーは熱 に変化 し、 ま もな く生 態系か

ら失わ れてい く性質 を もっ。生物 を構成 している窒素 や

炭素、水 その他 の物質 は、生物 と非生物 とのあいだで何

回 も巡回 を繰 り返す ことができる。物質 のいか なる原子

で も繰 り返 し利用す ることができるのが特徴で ある。 し

か し、生物、 または生物 の個体群 によって一旦利用 され

たエネルギ ーは、熱 に変化 し、間 もな く生態系か ら失 わ

れてい く性質 の もので ある。

このよ うに生物 は連鎖的 な関係の中で共生 しっっ も、

また同時に物質 とエネルギ ーの循環の中で一一定の リズム

に従 って行動 して いるといえ るのであ る。 この リズムを

崩す こ とになれば、当然 エコシステムのエネルギ ー循環

と物質循環 は不 調な もの とな って しま うのである。 この

ように森林が維持 され るためには、太 陽の光 の継続 的な

流入を さ らに受 け止 めて蓄 積 してい くことによ って維持

され るということができよ う。

ここには物理学 の基礎概念 である熱力学 の法則 が作用

して いると考え られる。す なわち熱力学 の第1法 則 は、

エネルギー というのは一つ の タイプか ら別 なタイプへ変

化 す ることがで きる。 たとえば エネルギーの一つ の形 と

しての光が食 物 の潜在 エネルギーへ と変化す ることがで

きる。 しか し、 エネルギ ーは変化 して いって も、物質的

な量 は決 してふえた り減 ったりは しない。 また熱力学の

第2法 則 は、 エネルギ ーはっねに利用 で きない熱エ ネル

ギーへ分散 して しま い、 自然の どんな変換 が起 きて も1

00%の 効率 で行 われ ることはない とい うことを示 して

いる。
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あ る生物か ら他 の種類 の生物 へ、 またある レベルの も

のか ら他の レベルのものへ とエネルギーが移動 する場合

には、熱力学 の第2法 則 によ って大部分 のエネルギーは

熱 に変化 して い く。食物連鎖 が短 ければ短 いほ ど、また

食物連鎖が は じめに位 置 していればい るほど生物 の利 用

し得 る食物 エネルギーは大 きくな ってい くのであ る。 エ

ネルギーの流 れは全体の流れ(A)生 産(P)呼 吸(R)

の構成要素 のいずれを とって考えてみて も、それぞれ連

続 的な栄 養段 階が上昇す ることに大 き く減少 して い く傾

向があ る。食物 連鎖で各連鎖 ごとに減少 して いくこう し

た割 合は、最初 の第1栄 養段階 のお よそ二桁(100分

の1)の 大 きさであ り、 その後 は一桁(10分 の1)の

大 きさ まで変わ って い くと考 え られ る。

ここで一桁分減少す るとい うのは、10分 の1に な る

という意味 になる。 もし平均1500カ ロリーの光 エネ

ル ギーが1㎡ 当 た りの緑色植物 によ って吸収 される とす

れば、植物 の純生産量 として15カ 日リーが残 り、1次

消費者(植 食者)の 中に再構成 されて くるの は1.5カ

日 リーにす ぎず、 また2次 消費者(肉 食者)の 中に合成

される分 も0.15カ ロ リーであ ると予想 され る。 これ

らの資源 を十二分 に活 用で きるよ うな適応力の高 い生物

がそ こに必 ず生存 してい るとい う前提でな ければ成 り立

たない。 わずかな量の1次 の食物 エネルギ ーが多数 の運

搬者 の中に入 って い くので、2次 、3次 、4次 、5次 と

連続 した運搬の後 に残 され るエネルギー量 は、次第 に小

さくな ってい く。 したが って、食物連鎖 の終 わ りのほ う

の生物 は、わずか しか維持 されない ことに もなるのであ

る。

一般 に森林生態系で は、小 さい種類 の ものであればあ

るほど重量当 た りの物質代謝量 の割合 は大 きくな る。 こ

れ は森林樹木 の大 きさと代謝率 の反比 例の法則 といわれ

るものである。 た とえば1グ ラムの微 小な植物 は、物質

代謝 において森林 樹木 の数 グラムの葉 と等 しいというこ

とがある。森林 の生産者が主 として微小な生物で構成 さ

れ、 消費者 が大型 の場合、消費者の現存量 は生産者 のそ

れを上 回 ることもあ り得 る。生物群の現存量 というのは

有機 物や炭素 の グラム数、 あるいは単位面積当 た りのカ

ロ リー量であ らわ され る。生産力 とは、 グラム、 または

単 位面積、単 位時間当た りのカロ リーで あ らわされる率

であ るといえ る。

総生産量 と生物個体群 の トータル としての総 呼吸量 と

の関係 は、生態系 の機能全体 の状況 を把握 する うえにお
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いて重要 な情報 とな る。 す なわ ち有機物 の年間生産量が

全 消費者 に等 しく、有機物量の 出入 りが 自給 自足 のク ラ

イ マ ックスにお けるようにまった くないか、 または等 し

いとすれば、そ の森林 は生態系 と して きわめて安定 した

状態 になっているといえ るので ある。 このよ うな状態 を

主 と して森林 のクライマ ックスとい う場合 があ る。 すな

わ ち成熟 した森林 においては、 バ ランスは ほとん ど日常

的 にと られているとい ってよい。 これ らの森林が成熟 し

た場合、夏 の独立栄養体制 が冬 の従 属栄 養体制に よって

バ ランスされるよ うに調整 されてい るので ある。

(4)森 林 の生 態的遷移 の特質

森林 の生 態系で特徴 的なの は、1次 生産量 とその従属

栄 養者 に よる利用が等 しくな い場合 には有機物が蓄積 す

るか、あ るいは有機物の蓄積が ゼロになって しま うかの

いずれかであ る。生態系的遷移(エ コロジカル ・サクセッ

ション)の 過程を通 じて生態系 の構成 が変化 す る性質 を

もって いる。遷移 は極端 な独立栄養条件、PがRよ り大

きい場合、 または極端 な従属栄養条件Pよ りRの ほうが

大 きい場合、 のいずれか らで もP-Rと い う安定 した状

態 に向かって移動 を開始 する。PがRよ り大なる場合は、

生物 の種類 は年 々急激 に変化 す る傾 向を もって おり、有

機物 が蓄積 す ることが一一般 的であ る。多量の有機汚染物

等 で汚染 された生態系 め変化 は、 む しろPよ りもRの ほ

うが大 きい タイ プのサクセ ッシ ョンの例で あるといえよ

う。 そ こで は、有機物 は生産 され るより も利用 されるほ

うが大 きいので ある。 こういった変化 の途上 にある時期

が遷移相、最後 の安定 した時期 がクライマ ックスである。

森林生態系が成立す る条件が好 ま しくない土壌、 やせ

た地域か ら出発 した遷移 はプ ライマ リー ・サクセ ッショ

ンで あ り、 また発達 した植物個体群 によ って占め られて

いる場所で の個体群集の発達 やまたは豊富 な収穫地 や耕

され た草地、伐採跡地な どのよ うに栄養 や生存す る条件

がす でに植物 にとって好適 にな ってい る場所での遷移 は

2次 的遷移 である。2次 的遷移 で は変化の速度が早 く、

遷移 す る系列 の完成 に要 す る時間 も非常 に短 いのが特徴

である。

また森林生 態系では、独 立栄養遷移や従属栄養遷移 が

あ る。独立栄 養遷移では、無機物の優越 している環境 に

は じま り、初期の ころ は連続的 に独立栄養者 が ドミナ ン

トにな って いる。生態的サ クセ ッシ ョンといえば、独立

栄養型 のもの を対象 と して いるといえるであろ う。初期



の優先 種が従属栄養者 であ るのを特徴 とす る従属栄養遷

移 は特別 な場合のみに生 じ、環境 に有 機物が優先 して い

る場 合の ほうが大 きい。老熟 した丸太 などが倒れてお り、

有機 物の分解 が期待 で きる土壌環境 のよ うな場合であ る

が、 このよ うな ところでは、 エネルギーは最初 は最大限、

有機 物が生態系の外か ら入 って きて出てい くか、独立栄

養遷移を引 き継 ぐことがで きる条件 が整 って いな ければ

な らな い。 また このよ うな場 合、遷移 は進 むにっれて エ

ネルギ ーは減少 させてい く傾 向にあ る。独立栄養遷移の

場合にお いて は、 エネルギーの流 れが必ず しも減少せず、

遷 移を続けてい るあいだ、 エネルギーが保持 され るが、

また は増大 してい くのがふつ うであ る。

この ように森林の実態 をながめ る場 合、 グ リー ン ・ア

セ ッメ ントでの必 要な条 件は、第1に 現在成立 して いる

森林 生態系があ るルールに従 った規則 正 しい過程の一つ

の段 階 にあ るとい うことを認識 す ること、 さ らにその森

林が今後、遷移 してい く方 向を見定 め ることが必要で あ

る。 第2に 、森林 生態系 に とって無機 的 な環境が変化 さ

せ られ た場合、その変化に対 して プラスの方向 とマイナ

スの方向で の遷移があ るとい うことであ る。第3は 、究

極的 には安定 した森林生 態系に到達 させ ることを目標 と

して誘導 して い くことが望 ま しいとい うことで ある。

しか し、一般的に は、 自然 の成 り行 きに任せ てゆけば

生態系的 な遷移 の場合 には、森林 自らが さまざまな無機

的、有機的環境や微気候を もとに しなが らホメオス タシ

スの能力 によって 自ら安定 状態 に到達す ることができる

のであ る。す なわ ちエコロジカル ・ディベロ ップメ ン ト

を考えて い く場合 には、 こう した森林生態系 の特徴 や遷

移 における変化の傾向 にっ いて科学的な見通 しの もとで

そ の経済的利用 を行 って いか なければな らないのである。

このよ うに森林生態系内で は、森林生物 の群集、 ある

いは個体群 などが森林 の内外で の情報を統合化 し、種や

個体や物質問の相互作用をパ ラメーターと して森林、 エ

コ情報 の処理 を行 いなが ら遷移 を遂 げて いる とも考 え ら

れ るので ある。 このような意味 にお いて森林生態系 は、

エコ ロジカル ・オー トメーシ ョンのシステムであるとい

うこ とができ、 こ ういった エコロメーシ ョンの機能 を生

かす ことが森林 の利用 にお ける基本的原則 である といわ

な くて はな らない。

3.森 林 の環境財的特質 一撮 の環境財的価 値一

(1)ス トックと して の森林 とその フローの効用

森 林 は、市場財 の価値 を もっとともに森林が存在 する

ことによ って環境 をよ くす る作用 を発揮 し(プ ラスの外

部 効果)市 場 機構 を通す ことな く、 自然 のメカニズムの

中でわれわれの社会 に与 えて くれて いる。す なわ ち森林

資源 は最終過程 を経 て木材 を供給す る。通常資源 は、枯

渇性を もつが、森林資源 は再生産が可能 であって、資源

自体 は培養、生成 され る性質 を もつ。 また利用可能 な伐

期齢 に到達す るまで は、森林 はそれ 自体が生態系 を形づ

くってお り、森林植生 とその形づ くられて い く生態系 の

働 きによって水源酒養、災害防止、保健休養 など、種 々

の環 境的効果や機能 を発揮 している。 その意味 において

森林資源 ない し森林 は、 プ ラスの外部効果 を もち、環境

を良化す る財、す なわちプ ラスの環境財 と して の特質が

あ るといえ よ う。

森林 は種類の いか んを問 わず、一旦成立すれば発生者

を含め、周辺 の地域 に対 してプ ラスの環境財 と して の機

能 を発揮す る。 この免疫 の提供 は免疫 を発生 させている

ものを含 め、利用者 を排除 す ることな く、平等に行 われ、

利用者を差別す る こと もない。 またその便益 の程度、所

得の多 い少 ないによって差別 した りす ること もな く、等

しい量を保障す る といえ る。

この よ うに森林 はその便益 について等 量消費、 同一 消

費 の可能性 を与 える ことか ら公共財消費 の性格 を もっ も

のといえよ う。 このよ うに環境財 と して とらえる と公共

的色彩 の強 い財 と して位置 づけされるのであ る。一 旦成

立 した森林 は、地域 にと って は長期固定 的な環境条件 を

形づ くることにな る。 したがって、周辺の地域住民にとっ

て は不可避 な存在 として非選 択性を生 じ、同時 に利 用機

会 につ いてはす でに存在 して いるとい う安心感 と適度 な

安全 と安 らぎと期待感 を与 え ることにな る。 その利 用の

頻度 は確率的要素 が多 いが、森林の環境財 としての働 き

か ら生ず る便益 は、森林 が存 在するか ぎり周辺地域 にお

けるすべて の社会構 成員に対 して等 しくその環境良 化効

果 を与 える ことができ る。 利用の うえでの極端 な間接現

象が生 じないか ぎり、非競 合性を もつ不 可避な共 同消費

の性格 を もった便益 を恒常 的 に供給 す る財 とい う特 徴を

もっ とい うことがいえ る。

このよ うに森林 と生態 系の働 きについて環境財 的な認

識 を前提 とす るな らば、森林 に対する開発によ るさまざ

まなプ ラス、 マイナスの便益をわれわれ は考慮 していか

なけれ ばな らない。
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(2)水 源 一画養機能 一

この ような環境財 的性質 を もつ森林にっいてその生態

系 の維持、管理 と利用 との関係 を更 に検討 してみ ること

に しよう。

まず森林 は、水 を育 て る効果(水 源酒甕機能)を もつ。

森林 の土壌 がス ポンジの ように柔 らか く、降雨を吸収 し、

蓄 える能力 を もってい る。 コンク リー トの道路な どで は

降雨 の吸収能 力 はほとん ど期待で きないが、森林 の場合

には、 次のよ うな人工林で あって も1時 間 に300ミ リ

までの給水 能力を もって いる。森林 の土壌 には多 くの小

さな間隙があ って、根 と土壌 のか らみ合 いによって生 じ

たネ ッ トワークのあいだ に多 くの水 が蓄 え られる仕組 み

とな ってい る。 さ らに水 は地 中深 くへ移動 し、風化物 が

堆積 してで きた地層や基岩(林 地 の基盤 とな ってい る岩

石)の 裂 け目にまで浸透 してい く。 こうして岩石 と岩 石

との あいだ に入 り込 んだ多 くの水 の上 に、ち ょうど森 林

が蓋 を したのと同 じ状態 で存 在 してい るとい ってよい。

蓄 え られ た一部 の水 は、 地層の境界 に沿 って左 右の低

い方 向に移動 し、渓流 や河川に出て濾過 された正常な水

の状態 で供給 で きる。一 部 は深 い帯水層(水 のた まって

いる地層)に 達 し、 地下 水 とな る。 このように蓄え られ

た水 は、長 い時間をか けて ゆっ くりと森林 の外へ供給 さ

れ る。相対 的に落葉や藩校 の多 い森林で は、土壌の スポ

ンジ能力 が大 きく、水 の浸透す る速度 も早 い。 よ く成育

した樹木 類で覆われた森林 は、老齢 の森林 よ り落葉 の量

が多いが、藩校で はこの逆 である。表面 か ら30cmぐ ら

いの厚 さで は、 自然林 のほ うが杉、桧 の人工林 よ り落葉

の量が多 く、細か いスポ ンジ構造 にな っていて水 をよ く

吸収す る能力が ある。 また森林 の根 の張 り具合 によ って

も水 を蓄え る能力 は異 な ってい る。 根茎が発達 し、 しっ

か りと広が った深 いネ ッ トワー クを もってい る森林 は、

水 を蓄 える能力 が高 い。ただ し樹木の根が土壌 の中 に伸

びてい く形 や姿 でみ ると、深 く根 を張 る性質(深 根性)、

赤松、黒松、杉、小楢 、櫟 と浅 く根 を張 る(浅 根性)、

桧、 ブナ、 な ど樹 種 によって も異 なっている。根系(中

心 となる根)と その周 りにつ く支 えの根 や小 さい根 の全

体 としての仕組みの広が りは、概 ね樹木 の枝葉 の広が り

(樹幹)の 面 積の数倍か ら10倍 ぐらいになって いる。

これ らの さまざまな要因 のほかに、森林が成 り立 って

い る岩石の種類 によって も水 を蓄 える能力が異 な ってい

る。その能力の大 きさは、表層 か ら岩石 と岩石 のあいだ

にまで いり くんだ間隙 の地中での広 さ(粗 孔隙率)に よっ
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て決定 される。第3期 の堆積岩 で は、12か ら17%、

中古成層 では14か ら21%、 変成岩で は19%で 、花

闇岩 や火 山灰 などの地帯 で は、平均的 にみる と20%程

度 の粗孔 隙率 とな ってい る。 森林 は概 ね降水 の60な い

し50数%は 、必ず地中に吸収 し、禄地 よ りもは るかに

吸収 力が大 きい。 自然林 だ けで はな く、 人工林 で もよ く

成育 していればそれ ほど能力 に変 わ りはない。 よい森 林

を育 て ることが安定 した水 の供給 にっなが る。 こう した

点か ら森林を利用 した場合で あ って も、 その利用 した後

にお いて不要の地 を直 ちに森林 に再生 させ ることが必要

であ り、 また再生 にあたって模細工上 に森林 と非森林地

とを組み合わせ る等の改善 が必要 であ るといえ よう。

森林 は水 を蓄え るだけで はな く、土 砂の流出 を防 ぎ、 さ

らに水質 の汚染 を も阻止す る力 があ る。森林 と禄地 を比

較す るとヘクタール当た り年 間流出土砂量 は、森林で約

1.8ト ン、禄地 で約87.1ト ンであ る。 これを耕地 と

比べて も10倍 以上 の土 を止 め る能力が森林 にはあると

いえよ う。

(3)土 砂 流出防止機能

森林 は土壌 の浸 食率を大幅 に引 き下 げてお り、地上 部

の樹幹 の広が りは、豪 雨があ って もその直接 の圧 力を和

らげ、 また下層植物や根の働 きによって土壌 や土壌流 の

流 れ も食 い止め ることがで きる。 このよ うに豪雨のエネ

ルギ ーを弱め ることによって土砂流 が発生 しにくくなる。

また土壌浸食防止 の働 きによ って森林 が同時 に水質の汚

染を防 いでい る。下流 の農業 や漁業 に対 して浄化 された

水 を供給す る。森林 のプラス効果 を無視 す ることはで き

な いであろう。 ダムの建設適地 の少 ない我が国 にお いて

は、既存 のダムの貯水効果 を高 め、土 砂の流 出を防 ぐ森

林 の管理 を進 め、 ダムと森林 の一体 とな った機能の発揮

が必要 とな っている。

しか し、す でに述 べたよ うに森林のサ クセ ッシ ョンの

段 階やその方 向いかんによ って は、優良な潜在 的能力 が

あ るに もかかわ らず、それが十分 に発揮 されないよ うな

場 合、 これを人 工によ って整 備 し、かっ保全 する ことも

積 極的な意味において必要である。環境保全や防災にとっ

て必要な森林 とは、雨期にお ける最大流量 を少 な くし、

渇水期 に流出 され る水量を可能 な限 り大 き くするよ うな

調整がで きるのが森林であ るといえよ う。そのためには、

森林のっ くり出す根形が土中深 く張 りめ ぐらされ ること

が大切で ある。 また森林内 の適度 な 日照、 下層植生の繁



茂 な ど、土壌 の中の粗孔 隙率 を適正 な状態に もって い く

ことが必要なのであ る。

一般 に経済性を考 えれば
、農業生 産物 と同 じように人

工林 を育て、 目標 とする商品木材 の生 産に徹す ることが

重要 であ る。 しか し、土 や水 の保全 とい う外部経済 の立

場 か ら見れば、人工林 と自然林 の保全能 力の差に十分な

配慮 をす る必要があ ることはい うまで もない。一般的に

は、広葉 樹林や異な った樹種 の混 じりあ った混交林 など

の 自然林の ほうが、人工林 よ りも根 の密度が大 きい。根

の密度が大 きいと土や水を しっか りと止 める可能性が大

きくな る。人工林 とい って も、次の場合 は根が各方向 に

よ く伸び る性質があ り、防災効果がな いとはいえない。

ただ一 般 に人工林の単純林 に比 べ ると自然の混交林 のほ

うが山崩れ に対 して は強い可能性 が大 きい。被災地 でも

人 工の単純林がや られ る場合が多 い。 杉 の人工林 や唐松

の人工林な どの崩壊が過去にお いて多か ったこと もその

例で ある。

こう した点 において今後森林 の生態系利用以外 に、森

林の経済的 な利用、 あるい はレク リエーシ ョンのための

利用等を考 える場合 には、森林の防災効果 を配慮 してい

く必要が ある。林地の適正を考えなが ら人工林、自然林、

あ るいは針 ・広混交林な ど、多様な選択 の中で森林 づ く

りをす ることが必要 となる。一般的 に言 われて いるよ う

に人工林 と自然林 とのあ いだ には、保全力で微妙 な差 が

見 られ るので、環境材 と しての森林 の活性化 をはか る立

場か ら森林 の取 り扱 いにあたり、人工林 と自然林 のいず

れ をとるか、林地 の状況 を見 た うえでの判断 が大 切であ

る。

森林 の水質良化作用 とと もに、森林 のスポ ンジ作 用や

森林 の降水量 や土砂量 の流出 の調整等 は、洪水防止 のた

めに重要 な役割 を果 た している。 このための コン トロー

ルと しては森林 の伐採量 をどのよ うな水準 で定 め るかが

必要 である。森林 の伐採量 を森林 の成長量 に対 していか

なる水準 に とどめるか。森林 のサ クセ ッションの段階 も

含 めて考慮 していかなければな らない。 こうした森林管

理 の問題 は、洪水 コン トロールに とって も重要 な決め手

となる。一般 に伐採量が大 きければ、一定 の年 間降水量

であ って も河川に対 する出水量 は増加 し、伐採量 を縮小

すれば一定 の年 間降水量 に対 して流水量 を減少 させ るこ

とがで きる。 このよ うに伐採量 は、森林 整備 と洪水調節

との関連 において重要 な要員 とな って働 いてい る。

通常水 分 は蒸発散 によ り、貯流量 を減 らす性質を もっ

てい る。蒸発散 の程度 いかんが森林 の貯流量 に影響 を与

え るが、 これ らは水 の循環 図式等 によ ってどのよ うな割

合で蒸 発散 しどのよ うな割合 で貯流 され るかが科学 的に

も解明 されて いる。問題 は森林整備 の水準 いかん が下流

に対 して どのよ うな経済 的影響 を与 えるかが明確 でない

ことであ る。河川投資 や河川整備 をある一定 の水準 の も

とで コン トロール可能 であると仮定す るな らば、森林整

備の状況の変化 が、下流 の洪水被害 に大 きな影響 を与 え

るといえ る。

将来発生が予想 され る洪水被害 を推定 し、合わ せて森

林整備の状況 の変化 、下 流に対 してどの程度 の被害 の差

を与 えるか をと らえ ることができる。 この結果か らも森

林 は現存 しているだけで確実 に河川 の流水量 を調整 する

性質を もち、森林 のない場 合に比 べ、大幅 に洪水発生 の

危険を抑えて いる といえ る。

森林の整備 を充 実す ることによ って河川 の設備 を現状

のままに しなが らも洪水 被害をゼ ロに もっていくことも、

理論上 は不可能 ではな い。 したが って、森林 の利用 にあ

たって森林 の適 正な配 置を考え ることによ って外部不経

済性 を最小限 に抑 え ることは、技術 的に可能 であるとい

わな くて はな らない。

(4)気 象緩和 ・大 気浄化機 能

森林 の存在 によ って地 表で は大気 を仲立 ちと して太陽

エネルギーの変 換が行われ、種々の気 象現象 を生 じてい

る ことはすでに述べた とお りであ る。 こうした森 林の生

態系 の存在 は、禄地 に比べて気温上昇や感想 を緩和 し、

気候 の変化 を和 らげる働 きを もってい る。

都市 と森林 の多 い地帯 で も、気候 に差はあ る。森林 の

厚 い葉 の層 は 日射を遮 り、気温の上 昇を抑 えて快適 な環

境 の保全 に役立 って いる。 また海か らの潮風 や山岳おろ

しの強 い風 を防いで、村落や都市を守 ってい る。屋 敷林

や村落 の周 りの森林の効用 も大 きい。 砂や高潮を防 ぐ防

潮林、飛砂 を食 い止め る海岸の砂防林。 鉄道を守る鉄道

防備林、 雪崩防止林、洪水時 に自然の堤防 となる河岸林、

吹雪 を防 ぐ防雪林、海の霧 を木の葉で水滴に変え る防霧

林 な ど、 森林 は多様 な働 きで環境を守 っているといえる。

また言 うまで もないことであるが、光合成によ って森

林は大気 中の炭酸 ガスの濃度を抑え、酸素の適度の供給

とい う大 気の調節 を している。厳密 にいえば、1ヘ クター

ル(約3000坪)で1年 間 に30ト ンの木材を蓄え る

ことので きる光合成で は、 まず144ト ンの炭酸ガ スを
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吸収 して酸 素108ト ンを供給す る。次 に樹木 も呼吸 し

て生 きて いるので酸素 の72ト ンを取 り入 れ、炭酸 ガス

を96ト ン吐 き出す。以上 の差引計算 では、炭酸 ガス4

8ト ンを吸収 し、酸素36ト ンを供給す るとい う勘定 に

な る。 これ は一つの例で あるが、実際 に森林が どれ ぐら

い炭酸ガ スを吸収 し、 どれ ぐらいの酸素供給力が あるか

を知 ることは、地域の環境 コン トロールにとって重要 な

要素であ るといえ よ う。

なお、昼 間太陽の光で 温め られた地表面か ら、夜 間に

赤外線 と して熱が放射 される ことを放射冷却 とい うが、

これによ り宇宙空間に発散 されるはず の熱エネルギーが、

大気中の炭 酸 ガスや水蒸気で吸収 される場合、炭酸 ガス

の濃度 が高まれば、熱 エネルギーの吸収度が高 ま り地表

を覆 う温室、あ るいは毛布 のよ うな働 きを して大気 の温

度を上げ る。 この よ うに森林 の条件 いかんが炭酸 ガスの

濃度吸収 や地表での温暖化効果 にまで影響 を与え る とい

えよ う。

西欧諸 国の中 には、森林 や緑 を大切 に保全す るだけで

はな く、進 んで森林 の中 に療養施設 などを設 けて健康 の

回復や増進に利用 して いる面 もある。森林浴がわ が国 で

も最近関心が集 まって お り、都市近郊 にある森林 の価値

が再認識 されて いる。森 に入 ると気分 が落 ち着 くとか、

自然の中での食事がお い しい と言 われるが、 これ は気分

だけの ことで はな く、科学的根拠 がある ことが明 らか で

あ る。すなわ ち樹木 は、 フ ィ トンチ ッ ドという芳香性 の

物質を発散 し、 自 ら消毒殺菌 す る。 フィ トンチ ッ ドは人

体 にも良 い影響 を与 えるこ とが確認 されている。今後 は、

避暑地、保養地 など、休養地 と してますます こ うした森

林の効 用が利用 されて い くといえる。

さらに森林の中 に民俗村や博物館、記念館 を設置 し、

人 々の利用に供す るとい う歴史文化面 での効用 を もっ。

(5)森 林環境資源 の多元 的機能 を前提 と した経済 的評

価

さて、森林の総合利用 を促 す動 きが1980年 後半 よ

り生まれてい るが、 その基本 的な狙 いは、林業 とい う過

去の儲 けのため の事業 と してではな く、森林 その ものを

守 り育て、そ のことが人 間 と自然 との間に生 じた今 日の

亀裂を修復す ることになる とい う、 もっと広 い視点 の文

明的な課題に応え る点 にある。 これは林業の枠 を越 えた

森林 とい う自然の利用、 自然 を生 かす ということなので

あ る。
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この根底 には、 自然の もた らす外部経済効果 に注目し、

これを生か して役 立て るとい う新たな エコロジカルな発

想 が生 まれて きた ことにあ る。

しか し、外部経済 効果はあって も、それ らの市場 を もたな

いことから、投資に対す る反対給付が得 られず不安 がある。

しか し、すべてで はな くとも公 共性 による公 的資金 の

供給 、地 域や受益者の協 力 による受益者負担 など、 しっ

か りした報 酬の制度や、 費用の社会的負担や一種 の市場

化 の試みが行われれば、 次第に反対給付 も具体的 になる

であ ろう。

こうした体制がっ くられれば、事業 と して も成 り立 っ

てい くことにな ろう。

ha当 た り林業利 回 りに関連 して、ha当 た りの森 林 の

外 部経済効果 の首 都圏で の試算 で は このha当 た りの森

林 の外部経済効果(年 間)は500万 円/haと なる。 森林

の以上 の年々の外部経済 効果 は社会厚生 を高 め、人 間の

生活 の安定の役立 ってい る社 会的便益で ある。 この効

果 が年々続 く限 りとして、その将来価値 までも含 めた現

在価 値(資 本還元 価 とも考え る)は 年 割引率 を5%と す

ると1億 円 とな る。

木材 と して主伐 して利用す るだ けで は利回 りは低位 に

あ るが、外部経 済効 果を収入 として実現する方法が確立 さ

れれば、森 林か らの収穫 は、外部経 済効果 の貨幣 的実現分

の年々の集積 と、木材販 売収入の合計 とい うことになる。

ちなみに、外部経済効 果の うち、大気浄化、野生 を除

き給 付 され ると仮定す ると、森林の効果 は利回 りとして

も増大す る。

なお、利回 りは年々の成長 によって も異 なる。若齢で

は効 果 は乏 し く、成長 につれて効果 は増大す る。木材売

上 高を、900万円 と し、ha当 た り200万 円 の育成 コス トを

かけ ると、その利回 りは50年 で、複利で も926%と なる。

以上 は単な る試算であ るが、木材生産 だけの場合 と比

べて大幅に改善 され ることは明 らかで ある。

このよ うな結果か ら森 林環境資源産業 の持続 的発展 を

はか るために は、正常な活動であ って も1～2%の 低利

回 りにしかな らない限界的状況を、環境財 と しての外部

経済 の便益の大 きさか ら見て、 エコロ ジーコス トとして

も、1～2%の 利回 りを6%以 上 とす る公共 的費用負担

が求 められ ることにな ろう。 いうまで もな く、外部経済

の便益に対す る反 対給付が適正 に行われれ ば、持続 的発

展は、現実成長量伐採の基準の もとで、資源 の維持 と と

もに実現 され ることにな ろう。
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第2章 森林生態系の保全と利用に関する基本的原則と対応
一 エ コロジーの原則を考慮 した森林のデ ィベロップメ ン トの うえでの問題点 一

1.グ リー ン ・セ ツル メ ン トに お け る森 林 施 業

一般 に混交林 といわれる多種多様 な樹 種に よって構成

されてい る森林 にっ いては、 その特 徴は次の点があげ ら

れる。

第1に 、森林 はす べて の害 に対 して抵抗力 が強 くな っ

ている。暴風雨 であるとか、火災、昆虫 や菌類 その他、

あ らゆる危害 に対 して抵抗力が強 い。例 えば、既 に述 べ

たよ うに、針葉樹 と広葉樹、あ るいは浅根性樹種 と深根

性樹種 との混交 は、 ホメオスタシスの力 を最 も強 くする

ことになる。

また、針葉樹 の単純林へ、落葉広葉樹を混交 した場合、

地表 にある腐食 の状態が適当な レベルになる ことは明 ら

かで あ り、一一般 に樹種の混交 は林地 の悪変 を防 ぐと考 え

られ る。単純林 は時間お よび根 系の競合が激 しく、 これ

に対 して混交林 は土壌中の水分 や、各種 の養分、 および

太陽の エネル ギーその他の競争 が緩和 され、落葉 の分解

が1順調に進捗 して、地表の状態 が理想的 な状態 となる。

林地の状態 は健全 とな り、地力 の維持 に適す る。 また、

混交状態を変え ることによ って、 森林の成長状態 を大 き

く変え ることがで きる。

第3に 、森林の取得 蓄積量 が大 きくな る。単純林 に比

較す ると、混交林 では環境因子 を完全 に利用で きるため

に、ス トックの成長力 は多 いと考 え られ、 この ような試

みによ って、開発 の被害 を最小限 に食 い止め ることがで

きる。残存 す る林地 に対 して、 このよ うな施業の方式を

とる ことが必要 である。 また、年 々の森林 の材積の成長

量 は大 きい。単純林 に比較す ると、環境 因子を完全に利

用 しているため、材積成長量が多 い。 また、 これによ っ

て貨幣 的収穫 を大 き くす ること も可能 とな って くる。 ス

ギその他 の主要樹種 に比較すれば、混交樹種、 とくに広

葉樹 は価値 が高 くな りつつ あり、 こ うした ものを利 用す

ること も新 たな方向 と して出て きているのが現実である。
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また、 自然 に種 を落 とす(天 然下種)が 簡単に行 われ る。

混交林 で は天然更新の実行 を容易に させ る、針葉樹林 の

なかに落葉 の広葉樹を混交すれば、地表、 と くに腐植 の

状態 が稚樹 の発生や発育 に有利 とな り、稚樹の受 光状態

もまた適正 とな る。 さらに風致利 用上 美 しく、また、多

様な森林 の効 用を活かす こともで き、野生生物等 の保護

保全 の場 に も適す る。

ただ し、 このよ うな混交林をっ くる場合の問題 点 は、

自然 に放置 する ことによ って生 ずる場 合を除けば、 どの

よ うな樹種 を選択 し、組 合わせていかなければな らない

かとい うことであ り、 そのよ うな点 で特別 な施業 が必要

となるといえよ う。

なお、混交林 には、次 のよ うな種 々のケースが考 え ら

れる。第1に 、 同 じ年齢 の混交林、 とくに同時 に造林 し

たり、異な った年齢 の混交林、す なわち造林 の時期 を異

にす る場合 との2っ が考 え られる。造林時期 の前後 は、

造林技術上 と くに重要 な配慮 が生態的 に必要で あるが、

樹種 によ って成長 のス ピー ドに差が あるので、森林の外

観、 と くに景観上 の構造 は必ず しも年齢関係 と一致す る

ことな く変化 して い く。年齢 の差が僅か な差であ り、一

斉林 と してみ なす ことが できるよ うな場合 と、そ うで な

い場合 とで、や り方、取扱 いを注意す る必要があ る。

第2に 、一斉混交林 といわれ る年齢 の同 じものの混交

林 も少な くはな いが、概 して林冠 は樹種 の混交率が高い

場合には ランダムとなる傾向 にあ る。 いわゆ る一階一層

林をっ くるか、一階多層林、一階で はあ るが複 雑に層を

成 しているよ うな森林 をっ くるかの選択が必要 とな る。

造林の時期 を異 な らせ る場合には、異な った年 齢の混交

林 として、一 階だけではな く、数 階にお よぶ場 合 も少な

くない。 その場合 には、 下層木 にっいて は、上層木 よ り

も陰で強 い耐 陰力 の強 い ものを選 ぶ部必要 がある。

第3に 、混交状態 には、バ ラバラで成立 している散生

と群生 での もの とがある。 混交林 の特徴 を活か すために
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は、散生でなければ ならないが、生存競争が激 しく、弱

い樹種が駆逐 され る恐れ もある。 これ に対 し列状混交は、

一列ずっお きなが ら
、一見散生混交 とみ なす ことがで き

るが、数列お きにな ると群生混交 に近付 けることがで き

る。

このよ うに混交 す る状態 も、年齢 を変え、あ るいは不

規則に、あ るい は規則的 にさまざまな区分 によって行 う

ことがで きるが、要 はホメオ スタシスの力を最 大限 に発

揮で きるかど うかの構造 とい うことにな る。 また、混交

す る期 間を一 時的な もの とす るか、永久的な もの とす る

かにっいての配慮 も必 要であ る。 一時的な もの とす る混

交な らば、比 較的年齢の近 いものの混交林をつ くり、そ

れを同時 に伐 採す ることによ って、一 時的な もの とす る

ことがで きる。 しか し、異 な った年齢の混交林 につ いて

は、伐採 の時 期をず らす等 々、 あるいは伐採の規模を変

え る等 の方 法によ って、調整す ることができる。 しか し、

その場合 で も、伐採に適 した年齢以上の一斉林のなかで、

下木 を植栽 しなが らつ くって い く場合 と、 目的 とす る数

種類 の樹種 を考 えて、 混交林 の なかの下層の部分 に、そ

の目的 とす る樹種 を植 え、 さらに周辺を保護樹 として利

用す るよ うな場合 とがあ る。

もとよ りこのよ うな混交 林を育成す る場合は、択伐や、

陰樹や陽樹 を組合 わせた、複雑な多様な方法を とる必要

があり、 さ らに散 らば って生ず る散生混交林 にす るか、

密生 した混交林 にするか、 さまざまな方法を適用 して い

く必要が ある。

成熟 した森林 については、成熟木を伐採す る必 要が生

じて くる。成熟木 を放置 す る全 く純然た る放置され た自

然林 もあるが、多 くの場合 われわれ は、森林 の発 展段階

を考え なが ら、成熟木 を適 宜伐採 して、 ホメオス タシス

の力 と活力 を失わせ ないよ うにす ることが必要 であ る。

一般 に森林 の伐採 において は、主伐 と間伐 とがあ る。

主伐 は成熟木 の伐採 を行 うことを意味 し、普通には皆伐、

あるいは傘伐(よ うや く伐 るという)、 全伐 および択伐

との三種類を区別す る。択伐 には主伐 と間伐 の区別 はな

い。皆伐 は伐期 に達 した森 林を全部一時伐採す ることで、

通例は一斉林 に適用 され る。 しか し一斉林以外 の森林で

も、利用価値 のある樹木 の全部、 または大部分 を一時 に

伐採す る場合、 これを皆伐 作業 によ って行 う場合がある。

皆伐作業 は主伐一回 に限 るのが特徴で あり、通 例伐採跡

地へ新 しい森林を仕立 て る更新作 業を伴 う場合 が多 い。

また、更新作業を伴わ せ ることが森林の生 態系を維持す
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るために必 要であ る。択伐 は大小老幼 の森林、林木が混

生 している混交林 において行 う方 法であ るが、主伐や間

伐の区別 がな く、森林 の部育上必要 な伐採 を要す る林木

は、 その大小 や、 同様 に老幼 に関係 な く除去 して しまう。

例 えば、枯 れて しま った木、病気 にな った木、成長が不

要 な木、 あ るいは材質 が著 しく劣 る木 、あ るい は隣接す

る優良地 な どの発育 を阻害す る ものな ど等 であ る。

択伐林 において もその理想 と しては、 毎年 成長量 に相

当す るだけの林木 の材積 を伐採 して、一 定の ス トックと

一定 の構成 状態 を永続的 に持続 する ことが必 要であ る
。

このよ うなサステ ィナ ビ リテ ィーに基 づいた森 林の施業

を恒続林 とい うが、 この恒続林施業 が とくに今後 は必要

となって くる もの と思 われる。成長量 の推定 が困難 な場

合 は別 であ るが、少 な くとも持続 的な状態 に近づ け、 こ

れを理想 と して森林 の管理 を行 うな らば、その理想状態

に近づ きっっ、成長量 に基づ いた伐採量 を定 め ることが

必要 である。 この伐採 において も、母樹 を中心 と した保

残 を考 え、天然下種更新を行 うことが可能な状態をつ くっ

て いかなければな らない。

こ うした森林 の取扱上 の特徴 を考 えてい くな らば、森

林生態系 の成立条件 を考 えた開発 に当た って、留意すべ

き事項 が多 々ある。 しか し、一般 に鉱 山並びに ポ ドッル

地域 においては、択伐作業 を行 うことが望 ま しい。 とく

に急傾斜地 や岩石地、風衝地 な どはで きるだ け森林の裸

出を避 ける ことが重要 である。 これに反 し、湿潤肥沃地

においては、人工造林 を有利 とす る場 合が少 な くない。

荒 れた地域 に新 たに造林す る場 合は、人 工造林、 とくに

植樹造林 に限 って くるが、 い ったん森林 と して成立 した

後 は皆伐 をやめ、間伐 ない し択伐 によ って、施業を進め

るべ きである。成育不良 である自然林 において も同様で

ある。 自然 の力 を使 って新 しくしてい く天然 更新につ い

ては、 その困難度 や適正 であるか どうかを判断す るため

には、気候 や土壌 による影響 や、生 態的競争 因子等の状

況 を考 え、 ホメオスタ シスを失 わ しめな いよ うな、有機

的 な構造把握 と判断 が必要 である。 とくに天然更新 は非

常 に長 い年 月を必要 とするので、長 期的な配慮を行 い、

持続 させ てい くことが必要である。とくに利用地が広がっ

てい く場合、 その周辺 やその内部 に介 在す る森林 につ い

ては、 これを自然保護樹、 あるいは自然保護 林 と して利

用す る ことが必要 であ る。

すでに述 べたよ うに、 このよ うな森林にお いて は、天

然下種 の方 法によ り、足 らざ るところ を人工造林 によっ



て補 う方 法を考え る必要 があ る。 しか し、 極生群落 とし

てク ライマ ックスに達 してい る場合 に は、択伐作業を行

うことが望 ましい。 しか し、 クライマ ックスに達す る途

中の森 林 に関 して は、サ クセ ッションの方向を検討 し、

利 用 との立場 も考えなが ら、誘導 を早め る必要 もあるで

あろ う。 これ に対 し優良な木材を生産す る ことができる

ような場合 には、極力択伐林 をつ くって い くことが必要

であ る。 と くに年輪 の幅が緻密で均等で あ ることを必要

とす るよ うな場合 において は、一斉林 では密植 によ って

幼 い頃 の成長 を抑制 す ることを行 うけれ ども、択 伐林 に

おいては幼年 時には下層木 とな ってい るので、下 層木 と

しての成育 が可能 なよ うな状態 をつ くってい く必要があ

り、適 当な粗密度 に森林 をおいてお く必要がある。また、

高齢 時に達 した場合で も、その成長 を促進する場合で も、

あ る程 度の間伐を行 うことも重要 であ るが、 と くに中齢

層の ころか ら択伐 によって競争木の成長 を一方で は促進

す ることも必要で ある。

ただ し、短期間 において大量の小径木 を供給 し、 それ

によって環境 を も改善 しようとす る場合 には、植樹造林

によって一斉林 を仕立 てるほうが適切 である。天然下種

が容易 であ る場合 にはよいが、容易 でない場合 に はこの

よ うな方法 によ って、 緊急 に対応す る ことも必 要 とな っ

て しま う。 このよ うな一斉林 の場合 は、幼年期に旺盛 に

成長 してい くので、老齢期に入 って成 長が著 しく衰 える

ことがあ る。年輪 に関す る均等 な木 材を生産す るには不

均等であ るが、森林を急速な スピー ドで被覆す ることに

っいて は意味 がある。 と くに人工の植栽林 においては、

幼樹の成長量 を促進す ることが必要で あ り、 その代 わ り

伐採す る時期 を低 めて、 ローテーシ ョンを早 めてい くこ

とが必要 とな って くるであろう。 しか し、 こうした一 斉

林 において も、伐採 をする場合 に、皆伐方式 を とること

よ りも、 間伐や択伐方式 を とる ことが必要 であ り、多段

多層 の一 斉林に誘導 してい くことが必要 であ ろう。

以上 の点か ら、森林 を管理 し育成 す るため には、地温

や林況 を調査 し、森林 の生態系 の構造図をっ くる必要が

あ る。 それ らを中心にその樹種 別の変化を ダイナ ミック

に分析 し、伐採順序、植栽順序、あ るいは択伐方式等 に

ついて決定 して い く必要が ある。 これ らは技術 的な方法

によって、今 日にお いて はコ ン トロール可能 な状況 に至

りつつ あるのでこ うした点での配慮 を行 うことが必要 で

あろう。

2.森 林管理 の原則

こう した意味において、エ コロジーた るデ ィベ ロ ップ

メ ン トを考 慮 した森林経営の指導原則 として は、改めて

次の3っ の原則の確認が必要であ るといえよう。

第一 は、恒続性 の原則で ある。

す なわちエコロジカルな システムの永続的 な保存 を考

えてい くな らば、森林 の恒久 的、恒続的 な管理 と保存 が

必要 である。 したがって、森林 の持続性 を考 えた作業 を

行 う必要 があ り、 作業分量 について もそれに伴 って安定

した量 を保 障 し、 また これを持続 す ることがで きる。 こ

れ によって一 定の雇用力を維 持す ることがで き、 その雇

用 に伴 う収入を安定化 させ ることがで きる。公共 団体の

財政だ けで はな く、民間所有 の森林 にお いて もある程度

の規模を確保す ることによって、 こう した安定 した雇用

と持続的な生活 の手段 と しての森林 の管理 を行 うことか

で きる。 また、森林 の作業 の分量が一定 して継続 した場

合、 その管理 にっ いて も適 正化、合理化 させるこ とかで

き、 それに伴 う森林 の人工 的施設 にっいて も、適正 な配

置をする ことがで きる。 また、生産 や保 全の利 用におい

て、 とくに有機 農業 や木質系 エネルギ ーの使用 という新

しいニーズに対 して、対応す る作業 を行 うことも可能で

あ る。 とくに地域の生活 との関係 にお いて、森林 を持続

的、恒続的 に維持す ることによって、地元 の雇用関係や

経済的利用、 あるいは レク的利用 との関係 を調節す るこ

とが可能で ある。 と くに こうした結果、森林 の環境財 と

しての機能 を十分 に維持 す ることが可能 となる。 このよ

うに森林 の作業 とその管 理 と雇用 との関係を、持続 的に

維持 する体制 をつ くる ことが、必要 不可欠な条件 であ る

といわな くてはな らない。

第2に 、 公正の原則を守 って いく必要があ る。 すで に

述 べたよ うに森林に は野生生物の保護機能を含め、 さま

ざ まな人 間社会 に対す る環境財 と しての機能を も ってい

る。その ような機能 は、森林地域 の開発 にとって も、重

要 な環境財 と しての機能 を もち、環境要素 として の保全

が必要 なはず である。 このよ うな意 味で森林 の保全 は地

域 の環境 の保全 とつ なが り、 さらに森林の ス トックを培

養 し、潜在 的な生産力 を向上 させ ることにっなが るので

あ る。 いわば こうした公 共的性格を もつ財 としての、特

定 な管理 を行 う必要 が あるといえ よ う。 しか し、同時 に

私 的な経営 の対象 とも しなければな らないもので あり、

経 済効果を可及的に大 き くする方向 を考 えていか なけれ
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ばならな い。その ためには基本 的にはエ コロジカルな生

産力 を高 める努力を しなが ら、 それを補 うさまざまな手

法 を適用 していか なけれ ばな らない。 その手法 につ いて

はすでに述べ た通 りで あるが、持続 的かっ公共的 な機能

を果 たさせなが ら、経済的 な効用 を高 めていくためには、

土地利用 と して森林の適正 な配置 と保有す る比率 を定 め

て いかな ければな らな いといえる。 その比率 を定 めるに

当た って は、すで に述べ たよ うに森林 のエコロジカル な

機能を、最 大限に発揮 し得 る範囲 内で維持す ることが必

要であるが、同時にその場合で の最低限 の規模 を各地域

ごとの特 性に応 じて決定 して い く必要 があるといえよう。

3.森 林の多面的機能と多次元評価による持続的発展へ

の方向

森林 な どの生 態系 は、すで に述べ たように、第一に木

材や特用林 産物 な どの市場財 を生産 し、第二に水源酒養、

防災、保 健休養な ど、環境財や環境サ ー ビス、 さらに原

生林保護、 ・自然教育 な ど多様 な文化財や文化サ ー ビス

のよ うな環境便益 ・文化便益を供給 して いる.森 林生態

系をめ ぐる物質 やエネル ギーの流れか らっ くりだ され る

これ らの生産物 や便益 は,人 間の生活に とって も、 かけ

がえのない素材 とな る。

したが って、 われわれ は可能な限 り、 エコシステ ムの

均衡 と保全 を目的 としなが ら、 これに適合 した森林 生態

系 の経済 プロセスを展 開 して い くことを考 えな くて はな

らないであろ う。 その場合、われわれ は少 な くとも、第

一 に成長量収穫 をな しうる森林の生 態系を創造 し
、第二

に合 目的的 に、合 自然 的に年 々の成長量 を基準 として収

穫 し、同時 に このよ うなバ ランスの もとで、 コンスタン

トな環境便益 を獲得 す ることに心掛 けねばな らないであ

ろ う。

従来の林価算法 だけでは、エ コシステム としての森林

を総合的 に管理 ・保全 する投 資基準 を導 き出すことは不

可能で あ った。林価算法 によ って選別 され順序 づけ られ

た森林 は、利回 りの高 い優位 な市場財生産 の範囲 に限 ら

れ るで あろ う。利回 りが市場利子率 に も満たない森林、

市場利子率 を適用す ればマイナス地価 ともな り得 る森林

は、少 な くとも収益的投資 の対象 とはな り得 ないので、

人為的に も放置 されて しま うであろ う。

しか し、森林 を保全 ・管理 する うえで、環境財 ・文化

財的な便 益を無視す ることはで きない。今 日において、
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正常 な経 済 プロセスの循環を はか るため に も、環境財 ・

文化 財 と しての森 林の安定 した機 能の発揮が不可欠 で、

このため、環境財な どの供給 に対 す る社会的 な費用負担

の制度 を確立す る必要 があ る。

その意味か ら、エ コシステムとしての森林 を対象 とす

る経済 プロセ スにお いては、必要 な制御因子 を組合 わせ

て、 ハ ー ド、 ソフ ト両 面での最適な投 資 と管理 をはか る

必要 があ るといえよ う。

自然 の利用 と保 全 とい う均衡 的な 目的の達成 のために

は、地域 において、森林の ポテ ンシァル ズを利用 した管

理 を行 うことが必要 である。 すなわち、

(1)木 材 生産機能 の高い ものは、 「経 済林」 と して、

保全 利用 して利 回 りを高 め ることが必要で ある。

(2)水 源酒養機能 の高 い ものは、1っ は 「水源林」 と

しての機能 を高 めなが ら、2つ は天然 林 ・自然林の

ままの 自然 の植生 を活 か した水 源機 能を高 めること

が必要 である。

(3)防 災保全機能 の高い ものにつ いては 「防災林」 と

して保 全す る必要 がある。

(4)保 健休養機能 の高 い ものは 「保 健林」 として保全

し、 その周辺 においてその機能 を最 高度に発揮で き

る施設 を、森林生態系 の著 しい破壊 を招 かない範囲

で設 置する必要 がある。

(5)原 生生物 など文化的機能 の高 い ものは 「文化林」

と して保存す る。

以上 よ り、 「経済林」 「水源林」 「防災林」 「保健林」

「文化林」 などを、経営管理 の基本 と して維 持 して い く

必要 がある。

なお、 このための技術的な施業 の基準 としては、

(1)皆 伐一斉林 の造成 ・スギ ・ヒノキなどの更新 によ

り、再生可能 な優良地で は、地力維持 とな りうるな

らば、一斉林型 をとる。 目標商品、伐期、樹種、本

数 などの選択 を行 い、伐 り開 きは過大 にな らぬよ う

に調節す る。

(2)小 面積区分皆伐林の造成 と して は、公共的見地 か

ら環境機能の安定化を求 め、小面積ず っ小規模分散

的 に伐採す ることが望 ま しい。関連 して伐期 など、

誘導 のための調整が必 要であ る。

(3)複 層林施 業 の実施;人 工林で あって も、伐期 を変

え、長伐期化を はか りっっ多段重層森林 に仕立て る

ことが必要 で ある。

また、針 ・広の混交 とい う形で は、



(4)広 葉樹林の造成 という点で、天然更新 を主体 に し

て植栽 を加えて成長を促進 す る。

(5)択 伐 の導入 によって、環境的効果 を低 めず、森林

か らの採取を行 う。

以上の(1)～(5)ま での方式を多様 にとる ことによ

り、皆伐一斉林型 ない し小面積区分伐林型 にのみ執着 す

るので はな く、複層林誘導のための さまざまな手法 や、

天然更新 のさまざまな手法 を適用 して いか なければな ら

ないで あろ う。

持続的 な性格 をもった森林 と し、主伐、間伐、択伐等

を含 め、私的、公 的を問わず、以上 の施業 を進 め るため

に必要 な措置 としては、

(1)複 層林造成、広葉樹造林 などの施業 の多様化 をは

か る必要 がある こと。

(2)地 域 ごとに、都市住民 の参加 を求 めて、 「森林 整

備基金」 を設立 し、森林整備 を促進 する こと。

(3)森 林法 な どによる 「林地開発許可制度」 の運用 に

よる規制 を強 め、保全 の うえで必要な森林の買取 り、

相続 などによる売却 を必要 とす る森林 の買取 り、保

全 の必要 な る森林 に対 する税制 の優遇 な どの助成を

広 げ ること。

(4)保 安林 、それに準 じた森林 の整 備によ って、地域

の林業労 働力の確 保 と活用 をはか り、長期計画 によ

り森林 の質 の改善 をはかる こと。

等 々の施 策が、地域 、国それぞれで講 じられな くて は

な らないであろ う。 また、森林 の長期 的発展を考えると、

(1)整 備計画によ って森林施業計画 を遵 守 し、伐採 ・

造林 等が確実に対 応 しているか否かをチ ェ ックす る

エ コロジー監査の実施の必要 が ある。

エコロジー監査 の ク リアーを前提 と して、 は じめ

て税制優遇 ・補助な どを行 うことが可能 とな ろ う。

(2)不 適正 な管理が されている森林 に対 して は、市町

村 長に よる間伐 ・保育の勧告 、権利移転等の協議を

勧 告す ることが必要であ る。

(3)多 目的 な森林の機能を活かす整備 を行 うことは、

持続的発展のたあに不可欠 であ る。以上 によって、

施業面か ら森林の生態系の保全 のもとで の持続 的な

発展が実現で きる ものといえ よう。

いずれ にせ よ、以上の ようなエ コロジー原則に従 った、

新た な森林 の多面的機能 を活かす森林の管理 が、人間 と

自然、 その共生 と循環、共生 と持続 の時代 をっ くる鍵 と

な ることは否定で きない。 このた めのエコロジカル ・エ

コノシステムの創造 こそ、21世 紀 に求 め られている最

大 の課題 といわな くてはな らないであろ う。

4.森 林 の保全 と利用 のための経済 的手法

森林 のエコロ ジーを活 かすための開発 の システムをっ

くるたあには、森林 の保全 の面 において も、一定 の適正

な仕組 みをっ くる ことが必要 であ る。民 間活 力の導入 に

おいては、分 収 ・信託 ・年金 の活 用があ る。

第1に 、公私 の出資 によ る第三 セ クターや森林基金 を

つ くり、森林 の保全整 備をす ることが必 要である。 とく

に都市住民 が、第三 セ クターや森林基金 に資金を拠出し、

都市住民 自 らが分収権 を取 得す る方法 であ る。 また、一

部は土地 の買上 げな どに より財源を振 り向け ることもあ

ろ う。居住環 境の保全によ って、その便益が都 市住民 に

還元 され、併 せて森林 を 自ら育て ることがで きる。 この

方 法は、金銭信 託 ・投資型 ともいうべ きものであ り、分

収育林、分 収造林 といわれ るように、森林 に投 資を して

収穫期 に収益 を地主 と分 ける方法であ る。 この収穫期は、

単 に木材 を伐採す るだ けで はな く、森林の レク的利用に

関す る収益 を生ず る場合 は、 その たあの収益の分配方法

をあ らか じめ定めてお くことが可能であ ろう。 「ふ るさ

との森 づ くり」 「ふ るさとの村づ くり」 といわれてい る

方法であ る。 この方式 は、都市住民 の余裕金 を山村に還

元 させて、緑 をっ くる方式 と して有効で ある。分収育林

は1976年 か ら始 ま り、最初 は公有林が中心 となって、

都市住民等 か ら成育途上 の森林の育林資金 を導入 し、伐

採収益を分収す る 「特定分収契約」 のモデル事業 と して

実施 されて きたが、1983年 に分収造林特別措置法 の

一部改正が行われ、分収育林制度 と して法的裏付 けをも

ちなが ら普及 しっっ ある。契約 は成育途上 の人工林(農

林水産省令で樹齢 の上限 が設 け られ ている)に 関 し、育

林地所有者、育林者 および育林費負担者 の三者 または二

者が締結す る契約で、契約対象樹木 の保育、管理、樹木

の共有、伐採収入 の分収 を内容 として進 める ことが必要

で ある。

第2に 、第三 セクターによる グリー ンビレッジづ くり

の方 向が あるといえる。 これは農 山村 の森林 所有者 が土

地 を提供 し、建設 ・管理 は農 山村 の住 民を加 えた第三 セ

ク ターが行 い、都市住 民は居住 の目的や保健休養 のため

に利用 できるとい うものであ る。 ここで は農園施 設や林

産施設 を併設 し、単 に住 むだけではな く、都市住民 や高
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齢者が生計 を立 て ることがで きるよ うに し、森林所有者

も山を活か して資金 を得 ることができる方式 とな る。 こ

の ように都市住民 の賃借料や利用 のための費用負担を通

して、循環 的に森林 の活性化 をはかることが可能 となる。

第3に 、都市 住民 と農山村民 との間 の連帯を深め るた

め、伝統技術 な どを通 した相互 の文化交流等を含めなが

ら、都市住 民に対 して安 らぎや憩 いを与え る方法が考え

られる。 そのためには、 文化 ・芸術の場 を整備 し、 「文

化 ・芸術 の森」 を通 して農山村民 と都市住民が交流を広

げ ることが大切 であ る。 都市 住民 はこの 「文化 ・芸術の

森」 のメ ンバー として資金を一部負担 し、優先的に便益

を享受す る ことができ る。

第4に は、都市住民 と農 山村民 との共同出資で、キ ャ

ンプなどの レク リエー ション施設や、民宿な どの宿 泊 ・

研修施設整備 を行 い、 自然観 察の森や健康保健村 をつ く

るとい う形式で ある。 これ はた とえば、姉妹都市契 約の

よ うな ものによって相互 に資金や労力、情報 を提供 しあ

い、子供や母親 の情操教育 や 自然 との触れあいを通 して、

山村 と都市 との助 けあいを行 うものである。

第5に は、行政が 中心 とな って、一般住民、企業 と森

林所有者 との協力体制 をっ くり、その中で緑 の計画 や さ

まざまな事業を行 うための地域 間協定 を締結 し、相互 に

情報、労力、資金 を提供 しあ って、大 きな事業的管理 に

まとめ る方式が考え られる。既 存の都市公園法、都市公

園等緊急措置法、緑化推進 モデル地 区、 あ るいは都市緑

地保全法、工場立地法、首都近郊緑地保全法、都市計画

法、生産緑地法、森林法 など種 々の法律 ・制度 のクロス

オーバーによ って、有効かつ実現可能 な事業展開 をはか

ることがで きよ う。

第6は 、緑 化基 金な どの利用 である。帯広市 の都市開

発 基金、東大 阪市 の緑基金、我孫子市 の緑基金、武蔵野

市 緑化基金 な ど、 各地で緑化基金 が設 け られて いるが、

自治体 の出資 と一 般市民の寄付、 あるいは企業の寄付 な

どを合 わせて基金 とし、その運用益で私有地の借上 げ、

買取 り、緑化 の補助 、あ るいは森林 の管理な どを行 う制

度 を確立 してい く方 向であ る。藤沢市緑基金の場合には、

1971年 か ら保存樹 林制 度 を実施 し、私有の緑地に補

助金 を出 して、保存 や借 上げを して きた。森林所有者 が

相続税 の支払 いなどのために、宅地化を はか って伐採す

る例 が相次 ぎ、緑 がな くな って しまうという懸念か ら、

1990年 までに20億 円の基金を市が積み立て、買取

りを進 めて いる。我孫子市 の緑基金 の場合 も、手賀 沼の
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斜面 に しか残されていない緑 を守 る買取資金 と して、5

年間 で3億 円を積 み立 ててい く計 画を もっている。 なお

基金 の資金 は 自治体 が大半 を負 担す ることになって いる

が、河 内長 野市 の場合 には、市 の出資 は1億 円に過ぎず、

他 は開発企業 側が緑化協力金 として寄 付を進めて いる。

市民側 か らの要求 によ ってつ くられてい る買取制度 と

して、横浜市 の西南部、戸塚 区飯 島町にあ る 「飯島市民

の森」 がある。広葉樹林 が主体 で、5.5ヘ ク ター ル、

標高20～50メ ー トルのなだ らかな丘 の森で ある。

これ らの緑化基金 の造成方法 と しては、 住民や団体や

企業か らの寄付金 による募金型、市費 の繰 入れや補助金

の導入 に、一般 の寄付金 を合 わせ た財政主 導型、企業か

ら行政 への協力義務 として、寄付金 を一定 額徴 収す る方

法や、開発行為 の財政負担 の肩代 り、 ゴル フ場 入場者か

らの間接的寄付 の形で の徴収 などによる企業協 力型 な ど

の方法が ある。

なお、 これ らの基金 の抱 えて いる問題 として は、基金

の規模が小 さ く、公共施設の緑化、公 園設備、緑 買取 り

な どの 目的を十分 に果 たせて いない場合 が多 い。 また、

一般か らの寄付行為 に頼 って いるため
、財源が安定せず、

しか も寄付金が税控除の対象外 となった り、基金 の利息

に課 税 され たりす ることがあ る。基金 への寄付 を税 控除

の対 象 と した り、基金利息への課税 を免除 した りする、

税制上の優遇措置が必要で あるといえ よ う。

都 市緑化基金や森林基金な どの造成 と、 その後 の運営

に当た って は、住民 ・団体 ・企業な どの参加 を求 め、地

方 自治 体 と一体 とな った取組 みが望 ま しいと思 われ、 こ

れ らの事業 を組織的に行 うために は、 いず れに して も資

金 を集積 し、運 営す る母体 としての 「基 金」管理機関 と

その事業 を実施 し、 事後 的な森林 管理 のため の公的実行

機関 とが必要 とな る。 今後 そ うした仕組み をいか に有効

につ くり得 るかが、 課せ られた課題 であ るといえ よ う。

自然度 の高いエ コロジーの要 素を入 れた理想都市 の建

設 とい う目的に対 して、現行 の法的仕組 み は十分 に整 っ

ているとはいえない。都市 およびその周辺の森林を保全

す るための方法 と して、森林法 による保安 林の指定があ

る。 また、森林計画 による伐採許可制度 な どの制限 もあ

り、 さ らに1ヘ ク タール以上 の森林 の開発に関 して は、

森林法第10条 第2項 に定 め られた都道 府県 知事 による

許可制度 を活用 してい くことができる。 また、 自然公園

法や県立 自然公園条例等 による公園化 をはか ることも有

効で ある。 自然環境 の保全および緑化に関する条例 によっ



て、 自然地 域を設定 し、樹木 の保存契約等 を結ぶ ことも

で きる。 すでに述べ た緑化基金等 によ って買取 りを進め

る ことも有 効である。鳥獣保護 および狩猟 について は、

鳥獣保護 区を設 定 し、 文化財保護法 および文化財保護条

例 による特別天然記 念物の設定 も可能 であろ う。 また、

都市計画法 による風致 地区および緑地保 全地区の設 定 に

よ って、緑 地を確保 す る方法 がある。砂 防法 による砂防

指定地 な どの方 法 も併 用 し得 る。 しか し、 これ らの方法

はバ ラバ ラて はな く、総合的に活用 し、個々の可能な方

法 を統一 的に用 い ることが大切であ り、そのようなグリー

ン ・セツルメ ン トが欠けている といわな くてはな らない。

1972年 に制定 された自然環境 保全 法 は、原生状態

の維持 を 目的 とし、 自然性 の高 い地域、学 術的価値を有

す る自然 物、脆 弱かっ再生 困難 な 自然物 の保存の ため、

具体 的な地 域指定、 施業規制等 を定 めてい る。原生 自然

環 境保 全地 域の指定は、環境庁長官 が、保安林お よび自

然公 園等地 域指定 が されている区域 以外 の箇所で、 自然

環境 が人間の活動 によ って影響 を受 け ることな く、原生

の状態 を維持 し、最 低面積1000ヘ クタール以上の面

積 を有 す る区域について指定で きることにな っている、

しか し、 原生 自然環 境保全地域 に指定す ることがで きる

のは、 その土地 の所有者が国また は地方公共団体で ある

場合 に限 られてお り、実際問題 として この ような大規模

な原生 自然保護地域 を、都市区域内等々 に種 々の場所 に

設定 す ることは不可能で ある。

自然環境保全地域の指定 も、一一般的 には原生 自然環境

保全地域や 自然公園 と して指定 されて いる区域以外 のと

ころで行われ る。 自然環境が豊 か に残 され、す ぐれた天

然林 が相当部分を 占め る森林や、特徴のあ る地形や地質

がみ られ、特異な 自然現象な どが生 じて いる場所、 およ

び植物の 自生地、野生生物の生 息地等で、 自然環境保全

に必要 な区域等にっいて指定で きることに なっている。

しか し、 この指定 は極力 自然性の現状維持 を狙 いと して

い るので、保安林 と して重複指定 され る場合 には、保安

林 の機能 の維持向上 に支障を きた さな い場合 に限 って指

定 され、環境庁 と農林水産省 との覚書等 による運営が行

われて いる。都道府県の 自然環境保全地域 にっ いては、

都道府県知事 は、環境庁長官の指定す る自然環境保全地

域 に準ず る環境条件 を有す る場所 につ いて、都道府県 自

然環境保全区域 を指定す ることがで き、 自然環境保全地

区 に準 じた管理を行 うことがで きる。 しか し、 その普通

地域 につ いては、特別 な事情 のない限 り、施業 の制限や

公共的管理を徹底 させ ることはで きな い。

1957年 に 自然公園法が制定 され、す ぐれた 自然の

景 観地 を保護 し、利用の促進を はか り、国民の保健休養

および教育 に資す るため、 自然公園の積極的 な指定等が

定め られたが、特別地域 の指定、あ るいは施業等の制限

にっいての厳重 な規 定が ある一方で、第三種特別地域な

どの森林の場合に は、全般的 な風致の維持 を考慮 した施

業を実施す る旨規定 されて いるものの、風致 の維持の必

要度が比較的低い とされて いるため、 と くに施業 の制限

がな く、限界があ る。 ま してや普通地域の森林 は風致 の

保護な らび に公園 の利用 を考慮 して、施業 を行 うことが

定め られてい るもの の、 ここではと くに具体的 な基準等

の設定が行われてい るわ けで はな い。

1973年 には、都市緑地保全法が制定 され、 この法

律 は都市 の緑地保全お よび緑地化等の推進 によって、良

好な都市環境 の形成 をはかることを目的 と した もので あ

るが、 この法律の適用 にっ いては、建設省 と農水省 との

間で、従来か ら農林省が もっている都市 の緑地 に関す る

施業 の推進 にかかわ る権限 を侵す もので はないことを確

認 した上 で行われ ている ものの、現実 に実施 されて いる

事例で は、緑地保全地域 にお ける開発行為 の許可基準 を

定 めるに当 たって、農林省 との事前協議 の内容が開発 サ

イ ドに傾 き、緑地保全機能 を十分 に果 たすことができな

いケースも出て きて、 これ らの軌道修正 も一方 では必要

で あろう。

1966年 に制定 された、首都圏近郊緑地保全 法に基

づ いて指定 された近郊緑地 の区域 内では、緑地保全 の重

要 な箇所 にっ いて 内閣総理大 臣は近郊緑地保全地域 を指

定す ることがで きる こととなっている。 これ らの保全 区

域 内で立木等 の伐採 をする者 は、民有林 の場合 あ らか じ

め都道府県知事 にその旨を届 け出、国有林 の場合 はその

旨を事前 に通知 しなければな らない こと とな っている。

また、都市計画法第8条 によ って、都道府県 の条例 で都

市 の風致 を維持す るための必要 な規制事項 が定め られ、

風致地区 に含 まれ る森林 を伐 採する場 合には、 これによ

らなけれ ばな らない とされてい る。 しか し、 これ らの条

項 は、現実 には都市計画法 によ る市街化 区域 、市 街化調

整 区域等 の線 引 きが優 先 し、 市街化調 整区域内で は制 限

が有効 に働 いて くるが、市街 化区域 にお ける制限 は十 分

に働 いていないのが現状であ る。 すでにそ う した法的弱

点 をついて乱 開発 が行 われてい る事情 もある。

1962年 の森林 法改正以 後、森林の伐採許可制の廃
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止 によ って、森林 におけ る土地の開発が非常 に自由 とな

り、乱 開発 を拡大 す る一 つの引 き金 ともなってい る。1

969年 「農業振興地 域の整備 に関す る法律」の農用地

区域に指定 された農地 を転 用す る場合、農地法上の許可

を してはな らない とい う制 約が設 け られ、森林地帯 につ

いて も森林法 の許可 を必要 とす る制度を確立すべ きであ

るとい う観点 か ら、1974年 再 び森林法の改正が行わ

れた。 この改正 によ って不 動産業等 による大規模 開発、

ゴル フ場 その他 レク リエ ーショ ン施設お よび大規模 な宅

地造成 に対 して、 開発許可 制が定 められ た。 また、地 域

森林計画 の対象 とな ってい る民有林 のうち、保安林 ・保

安施設地区 ・海岸保全 区域 以外 の森林で、国 また は地 方

公共団体等以外 の所有 であ るもの は、開発対象面積1ヘ

ク タールを超 える場合 は、事前 に都道府県知事 の許可が

必要 とされてい る。 この開発許可申請に対す る都道府県

知事 の判断基準 としては、 その開発行為が森林の現在存

在 している水源酒甕機 能な どを低下 させな いこと、 また

騒音防止、防風、保 健その他環境保全機能の側面か らみ

て も、周辺 に著 しい支 障を及ぼす恐 れの ない場合 に限 っ

て許可 される こととな ってい る。

この制度 の適 用前 にっ くられた ゴルフ場の数 は多 く、

面積規模 も大 きいが、 この制度の適用以降 において は、

ゴル フ場 などの大規模 な建設が乱発す る例 は少な くな っ

た。 しか し、最近 は土石の採石の ような小規模 開発が増

加 し、 さ らに都市 周辺 にお ける1ヘ クタール未満の小規

模 開発 が続発 してい るのが実 態 とな って いる。 こうした

ミニ開発 に対 しての規制 がで きな くなってい る。

一般 に都道府県知事 は許 可を受 けずに開発行為を行 っ

てい る場合、許可条件 に違 反 して開発行為を行 ってい る

者 に対 して、 開発行為 の中止 を命ず ることがで き、 また

は期間 を定 め復 旧命令 を出すな どの行政監督処 分がで き

ることになっている。 しか し、無許可の開発行 為を した

者 に対 する罰則 は極 めて緩 く、 こうした脆弱な規制 の も

とで乱開発が野放 し的な状 態 にな って いる場合 もあ る。

制 限以下 の1ヘ ク タール未満の残置森 林の管理す ら十分

に行 い得 る税制 の優遇 もな く、 とくに点在 す る森林 につ

いては、森林 を置 いてお くというよりも、 生産 緑地 化 し

て伐採 したほ うが、長期営 農継続農地に対 す る相続 税負

担軽減等 の特別措 置を受 けられ るので有利であ るとい う

矛盾 す ら生 じてい る。 したが って、開発後に残 された森

林 に関する保全制度 の在 り方 にっ いて、 たとえば市街化

区域 内の森林 にっいて も、 農地 と同様、森林 としての長
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期的継続 的利 用に伴 う相続税等 々の減免 措置を検討す る

必要 がある といえよ う。

また開発計画 を立 てるに当 たって、森林 の公共的な機

能 の高 い部分 については、極力回避 する行政 指導が行わ

れることが望 ま しいが、法的規制力 が乏 しく、 目的通 り

の効果 を上 げる ことが難 しい。

また最近、開発周辺 区域 の住民 が、環境 の保全等の理

由で開発計画 に対 して反対運動 を起 こす ケースが頻発 し、

その ための許可権者 た る都道府県知事 あるいは土地利 用

計画 にか かわる市町村長等が、 そ対応 に苦慮 してい る例

が多 々ある。今後 こうした地域 を含 め、森林 を保 全す る

ための環境基準 ない し環境 アセスメ ン トの制 度化 を、 さ

らに明確 に してお く必要 があるといえよ う。

また森林 の規制 に関 して、他の法律 に優先 して環境保

全 を第一順位 とすべ きであ り、 この意味 において、森林

法の適用範囲 で十分 な効果 を上 げるよ うな体 制をっ くる

べきであろ う。 また、風致地区で あるよ うな地域に関 し

ては、森林法 の規定 す る森林計画 の対象地 にっいて は、

伐採規制 やその土地利用 を事前 に十分 に審査 すべ きであ

り、 それに伴 う税制上 の配慮や違反行為 に対す る罰則 も、

社会的 ルールと して決 めてお く必要 があろ う。従 来、 こ

のよ うな場合 には、市街化区域や専用住 宅地 域であ ると

す る考 え方 が とか く優先 しが ちで あ ったが、環境 を重視

した森林計画 のなかでの風致地区 である とい う、環境へ

の厳 しい配慮 を考慮 す る基準 を立 てるべ きであ る。

また、小規模 開発等 が頻発す る場合、個 々の開発 にっ

いて はさ して問題 とな らないに して も、 それを トー タル

と した場合 にはかな りの規模 に達す る場合 が多い。 この

ような場合一定 区域 において最低限 の保全規模 を決めて

お くべ きである。 これが ミニマムの条件 であ るといえよ

う。開発行為 の中止 を命令 し、期間 を定 めて復 旧命令を

出す などの監督処分 がで きる場合 であ って も、 現在では

極 めて緩や かな行政指導 の範囲 にとどめられているので、

エコロジー的 な基準 によって歯止 めをするということは、

最低限必要 な措置で あると考え られ る。

市町村財政 の現状 を考 えれば、地価 が高 く十分 な買上

げ等が行 えないことは事実で ある。次善 の手 段 として制

限行為 をと った場合 で も、行政措置 あ るい は税制措置、

補償措置 が不十分で あ り、制限 に伴 う補 償について も、

適切 な制度整備 などなされて いないのがネ ックであ る。

市町村 の財政力 に合 わせ た合理的 な補償方法 を考慮すべ

きで あ り、保全 すべ き森林 の範囲、規模 を確 定 し、森林



買取 りの制約や、所有者の善 意に期 待 した林木の保存契

約 や、固定資産税の減免な どでカバ ーで きな い限界 を超

える方 策が必要 であ る。 た とえば、 所有者が処 分の必要

を生 じた ときに は、確実に買取 りがで きるな どの方法を

準備 す る必要 があ る。

民 間の流動性 を高めるための森林債券 の発行 、そ の流

動化等 は、 これ らの経営委託 な どの裏 付けを もって行 う

ことが可能 とな るであろ う。
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第2編 地球 システムの経営 と緑と人のエコロジー

第4部 グ リーーンセ ツ ル メ ン ト(第4分 科 会)

第3章 わが国森林の利用と保全の実態

立正大学経済学部

日本林業技術協会

福岡 克也

菊池 章

1.森 林 ・林地保 全を巡 る動向

今や人類 の欲求 は、 かけがえの ない地球環境を混乱 さ

せ、偉大 で堅固 と思 われていた ホメオスタシスを崩壊 さ

せ るまで につの ってい る。 人為 は地圏 ・気圏 ・水圏すべ

てを侵 し、なお止 ま る気 配 もな いだけに、各般か ら警告

されてい ることは、 あ らためて指摘 するまで もない。

しか しここでは論議 の拡散 を避 けるため、 わが国 にお

ける環境問題の典型 とされて いる都市 における林地の開

発を切 り口として、 自然生態 と開発 問題を把えてみたい。

国内事情を解 き明かすのみで は九 中の一毛 に も及 ばない

が、取 り敢えず足元を見直す ことか ら始 めることとす る。

(1)森 林保全に関す る制度 について

わが国 の土地利用区分 は、往古 か ら地形変化 によ く順

応 して いたことが分か る。平地 は水 田や居住域、緩斜地

は畑、 それ以外 の傾斜地 は森林 と大 別で きる。結果的 に

は67%が 森林で 占め られ てい ることは、 それだけ傾斜

地か多 いことを示す もので、 このよ うに土地 の使 い分 け

は地形 に支配 され、順応 して きた ことはあ らためるまで

もない。

しか し、近年 に至 り人 口の増加 や、機械文 明の発達 に

よ って地形的条件 による制約 が薄 れ、森林地域 に開発 の

手 が伸 びるようになった。 その為 、行政 として はもとも

と傾斜地 の森林 の大 きな効用 、 とりわ け国土 の安定 に寄

与 していたことを重視 し、森林保 全を主 旨とす る制度 を

整備 するよ うになった。代表 的な もの と しては森林法 ・

砂防法 ・自然環境保全法 ・自然公園法 ・治山治水 緊急措

置法 ・保安林整備臨時措 置法 等 々が挙 げられ る。

(2)第4次 全国総合開発計 画(四 全総)の 主 旨

国土審議会計画部会 は、13省 庁の政策を聴取 す るな

ど21世 紀へ の国土 づ くりを審議 して いるが、その過程

か ら伺わ れる 「森林観」 は、 およそ次 の通 りであ る。

まず 「森林 は我 が国の文化母体」 と位置 づけ、 「安 全

で緑 と水 に恵 まれた国土 の形成」 を目指 す、としている。

都市化の進展等 によ り国民 の多 くが自然 との接触 機会が

減少 し、一極集 中がバ ランスを崩 している ことを重視 し

たテーマで、良質 な環境 を形成す るためには、所要 の公

共投資 とい う視点 か ら、 森林 は国民共有 の資産であ り、

木材生産、土 、水、自然保 全上重要 な役割 を果た して い

ると評価 してい る。 こうした前提 を踏 まえ、森林 地域を

奥 山天然林 地域 保全 に留 意 した森林管理

人 口森林 地域 間伐 の計 画的推進

里 山林地 域 育成 天然林地 域 により適

切 に管 理 し、保全休養 ・

文 化 ・教育の場 と して総
'合 的に利 用す る

。

都 市近郊 林地域 生活 環境の保全や教育 の

場 として保全す るほか身

近な緑 とのふれ あい拠点

とす る。

の4つ の タイプに分 け、それぞれの特質を助長 するよ う

に管理すべ きと して いる。

更 に国民共有資産で ある森林づ くりは、国民参加 によ

り進 め ることを指摘す るとともに周辺地域住民 による森

林 の共同管理方式 につ いて触れてい る。

基本的 に森林管理 は国土管理の重要 な一環 と して位 置

づ けた上で、近代化 ・都市化が人 と森林の隔た りを深 め、

林地開発 による環境、森林 の管理水準 の低下、都市域 の

緑の減少を憂慮 して いる。

2.都 市域 における土地利用 の特質 について

環境保全上特 に注視 されているのは、都市域 であ る。

スプロール状 に拡伸す る都市化 の波 に、農地 も耕地 も呑

み込 まれ、結果 的に緑地 は消滅す る。 そ うした土地 利用
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の推移 について、筑 波大学 農林 学系教授 、熊 崎実氏が解

析 されてい る。 その主 旨は次 の通 りであ る。(森 林利用

管理手法 開発調査報告書 昭和63年3月 林 野庁)

まず前提 として 「緑地 が私人 によって所有 されてい る

とすれ ば、彼 に帰属 す る経済 的利益 が最 も大 きくな るよ

うに利用 の仕方 を決 め るはず である。」 と し、更 に 「単

位面積当 た りの土地 か ら得 られる収益が、都市 の中心部

か らの距離 によって決 まって くる。」 と して概念図 を組

み立てて いる。

現時点 における開発収益 を示すUU曲 線 は、 当該地域

を住宅地や商工業団地 に開発 したときに得 られ る利益 を

示 した もので、 と しの中心部 に近い程高 くな る。次 に生

産 的利 用 によって得 られ る利益の代 表的な もの と して、

林業収益 を考え ると、中心部か らの距離 とはあ まり関係

な く、FFの よ うに水平直線 にな るはずであ る。当面、

土地利用 の形態 が この二つだけだ とすれば、B点 にお い

て現在 の開発収益 と林業収益 が等 しくな り、0か らB点

までの区域 の土地 は開発され、B点 以遠の地域の土地 は、

林業的 に利用 されてい くことになる。

単

笠
窪

当

り

三

巴＼
、

蛍＼
F(林 英的収差)」

㌔
、

、 F

地の社会的価値 とは、緑地の便益を享受する代表 として、

関係住民が支払 って もよい と考 え る額の合計に相当する。

この評価額は、市外 地化 の進展 度に比例 し、都市中心部

に近 い程 高 くな るもの と考 え られ るか らGG曲 線 として

描 くことがで きる。

そ こで、単位面積 当た りの便益 が最大 になるよ うな土

地利 用を望 む場合 は、林地開発範囲 を0-Bに 拡 大 しな

いで0-Aに 留 め、A-Cの 地域 を緑地 とすべ きである。

もちろん現実 にはそ うはな らない。 それは、都市緑地 の

社会 的評価 がいか に高 くなろうと も、土地 の所有者 と し

ては、緑地 のサーービスを販売 して収入 を得 るわけにもい

かず、残す ことの メ リットは全 くないため、 ほとんどの

森林所有者 はGG曲 線 を無視す ることになろう。各都市

の現状を見 るまで もな く、市街地の拡大 はA-Cの 緑地

を飲み込んで進展 して いる。

加えて土地に対 す る投機 的欲求が、事態 を一層難 しく

してい る。バ ブル最盛 期の頃を想定す ると、将来の開発

収益 をU'U'の よ うに見込 んでいた と想定 され る。 と

すれば林 業生産地域 であ るはずのB-Dの 区域 について

も、林 業投資は行 われな くな り、放置状態の森林が介在

す るよ うにな り木材生産機能 は もちろん、環境 保全機能

も失 った山が、都市 の拡大 に先 行 して増え ることになる

のである。

3.林 地開発許可処分 の推移 について

{
ul

＼

＼ざ

o ABG

都市中心部からの距離

D

－方
、都市 の拡大 は開発収益UU曲 線 を右に移動 させ

る圧力 とな って現 れて くる。 その結果、土地 利用の分岐

点Bは 右方 に動 か され、市街地 の拡大→林業 的利用 地域

の後退 が進展す る。 しか し、都市域 におけ る森 林緑地 の

占める割合 が減少す るにっれ、 オープ ン ・スペース とし

ての緑地 の社会的評価 は逆比例 的に高 まってい く。緑地

のそ う したサー ビスは市場 の交換過程 に現 れないか ら、

市 場価格 のような客観的 な物差 しで評価す ることはでき

ない ことは言 うまで もないが、 「経済学」で い う財 の分

類 か らすれ ば、地域住民が集合的 に消費す る 「公共財」

とみ るのが妥当であ る。つ まり、あ る一定面積 の森林緑

昭和49年 の森林法 の一部改正 によ り、新 たに(開 発

行為 の許可)第10条 の2が 付加 され民有林 の保安林、

保安施設地区及 び海岸保全区域 内において行 われる開発

行為にっ いて は災害等未然防止 のための用件 を備 えたも

の に限 り許可す ることとな った。

これ までの許可 処分の推移 は、林地開発 の趨勢 を知 る

上で参 考 とな るため、以下に利 用す る。

制度 発足か ら現在 までの19年 間 に開発が許可 された

累計面 積 は、下表 の通 り18万haを 上 回 って いる。 そ

の内 「ゴル フ場 の設 置」 が36%を 占めて お り、平成2

～3年(バ ブル経済 崩壊後)に 若干減少 したが、平成4

年 には、再 び増勢 に転 じている。 次いで 「農用地の造成

が23%、 「土石 の採掘」 が17%、 「住宅用地の造成1

が8%、 「レジャー施設 の設置」 が3%と 上位を占め、

これ ら5種 目で87%を 占めてい る。

ゴルフ場以外の経年変化 を見 ると、 「工場 ・事業用地
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の造成」 について は昭和61・62年(バ ブル経済初期)

を ピーークと して、以降漸減 しているのに対 し、 「住宅用

地 の造成」 は昭和60年 を顕著 な ピー クとし以 降同63

年 まで減少 したが、近年 に至 り再 び増加傾向辿 っている。

これ に比べ 「農用地 の造成」 の ピー クは昭和53年 と早

い時期 に見 られ、以降明 らかに下降を続 けて いるが、 こ

れは農用地適地 が少 な くな ったため と思われ る。 これ ∈

のほか 「土 石の採掘」や 「道路の新設 または改築」が田

和51～53年 を ピークとしてい る等、林地 の開発が そ

れぞれの時代の社会 ・経済情勢を忠実に反映 して いるこ

とはい うまで もな い。

林地開発許可処分の推移
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f8わ る面 積で お フて、 補完 冠 堤内 に 践 領 す る謁#1± 含 まな い・ 一.
る もの で 、面 頂 は 、 当 田 年度 嘩新 規 許 可処分 国 損に 当 課年 度 の文 質 許可 処 分 に ょ る増 混面 積 を加 えた も.ので あ る.

年版 」.昭和63年 以 降 は「轟 砧 保全 遠 巻54号 … 平 齪晶年 度甘 地 開発 許 可 制度 の運 用状 況 表一先 に よ る.

更 に、許可制度の適用 を受 けない国、地方公共 団体 の行

う開発(求 め られ る災害防止対策 な どの水準 はほぼ同等)

による林地転用面積(昭 和49年 度以 降の累積)を 含 め

ると37万haと なる。 これ はわが国の森林面2,526

万haの1.5%に 相当す る。

4.都 市域 におけ る林地開発 に対 す る市民 ・市行政 の反

応 につ いて

幾つ かの都市 につ いて、市 の行政 や市民 が、最 も身近

な 自然 と して考えて いる市域 内の森林 を どのよ うに受 け

止めて いるか、関係資料等 か ら伺 われ る状況 を総括す る

と次 の通 りであ る。

対象 と した都市の森林率 は横 浜市 の11%か ら瑞浪市

の75%と かな りの偏差 が見 られ、それぞれの森林 に対

す る考 え方や取扱方針等が、 かな り異 な っている。新林

立の極端 に低 い都市で は、残 された森林 の現状維持 を至

上課題 と してい るの に対 し、高 い都市 ではなお余裕 あり

と して、市域の発展 ・充実 のために、今後 と も一部林地

の開発 を構想す る等、極端 に対照 的な事例 が多 い。 いず

れ も現況の森林率 をベ ースに して打 ち出された都市 の論

理で あり、都市 ごとに適切 な森林配 置量 のガイ ドライ ン

を持て ない現段階で は、 その適否 を論 ず ることはで きな

いが、む しろ、森林が急減 した都市 の経緯 の中に、 い く

つか の重要な ポイ ントが含 まれてい ることに着 目すべ き

で あろ う。

5.幾 つかの事 例

この ところ頻 繁 にマスコ ミが、 森林 の重要性 を語 りカ

けるため、 都市住民 の森林 に対す る関心度 は、か な り歪

ま って い る。 しか し森林の恵沢を実感 して いる人 は、d

だかな り少 な いもの と思われ る。

例 えば、身近にあ った森林が伐採 され たと して も日苫

見慣 れた景色 が平 板化 したよ うだで片付 け られて しま 三

程度 の もので、深刻 な話題 になる筈 はな い。少 な くと4

身近 の森林 が減 少 したために呼吸困難 にな るわ けはなし

し、木材不足 に悩 まされ ることもない。多 くの場合森わ

の減少 は、自分 の生活 とは全 く無縁 の出来事 と して、霧

消 して しま うのが通例であ る。

それで は全ての都市住民 が、森林の減少 に全 く無関{ハ

か とい うとそ うで はない。森林が市域の10%程 度に減 て

て しま った横 浜市を例に取 ると、市民な り行政が予想2

上 に こだわ ってい ることに驚 く。隣接 す る川崎市 のよ 三

に、産業公 害が市 民の健康を脅か したよ うな、差 し迫 ・

た事態 もないのに、挙げて森林保全に没頭 している動根

は何 によ るものか、考察 してみた い。

A.横 浜市の場合

横 浜市 は昭和48年 に 「緑の環境をつ くり育て る条例

を制定 してお り、その前文に次のよ うな格調 の高 い理念

を掲 げて いる。

「人 間 は、 自然の一部であ り、 自然か ら離 れて存在 唄
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ることはで きない。豊か な樹木 により形づ くられている

緑 の環境 は、市民 が健康 で快適 な生活 を営 み、子供連 が

活力 に溢れ情操豊 かに育っ ためにな くて はな らない存在

であ る。 しか るに、都市 は、好 むと好 まざるとに関わ ら

ず、反 自然的、人工的環境 を現 出させ る もので あ り、 こ

とに、近年の急激で無秩序 な都市化の波 は、 この傾 向を

更に強 め、現存す る緑 の環境 を著 し く破壊 しっっ ある。

ここに、我々 は、 それぞれ の立場 を生か し、各 々の力 を

結集 して、緑 の環境をつ くり育て ることによ り、横浜 を

健康 的で潤 いと憩 いの ある住 みよい都市 とす るため、 こ

の条 件を制定す る。」

現在 で も十分通用す る緑環境問題の本質を的確 に把 え

てい るこの前文 には、当時の市民の希求が凝縮 されて い

る。 昭和40年 代か ら同50年 にかけて横浜市の人 口は

180万 人 台か ら260万 人台 と、44%も 増加 した。

同時代 の6大 都市の中で も、 その急増振 りが突出 して い

た最 中に この条例 は制定 され たのであ る。 さらに昭和5

0年 以 降を見 ると、他の都市が微増か横 這い状態 とな っ

たに も関わ らず、横浜市 だ けは300万 人の大台 を越え

平成4年 には323万 人 と、今なお増加 傾向を示 して い

る点 で例外 的であ り、前文その ものの存 在意義 は、益々

重 みを増 してい る。

(1)市 民 の求 め るもの

今以 て横 浜市 に居住 して いる市民 の多 くは、転 ・住の

関連 と自 らの財 的能力を勘 案 した結果、 たまた ま横 浜の

地 を した もの と目され、横浜市 の環境 を評 価 して選択

したケースはまずない筈 であ る。超過密型 の宅地売 買そ

れ こそが、緑環 境を切 り刻 む こてで しか成 り立 たない こ

とか らも、通勤 条件 を高 く評価 した市民 が大部分 と思 わ

れ る。

と ころが、 次第に市民 の 目が環境 の劣化 に集 中す るよ

うにな ったのは、居住体験 に誘発 されたとみるのが穏 当

の よ うである。

自 らが住居 を構 えた後 も引 き続 き宅地 が造成 され、 当

初身近 にあった森林 が、予想以上 に早 いテ ンポで消滅 し

て い く現実 に、危機感 を抱 いた ことがまず考 え られる。

土地 を求 めるに際 して眺 めた周辺 の情景 が、余 りに も急

激 に変化す るすさま じさに、脅威 を感 じた ことは疑 いな

く、情景で はあって も、 当初居住域 の良好 な環境因子 と

して評価 して いた森林が、次 々に手易 く切 り払 われる こ

とへの不安 は、 かな り深刻 な ものと察せ られる。正 に緑

条例の前文 にある 「急激で無秩序 な都市化 の波」 の真只

中に立 たされた実感、更 には 「現存す る緑の環境を著 し

く破壊 しっっある。」現実 を 目の当た りに した市民の危

機感 が率 直に前文 に表現 されて いる。

そ こには先住者 のエ ゴイステ ィックな側面の見 られ る

が、 これには、開発 が次 なる林地 の所有者の判 断に支配

される 「土地所有権」 が絡 んでい るだけ に、複雑である。

(2)土 地利用 の推移

横浜市 における人 口 ・土地 利用 区分の推 移
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前表 のように横浜市 の人 口は、 昭和30年 以降急増 し、

昭和60年 には大阪市 を上回 り、平成3年 には2.7倍

とな り、東京都特別区 に次 ぐ全国第2位 の都市 となった。

これ に対 して宅地 は5.6倍 と異常 な傾 向が見 られるが、

これ は急斜地等が開発 された ことによ り、宅地 としての

有効面積が低下 して いることが伺 われる。

人 口 ・宅地の増勢を支えた のは、農地 ・林地 であ った

ことは明 らかで、 いつれ も3分 の1程 度に縮小 しており、

減少分 の大部分 は宅地 と して転用 され た もの と考 え られ

る。

(3)市 の対応策

前項の ような激 しい変化に対応 し、緑地環境 を保全す

るため に先述 した ように 「緑の環境 をっ くり育てる条例」

を昭和48年 に制 定 した ところで ある。 それ に基づ き講

じられ た施設の うち、主な もの は次 の通 りで ある。

ア,緑 地保存 特別 対策事業

本事業 の中で、緑 地保存地区や名木古木を所有

者等 と協議 の うえ保存 契約を締 して いる。前者

については固定 資産税 と都市計画税相当額を、

奨励金 と して所 有者等 の支払 って いるが相続時

に解約 するケースが多 く、 また後者については、

予算 の範 囲内で奨 励金 を支払 い、保存 ・管理を

依頼 してお り、双 方 とも所有権等の移動時には、

あ らか じめ市長 と協議 す ることを約 して いる。

イ.市 民 の森設 置事業

市民 の森設 置事業 を行 ってい るが、 これ は緑地

等 の所有者 の申請 に基 づ き、適当 な ものにっ い
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て市長 は使用契約 を結 び、所有者 に対 して奨励

金 を支払 うと ともに、相 応 しい地域団体(愛 護

会等)に その管理 を委託 す るもので ある。市 と

しては散歩道 や休憩所 に整備 して、市民の利用

に供 している。 このよ うに市民の森 は、当初か

ら市民 の憩 いの場 の提供 を目的 としており、色々

な タイプの森、例 えば散策や子供の遊 び場であっ

た り、ハイキ ングやオ リエ ンテーシ ョンの場 と

な ってお り、利用者数 も年間500万 人を越え

ている といわれている。

ウ.緑 地 の買収

市 が斜面緑地 を、公有地 拡大法 により私有地 と

して所得す る もので、ア ・イが紳士協定型であっ

たのに比べ、保全 の確度 は著 し く高 いが、予算

に制約 されるため、必 ず しも計画通 り進展 しな

い。

エ.市 民 の森 の買収

イで協定 を結 んだ契約者 に相続等が生 じ、買い

取 りを請求 され た場合 に対応す るものであるが、

地価 が高騰 してい ることもあって、実績 は未だ

少 ないよ うで ある。

以上 のほか、財団法人 「横 浜市 緑の協会」 に 「横浜市

緑 の街 づ くり基金」 を設立 してい るほか、十指の余 る各

種事業 を仕組 んでいる。

B,神 戸市 の場合

神戸市 は総面積30.2千haの うち林 野面 積 が24.

1haで 、林野 の占める割合 が79%と 高 く、 その大 部

分 は六 甲山地 に分布 して いる。六 甲山 の急斜面が土地 利

用区分 を強 く規制 して お り、主 な市 街地 はその南麓海岸

部 に限定 され、 スプロール的拡大がほとんど見 られなかっ

た ことで知 られている。背後 に急 斜面が迫 っているため、

しば しば降雨災害 に悩 まされた経験 の中か ら、神戸市民

の林地保全 に寄せ る高 い意識 が生 まれ たもの と見 られ、

乱 開発を防いだのは単 に地形 的条件のみ な らず、そ う し

た市 民の意識 が強 く働 いた ことは間違 いの ないところで

あ る。

市 民 は六 甲を背 山と呼んで親 しみ、 「毎 日登山会」を

主 とす る愛護 団体が数多 くあ ってボ ランティアと して六

甲の緑 を守 る活動 の母体 とな ってい る等、六甲山を愛 し、

強い絆 で結 ばれ、 しか も誇 りとして いることが分か る。
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1)六 甲山の保全 ・緑化 に係 わる条例等

平成3年 に神戸市 は 「緑地 の保全、育成及 び市 民利用

に関す る条例」 を制定 してお り、 その目的 は次 の通 りで

あ る。

「(目 的)第1条 この条例 は、緑地が環境保全、 防

災、 レクリエー ション、景観形成等

に重要 な役割 を果 た して いる こと及

び六 甲山を中心 とする緑地 が先人 達

の英知 と努力 によ って育て られ、受

け継が れてきた ことを鑑 み、良好 な

緑地 の適切 な保全及 び積極 的な育成

並 びに快適 な緑地 の市民利用 のため

の整備 に努 めることによ り、調和 あ

る都市環境 の創造 を図 り、以 て安 ら

ぎと潤 いある緑豊 かな街づ くりに資

する ことを目的 とする。」

緑地 にっ いて の役割 は一般的 な前文 と して も、六 甲山

に特 定 して先人 の偉業 を奨揚 し授か った現市民 の意識 の

中に六 甲山が常在 してお り、保全 と利 用が 円満 に調 整 さ

れてい ることが分 かる。

2)六 甲山の保全活動

神戸市、及 びボラ ンテ ィアによる六 甲山 の保全 活動 の

主な もの は次 の通 りで あ る。

(1)ハ イキ ングコース ・早朝登 山道管理委託業務

昭和41年 度か ら始 め られた もので、土木局 が所管 し

てい る。委託対象 は15の 毎 日登 山会 で、業務 の内容 は

登山道を主体 とす る巡 回 ・点検及 び軽微 な補修 作業 であ

る。

(2)自 然歩道 「太陽 と緑 の道」

自然歩道を保守 するためのパ トロールを通 じて 自然保

護 の啓発、登山 マナーの向上 と歩道 の維持管理 と登 山者

の安全を確保す る事業 で、市民局 が所管 してい る。一 般

公募 により26人 のパ トロール要員を指名 し、腕章、 リュ

ックサ ック、 モ ンキー、鎌等 を貸与 している。

(3)グ リー ン ・パ トロール 「緑 を守 る指導員」

昭和47年 に発足 した制度 で、所管 は市 の消防局であ

る。 業務 は山火事警防 を主体 に、登 山マナーや負傷者の

応急手当で、神戸愛 山会、兵庫県 山岳連盟、 ボーイ スカ



ウ ト、消防署か ら推薦 された200人 に寄 って構成 され

て いる。

(4)苗 木 の配布

緑 の羽募金で購入 した苗木 を地 域団体 に配 布 し、指定

した地点 に植栽 す るほか、神戸市 が調達 した苗木を毎 日

登山会 に配布 して植栽 す るほか、 「六甲を緑 にす る会」

か らの寄 附金 によ って、 これまで56万 本 の苗木を配布

し、六 甲山の各所 に植栽 してい る。

六 甲山の保全管理 は神戸市 の土木局公園緑地部が主管

し、 山中に森林 整備事務所を置 いて いるが、市民局、消

防局 も参画 す る等、 複数部局で対応 してお り、更 に有力

な市民 団体 が参加 して いる実態 は、紛れ もな く市を挙 げ

て取 り組 んでい ることを示 して いる。

また六 甲山に はお よそ4千haの 市有林 が あ り、主 要

部分 を 占めてい るため、現在の ところ民間企業 による林

地 開発事 業 はな いようで、六甲山 は公的所有林 によって

ガー ドされ、将来 と も保全が確実 に担保 されて いる好個

の事 例であ る。 このように要所 に私有林が配置 され たの

は終戦直後の こととい うか ら、 当時 の関係者 の先見性 は

刮 目に値す る。

更に六甲山 の保全 には国 の機関 も関与 してお り国有林

による山腹工事、建設省 による砂 防工事 も大 き く貢献 し

てい ることはいうまで もない。

C.仙 台市 の場合

仙台市 は昭和64年 に政令指定都市 となったが、 それ

に至 までの間 に隣接 す る泉市、宮 城町、秋保 町を合併 し

て総面積 は79千haと 、一 挙に3,3倍 に拡大 し、 森

林率 も以前 の20%か ら60%と 上昇 した。 これは併 合

された町の森林 が寄与 した もので、旧仙台市 の緑事情 が

改善 されたわけで はない。合併 以前の仙台市は 「杜の都」

と して広 く知 られて いたが、建 物、住居の高層 化 ・過密

化 によ って、都 市域の土地利用 は自然環境 との調和 を崩

し、砂漠化 といわれ るまで に緑を失 ってい った。 そ うし

た無秩序 な乱 開発に よって 「杜の都」 としての情緒 が損

なわれて いくことを憂慮 し、昭和48年3月 に 「杜 の都

の環境 をつ くる条例」を制定 して いる。

その前文に、

「我 々の郷土仙台 は、緑 に満 ちた都市景観 と情緒あ る

環境 を保ち なが ら健康で文化的 な市民生活を育み、個

性豊 か な 「杜の都」 を形づ くってきた。 しか るに、急

速な都市化 の進展 は、緑 に環境 の無秩序な破壊を招 き、

市民共有 の財産であ る杜の都 の潤 いあ る環境 は、失 わ

れよ うとしてい る。緑 は、人 間 にとって心 の故郷で あ

り、生命 の根 源であ る。緑 に満ち た 「明 る く、住 みよ

く、美 しい」都市環境 は、郷 土を愛す る市民全て の願

いであ り、 その未来への継承 こそ我々 に課せ られ た大

いな る責務 であ る。 ここに、 我々 は、 自然 との調和 あ

る環境 の創造を都市づ くりの理念 とし、市民挙 げて緑

の保護 と積 極的な育成に努め、杜 の都 の伝統 ある風土

を未来 に発 展 させ ることを決 意 し、 この条例 を制定

す る。』

と自戒 と意気込みを表明 してい る。

条例 は27条 の条文か らな り、市 長、事業者、市民 そ

れぞれに責務 を課 し、緑化推 進、緑 地保全 に努 める こと

を柱 に構成 されて いる。

1)緑 地 保全のための関係条例

制度的 なもの としては既に述べた 「杜 の都条例」 のほ

かに 「仙台市緑地保全基金 条例」を1日仙台市 が制定 して

い る。 その中で①税の免除②管理費用 の援助③買 い取 り

④ 指導 助言を打ち出 してい る。中で も買 い取 り基金 は、

政令指定都市 とな る直前に50億 円 に達 していた。

また仙台市 を象徴 とす る広瀬川を保全 するため、 「杜

の都条例」 に続 いて翌昭和49年 に 「広瀬川 の清流 を守

る条例」が制定 された。主旨 は広瀬川 の清流 を保全 する

ため、そ の流水区及 び接続す る良好 な環境 を指定 し、保

全を図 ろうとす るものであ る。

2)緑 地環境 の変化

変化 の激 しい旧仙台市に限定す ると、森林面積 は減少

傾向を辿 って きてお り、昭和51か ら60年 まで の10

年間 に166ha減 少 したが、 これ は当時 の市 域 内の森

林が4,800haで あ った ことか らす る と3%に 相当 し、

大部分 はスプロール的 に押 し進 められ た宅地 開発 による

もの と見 られ る。 そう した宅地化 の波 に呑 まれなか った

のは国 ・県 ・市の所有地が ほとん どで、 青葉 山をは じめ

上野山、金剛沢、太 白山、斉藤沼等が緑景観 の拠点 とし

て機能 している。将来を考え るとこれ ら公有地 は島状 に

孤立す る恐 れもあるが、宅地拡大 の勢 い もやや衰 えをみ

せて いることか ら、 さ し迫 った状況で はないようである。

しか し、宅地化 され た地域の外周域 にはなおかな りの
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広葉樹 を主 とす る丘陵林が残 されている点 で、予断 は許

されない。低標高の丘陵林 は、長年 に渡 って薪炭林 と し

て経営 されて きた経緯が あり、 旧市域 内 にお よそ1,7

00ha分 布 している。 は燃料 革 命 と と もに その経済 的

価値 を失 ったため、過半 は杉 を主 とす る針葉樹林 に転換

され たが、 これ らはその まま存置 され たものと思われ る。

と ころが そ うした林地が住宅地 の素地 と して評価 され る

よ うになった今、土地所有者 の心情 は、 開発 の波 を待 ち

望 む方向 に大 き く傾斜 して いる ことは間違 いない。更 に

中 ・小経木 の評価が著 し く低 い現状 を踏 まえると、針葉

樹林 に転換 した意欲あ る所有者の意向 も、同様 に変化 し

ているもの と推察 され る。 このよ うに丘陵林の大部分が、

流動性 に富む私的所有地で ある点で、 なお大 きな不安 は

残 されて いる。

旧仙台市近郊の私有林の管理状態 につ いては、育林上

不可欠で ある下刈、 蔓切 り、除伐間伐等 の不実行や手遅

れが 目立 って いるとの指摘 もあり、森林組合 や関係機関

は挙 げて その促進に傾注 して いるが、森林所有者の多 く

が所有森林の生 産 目標を見失 って いるほか、林業労働者

の老齢化や後継 者不在 という難問 に取 り組んで いるとい

う。

3)都 市近郊林 の機能 にっいて

都市近郊林は前述 したよ うに一部減少傾向 にあ るが、

青葉山、太白山、佐保 山や海岸林等、県 の自然環境保全

地域 に指定されてお り、 自然環境 と生活環境の保全 にか

なり貢献 し てい る。 それ らは旧仙台市 を中心 として周

辺部 に配置 されてい るため、仙台市民 の平 日か ら一 日コー

スの恰好の レク リエー シ ・ンの場 とな ってお り、盛ん に

利用 されてい る。

新仙台市 としては これ らの線 の拠 点を森林 ベル トで結

び、一大環状緑地 を形成 す ることを 目指すべ きであ る。

仙台市 の将来人 口は120万 人 ともいわれて いるが、 と

すれば更に30万 人 も増大 す ることにな る。それ らの収

容 は環状緑地 の外側 で行 うこととすれば、 ダメー ジの大

きいスプ ロール現象 は回避 で き、 また仙台市の森林 は現

況か らしてその可能性 は十分 にあ ると言 えよう。

D.盛 岡市 の場合

盛岡市 の森林率 は75%と 、神 戸市 より4%低 いが市

部 としてはかな り高 い方 であ る。 そのた めの公園や緑地
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はか な り整備 されてお り、市民一人当 た りの公園面積 は

6.6と 、都市 には珍 しく全国平均6.45(平 成3年3

月現在)を 若干上 回 っている。

一方人 口推移 は昭和40年 に177千 人で あった もの

が昭和60年 には235千 人 と、 ほぼ20年 間 に33%

増え た。 しか しその後 は増減 が見 られず、平成2年 次 の

国勢調査 で も235千 人 のまま とな って いる。

これに対 し宅地 は約2,400haで 総面積 の6%に 止

まって いる。昭和70年 代 の人 口を27,900人 と し

てお り、今後4万 人程度増加 したと して も7%前 後 に収

まるものと予想 され、約4万haの 市 域面 積 か ら して、

宅地拡大 を巡 って乱 開発 は生 じないで あろ う。

そ うした実態か ら、盛岡市 の新総合計画で は、

「本市 には、大規模 な工場 や事業所が少 な く、水質 や

大気の汚染 は比較 的軽微 であ り、市に寄せ られる苦情 も、

近隣騒音等 の身近 な生活公害 が大半 を占めて いる。苦情

処理件数 は、年 々減少 の傾向にあるが、モータリゼーショ

ンの進展 に伴 う騒音 や大気汚染、 スパ イクタイヤによる

道路粉塵問題、生活排水等 による河川の汚濁等、一層 の

対応策が望 まれて い る。」

と し、基本的 に緑地 の減少 は重大要件 とされて いない。

このように盛岡市 は、 これまで も市域内 の緑 の環境 を

保全 しっ っ居住域 の拡大 を図 ってきてお り、 その環境 も

一定 レベルに保 たれている
。 か くして盛岡市 は、市域 の

周辺森林 を各種制度 によって、 その開発 を強力 に抑制 す

る必要 はない、恵 まれた都市 の一つ とな っているのであ

る。

E.土 岐市 の場合

土岐市 は岐阜県 の南部、愛知県境 に接 して お り、名 古

屋市 の通勤圏内 に属 してい る。 総面積11、600haの うち

森林が8,400haと72%を 占め、 いず れ も丘陵地 に分 布

して いる。本市 の基幹産業 は窯業で あるが、近年 はその

燃料が ほぼ石油系 ・天然 ガス系 だ充足 され、本質系(ア

カ松)に 依存す ることが な くなったため、森林 の保全 は

往年 に比 して着実 に行 われるよ うにな った。

伝統的 に続 け られてきた窯業 により、一時期 かな り荒

廃 した森林 も、大正9年 か ら始 まった県 の治 山工事、 昭

和7年 か ら44年 まで続 け られ た国 の直轄治山工事 により、

現在で は深刻 な崩壊 や禿山 は見 当た らないまでに復 旧 し

て いる。土岐市 の森林分布 の特長 は、北部 中央,西 部,

南部 の4丘 陵 に分 かれてい ることで、 その間 の平地 に市



街地が展開 してい る。

土岐市 として、中央 圏に位置す る地 の利 を生 か し、 発

展 を構想す る とき、 真先 に4丘 陵 との折 り合 いを どのよ

うにっ け るかを検討 し、 それぞれの規模、特質 に応 じて

開発利用 目的 と役割 を特 定す ることでまず乱 開発 を防止

しよ うとしてい る。 これにっいての市民 ア ンケー トの結

果 によれば、北 部丘 陵は 「宅地 開発」 と 「自然環境保全」

が高率 を占め、 中央丘 陵は 「市 のセ ンター」が最 も高 く、

西部丘 陵に付 いて は圧倒 的に 「研 究学園地区」 が支持 さ

れて いる。

更 にア ンケー トの中で、土岐市 の市民 は森林 との関係

につ いて 「密接 巡」33%「 いくらか巡」39%と 回答

して お り、森林(2丘 陵)の 認識 率は高 い。

更 にア ンケー トで、現在の土 岐市の森林率72%を 巡

る設 問に対 し、現状維持が43%低 下 も止 むな しが55

%と10%も 上 回 る回答 を寄せている。 これは土 岐市 の

森林配 置の特 質がかな り強 く影響 しているよ うに思 われ

る。実感 的に まだ森林 はかな りあ ると見 る太市 が発展 し

よ うに も丘 陵が妨げ られて いると見る市民 が多 い ことを

示 してい る。 しか し自らの頭上 に迫る丘 陵の乱 開発 を避

ける意識 はかな り強 く、森林率の低下 は10%台 、 つま

り60%止 ま りを支持す る割合が40%、20%程 減 ら

して50%台 にな って もよいとす る割合 が49%と 高 く

さすがにそれ以下で もよい とす る市民は10%未 満 であ

る。

以上 の ように、土岐市 にお いて は4っ の丘 陵が 自然環

境 の重要 な構 成因子であ り、 その取扱方 について は、市

民 の強い視線 が集 まって いるため、まずスプ ロール型 開

発 の心配 な く、更 に誘致す る各種施設規模 もそれぞれ丘

陵毎 の許可 限度内 に抑制す ることによ って、環境 の保全

と開発 を両立 で きるので ある。
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第2編 地球 システムの経営 と緑 と人のエコロジー

第4部 グ リー ンセ ツ ル メ ン ト(第4分 科 会)

第4章 グ リー ンセツルメ ン トでの森林の利用 と保 全

人 は、社会 を構成 し、個 が抱え きれな い課題を社会の

分業 システムに負担 させる形 で、相互依存関係を拡大 し

て きた。 そ して、 その社会 の分 業 システムを収容す る器

と して生成 された ものが都市 であ る。

人 が一人 で、現在 の段階 で山の中 に暮 らせば医療 ・教

育 のみな らず食料 や消費財供給 な どの点で、様 々な不 安

に直面す る。都市 は、 あ りとあ らゆ る社会の分業 システ

ムの器で あると同時 にそのシステ ムを支え るイ ンフラス

トラクチュア(交 通 ・エネルギ ー供 給 ・通信網等や各種

都市施設)を 備 える。 それは、 結果 と して 「環 境財」の

集積 とな り、都市 へのさ らな る人 と資本 の集中が、 自己

増殖的 に進ん でい く要因 とな る。

しか し、都市 があ くまで、社会 の分担 システムの器で

ある以上、都市 自体が経済理論 に従 って 自動的に生々流

転 して い くものと考え てはな らない。 社会 システ ムの器

としての都市 は、 その地理 的 ・歴 史的背景を負荷 として

備 えなが らも、各時代 ごとの為 政者の意思が介在 して人

為 的に作 られ、改良 されて きてい るものが都市であ るか

らだ。都市政策 とい うものが、単 に インフラの微調整や

土地 の新規供給 に止 ま らず都市 の発展の方向性を示す も

のであるがゆえに、行政施策 の中枢を しめ るもの と位置

づけ られているのである。

大都市近郊 の公害問題 を契機に工場移転促進の法制度 ・

税制 が整備 され、大都市圏周辺 の重工業の工場 を地方に

移転 を図 った。 しか しそれ も、 その跡 利用を どうしてい

くのか明確 な ビジ ョンが ないままに、1985年 以降打ち出

された内需拡大 と首都圏 の業務機能 の集中化の対 応策 と

して出された、臨海部 の再 開発構 想 と手法 としての再開

発地区計画制度 の制定 まで、長 い期間、利用転換が果た

せ ず遊休地化 して いた。

1986年 の4全 総中間報告 では、 東京圏の圧倒的地位を

認知 し、従来 の多極分散型国土 計画か ら、一極 集中の国

土計画へ転換 させ るとい う、 これまで にない総 合計画案

NTT不 動産部

立正大学経済学部

杉浦 正爾

福岡 克也

であ ったが これ は、全 国で大 きな反発 を受 けた。 しか し

国土 庁 は、 その最終案 を一極集 中でな く、多極分散型 国

土形成 促進法(1988年)と した。 これによ り、東京 圏内

での多極分散 を、業務核都市(八 王子 ・立川、横浜 ・川

崎、千 葉、土浦 ・っ くば、浦和 ・大宮の5地 区)と す る

はか、全国的 に振興拠点地域 を設定 しようと している。

首 都圏機能の業務核都市へ の分散 に して も単 に業務機

能 の分 散 というだけで な く、具体的社会 システムの再構

築 を根 底か ら計画 していかない と都市の基本で ある 「分

業 システ ムの器 と しての安心感 の醸成」要素 に欠 ける。

い まや、工業化社会 の利益 で巨大化 した東京圏 は、新

しい時代 に向 けて リス トラクチ ャリングを進 めるには、

余 りに重 い負担 を負 いすぎて いる。多極分散型国土 の形

成を 目指す のな らば、東京 の機能 を地方 に分散す る発想

ではな く、新 たな時代 の未来型都市構造 と生活 を提示 す

るモ デルを作 ってい くことが先決で はなか ろ うか。森林

セ ツル メン トは、単 に開発 と保全 の融合 という必要 か ら

生 み出 され るものとい うよ り、時代 のパ ラダイム変化 に

答 え る新都市構想 として世 の中に提示 して い くべ き もの

だ と考え る。

森 林セ ツルメ ン トの意味 と して、森林環境 の中に、居

住 と業務、生産 の場 を持 つことだけで も、人 の意識 に大

きな影響を与え る ことは間違 いない。 しか し単 に森林環

境 の中に産業 と居住 を誘致す るに止 ま らず、 メガロポ リ

スで長い期間をか けて進 むであろ う 「ネ ッ トワーク型 コ

ンパ ク トセ ツル メ ン ト化への移行」を先取 り した形 で次

世代 型都市 モデ ルを作 り上 げて いきたいと考 える。

グ リー ンセツルメ ン トの持 つ魅力的語感 にふさわ しく、

「いか に楽 しく、快適 に、豊か さが実感 で き るか」 とい

う、新 しい豊か な時代 にふ さわ しい、 ライフス タイルや

ワークスタイル を描 きだ し、 それを世の中 に示 してい こ

うという趣 旨で ある。

地球環境問題が、世界的 にク ローズアップされる中で、
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人 々は、 これまでの物質 的豊か さか ら、身体 と精 神の豊

か さを指 向 し、 そのよ りどころとして 「自然 ・健康」 に

対す る関心 が ことさら強 まって いる。

グリー ンセ ツル メ ントを、 リゾー トマンションや リタ

イヤメ ン トビレッジ等 従来の延長線上の発想 で とらえ る

ので な く、 わが国が次世代 にむ けて、 自然環境 と共生す

る都市 づ くりのあ り方を模索す る場 と して とらえ、 そこ

で実 現 され る新 しい職 ・住 ・遊 のライフスタイルが、 エ

コロジカル ・コ ミュニテ ィーのプロ トタイプと して国際

社会 に提示で きるようなものを目指すべ きで あろう。 そ

れが グ リー ンセ ツル メ ン トの目的であ り、 その ような次

世代 にむ けての ニュー ・フロ ンティアを創造す る価値 を

もたせて こそ、森林 と人間 との新 たな相互関係の可能性

も開けて くるといえよ う。

1.ネ ッ トワ ー ク型 コ ンパ ク トセ ツ ル メ ン トの 目 的 と背

景

(1)そ の意味 と必要性

なぜ ネ ッ トワー ク型 か。エコロジカルであること=ネ ッ

トワーク型で はない。

社会経済 の構造 変 化 と消費 文化 の成熟 の帰 結 と して

「個 の確立」 が最初 に想定 され る。 同時 に、全 体 との融

和 をめざす 「ホ ロニ ック(全 体個的)な 社会 と個 人 との

関 わ り」 への移行 の中か ら、従来の大規模集積型 都市 が

もはや快適 であ ると感 じられな くな った段階でネ ットワー

クセ ツルメ ン トが大都市居住 に代わ るもの として出て く

る。

工業化社会 の終焉 と情報化社会 の進化の意味す るもの

は、個人 が画 一的豊か さの享受か ら、個の多様 性 に富ん

だ豊 かさを希 求す る意識変化で ある。 「個の生 き方の確

立 を模 索 しつつ、多面体 を構成す る全体社会の一側面 と

して、個 と全体 の関係性 を も重視す る」その ようなライ

フス タイルが、進化す る情報化社会 の中で求め られ て く

るであろ う。

(2)グ リー ンセツルメ ン トを求 める人 々のイメー ジ

グ リーンセツルメ ン トを、 消費文化 の成熟 の結果 と し

て 「個の ライフス タイルの確立 された」次世代 にむけて

の住宅都市 のプロ トタイ プと位 置づけたい。

①消費文化の 中で成熟 し、満たされた人 びと

彼 らは、選択 を楽 しむ ライ フスタイルでな く、 自 らの

「生活」 を楽 しむために 自らが必要 とす る ものが何か を

既 に知 っている人々であ る。消費 の成熟化 に伴 い、消費

を、楽 しむことと、 それを探 し手 に入 れることとを切 り

わ けて考 える ライフスタイ ルが今後現れ て くるこ とが想

定 さる。

グルメブームで新 しい レス トランを探 して歩 いていた

生活者 も、 さまざまな シチ ュエーシ ョンに応 じてどの店

が、 自分 にと って快適かを見 いだ し、 それが、 な じみの

店 と して定着 する。若 い人 は様 々なブ ラン ドやデザイ ン

の服 を試 して みたり、 ファ ッシ ョンジ ャーナ リズ ムの示

す トレン ドに反応 した りもす るが、大人 になれば、自分

のお気 に入 りのブラ ン ドとデザ イ ンとそれを買 う店 が定

ま る。消 費の成熟化 とはそのよ うな ことであ る。 都市 は

その意 味で、選択肢 が豊富 にある。 しか し、豊 富な選択

肢 の中には、 成熟 した消費者 に とって不 要な もの も多 く

含 まれてい る。 そ もそ も都市 の多様 に変化 す る消費市場

は、 そのよ うな成長途上 の消費者 のためのものだからだ。

そ して さらに重要 な ことは、成熟 した消費者が最後 に選

択す るもの は、オー ソ ドックスで高品質 なサ ー ビスであ

りモノであ り、そのバ リエー ションは、 それ ほどワイ ド

レンジな ものではないとい う点 であ る。 それ は消費の多

様 な展開の時代、店舗 や商 品が差 別化を競 ったの と並行

して消費者 も自己の差異化 に腐心 したこととの対局 の様

相で もある。

② モノへの 自己投 影にた よらず、 自 らの生活 の変化 と演

出を 自 ら作 りだせ る人 々。

消費社会が成熟 したあ とに くるの は、精神性へ の希求

の度合 いの高 い社会であ る。モ ノや人 口環境へ の自己投

影 に依存す る ことな く自然環境 との緊密 な接触 の中 で、

人 々は環境 と自己との より深い融和 の感覚 を得て い くよ

うになる。物欲を捨て るとい う レベ ルでな く自分が必要

とするモノが、何であ るかが、分か っていて、消費 の刺

激 の情報 か ら、 自 らの求 めて いるものを探 る必要 を感 じ

ない とい う状況 である。人 は、気分 を演 出するためにモ

ノを使 い、他者へ のメ ッセージと してモ ノを用 い る。身

に付 け る服 やアクセサ リーはその最 た るものである。食

器 や家具、文具 などすべ て自己を投影 す る道具立 て とし

て身の周 りに用意す る。

しか し、キ ャンプなどで、 自然 の中で アウ トドア ライ

フを3日 間で も経験 してみるだけで 、 そんな ことが如何

にっま らな い事か見 えて くる。 自然 に触れ る生活 は、人

が 自ら気分 のバイ ブレー ションを作 って楽 しまず とも、
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自然 の大 きな波動 の中に人間 を包 み こんで しま う。 自然

環境 は、人 にモノの根源的 な意 味を再確認 させ る。 食器

は丈夫 で清潔で あれ ばいい し、服 は体 を守 り体温を保つ

ため の道具 である とい うことなど。 モ ノや環 境は、 自己

をみっ め自己と語 りあ う上で は、 ある種 の ノイ ズと化 し

て しま う。

都市 のイ ンテ リアなどの環境 は、照 明や しっ らえによ

りい くらか変化す るものの、人 が環境 を選択 し移動 す る

ことで しか大 きな変化 は生み出せ ない。 その場で何か行

為をお こない、 その経過の中で変化 を味 わ う。逆 にいえ

ば、何か事 の起 こ らない行為ので きない都市 空間 ほど退

屈な もの はない。休業中の遊園地 のよ うな ものだ。都市

環境そ のものが消費 されて いった先 には、 自 らの環境 を

与 え られ、選択す るものでな く、 自 ら創造 したいと思 う

人々が増えて い くであろ う。 そ のような人 々は精神性 へ

の希求度合 いが高 く、 自己を見つめ対話 する機会 を求 め

る人 々で ある。

③ 自らの経験 と情報 を分かち合 う心 を持 った人 々

情報 を求 めて集 う人 でな く、 自 らの周 りに仲間 をあつ

め、 自らの情報発進力によ って 自分 に必要 な情報 をあつ

め る力を持 った人 こそが情報 化社会 の主役で ある。情報

は、共 有化 されて こそ力を持 つ。 自らの経験 や考え は、

他人 の共感を得 ることで、 自 らの中で強化 される。 また

情報 を人 に与え ることで、必 ず人 か らも得 るものがある。

人が都市か ら離 れ られない とすれば、 それ は都市の情

報 力 に依存 した生 活を してい るか らだ。都市 の情報 は人

の意識 を様々に刺 激するが、 それ は自分 自身 の指向性を

探 る手 助けに過 ぎない。情報 は集め ると同時 に取捨選択

を行 っていかない と、単に情報 の刺激を味わ うだけになっ

て しま う。 自らの行動 に主体 性 と目的意識が あって始め

て、 自分 が必要 とする情報 が見 えて くる。情報を追 う側

で な く発進 する側 に立つ と、都市 の情報 洪水が始めて煩

わ しく思えて くるにちがいない。 マ スコ ミの売れ っ子 コ

メ ンテ一 夕や財界人 など、 あえて都市 を離れ た場に居を

構 え る。黙 っていて も部下 や編集者 な ど周囲の人が情報

を求 めてや って くる。 マルチメデ ィアの時代 になれば、

ネ ッ トワークが部下 や編集者 の代 わ りに人 にアクセスす

る。 ネ ッ トワークが人の ための使 い走 りの役 目を果たす。

情報発進型 の人 ほど、情報 に敏感 であ りマルチ メデ ィア

を真先 に使 いこなす人であ るに違 いない。 それ は、 自分

が情報 を求 めるためというよ り、 自分 の得た情 報を より

多 くの人 と分か ち合 いたいとい う気持 ちによ るものであ
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ろ う。

(3)住 環境 が ライフスタイルを造 る

衣食住 のなかで、 もっと もライフスタイルを規定 し確

固たる ものに して い くものは、 ほかで もない 「住」で あ

る。住宅 が、 個人の生活の ドラマを演出 に足 る充分 な広

さと機能空 間の豊か さを備 えることが無 くして、個 のラ

イ フス タイルの確立 はあ り得 ない。我が国の生活 者の多

くは、住宅 問題 の制約の中で、住環境 に対す るきちん と

した意識者 の意 識が持てな いがゆえ に、衣 も食 も雑多 な

様態 を雑多 に選択 して楽 しむ け じめのない状況 に陥 って

いる。 そ もそ も住 とい う器が はっきりと主張 を もって作

り得て は じめて ライ フスタイルな る言葉 も意味を もっ。

ライフスタイル とは、商品の ように与え られた メニ ュー

か ら選択す るよ うな もので はな く、 自らの好 み楽 しめ る

様式 を自 ら作 りだす、 あ るいは編集 し組 み立 て るとい う

ことで ある。家 をみれば、その人の暮 らしと人 とな りが

わか るのが、欧米社 会の常識であ るが、狭 す ぎる我が国

の都市住宅 には、機 能的な物品の置場 と化 してど こに も

その よ うな個 を表現 す る余地 はないのが実態 であ る。 好

きな本 を3000冊 も並べたい人 もいれば、家 の中で ビ

デオを見 なが らク ラブを振 ってス イングチェ ックを した

い人 もいるのだ が、100㎡ 足 らずの住居で はそれす ら

ままな らない。

2.シ ン プル ハ イ ライ フの 時代 へ

(1)ア メニティと ライ フスタイル

商品開発 の専門家平林千春氏 の指摘 によれ ば、商 品は

4つ の成熟過程 を とる とい う。先 ずは、 モノと してハー

ドウエ アが 出来 る。 その次 に ソフ トウエアが充実 して機

能の幅が広が る。次 に利用技術、 ユースウェアが開発 さ

れて利 用のバ リエーシ ョンが広 がる。最後 にその商 品を

通 じた文化 カルチ ャー ウエアが生 まれる。

ハー ドウエア ・ソフ トウエア以外 は氏の造語 であるが、

カメ ラを例 にとれ ばこれが、 いかに的確 な指摘か が分 か

る。昔 カ メラは写真屋だ けの専用ハ ー ドウエアであ った。

次に フイル ム現像の ソ フ トウエアが普及す るにっれ てカ

メ ラを持つ ことが一般化 した。 カメラ雑誌等で、撮影技

術 や写真 の楽 しみ方(ユ ースウェア)が 伝わ ると子供 の

成長 の記録 を取 ったり、旅行 の必需品 と しての地位が確

立 した。 さらに写真文化 と して プロカメラマ ンや芸術領



域 まで カメラが生 かされるよ うにな った。 これは、商

品 の進化の過程で あると同時に消 費の成熟 化の過程で も

ある。ユ ースウェアの段階 に至 れば、 消費者 は利用 目的

を特定 した消費行動 をするよ うになる。またカルチ ャー

ウェア化 した段階 では、特定 の商 品を名指 しで購入す る

形 にな る。

この よ うに、消費 が成熟 す るに従 ってモノの選択 に主

体性が 出て くる。消費 が受動 的に選択す る姿勢 か ら、 能

動 的創造的消費 に変 わ ってい く。

受動的選択的消費形 態にお いて、都市 は求心 的構造 を

持 ち、都心 に全 ての選 択肢 を用意すべ く集積型 マーケ ッ

トを用意 して いれば事 足 りた。 しか し能動的創造型消 費

が中心 になる と、 「あそ こにいけばなんで もあ る」 とい

う大規模 マーケ ッ トは逆に、 自分の必要 とす るものを探

す手間 ばか りかか って不便 になって しまう。む しろ 「何

処 にいけば、手 にいれ られるか」が明確な単機能型 ロケー

ション配置 である こと、その場が明確で あることが必 要

とされる。 で きれば、生活者 のアクセ シ ビリティの高 い

ことが要求 され る。 自分のデマン ドが明確であれば、マー

ケ ッ トに行 く意 味 はな くな りただ 「くれ」 と注文す るだ

けでいいのだか ら。 あとは価格が より リーズナ ブルか ど

うか等、商 品付 帯情報の問題 となる。どこでい くらで売 っ

ているかがわかれば、電話で注文す るだ けで よ くなる。

上記 のよ うな意味か ら、都市 とは、 モノやサ ー ビスを

受動的に選択 す るの に便利 な環境 であると言える。一方、

これに対 して、 自然 は、 自 らの ライフスタイルを能動的

に創造 す る環 境で あるとい うことが出来 よ う。

今住 んでい る大都市の中 か ら、 自分 が必要 とす るサー

ビス機 能だけ抜 き出 して、ひとつの町を造ることをイメー

ジ してみて欲 しい。好 きな レス トランが1軒 、ファミリー

レス トランが3軒 、 うなぎや1軒 、 うまい ラーメ ン屋1

軒、中華料 理店1軒 、大規模書店1軒 、椅子 のゆったり

した映画館1軒 、 メ ンズシ ョップ、 カ ジュアルシ ョップ

各1軒 、理髪店1軒 、 リサイ クル ショップ1軒 、東急 ハ

ンズ1軒 、伊東屋1軒 、 デ ィスカウ ン トショップ1軒 、

美術館一っ、 おもち ゃ屋1軒 、スポー ツクラブ1っ 靴屋

が1軒 、 カフェテ ラス とケーキ屋1軒 づっ、保育 園、小

学校、各1か 所、 グ ラウン ド、公 園3か 所、 スーパーマ

ケ ットーっ、 コ ンビニエ ンス シ ョップ1軒 、 マク ドナル

ド、 ドーナツ屋、寿 司屋 が1軒 つつ。 あ とは交通機関 と

職場 と駅 の売店 とや きとり屋 とバーが1軒 あれば、 日頃

使用 して いる東京 が完成 す る。百 貨店 もい らなければホ

テル もいらな い。女 性のために は、 ブテ ィ ック数店舗 と

美 容院、 カラオケ ボックス、 レンタル ビデオ屋、CDの

店 、陶器 の店、お い しいお惣菜 の店 が これ に加 わ れば、

十 分で ある。あ とは、子供のために遊 園地 と動 物 園、バ ッ

テ ィングセンター とスポーツ用 品店 、ペ ッ トシ ョ ップが

1か 所つつ。実 はこれ くらいの機能 は、普通 の地方都市

に もきちんと備わ ってい る。但 し自分が そこにある品 や

サー ビスを気 にい っていない というだ けのこ とだ。

しか し、 自然環境 を間近 に生 活す ることを考 える と、

これ らの 「必需品 目」 も何 だか色 あせて見 え るのは、不

思議 なことだ。 自然環境 と広々 とした家 が、 あ って友達

が訪ねて きて くれれ ば、そ こはそれだ けで、心 のやす ら

ぐ豊か な空間 とな る。

(2)「 都市 のアメニティ」 と 「自然環境のアメニティ」

の対比

人間生活 にとって下の4っ に区分 される快 適 さがバ ラ

ンスよ く整っていることが必要で あるとい う仮説 をたて

てみ たい。

縦 に客 体の性状、 それが動的環境 であ るか静的環 境で

あるか。 これは環境 の変化の波動 がゆったりしているか、

活発 かの差異 の軸 である。横軸 に、主観 が うけとめ る緊

張感 の度 合いを示 す。気を引 き締 める快 感 もあれば、気

をゆるめ る心地 よさ もある。

①動 的緊張感 を 「活気」

②静 的緊張感 を 「すがすが しさ」

③動 的弛緩感 を 「くつろぎ」

④静 的弛緩感 を 「やす らぎ」

と名付 ける。 それぞれ活動環境、 自然 ・文化環境、娯楽

環境、 休息環境 が対 応す る。

都市 に不足 しがちなのは② の 「すがすが しさ」である。

出勤前 の朝の光、 美術館 にか ざ られたア ー ト、雨 あが り

の午後 、地下鉄の入口か ら地上 に出た瞬間、感動的 な映

画 を見おわ った直後など、都市生活 ですがす が しさを感

じる機 会 はす くな く貴重で あ る。一方 、 自然環境 には②

の 「すがすが しさ」にあふ れている。

人 口環境 と しての都市 には、 すがすが しさの空間が な

い。 それを補完す る意味で、 その他の アメニテ ィ環境、

(特に娯楽環境)の バ リエー ションが豊 富 に用 意 されて

きたのが現代の都市 と言 え るのではないか。
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娯楽環境
③ くつ ろぎ

繭
④ やす らぎ

休息環境

客体の軸

動的

遜

活動環境
①活気 主体

緊張 の軸

②すがすがしさ

自然 ・文化環境

図4.環 境 の快 適 さ のバ リエ ー シ ョ ンの マ ト リク ス

労働環境 は、①活動環境(活 気)と ④ 休息環境(や す

らぎ)の リニヤな反復で ある。 それに③娯楽環境(く

っ ろぎ)が っ け くわわることで①→③→④→①のサーキッ

トが生 まれ る。工業化社会の都市 は、主 に この3つ の要

素で成 り立 って きた。 そこに② の要素 が加わ ることで、

サーキュ レーシ ョンの多様なバ リエー ションが可能にな

る。 リゾー トとは、①活動環境(ス ポー ツ等)② 自然 ・

文化環境(自 然景観、 ホテル等 の建築文化)③ 休息環 境

の3つ の要素 のサ ーキ ットで ある。80年 代末の リゾー

トブームは工業化社会の都市 のサーキ ッ トを もう一つの

サーキ ッ トと して補完すべ く生み 出された もの と捉 え る

ことができよう。

しか し、本来4っ の環境が備わ った都 市 こそが豊かな

アメニテ ィ環境 といえるものである。工 業化 都市 は① 活

動環境 に関 して、 オフィスや工場などの職場の他にスポー

ツ施設や交通施設、 マーケ ッ トなど様 々なバ リエ ーショ

ンを生 み出 した。 また③娯楽環境 においては飲食、ショッ

ピング施設、歓楽街、 レジ ャー施設 などサー ビス産業 の

発展 によ り最 も豊富 なバ リエー ションが展 開 された。④

も、住宅 のみな らず、 リラクゼーシ ョン施 設が産業化 し

つっ ある。

豊か さの定義 とは、 「必要 な時 に必要 な ものが使え る

こと」で あり、 それ は決 して豊富 なス トックのバ リエー

シ ョンを備え ることと同義で はない。

(3)自 然環境 と自己投影一 自然 はそれ 自体 が豊 かな

バ リエーシ ョンを持つ

人 は人工 の環境 に人工 の要素 を付加 す ることで自己の

心象 を投影 し続 けて きた。機能 とい う 「用」 を媒介 とし

て 「用」 の集積 と して都市をつ くりあげ ることで人間自

らの生活 の心象 をモノと して そ こに具現 化 した。 しかる

に、 自然環境 とは人間の心象 を何 も手 を加 え ることな く

映 し出す鏡の ような もので ある。芭蕉 や高浜 虚子 或いは

ルーペ ンスや ターナーを例 えに引 くまで もな く、 自然 の
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景観 は常 にその観察者 の心象表現 のモチーフた りうる。

自然景観 は、見 る ものの心 をそのままに写 し出す。 それ

と同様に大切な点 は自然 は常 に変化 して いるという こと

であ る。

森 の一 日の温湿度、気候 の年間変動 を世 田谷 の住宅地

のそれ と比較 してみ ればよ くわか る。 なによ り景観 の変

容が ドラマチ ックとさえいえ るほど千変万化 に富 む。夏

の夜明け前の紫がか った幻想 的な雲間か ら差す光、昼 の

澄み きった コバル トブルーの空、 そ して夏 の夕焼 け、漆

黒の闇 と満天 に広が る星 の海。 また足元 まで立 ち込 め る

霧、澄 んだ空気。 それ らは、環境が人 の心 を浄化す る と

い うよ りもむ しろ、人 が自分 の心情 を環境の なか に容易

に溶 け込ます ことを可能 に して くれるとい うほうが正確

であろ う。人 は感情 の生 き物 である。生 きて い くとい う

ことの意 味 は、様々 な感情 を味 わい受 け止 めるため にあ

るのだ という事を 自然 の景観 は我 々に語 りか ける。人 は

人工環境 の中にあ って、 自己の心象 を外部 に投影す る こ

とが極 めて困難 になっている。人 口環境 は変化 しない。

自然環境 が変化 しす ぎて不都合 だということで、人 はモ

ノをつ くりモ ノで身をか ためてきた。その結果、 モノの

取捨選択 を通 じて しか、 自己の心象 を投影 しえ ない状況

に人 は陥 って しまったのか もしれない。消費文化 とはそ

のよ うな ものであ ろう。

(4)モ ノへの 自己投影か ら自然へ の回帰へ

悲 しい時に、人 は空 の雲 を眺 めるべ きなの に、 自分 を

な ぐさめて くれそ うなモノにたよる。 自信が ゆら ぐと少

し立派 に見え るスー ツを買 って着てみた りす る。劣等感

を感 じた り人 を うらや ま しいと思 ったとき、モ ノに囲 ま

れてい るがゆえ に、 モノが変化せず ただ古 びて い くだけ

であるがゆえに、それが 自分の心象を受 け止め映 し出す

役害llを担 う期 間 はきわ めて短 く、かえ って人 の心 の中 に

そのよ うな心情 を欝積 させ る。人が様 々な感情を素直 に

味わい、感情 を 自 らの中 に蓄積せず流 してい くためには、

周囲 の環境 がそれをサ ポー トす ることが必要なので ある。

お祝 い ごとには、 ホテルの宴会場 を借 りて華やかな雰囲

気 を演 出 し、その喜 びをよ り深 く味わお うとす る し、悲

しみに うちひ しがれた ら、人 は必ず、 ビルの屋上や海辺

な どの遠 くまで視 界の ひろが る開放的な場に一人で件み、

そ こで自分 の心情 を外 にむか って開放 しようとす るもの

だ。

人工物 は変化 しな い し、 それだ けでな く、常 に限 られ



た心象 の投影 しか許 容 しな い。 そこに都会の住みに くさ

都市 の憂諺 とい うものがあ る。

それゆえに、都市 は常 に新 しい刺激を求め る人の意識

の力によって変貌 をよ ぎな くされ る。都市生活 者 は響漬

した心情 を投影 す るに相応 しい場を求め都市をさま よい

歩 く。 そのよ うに して都市の環境その ものが消 費 されて

い く。 それ は、決 して人間に とって好 ましい事 態で はな

い。 もはや人 々 はそれに気 づ きはじめた。 地球環境 問題

にたいす る関心 のたかま りとは、そのよ うな消費文化 に

対 するある種 の反動 と、 自然環 境その ものへの依存 ・信

頼感 の回復 のあ らわれと とらえてよかろ う。

(5)都 市 一消費文化 の成 熟 と情報過多 の困惑

工業化社会 の中 で、規模 の経済性 ・範 囲の経済性 を追

求 した現れ と して都市 が生成 ・発展 して きた。すなわち、

工業生産 とそ の集配機能 として都市 が発展 するなか で、

商業、業務機能 の集積、 さ らにはそれ らをサポー トす る

都市型産業教育、文化施設等 がつ くられ機能 してきた。

都市 はその複合化す る機能 によ りさ らに吸引力 をつよめ、

人 を集め、みずか ら成長す る市場 と して拡大の一途 をた

どりっづけた。 その結果、都市基盤 の脆弱化 とい う問題

以前に、都市 はその 巨大 さゆえに、 自 らのイ ンデ ックス

を備えねば使 いこなせ ないないところまで複雑化 して し

まった。

人 々 はなにゆえ に都市 に住 みたいと思 うのだ ろうか。

まず考 え られ ることは、就労機会がそ こにあるとい うこ

とだ。 さらに言 えば就労の選択 の幅が豊富だか らだ。 し

か るに企業 の転 勤 に見 られ るよ うに、地方 に移住を余儀

な くされる場合、人 は抵抗感 を覚え る。 これは消費生活、

教育機会、 文化 環境等 あらゆる生活 面で選択 の幅が狭

ま ると感 じるがゆえで あることが多 い。 さらに は都市生

活者 自身 に都市 の 「富の集積」の場に 自己が生活 して い

るとい うだけのゆえな きプ レステージの意識 す ら存在す

る。

一般 に大都市 の生 活環 境 と田舎のそれ とを比べる場合
、

あ らゆる行動 において、大 都市の方が圧倒的に 「選択の

幅のひろさ」 があ り、それが都市生活の最大 のメ リッ ト

だ とと らえれれがちであ る。 しか し果 して本 当にそ う言

えるで あろ うか。職場 に しろ、消費生活に しろ飲 食施設

に しろ知的情報 に しろ、 自らが選択 しうるモノに比べて、

現代 の大都市 の備 え る選択 の幅の必要以上に広大 なひ ろ

が りに辟易 させ られ るのは筆者だけで はなかろ う。

選択 とい うのは、 あ くまで受動 的利 便であ る。 自分 が

何 か特定 のモノを見 つけ出そ うとする とき、 これ ほど不

便 な都市 は東京 をおいて他 にない。 その中で、人々 は何

を して いるかとい うと、決 して情報誌 で検索 した りせず

に、 自分 で勝手 に範囲 を限定 して その中で割 り切 った選

択 を している。 あるいは、 もっと極端 に、 自分で これ と

決 めた ものに固定化 したきわ めて コ ンサバテ ィブな消費

行動 を とっている。都市の消費の選択 の幅など、 本当は

頭 の中だけにある幻想の アメニテ ィなのか も しれない。

(6)エ コロジカルライ フスタイル の確立 にむけて

エコ ロジカル ・ライフスタイル は、 「こ う変 えてい く

べ きだ」 と言 って いるうち は定着 しな い。必要 だ と頭 で

わか って いて も、 それを したい と思 う こととは別である。

した いと思 う段階 にな って はじめて全体 がその方 向にむ

か って動 きだす。地球環境 問題 は、不安 や恐怖心 にか ら

れて動 くもので もな ければ、義務 感で動 かす もので もな

い。 自然 と生態系 に対 す る人々の意識、気持 ちの変化、

強いて いえば 「愛」で動 くものだ。

不安か ら生 じた 問題 は、それが建設的発想へ と転化

されな い限 り、問題解決 に繋が らないばか りか拡大の一

途 をた どる。CO2の 問題 ひ とつに して も、 石油 代替 エ

ネルギーの発見 ・発明 しか究極 の解決策 はないの は明白

であ る。そ こに は、単 なる技術革新 以上 にこれ までの 自

然科 学的世界観を根底か ら覆す様な大 きなブレークスルー

を伴 う変革 があ るはず だ。 この時代 に生 きて いる我々 は

まさに、その一大変革 の時代 に参画 しそれを楽 しもうと

する観 客なのか もしれない。地球環境 問題 とは、その大

きな幕 のあ く寸前 の舞台 の暗転 にす ぎな いと言 った らあ

ま りに楽観 的す ぎよ うか。

3グ リー ンセ ツ ル メ ン トの 目的

(1)森 林 リソースの把握 とこれか らの世 の中のニーズ

これか らの世 の中に求 め られ るものの要素 と森林 固有

の要素 の中に共通 する事項 がどの程度 あ るのか概観 して

みたい。

①森林 への生活者 のニーズ

森林 と居住 の関係で は、林野庁が1991年 に、森林

都市構想 を発表 し、継続的 にその実施 にむけて検討 を進

めて いる。1985年 の プラザ合意以 降円高 の進展 とと

もに安 い外材 の輸入 によ り、国内林業生産 は致 命的打撃
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を受 けて、林業従事者 の高齢化 ・激減化 ・高 コス ト化 と

もあいま って、木材生産機能と しての国有林の財政 は年々

悪化 の一途 をた どってきている。林野 庁 は、国有林経営

の多角化 の一 環 として、 ヒューマ ング リー ンプランをは

じめ として、各種 の レクリエー ション需要居住需要 の喚

起 にっ とめて きて いる。詳 細は当部会の菊地氏の論文 に

譲 ると して、森林 と国民生活 との接点が、従来 の 「木材

生産機能」 と 「治山 ・治水機能」に加 え、 「森林 リフ レー

シ ョン機能」 との関わ りが増加 して いて いる ことが特徴

と して上 げ られ る。 とりわ け昨今 の リラクゼー ション指

向 とあいまって、 「フィ トンチ ッ ド」 「アロマテラピー」

等 の用語 も一般 に もな じんだ言葉 とな った。都市 生活 者

に とって、都市 の自然環境 の減少 と子供 を 自然に触れさ

せたい とい う気持 ちか ら、オー トキ ャンプ ・ハイキング ・

民 間団体主催 の子供 のサマーキ ャンプな どを通 じて アウ

トドア ライ フの展開の場 と して森林 との接触の度 あいを

深 めてい る。 森林 と国民生活 の接 点 は 「こころの平穏 と

健康」 とい う点 にあ るといえ る。

② メガロポ リスの理想 と現状

一方
、我が国 の都市問題の中心 には、都市機能 の飽和

状態へ の対応 と住宅問題があ る。 「終点間際 のマイホー

ム。空気 は旨いが街 には遠 い」

かっ ての人気 テ レビマ ンガの主題歌 であるが実 に的確

に現状 を表現 している。幕張新都心 の建設 によ り、千葉

県 の外房線沿線 まで首都圏の宅地供給 は広が った。大宮 ・

立 川の業務核都市 としての開発 によ り八高線 沿線の宅地

化 も進 んだ。 しか し今 の現状 が生活者 か らみた場合、 コ

ンパ ク トセ ツルメ ン トへの形態変化、 ムー ビングライフ

スタイルの イメー ジに沿 うものだろ うか。確か に朝霞の

賃貸マ ンシ ョンに住む家族 が週 末に車で横浜 ラン ドマー

クやTDLに 出掛 け広域分散 のア メニ ティを享受す るラ

イフスタイル は存在す る。 しか し一方で は、 ピザや惣菜

などの宅配 サー ビスの充実格差を引 き合 いにだす まで も

な く、都心周辺部 と郊外住宅地の アメニテ ィ格差 は大 き

い。 ひ とっには、郊外 の住宅環境の貧弱 さが上げられる。

ワシン トンや ロスア ンゼルスのよ うに、都心 か ら20K

mも 離 れれば500坪 の土地 と80坪 の邸宅が容易 に手

に入 りガ ソ リン台 が安価 で高速道路 が渋滞せず無料 であ

るな らば、確 かに都心 のマ ンシ ョン生活 と郊外の戸建て

住宅を比較 して迷 うこともでき る。 しか し年収の5倍 を

投 じて得たマ イホー ムが70坪 足 らずの土地に35坪 程

度 の住宅で、あ げくの はてに、周辺 はプライバ シーの確
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保 もままな らぬ ほどびっ しりと家が立 ち並んでい ると し

た ら、 家庭生活 の充実 の場 を得 たといえるのか。実質 的

に都心の上地保有者 と持 たざ る者 の貧富 の差 を広 げたに

す ぎな い。確か に相続税 の仕組 みによ って今高齢者 中心

とな った都心周辺区 の住 宅地 はあ と20年 の間 には、 相

続者 ともども郊外へ追 い出 されてい こう。 しか し、移 っ

た先 の住環境 の価値 が単 に敷地の広 さと住宅 の若干 の広

が りしか ない とした ら、 これ もまた ス トック格差 を体現

するだけで、都市生 活の豊か さに変わ る新たな豊 か さを

手 にいれた ことにな らな い。

③新 たな居住 の フロンテ ィアを用意す る必要性

メガ ロポ リスで のコンパ ク トセツルメン ト化 は、長 い

時間の間に確 か に進展 して い くであろう。相続税 の物納

も加 わ り、都 心 の住宅地 には、 それ なりに公的用地 のス

トックもで きるで あろう。 しかるにそのことは、都市 の

住宅の質 と環境 を向上 させ ることには、直接っ なが らな

い。 土地政策 の更 なる推進 によ り実質価値 ベースにまで

地価下落が進 むこ とがない限 り、そこに緑豊 かな住 宅環

境 を求 めることは困難 に近 い。

む しろ、現在地 価が実質 価値である ところの森林 に、

公 的資金 を投入 し新たな居住 と新たな産業 のニ ューフロ

ンテ ィアを形成 す ることこそ、森林 と都市問題の クロス

ポイ ン トの課題 と言え よう。

(2)グ リー ンセ ツルメ ン トの役割

① 豊かな時代 に相応 しい 「居住」 の新天地 の創造

「生 活者 の時代」 といわれ、生活者指向 の政治 を標榜

す る政権 まで誕生 しうる現代 、一方で 「多価値化社会」

と言われ、生活周辺 の選 択肢 は豊 富 にな った のだ が、

「住環 境の選択肢」 は全 くもって不十分 な状 況 に あ る。

選択の幅 という以前 に宅 地供給価格 の適性化 が必要 なの

だが、地方都市 と首都 圏の地価の不均衡、他 の生活要 素

の成熟度 あいと住宅 のそれ との格差が、豊 かな生 活の実

感 を阻害 してい る。

住宅 の建設費 も部材の標準化 と資材 流通形 態の簡素化

が進 んだ米 国に比 べ、価格が圧倒的 に高 い。一例 を挙 げ

れば、10年 前の オーブ ンが壊れ たて も、 メール オーダ

で取 り寄 せればサ イズがぴ た りと旧い システムキ ッチ ン

に納 ま るよ うにで きて いる。 それに対 して、我が国では、

水道 の蛇口 にっ ける浄水器一っ に して も8種 類以上 のア

ダプターが あ り、へ たをす ると、 そのアダプ ターさえ も

付かな い蛇 口が あ った りす る。住宅価格 の格差 に比 べ住



宅地の地価の内外格差 はそれをはるか に上回 る。すべて

地価 は都心か らの交通 ・時 間距離 で価格が決 まる しくみ

にな って いる。住宅問題 は土地問題 と切 り離 して論議 で

きない。

建設お よび住宅 にはまだまだ豊 かな時代 に向か って解

決 しなければ課題 は多 い。 これまで も、定期借地権や市

街化区域内農地問題 など、土地供給、不動産の流動化 に

関 して は、 ここ数年、住宅 問題 の解決 にむけて様 々な法

制度改変 がな されて いる。 しか し、 よ り大 きな意識 の変

化を もた らす動 きが ない と、話題 のみが先行 して実態 が

つ いていか ない。

そ こで、全 く 「土地問題」 の制約 を離 れた 「白紙 の土

地」で理想の居住 と環境 のあ るべ き姿 を考えてみ る こと

が必要で ある。 い くら都心周辺 で公的面開発を進めたり、

農地の宅地化や定期借地権 を進 めてみた ところで、既存

の宅地価格の影響 を受 けざるを得 ない。 いっきに欧米並

の住環境を提供 できる ことにはならないであろう。グ リー

ンセツル メ ン トはまさに、都市 と居住 を同時 につ くる点

において土地問題 を超越 す る唯一 の可能性 を持 ったテス

トフィール ドである と言 える。

一方、社会 に出る前 の若者 や リタイヤ した人 々を除 き

「居住」 と 「職」 は不可分 の関係 にある。ホワイ トカラー

の人 口が就業者人 口の半数近 い現状においては、 「職」

が大都市 に偏在す るが故 に、 「居住」 が大都市 に集 中す

る。 また、 「職」 の態様 を変 更す ることな く大都市 を離

れることも困難 であ る。両 者を同時に考 えていかねばな

らない。

② 「森林」 とい う環境 の もとに、主体性 ある新 たな社会

目標の提示 を

現在の我が国 の状況 において、施設 やイ ンフラ等 「モ

ノ」を作 りだす政策 だけで は、豊 かな繁栄 を作 りだせ る

とはいえ ない。 む しろ既 存のイ ンフラの構造転換 を図 る

ことこそ、大 きな課題 であ る。例 えば、情報通信 が他 の

社会 システムと融合す る中か ら、流通 ・物流 のシステム

転換が起 こ ったよ うに、 よりハ ー ドな システム、例 えば

電力供給や広域交通 システ ム等 と情報通信 がよ りふか く

融合す る中か ら、 リアル タイ ムのデマ ン ド情報 に適合 す

る、 よりフ レキ シブルで高 効率なサ ー ビス供給 システム

が生 まれ うる。 しか し、 それ らは既存 の システムの上 に

並列的 に導入 してい くことよ りも、POSシ ステムが コ

ンビニエ ンスス トア とい う従来 なか った新業態 の中で、

最 も早 く発達 したよ うに(と いうよ り、POSが あ った

れば こそ、そのよ うな新業態 が成立 しえた という方が よ

り正 しいが)全 く別 の新 システ ムの態 様 と して、独 自の

ステ ージを持 って展開 され るべ きもので ろ う。

既存 の鉄道を高架 に して い くのに、 多大な時間を要す

るの と同様、既存 の システムに情報化 を導入 しリアルタ

イムデマ ン ド対応型 に変 えてい くに は膨大な時間 と労力

を要 す るであろ う。 しか し、新都市 開発のイ ンフラ整備

の段階であればそれ も容易 に進 む。 そ こで、単 に都市や

都市 インフラをモノ として建設 す ること以上 に森林 セツ

ルメ ン トの建 設を通 じて、未来社 会に向か う新 しいコ ン

パ ク トな社会 システムの展 開を模索 して い くことが、 セ

ツル メン トとエコロジーを融和 させ るうえで重要な要件

となろ う。

③ 日本の生活文化 の アイデ ンテ ィテ ィと して の森林 セツ

ル メン ト

日本の平地林 は、北海道 などの例外を除 き明治以降の

近代 化の中で、農業 と都市開発 によって駆逐 されて しまっ

た といって も過言ではない。 日本 の農 村集落の原風景は、

実は山里 にある。治水、治 山技術 の発 達 により、平地で

の耕作が可能にな るまでは、水理 を コ ン トロール しやす

い谷あいに沿 って農耕地 が作 られた。 また治水 と農業 は

一体 であ り
、山か ら木 を切 り出 し住宅を作 り炭 を焼 き、

薪 を とり、山林の資材 を活用 す ると同時 に木 を植 えて育

て、山か ら流れ る水を巧 みに制御 す ることは、山村集落

の生活 の基本で あった。里 山は、 水 とエネルギーの供給

源で あ り、山村の生活 は 自然の地 形を巧 みに生か し、場

所の持 って いる自然のエネルギーを最大限 に活用す る形

で 自然 と融合す るセ ツル メン トを築 いて きた。

それ らは、基本的に地形 を読み地形 をいか し、 さ らに

は、水路 を引 き植林 と林種転 換を くりか え し、水 と樹木

の恩恵 を十二分 に享受 したエ コロジカルな自然共生型 セ

ツル メ ン トで あった。 ヤ トと呼ばれ る山と山の間 に挟 ま

れた谷筋 は、大河川 と異 な り、水の コ ン トロールが容易

であ ることか ら、昔の水 田耕 作に とって雌適地であ った。

日本が工業化 を向かえ る120年 ほど前 まで は、 このよ

うな山村 の風景 こそが、我 が国固有 の景観の原点 であっ

た はずで ある。

平地 のほとんどが、なぜ利用 され なかったか と言えば、

大河川の水が コ ントロールで きて いなかったか らである。

平 地 の多 くは耕作 に必要な水が届か ない原野 か平地林で

あ り、 または大河川 の流域 は絶 え間 ない氾濫 によ って幾

つ もの流路 に分岐 した湿地 帯で あったはずで あ る。 江戸
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しか し、高度 な土木、治水技術 の発達 によ って我が国

の河川 の大半 は、水量 の制御 が可能 とな り、同時 に河川

の水 を広範 に利 用で きるよ うにな った。 しか し山林が、

山里 のエネルギー供給 源であ ったよ うに、工業化社会 の

中で も山に ダムが建設 される と同時に水力発電 と して下

流域 の都市 に電 力を供給 し、堰 は生 活水や工業用水 を供

給 した。 また鉄道交通網 の発達 によ り、山林 の木材 が住

宅建設 の資材 と して広域 に供給 され、 そのあとに大規模

に植林 を行 って治山治水 にっ とめて いる。農業 も、同時

に低地の水利の コン トロール によ り、生産 の場 として開

かれて いき、 田圃の耕作面積 は格段 に増大 した。

その後、電力需要の増大 と工業生産 の様態変化(労 働

集約型か らエ レク トロニクスの技術集約型 に変 わ り)に

よ り、電力供給が火力主体 とな り、工業 も河 川の水を広

域 に流布 する用水路整備 に伴 い、立地 の制約 が格 段に少

な くな った等 の変化 はある ものの、基本 構造 は、山里の

生活 システムがメガスケールで拡大 してい った ことに他

な らない。 山 と川 がなければ我が国 の工業化 は、あ りえ

なか った と言 え るくらい、工業化 の段 階にお いて も、従

来 の山村 のエ コロジカルな手法 をメガスケ ールで踏襲 し

て きてい る。 しか し結果的には、工業化社会のメガスケー

ル化 が、 自然を利 用す る人間の営為 に於 いて、 自然か ら

得 るもの とそれを維 持す るために 自然へ返す行為 のバ ラ

ンスを崩 し、70年 代の公害問題 、90年 代 の地球規模

での環境問題へ と繋が って きて いる。

(3)情 報通信が社会 システムの コ ンパ ク ト化 をすすめ

る

①工業化会 のシステム見直 し

ここで、必要 なのは、工業化社会 の中 で達成 しえた利

便 と快適 さを放棄す ることで はな く、 その手段 とな った

メガスケール化 のシステムを見直 してい くことにあ る。

社会 の システムを変 えず に、 スモールスケール化を図

るとい うのでは、隠遁生活を目指す以外 に方法がな くなっ

て しま う。 しか し世 の中のシステム自体 を ダウンサ イジ

ング してい くこと、 巨大 なサブ ライ ンステ ムか ら、 ホロ

ニ ックな 自立群 的 システ ムに変 えてい くことがで きれば、

工業化社会 の成果を失 うことな くよ り豊 かな未来社会を

目指 してい くことが出来 るであろ うことは、多 くの識者

が指摘 す るところである。

① 工業 化社会 か ら情報 化社会 への変 遷 にともな う社会 シ

ステ ムの コンパ ク ト化
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コンパ ク トセ ツル メ ン トの目的 は、 自然 のサイ クルを

維持 し生活 の利便享受 のために今 まで放置 されて きた自

然への還元の働 きか けを、 もう一度取 り戻す ことで あろ

う。 その ため には、人 間営為 の場=セ ツルメ ン トを、 よ

り自然 に近接 した場 に戻 す こと、 そ して地形 を読 み、 自

然を読み こんだ セツルメ ン トの方式 を復活 させる ことを

目指 して いきたい。

その具体的方策 は、 すでに技術 として我々の手 の中に

ある。 エ レク トロニ クスと情報処理技術そ して情報通 信

技術 である。

物流 や交通、流通 、 エネルギ ー供給、通信などの社 会

システムはその根底 に経済性の制約を持 っている。土地 ・

労働力供給 ・資本 ・技術革新等 の条件の中でその時代の

社会 システムが構 築 されて きた。

電気通信事業 を例 にとれ ば、 まず電話線 を交換手が繋

ぐことか ら始 まり、機械技術 の進歩 により、機械的 に繋

ぐ自動交換機 にかわ り、 さ らにエ レク トロニクスの進歩

により電 子交 換機 にか わ った。交換手 の時代 はまさに労

働集約型で1回 線 あた りコス トも高 くコス トが恒常的で

ある点 に特徴が ある。電話 が増 えればそれに応 じて交換

手 を増や さね ばな らず ある ところで規模 の経済性 は頭 う

ちになる。 また機械 的に繋 ぐ自動交換機 の時代 は、単純

な機械 を複雑 な組 み合 わせ、様 々な需要 に答 えて きた。

これは同時 に保守業務 が労 働集約型にな ることを意 味 し

ていた。そ して現在電 子交 換機の時代にな り、複雑 な機

能 を単純 な構成 で扱 え るよ うにな った。 保守稼働 が格段

に集約化 されたばか りで な く、遠隔制御が可能 となった。

交 換機 のコス トは高 価にな った ものの、それ に対応 す る

要 員数 は圧倒 的に少 な くな る。 それ以上 にいままでの機

械 式交換機 で は、で きなか った高度なサ ー ビスが可能 に

な る。加 えて、 通信施設の規模 が コンパ ク トに変わ って

い く。大容量 の伝送路がで きれば、 ネ ットワークの構成

も、小規模 な ものが複雑 にか らみあ った形 か ら、 シ ンプ

ルな形 式に変 わ って い く。伝送距離が伸 びれば、中継所

の数がへ り電 話交換セ ンターの数 も少 な くなって い く。

このよ うに、 エ レク トロニクスが労働 の姿 を変 え、 さ

らに情報通 信 の導入 によ りシステ ムが コンパク ト化 して

い くの は、単 に工場 など製造 業の現場 ばか りでなく通信、

運輸、流通な どのサー ビス産業 におい こそ顕著 な動 きな

ので ある。'エレク トロニ クスの導入によ りモノやサー ビ

スの生産形態 が変化 し、 生産 コス トが格 段に改善 され る

と同時 に生産機能 が多様 化、高度化す る。
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4,サ ー ビス生産 システムの コ ンパ ク ト化

(1)デ マ ン ドを拡大 す る働 きかけか らデマ ン ドによ り

制御 される仕組 みへ

森林 にコ ンパ ク トなセ ツル メン トを可能 にするために

は、都市 サー ビスの コンパ ク ト化が背景 なければな らな

い。 なぜな らば、産業構造の変化 に伴 い現代都市 は、サー

ビス生産都市で ある と同時に 自身 も生 み出 したサー ビス

を消費す る。それ ゆえ に、住宅都市 であろ うが業務都市

であ ろうがサー ビス生産 システムを抜 きには語 りえ ない

状況 にあ るか らで ある。一方、 グ リー ンセツルメン トは、

既存 の大都市 にそのサ ー ビス機能 を依存す る形態を とる

な らば、 それは単な る居住環境 の新 しいスタイルの提示

に過 ぎず、 次世 代のエ コロジカルな ライフスタイルを実

現す る場 とな りえない。

機械化 の時代、生 産 システムの稼働率が問題にされた。

鉄道 は高価 な設 備投 資 と多大な人件費によ りな りたっ。

まずは、 デマ ン ドにあわせて設備投資を行い、 さ らには

デマ ン ドを増大 させるべ く働 きかけを行 う。通勤客 の増

大 にあわせ鉄道 を敷設 す る一 方で、昼間の乗客 を増 やす

べ く、都心 に百貨店 を作 り反対 側に遊園地 を作 る。 そ し

て沿線の宅地開発 をすす め さらに、サー ビス生産 システ

ムの稼働率を向上 させよ うとす る。一方、 そのように し

て作 られた デマ ン ドの増大 は既存 の生産 システムそのも

のの変更をせ まる。沿線人 口が増 えれば、通勤時間 の乗

車率 は200%を 越 え、 ダイヤを増 やす ために複複線化

等が必要にな る。 機械化時代 の生産 システムは、 この よ

うに常 に増大 す る宿命を持 って いた。

しか し一方 で は ピーク時 と閑散時 の格差 は拡大 しサ ー

ビス生産 システ ム総 体の稼働率 は低下す る。また、人 件

費 は ピーク時 を想定 して設定せ ざるをえ ない。

しか し、情報化 の時代に は、 デマン ドその ものを リア

ルタイムに把握 し、生 産 システ ムの稼働 をそれにあわせ

て、 フ レキ シブルに制 御す る方向 に向か うであろ う。 デ

マ ン ドを増大 させなければ、稼 働率向上 が望めないわけ

で はな く生産 システムが高度化 して 自律機能 を持つ こと

で、 デマン ドにあわせて、常 に最 適の稼働を維持 しうる。

この結果、生産 システムが世 の中全体 としてコ ンパ ク ト

に な って い く。

(2)POSシ ステムと流通 システムの コンパ ク ト化

銀行 のキ ャッシュデ ィスペンサ ー と並 んで都市のサ ー

ビスシステムを コンパ ク ト化 を した代表例 が、POSシ

ステムで ある。

POSシ ステムのおか げで、 コ ンビニエンスス トアは、

デマン ドの リアル タイ ム把握が可能 にな り、 た った10

0㎡ の店舗の中で顧客の デマ ン ドを充足 す ると同時に、

店 舗 というサ ー ビス生 産空 間の稼働率 を極大化させ得た。

その結 果、店舗その もの は、従 来の店舗稼働率 では立地

不能 であ った郊外住宅地 に も成立 す るよ うにな り顧客 の

側 の利便 性 も格 段に向上 した。 そ こに は、 オペ レーシ ョ

ンの遠 隔集 中化 が主要 な要素 としてあ る。従来の商店は、

店舗 の稼働 率を上 げるためには、集 客を増やす というデ

マ ン ドへの働 きかけのみが主体 とな り、安売 りや品ぞ ろ

え の豊富 さ、 魅力商品 の展示、広告、 はて は店 舗の改装

や商店街 の魅力 づ くり、駐車場 の整備 な ど、あ らゆるシ

ステム 「増大化」 の努力が払われ た。 商店 に とっては、

自分 の店 の前 を多 くの人が行 き来 し、来店 客が増えて く

れ ることこそ、最大の関心事で はあったが、実 際に自分

が仕入 れたものが、現在、市場全体 で売 れてい るものか

否か という リアルタイ ムのデ マン ドの動 きに対 してメー

カ、問屋、卸か らの情報、過去の経験 同業者 のロ コミ、

顧客の反応等 きわめて複雑な情報 管理 が必要で あ った。

しか し仮 にその情報管 理が綿密 に行 われた として も、

店舗 間 に格 差があれば、 顧客 のサイ ドか らみれ ば、 どの

店 にい けば、 自分の買いたい物 があ るのか不明 になって

しま う。物 の種類が豊富 にな り充足 された現代 に於 いて、

店 を何箇所 も探 しまわる ことは、例 え趣味 ・嗜好品 の類

であ って もさして楽 しい ことではな い。

(3)情 報化 時代 のサー ビスシステ ム

サー ビス システムの情報化 の要諦 は、

・サ ー ビスは、 デマ ン ドに近接 し、単 純化個別化 され、

即応性 に富 んだ ものに。

・システム制御 は出来 るか ぎり大規模集 中制御 化 して、

情報集積効果、 システ ムの稼働効率 を極大化 させ る

とい う点 にある。チ ェーンス トア化を例にとれば、個々

の店舗が、 これ まで、仕 入れ、品ぞ ろえ在庫監理、販売

促 進な ど 「販売」 という基本機能 の他 に抱 え込 んでいた

複 雑高度に経験的な機能 をセ ンター に集約化 して、店舗

グ リーンセツルメン トでの森林の利用 と保全297



で は単純 に レジを叩 くことと、商 品の数量管理 だけをす

れ ばいい、 とい う方式 に変 えた。POSと 配送 システム

が これ らを支 えてい るわけだが、顧客 サイ ドか らみて も、

従来型 の店舗 に くらべ、商 品の回転 が早 く、品ぞ ろえが

的確 で安定性 があ り店員 が レジ作業 に集中 してい るため

処理が迅速 であ るなど、 サー ビスの点 でも向上 している。

消費 の成熟 化が進む現在、消費者 は情報 化の中で、従

来 に比 べ、格段 に豊 かな商 品知識 を有 するよ うになった。

消費 の飽和状況 とは誰 もが一通 り、基礎 的な消費を経験

し終 えた とい うことであ る。 その結果、 自分の 日常生活

の消費 のデマ ン ドを、 自らがはっきり自覚するようになっ

て きてい る。

このよ うな状 況下 では、 は じめて 「御用 聞 き」 型 の流

通 システムが成立 しうる。例 えば消費 者が、今年の冬 は

グ レーの杉綾柄 の ツイー ドの ジャケ ッ トが欲 しい と思 っ

た ら、 サイズ と希望価格 をデマ ン ドネ ッ トワー クに オー

ダと して入 力す る。全 国のデマ ン ドが リアル タイ ムにサ

プライヤに届 けば、 マーケテ ィング とマーチ ャンダイジ

ングが同時に行 え る。

グ リー ンセ ツルメ ン トの コンパ ク トな流 通 ・物流 シス

テムは、 このよ うに消費者 デマ ン ドを ダイ レク トに把握

す る情報 システ ムがあ って始 めて充足可能 とな る。

デマ ン ドを リアル タイムで掴 むには、 無店舗 販売が最

適 であ り、複 雑な流通過程 を経 ない分 だ け価格 も安 くな

る。 カタロ グショッピングは日用衣料 か ら食材、組 み立

て家具 に至 るまで普及 しているが、 これ も厳密 にはデマ

ン ド対応型 とは言 えない。最 もデマ ン ド対 応型 は 「御用

聞 き」 であ る。何 が供給可能 であるか という枠組み と、

供給方 法 さえ示 されれば、消費 のデマ ン ドは顕在化す る。

消費者 デマ ン ドと供給者 ス トックの照合 を リアル タイム

で双方 向の コ ミュニ ケー ションによ って図 る しくみ が、

流通 システ ムであ る。

(4)工 業化社 会のサー ビス システム と しての現代都市

工業化社会 が、な し遂 げた成果 を、 ひ とことで言えば、

モノ とサー ビス供給の システムを一般 大衆 化 した とい う

ことで あ る。 封建社会 か ら市 民社会 への移行の中で、物

の生産 と供給 を含む 「サー ビス」 の幅が、極めて特定的

な ものか ら一 般的な ものへ と広が った ことに加 え コ ミュ

ニケーシ ョンの幅 もプ ライベー トコ ミュニケ ーシ ョンか

らマス コ ミュニ ケー シ ョンまで拡 大 された。
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しか し、工 業化社会 におけるサー ビスの大衆領域 への

拡大 は、都市 への生産労働人 口の集 中 とい うメカニズム

と連動 して いた ことか ら都市域 の商業 ・サー ビスと周辺

地域のそれ との格差 を拡大 した。都会 にいけば、大規模

な百貨店や シ ョッピングセ ンタがあ るが、 山村 には 日用

品 ・食料品 スーパ ーマーケ ッ トす らない。

工業化社会 は、 サー ビスを特権領域か ら大衆領域 に拡

大す る働 きをな したが、 その中で市場 を 「人 の集 ま って

いるところ」に限定 して しま った。 これは立地条件、物

流の仕組みサ ー ビス労働力 と資本集積等 の制約が あ った

か らであ る。

人 口統計資料 によれば、我 が国の都市人 口の割合 は、

1950年 に は、37.3%で あ ったが、1960年 に

は63.3%と わずか10年 間で2倍 まで急 増 した。 そ

して1987年 には全人 口の76.7%が 都市 に集 中 し

て いる。1993年 現在 で東京 圏の人 口3500万 人、

大阪、京都、神戸 を中核 と した関西圏の人口約2000

万人 に至 って いる。

山村で も、大都市 で も変 わ らな いサー ビスが実 は一種

類だ けあ る。TV放 送 と通信 であ る。 マス コ ミュニケー

シ ョンとプライベー トコミュニケー ションの両極 の ツー

ルはあまね く全国津 々浦 々まで普及 してい るのだ。 これ

はエ レク トロニクスによる省 力化の成果 であ り、人手 の

かか るサ ー ビス機能 は、教育 機関か ら商業施設 に至 るま

で山村 には全 くといっていい ほどない。

工業化社会の サー ビス システ ムの大衆化 は都市域 にお

いて のみ展開 されたとい って も過言ではない。その理由

は、サ ービス装置 の建設 を伴 う工業社会型 の ものであ っ



たこととサ ー ビス方式 が労働集約型 であった とい う点 で

ある。 さ らに言 えば、都市域 のサ ービスシステムが基本

的 に閉鎖的 自己完結的か っ相互補 完的性格 を持 って いた

点 に着 目 した い。す なわ ち、商業施設 に しろ交通施設 に

しろ、基本的 には都市 に働 き、都市 に生活す る人の ため

の生活サー ビス機 能で ある。かつ て江東区や墨 田区 に繊

維工場、金型 工場 な ど工業 が盛ん で、地方か ら集団就職

でや って きた工員 さん達が、疲れ をいやし楽 しむために、

江東楽天地 や錦糸 町の歓楽街が賑 わい、浅草花や しき、

六 区や上野 のデパー トが賑わ ったのが、大卒の ホワイ ト

カ ラーが六本木 のカ ラオケ スナ ックや青山の輸入 ブラン

ドブテ ィックを楽 しみ、湾岸の シティホテルを食事をす

る等 に変 わ っただけであ る。

現代都市 の魅力 とは、高度に集積 された生 活サー ビス

システムの魅力 に他 な らない。

(5)都 市の サー ビス システムのバ ランス崩壊 とサー ビ

ス新業態 の出現

高度集積を誇 る都市 のサー ビス システムがバ ランスを

崩 し始め たの は、都市生瀦 の住宅が周辺へ拡大 していっ

たことによる。サ ー ビス システムの一つ である鉄道交通

網が デマ ン ドの増大 を働 きかけるべ く周辺部 へ延伸 し列

車を増発 し、新幹線 などの広域高速網が整備 され通勤 に

利用可能にな るとな ると、都市 のサー ビス機能 は、周辺

部へ広域分 散型 に変貌 していか ざるを得 な くなる。その

段階で現 れたのが、従来型 の特権領域の単純 な大衆化の

動 きではな く、デ ィスカウ ンター等の新業態であ る。 こ

れ は前項 図中の③、特殊サー ビスのマスコミュニケーーシ ョ

ン化にあたる。従来型 の広域集約商業店舗 に対 して、独

自の優位性 を求 めて郊外型のホームセ ンターや紳士服ディ

スカ ウンター等 が出現 して きてい る。 一 方、従 来型の

都市中心部 では、惣菜 宅配 業や和食宅配業 、無店舗型 の

リペアシ ョップ等 のサー ビスが伸びてい る。 これは図中

② のプライベー トコ ミュニケー シ ョンの一般 的サー ビス

化 の流れ とと らえ られ る。

工業化社会が な し遂 げた、特権層 のサー ビスの大衆化

が、別の形で さらに進展 して きているといえよ う。 これ

らは、 コンビニエ ンスス トア、通信 販売、宅配便 と並ん

で多分、我々が ネ ッ トワーク型 コ ンパク トセツルメ ン ト

の社会サー ビスシステムを考 える上 で貴重 な ヒントとな

るであろ う。

(6)グ リー ンセ ツル メ ン トと企 業 誘 致

多 くの 自治体首長が指 摘す るよ うに、地方都市 に、企

業を誘致す るためには、 まず都 市の魅力づ くりか ら始 め

ねばな らない。都市 環境 づ くりと、 都市の商業 ・文化 の

サー ビス機能を充実 させ、魅力 あ る都 市を形勢 して いか

ねばな らない。 しか し従来 の工業社会 型 ス トックを捨 て

て、 い っきに情報社会型 のサー ビス システ ムと文化的都

市環境 をつ くり出す のは困難で あ り、大 学等の公共機関

の誘致等 か らはじめて、都市の公共施設 を整備 して い く

等、 かな りの苦難 の道 のりを強 い られてい るのが実情で

ある。 かつては、 それも画一的駅前広場 の整備、市民文

化 セ ンター建設等、無個性 なものが 中心 であ ったが、最

近 は地域 にゆか りの芸術家の専門美術館 の建設 や公共建

物の設計 に有名建築家を起用す るな ど、 町並 みの景観 の

アイデ ンテ ィティ作 り等 もふ くめて、個 々の個 性を引 き

出す方向 にかわ って きて いる。

グ リー ンセツル メン トにおいて も、 まず 「職」 の確保

がなければ な らない。大 都市近郊 型森林 を想定 するな ら

ば、住宅都市 としての整 備課題 のみだが、 エコロジカル

セ ツル メ ントを世 の中にモデル と して提示 して い く役割

を担 うと した ら、業務機能 の誘致戦 略 は不可欠 である。

林 野庁 の森林都市構想 の中で も十分 に論議 されたこと

ではあ るが、企業誘致 の観点 と して従 来型 の発想で、研

究 開発 や ソフ トウエア開発 をターゲ ッ トとす るのは得策

でない。 む しろ、 その環境立地性 を最 大限に生か し次世

代 で伸 びてい くであろ う新 たな産業分 野に着 目す ること

が必要 である。先 に述べ た社会 サー ビスシス テムの コ ン

パ ク ト化 や リエ ンジニア リングの 中か ら、従 来の市場に

近接 し情報 を集 める管理戦略部門 や経営企画部門の他に、

システムオペ レーシ ョン部門が登場す る。 これ は空港管

制 セ ンターのような もので、 システムオペ レー ションの

エキスパ ー トが コン ピュータ化 した全国 のサー ビスオペ

レーシ ョンの状況を統制管理す る機能 である。 無論 ここ

か ら得た情報 は経営 部門 に リアル タイムで繋 が る必要 は

あ るが、 日常的統制管 理 は、情報 通信 の発達 によ り全国

どこにいて もで きる。 立地を選 ばな い新部門 とい うこと

と、極 めて高度な技術 と緊張 を強 い られ る業務 であるこ

とか ら、 リラクゼーシ ョンの場 を備え たグ リー ンセツル

メ ン トへの誘致が適 している といえ よう。

さらに、 グ リー ンセ ツルメ ン トの コ ミュニ ケーシ ョン

機能充実 のために も、定住人 口よ り滞留人口の増大をね

らうべ きであ る。国際化 ・情報化 の動 きの中で21世 紀

にさ らに成 長するであろ うMICE産 業 、すなわ ち、
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meeting,inCentiVe,Convent

ion,expo関 連 の産業 の活動 の場 としてい くこ

とが有効 であ る。 これ らは、 いずれ も情報 化社会 になれ

ばなるほど人 と人が顔をっ きあわせて、わ いわいが やが

やや ることが増え ることを予見 して いる。miceは そ

れ らの規模 の小 さい順 にな らべた ことばだ。incen

tiveと は販売代理店等を集めた インセ ンテ ィブ旅行

や行 楽地 の会議催 しもののことであ る。 ラスベガス、オー

ラン ド、サ ンア ン トニオなどmice産 業 のメ ッカ と化

して いるのが現在 の米国 の実情であ る。

わが国で は、 これ らを施設 のある首都圏 で行 ってい る

が、 オ リンピック、 アジア大会、以外 に も人 を集 め るこ

とは、地域 の経済 を豊 かにに し、定住者 の情報環境 を充

実す ることをよ り認識 してい くべ きであ る。

九州 の湯布院温泉 では地元 の中谷氏 が音 楽祭 を企 画 し

た り様 々な情報 発進 をお こない、心 をいやす景 観を備え

た湯布 院の魅力 を全国にア ピール してい る。中谷氏の元

には毎 日、 多 くの人か ら便 りが届 き、 また各地 か ら多 く

の人 が訪 ねて くる。人の訪れ る場所 、現代の 日本 のふ る

さとのよ うな場所 として グ リー ンセ ツル メ ン トの 自然環

境 が生か され る仕組みづ くりが重要 であ る。MICE産

業 はまさに これ にこたえ るものであ る。

5.グ リー ンセ ツ ル メ ン トの デザ イ ン

(1)自 然 との融和 を中心 に した構造

平地 に造 られた都市 に しろ、山林 を造成 して造 る住宅

団地 に しろ、現在 の都市 の面開発 の手法 は、 自然 域 と人

工域 の区画が 明確 な ものが大半 を占める。住宅都 市整備

公団 の行 って い る 「港北 ニ ュー タウ ン」 な どは、開発 エ

リアの中に、 自然の緑地 をそのまま残 して都市 公園 とす

る手法 が試 み られてい るが、面積比 か ら行 って、圧倒的

に人工域 の比 率が高 く自然域 が、 開発 区域内で相互 に連

担 した構造 に は程遠い。 確かに従 来の面 開発 に比べて緑

地比 率は高 いが、 グ リー ンセツルメ ン トで は、開発 エ リ

ア内の人 工 と自然の比率 を逆転 させ る位 の発想 の転換 が

必要であ る。

従来の都市 は、求心性 を持 って広が り続 ける人工域 が

あ り、その周辺 に自然域が あるという構造 である。 これ

は自然域 と人工域が 「併存」す る形で ある。都市生活 を

合理的 に営 み、 自然 を希求 する状況が あれば、周辺 の 自

然域へ 出掛 けてい く。都市構造 の ヒエ ラルキーは、 一極
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集中型で あり、中心部 に資本 が蓄積 され、都市的利便 性、

機能の複合度が高 く土地 のポテ ンシャル も高い。周辺 に

い くに従 って、利便性 や機能 の密度 が低下 し、居住単機

能型 にな り、都市機能 の密 度が希薄にな る。

この、併存型都市構造 の持つ問題 は、簡単に要約 すれ

ば、以下 の3点 であ る。

①将来、発展 してい くに従 って、 自然域 を浸食 し、一 定

範囲 内で捉 えた場合 の 自然 と人工 の面積バ ラ ンスが崩

れてい く。

② 中心 か ら広 が るにっれて、都市 の機能密度が希薄 にな

るため、 居住 の観 点か らは、極 めて不平等 で非合理的

であ り、経済 的階層性が強調 されがち。

③発展を コン トロール しに くく、 イ ンフラ投資 において

は、計画性の面 で不経済(周 辺部 の環状 ルー トの建設 の

非経済性等)で あ る。

それ に対 し、一定 の自然域 の中に都市 を 「入 れ込 む」

方法 をとるのが グ リー ンセ ツルメ ン トである。 スポ ッ ト

的分散開発を行 い、 それを交通 、エ ネルギー供給 、情報

通信等 のイ ンフラによ りネ ッ トワー ク化 してい く。 これ

によって、 自然域 は連担 した構造を失 うことな く人工 域

との共存 が可能 にな る。 これを、従来の 「大規模集積 型

都市構造」 に対 して、 「クラスター型 ネ ットワーク都市

構造」 と呼ぶ ことに したい。

(2)「 規模 の経 済性」で な く 「ネ ッ トワークの経請性」

の論理 でっ くる都市

前章で述べた ように、工業化社会野機械的都市 システ

ムで は、 まずデマ ン ドの充足 の為 の施設 ができて、 それ

の利用域を拡 大す ることが 中心課題 となる。全 ての機能

施設 は、規模 の経 済 性(economiesofscale)追 求

によるコス トパ フォーマ ンスの向上 を 目指 し、規模拡大

と同種機能 の集積が行 われ る。 その一方 で、範 囲の経済

性(economiesofscope)す なわち、 一 つ の主 体 が

様 々な商品 やサー ビスを生産することでのコス トパ フォー

マ ンスの向上 を目指 し、複 合化や異種機 能の取 り込 みが

行 われ、都市 の中心域 は複 合度の高 い高密度な機能 空間

とな ってい く。呉服 屋が百貨店 にな り、百貨店が複合商

業施設 となる。 またその一方で商業域 に娯楽施設や専門

飲食施設 が集積 して いく。

一橋大学 の宮 沢健一氏 は、今後 の社会 の業際化 と情報

化を捉 え る論文 のなかで、規模 の経済性 と範囲 の経済性

に加え 「連結の経済性」 に対 す る着 眼の重要性 を述べ て



いるが、 そ もそ も都市構造 とは、連結 の経済 性 こそが中

心課題 なので ある。

連結 の経済性 とは、範囲 の経 済性が 「一つ の主体 が、

共用で きる機能を生か し複数 の異 種のサー ビス生産 を行

う上で のコス トパ フォーマ ンスの向上 をい う」 のに対 し

て、連結 の経済性 はそれ を複数 の主体 にまで広 げた概念

であ る。

街の商店街 の活性化や複合商業施設 のテナ ントミクス

の構成 か ら始 ま り、地区再開発 に至 るまで、常 に如何 に

主体 の異 な る機 能の連結性 を高 め、一体 としての高機能

化複合化 を図 るかは、都市づ くりの中心的テ ーマであ っ

た。

これまで の都市 づ くりは、土 地=場 との関 係で これ ら

の経済性が語 られてきた。 すなわ ち場の持つ既存 の集積

度や ポテ ンシ ャルをいかに活用 す るか。或 いは、集積度

と複合度を どのよ うに高 め るか。一 か所 に、他 を圧倒 す

る規模 と複合度 を備 えた施設 をつ くる ことで都市 の新 た

なポテ ンシャルを創造 しよ うとい う動 きである。

大規模集積都市 は、土地利用 のキ ャパ シティが有限で

あ ることか ら、その デマ ンドの増大 を中心域が分担 しえ

な くな り、派生 的なサ ブコアに機能 を分担 させて い く宿

命を持 ってい る。 業務施設 に しろ商業施設に しろ、交通

ネ ッ トワー クの ノー ド(結 節点)に サ ブ的 集積 が は じ

ま り、 そのノー ド間の コンペテ ィ ションによ りさらに都

市 の機能 は高度化 してい き、複雑な ポテ ンシャル構造 を

持 つに至 る。

しかるに、情報化 の進展により、個々の場のポテンシャ

ルだけで は都市を と らえ られな くな っているのが現状 で

ある。 マスコ ミを通 じて様 々な都市 のサー ビス消費 の情

報が流 されて いる。物販、飲食はもとより、文化 ・スポー

ツ、教育 に至 るまで様 々な都市機能利用 のためのガイ ド

情報が流 され、人々 はそれな くして都市 の生活 を満喫す

るの は困難な状況に なっているとい って も過言ではない。

これまでの、都市 は供給者側の発想で造 られて きてい

る。 しか しこれか らの都市 は生活者の 目か らみて、使い

やすい都市 でなければな らな い。通勤 に往復3時 間以上

の時間 を費 やすのは論 外 に して も、演劇を見 るのに、そ

のたび ごとに地 図で劇場 を探す。気に入 った照 明器具 を

手 にいれよ うと思 えば、都 内を隈な く動 き回 らねばな ら

ない。 これは、 まさに都市 の機 能 ブロックが明確 に整理

されて いないことと、 その結果 連結 の経済性が発揮 され

ていな いことにほか な らない。 その背景 には、居住 の空

間が、都市構造 とは全 く無関係 に都市 のイ ンフ ラにそ っ

て万遍な く杜撰 にば らまかれて いることが あげ られる。

その結果、都市機能施設 は、単 に交 通立地条件 と法的規

制 を考え るだ けで、勝手気侭 に どこで も造れて しまう。

その結果 日本の巨大都市 はお もち ゃば こを ひっ くりかえ

したよ うなたいそ うエキサイテ ィングな様相を呈 して い

るが、 生活者の視点 か らみれば、膨大 な無駄 と相当の不

足 が混 在す る 「使 いに くい」都市 といえよ う。

グ リー ンセ ツルメ ン トは、私 的サー ビス空間(住 居 ・

日常生活機能)を 多数 スポ ット的 に集約配 置 し、公共 的

サ ー ビス空間 を計画的 にそれ らのスポ ッ トごとに分散 配

置す る。都市施設 は個人の利用頻度 にあわせて、 日常 的

に利用す る ものは身近 に、たま に利 用 する ものは、他 の

ブロ ックにおかれてい る。既存 都市 の各施設 の連結 の経

済性を捉 えるのでな くブロックを一 つ の主体 として捉え、

ブロックごとの連 結の経 済性を考 えた都市づ くりを目指

すのであ る。 さらには、 各 ブロ ックが情報 ネ ッ トワーク

で繋が ることによ りデマ ン ドに即応 した フ レキ シブルな

サー ビス態様が可能 な ものと してい く。その意味からは、

グ リー ンセ ツルメ ン トは、単 に連結 の経済性 とい うより

情報 を加 味 した 「ネ ッ トワークの経済 性」 によ ってつ く

られ る都市 といえるので はないか。

(3)統 合 され た複合機能を地区 ごとにテーマ と特色 を

もたせて展開す る構造

しか し、 これか らの都市づ くりの中 で必要 な知見 は、

これ ら3っ の観点だ けで は、不十 分 なのではないだろ う

か。生活者の視点 か らの都市づ くりを考 えるには、供給

者サイ ドの発想であ るコス トパ フォーマンスの論理だ け

でな く、サ ー ビス生産 の場 で近 頃頻 繁 に言われて いるプ

ライスパ フォーマ ンス とバ リューパ フォーマ ンスの概念

を加 味 していかねばな らない。

プ ライスパ フォーマ ンスとは、生産 の原価 か らくる積

み上 げ価格 でな く、 そのモノなりサー ビスな りの感覚 的

価値 の尺度 である。わ ざわ ざ出掛 けてい くな ら安 くな く

て はいや だ とか、 カタログで買 うな ら失敗 して も後悔 し

ない価格 の ものを とか、消費者心理 により、モ ノな りサー

ビスなりの価値感 は変動す る。 ま た、建築の仕上 げ材や

デザ イ ン製品 のよ うに 「いくらに見 えるか」 とい う生活

者側の プライス感覚 と実質 コス トの差異その もの も、 プ

ライ スパ フォーマ ンス と言え る。 消費 の成熟化 の中で、

消費者 は ある程度ひと通 りの消費 体験を こな し、 モノや
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サー ビスに対 して 自 らの プライス感覚を身 につけている。

高度成 長期 は消費の普及期で あ り高級品が大量生産 に

よ って コス トが下が り普及 して いった。 オイル ショック

以降 は、多品種少量生産 によって、個 の主体性 に応 じた

消費を人 々は体験 した。 バブル時代 は、 それに加 えて未

経験の高額商品 やサー ビスなど消費 の体験 の幅を極 限 ま

で広 げた。 しか し、不況 の時代 によ り、 人々 は、 モ ノや

サー ビスの真 の価値 、あるべ き価格 を学 び はじめた。 そ

れ と同時 に自分 に とっての必需 品 とは何か、必要なサ ー

ビスとは何 か、それをい くらで手 にいれ るのが妥当 なの

かを考 えは じめた。

バ リューパ フォーマンスとは、それ に くわ えて、生活

者 の消費 の シチ ュエーシ ョンを加味 した価値尺度である。

言 い換 えれば、特殊 な需給関係 ・市場 の創 出とい うこと

であ る。 いままでになか った価値 を創 出 してい く、今

まで とは違 った意味づ けで モノをと らえる ことで、新 た

ななデ マ ン ドを生 み出す とい うよ り、既存 のデマ ン ドを

より豊か に充足 する手段 を提供 する ことであ る。 プライ

スパ フォーマ ンス とバ リューパフォーマ ンスの双方を考

え た象徴的事例 が住宅 供給 の分野 に もあ る。 定期借地権

による戸建 て住 宅の分譲 であ る。

グ リー ンセ ツルメ ン トの各居 住 ブロックは、完結 した

生活機能 を持 つ。 しか し、それぞれの開発 ブロ ックが、

例 えば リハ ビ リ病院を コアとして医療に特化 したブロ ッ

ク、有 名私 立高校の分校 をコァと して教育 に特化 したブ

ロック、森林美術館や企業 ミュージアムをコァと して文

化 に特 化 したブロ ック、 アウ トレットモールを中心 に商

業に特化 したブロ ックなど、強 い個性 と機能分化 によ っ

て特徴づ け られる。人 々は、 これ らを ブロ ック ごとに使

いわ ける。個 々の施設 は、専 門性 と汎用性 をあわせ持 っ

ていて、例 えばセ ツルメ ン ト全体 が行 うコンベ ンシ ョン

にお いて、学校 の グラウン ドやホールがイベ ン トスペー

スに使わ れた り、美術館 が レセプ ションの場に使われ た

りす る。

グ リー ンセ ツル メ ン トはそれ 自体 、 これ まで にな い

「自然 と共 生す る都市環境」 とい う点 で新 しい価値 の創

造 を目指す もので ある。 しか し、 インフラ整備等 のコス

トパ フォー マ ンスの観点だ けか ら考え た ら、既存 の別荘

分譲 型の開発程度 の内容 に落 ちつ いて しま う。居住 と生

活の プライスパ フォーマ ンスを考 えれば、十分 な都市機

能を整備 しつつ、 さ らに住宅 の分譲価格 な どを既 存都市

郊外 のそれ以下 に抑 えていかんねばな らない。
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そのためには、 グ リー ンセ ツル メ ン トその ものを単 に

森林居住 区と しての単機 能型の ものとせず に、例えば、

セ ツルメ ン ト全体 が全 国規模の マーチ ャンダイ ズマー ト

の機能 を担 うとか、 前章で述べ た、 コ ンベ ンシ ョン都市

機能 を担 う等のテ ーマ都市 と して考 えることが重要で あ

る。 ス タン ドア ローンの都市 としてでな く、国土や広域

経済 の中での連 結の経済性 を発揮 す ることが、 その主要

な成立要件 といえ よう。
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6.グ リー ンセ ツル メ ン トの環 境 デ ザ イ ン

(1)森 林か ら彫刻的 に削 りだす都市 デザイ ン

従来の開発造成 は、基本的 に平坦 な土地 を生 み出す こ

とを基本 に して いる。山 を切 り崩 し、谷 をを埋 あ る。 治

水の補完機能 と して遊水池 を作 り、居住 の排水 系統 を整

備すれば、宅地造成 の基本形 は完了す る。 あとは、街路、

公園に植樹 して人工的 な緑地環境 をっ くるだけであ る。

無論既存 の緑地 の何割 かは残す ものの、 それ は、単 に残

され るだ けであ る。

全体が傾斜地 の場合 は、部分 的な切 り土 、盛 り土 によ

り、雛段状 の造成 を行 う。

これ に対 して、斜 面を建 築的に取 り込 んだ開発 も少 な

くない。 すなわち、建物 を斜面 に沿 わせ る形で壇状 に建

築 し、造成 工事 を行わな い方法 があ り、大規模 な集合住

宅 が造 られるケー スが多い。(御 殿 場パサディナハイツ、

横浜 東急 桜台 コー トビレ ッジ、神 戸 六甲 の集合住宅

等)ま た別 荘分譲地な ど、道路を整備す るだ けで、土地

は傾斜地 のま ま分譲 して既存樹木をできるだけ生か し個々

の建築 に より斜面 の問題を解決す る開発 もある。(弘 済

不動産 フィオ ー レ喜連川等)

様々なバ リエーシ ョンはあるものの、共通 して指摘 で

きるの は、開発区域内 において、開発前 と後 では、森林

の量が圧倒的 に少 な くなる ことで ある。 その要 因は、 開

発 エ リア内 において、可処分面積 を最大 に広 げよ うとい

うメカニズムが働 くか らである。

都市域 においては、所謂 ミニ開発 は道路、下 水等の公

共施設 の整備 が追 いつかず、 あわせて宅地 の スプロール

化 を招 き劣悪 な都市環境 を造 る悪 の権化 のよ うに言われ

て いる。 そのため、都市 づ くりとは、大規模 に計画的に

開発す る ことが、 都市環境形成 の上 では重要 な ことだ と

いう 「刷 り込 み」 が学校教育 の中でなされて きて いる。

森林域 においては、発想 は全 く逆であ るべ きで、計画

的面 的大規模 開発 こそが、環境 破壊の悪の権化で ある。

それゆえに、 森林開発 とな ると、一般的に は反対か推進

かの論議 に陥 りがちで、従来の発想を抜け出 た環境融和

型 の開発 を考 え る土壌が形成 しにくい。

それ らの背 景 には、 これ までの都市計画が 「道路 を機

軸 として、空間の分割 とヒエラルキ ーを構成す る もの」

と考 え られて きたことがあ る。我が国で、都市計画 と言

えば、 まず道路計画 のことだと言 って も過言 ではない。

道路計画 のあとには、区画 の利用用途(建 物用途)を 中
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心 に、面 的機能配置 と利用密度(容 積率、建蔽率等)を

定め る。 そのよ うな思考 構造の中で は、土地 は 「可処分

土地 と都市施設(道 路 、公園等)」 の2分 化の発想 しか

な く、緑地 はその管理 も含めっね に暖味な存在 となって

しまう。

グ リー ンセ ツル メン トは、森林 の一部 を浸食 して人工

域をっ くる発想 で はいけない。森林域 を開発面積 の10

倍の範囲で捉え、開発 のブロ ックを全体 にスポ ッ ト的に

分散配 置 して、それ らを交通網で っないでい く。彫刻 は、

素材 を全て削 りとって しま ってはな りたたない。都市 を

造 るのでな く、森林の形状 を削 りと りっつ も、削 られる

森林 の方 に主眼をお いて、森林 と人 が共生す るための環

境 を造形 して い くことが目的なのである。 そのためには

「森 と街区 を同時 につ くる」発想 が必要 である。

(2)森 林 との接触面積 を最大化 し、接触 の多様性 を演

出す る都市 デザイ ン

グ リー ンセツルメ ン トにおいて、重要なの は森林を何

のために残す か とい う点 であ る。 居住の背景 として森林

の景観価値 を活用 す るとい うような、従来の リゾー ト開

発的発想 を持 ち込 む ことは禁物であ る。欧米の リゾー ト

に しろ我 が国の明治期 の リゾーート開発 に しろ本来、荒れ

地や湿地 を開発 し、植 林 しなが ら景観を作 り上 げたるの

が本来の リゾー ト開発の思想で あるべ きだか らだ。人工

林であれ、二 次林 であれ、森林 を残す発想 は、森林 を副

次的存在 と して定 め、ひ いては森林 も開発可能 な余地 と

して とらえ、開発 の エクスキューズ として 「残置」すれ

ばいい と捉え られて しま う。 グ リー ンセツルメ ン トの趣

旨は、森林 と人間が永続的 に共生 で きる環境づ くりにあ

る。森林 との接触面積 を最大 に広 げ、人 と森林 の係 わ る

場を多彩 に展開 して い くことが、森林 を生活 に取 り込 む

場づ くりにお いて は最 も重要 な ことである。

具体的 なデザ イ ンモデルを提示 してみたい。

クル ドサ ック方式 の住 区を複数、 次ペー ジの図のよ う

に環状 に繋 ぎ、 これ を住 区 クラス タと呼ぶ。住 区 クラス

タを複数、環状 に繋 ぐことで緑 地を内包 し森林 と接 触度

の高 い階層的構造 のセ ツル メン トモ デルが出来上が る。
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(3)地 形 を重ん じ、緑 の グラデ ーションによ って空 間

の骨格 をっ くる

上記 の方法で、居住 区と森林 の接触 の度 を深 ある と同

時 に、森林 と都市環境 とのイ ンター フユイスの環境 づ く

りの要素が必要 となる。 それを、森林 の樹木 を間 引いた

り、一部伐採 した りして、樹木密度 に階層性を持たせ る。

これ らを以下の4段 階 に区分 す る。

①既存森林

②森林公園

③緑地公園

④広場

これ らは、①か ら④ の1順に樹木密度 が少 な くなると同時

に人工的造園が施 され る。

①既存森林

②森林公園区

森林保全 を主体 と して、樹木の育成環境、

生態系の保全 を重視す るエ リア傾斜地形

で は、勾配の急 な斜面等 はまず保存森林

の エ リアとす る。 グ リー ンセツル メ ント

の設定範囲の うちの70%程 度の面積を

想 定。

森 林の もっ緑の アメニティを重視す るエ

リア。 森林の樹木密度 を下 げ、内部を人

が通 れ る程度の疎林 とす るとともに、遊

歩道等 を整備 し、部分的空地を複数設け、

業務施 設、広域文化 ・レジャー施設を点

在 させ る。広域の レク リエー シ ョン機能

(森林公園オ リエンテー リング ・林間 サ

イ ク リング等)や 、森林 イベ ン ト(屋 外

③緑地公園区

④広場

警
ll

100戸 ～200戸

型 コンベ ンシ ョン)ス ポーツイベン ト等)

の場 として使われ、人 口集積 に乏 しいグ

リーンセ ツルメ ン トに対 し広域的集客力

を持 った緑のアメニ ティゾー ンと して の

役割 を担 う。

住区を とりま く周辺の森林を、大幅 に樹

木 を間引 き疎林 化 し、生活 に密着 した緑

の アメニテ ィ空間 とす る。林間 の自由な

通行 が可 能な密 度 と し、一部、造園的な

景観整 備を行 う。 内部 に共同農園や テニ

スコー トな どの施設 や 日常の買 い物等の

利便施設 を併設 す る。

コ ミュニテ ィ形成 の場であ ると同時に、

日常 の幼 児 ・児 童のたあの安全な遊び場。

住 区の内部 に取 り囲 まれた形で設置 され

る。低木 に覆 われた下水処 理、 ゴ ミ処理

等 の生活 サー ビス コァ機能 を併せ持つ。

数本 の樹木 と草地 の広場。

具体的 サイ トプラ ンを別 図に示す。
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7.グ リー ンセ ツル メ ン トの ソ フ トプ ラ ンニ ン グ

(1)森 林保全 とセ ツルメ ン ト経済の調整

①人工林育成 の課 題

我 が国 の森林面積2500万haの うちの約4割 、1

000万haは 、人 間の手 によ って植林 された人工林 で

ある。第2次 大戦前後 を通 じて行 われた過伐、乱伐 によ

る荒廃 を復興 させるため、 昭和25年 以降、30年 ～4

0年 代 にかけて植林活動 が行われた。(国 土緑 化運動の

展 開)

人工林 は、 自然林 と異 な り、樹 木の成長 を助 けるため

の林業活動 を活発 に行 う必要 があ るとされてい る。苗木

の保育作業 としての下刈 り、 枝打 ち、除伐 や、25年 程

度経過 した時期以 降、幾度 かの間伐を行 う。それを怠 る

と樹木 が十分 に育 たず に痩 せた貧 弱な林になって しまう。

また、戦後 の人工林 の中には現在 間伐を行 うべ き時期 に

きている ものが少 な くない。 しか し間伐材の値段が安 く、

その反面労賃 が上昇 し森林 の育成の上で大 きな課題 となっ

ている。

人工林 の中に造 られるグ リー ンセ ツルメ ン トにお いて

は、森林 を保存 するのみな らず、 都市 の成 熟 とともに、

森林 を育 てて いかねばな らない。 自然 との共存 とい うよ

りも、 む しろ森林 と都市経済 の共 存の しくみがテ ーマ と

なる。

②施設建設 を伴 わない森林活 用の プログラム

セツルメ ン トの居住者以外 に も多 くの人 々に森 林 との

接触機会 を深 めることが、 グリー ンセ ツルメ ン トの役 割

と して重要で ある。 同時に リゾー トとは異 な るア ウ トド

ア発想で、 アクセス性、 リピー ト性の高い、 「森林観光」

の場 と してい くことで、森林整備 の投下資 本の回収を図

るとと もに、 セツルメ ン ト経済 の中か ら森林保 全の経 費

を生み 出 して い くことがで きないだろ うか。

(A)森 林型 テーマパ ーク

グ リー ンセツルメ ン トの森林公 園区を、積極 的に観

光資源化 して い く。都市型 テーマパー クにおいて も、

周辺環境か らの隔絶、非 日常空 間の演 出は主要課題 で

あるが、 そのために周辺 を樹木 で囲 った り、郊 外に立

地 を求 めるなど している。我 が国のテーマパー クにつ

いて よ く議論 される問題 は、事業 収益性 に対 す る投 資

の過大 さにつ いてで ある。土地 コス トもさ ることなが

ら、狭 い場所 に1000億 円以上 の資金 を投 じて高 い

建築単価 の施設 をっ くる。 当然 の ことなが ら入場者 を

た くさん入 れなければいけないということになる。ウィ

ークデーは もともと集客 は見込 めないところへ きて
、

ウィークエ ン ド等 も天候 に左右 される。限 られた日に

は、人 が殺到 して過密、雑踏状態 にな り少 しも快適 で

はな い。

そ もそもオーラ ン ドの例や我が国 のハ ウステ ンボス

に見 られるように、 テーマパ ークは自然環境立地で、

広域集客、特 にコ ンベ ンション需要 とは不可分 の施設

であ る。前章で森林 セツル メ ントとMICE産 業 の関

連性 にふ れたが、地域 の魅力が なけれ ば、人 は集 ま ら

な い。 そのためには地形 と自然が景観 と して優 れて い

ることに加えて、訪れ る人 にとって特定 の 「意味」 を

もったアイデンティティの明確 な空間で ある ことが重

要で ある。森林の魅力 を醸成 し森林 そのものに 「意味」

を付与す るような環境整備 と して、森林型 テーマパ ー

クの アイデアを下記 に示す。

① ア ンデルセンの森

② ドラゴンクエス トの森

広 い森林 をライ ド施設で

巡 る。随所 に童話 にちなん

だ館や小屋が ありア トラク

シ ョンが展開 され る。絵本

とキ ャラクター商品の物販、

飲食の施設や お菓子 の家 の

ホテル等 がある。

全体 にローコス トの映画

のセ ットのような建物で投

資規模 を小さ くしているが、

緑の環境が快適 さを保 って

い る。

家族向けの健全 なレジャー

施設で、入場料や宿泊施設

も定額。 ただ し、本格的 デ

ンマ ーク料理や ドイ ツビァ

レス トランなど飲食施設が

収益の主力 となる。夜7時

か らの ブ レーメ ン広場で の

焚 き火を囲んだ音楽祭が呼

び物。

フ ァ ミコ ンの人 気 ロ ー ル

プ レイ ングゲ ー ム の ス トー

リーを 実 体 験 す る。 日光 江

グ リー ンセツルメ ン トでの森 林の利用 と保全307



③ マイ ン ドアス レチ ック

戸村 の類似型 の環境設 定。

広 い森林公 園区にゲ ームと

同 じ配 置で村や洞窟 を配置。

磁気 カー ドに、 ア トラク

ション通過 ごとに経験 値を

記録。パーク内にモンスター

のぬい ぐるみが出没 し、カー

ドのデー タを もとにバ トル

が始 まり、倒す と経験値や

戦力が上が る。生命力が ゼ

ロにな った ら観客 としてパー

ク内を散策 して楽 しめる。

一度使 ったカー ドも生命

値が ある限 り継続 して使え、

ゴールの天空の城 に到達 す

るまで に、数度の リピー ト

来園が必要。

ビジネスマ ンのための現

代 の 「山岳修行」 の場。森

林 に山篭 もり、祠 や野宿 に

よ り3日 間を過 ごす。

(B)森 林 を楽 しくす る要素

静岡県磐 田市 の桶 ケ谷沼 は、 日本一 トンボの種類の

多 い繁殖地 として数年前 か ら話題 に登 ってい る。 いま

で も、愛知、神 奈川 な ど近県 は もとよ り、遠 隔地か ら

もわ ざわざ訪 れ る家族連 れ、趣 味の昆虫研 究家、 自然

愛好家が多 い。 市で はビオ トー プ(自 然動 植物保護領

域)と して周辺 開発を規 制 した り して いる。実際 に訪

ねて み ると確 かに 自然の姿がその まま残 され、大切 に

されてい る様 子 は感 じられ るが、訪れ る人 のた めに、

環境 に影響 を与えな い範囲での アクセス歩道等 の整備

を行 って もいいので はないか と感 じる。 地域の アイデ

ンテ ィテ ィの一つ と して市民に とって も貴重 な財産 で

ある。 しか し、全国的話題 と して マスコ ミに取 り上 げ

られた り して、そ の存在 を知 らない市民 はいないが、

実 はほ とん どの市民が テ レビ画面で見 ただ けで、 日常

の生活 の中で意識 して訪れ、昆虫観察 や水辺 の生態 を

観察 した り して楽 しむことなど していない。森 の周辺

は中止 した宅地造成がそのまま放置されてススキが繁 っ

ていて、無残な景観 を呈 している。尾瀬沼 まではいか
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ないに して も、周辺 の環境 をも う少 し整備 すれば楽 し

い場所 になるのに、勿体 ないと感 じる。市 では積極 的

に 「トンボの里」 を宣伝 しているが、 その効果 は地元

のタクシー会社 と トンボク ッキーを造 ったお菓子 屋さ

んに しか及ん でいない とい うのではあまりに情 けない。

特質 ある ビオ トープは、 それをテ コに 自然環境 保護

のコ ンベ ンシ ョンや生物学 関連 の学会会議 を誘致 す る

等、 によってよ り価値 が高 ま り、 領域をいかに保護 し

てい った らいいか とい う点 に関す る情報 も集ま る。場

合 によ っては市 で負担 しきれない費用を出す団体が現

れない とも限 らない。稀少 価値のあ る自然はそのまま、

誰 の目に もふれずにそ っと隠蔽 してお くのがい いとは

限 らない。 よ り多 くの人 々が意識 化 してその環境 に親

しみ、愛 す るよ うに して いくことが、 自然 と文化の繁

が りを考 え る上で も重要 な ことであ ろう。

もう一 つ、人工林 な ど稀少性の さほど高 くな い森林

に関 していえば、その景 観的価値を どうたか めて い く

か とい う点が課題 とな る。かって、木材生産 の工場 と

して位置づ けられて いた森林 は、当然 その中を散策 し

て楽 しめ るほどの環境 になって いない。先 に述べ た保

存森林以外の区域で は、間引 き した りして景観整備す

ると同時 に樹木その ものを、 よ り人 々が楽 しめる もの

に して い く工夫が求 め られ る。東京農業大学 の進士五

十八教授 は、園芸 とい う言葉 に対比 させて 「樹芸」 と

いう概念 を提唱 して いる。公園 の造園計画 が画一 的で

たい くっ なものだ った り、従来 の 日本 庭園の手法 を無

意味 に トレースす るだけであ った りすることに対 して、

もっと樹木 その もので楽 しませ る工夫 の余 地があ るこ

とを強調 している。

例 えば、緑 の生 け垣 による ラビ リンス(迷 路)。 こ

れは、 ジ ョ・一ジ ・ルーカス制作 の映画 「ラ ビリンス」

に も見 られるよ うに、 規模 によ って は、かな り ドラマ

チ ックな体験 的空 間 として演出で きる。実際に も蓼科

のマ リー ・ロー ランサ ン美術館の庭 園の中に造 られ た

12支(干 支)の 彫刻 をめ ぐる緑の迷路な ど、 い くっ

か事例 も出て きてい る。

あ るい は、 トピア リー(樹 木の刈 り込み造形)。 こ

れ も、マイケル ・J・ フォ ックスが悪戯心か ら熊 の人

形 の形 に樹木を刈 り込んで しまうCFや 、東京 デ ィズ

ニー ラン ドの ミッキ ーマウスの形 のものなど、す っか

り人々の 目に馴染み深 いもの になって いる。

この手の話題 は、林業関係者や植物生態学者 の立場



と造園、園芸技術者 の領域 を くっきりと分け隔て る部

分 だ と思 われるが、 グ リー ンセ ツルメ ン トとは、森 林

のなかに造園 的要素 さ らには建築 的要素 さえ取 り込 も

うとす る ものなのである。森林 の レク リエー シ ョン利

用 の必要性 を説 く反面、森林空 間を 「林業」 の空間か

ら、 レク リエーシ ョンの空 間へ変容 させ る必要性 とそ

の技術 につ いては、殆 ど関係者 の間で関心 が払 われて

いない。 この点 にっいては、東京工業大学堀助教授が、

その著作 『森林 の風致機能』(1990年 日本治 山治

水協会)の 中 で 「利用者 の立場 に立 った計画、設計 の

行 われていないキ ャンプ場」 の例 として天城、湯 ケ島

の例 をあげて、人工林 をただ間 引き しただけのキ ャン

プ場 の風景 と しての貧弱 さを指摘 している。森林 を林

業 の場 と して の価値か ら景観価値 へとてんかんさせ て

い くためには、 自然 をあ りのまま眺 めさせればいい と

いうので はな く、森林 の景観価値 を決 める ものは 「取

り合わせ」で あり、 「水や建築物、遠景 の山並 み と一

緒 にみせな いと森林 は風景 と して引き立 たない」(全

出)こ とを十分 に認識 して いか ねばな らない。 この こ

とは、僅か な時間 で もいいか ら、実際 に景観的 に優 れ

た 自然 を目の 当たりにすれ ば、説明す るまで もな く理

解で きることで あるが、都市生活者 の頭 の中で は、抽

象的森林概念 を相 当に美化 して いる部分 が少 なか らず

あ る。

もう一つ、森林 を美 しくす る要素 と して、葡萄棚や

果樹園 といった果物や、椎茸刈 りなどの採取 を レク リ

エーシ ョン的 に活用す る方法が ある。森林公園区 に中

にこれ らの要素 を取 り込む ことで、景観的 に も迫遇す

るシー ンの展開 のバ リエーシ ョンと して も多様性が増

して、 より楽 しさの幅 を広 げることにっ ながる。

森林 は、空 き地や草地 と異な り、樹木 と地形 の変化

に より、その中 を迫遇 して い くにっれ変化す る景観を

楽 しむ ことがで きる。無論 その ためには、均質的な人

工林を単にその まま置 いたので は駄 目で、地形 の変化

に加えて景観要素 の変化を計画的 に取 り込んで い くこ

とで、多様な シークエンスを用意す る。人工林 を単 に

レク リエ・一シ ョンに活用 しよ うと しても施設設備 に新

たな投資がかか るが、 グ リー ンセツルメ ン トの中で森

林 を広域 レク リエーション施設 と して生か して い くこ

1と は
、比較的容易 にな る。 グ リー ンセツルメ ン ト内部

の交通網その ものが遊歩道、サ イク リングロー ドを兼

ねてお り森林 公園区に点在す る各施設が、 それ らの中

継点 と して機能す る。例 えば森林公園区内の企業施設、

公共施設、広場、水辺 を巡 るサイク リング、 スタ ンプ

ラ リーや オ リエ ンテー リングなど、様々な催 しにより、

森林の広域 レク リエーシ ョン集客 をはか ることが可能

にな る。

(C)多 様 な森林 イベン トの展開

グ リーンセツル メン トの内部経済だ けで は、森林 を

維持 して い くには不足す る。 グ リー ンセツル メ ント全

体が コ ンベンシ ョンの場 と して、森林公園区 を活用 し

て、森 林を会場 と した、産業 イベ ン トや公共 イベ ン ト

の場 と して活用 し外部集客を はか る。 また現在で も、

マ ウン ト富士 ・ジャズフェステ ィバルや湯布院音楽祭

などの屋外 コンサ ー トが各地で盛んだが、 エコロジカ

ルセ ツル メン トの考え に共鳴す る世界的 アーチス トを

集 めた音楽祭や屋外彫刻展の開催が考え られ る。

社会 的名 声を得 た アーチ ス トほど、興業収益よ りも

自らの芸術 を通 じて現代社会に より大 きな影響を与 え

貢献 して いくこと心 か ら希求 して いるもので ある。 彼

らの中に は、真剣 に未来社会 と環境問題を最 も深 く見

据 え る先見性を持 った人物が少 なくな い。

なぜな ら彼 らこそ、 自らの苦悩 の習練の末 に人を楽

しませ人 々に感銘 を与え る行為 を 自ら実戦す る中か ら、

自我 と集 団の融和 と喜びのわか ちあいの重要性を強 く

体感 して いるか らであ る。それが、一部 のエコロジー ・

アー トの類 のよ うに商業的に利 用 されて いることに対

して紐湿 た るもの は感 じてい るものの、本物の社会 貢

献 の機会 の少 なさが却 って彼 らを世 の中か ら隔離 し特

定 のメデ ィアを通 じて しか世 の中 と接 す ることが出来

ないでい るのであ る。 各界 で名 の通 ったデザ イナー等

も全 く同 じで、彼 らは一様 に ビジネスが不得手である。

彼 ら自信 は、 もっと多様なチ ャンネルを通 じて世 の中

との繋 が りを持 ちたい と思 っていて も、 コ ミュニケー

シ ョンの手段 と技術 の流通経経 路がひ らかれていない

ことか ら、既存 の業域 の中で しか活 躍で きな いでい る

場合 が多 い。しか し近年、米 国では、天才的工業 レン ダ

リングの画家 シ ド・ミー ドが映 画 「ブレー ドランナー」

のアー トデ ィレク ター として活 躍 した り、我が国で も

キース ・ヘ リングや 日比野克彦 な どの画家を商業空 間

のアー トワークに起用 した りオ フィスの アー トワーク

などで(一 昔前 だ と、絵画 の リースな どいかがわ しい

筋 の専 門領域 と思 われていた分 野なのだが)イ タ リア

のソ ッ トサス等 の著名なインダスと リアル ・デザイナー
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やアーチス トが登 用 され るようにな って きてい る。 こ

れは、 ひ とえに これ まで、 アーチス トに趣 旨を正 しく

伝 える仲 介者 の役 割を直接担 うものが少なか ったか ら

であ る。 芸術 の流通経路 こそ最 も遅れて大衆化、民主

化 がは じま った領域 のひとっで、未だ に特殊層の特殊

目的の流 通機 構 の残津 をひきず りなが らも、徐 々に閉

鎖性 が解かれて きて いる。

先 に述べた快適環境 の区分 において も、 自然環境 と

芸術 ・文化環境 は 「す がす が しさ」 とい う 「静的 ・緊

張」環 境 と して な じみのよい ものである。文化 は都市

の もの とい う固定観念 があるのは、都市 のか たよ りが

ちな、快適環境 を補完 する ものであるとい う解釈 は、

すでに前節で述べ た通 りであ る。都市生活者 にと って

も、芸術 ・文化 の感受性 をよ り高揚 させ るために も、

非 日常的場 において味わ うほ うが深 く心 に残 るはずで

ある。

産業 の屋外 コ ンベ ンションも、ア ウ トドア レジャー

関連 フェアや見本市 など、都市 型のメ ッセで行 うよ り

効果の高 い もの も少 な くない。RV(リ クレー シ ョナ

ル ・ビークル)や キャンピングカーなどに特化 したモー

ターシ ョーなど も森林 公園を舞 台 とす るに は最適 なメ

ニューであろ う。先 に述べた エコロジー関連 の国際 コ

ンベ ンシ ョンなど も、全体 会議 の ホール さえあれば、

分科会 は森林 の木 陰を囲んで開かれ るな ど、 自然の中

でよ り深 い論議 が交わ され ることにな ろう。

もちろん、 アウ トドア ・スポーツイベ ン トの場 と し

て も、 マ ウンテ ンバイ ク レースや モ トクロス、林間の

コー トを利 用 したテニ ス トーナメ ントな ど、 自然環境

の中でプ レステー ジの高 いイベン トを誘致 しうる。

いずれに しろ、 グ リー ンセツル メ ントは、居住者だ

けのための森 林に して しまって はいけな い。単 に宅地

供給 として考えた ら、道路 イ ンフラ整備 に対す る可処

分 土地 比率の低 さか ら、最初 か ら計算す るまで もな く

開発事 業 として成立 しな いことは明 白で ある。

森林 公園区か ら広 く外部 に情報発進 し、広域か ら人

が訪れ る場 と して い くい くことが肝要である。 ファナ ッ

クが河口湖畔 に自社の中枢機能を置いているが、 リゾー

ト立地 の オフィスと して一時期話題 にな り訪 れる人 も

少な くなか ったが、 あのよ うにグ リー ンセツルメ ン ト

を企業 城下町 に して しまったので はいけない。 さまざ

まな企業、 さまざまな人 々、特 に既存 の都市 と グ リー

ンセ ツル メ ン トとの間 に人 と情報 の交流 が常 に絶 えな
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いよ うなコ ンベ ンション機能 を、森林環境 の中に造 り

だす ことこそ、 グ リー ンセ ツルメ ン トの事 業成 立性に

か かわる基本的要件 と言 えよ う。

(2)グ リー ンセ ツルメ ン トの 「地 区計画」

緑 の グラデー ションによ って、環 境の骨格を造 る方法

を前節 で述 べたが、 その土地 利用 と レギ ュ レーシ ョンの

しくみについて もう少 し詳 しくイメージを述べてみたい。

都市計 画区域 内において は、用途地域等 によって建築

の用途規 制形 態規 制がな されて いる。森林計画区域で は、

個 々の開発許可 の中で建築の規制が個別 に定 め られ る。

この規 制は従 来の市 街化調整区域の開発 とほぼ同等 の内

容 で指導 され ることが多 く、 このことは、開発許可制度

によ って、 「都市 化 され るか否か」 とい う二者択一 の選

択 しか存在 しな いことに等 しい。

グ リーンセ ツル メン トは、森林 と都市化 の中間領域 を

創 出す る方法で あり、従来の都市型 の開発許可制度 の枠

組 み と違 った レギュ レーシ ョンを創設 してい く必要 があ

る。 これに相応 しいのは、都市計画法 の中の地 区計画制

度で ある。 これ は従来の都市計画 の枠組 みの上 に、 ある

特定の地区の開発整備の計画上 の要件 を前提 と して、特

別の規制緩和や用途制限 を課す もので、用途地域制 度の

枠組み だけで は指導 しきれ ない優良 な開発 を誘導 す るた

めの制度で ある。'

都市計画が基本的 に更地 の上 に、建物 や都市 施設 を配

置 して い く計画 であるのに対 して グ リーーンセ ッル メン ト

は、森林 の中 に、建物や都市施設 を配 置 してい く計画で

ある。都市計画 の レギュ レー ションは、地 域地区を前提

と し、道路条件等 を加味 して建 物の形態 ・規模 ・用途を

規制す る。一方 グ リー ンセ ツルメ ン トで は、森林を前節

のグラデー ションによ り4つ のエ リア(① 既存森林、②

森林公 園区、③緑地公園 区、④ 広場を囲む住区)に 区分

して、各 エ リア ごとに建築 の形態 ・規模 ・用途規制を行

う。 しか しレギ ュレー ションの方式は地区計画のように、

当初 か ら土地利 用の フレー ムを計画 として開発者が示 し、

それを枠組 み として地方 自治体が承認す る形態を とる。

その レギ ュレー シ ョンの担 保 は、地区計画同様、県条例

等 で個 々に制定 す る方式 とす る。

グ リー ンセ ツル メン トの地区計画の ガイ ドライ ンとし

ての主 要事項 を以下に示す。

① 既存 森林 森林セ ツル メ ン トの計画 エ リア内の面

積比率 と森林保全計画



②森林公園区

③緑地公園区

④住区

⑤ イ ンフ ラ整備

区域 内に設 置す る主要 な建築物の用途、

規模 、高 さ

森林 公園の整備計画 と利 用計画

区域 内に設 置す る主要な建築物の用途、

規模 、高さ

緑地 公園の整備計画 と利用 計画

森林 セ ツルメ ン ト計画 エ リア内の面 積

比、総計画住戸数

道路整備計画、上水、下水 処理、エネ

ルギー供給計画

(3)住 宅以外 のグ リー ンセツルメ ン トの建物施設機能

日常 の買 い物等 の利用施設 は、すべて緑地公 園内に設

置 される。 ここで は、 お もに森林 セ ツルメ ン トの地 区経

済 の機軸 となる施設 にっいて述べ る。 これ らは全 て、 グ

リーンセツルメ ン トの複数 の森林公園区内 に点在 する形

で設置 され る。

① ナシ ョナル アーカイブとデータセ ンター 「文化情報

コア」

公園の中 には図書館 がつ きものである。広大 な森林公

園の中 には、国立文書資料館が置かれ る。画像通信 と電

子 ファイルの技術 により、国 の保存文書 は将来す べて電

子 ファイル化 され、資料 は必要 な時 に画像通信 で送 られ

る仕組 み に変わ る。原本 を保存 し、デ ータベースを保管

す る場所 は都市 にな くてもいい。特許庁の特許情報資料

館な ども同様であ る。年 々拡大す る申請資料(無 論すで

に電子 化 されてい る)の 保管場所の確保 は、特許庁にとっ

て も切 実な問題 とな って いる。

コーポ レイ トア ーカイブ(企 業情報文書館)も また近

年話題 にな ってい る。米国の チェイスマ ンハ ッタン銀行

は、 もともとは水道屋で あり当時の資料を大切 に保存 し

ていて企業の生い立 ちを紹介 しなが らゲ ス トを もてなす

な らわ しにな って いる。 この ようにコー ポ レイ トコ ミュ

ニケー ションの重要性が言 われ る昨今、企業が 自らの姿

をその歴 史を通 じて消費者か らの、信頼 度を深 め親 しみ

を増 す効 果をね らった企業 博物館や、単 に企業 の保存重

要書類 の保管場 所の意味 も含 んだ コーポ レイ トアーカ イ

ブが話題 にな ってい る。

また、 よ り緊急 性のあ る話 題 としては、デ ータベース

サー ビス業 の コンピュータビルの システ ム更改の問題が

ある。新 聞記事検 索な どのデ ータベース システムは情報

の量が 時間 とともに増加す る一方で、 コンピュータの技

術革新が今後 とも飛躍的 に伸 びてい く。多 くのシステム

は5年 か ら10年 の サイクルで システム更改 の時期 をむ

かえ ることにな る。現在、バブル時代のオフィスビル ブー

ムもあ って都心周辺部の貸 しビルに多 くのコ ンピュータ

シス テムが収容 されて いるが、 いずれ更改時期 をむかえ

る。 光 フ ァイバー による大容量 デ ジタル伝送技術の発達

と通信サー ビスの高度化 により、土地 コス トが安 くメ ン

テナ ンス要員の確保が可能 な場で あれ ば、かっ て、工場

が都心周辺か ら移転 して いったよ うに、 データベースセ

ンター もグ リー ンセ ツル メン トに新 たな立地 を求めて移

転 しうるのであ る。

②企 業の コラボ レイ ト・ラボ 「ビジネスコア」

マルチメデ ィアの時代 に向けて、企業 の共同研究が盛

んにな って きてい る。外 国企業 との技術提携のみならず、

国内で も他分野 の企業 と自社の提携 によるさまざまな技

術 開発 やサー ビス開発 の試 みが、今後 ます ます盛んに行

われるであろ う。従来 の技術提携 は、例えば製品を企 画

し販売 する側 とそれを製 造す る技術を持つ メー カー とい

う具合 に、 どち らかが主導 性を持ち、一方 がそれに従 う

形 の ものが多 か った。 しか しマルチ メディアのサー ビス

は、 よ り複雑 でかつ緊密 な業種連携が求め られ るよ うに

なる。 この場合 の提携 は、 もはや どち らが主 で どち らが

従 と決 め られる ものでな く、対等 の立 場で こころを一 つ

に して、持 てる技術 をそれぞれの役割 りの中で出 し合 っ

て新 たな価値 の創造 を目指 す協調 であ る。 その ような共

同研究、共 同開発 のための新 たな研究セ ンター は、従 来

の リサーチパ ークとは異 な る環境 に立 地す ることになろ

う。 グ リー ンセツルメ ン トが単 に 自然環境 の魅 力に とど

ま らず他 の機能施設や コ ンベ ンシ ョン機能 によ り情報発

進性 を高 めていけば、 そのよ うな コラボレイ トラボの誘

致 も可能 となる。 また、そのような中から、マルチメディ

ア時代 の画像 ソフ ト開発 のセ ンター機能 が グリー ンセツ

ルメ ン トか ら生 まれて くるか もしれない。

③ コーポ レー ト・エデュケー ション 「教育 ・研峰コア」

森林環境 は、学習や施策 の場 に最 も適 してい る。

今や、都内 の会館や貸 し会議室 では、殆 ど毎 日のよ う

に、有料 セ ミナーや講習会 が頻繁 にひ らかれている。 ま

た、 どこの企業で も新入社員研修 、新任管理者研修、営

業 マンの育成研修や ミ ドル向けマネ ジメ ン ト研修 や果 て

は リス トラに伴 うスキル転換 のための実務研修 など、 さ

まざまな研修が頻繁 に行 われている。 それ とい うの も組

織構造 そのものや ホ ワイ トカ ラーの業務 の内容 が急速 に
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変化 しているか らだ。 あわせて社会環境 の変化 やそれに

伴 う法制度 の変更 など、常 に新 しい情報 を企業 が把握 し

て いかないと、 自分 たちだけが取 り残 され るとい う危機

感 がある。 また、経営 セ ミナーや経済 セ ミナーの類にも、

実務者 クラスが多数押 し寄せ熱心 に話 を聞 いてい る姿 が

目につ くようにな った。 それ というの も、単 に情報 の流

れ に乗 り遅 れるなとい う意識 にとどま らず、今後何 に着

目 して、 どこを攻 めて いった らいいのか分 か らない状況

の中で、なんで もいいか ら手掛か りにな る情報 をつか み

た いという ビジネスマ ンの切実 な気持 ちの現れ なのか も

しれな い。

それ と並 行 して、 ヒューマ ンアセ スメ ン トな どの能力

評価手法 が企業 に定着 して、 ビジネスマ ン個人の能力が

「偏 差値」 で現れ る時代にな った。 その結 果、 い ままで

組織 内の ビヘイ ビアのみに気 を配 るだけで 自己の能力評

価 を曖昧 に して きた ビジネスマンの多 くが、不況下のムー

ドも手伝 ってかな り真剣 に自己をみっめ るよ うにな って

きた。終身雇用制、年功序列 の崩壊 が始 ま って も、人材

育成 はそれゆえに企業 の重要 な課題で あ りつづける。

本来、研修 は自分 の生活範囲で行 うべ き ものではな く、

短期間で集 中効果 をね らうな らば、箱根 や富士五湖周辺

の足場の よい施設 で3日 間程度、泊 まり込 みで実施す べ

きで ある。 自分 の経験 をふ りかえ ってみ て も、都 内の施

設で受 けた研修内容 より御殿場で受 けた内容 のほうが よ

り鮮明に記憶 に残 って いる。

企業の研修施設 をグ リーンセ ツル メン トの誘致す る輪

に加え、オ フィスOA等 の法人ユーザ ーを主体 とす る企

業 の顧客向 け研修施設な どにっいて も、ゲ ス トハ ウスや

コ ンベ ンシ ョン施 設利用 と兼 ね合わせて考 えれば グ リー

ンセ ツルメ ン トこそが最適 の立地条件 を備 えて いると言

えよ う。

産業誘致 の視点 とは、異 なる視点 か ら、 グ リー ンセ ツ

ルメ ン トに不可欠 なのは、子供 の教育機関、 すなわち質

の高 い教育 を行 う中高等学校で ある。 なぜ な ら、多 くの

人 々にとって居住 の条件 を左右す るのは、子供 の学校 問

題で あり、家庭生活 で第一 に優先 され るのが子供 の教育

で あるとい うのが実態 だか らだ。我が国 の観 たちは、子

供 の学校の為で あれ ば2時 間の通勤時間を ものともせず、

さらには3年 程度 な ら夫を単 身赴任 させて しま う。

偏差値教育是正を叫ぶ文部 省 は、 グ リー ンセツルメ ン

トの環境を生 かす次世代型のモデル校を グ リー ンセツル

メ ン ト内に新 設 し、真 に教育 の情 熱に燃 え る教師 に理想

の教育環境 を提供 す る試みを是非 とも試みて もらいたい。

それが駄 目な ら有名 私立高校に はた らきかけ、分校を誘

致 する しかないだろ う。

④林 間 リハ ビリセ ンター 「ホス ピタル コァ」

グ リー ンセツルメ ン トに とって、流通 と並 ぶ最大の不

安要素 は医療で ある。森林 で温 泉が出て くれれば言 うこ

とはないが、鄙 びた湯 治場 のひ とつで もあれば申 しぶん

ない。 グ リー ンセツルメ ン トはほかな らぬ保養 の場 と し

て恰好 の環境を備 えている。 自然 の中で生活することで、

生命の活力 をとり もど し自然 に触 れて精神が癒 される。

林間 リハ ビリテ ーシ ョンセ ンターは、入院 ドックの施設

も兼ね る総合病院 と しての機能 を持 ち、地域 の外来 を受

け入れ る。
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8.個 と全体の融和社会 をめざ して

なぜ、エ コロジー とデ ィベロ ップメン トの融合 を目指

すのか、 その 目的に こだわ りっっ コ ンパ ク トな森林セ ツ

ルメ ン トの方法論 につ いて述べて きた。

本稿 は、地球環 境問題を人類 の意識変化 とと らえ、不

安要因 と定義 づけ ることで 「不 安を克服す るうえでの方

法論」 として 「エ コロジカル ライ フの実現の場 としての

グ リー ンセツルメ ン ト」 について述 べて きたっ もりであ

る。無論、72年 に地球 の有限性 とい う危機意 識の もと

にローマクラブが提起 した 『成長 の限界』が示すように・

地球規模で のパ ラダイム シフ トが必要 であ り、 その後 の

20年 間、人類 はまさに地球規模 の大変革期 に直面す る

状況に至 って いる。 その中には、単 なる不安要 因に止 ま
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らず、現実 の危機問題 と して顕在化 した問題 も少 な くな

い。 冷戦構造 こそ消滅 したもの の、20年 経過 した現在、

環境破壊や人 口増加な どの地球規模 での問題群 の分析 と

処方箋を まとめた 『第一次地球革命』 が、 ローマ クラブ

の手 によって提示 されて いる。

エコロジーを推進す る場合、 よ く一人 一人が自分 の生

活 の中 で実践 できることを積 み重 ねていこうと言われる。

これは全 く正 しい ことで否定 すべ きことは何 もない。但

し、我 が国 の労働人 口の約半分 、3000万 人近い人が

ホワイ トカ ラーであ る現状 をふまえ ると、多 くの人 は何

らかの形 で企業 や団体等 の組織 に帰 属 して いて、個人の

家庭生活 に加 えて、組織 のなかでの活動時間が生活時間

の多 くを占あてい る。 この ことは、企業 の環境問題に対

す る対 応の重要 性を示 すのみな らず、企業等 の組織 の中

において、 個人が どのよ うな意識を持 ち、 どのような行

動 を とるか ということが極めて重要な意味 を持 っている

とい うことであ る。

企業組織を例 にとれば、単一ベ ク トルの均質的生産管

理体制か ら、個人が個性豊か に創造性 を発揮す る 「個 の

確立」 の時代 を迎 えて いる。 それとあわ せて、情報化 の

進展 と市場の成熟化 に伴 い、企業が従来 の組織 や系列 の

壁 を乗 り越 えて、 さまざまな業種 の他企業 との コラボ レ

イ ト(協 調、共 同作業)に よ り新 たな価 値を生み出 して

い くこ との重要性 が、技術開発、商品開 発、 流通 な ど多

方面 で言 われている。

従来、企業組織 は集団 が個 人を指導育 成 し動か し、 個

人 は集団 の利益 のために働 くとい う構 造で動 いてきた。

しか しこれか らの時代は、個人 が個々の立場でそれぞれ

の自主性 を持 ち、 集団に働 きかけ、集 団の価値を 自らが

高 め る意識を持たねばな らない。そのため には、 自らの

意識 を組織 の発想 とチ ャネルを合 わせ共鳴化 を図 ること

が不可 欠にな る。全体の意識 構造 と方向性 を理解 した上

で、 それに則 した形で 自らの ビジ ョンを全体 の中 に溶 け

込 ませてい く。 まさに個 と全体の融和 と して の ビジネス

メイキ ングに時代 に入 って いって いるとい う実感 が、現

代の企業社会の中 には存在す る。

これ は、単 に企業内 の ビジネスシー ンに止 ま らず、 プ

ロシューマ社会 と呼 ばれる時代、消費者 と企業 の関係 に

おいて も同様で ある。すな わち、企業 と消費者 が コラボ

レーシ ョンの中 か ら、新 たな商品 やサー ビスを造 りだ し

て い こうとい う動 きがその一例 であ る。 今までの一過性

の関係作 りか ら、 さまざまな主体 が一 つの目標にむけて

心 を一 つに してそ っれそれの能力を出 し合い なが ら、相

乗効果 を高 め る方策 として 「コラボ レー シ ョン」 の概念

が注 目されは じめて いる。

エ コロ ジーの概 念 の根底 には、 自然環境 と人間社会 の

融和 とい う以 前に、個人の 自我の概念を変容 させ る哲学

が潜 んでい る。 自らの環境(人 とモノと自然)さ らには

国 家、 さらに は地球規模 まで、拡張 し、 それ らに包括 さ

れた 「全体個的(ホ ロニ ックな)」 自我 の概念 を持 つ こ

とが求め られて いる。 「自由」 と 「物質所有」 を機軸 と

す る経 済構造の中 に、 「サー ビス」 の概念が入 って きて

は じめて人々 は現代 の経済 システムにひそむエ ゴイズム

の陥穽に気づ きは じめたので はないだ ろ うか。

70年 代、80年 代の情報化社会への変革の主要なキー

ワー ドの一つ に 「デ ィベロ ップメ ン ト(開 発)」 があげ

られ る。 いまで こそ、地域 開発か ら人材 開発、研究開発、

商品開発、組織開発 な ど、特 に ビジネス分野で多様 な使

われ方が され ててい るが、 デ ィベ ロップメ ン ト本来の語

義 は 「発達、発展 させ新 たな扉を開 き、 新たな ものを発

現 させる」 とい う意 味であ る。(軍 事 用語で攻撃開始、

戦略展開、写真用語 で現像の意味があ る点 も興味深 い)

既存 の資源を見 直 し、よ り高度化す るデ ィベ ロ ップメ

ン ト発想 は、 これまで景気の低迷期を迎えるたびごとに、

閉塞状況 を打破 す る推進力 と して役立 って きた。198

5年 以降 の円高不況の際 も、内需拡大政策 の一環 と して

ウォー ター フロン トや国の機関 の移転跡地利用 の都市再

開発 構想 、 自民党若手 グル ープによる緑葉 日本構想(の

ちの リゾー ト法の制定 にっ なが る)等 が造 られた。結果、

バ ブル経 済 とその崩壊 の中で さまざまな混乱 もあ ったが

人類の文明の変革期 のひとっ の成長過程 と して我 々自身

が体験の中か ら学 び得 た ものは、大 きか った とポ ジテ ィ

ブに捉えて いきたい。

確か にデ ィベロ ップメ ン トは20世 紀 に限 らず、人類

が文明を築 きあげる うえで、 いつの時代 にお いて も ドラ

イ ビングフォースの役割 を担 った概念 と して位 置づけ ら

れ よ う。 しか し歴史 の大きな変革点には必ず、デ ィベロ ッ

プメ ン トを越 えた飛躍 、すなわち 「イ ンペ ンシ ョン(発

明)」 が存在 する。 イ ンペ ンションとは経 済発 展の長 く

続 いた現在、極 めて古 めか しい埃 にまみれた、胡散 臭 い

概念化 して しま った言 葉だが、創造性に極 度 に特化 した

デ ィベロ ップメ ン トが発明なのだ といえよ う。

従来 のデ ィベ ロップ メン トの発想 は、既 存 リソースを

詳 しく調査 しポテ ンシャルを把握 した上で、求 めるビジョ
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ンとの格差 を埋 め る行為 であ る。 ここで重要 なことは、

既存 ポテ ンシャルの把握 以上 に、 ビジ ョンの策定の プロ

セスであ る。多 くの人 々が共鳴す る ビジ ョンを構築す る

ことこそデ ィベ ロップメン トの基本条件で ある。方法論

はむ しろその共 鳴に より様々 な英知 があとか らもた らさ

れる と言 って も過言 で はない。現在 の閉塞状況 は多 くの

人々が頭 のなかに 「あ るべ き姿」 を見 いだせ な くなって

きてい ることに起 因す る。

エ コロジーをネガ ティブに捉えれば、発展の リダクショ

ン、欲望 の節 度あ る制御 という理解 の方 向に向か う。 し

か しよ り肯定 的に、 「本来の人間 の幸福 な生活 のために

必要 な精神性、 文化 性を高め る社会 システムを、物質文

明の成果 を基盤 として、その システム再構築 の中か ら見

いだ してい くこと」 ととらえて いきたい。発展 の リダク

ションは必要 であ るが、既存 の社会 サー ビスシステムの

縮図 とい う発想 でな く、 システムその ものの リエ ンジニ

ア リングの中に コンパ ク ト化 の鍵 を見 いだ してい く。 エ

コロジーを契機 に、工業化社会 における膨張型 の社会 シ

ステ ムを見 直 し、デ マン ド側 との コラボ レーシ ョンによ

るサ ブラインステ ムにより、社会 システムその ものをよ

りコンパ ク トで合理性 の高 い ものに変 えてい くことが、

次世代 にむけての社会課題 といえ るのではないか。

その中で人々の労働 の姿 も従来 の役務型 か ら、 よ りコ

ミュニケ ーショ ン型 のワークス タイルに変 わ ってい くに

違いな い。単 にサ ー ビス産業 の進展 とい う狭 い観点 でな

く、あ らゆる意味で労働 は、生産 か ら奉仕 へ とシフ トし

てい くので はないか。

情報化社会の進展 の中で人 々が学 んだ もっとも貴重 な

ことが らは、 「情報 は秘匿 し隠蔽 す るものでな く、共有

化 して はじめて世の中 のパ ワー とな りうる」 とい う実感

で はなか ろうか。 どのよ うな素 晴 らしい知 的財産 ・ノウ

ハ ウも個人や一企業が独 占 していて普 及 させねば世 の中

に活用 されな い し利益 を生 まない。 その情 報の代価 を取

るとらないは別 に して も、情報 が人 々に共 有 されて始 め

て現実の社会 に影響 を及 ぼす もの とな るのであ る。情 報

は財 として蓄積す るだけでは無意 味であ りそれを共有 化

にむ けて発進す ることにおいてのみ価値を持つ。情報 を

共有化す るとは、 まさにその相手 と新たな現実を創造 す

ることに等 しい意味 を もっこ となのだ と、多 くの人 々が

すで に気がつ き始 めている。

これ らのことが らが、 すべて 「個 と全体の融和す る未

来社会」へむ けて のムー ブメ ン トの芽生えであ ることを
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再度強調 してお きたい。 そ して グ リー ンセ ツル メン トが

そのよ うな未来社会 の器 として準 備 されてい くことを、

情報化社会 を推進 す る役割 を担 う企業 の一員としてまた、

都市 と建築 のプ ランナーのひ とりとして私 自身が心か ら

願 うものである。

自然環境 と融和 した都市 開発手 法を さぐる、今回 の研

究会 のテーマは、 ま った く先見性 に富 み、時代の趨勢 を

真摯 に見据えた課 題であ ると考え る。 たまた ま、 ビジネ

スマ ンとして自 らの業務 を通 じて、数年 前か ら森林都市

構想 や森 林保全にかかわ る機 会があ ったに過 ぎない筆者

にと って、今回の研究会 は、 これ まで雑多に考察 ・検討

して きた一連の課 題を整理 し、ま とまった論考 とす る機

会 とな った。

このよ うな貴重 なチ ャンスを提供 して くだ さった立正

大学経 済学部長福 岡克 也教授に厚 く御礼申 し上 げるとと

もに、 浅薄な論考 との誹 りを免れえない本稿の内容 を、

今後 とも様々な機 会を通 じてよ り 「ディベロップメ ント」

してい くことを筆 者 自身の課題 と して本稿を締 め くくる

こととした い。
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第5章

1.計 画構想 の条件

グ リー ンセツルメ ン トの具体 的問題

(1)環 境美化 ・風致改良 など文化的、環境的 目的での

森林 の整備 の意義

我国で は森林 は、亜熱帯か ら亜寒帯 まで幅広 い気候帯

に渡 って分布 して お り、それぞれの気候帯 に固有 の植生

を残 存 し、 またそれぞれの適地 ・適木 と しての人工林 も

管 理 して いる。 自然度の高 い天然 林は面積的 には希少化

してい るが、 これ らの地 域には希少 な林 相、林分、植物

相、希少種 等が残存 してい る。 こうした希少 価値の高 い

地域 は森林生 態系保護地域 などの保護林 に指定 され、 ま

た風致景観 、保険休養、教育利用 の場 と して優れた地域

などは従来 か ら自然休養林 などの レク リエー ションの森

に指定 するなどの対応 が行 われている。

この意味 で森林 の存在 その ものが、 グ リー ンセ ツルメ

ン トの展開 において重要 であ り、 わが国 の固有 の 自然生

態系 に関 して学術 的な価値や植物園的 な機能 を保持 して

お り、保護林 や、 レク リエーシ ョンの森 など経営管理 を

通 じて、研究者 ・専 門家や国民一般が国有林 を教育 的、

学術的、森林 レク リエーシ ョン的 に利用す る機会 が既 に

提供 されて いると言 える。 しか もこう した価値 は整備 に

よ って経済的収益 の対象 ともな りえ る。

植物園 ・展示林 などの整備 はこの ように林地の保護、

レク リエ ーシ ョン的 な利用な どの活動 の延長線上 に、 こ

れ らの機能強化 のた めの対応 として行 う事がで きる。新

たに樹 木園な どの整備を考える ことは、 これ までの方法

によ る植生 の保護 や、学術 的な価値 の維 持 ・利 用 ・管理

など とは異 な るシステ ムを新 たに整備 することによって、

こうりた分野 での森林利用 を活性化す る ことがで きる。

①現在 の林相、植生等 を活用 しつ つ、展示利用 のための

森林 と して新 たな改良、創造 を図 る。

② これ らの林相、植生 などの研究、利用 のための新 たな

アクセス システムを整備 する。
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③教育、啓蒙、普及 な どの観点か らこれ らの展 示施 設を

整備 する。

④将来 的な資源 の改善 や保護、 育種等の観点を付加 し樹

木、植生、植物種 などを展示 す る ための施設 を整備

す る。

森林 はわが国で最大 の土地面積 を占め、私有、国有 な

ど全国的 に様々な条件 の所有管理 が行 われている。 これ

らの林地 は国民の合意の下 に、 あ らゆる形態による利用、

保全の方向 に関す る選択が可能 である。今 日、経済 ・社

会の成熟時代にあ って、水源か ん養 などの公益的な機能

の維持管理や林産物生産の みで な く、 自然環境の保全か

ら森林空間総 合利用、あ るいは森林都市 などの居住環 境

の提供 までを含む多様な保全利用 に大 きな期待を持たれ

るよ うにな ってい る。 こう した方向 は、国有林や地方公

共団体の行 う種 々の公的な サー ビスにおいて も私有林 に

おいて も行 われている。

このよ うに国民生活 レベルにお けるサービスを通 じて、

森林 が レゾンデー トルを問われ る方向 にあ るが、特 に環

境の時代へ の対応 において は、わが国で最大の面積 を占

める事業 と してはエコロ ジー と共生す る経済的主体 と主

体的主体 を包合 する新 たな主体 シス テムの形成 をはめる

ことが求 め られ る。 まさに生態系 と しての共同体であり、

エコ法人 ともいうべ き ものであ る。 ここで新 たな自律性

を確立す ることがで きよ う。 それ によ ってアメニテ ィー

の高 い余暇空間 の形成を担 う事業体 としてエコ法人 は最

前線 に立つ ことので きるポテ ンシャルを持つことにな る。

一方経営面で は
、若齢林が大半 を占める資源構成 と自

然保護への対 応な どか ら、木材収穫量 を減少せざ るをえ

ない状況にあ り、収入の拡大 に繋 る多様 な収穫事業 を行

うことが期待 されて いる。植物園や展示林 などにおいて

も収益事業 との結 びつ きを検討す ることは意義があ り、

これは一般 的に はビジネ ス(収 益事業)と しての展示 施

設を整 備する とい うことにな る。 こう した側面において
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は全 国的に分布 する森林 を対象 として種々の収益事 業に

関 して、立地選択 の余地 は大 きい。 一方、人的な資源の

側面 を見 る と、森林 関係者 の技術 的な蓄積 は材木育 種、

苗木生産、森林施業 な どの樹木 に関す る技術分野 に限 ら

れ ると言 え る。従 って新 たなエ コ法人 による計画構想に

っいては育種 や樹木 の取 扱いな どの技術的な側面だ けで

な く、収益 の拡大 に繋が る事業 の側面 を重視 した検討が

必要であ り、収益事 業を実際に行 う場合の こ うしたノウ

ハ ウを所有す る企業 等 との提携が不可欠 になろう。

(2)経 営の形 態

1.エ コ法人事業 と しての展開

エコ法人事業 として は公共サ ー ビスと して行 う面 と、

収益の獲得を 目標 とす る余暇関連事業 と して行 う面 の、

両面が混在す ることは回避で きないと考 え られる。 この

中で純然た る公共サ ー ビスと して の樹木園、展示林等 を

整備す る側面 にっ いて は比較的 に学術 的、技術 的であ り

森林技術者 スタッフの専門知識が大 き く貢献す る分野で

あると言え る。 また植物園や博物館 に見 られるよ うに、

国や地方公共団体 による既存 の関係機 関が多 く、新規 の

参入 に関 して はこれ らとの調整 に関す るコンセ ンサスづ

くりが重要な課題で、 コ ンセ ンサスを得 る過程 が構想 に

影響を与え る側面 も強 い。 こ うした観点 か ら構想 の策定

で は関係者 を含 めて検討す ることが現実 的である と言 え

る。

一般 に公共施設整備 では
、結果 的に予算措 置を講 ず る

ことがで きれ ば事業 は可能 となるが、一方公 的セ クター

の予算事業 によって左右 される ことは免れず、現下 のわ

が国 の財政事情 の下で、純然 たる公共 施設 として整備す

ることはか な り難 しい と考 え られ る。

因みに海外調査 では、概 ね各 国の どの植物園で も公的

予算 の縮減方 向の中で、経営 に苦労 して いるように見受

け られた。特 にスウェーデ ンでは、 関係者に よる諮問機

関の調査 リポー トが出され、 これに よって既存の植物園

等 の改革 が勧告 され経営改善 に着手 して いる。その方向

は① パ ブ リック リレー ションを強化 し、植物園の アイ デ

ンテ ィテ ィーを高 め る、② 自主 的な財源の確保に努める、

③経営 の合理化 を推進 す るな どであ り、全体 と して民間

的な手 法によ る活性化 が提 案 され、実施に移されている。

公的サー ビスの技術 的側面 は、既存 の国立研究機関や、

公的な植物 園等のス タ ッフ ・関係者が積年 の計画 と して

種々の構想 や アイデ ィアを暖めて いると思 われる。 そこ
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で こうした計画 ・構想 を活用 し、 その延長線上 に これ ら

との関連で、 コ ンセプ トを形成 して い く方が比較 的に優

位 な説得性の ある構想 を提起 することが可能 になると思

われ る。

また何 らか の収益事業 と抱 き合 わせで公的 サー ビス と

しての展示林、標本 や育種等 の研究等 を事業 として行 う

と して も、基本或 いはバ ックとして ビジネス として成 り

立つ相当の事業 や、 かな りの規模で不特定多数 の人 を集

める事業が存在 する ことが望 まれる。

従 って学術 的側面 で新 たな事業 を行 う場合 に、収益事

業等 の見通 しが明 らかにな り、 これとの関連 で予算 措置

の見通 しが立 った段 階で、 その規模 に応 じて、 例えば学

術関係者 による公開の シンポ ジュウムを行 って整備の方

向 を検討す るなど公開された プロセスを経 て コンセプ ト

を練 り上 げる ことも考 え られ る。

2.収 益事業 と しての展開

収益事業 において は主要 な立ち上 が り事業 の ノウハ ウ

が事業成否 の鍵 とな るため、 こうした ノウハ ウを どの よ

うに して確立 す るかが決め手 となる。このノウハ ウもテー

マパークの企業 行動 に典型が見 られ るよ うに、恒常的、

安定 的な ものがあ るとは限 らない。企業行動 と して は、

市 場の反応 を見なが ら臨機応変に再投資をお こな った り

方 向修正 や転 換 リス トラクチャーを行 うな ど、市場を確

保 す るための戦略的な経営 システムを確立す る必要が あ

る。

このノ ウハ ウは、一般的 には事業の機能(財 ・サー ビ

スの内容)を 中心 と して交通立地、集客 システム、長期

的な資本回収 と集客維持 のための継続投資 システムなど

によ って構 成 され る。近年 のわが国の よ うに成熟 した社

会で は、 これ らの要素の中 で交通立地選択 と事業機能 の

創出が、比較的 に重要な要素 となる。

交通立地 と財 ・サー ビスの魅力 とは相互 に補完 す る関

係 にあり、例 えば比較的 に立地条件が よ くな くて も魅 力

的な テーマで人 を引きつ け、人 の移動 をバ ック として交

通条件の整備 への力 を形成 する こと もで きる。交通立地

条件が同等で あ って も、比 較的に魅力 に乏 しければす ぐ

飽 き られて市場 を失 う場合 もある。

近年のわが 国のよ うな成 熟経済 の下 で企業 の資金 が潤

沢 な状況 の下 では、新規参 入が比較的容易 であ るため、

市場 の関心 を引 きつけてお くために、常 に新 しいユ ニー

クなアイデ ィアを提案 し、その実現 のための投 資を継続



的に行 う戦 略が不可欠 にな る。 この2～3年 はいわ ゆる

バブル経済 崩壊後の構造的 な不況にあ って、 資金 の獲得

は難 しくな ってい るが、成熟経済 の下 では一般 的に は、

投資効率 の優 れた事業機能(ア イデ ィア)を 考 案で きれ

ば、資金調達 は比較的 に容易であ り、副 次的な課題 にな

る。

3。 市場 の動 向

(1)植 物 園な どの動向

植物園 は内外 ともに公的な経営形態 の ものが多 く、設

立 の基盤 は私 的な財団等に よったと して も、様 々な歴史

的経緯 を経 て今 日の管理運用 は公 的な資金 の援助 を得 て

いる ものが多 い と思われ る。 また樹木園 は単独 では公 共

サー ビスと して提供され るもの以外 は殆 ど無 いと思われ、

ほぼ植物園等 の一 つの構成要素 と して、経営 されてい る

と言 える。

一方で
、環境 やみどりの時代を反映 して種々の公共 サー

ビス施設や企業施設 に温室 や植物園、樹林 を付随配 置す

るケースは増加 してい る。 しか しみど りや樹木等 は現 状

で は施設 の トー タルなイメー ジと してアメニテ ィーを高

め る手段 の一 つであ り、一般 的には植物園 のみで ビジネ

スと して成立 するケースは少 な く、 また樹木園だ けで ビ

ジネスになるよ うに人 を集 めることは不可能で ある と思

われ る。

国内、海外共 に植物園等 の収益 の確保の目玉 は温室で、

特に熱帯地域 の生態系、蘭 などの花 に人気が ある。温室

を 目玉 と して集客力 を高 め、市場 を確保す るため に一般

に ます ます大規模化、高度化 しっっ ある。建築構造 にガ

ラスを多用 し、展示環境、展示物及 びプ レゼ ンテーシ ョ

ンに もAV関 連 のハ イテクや栽培関連のバ イテクなどの

技 術が動員 されている。 こうして次第 に見 た目の新奇 さ、

お もしろ さ、楽 しさを追求す るいわ ゆるエンター テイメ

ン トと しての施設 の一つ に変身 しっっあ り、その延長線

上 にはテ ーマパ ークが見 えて くると言 え る。

(2)テ ーマパ ークなどの動向

テーマパ ークは、 リゾー ト地域整備 と並んで、近年供

給計画 構想 の ラ ッシュが発生 した。その状況 は明 らか に

過 当競 争であ り、背後 に土地をベ ースとす る信用膨張 の

バ ブル経済 が あった。 こう した供給過剰 の下での新 規参

入 を成功 させ るためには、相当の協力 な る企業 行動 力 と

体力 を必要 とす る。バ ブルの崩壊 で、 あま りに も無謀 な

計画 の展開 は減少す ると思 われるが、既に述 べているよ

うに、余暇関連産業の供給過剰現象 は市場 が未成熟 であ

り、今後 も当分続 くものと思 われ る。

テーマは環境の時代を反映 して、 自然が何 らかのバ ッ

クグラウ ンドの素 材 と して活用 される場合 が多 いが
、 こ

れ は森林や樹木そ のものの活用 に直結 するものではなく
、

あ くまで イメー ジと しての森や樹木 や自然 である。生の

森林や樹木をテー マ及びその プ レゼ ンテー ションの素材

とす ることは考え にくく、 この点 に関 しては今後 の研究

課題 となる。 人々の好奇心、探究心、 エ ンターテインメ

ントを引 き出す素 材 ・手 段の基本 にはハイテクやバ ィテ

クな どの先端 的な技術が利用され、借 りに森をメインテー

マ と して も、森 の疑 似体験 空間 を先端技術 を応用 して創

りだす ような展開 が事業 の主 流 となると思 われ る。現 実

の森林や樹林 は周辺 の物理 的な アメニティーの向上維持

の素 材 として利用 され ると思 われ、例 えば樹木園が立地

す るとすればテーマパーク とタイアップ し、その人の流

れの延長線上 あるいは、待 ちや間の空間 に位置す るもの

と考 え られる。

4.展 示林 ・植物 園の整備 の方 向

以上 の関連す る要 因の検討 か ら判 断 して、国有林が今

後展示林等 の施設 の整備 を進 め る基 本的方向 として次 の

4っ の点 が考 え られる。

(1)テ ーマパ ークの側面で の民 間活力の活用

展示林 などの施設 を純然 たる公共 サ ービスとして行 う

場合 は別 と して、樹木 を主体 とす る植物園や、樹木園 の

みで収益事業 と して行 うことは極 めて難 しいと思われ る。

従 って、 テーマパ ークや温室 な どの人 気の高い システム

と組 み合 わせて整備 して い くことが必 要かつ有益 となる。

しか し、温室や テーマパ ーク等現在市場 性が比較的高 い

業態 の場合 にも、厳 しい競争環境 の下 で既存 の集積や関

連す る事業が なに もないような立地条件 の所に単独で事

業 と して立地す ることはや は り相 当に難 しいと思われ る。

この場合 は、既に ブラ ン ドと言 えるよ うな企業 イメー ジ

が確立 された、相当程度の ノ ウハ ウを持 つ企業 が事業拡

大の機会 と して国有林 と協力す るよ うな方法 が望 まれよ

う。 しか しこう した状況で企業 と協力 して行 う場合には、

出資す る力を持た ない森林所有者 と しては単 なる土地の
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提供 に近 い形 態の、条件 的にはあ まりよくな い協力関係

にな る恐 れ も多分 にあ り、協 力のあ り方 に相当の工夫を

必 要 とす る。

今後 の作業 は立地選定(例 えば、類似の既存 テーマパー

ク等 との競合をで きるだ け避け るよう、空 白地へ の立地

な ど)と 、提携企業の選 定を行 うことになる。

(2)既 存 の観光、行楽地域 などの活性 化

新規参入 の一つの方法 と して、既 にかな りの投 資 も行

われ、一定 の施設整備 もなされ て多数 の人々が集ま る地

域 において、 その活性化や イメー ジア ップのために、展

示林 や植物 園等 の施設 を整備す る ことが考え られ る。既

に一定 の集積 がある地域 に、森林 の活 用にふ さわ しい自

然関連 などをテーマとす る施設 を付 加 し、種々 の目的で

集 ま ってい る人 々の流 れを新 しい施 設を も利用す るよう

誘導 す る。 こうした意 味での立地 条件が最高 の場所 は都

市 の中心 部であ るが、観 光地 や レク リェーシ ョンの集積

地、あ るい はその隣接地 な どに分布す る国有林 を活用 し

て施設整備を行 い、収益事業 と して成立 させることは創

意 と工夫に よって可能 にな る。

しか しこの場合で も、 テーマパ ーク的な空 間の施設整

備 システムや ノウハ ウと樹林 などを組 み合 わせた方 が効

果 は高 いと思 われる。今後 の作業 と して はこうした条件

を満 たす地域 を全国の国有林 内において選 定 し、一 定の

構想 を仮定 して比較優位性 を検討 す ることが考え られる。

またテーマパー ク的な施設酬 は、樹木園のプ レゼ ンテー

シ ョンの一 つの手段 と して位 置づけ、最先端技術を駆使

した疑似体験 空間を整備 し、 エ ンターテイメ ント性を持

たせ ることが、一つの方法 となろ う。

(3)サ テライ トによ る多核化の推進

先 にも述 べ たように、利用可能性 のある森林 は全国 的

に分布 してお り、森林 の存在 と管理 その ものが多様 な生

態系の保全 に繋が って いる。環境保護 の緊急性 か ら、 国

際的 に植物園等が果たす生態系 の多様化 への役割 の重要

性が指摘 され ている。樹木園 などの こうした側面 、つま

り多様 な生態系 を保護育成 しプ レゼ ンテー シ ョンす るこ

とを考 える と、 いわ ゆる植物園 的な集約施設の整備 に加

え、現存 す る森林が持 つ多様 な生 態系を多核的に プ レゼ

ンテー ションしてい くことも有力 な手段の一つで あるこ

とを再認識 する必要 があ る。

セ ンターの施 設 は、 収益事 業 と して成功 させ るために
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首都圏な どの都市地域 にお くことが望 ま しく、立地 の選

択 と併設す るテーマパークなどの機能 を工夫す る ことに

よって、大 きな収益 を上 げ ることは不可能で はない と考

え られ る。 このセ ンターの経営余剰 などをベースとして、

立地 の不利 な地域 の国有林内の保護林 や レクの森 な どの

機能強化、 アクセス システ ムの整備 などを進 め る。 さら

に これ らをサテ ライ トとして利用するツアーやエクスケー

シ ョンなどの情報 システムをセ ンターに整備 す る。 一方

で最初 のセ ンター一の経営状況を見て第二、第三のセンター

を主要大都 市地 域 に整備 し、全体 として樹木園などのネ ッ

トワー クを形成す ることが将来 の方向 として考え られ る。

(4)多 様な森林整備

展 示林な どの森林(樹 種 などによ り区画管理 され た も

のをイ メージ して、以下 では これを樹林 と仮称す る)の

整備 は、基本的 にはセ ンターの立地す る地域 ・場所 に対

応 して種々 に異 なる と考 え られ、 これに一般原則 を設 け

ることはあま り現実 的ではない。

首都圏 の大都市 均衡 地域 での立地を想定 す ると、現 行

植生 は一般 に育成 林業の森林施業による人工林 を主 体 と

しているため これ らを転換 し多様な潜在植生樹 種の混交

林 や純林 を形 成す るだ けで、新鮮な もの と して受 け止め

られ ると思 われ る。 さ らに数haの 規模の 自然林を、野

草 な ども配 慮 した樹林 と して形成 し、昆虫、野鳥、小型

哺乳類 な ど野性生物 の棲息環境 を再生で きるならば、絶

滅の恐れのあ る生物種 の保全 に繋が り、学術的の みな ら

ず商品価値 も極 めて高 い ものとなる。

教育的啓蒙的観点 か らさに欲 を言 えば、渓流、沼沢地

な ど水場 の形成 を目標 として自然地形 の再生 ・復元 をは

か り、 より一層複雑、 多様 な生態系 の樹林形成まで進 め、

プ レゼ ンテーシ ョンしてい くことも考 え られる。

また新奇性 を求め る既 存の植物 園的な発想 か らは、 珍

しい花木、果実 木、花 き類、特に熱帯雨林、 砂漠 、寒帯

などの気候帯 の外来植物な どをめだ ま商品 として温室な

どを整備 す ることが必要 になろう。 これ らの地域 の種の

保全 への協 力 は国際的要請 に叶 うものであ り、商品的な

価値 も高い。

以上林 に一般的 に期待 されるイメージを述べ たが、具

体的に は、立地す る場所 を決 めた後 に、次 のような要因

を考慮 して今後詳細 に検討 す ることになろう。

①周辺地域 を含 む広域 な地域 の都市 と自然生態系 のバ ラ

ンスの観点か らみた要請



②現行植生 の状 況、隣接地域の土地利用 との関連

③樹林整備 のため の投下費用 と、期待す る効果 現出の タ

イムスケジュール(育 林の超長期 性 への対 応)

④既存 の植物園 な どの関係機関、関係者 の意 向、 コンセ

ンサスづ くり

⑤温室、花 きなど 目玉 商品 との関連、 テーマパ ーク的施

設 との関連

以上が現段階で提案 できる森林整備の基本方針 である

が、 今後 の構想展開 に向けたより詳細な要件 は、具体的

に立 地す る場所 に対応 して検討す ることが現実的で ある

と考 え られ る。
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第2編 地球 システムの経営 と緑 と人のエコロジー

第4部 グ リー ンセ ツ ル メ ン ト(第4分 科 会)

第6章 エコ地域計画管理を進めるうえでの森林の多元的評価と類型化

立正大学経済学部 福岡 克也

エ コ地 域管 理 と計画化 を行 うための手法につ いて

以下分析結果 を示 す。

1.分 析 の視 角 と方 法

このための研究手法 として、 次の順 序での検討を行 っ

た。 その検討 の順序 は次の通 りであ る。

第1は 、森林 を特徴 づける社会 的、経済的、 自然的個

別特性 の決定(κ1森 林面積率、Z2同 増減率、X3耕

地面積 率、Z4同 増減率、 κ5緑 地 面積 率、X6同 増減

率、X7人 口増 減率、 κ8都 心 よ りの距離 、 κ9宅 地価

格、 κ10同増減率、 κ11市街区域面積 率、 κ12谷密度、

κ13起伏量 など)。

第2は 、確定 され た森林 の個別特 性について各市 町村

ごとのデー タの整理。

第3は 、確定 された森林 の個別特 性値 にっ いて実測値

か ら、比較可能 な標準値 への変換。

第4は 、標準値 に変換 された森林 の個 別特性値間の ク

ロス解析。

第5は 、以上 のクロス解析 を もとに クロス解析図の作

成 と首都圏 における森林 の個別特性 値間の クロス解析 を

もとに した類型化。

第6は 、 この類型化 を もとに首都 圏にお ける森林の変

動 の把握。

第7は 、主成分分析 を用 いて数多 くの森 林 の個別特性

をよ り少 ない総合特性 に要約。

第8は 、主成分分析で求 め られた因子負荷量を用いて

森林 の総合特性 の意味づ けを行 う。

第9は 、森林 の総合特性 の意味 づけが適 切であ るか ど

うかの検討。 なお森林 の総合特性 に適切 な意味づ けが こ

れによ って可能 であったので、森林 の個別 特性の再 検討

に入 る必要 はな く、次 のプロセスへ移行 した。

第10は 、任意 の二つ の主成分 に関す るクロス解 析を

行 い、 クロス解析図 を作成 し、 この図表 に各市町村 をプ

ロッ トし、主成分間 のク ロス解析図 を作成 し、 これを用

いて各市町村 を森林 の総合特 性に基 づ くグループに分類

した。 この グル ープ化で首都 圏の森林の総合特性 に基づ

く類型 化が可能 とな った。

第11は 、以上の森林特性 を表す個別特性値 の間 でど

のよ うな因果関係が あるかをさ らに重回帰分析 を用 いて

解 明。 なお個別特性値 と しては、 セ ンサスな どの公式資

料 を用い、 現実の補正 を行 った。

第12は 、現地 に関す る経験 的、専門的知識 に照 らし

て、 このよ うな森林減少 メカニズムの検討 と森林 の類型

区分 が妥 当性を もっ のか否 かを検討。以上を もとに森林

減 少メカ ニズムの総合 的検討 を行 った。

2.結 果の分析 とエコ地域管理 の方向

この結果、緑 地構造、 自然 因子 を特性値 とす る森林構

造、社 会 ・経 済因子 による都市化構造 など多角的 な検討

の結果、以下 の ような地域 でのエ コ特性が抽 出された。

① 高密度市 街地の特性 と保全

第1群 は、東京都23区 をは じめ、保谷、東久留米、

田無、 武蔵 野、小金井、国分寺、国立、府中、三鷹、調

布、狛 江、稲城 、多摩、 町田、川崎、横浜、鎌倉、逗子、

横須賀 、三浦 、藤沢 など、主 と して都市化が急速 に進ん

でい る地域 が含 まれて いる。

従 って、 地価水準が高 く、宅地造成 など開発志向 は現

在 もきわめて強 く続 いている。 しか し、すで に東京23

区をは じめ平地 は都市化 を完了 していて、わずかに川崎、

横浜、鎌倉、逗 子 などの丘陵地帯 の急斜面な どに多少 の

林地 を残すだ けとなって い る。 その残 された緑 も開発 の

対象 とな りっつあ り、生活環境林 と して住民 のニーズは

高 ま る一方 で ある。従 って保全へ の市民運動 など も活発

に行 われてい る地帯で ある。
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②都市近郊農村地帯 の特性 と保全

第2群 は、都市 化が現在進行 中であるが、 その進行 の

度合 は第1群 に比 べればやや緩 やかな地域 である。 この

地域 は第1群 の外郭 地帯に円環状 で存在 している。千葉

県で は習志野、船 橋、鎌 ケ谷、松戸、柏、流 山、埼玉 県

で は三郷、八潮、 草加、鳩 ケ谷、戸 田、和光、朝霞、新

座等で あ り、 さ らに東京都で は清瀬、東村 山、東大和、

小平、立川、 日野 等であ る。 また神奈川県 では相模原 、

座間、海老名、寒 川、茅 ヶ崎等 が これに当たる。

森林 と農地 とが結 びついた緑地 が残 されてお り、 開発

圧力 は農地 か ら森 林へ と二段階にわたってかか って くる。

と くに大規模 開発 において は、森 林に直接及 ぶ恐 れがあ

り、都市化 の圧 力 も強 く加わ っているので、保全 には特

別 の留意 を必要 とす るであ ろう。 ここでは住宅地 が農 地

で囲 まれ、 さ らに農地の外側 に森林があ り、さらに住宅、

農地が交互 に広 が るというような形 とな ってい るが、 最

近 の開発圧力 は農地か ら森林に及びつつあり、1ヘ クター

ル以下 の ミニ開発 も点々 と行われている。

また、市街化 区域内の残置森林 については、 税制上 有

利 とい った ことか ら、森林を伐採 し一時的に農地 と して

いる場合 が多 い。 こ うした場合 にも森林が伐 られ、緑 が

失 われ る。

③平坦農村地 帯の特性 と保全

第3群 地域 は、第2群 地域 の外側にあ り、現在開発が

進行 してい るものの なお緑地が残 されてお り、今後 緑地

の保全 と開発 とを十分調整 しなければな らな い地域 で あ

る。千葉県 の千葉、 四街道、佐倉、印西、 野田、茨城県

では取手、 藤代、守谷、埼玉県 の春 日部、浦和、大宮、

上尾、川越 、狭山、入間、所沢、東京都の昭島、神奈川

県平塚 な どが これ に該 当す る。第2群 地域の外側 に5～

10キ ロメー トル のベル ト状 に分布 してい る。 ただ し神

奈川県 にお いて は、 開発速度 がと くに早 いため に、 この

種 の地 域 はわずか に平塚市 およびその周辺に存在 して い

るだけで ある。

この地域で は、森林、農地、丘陵地の三つ によって緑

地が構 成 され、屋敷林 や平地林 が保存 されて きた。 しか

しこれ らの屋敷林、平地林 は農地 とともに、開発圧力 の

もとで宅地や工場用地 へ と転換 されっっ ある。 と くに大

規模な ディベ ロ ッパ ーによる開発圧力が加わ って お り、

これに対 して農家 の農林複合経営を守 り、かっ市民にとっ

て生活環境林 と して利用するという両面からの要求によっ

て・十分 な森林 の確 保が望 まれて いる
。 したがって この

よ うな地域において は、森林 を単 に環境林 と して保持す

るだ けで なく・生産 と生活 を結 びつ けた方法 によ
って緑

地を確保 してい くことが望 ま しい
。す なわち林地の利活

用 に関 して、よ り生活 的 ・生産 的 な側面 での結 びつ きを

強め る必要がある地域 である。 大規模 な開発圧力 は次第

に拡大の傾向にあ り・ 農地 や屋敷林 にとどま らず
、点 々

と残 され た丘 陵地斜面 の森林 を切 り崩 しっっ ある
。人工

林・天然林が適当に分散 し・ 風致 を保存 して いる地域で

あるか ら・ こうした森林 の保存 と修景施業 などで、森林

の緑を豊かに保つ工夫 が必要 であ る。 また、市街化調整

区域の決定にあた っては、 こう した緑地保全 の目的 を十

分 に果 た しうるよ うに調節する必要があろう。それに伴っ

て、特 に第3群 の森林保存方 法 につ いて は、農 ・林業 の

経営 と結 びついた措 置が必要 であ る。

④農山村地帯の特性 と保全

第4群 は平坦農村 地帯の外側 に存在す る農村地域で あ

り、東京都西部の一部 、埼玉 県西部、神奈 川県西部 には林

業地が含 まれてい る。さ らに千 葉県 においては君津 を中

心 とし、また山間部を中心 とした林業地 が展開 している。

これ らの地域で は第1次 産業 の比率 が他 の地域 よ り高

いので、都市化の進行に伴 って、第1次 産業 をどのよう

な形 で保全 してい くかが一 つの問題点 であ る。緑 の産業

を残 し、地域 としてその保全 にと くに留 意 しなければな

らない筈 である。土地利用計画 にあたって、緑地保全 の

ための市街化調整区域の設定な どは、基 本的緑地対策 と

して行 わなければな らないで あろ う。 開発圧 力は宅地化

された側 か ら森林や農地に向か って強 く働 きつつあ り、

その開発圧力 の強 さいかんに よ っては、 神奈川県西部 の

よ うに、森林 と農地 を飲み込ん で、 山岳 のふ もとまで達

す ると考 え られ る。 こう した方 向での環境変化に対応 す

るために、できるだ け開発圧力 を分散 させ薄めてい くよ

う、 ま とま った緑地 の設定、遮断緑地等 の方法によるグ

リー ンベル トの創造 など、種 々のエ コロジー的な保全措

置が とられな くて はな らな い。

⑤ 山村地帯の特性 と保全

第五群 は神奈川県西部の丹沢、箱根 を中心とした山地、

林業地 、東京都で は桧原、青梅等 を中心 と した林業地、

埼玉県 では秩父 を中心 と した林業地域 が含 まれてお り、

茨城県 では竜 ケ崎か ら土浦 にかけての森林地帯が これに
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該当す る。筑波村の一 部 もその地域 に含 まれる といえよ

う。千葉県 にお いて は房総半 島南部 ・中南部 の山岳地帯

であ る。 これ らの地域 はすべて、森林 の保全機 能や木材

生産機能 が高 く、 さらに保健休養機能 や水 源酒養機能 も

もった森林 が多 い。

ここで は、森林地帯を全体 と して経済 的 ・環境的に多

様 に利用 することが必要で あ り、 と くに都市 に近いため

に、都市 と山村 の連帯 をっ くり上 げ ることが効果的であ

る。

3,森 林環境 資源の最適化管理 とその条件

このよ うな可能性 を開発 し、主体 的整備の もとで エコ

システ ムを最適 に、 かっ経済 的に有 効 に管理す るために

はそのための原則 的な基準 が構築 されな くてはならない。

このために、 ここでは森林植生 を対 象 と して その最適解

を求め るための検 討を行 う。

森林な どの生 態系は、第一 に木材や特用林産物 などの

市 場財を生産 し、第二 に水 源酒 養、防災、保健林業 など

の環境財や環境サ ービス、 さ らに原生林保護 ・自然教育

な ど多様 な文化財や文化 サー ビスのよ うな環境便益 ・文

化便益を供給 して いる。森 林生 態系を め ぐる物質 やエネ

ル ギーの流れか らっ くり出され るこれ らの生産物 や便益

は、人間 の生活 にとって も、か けがえ のない素材 となる

(森林 は市場財、環境財、 文化財で ある)。

従 って、われわれ は可能な限 り、 自然 エ コシステムの

均衡 と保全を 目的 と しっっ、 これ に適合 した森林生態系

の経済 プロセスを展開 していか な くて はな らないであろ

う。 その場合、われわれは少な くと も、第一 に成 長量収

穫 をな しうる森林 の生態系を創造 し、第二 に合自然的に

年 々の成長量 を基準 と して収穫 し、同時 に このよ うなバ

ラ ンスの もとで、 コンスタン トな環境便益 を獲得す るこ

とに心掛 けね ばな らな い。

以上 の状態 を前提 とす る、経済 プロセ スでの最適な均

衡条件 とい うのは、 いかな る性質 の ものにな るであろ う

か。 す くな くと も市場理論で の従来 の利潤最 大条件 とは

異 なるであろ う。す なわち、収益 をR(t)、 環 境便益B(t)、

年 々の経営費(operationcost)お よび保 全費(mainten

ancecost)をC(t)、 と し評価初年 での森 林 自体 の処 分

価値(ス トック価値)をVO、T年 で の森 林 の価値 を

V(T)、 年利率 をr、 計画 機 関Tま で の森 林 へ の投 資

によ る正 の効果 の現在価値合計 をFと す ると、(1)式

とな り、 その最大 をTで 実現す るとすれば(2)の 条件

が満 たされな けれ ばな らない。

従来 の林価算法 のように、森林 の維持 ・保全 ・育成 な

どの効果 を、その森 林 か ら生ず る市場 財 と して の収益

(収穫)だ けで説明す る考 え方で は、 エ コロ ジカル ・コ

モデ ィテ ィを供給す る森林 のエ コシステムを合理 的に維

持 ・保 全 ・育成す ることはできない。

(1)、(2)の ごと く、判断基準 には、伝統的 な基準

R(t)と エコロジカルな基準B(t)と を含め な くて はな

らないで あろ う。 さ らに、 それに対応す るコス ト概念 と

して も、単 にオペ レーーテ ィングコス ト(広 義 に育林投資

として行われ る年 々の コス トも含 めている)だ けではな

く、 エ コシステムを守 り、 エ コロジカル ・コモデ ィテ ィ

を供 給す るなどの コス トを含 むべ きである。

　 　

F-1。IR(、)+B(t)1,識+V(T)ボ 」 記(t),…

・dt-Vo

エ
ー1。IR(、)+B(、)-C(、)1.ゲ.d、+V(T).,…

－V
o

dF[R(T)
十B(T)-C(T)]eゴT

dT

十Vl(T)e-「T=0

rV(T)e-「T

(1)

(2)

また、森林 に対 して永久的 に、投資を繰 り返 し継続的

に行 ってい くとすれば、Fは また(1)と は異 な り、

(3)の よ うにな る。(3)を 前提 として 、 森林 の最 適

な管理 の条件 を求め ると(4)と な る。

[R(T)十B(T)-C(T)]

T

ニrV(T)-vt(T)十
r

1-e-「T

[1。IR(t)+B(、)-C(t)1ピ.dt－ 瓢T)司

F=

(3)
'「

[1。IR(t+B(t)-C(t)1ボ.dt+V(T)ゴ

v・]×

1

1-e－TT

(4)
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われわれ は過去 においてB(t)の よ うな環境便益 を カ

ウン トしなか ったか、 あるいはカウン トす る認 識を もた

なか った ということのために、森林の持つ総合 的機能や

便益 を生 か した保全 ・管理 ・育成を、投資基準 として確

立 する ことが難 しか った。 しか し、物質収支やエネルギー

の流 れの中で、 エコシステムを含む経済プ ロセ スを最適

に コン トロールす るためには、収益、便益 、費 用、資本

コス ト、時間な どの制御因子 のすべてを含 んだ条件 の も

とで適正 に森 林 の管理 を可能 にす る基準を持たな くて は

な らないで あろう。(4)は 、 そう した条件のもとでの、

自然生 態系の最適制御 の基準 を示す ものであ る。 こう し

た方 向にお いて、新 たなエコ経営が確立 され、新 たな人

間 ・自然共生の社会 システムが形成 され うるで あろ う。

世界8ケ 国植物園の面積、入場者数

カナダ

フ ラ ンス

ドイ ツ

イ タ リー

日本

英国

ア メ リカ

旧 ソ連

合計

掲載

件数

19

66

54

47

50

58

259

156

709

面積

件数2

18

53

51

42

48

50

226

128

616

総面積

4,463.0

1、009.2

6302

234.3

823.6

1,250.3

81,423.7

10,083,0

99,917.3

平均

247.9

19、0

12.4

5.6

17.2

25.0

360、3

78.8

162,2

年間入場者数

件数㍗ 総数

8 2,671,320

241,261,057

113,819,000

16 382,500

215,519,834

234,182,000

115149,395,472

0

218167,231,183

平均

333,915

52,544

347,182

23,906

262,849

181,826

429、526

308,400

資 料:国 際植 物 園 年 鑑(lnternationalDirectoryofBotanicalGardens)

面 積 、 入 場 者 数 各 々 の記 載 が あ る もの の み の 件数 で、 これ らの平 均 を示 す 。
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都 道府県別テ ーマパー クー一覧表{1)

都道府県名

1北 海道

2

3

4

5

6

7青 森県

8岩 手県

9宮 城県

10秋 田県

11

12福 島県

13

14茨 城県

15

16

17栃 木県

18

19

20

21群 馬県

22埼 玉県

23

24

計画 ・テーマパ ーク ・企業 名な ど

札 幌国際開発(仮 称)

グリュック王国(ぜんりんレジャーランド)

登別 マ リンパ ークニクス

カナディアンワール ド

北方圏 ワール ド

北海道 ノーザ ンワール ド

日本 サ ンタラ ンド

カシオペァアカデ ミー

チッタ・イタリアーナ(イタリア都市

太平山 リゾー トパ ーク

秋田ふるさと村(仮称)(太平山リゾー ト

スパ リゾー トハ ワイア ンズ

NZの 里(ニ ュージーラ ン ドの里)

水 のテーマパ ーク

階楽園提携

茨木ハ イマー トニ000構 想

日光 ユー トピア計画 テーマパー ク

ボザ ンザ総合開発

マロニエ ・シティ(仮 称)

日光江戸村

高 崎アス トロパ ーク構想

霞 ケ浦ふれ あいラン ド

どろんこ公園

ユーロ ビレッジ構想

計画

状況

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

3

1

1

1

1

3

1

2

1

2

1

1

推進

事業費

百万円

100,000

4,000

32.000

400

10.000

14,600

800

3,600

40

35,000

80

1001000

100、000

3、500

634

100.000

敷地

面積

ha

70

100

510

36

1,000

640

16

16

6

165

50

58

6

1

見込者数

万人/年

80

30

100

300

1,235

15

見込売上

百万円/年

37,000

実施

売上実績

百万円/年

入場者数

万人/年

65

180

中止

負債金額

百万円

施設
事業
騨

10

4

19

4

10

10

10

6

4

10

5

6

5

16

7

10

7

2

5

6

6

4

注:計 画状 況1:計 画構想2:実 施 段階3:中 止 資料:日 経、新聞記事情報、(有)デ ー タユース提供(1989年 ～1992年)

都道府県別 テーマパ ーク一 覧表(2)

都道府県名

25千 葉県

26東 京都

27神 奈川県

28新 潟県

29

30

31長 野県

32

33

34

35

36

37岐 阜県

38静 岡県

39

40

41愛 知 県

42

43

44三 重 県

45滋 賀県

46京 都府

47大 阪府

48

49兵 庫 県

50

51

52

計 画 ・テーマパ ーク ・企業 名な ど

成 田ジ ヤパ ンビレツジ

区民農園(足 立区)

都筑動物公園

スペースネオトピア(長岡ニュータウン)

ロシア村建設構想

国営越後丘陵公園

まだ らおバ イ リンガル ラン ド

イングランドカントリー(白馬 リゾー ト)

軽井沢

SUWAガ ラスの里(ガ ラス工芸館

グラスセ ンター(工 芸館 ・仮称)

バラクラ・イングリッシュ ・ガーデン

西美濃歴史 のテーマパーーク作 り

リゾー ト研究会(天 竜市)

観光王国PR

修善寺虹 の郷

あいち健康 の森

三河湾地域 リゾー ト整備構想

デポち ゃん ランド(仮 称)

チ ョコレー トワール ド

琵琶湖 リゾー トネ ック レス構想

京都観光文化情報 セ ンター

レジ ャー ワール ド

神戸 レジャー ワール ド(KLW)

リゾー ト4構 想

神戸 レジャー ワール ド

ウオー ター ワンダーワール ド

マ リンピア神戸

計画

状況

3

3

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

推進
事業費
卵
30,000

100,000

50,000

50,000

9,560

800

3,700

100

150,000

200,000

480,000

150,000

270,000

78,000

35、000

敷地

面積

ha

34

5

103

220

17

5

0

3

50

180

ユ7

100

50

100

14

19

見込者数

万人/年

300

350

140

50

1,000

800

350

見込売上

百万円/年

2,500

600

実施

売上実績

百万円レ年

26,000

1,200

入場者数

万人/年

11

852

35

10

93

170

中

負債金額

百万円

89,500

施設
事業
醐

6

18

18

4

6

10

20

20

5

5

6

5

7

8

4

6

10

10

24

10

7

2

4

10

4

21

19
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都道府県 別 テーマパ ーク一覧表(2)
都道府県名

53和 歌山県

54

55鳥 取県

56岡 山県

57

58広 島県

59

60香 川県

61

62愛 媛県

63福 岡県

64

65

66佐 賀 県

67

68

69長 崎県

70

71熊 本県

72

73

74大 分 県

75大 分 県

76

77

78鹿 児島県

79

80沖 縄 県

計 画 ・テ ーマパ ーク ・企業名 など

"燦"(さ ん)黒 潮 リゾー ト構想

マ リーナ シテ ィ

オラ ンダ都市

中世歴史公 園2

チボ リ公園事 業

呉 ポー トピア ラン ド

ロマ ンチ ック ビーチかるが

瀬戸 内 ・サ ンリゾー ト構想

レオマ ・ワール ド

マイ ントピア別子

スペ ースワール ド

あ りあけジオ ・バ イオ ・ワール ド

福岡 ツイ ンドームシティ

有田 ポーセ リン(磁 器)パ ー ク

有田VOC

肥 前夢街道

ハ ウステンボス

長 崎オ ランダ村

九 州 アジアラン ド

水 俣環境セ ンター(仮 称)

熊本市観光ア トラクションプログラム

ポ ル ト ガ ル 村

ハ ー モ ニ ー ラ ン ド

別 府 港 湾 開 発 計 画

明 治 維 新 村

サ ン・オーシャン・リゾート構想

薩 摩 藩 時 代 村

今 帰 仁 ム ー ン ビー チ ワ ール ド

計画

状況

1

1

1

3

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

推進

事業費

百万円

570,000

10,000

270

16,500

4,700

70,000

4,900

30,000

16,000

260,000

10,000

130、000

15,000

40,000

15,000

167.669

15,000

50,000

敷地

面積

ha

16

2

12

7

69

22

43

120

86

140

37

45

230

見込者数

万人/年

200

100

80

100

300

550

170

見込売上

百万円/年

560

実施

売上実績

百万円/年

221

入場者数

万人/年

中止

負債金額

百万円

施設
事業
脳

10

23

4

5

10

10

6

20

18

5

14

5

5

5

20

4

5

22

7

10

9

6

5

7

5

10



あ と が き

藤 井 隆

この書物の完成 により、 日本計画行政学会国際共同研究専門部会の 「エコロジー

とディベロップメント」研究委員会の仕事 はようや く終わ った ことになる。 それ

はUNESCO-ISSCの 「HDP－ 地球環境人間次元研究計画」 に連な るも

のであった。ここにまとめた成果の一部 はすでに海外でも紹介された し、昨19

94年 秋の学会研究研修集会(関 東支部)で も発表されている。

この専門部会は、 このような活動 に当たって、財団法人 「トラス ト60」 か ら

2度 にわたって研究の助成を受けた。その第1回 は 「金融システムの将来像研究

委員会」であり、その報告書は 「金融 システムの将来像研究」(ト ラス ト60研 究

叢書)と して出版されており、その第2回 がこの 「エコロジーとデ ィベ ロップメ

ン ト研究委員会」。 この書物 「新 しい証券市場の創設と環境資産管理」がその報告

書である。地球環境問題が提起 した大 きな時代の考え方 「環境論的 アプローチ」

を迂回過程として経由 しながら、再 び 「証券や信託の将来像研究」 に戻るとい う

意味でいえば、「トラス ト60」 の研究助成事業 としては、「連続 した2巻 」 であ

る。第1巻 の 「金融システムの将来像研究」は、現行のパ ラダイムの中での将来

像研究であり、第2巻 「証券や信託の将来像研究」はエコ社会地球 システムの経

営という 「変化 したパラダイム」の中での将来像研究だとい うことができる。 こ

のような2段 階にわたる研究事業を助成 していただいたことに 「トラス ト60」

の英知を称えるとともに学会 として厚 くお礼を申し上げたい。

さて、それでいてこの報告書は二つの役割を果たしている。

その第1は 第2編 に収録 した各分科会の専門論文である。 資源 ・エネルギー、森

林や農業、農村計画や都市計画、都市緑化や不動産管理、様々な学会の方 々の協

力の下に編成 した、4っ の分科会の討議の中からでてきた専門論文である。 これ

らの方々のこ討議を通 じて、環境問題、環境財、環境資産といった新 しい課題が、

証券化、市場化、あるいは信託資産としての展開として、 どんな問題を生 んでい

るのか、どんな先駆的試みが動 いているのか、なにがそれ らの分野でこの ことに

関 して問題なのかを知ることができた。全討議の記録を収録することができなかっ

たばかりか、それぞれの分野では優れた論文であるはずの立派な成果 をこの方向

にないというだけのことでどんどん切 り捨てさせていただいた。 その成果は討議

に参加 した方々の血肉として広 く吸収されたと信ずるが、 まことに贅沢、横暴な

研究指導であったと感謝とともにお詫びを申し上げる。



第2の 役割 は、第1編 「エコ社会の経営と市場創造」 のとりまとめの過程 の中で

果たされた。その副題 「証券化 と市場化による地球 システムの信託経営」 の表現

するように、 この巨大な多方面にわたる課題を全体 として 「1っ のまとまったス

トーリー」「トータルな論理モデル」 としてとりまとめる研究であった。競争の行

き着 く先は 「創造的破壊」による脱皮だが、ここでは協力は 「創造的妥協」 か ら

始まるという政策原理に従って、全体像にっながらないデ ィテイルはどんどん切

り捨てて、「地球 システム経営の市場モデル」を構成 した。「国民国家の経営」、 ま

で人類社会の需要供給の市場評価の中で見て行こうというのは一つの極端である。

だが地球環境アプローチにおいても、「人間こそすべての尺度」 というならこうな

るということがあって、初めてそこに至る過程になにがあ り、 なにをすればよい

のか、なにが問われるのかを知 ることができる。金融改革だ けでなく、計画行政

全体にわたって、 この種の研究が欠けていたことが、今日の 「楼小化 した学問」

「倭小化 した政治経済社会経営」を生んでいるとしたら、 この研究の学界的意義は

きわめて大きいということになる。

終わりにあたりこのような大胆な試みに賛同 してご協力 くださった多 くの方々

にお礼を申し上げ、それぞれの方々がこれを1っ の土台と して次のステ ップを進

めてくださることを願 うところである。

なかなか執筆を終わ らない悪癖を持った仲間達に代わって、辛抱強 くこの書物

の仕上げにご協力 くださったみなさんに敬礼 してあとがきとする。
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